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平成２１年第１回名寄市議会定例会会議録

開会 平成２１年３月６日（金曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 平成２０年第４回定例会付託議案第１

号 名寄市私法上の債権の放棄に関す

る条例の制定について（総務文教常任

委員会報告）

日程第４ 平成２１年度市政執行方針・教育行政

執行方針

日程第５ 議案第１号 名寄市職員の勤務時間、

休暇等に関する条例の一部改正につい

て

議案第２号 名寄市職員の育児休業等

に関する条例の一部改正について

日程第６ 議案第３号 名寄市特別職の職員の給

与に関する条例の一部改正について

議案第４号 名寄市教育委員会教育長

の給与、勤務時間その他の勤務条件に

関する条例の一部改正について

日程第７ 議案第５号 名寄市職員の特殊勤務手

当に関する条例の一部改正について

日程第８ 議案第６号 名寄市保育所設置条例の

一部改正について

日程第９ 議案第７号 名寄市乳幼児等医療費の

助成に関する条例の一部改正について

日程第10 議案第８号 名寄市重度心身障害者及

びひとり親家庭等の医療費の助成に関

する条例の一部改正について

日程第11 議案第９号 名寄市介護保険条例の一

部改正について

日程第12 議案第１０号 名寄市水道事業の設置

等に関する条例の一部改正について

日程第13 議案第１１号 損害賠償の額を定める

ことについて

日程第14 議案第１２号 市道路線の廃止につい

て

議案第１３号 市道路線の認定につい

て

日程第15 議案第１４号 名寄市固定資産評価審

査委員会委員の選任について

日程第16 議案第１５号 平成２０年度名寄市一

般会計補正予算

日程第17 議案第１６号 平成２０年度名寄市国

民健康保険特別会計補正予算

日程第18 議案第１７号 平成２０年度名寄市介

護保険特別会計補正予算

日程第19 議案第１８号 平成２０年度名寄市下

水道事業特別会計補正予算

日程第20 議案第１９号 平成２０年度名寄市個

別排水処理施設整備事業特別会計補正

予算

日程第21 議案第２０号 平成２０年度名寄市簡

易水道事業特別会計補正予算

日程第22 議案第２１号 平成２０年度名寄市公

設地方卸売市場特別会計補正予算

日程第23 議案第２２号 平成２０年度名寄市食

肉センター事業特別会計補正予算

日程第24 議案第２３号 平成２０年度名寄市後

期高齢者医療特別会計補正予算

日程第25 議案第２４号 平成２０年度名寄市病

院事業会計補正予算

日程第26 議案第２５号 平成２０年度名寄市水

道事業会計補正予算

日程第27 議案第２６号 平成２１年度名寄市一

般会計予算

議案第２７号 平成２１年度名寄市国

平成２１年３月６日（金曜日）第１回３月定例会・第１号
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民健康保険特別会計予算

議案第２８号 平成２１年度名寄市老

人保健事業特別会計予算

議案第２９号 平成２１年度名寄市介

護保険特別会計予算

議案第３０号 平成２１年度名寄市下

水道事業特別会計予算

議案第３１号 平成２１年度名寄市個

別排水処理施設整備事業特別会計予算

議案第３２号 平成２１年度名寄市簡

易水道事業特別会計予算

議案第３３号 平成２１年度名寄市公

設地方卸売市場特別会計予算

議案第３４号 平成２１年度名寄市食

肉センター事業特別会計予算

議案第３５号 平成２１年度名寄市後

期高齢者医療特別会計予算

議案第３６号 平成２１年度名寄市病

院事業会計予算

議案第３７号 平成２１年度名寄市水

道事業会計予算

日程第28 報告第１号 専決処分した事件の報告

について

日程第29 報告第２号 専決処分した事件の報告

について

日程第30 報告第３号 専決処分した事件の報告

について

日程第31 諮問第１号 人権擁護委員の候補者推

薦につき意見を求めることについて

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 平成２０年第４回定例会付託議案第１

号 名寄市私法上の債権の放棄に関す

る条例の制定について（総務文教常任

委員会報告）

日程第４ 平成２１年度市政執行方針・教育行政

執行方針

日程第５ 議案第１号 名寄市職員の勤務時間、

休暇等に関する条例の一部改正につい

て

議案第２号 名寄市職員の育児休業等

に関する条例の一部改正について

日程第６ 議案第３号 名寄市特別職の職員の給

与に関する条例の一部改正について

議案第４号 名寄市教育委員会教育長

の給与、勤務時間その他の勤務条件に

関する条例の一部改正について

日程第７ 議案第５号 名寄市職員の特殊勤務手

当に関する条例の一部改正について

日程第８ 議案第６号 名寄市保育所設置条例の

一部改正について

日程第９ 議案第７号 名寄市乳幼児等医療費の

助成に関する条例の一部改正について

日程第10 議案第８号 名寄市重度心身障害者及

びひとり親家庭等の医療費の助成に関

する条例の一部改正について

日程第11 議案第９号 名寄市介護保険条例の一

部改正について

日程第12 議案第１０号 名寄市水道事業の設置

等に関する条例の一部改正について

日程第13 議案第１１号 損害賠償の額を定める

ことについて

日程第14 議案第１２号 市道路線の廃止につい

て

議案第１３号 市道路線の認定につい

て

日程第15 議案第１４号 名寄市固定資産評価審

査委員会委員の選任について

日程第16 議案第１５号 平成２０年度名寄市一

般会計補正予算

日程第17 議案第１６号 平成２０年度名寄市国

民健康保険特別会計補正予算

日程第18 議案第１７号 平成２０年度名寄市介

護保険特別会計補正予算
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日程第19 議案第１８号 平成２０年度名寄市下

水道事業特別会計補正予算

日程第20 議案第１９号 平成２０年度名寄市個

別排水処理施設整備事業特別会計補正

予算

日程第21 議案第２０号 平成２０年度名寄市簡

易水道事業特別会計補正予算

日程第22 議案第２１号 平成２０年度名寄市公

設地方卸売市場特別会計補正予算

日程第23 議案第２２号 平成２０年度名寄市食

肉センター事業特別会計補正予算

日程第24 議案第２３号 平成２０年度名寄市後

期高齢者医療特別会計補正予算

日程第25 議案第２４号 平成２０年度名寄市病

院事業会計補正予算

日程第26 議案第２５号 平成２０年度名寄市水

道事業会計補正予算

日程第27 議案第２６号 平成２１年度名寄市一

般会計予算

議案第２７号 平成２１年度名寄市国

民健康保険特別会計予算

議案第２８号 平成２１年度名寄市老

人保健事業特別会計予算

議案第２９号 平成２１年度名寄市介

護保険特別会計予算

議案第３０号 平成２１年度名寄市下

水道事業特別会計予算

議案第３１号 平成２１年度名寄市個

別排水処理施設整備事業特別会計予算

議案第３２号 平成２１年度名寄市簡

易水道事業特別会計予算

議案第３３号 平成２１年度名寄市公

設地方卸売市場特別会計予算

議案第３４号 平成２１年度名寄市食

肉センター事業特別会計予算

議案第３５号 平成２１年度名寄市後

期高齢者医療特別会計予算

議案第３６号 平成２１年度名寄市病

院事業会計予算

議案第３７号 平成２１年度名寄市水

道事業会計予算

日程第28 報告第１号 専決処分した事件の報告

について

日程第29 報告第２号 専決処分した事件の報告

について

日程第30 報告第３号 専決処分した事件の報告

について

日程第31 諮問第１号 人権擁護委員の候補者推

薦につき意見を求めることについて

１．出席議員（２５名）

議 長 ２６番 小 野 寺 一 知 議員

副議長 １９番 熊 谷 吉 正 議員

１番 佐 藤 靖 議員

２番 植 松 正 一 議員

３番 竹 中 憲 之 議員

４番 川 村 幸 栄 議員

５番 大 石 健 二 議員

６番 佐 々 木 寿 議員

７番 持 田 健 議員

８番 岩 木 正 文 議員

９番 駒 津 喜 一 議員

１０番 佐 藤 勝 議員

１１番 日 根 野 正 敏 議員

１２番 木 戸 口 真 議員

１３番 高 見 勉 議員

１４番 渡 辺 正 尚 議員

１６番 山 口 祐 司 議員

１７番 田 中 好 望 議員

１８番 黒 井 徹 議員

２０番 川 村 正 彦 議員

２１番 谷 内 司 議員

２２番 田 中 之 繁 議員

２３番 東 千 春 議員

２４番 宗 片 浩 子 議員

２５番 中 野 秀 敏 議員
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１．欠席議員（１名）

１５番 高 橋 伸 典 議員

１．事務局出席職員

事 務 局 長 佐 藤 健 一

書 記 間 所 勝

書 記 松 井 幸 子

書 記 高 久 晴 三

書 記 熊 谷 あ け み

１．説明員

市 長 島 多 慶 志 君

副 市 長 中 尾 裕 二 君

副 市 長 小 室 勝 治 君

教 育 長 藤 原 忠 君

総 務 部 長 佐 々 木 雅 之 君

生活福祉部長 吉 原 保 則 君

経 済 部 長 手 間 本 剛 君

建設水道部長 野 間 井 照 之 君

教 育 部 長 山 内 豊 君

市立総合病院
内 海 博 司 君

事 務 部 長

市 立 大 学
三 澤 吉 巳 君

事 務 局 長

福祉事務所長 小 山 龍 彦 君

上下水道室長 和 田 博 君

会 計 室 長 成 田 勇 一 君

監 査 委 員 森 山 良 悦 君
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ただいまより平成２〇議長（小野寺一知議員）

１年第１回名寄市議会定例会を開会いたします。

本日の会議に高橋伸典議員より遅延の申し出が

ありましたので、御報告をいたします。

日程第１ 会議録署〇議長（小野寺一知議員）

名議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８０条の規定

により、

３番 竹 中 憲 之 議員

１７番 田 中 好 望 議員

を指名いたします。

日程第２ 会期の決〇議長（小野寺一知議員）

定についてをお諮りいたします。

今期定例会の会期は、本日より３月２６日まで

の２１日間といたしたいと思いますが、御異議ご

ざいませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、今期定例会の会期は、本日より３月２

６日までの２１日間と決定いたしました。

日程第３ 平成２０〇議長（小野寺一知議員）

年第４回定例会付託議案第１号 名寄市私法上の

債権の放棄に関する条例の制定についてを議題と

いたします。

付託いたしました委員会の審査の経過並びに結

果の報告を求めます。

総務文教常任委員会、佐藤靖委員長。

おはよ〇総務文教常任委員長（佐藤 靖議員）

うございます。議長の御指名をいただきましたの

で、平成２０年第４回定例会におきまして当委員

会に付託されました付託議案第１号 名寄市私法

上の債権の放棄に関する条例の制定について、委

員会における審査経過並びに結果を御報告申し上

げます。

委員会は、総務部長を初め担当職員の出席を願

い、１月１５日及び２月１３日の２回にわたり開

催し、本条例の内容などについて担当職員から説

明を受けた後、慎重に審査を行ったところであり

ます。

付託されました議案は、市長の提案理由の説明

にもありましたように、地方自治体において私法

上の原因に基づいて発生する債権について、必要

な措置を講じてもなお徴収できない場合に、所要

の条件のもとで債権放棄ができるようにするため

に条例を制定しようというものであります。

これまで市が抱える債権については、地方自治

法及び地方税法などの公法上の債権として回収に

努めてきましたが、最高裁判例によって水道料金、

病院診療費、住宅使用料などについては民法適用

の私法上の債権に属するものとなりました。これ

により市が債権放棄する場合は、法的に実施困難

な諸条件を満たす必要があり、回収見込みが立た

ない債権も永久に消滅せずに不納欠損処理もでき

ない状況下となるなどの説明がありました。

各委員から出されました主な質疑では、条例施

行により債権が安易に放棄される状況に至らない

のかとの質問に対しては、債権放棄の前段措置と

して、債権の保全に全力を尽くすのは当然。消滅

時効により回収不能となる事態を招かないよう時

効を中断させる手だてを厳格に実行していくとの

答弁がありました。

さらに、必要な措置を講じたにもかかわらず徴

収することができない場合とは、消滅時効が完成

したときとは、債権放棄の基準はの質問に対し、

法令に基づき早期納入を求める督促を行った上で、

なお納入がない場合に一括納入または分割して納

入することを約束させる。これら履行を求めたに

もかかわらず、納入に応じない場合を想定してい

る。債務者が時効の援用を主張しなかった場合は、

本来債権の放棄ができないことになることから、

特例措置として債権放棄ができる対象とするため

の規定、消滅時効の期間が経過しても債権放棄す

る場合、しない場合がある。債権放棄する場合は、
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督促、納入契約書の作成及び誓約内容の履行に応

じた経緯があり、その後に生活困窮などの理由に

より徴収困難に立ち至ったケース。これに対して、

督促などの措置に全く応じないケースについては

債権放棄をせずに市に請求権を残すと答弁があり

ました。

また、条文表現にかかわって、失踪と行方不明

の違いとはとの質問があり、失踪とは家庭裁判所

の失踪宣告確定後に消息不明者の家族から市民課

に失踪届があった場合を想定しており、失踪には

蒸発、家出などにより７年以上消息不明の普通失

踪、災害、事故などで１年経過した特別失踪があ

る。これに対して、居所がわからず連絡がとれな

い場合が一般的な意味で行方不明を使っていると

説明がありましたが、表現方法について議論とな

ったところであります。

以上の議論を踏まえ、当委員会に付託されまし

た平成２０年第４回定例会付託議案第１号 名寄

市私法上の債権の放棄に関する条例の制定につき

ましては、第２条第２号中の「、失踪」を削る原

案の一部修正案が全委員より提出され、議論の結

果、全会一致で修正案を可決すべきものと決定し、

修正部分を除く部分を原案どおり可決すべきもの

と決定いたしました。

以上、付託議案の審査の経過と結果について御

報告いたします。

これより、委員長報〇議長（小野寺一知議員）

告に対する質疑に入ります。御発言ございません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件は委員長報告のとおり

決定することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、平成２０年第４回定例会付託議案第１

号は委員長報告のとおり可決されました。

暫時休憩いたします。

休憩 午前１０時０７分

再開 午前１０時０８分

休憩前に引き続き会〇議長（小野寺一知議員）

議を開きます。

日程第４ これより平成２１年度市政執行方針

・教育行政執行方針を行います。

初めに、平成２１年度市政執行方針を行います。

島市長。

おはようございます。〇市長（島 多慶志君）

平成２１年第１回名寄市議会定例会の開会にあた

り、市政執行への私の基本的な考えを申し上げ、

議員各位をはじめ、市民の皆さんの御理解と御協

力をいただきたいと思います。

新しい名寄市が誕生してから４年目となります。

私は、市民の融和を基本に、１００年有余の歴

史に培われたそれぞれの地域と人の力を結集して、

「住んでて良かったと思えるまち」を実感してい

ただけるまちづくりを積極的に進めてまいりまし

た。

しかし、国の構造改革が進展する中で、財政破

綻に象徴されるように、多くの地方自治体が疲弊

に苦しみ、地域間格差の拡大が顕在化してきまし

た。

さらに、昨年のアメリカ発の世界的な金融危機

は、１００年に１度の緊急事態と言われ、自動車

・家電など輸出産業を中心に大きな衝撃を与え、

雇用の崩壊、消費の急激な縮小など、わが国の経

済を根底から揺るがし、今後数年間、本市の厳し

い行財政運営にも拍車がかかるものと考えていま

す。

こうした状況だからこそ、合併による行財政へ

のさまざまなメリットを最大限に活用し、総合計

画に掲げる施策、事業を着実に実行することで、

目標とする将来像の実現に努めてまいります。

また、施策の推進にあたっては、「市民と行政

との協働のまちづくり」を基本とし、課題の解決

を先送りせず、しっかりと将来を見据えて、全力
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で取り組んでまいりますので、一層の御理解と御

協力をいただきますようお願いいたします。

ここに、市政推進の基本的な考え方を申し上げ

ます。

一点目は、「市民と行政との協働」についてで

す。

自立した活力あるまちづくりを進めるためには、

市民がまちづくりの主役であることを自覚し、参

加することが大切です。

そのためには、まちづくりに必要な情報の提供、

地域における支え合いと市民が参加できる仕組み

が必要であり、（仮称）「自治基本条例」の制定

と小学校区を区域とする地域連絡協議会との連携

及び支援に取り組んでまいります。

二点目は、「行財政改革の推進」についてです。

市税など収入が減少し続ける中で、総合計画を

着実に実施するため、行財政改革の強化と組織・

機構のスリム化、事務・事業の一元化を推進して

まいります。また、名寄・風連両地区の類似する

公共施設の統廃合及び老朽化に伴う改修計画の具

体的な検討を行います。

さらに、職員の資質向上は重要な課題であり、

庁内講師による新人職員研修の実施など、研修の

充実に努めてまいります。

三点目は、「活力をもたらす産業の振興」につ

いてです。

地域経済の活性化と雇用確保を図るためには、

基幹産業の農業や製造業等が元気に展開し、観光

振興による交流人口拡大が重要です。

産学官の連携を強化し、食の安全、地産地消、

農畜産物のブランド化、まちなかの賑わいづくり

に取り組んでまいります。

以上、市政推進の基本的な考え方について申し

上げました。

次に、平成２１年度の予算編成について申し上

げます。

国の平成２１年度予算は、「経済財政運営と構

造改革に関する基本方針２００６」等に基づき、

財政健全化に向けた基本的方向性を維持しながら、

一方では、世界の経済金融情勢の急激な変化を受

け、歳入環境が急速に悪化している状況を念頭に、

国民生活と日本経済を守ることを最優先に編成さ

れました。

一方、地方財政対策については、「基本方針２

００６」等に沿った国の歳出予算に合わせて、給

与関係経費や地方単独事業が抑制されたものの、

厳しい財政運営を強いられている地方の切実な声

を踏まえ、生活防衛のための緊急対策に基づき、

地方交付税の増額などが盛り込まれ、総額は８２

兆 ５５７兆兆と、前年度に兆べて１兆ーセント

の減となりました。

このうち、地方交付税は１５兆 ２０２兆兆で、

臨時財政対策債を含めた実質的な地方交付税は２

０兆 ６８８兆兆となり、前年度兆１ ０兆ーセ 

ントの大幅な伸び率となりました。また、地方交

付税の中に、歳出の特別枠として、昨年の「地方

再生対策費」に加え、新たに、「地域雇用創出推

進費」が創設されるなど、地方の厳しい財政事情

に一定の配慮がなされました。

名寄市の平成２１年度各会計予算は、地方公共

団体の財政健全化法に基づく財政の健全化、行財

政改革の着実な推進を念頭に、総合計画の具現化

を最優先に編成いたしました。

新規事業では、東小学校屋内運動場実施設計、

認定こども園運営支援事業、南２丁目通踏切拡幅

改良事業、市街地再開発事業における地域交流セ

ンター取得事業などを、また、継続事業では、市

立天文台整備事業、北斗・新北斗団地建替事業、

住宅リフォーム促進助成事業など、ハード・ソフ

トの両面から多くの事業を盛り込み、地域経済や

雇用にも配慮いたしました。

一般会計の予算案は１９９兆 ２１５一 ００ 

０兆で、前年度兆 １兆ーセント、１４兆 ７９ 

６一 ０００兆の増額となりました。

９つの特別会計予算案は、前年度兆 ７兆ーセ

ント減の８４兆 ３６６一 ０００兆、ン業会計 
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予算案は、前年度兆１ ３兆ーセント増の１１５

兆 ５１６一 ０００兆、全会計の総額では、前 

年度兆 ５兆ーセント増の３９９兆 ０９９一  

０００兆となりました。

また、風連特例区会計の予算案は、前年度兆１

１兆ーセント減の １５２一 ０００兆となり  

ました。

財源調整的な財政調整基金もほぼ底をつき、基

金に依存した財政運営も限界に来ていることから、

昨年、行財政改革推進実施本部を立ち上げ、既得

権や既成概念にとらわれず、あらゆる事業の見直

しを進めています。

平成２１年度も引き続き、スピード感を持って

行財政改革に取り組むことで財源確保を図り、受

益と負担のバランスを調整しながら、将来の世代

に負の遺産を残すことがないよう、市民の皆さん

と協働のまちづくりを進めてまいりたいと考えて

います。

次に、市民主体のまちづくりの推進について申

し上げます。

市民が中心となって、まちづくりを進めるため

には市民と行政がそれぞれの役割や責任を分担し、

協働についての共通認識を持ち、まちづくりを推

進する必要があります。そのためには、さまざま

な施策の計画、実施、評価の各段階等において、

積極的な市民参加や行政運営のルールを定める

（仮称）「自治基本条例」の制定に向け、市民懇

話会で検討を進めているところです。

また、行政情報の積極的な提供と共有により、

市民の皆さんと協働のまちづくりを進めてまいり

ます。

次に、合併特例区について申し上げます。

風連地区振興のために「合併特例区協議会」と

の連携を深め、事務事業の兆滑な推進に努めると

ともに、風連地区での住民自治組織（町内会）制

度への移行に向け、地域の意向を尊重し、世帯数

の減少・高齢化などの現実を直視し、将来を見据

えた区域の再編となるよう努めてまいります。

次に、コミュニティ活動の推進について申し上

げます。

地域のコミュニティ活動の活性化を推進するた

め、名寄地区においては地域に根ざした単位町内

会が、小学校区域毎の広域的な枠組みの中で、そ

れぞれの地域の課題や問題を明らかにし、相互に

共有して連携、協力しながら自立した事業活動が

行える「地域連絡協議会」などの設置を進めてお

り、引き続きその活動を支援してまいります。

また、町内会は住民の最も身近な自治組織であ

り、地域自治の原点であることから、自主的な地

域活動に対する支援や、活動拠点となる町内会館

の整備などについても継続して支援してまいりま

す。

次に、情報化の推進について申し上げます。

平成２１年度からの電算処理による戸籍事務の

開始に向け、平成１９年度から戸籍のデータ化、

及びシステム整備を進めてまいりました。本年３

月末にこれらの整備が完了し、職員の操作研修を

終えた本年６月１日より電算処理による戸籍事務

の提供を開始いたします。戸籍事務の効率化、迅

速化、個人情報保護の強化などにより、市民サー

ビスの向上に努めてまいります。

次に、交流活動の推進について申し上げます。

国際交流につきましては、姉妹都市提携４０周

年を迎えるカナダ・カワーサレイクス市リンゼイ

地区との交流は、友好委員会が中心となりリンゼ

イ訪問団を招待し、８月末に記念式典を予定して

います。また、平成２１年度の交換学生の交流で

は、リンゼイから学生を受け入れる予定となって

います。

一方、ロシア・ドーリンスク市との交流では、

市民訪問団を受け入れ、教育や文化などの交流を

通じて友好親善に努めてまいります。

今後も、さらなる友好親善につながるよう、そ

れぞれの友好委員会を中心に取り組みを進めてま

いります。

国内交流につきましては、東京都杉並区・山形
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県鶴岡市藤島との間で、子どもたちも含めた人的

交流や特産品などの販売活動に取り組み、さらに

充実した交流になるよう努めてまいります。

東京なよろ会など、ふるさと会につきましては、

名寄市の情報を発信し、人的・経済交流が広がる

よう積極的に取り組みを進めてまいります。

次に、広域行政の推進について申し上げます。

国は、新たな地域活性化に向けた取り組みとし

て「定住自立圏構想」を推進する方針を打ち出し

ました。その一方で、当初の役割は終えたとして、

平成２０年度をもって「広域行政圏計画策定要

綱」などの広域行政圏施策の廃止が通知されてい

ます。

「定住自立圏構想」は、少なくとも人口４一人

を超える中心市と周辺市町村が、定住のために必

要な生活機能を確保するため、各分野での協定に

より役割を分担し、相互連携により地方圏から人

口流出を食い止め、圏域全体の活性化を図ること

を目的としており、特別交付税による財源措置も

講じられることになっています。

上川北部地域においては、隣接する士別市と本

市を合わせた人口が４一人を超え、複眼型と言わ

れる２市での中心市として、本構想の要件を満た

すものとなっています。

上川北部地区広域市町村圏振興協議会会長を担

当する本市としては、衛生、消防の一部事務組合

をはじめとする広域連携を引き続き推進するとと

もに、上川北部各市町村と連携の上、現時点では

具体的な内容が明らかとなっていない「定住自立

圏構想」について、内容の把握に努めた研究を進

めてまいります。

昨年４月に「名寄市行財政改革推進実施本部」

を設置し、社会情勢の変化に対応できる簡素で効

率的な行政運営の取り組みを進めているところで

す。新たな財政健全化法の成立により一層の行財

政改革が求められている中、今後も、事務事業の

一元化、組織・機構の見直しなどを進めてまいり

ます。

次に、保健事業について申し上げます。

母子保健事業では、安全で安心な出産のための

妊婦健診の費用助成を１４回まで拡大し、医療機

関等との連携を強化し、安心して出産できる体制

を整備してまいります。

また、子育ての不安や負担感を解消する、育児

支援強化対策として母子支援専門員を配置し、安

心して子供を生み育てる環境づくりに努めてまい

ります。

特定健診につきましては、保健指導の充実や、

がん検診等の受診率の向上、生活習慣病の予防等

を推進し、市民が自らの健康の保持・増進を図る

ことができるよう取り組んでまいります。

次に、市立総合病院について申し上げます。

平成２１年度は、名寄市立総合病院改革プラン

の計画初年度です。改革プランは、経営の効率化

と再編・ネットワーク化、及び経営主体の見直し

の３つを視点としています。特に経営の効率化に

つきましては、医療に対する経営環境が厳しいな

かで、計画書で掲げられている項目を着実に推進

し、目標の達成に努めてまいります。

次に、診療につきましては、道北第３次医療圏

の地方センター病院として、圏域内の限られた医

療資源を最大限に活用するため、引き続き、地域

の病院・診療所との連携を図ってまいります。併

せて、医師の派遣や研修会の開催、市民公開講座

による生活習慣病の予防に対する意識の高揚を推

進してまいります。

また、昨年、救急外来、ＩＣＵ病棟を増改築し

たことにより、当院のハード面としての診療機能

が一段と高められました。今後は、医師をはじめ

とする医療スタッフの人材確保に努め、診療・看

護体制の充実を図ってまいります。特に、新たに

総合診療科を設け、複数の疾患を持った高齢者に

対して、効率的な医療を提供したいと考えていま

す。

現在、過疎化・少子高齢化が進展する中で、医

療を確保することが益々重要になっていますが、
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住民の医療に対する信頼を得るには、第三者によ

る客観的評価を受け、的確に対応していく必要が

あります。当院は、平成１１年度と１６年度の二

度にわたり、日本医療機能評価機構が実施してい

る「病院機能評価」の認定を受けています。平成

２１年度が三度目の認定更新の年となっており、

評価基準も毎回厳しくなっていますが、真に患者

に信頼される病院として、職員が一丸となり、認

定されるよう努力してまいります。

次に、子育て支援の推進について申し上げます。

平成２１年４月から、保育のガイドラインであ

る、保育所保育指針が改定されます。

新しい指針は、一つには、指針適用に、実施義

務から基本原則までその効力に弾力性を持たせる。

二つには、保育の質の向上にかかる創意工夫を求

める。三つには、保育の内容と運営に関し、取り

組みの明確化を図る。四つには、保育指針の明解

性を高めるため、内容、記述の見直しを行い、保

育現場での実践の記録が、保護者の理解に役立つ

資料としての活用も視野に入れたものとなってい

ます。

市内各保育所が連携し、新しい指針に沿った保

育要領を策定し実践する中で、今後も保護者の要

請に応える保育行政を推進してまいります。

次に、認定こども園について申し上げます。

一時保育・延長保育、子育て支援センターのほ

か、本市では初めてとなる病後児保育など、民間

活力を導入した「認定こども園」としての体制が

整いましたので、本年４月から実施してまいりま

す。

同時に、閉所となる中央保育所は３月２７日に

閉所式を行い、３８年間の歴史に幕を閉じます。

御利用いただきました保護者の皆さん、並びに関

係各位に対しまして、これまでの御指導、御協力

に心から感謝申し上げます。

平成２１年１月末における６５歳以上の高齢者

人口は １４６人で、高齢化率が２ １兆ーセン 

トと、依然として高齢化が進んでいます。

高齢化対策として、昨年立ち上げた「名寄市徘

徊高齢者ＳＯＳネットワーク」並びに「名寄市高

齢者虐待防止ネットワーク会議」の充実を図ると

ともに、認知症対策も含めて、支援を必要とする

方々には、関係機関と連携しながら、保健・医療

・福祉・介護などのさまざまなサービスを、継続

的・包括的に提供できるよう努めてまいります。

次に、障がい者福祉の推進について申し上げま

す。

障がい者の自立や社会参加を促進する「第２期

名寄市障がい福祉実施計画」に基づき、障がい者

が必要な福祉サービスや事業の兆滑な提供と、地

域生活への移行を促進する環境づくりとして、社

会福祉法人等が行う共同生活の整備に要する経費

の一部を支援してまいります。

また、北海道医療給付制度が改正され、精神障

がい者にも外来医療費が拡大されましたので、重

度心身障害者医療費給付事業等を改正し、引き続

き給付事業を実施してまいります。

次に、廃棄物処理対策について申し上げます。

再資源化の取り組みとして、古着・古布の回収、

廃食用油のリサイクルを引き続き実施すると共に、

「ごみ分別ガイドブック」を改訂し、さらなる分

別の徹底を推進してまいります。

環境美化活動の推進では、環境衛生推進員を中

心に、町内会及び行政区等の協力連携により、清

掃週間の実施など、清掃活動に取り組んでまいり

ます。

次に、消防事業について申し上げます。

昨年は、住宅火災で高齢者３名が焼死したこと

を踏まえ、消防団員と署員による、一般住宅及び

高齢者世帯の防火訪問を強化するとともに、住宅

用火災警報器の設置促進など、防火対策を推進し

てまいります。

消防体制につきましては、本署及び出張所の出

動体制の強化、並びに消防団との連携による効率

的な部隊運用を図るとともに、出張所勤務の救急

救命士を増員し、救急業務の充実・高度化を推進
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してまいります。

次に、交通安全対策について申し上げます。

市民が悲惨な交通事故の当事者にならないため、

関係機関・団体や、地域と連携を深めながら、高

齢者対策や冬期対策など本市の地域特性に応じた

安全対策を進め、交通事故の撲滅を目標に、幅広

い交通安全運動を進めてまいります。

次に、生活安全対策について申し上げます。

昨年は、不幸にも凶悪事件や不審者による、子

ども達への声かけ事案が発生するなど、これまで

の名寄市では考えられない犯罪の凶悪化が見られ

ました。

市民がこの様な事件、事故に巻き込まれないよ

う、関係機関・団体と連携を図り、犯罪防止に向

けた適切な情報提供を行い、安全安心なまちづく

りを進めてまいります。

次に、住宅の整備について申し上げます。

西町団地建替事業は、平成１５年度より着工し、

２０棟４０戸が完成し、事業を終了いたしました。

北斗・新北斗団地建替事業は、住み替え住宅と

して、昨年９月に着工いたしました（仮称）南団

地１棟３４戸（鉄筋コンクリート造５階建て）の

完成を、平成２１年１０月に予定しています。

また、平成２１年度の現地建替事業は、平成２

２年度工事の実施設計と、解体工事１０棟４０戸

の発注を予定しています。

改善事業では、全団地を対象に住宅火災警報器

の設置を平成２１年度から２ヵ年で実施してまい

ります。

次に、市街地再開発事業について申し上げます。

本事業の施行者「株式会社ふうれん」は、特定

業務代行者に平成２２年度までの工事を一括発注

しており、平成２０年度施工分は、今月完成いた

します。

平成２１年度は、地域交流センターや、道北な

よろ農業協同組合等の建築工事に着手してまいり

ます。

次に、公園の整備について申し上げます。

天塩川さざなみ公園内の河川敷兆ークゴルフ場

は、３６ホールのうち１８ホールを昨年６月に一

部開園しました。

下流側１８ホールは、芝養生のあと６月末に全

面開園の予定となっています。

次に、水道事業について申し上げます。

利用者に安全な水を安定的に供給するため、老

朽管更新と配水管網整備を進めてまいります。

また、今後も水需要に対応するため、サンルダ

ム建設事業に参画し、安定的な水源確保の取り組

みを行ってまいります。

平成２１年度は、第２期拡張事業として、国道

２３９号１７線から１８線間の配水管を布設いた

します。老朽管更新事業では、緑丘１６線及び道

道朱鞠内風連線を更新するほか、給水区域内の漏

水調査と配水管洗浄を継続して実施してまいりま

す。

次に、下水道事業について申し上げます。

区域内での管網整備はほぼ完了し、今後は、施

設の老朽化に伴う機器更新を進めてまいります。

平成２１年度は、供用開始から２８年経過した

処理場受変電設備の更新を行い、安定した維持管

理ができるよう努めてまいります。

合流式下水道改善対策として、平成１８年度か

ら建設を進めていた下水処理場雨水滞水池が、平

成２１年４月から供用を開始いたします。

合併浄化槽整備事業は、農村部における快適な

生活環境向上のため、１０基の設置を予定してい

ます。

次に、道路整備について申し上げます。

国土交通省関連の新規事業は、道路特定財源が

見直され、新たに創設される（仮称）地域活力基

盤創造交付金により、これまで東地区から要望の

あった南２丁目通踏切拡幅改良事業と、安全安心

な道路整備として、南小学校や名寄中学校の通学

路で、沿線に総合福祉センターなど公共施設が所

在する、南１１丁目東通改良舗装工事に着手して

まいります。
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継続事業は、加東橋架替工事を含む１９線道路

改良ほか４路線を実施してまいります。

まちづくり交付金では、特別養護老人ホーム

「しらかばハイツ」前の北栄２丁目線歩道改修事

業を実施してまいります。

また、豊栄川河川総合流域防災事業による、徳

田しらかば橋改良新設のため、１７線道路の迂回

道路となる、徳田しらかば１号線改良舗装を、北

海道の委託工事として実施してまいります。

次に、公共交通について申し上げます。

地域住民の公共交通機関を確保するため、バス

路線維持対策を推進してまいりましたが、利用者

の減少など地域交通を取り巻く情勢は一層厳しさ

が増しています。

このため、「名寄市地域公共交通会議」を設置

し、新たな公共交通システムや、現行バスの効率

的な運行体系について議論をいただくとともに、

住民説明会などを通じ「名寄市地域公共交通総合

連携計画」の策定に向けた調査・検討・実証運行

事業を実施してまいります。

次に、除排雪事業について申し上げます。

除雪は、冬の快適な生活環境の確保と、市民生

活や生産活動を維持するため、名寄地区において

車道２９２キロメートル、歩道３４キロメートル、

風連地区は、車道１５４キロメートル、歩道２０

キロメートルの実施を予定しています。

排雪は、道路幅員確保・交通安全対策のため、

カット排雪、交差点排雪を重点に実施してまいり

ます。

効率的・効果的な除排雪体制とするため、排雪

ダンプ助成事業、市道・私道除排雪助成事業を継

続し、除排雪水準の向上に努めてまいります。

次に、農業・農村行政について申し上げます。

食品の偽装表示・輸入食品の汚染等、食料に対

する国民の不安が高まっています。また、資材価

格・輸入飼料の高騰、耕作放棄地の増加、及び担

い手不足、高齢化の進行により、農村地域の活力

が一層低下し、食料・農業・農村を巡る情勢が大

きく変化しています。このため国は、国際情勢へ

の対応や食料自給率の向上には、諸課題への対策

をさらに促進していく必要があるとして、「食料

・農業・農村基本計画」の見直しを含め、緊急的

な対策、中長期的な対策を講じることとしていま

す。

本市としては、制度内容の十分な検討と併せ、

関係団体との連携協力により、担い手育成や産地

づくりに取り組み、農家経済の安定に努めてまい

ります。

次に、食育及び地産地消の推進について申し上

げます。

食育推進につきましては、名寄市食育推進計画

に基づき、総合的な食育の推進を図るため、「名

寄市食育推進協議会」が昨年設置されました。食

育を主体的に取り組むため、市民・地域・行政・

関係団体等が連携・協力し、課題の改善を図りま

す。また、良質で安全な農畜産物の地産地消推進

の取り組みも進めてまいります。

次に、米政策について申し上げます。

平成２１年度産米の配分につきましては、北海

道への配分が １３兆ーセント増加したことによ

り、もち米は１６０トンの増となりました。また、

在庫数量の解消を目的に２ヶ年実施してきました

１０兆ーセント自主削減が終了することとなりま

した。うるち米につきましては、北海道ガイドラ

インの見直しにより、１ランクアップのⅡランク

となり若干の増となっています。また、「こめご

ころ」等地場産ブランドを活用し、地産地消と消

費拡大に努めてまいります。

国の産地づくり対策は、既存産地の取り組みを

継続するとともに、自給率・自給力向上に向けた

効果が高まるよう見直すとして、新たに平成２１

年度から２３年度までの対策となりました。交付

金等の関連予算は、昨年度並に約１１兆兆を見込

んでいます。また、転作の拡大など、新たに自給

率向上の戦略作物（米粉、麦、大豆等）を作付け

拡大した場合の対策として、「水田等有効活用促
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進対策」が創設され、現在、名寄地域水田農業推

進協議会等で議論を進めています。産地確立交付

金等を有効活用し、地域水田農業の発展に向け、

担い手の育成や経営体の安定・強化を図ってまい

ります。

次に、「中山間地域等直接支払制度」及び「農

地・水・環境保全向上対策」について申し上げま

す。

中山間事業は、平成１７年度に２期目の対策が

始まり、平成２１年度で５年間の対策が終了しま

す。平成２１年度予算は、名寄地域集すで ２７

３一兆、風連地域集すで ５８７一兆の交付見込

みとなっています。平成２２年度以降については、

全道的にも継続の要望が強く、本市といたしまし

ても継続に向け要望してまいります。平成１９年

度に始まった農地・水・環境保全向上対策は、平

成２０年度で９地区となり、ほぼ全市的な取り組

みとなりました。平成２１年度交付額は、１兆

４７７一兆が見込まれ、地域の共同活動を支援し

てまいります。

次に、農業振興センターについて申し上げます。

肥料高騰により、土壌診断に基づいた施肥設計

の見直しによる肥料低減が進められており、農業

振興センターにおける診断件数も倍増となってい

ます。今後、適切な診断・指導に努めてまいりま

す。また、営農指導、試験・展示ほ場の設置、組

織培養による優良種苗の提供等を実施してまいり

ます。

次に、畜産の振興について申し上げます。

世界的な穀物価格の高騰などに連動し、配合飼

料価格も値上がりが続き、酪農・畜産経営は多大

な影響を受けています。今後は、飼料自給率や生

産性の向上を図り、自給飼料基盤に立脚した経営

に取り組むことが重要な課題となります。関係機

関と連携し、足腰の強い畜産経営を推進してまい

ります。

公共牧野事業につきましては、名寄市営牧野及

び母子里地区共同牧場への預託放牧を奨励し、効

率的で適正な管理運営に努めてまいります。

次に、名寄市立食肉センターについて申し上げ

ます。

食品業界の再編による生産現場の統廃合が進み、

突然の工場閉鎖で地域経済に大きな影響を与える

ことが、深刻な問題となっています。幸いにも、

当市で操業しているニチロ畜産株式会社では、食

肉加工施設を継続するとともに、処理頭数の増頭

を計画しています。

本市としては、雇用の拡大及び道北の食肉生産

基地としての畜産振興、地域活性化を推進するた

めにも、老朽化したと畜施設の調査を行い、改修

等の検討をしてまいります。

次に農業農村整備事業について申し上げます。

いずれも道営事業で継続中の、東豊地区・瑞生

地区・共和地区と新規の名寄東地区は、従前の

「経営体育成基盤整備事業」から補助率の有利な

「農地集積加速化基盤整備事業」で実施してまい

ります。

また、「道営地域水田農業支援緊急整備事業」

の風連地区・名寄地区、弥生地区では「道営基幹

水利施設ストックマネジメント事業」を継続して

実施いたします。これらの事業は、道単独事業の

「持続的農業・農村づくり促進特別対策事業」の

対象事業であり、北海道と連携を取りながら、受

益者の負担軽減に努めてまいります。なお、東豊

地区と風連地区については今年度で事業完了の予

定です。

次に、林業の振興について申し上げます。

林業・林産業の情勢は、世界経済の悪化により

大変厳しくなっています。反面、森林の持つ多面

的な機能が見直され、地球環境の維持・保全に重

大な役割が期待されています。森林の健全な育成

を図るため、民有林の間伐事業に対して支援して

まいります。また、上川北部森林組合や北森協同

組合が原木取扱の増に対応し、素材の生産量を上

げるため計画している高性能機械の導入に対し、

国の補助を受けて助成してまいります。
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次に、商工業関係について申し上げます。

名寄地方における景気動向は、地元金融機関の

景況レポートによると、ン業の景況感を示す業況

判断指数（ＤＩ値）は、昨年７月から１２月まで

の実績で、昨年同様マイナス基調で推移していま

す。概況では、全ての業種に厳しさがうかがえ、

経営環境もより厳しさを強め、今後の見通しにつ

きましても、引き続き停滞感を強めている状況と

なっています。

昨年１２月に発売されたプレミアム付「なよろ

地域商品券」が、国の追加経済対策を受け、本年

１月に地域商品券販売促進事業として、「なよろ

全市連合大売り出し実行委員会」の主催で実施さ

れ、販売初日に ０００セットが完売となりまし

た。今後、支給予定の定額給付金と併せ、地元商

店での販売促進や消費拡大に期待するところです。

次に、北海道が主催する「いってみたい商店街

＆お店北海道表彰」の個人部門において、東洋肉

店が大賞に選ばれました。この賞は、羊肉のオリ

ジナル商品や生ハムなど、インターネット販売で

道内外に販路を拡大した新たな取り組みが、受賞

の大きな理由となったものです。受賞を記念して

２月２６日には優良事例の情報発信の場として

「記念フォーラムｉｎ名寄」が開催されました。

今後の活動と、魅力ある個性的なお店づくりへの

取り組みに期待するところです。

住宅リフォーム促進助成事業につきましては、

最終年次になることから、一層の周知を図り、混

乱の生じない対応に努め、３カ年事業として総仕

上げを行ってまいります。

公設市場につきましては、流通変革、人口減な

どによって、取扱量・取扱高の減少となっており、

引き続き厳しい状況にあります。丸鱗名寄魚菜卸

売市場株式会社では、地場野菜の量的確保と価格

の安定化を図り、販路拡大、経費削減等経営努力

を続けております。今後も名寄地方の台所として

安全・安心な生鮮食料品の安定供給に努力を促す

とともに、引き続き支援してまいります。

次に、中心市街地活性化基本計画の策定につい

て申し上げます。

これまで多くの方々の御意見・御提言をいただ

き策定作業を進めてきており、予定される事業に

つきましても、ブロック毎の事業精査を含め、詰

めの作業に入っています。駅横の事業につきまし

ては、バス待合所を併設した複合施設と、商業施

設・まちなか居住で事業展開する案となっていま

す。並行してそれぞれの事業が機能発揮できるよ

う、関係機関団体と十分な協議を行ない、作業手

順に沿って熟度を高めてまいります。

次に、労働関係について申し上げます。

道内の昨年１２月の雇用情勢によると、有効求

人倍率は、前年同月を ０８ポイント下回る ４ 

１で、４年７カ月ぶりの低水準でした。当地方に

おける昨年１２月の有効求人倍率は、 ４８ポイ

ントで、大型商業施設から求人がなかったため、

前年同月兆で ２１ポイント減少となっています。

今春の高校今業者の今職内定率は６ ７今で前年

同期と兆べ ４ポイント減少しており、厳しい状

況となっています。今後も求職情報を的確に提供

できるよう関係機関と連携しながら推進してまい

ります。

今回、国の第二次補正予算で、緊急雇用対策等

が講じられましたので、ハローワークと連携を図

りながら、制度の有効活用と雇用の促進に努めて

まいります。

市民会館の改修につきましては、平成２１年度

に市民文化センター大ホール建設についての庁内

プロジェクトチームを設置し、検討を進めること

としました。したがいまして、市民会館の耐力度

調査は見送り、必要最低限の修繕をしながら御利

用いただくことになりますので、御理解を賜りま

すようお願い申し上げます。

次に、観光について申し上げます。

昨年は、道の駅の開設、道立公園サンピラー兆

ークの全面開園により、上半期の観光入り込み客

数が前年度を大きく上回りました。ひまわり畑、
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健康の森、ピヤシリスキー場、望湖台自然公園な

ど観光資源の豊かさを最大限活用できるよう、観

光協会、指定管理者受託ン業や道北観光連盟とも

連携し、交流人口拡大の推進と情報発信に努め、

地域の活性化につながる取り組みを行ってまいり

ます。

ピヤシリスキー場につきましては、第１リフト

滑車ベアリング交換工事を行い、安全で安心して

楽しめるスキー場として整備いたします。平成２

１年度も未今学児のリフト無料化、スキーこども

の日として小中学生リフト無料開放日を設定する

など、多くのイベントをン画し、家族連れでも楽

しんでいただけるスキー場となるよう努めてまい

ります。

次に、名寄市立大学並びに名寄市立大学短期大

学部について申し上げます。

名寄市立大学は、本年４月に新入学生を迎え、

全学年完成となり、平成２２年３月には最初の今

業生を社会に送り出すこととなります。教育研究

の向上と今職・進路への支援に努めるとともに、

教員組織の充実や地域貢献活動に取り組んでまい

ります。

平成２１年度の一般入試状況は、短期大学部児

童学科の試験を２月１日に行ない、入学定員２５

名のところ４５名の志願・受験となり、２月９日

に３７名の合格者を発表しました。

大学保健福祉学部については、前・後期合わせ

た入学定員８５名に対し３７１名の出願となり、

３学科平３倍率は ４倍となりました。

前期では、栄養学科定員２１名に対し志願者は

６４名で倍率 ０倍、看護学科定員２５名に対し

７８名が志願し倍率 １倍、社会福祉学科定員２

５名に対し７１名が志願し倍率 ８倍となり、３

学科全体で入学定員７１名のところ志願者は２１

３名、平３倍率は前年を ６ポイント下回り ０ 

倍となりました。

２月２５日には、札幌と名寄の２会場で試験を

実施し、３月５日に合格者を発表しました。また、

後期試験は３月１２日に行い、３月２０日に合格

者の発表を予定しており、今後、新入学生の受け

入れに一全を期してまいります。

以上、市政執行に対する私の所信と基本的な考

えを申し上げました。

市議会議員の皆さん、並びに市民の皆さんの御

理解と御協力をお願い申し上げ、平成２１年度の

市政執行方針といたします。

次に、平成２１年度〇議長（小野寺一知議員）

教育行政執行方針を行います。

藤原教育長。

私からは、平成２１年〇教育長（藤原 忠君）

第１回名寄市議会定例会の開会にあたり、名寄市

教育行政の基本的な方針と施策の概要を述べ、議

員各位並びに市民の皆様の御理解と御協力をお願

い申し上げたいと存じます。

先ずはじめに、名寄市の教育活動は新しい名寄

市が誕生して以来、年々充実が図られてまいりま

した。新年度も引き続き「知性と感性をみがき、

こころ豊かな人と薫り高い文化を育み、希望に輝

くまちづくり」を目指して、市民の期待と信頼に

応える教育行政の推進に努めてまいります。

国では、昨年３月に小中学校の新しい学習指導

要領を告示いたしました。これに基づき新年度か

らは教育課程編成の手引きの作成に着手するとと

もに、本格実施に向けての移行措置に取り組むこ

ととなります。

また、学校教育法並びに地方教育行政の組織及

び運営に関する法律が一部改定されたことに伴い、

学校は教育活動その他の学校運営の状況について

学校評価を行い、その評価結果に基づいて改善の

ための必要な措置を講ずることが義務づけられる

とともに、教育委員会の諸活動に係る点検評価に

取り組むこととなります。

これらを踏まえ、名寄市におきましても、その

適切な対応に努め、今後の国の動向も見きわめて

まいりたいと考えております。

平成２１年度における全国学力・学習状況調査
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の実施にあたりましては、名寄市も引き続き参加

し、子どもたちの学力・学習状況の更なる把握と

その対応に努めてまいります。

併せて、昨年度より実施されました全国体力・

運動能力、運動習慣等調査にも参加し、子どもた

ちの体力や運動習慣の実態を把握するとともに、

今後の体力向上の資料として活用してまいりたい

と考えております。

北海道教育委員会では、「自立」と「共生」を

北海道教育の基本理念として定め、平成２０年度

より新長期総合計画がスタートいたしました。ま

た、教職員の意欲と資質の向上を目指して「学校

職員評価制度」が新たに導入されました。これら

諸施策についても道の今後の動きをしっかりと把

握し適切な対応に努めてまいります。

名寄市におきましては、平成２０年度全国学力

・学習状況調査に基づいた名寄市における指導改

善プランが策定され、去る１２月に名寄市教育研

究所から報告を受けたところであります。

今回は各学校における学習活動のあり方と併せ

て、家庭での学習環境に視点をあてた５つの提言、

２３の方策が示されており、新年度における教育

活動推進の指針としてまいりたいと考えておりま

す。

また、平成２０年度に発足いたしました名寄市

小中学校生徒指導連絡協議会では、全国的に生徒

指導上の問題が多発している中、名寄市における

事故の未然防止に係る様々な取り組みについて議

論を深めているところでありますが、生徒指導に

係わりましては今年度も引き続き重点施策の一つ

として取り組んでまいります。

併せて、昨年度設置いたしました「名寄市学校

支援地域本部事業」につきましても地域の教育力

向上と青少年の健全育成を図り、地域住民・各種

団体等が連携して学校を支援する体制を整えるた

めに新年度は新たな対象中学校区を加えるなど、

その一層の充実を図ってまいりたいと考えており

ます。

以下、新年度の主要施策についてその概要を申

し上げます。

先ず初めに、生涯学習について申し上げます。

昨年は「心豊かな人と文化を育むまちづくり」

をめざし、初めて生涯学習フェスティバルを開催

いたしました。その成果を踏まえ、多くの市民が

様々なことを学び、その学んだことをまちづくり

などにつなげていくフェスティバルを本年も開催

いたします。

また、市民講座は、趣味教養の講座「心と暮ら

しに潤いを」、生活課題の講座「暮らしに役立

つ」、そして社会課題の講座「世の中を考える」

の３つのシリーズを本年も実施し、道民カレッジ

と連携した講座として学習の場を提供してまいり

ます。

次に、市立名寄図書館について申し上げます。

図書館では、新年度も市民の必要としている情

報を迅速かつ的確に提供する拠点施設として蔵書

の充実や資料収集に努めるとともに、市民が求め

る情報を図書館の資料や機能を活用し、更には他

館との連携強化を図りながら提供するなど、利用

者へのレファレンスサービスの向上に努めてまい

ります。また、子どもの読書活動を推進するため

に学校図書館や関係機関と連携しながら、子ども

の本選定に役立つ情報の提供や団体貸出の充実を

図り、読書活動の普及啓発に努めてまいります。

次に、市立木原天文台について申し上げます。

２００９年（今年）は、天文学の父ガリレオ・

ガリレイによる天体望遠鏡を用いた初めての天体

観測から４００年目にあたることを記念し、世界

天文年の年と位置づけられております。

世界各国で天文イベントが計画されており、木

原天文台でも今年７月に国内で見られる「日食」

の観望会や１５年ぶりに見られる「環のない土

星」の観望会を計画するなど、世界天文年にちな

んだイベントを開催して、天文普及の促進を図っ

てまいります。

新天文台の工事は、雪解けを待って本格的に始
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まり、本年１２月には建物が完成する予定となっ

ております。

次に、学校教育について申し上げます。

学校教育につきましては、基礎・基本の定着と

自ら学び自ら考える力の育成を図るなど、「確か

な学力」を培うよう教育内容の充実に努めるとと

もに、他人を思いやる心や命を大切にする心、美

しいものに感動する心など「豊かな心」を育み、

社会的なマナーや自制心、自立心を養うなど、家

庭や地域と一層の連携・協力を図りながら期待と

信頼に応える学校教育の実現に努めてまいります。

学力の向上につきましては、「全国学力・学習

状況調査」の分析・考察に基づいて、「学習習慣

の定着」や「自己のよさを感じとり、道徳的実践

力を発揮できる取組」を新たな視点として加えた

「指導改善プラン」を作成いたしました。今後は、

このプランを活用して各学校における児童生徒一

人ひとりの能力や興味・関心が高められ、一層の

学力の定着が図られるよう努めてまいります。

人としての生き方を身につけさせるためには、

規範意識や社会性などを育成することが重要であ

ります。昨年度新たに設置いたしました名寄市職

場体験連絡協議会等の一層の充実を図る中で、子

どもたちの望ましい勤労観の育成に努めてまいり

ます。

また、中学校３校に配置しております「心の教

室相談員」による教育相談活動や名寄市生徒指導

連絡協議会の機能の一層の充実を図ることで、思

春期の子どもたちの悩みや不安を受け止め、心の

安定を図るとともに、いじめや不登校、携帯電話

など情報機器の光と陰、また、大麻など薬物乱用

に係る教育の推進を図り、問題行動の未然防止に

努めてまいります。

国際理解教育につきましては、国際化が進展す

る中、英語指導助手を積極的に活用し、英語によ

るコミュニケーション能力を育成し、外国の文化

や伝統の理解を深めるなど一層の充実に努めてま

いります。

特別支援教育につきましては、各学校における

校内体制の整備や専門家チームによる教育相談及

び発達検査など児童生徒及び保護者の教育的ニー

ズに応じた適切な支援に努めてまいります。

名寄市立大学との連携のもとに行われておりま

す特別支援教育推進実践学校事業における学生支

援員の派遣や、子どもたちの継続的な支援に対応

する特別支援教育支援員及び医療行為の必要な児

童生徒をサポートする看護師の配置につきまして

も、引き続き取り組んでまいります。

また、グランドモデル地域指定事業の成果とし

て作成されました名寄版個別の支援計画「すくら

む」等の活用を図り、関係機関の連携による継続

した支援体制の構築を図る地域のネットワークづ

くりへの取り組みを進めるなど、今後も特別支援

教育の兆滑な推進を図り、子どもたちのよりよい

教育環境の整備に努めてまいります。

教育施設・設備の整備につきましては、名寄東

中学校屋内運動場の改築に関する地質調査及び実

施設計に着手してまいります。

風連中学校の施設移転につきましては、北海道

教育委員会と閉校後の風連高等学校の施設を中学

校として活用していくための具体的な協議を進め

るとともに、施設改修に係る実施設計に着手して

まいります。

なお、両校の改築改修に係る実施設計にあたり

ましては、教職員、保護者、地域の方々からの要

望もお聴きしながら進めてまいりたいと考えてお

ります。

次に、高等学校教育の振興について申し上げま

す。

本年４月に名寄光凌高等学校と名寄農業高等学

校が再編統合されて名寄産業高等学校が開校とな

ります。同校は学科集合型の職業高校であり、学

科間の連携や地域との交流が積極的に展開される

中で、将来の地域産業を担う職業人の育成が期待

されるところであります。上川北学区の中学校今

業者数の減少は、今春がピークながらも、今後も
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継続するものと推計されております。進学者の多

様な選択肢の確保と地域に根ざした産業教育の充

実を図るため、高等学校のより良い教育環境の維

持について北海道教育委員会に対し引き続き要望

等を行ってまいります。

また、平成２１年度末をもって閉校となる風連

高等学校につきましては、新年度においても、在

学生に対する教育環境の保障を北海道教育委員会

にお願いするとともに、輝かしい５９年の歴史と

教育実践の足跡を記念する事業に対して支援をし

てまいります。

次に、食育の推進について申し上げます。

名寄市教育委員会では、昨年４月から、名寄小

学校並びに風連中央小学校に各１名の栄養教諭を

配置し、子どもたちの具体的な食に関する指導を

進めてまいりました。

本年４月からは、指導対象を市内全小・中学校

に拡大して、栄養教諭を在籍校である名寄小学校

・風連中央小学校から連携校へ派遣し、食に関す

る指導を進めてまいります。

学校給食における食品の安全確保につきまして

は、昨年、「事故米」の不正流通に端を発し、食

品の内容表示等の偽装など、国内外でその安全性

が大きな社会問題となりました。名寄市の学校給

食センターでは、安全・安心な学校給食を提供す

るという使命感のもと、地産地消を基本とし、食

品添加物が使用されていない食材や、道内・国内

で製造されている製品を食材として今後も使用し

てまいります。

次に、学校給食用食材供給施設について申し上

げます。

名寄市教育委員会では、今後における学校給食

の主食用兆ンを安定供給するため、学校給食用食

材供給施設の整備を進めてまいりました。施設は、

３月末で改修工事が完了することに伴い、この施

設を利用して兆ンを製造する施設利用者を一般公

募により選定するなど、４月からの供用開始に向

け、作業を進めております。

学校給食費につきましては、現価格における平

成２１年度以降の給食提供は厳しい状況となって

いることから、保護者への「学校給食費に係わる

アンケート調査」を実施し、意向を確認したとこ

ろであります。アンケートの結果では、安全安心

の確保、栄養価の維持など様々な視点から値上げ

も止む無しとの意見が大勢を占めましたが、世界

的金融危機に端を発した不況の波を受け、経済状

況の好転の兆しが見えないことなどから学校給食

会としては、今直ちに給食費の値上げを実施する

段階でないと判断し、当面は、運営引当金による

赤字補填をするなど、値上げをしない方向で努力

をすることとなっております。

次に家庭教育の推進について申し上げます。

子どもの基本的な生活習慣の定着などを目的と

した、幼児と親が対象の家庭教育支援講座「親子

で遊ぼう」を新年度も実施するとともに、新たに

小学生の親子や父親を対象とした家庭教育支援事

業を進めてまいります。

次にスポーツの振興について申し上げます。

誰でも、いつでも、どこでも生涯にわたってス

ポーツを楽しむことができるよう、引き続きスポ

ーツ施設の整備や改修、学校開放事業の推進を図

るなど環境整備に努めてまいります。

また、スポーツ団体の育成、指導者の育成・確

保、各種スポーツ大会の支援・充実、スポーツ情

報の収集・提供などを体育協会、地域スポーツク

ラブ、体育指導委員などと協力して進めてまいり

ます。

次に青少年の健全育成について申し上げます。

子どもたちが自然の中で共同生活を通じ様々な

ことを学ぶ「へっちゃランド」、豊かな人間性と

社会性を培うため、様々な直接体験を経験する

「わくわく！体験子ども塾」など自然、体験、交

流などをテーマとした事業を新年度も実施いたし

ます。

次に女性児童センターについて申し上げます。

女性児童センターでは、同好会活動や各種講座
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の開設を通して、文化的な活動の機会を提供する

とともに、自由来館型となっている児童センター

では、安全・安心な遊びや体験活動、スポーツに

親しむ場としての環境整備に努めてまいります。

また、南児童クラブでは保護者が安心して働け

るよう、放課後における児童の安全確保と子ども

の学習や交流の場の保証など学童保育の充実に努

めてまいります。

次に青少年センターについて申し上げます。

青少年を取り巻く社会環境の変化は子どもたち

の健全育成に大きな影響を及ぼしています。青少

年センターでは新年度も日常の指導活動を通して

青少年の問題行動を早期に発見し適切な指導に努

めるとともに、市内小中高等学校や関係機関との

連携を一層進めてまいります。

次に教育相談センターについて申し上げます。

教育相談の窓口としての「ハートダイヤル」を

通して、いじめ・不登校などに関する悩みについ

ての相談体制を今後も充実させるとともに適応指

導教室では、子どもたちの心情や悩みを受け止め、

保護者や学校と連携を深める中で学校復帰へ向け

ての支援をしてまいります。

次に芸術・文化活動について申し上げます。

本年も、芸術文化鑑賞バスツアーを６回予定し、

優れた芸術文化に触れる機会の提供に努めてまい

ります。

また、市民団体・サークルの交流や発表の機会

を拡充し活動の促進を図るために、新たな文化大

ホールの建設に向けて、その時期や規模などの検

討を進めてまいります。

次に、北国博物館について申し上げます。

新年度は地域理解を自然分野から深めることを

目的に、北国の自然の魅力をテーマとした展示会

の開催を予定しております。

また、３年計画で進めております常設展示室情

報コーナーの更新については、最終年となること

から、三面スクリーンの映像内容と機器の更新を

することとしております。

文化財につきましては、「九度山」（くどさ

ん）の山頂部が国の名勝（めいしょう）指定に予

定されていることから、保存管理計画の策定をし

てまいりたいと考えております。

以上、平成２１年度の教育行政執行方針につい

て、その概要を申し上げましたが、市民の負託に

応える教育の推進に誠心誠意努力してまいります

ので、議員各位並びに市民の皆様の今後一層の御

理解と御協力をお願い申し上げます。

以上で平成２１年度〇議長（小野寺一知議員）

市政執行方針・教育行政執行方針を終わります。

日程第５ 議案第１〇議長（小野寺一知議員）

号 名寄市職員の勤務時間、休暇等に関する条例

の一部改正について、議案第２号 名寄市職員の

育児休業等に関する条例の一部改正について、以

上２件を一括議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１号 名寄市職〇市長（島 多慶志君）

員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に

ついて及び議案第２号 名寄市職員の育児休業等

に関する条例の一部改正について、一括して提案

の理由を申し上げます。

本件は、平成２０年度の人事院勧告に基づき、

国家公務員の勤務時間が本年４月１日から１日７

時間４５分に短縮され、あわせて育児短時間勤務

職員の勤務時間等も改正されることとなり、また

従来より国や他自治体が取り入れております育児

または介護を行う職員の職業生活と家庭生活の両

立を支援するため、早出遅出勤務制度についても

本市の職員も同様の措置を講ずるべく、関係条例

を改正しようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、議案第１〇議長（小野寺一知議員）

号外１件について一括質疑に入ります。御発言ご

ざいませんか。
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（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１号外１件は原案のとおり決定すること

に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１号外１件は原案のとおり可決

されました。

日程第６ 議案第３〇議長（小野寺一知議員）

号 名寄市特別職の職員の給与に関する条例の一

部改正について、議案第４号 名寄市教育委員会

教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関す

る条例の一部改正について、以上２件を一括議題

といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第３号 名寄市特〇市長（島 多慶志君）

別職の職員の給与に関する条例の一部改正及び議

案第４号 名寄市教育委員会教育長の給与、勤務

時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正に

ついて、一括して提案の理由を申し上げます。

特別職及び教育長の期末手当にかかわる役職加

算については、平成２１年３月３１日までの間凍

結するものとしておりますが、本件は現在の本市

の財政状況にかんがみ、当該凍結期間を当分の間

に改めようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、議案第３〇議長（小野寺一知議員）

号外１件について一括質疑に入ります。御発言ご

ざいませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第３号外１件は原案のとおり決定すること

に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第３号外１件は原案のとおり可決

されました。

日程第７ 議案第５〇議長（小野寺一知議員）

号 名寄市職員の特殊勤務手当に関する条例の一

部改正についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第５号 名寄市職〇市長（島 多慶志君）

員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正につい

て、提案の理由を申し上げます。

名寄市風連国民健康保険診療所では、平成１９

年１２月から在宅療養支援診療所として往診や訪

問看護を行う在宅終末期医療に取り組んでおり、

その対象者は増加する傾向にあります。本医療の

実施には、緊急時の対応として２４時間体制が必

要であることから、本件は本診療所に勤務する職

員に対し、名寄市立総合病院に勤務する職員同様、

待機手当及び緊急呼び出し手当を支給できるよう

にするとともに、勤務時間等の改正に伴う措置も

あわせて行うべく、名寄市職員の特殊勤務手当に

関する条例を改正しようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。
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（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第５号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第５号は原案のとおり可決されま

した。

日程第８ 議案第６〇議長（小野寺一知議員）

号 名寄市保育所設置条例の一部改正についてを

議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第６号 名寄市保〇市長（島 多慶志君）

育所設置条例の一部改正について、提案の理由を

申し上げます。

本件は、本年４月１日から今学前の子どもに関

する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する

法律の適用を受け、学校法人名寄大谷学園認定こ

ども園が設置されることから、同園に入所定員を

移譲する名寄市中央保育所を廃止しようとするも

のであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

高見勉議員。

議案第６号の関係で、〇１３番（高見 勉議員）

今ほど市長の平成２１年度の執行方針の中でもこ

の件について触れられておりまして、中央保育所

が３月２７日に閉所式を行うと、こういうことで

ございましたけれども、これらを閉所して、跡利

用と申しましょうか、これらについて執行方針の

中でも触れられておりませんけれども、今後どの

ような対応を考えておられるのか、まずお聞きを

したいと思います。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

中央保育所の跡〇福祉事務所長（小山龍彦君）

利用につきましては、ただいまのところ検討をし

ておりますけれども、施設が老朽化している等も

踏まえまして、まだ結論には至っていない状況で

ございます。たまさか見積もりをとりましたら、

解体するには８００一兆ほどの費用がかかるとい

うことでございまして、引き続き検討を続けてま

いりたいと思っております。

高見議員。〇議長（小野寺一知議員）

検討をされるという〇１３番（高見 勉議員）

ことですから、それ以上の答えはないのかもしれ

ませんけれども、少なくても認定こども園の関係

で中央保育所の関係が整理をされるというか、閉

所をするという形は、私はある面一体に物事を考

えていかなければならないのでないかというふう

に思うのであります。したがって、現在幾つかの

考え方を持って閉所をして、その後の取り扱いに

ついて方向づけをしていくと、少なくてもこうい

う形が明らかにされるべきではないのかと。した

がって、市政執行方針の中でもそうした部分が触

れられるのかなというふうに思っていたわけであ

りますけれども、そうでもないということであり

ますから、この件については老朽化をして、例え

ば整理をして、整理をしてというのは整地をして、

跡地の利用をどうしていくのかとか、あるいは現

在の建物を含めて何かに使うのかどうなのか。少

なくてもそのぐらいの方向性については、考え方

を持ちながら閉所をして、閉所後の跡地利用を考

えていくということが極めて一般的かなというふ

うに思うわけでありますけれども、今の答弁だけ

では全く考えはないということなのかどうなのか、

再度お尋ね申し上げたいと思います。
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中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

現在の中央保育所の跡〇副市長（中尾裕二君）

利用につきましては、当初認定こども園を設置を

する計画のときに両方の施設と申しますか、幼稚

園のほうの施設と、それから保育所の施設を両方

を有効活用して、現在の保育所については御指摘

のとおり老朽化が進んでおりますので、一部手直

しをしながら運営をするという方向で作業を進め

ておりましたが、どうしても運営上一体化をしな

いと運営がうまく進んでいかないと、こういうこ

とが急遽変更になりまして、結局は大谷幼稚園さ

んのほうに施設を統合してという整理を１ついた

しました。その後去年の４月から行革の推進本部

を立ち上げまして、公共施設のあり方検討という

ことで３つの部会のうちの一つの部会で現在検討

を進めておりますけれども、福祉事務所長がお答

えをしたように現在のところまだ具体的な跡利用

については煮詰まっておりません。今後場合によ

っては、ボランティアの方あるいは町内の方にも

相談をしながら、どの程度の改修をするとどうい

う施設の活用ができるのかも含めて、ぜひ早急に

検討を進めていきたいと考えておりますので、御

理解をいただきたいと思います。

高見議員。〇議長（小野寺一知議員）

これは、もう相当以〇１３番（高見 勉議員）

前というとちょっと語弊があるかもしれませんけ

れども、老朽化の問題も含めて、これらを４つの

公立保育所をどうするか、建てかえの問題を含め

ての議論が実はあったりして、そして相当以前の

議会の中でも託老所への要望だとか、いろんな議

論があったと私は記憶しているのです。したがっ

て、具体的に認定こども園として、そうした部分

で民間にというか、保育行政の一部をこども園と

してやっていくことについては議論があったわけ

でありますから、しかしこれらの跡を廃止をして

から考えるというのも、今副市長からも話があり

ましたように行政改革の一環でのいろんな議論が

あるとすれば、建物があるということはやっぱり

それなりの維持管理というものが係っていくこと

になるというふうに私は思うのでありまして、早

目に対応をしっかり打ち出して、そして跡地の利

用も含めて、跡地というか、跡施設でもいいので

すけれども、そういう一貫した行政姿勢をもって

提起をされることを期待をしたいと思うのであり

ます。ぜひ早急な議論と、あるいは市民的な議論

が必要だとすればそうした対応をしっかりとりな

がら、方向づけをしていくことを要望して終わり

たいと思います。

ほかに質疑はござい〇議長（小野寺一知議員）

ませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

以上で質疑を終結い〇議長（小野寺一知議員）

たします。

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第６号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第６号は原案のとおり可決されま

した。

日程第９ 議案第７〇議長（小野寺一知議員）

号 名寄市乳幼児等医療費の助成に関する条例の

一部改正についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第７号 名寄市乳〇市長（島 多慶志君）

幼児等医療費の助成に関する条例の一部改正につ

いて、提案の理由を申し上げます。

本市における乳幼児等の医療給付事業は、北海

道医療給付事業補助金交付要綱に基づき条例化し



－23－

平成２１年３月６日（金曜日）第１回３月定例会・第１号

ております。本件は、児童福祉法等の一部を改正

する法律の施行により本年４月から同要綱が改正

されることから、名寄市乳幼児等医療費の助成に

関する条例について所要の条文整理等を行おうと

するものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第７号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第７号は原案のとおり可決されま

した。

日程第１０ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

８号 名寄市重度心身障害者及びひとり親家庭等

の医療費の助成に関する条例の一部改正について

を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第８号 名寄市重〇市長（島 多慶志君）

度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成

に関する条例の一部改正について、提案の理由を

申し上げます。

本市における重度心身障害者及びひとり親家庭

等の医療給付事業の実施は、北海道医療給付事業

補助金交付要綱に基づき条例化しております。本

件は、児童福祉法等の一部を改正する法律の施行

及び重度心身障害者医療給付事業の対象となる受

給者に対する身体障害者手帳の認定表現の見直し

により同事業補助金交付要綱が改正されることか

ら、名寄市重度心身障害者及びひとり親家庭等の

医療費の助成に関する条例について所要の条文整

理等を行おうとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第８号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第８号は原案のとおり可決されま

した。

日程第１１ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

９号 名寄市介護保険条例の一部改正についてを

議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第９号 名寄市介〇市長（島 多慶志君）

護保険条例の一部改正について、提案の理由を申

し上げます。

本件は、平成２１年度から平成２３年度までの

第４期介護保険事業計画期間における保険料率を

定めるため、名寄市介護保険条例を改正しようと

するものであります。

なお、第１号被保険者の保険料の基準額につき
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ましては、介護報酬改定に伴う保険料上昇分を介

護従事者処遇改善臨時特例基金及び介護給付費準

備基金を取り崩すことにより抑制するため、第３

期と同額の４一 ０００兆となります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

高見勉議員。

ただいま第９号議案〇１３番（高見 勉議員）

の関係、介護保険の部分で市長から提案理由の説

明がありましたように、第１号被保険者の利用料

というか、料金が第３期と同額で引き上げをしな

いという提案があったわけでありますけれども、

一、二についてお尋ねを申し上げたいと思います。

１つは、平成１８年度に医療保険制度の改正が

ありまして、いわば療養病棟の再編問題があった

と思うのであります。平成１８年から介護保険の

世界と申しましょうか、分野での介護療養病棟１

３一床、全国でです、これらを２３年までに廃止

をするというようなことだとか、あるいは医療療

養型の病床も２５一床から削減をしていくという

ような形で具体的な取り組みがなされてきている

のかなと。したがって、これらの取り組みで、い

わば看護難民が出るのでないかと、こういう心配

と申しましょうか、いろんな議論もあったのも事

実であります。名寄市におきましても東病院での

介護型療養ベッドの、あるいは市内の医療法人の

民間の病院についてもそうしたベッドを持ってい

たわけでありますけれども、これらが削減をされ

ている事実があるわけでありますけれども、東病

院は多分６０床だったかなと思うのでありますけ

れども、いわば今回の第４期の議論をするときに

これら介護療養病床が名寄市内で何床削減をされ

て、そして金額的なことまではしっかりはわかり

ませんけれども、一般論としてそうした部分がカ

ットをされることによって、いわば費用の関係を

含めて反映をされていくというふうに思うわけで

ありまして、１つには市内におけるそうした介護

型療養病床が名寄市内でどの程度カットされて、

それが今回の議論の中でどういう議論がなされた

のか、まずお知らせをいただきたいと。

２つ目には、市長の提案理由の説明の中にもあ

りましたけれども、剰余金と申しましょうか、基

金の関係を取り崩して一部充てると、こういう提

案理由の説明がありましたけれども、現段階でと

申しましょうか、平成２０年度末で予定をされて

いる基金はどの程度になるのか、あるいはこの基

金を今後どのように活用しようと考えているのか

どうなのか、この２点についてまずお伺いをした

いと思います。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

まず、介護保険〇福祉事務所長（小山龍彦君）

料の部分につきましては、名寄市保健医療福祉推

進協議会の中の高齢者部会というところで４回の

協議をいたしまして、その中の視点といたしまし

ては、どのような介護サービスとどのような料金

体系を目指していくかということでアンケート調

査を実施いたしまして、その中の答えでは今まで

と同様のサービス、それに同様の保険料というよ

うな部分が大半を占めているという経過がござい

ました。それで、２番目のお答えとちょっと重複

する部分があるのですけれども、医療費が今ちま

た、巷間では介護従事者の労働報酬等の絡みもあ

りまして、本来的には保険料が多少上がるのかと

いうような試算をさまざまな療養計画の中から立

てております。その中で今の部分を踏まえますと、

若干は高目に推移するかという部分がございまし

たけれども、国の交付金措置がございまして、そ

れを１年目は全額、２年目につきましては半額、

３年目については保険者が賄うというような部分

がございまして、それらを踏まえますとまあまあ

フラットな状態で構成できるのかなというふうに

考えてございます。そういった議論を踏まえまし

て、今回の介護保険料を第３期介護計画と同様の

額にしようというふうに至っております。
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それで、議員御指摘の東病院のベッド数と民間

のベッド数については、ちょっと今手元に数値が

ないのですけれども、その部分の減少によりまし

て、介護保険料の部分で申しますと約１兆兆程度

が支出が抑えられたのかというようなふうに考え

ております。

それから、基金につきましては現在約１兆 ０

００一兆ほどございますけれども、その中で先月

２０日に２次補正の関係で臨時議会で議決いただ

きました基金への積み立て分というのがございま

して、この部分が当面の介護報酬アップ分の原資

になるのですけれども、それを踏まえて、それと

基金の中から大体同額程度の取り崩しの中で介護

保険料を背負うというような形で考えております。

高見議員。〇議長（小野寺一知議員）

１つには、少なくて〇１３番（高見 勉議員）

も介護療養ベッドがなくなって、介護保険の世界

から医療保険の世界に移るわけですよね。したが

って、それは今話にあったおおむね１兆兆程度か

と、こういう話でありまして、介護保険の事業費

等々を整理をする段階で、少なくても１８年から

の第３期のときにはそれらがもちろん含まれてい

たわけであったと思うのであります。今回の第４

期の部分ではもう既になくなっているとすれば、

これは利用できないわけです。介護保険者の側と

して、実際には利用できないわけですから、そこ

のところは施設というか、なくなることによって

事業費総体が事業量としてすち込みが出ているわ

けでありまして、ですから人数の関係等々もある

けれども、現状維持というのが今の時代で極めて

評価をする部分なのかもしれませんけれども、私

はもっと申し上げれば減額ができる状況にあった

のではないのかという思いがあるものですから、

今あえて聞いているわけであります。ですから、

介護保険の事業費そのものがこの３年間でふえて

きている部分ももちろんあることは承知をいたし

ます。同時に、もう一度申し上げますけれども、

名寄市内では介護療養型の病床数が恐らく１００

床以上なくなっておられるのではないかと。です

から、そういう面では１兆兆ぐらいというような

お話でありましたけれども、いわば第１号被保険

者の料金にと申しましょうか、反映される状況に

全くないのかどうなのかということでは、それだ

けはいささかでもやっぱりあるのでないのかと。

もう一つは、今お聞きをしたように基金の関係

が１兆 ０００一兆程度あると。これは、新年度

予算の予算発表の際にもちょっとありましたけれ

ども、介護職員の３今の引き上げについては、予

算発表ばかりではなく新聞報道もありましたけれ

ども、今話がありましたように初年度については

２分の２充てる交付税の対応があるのではないの

かと。次年度は２分の１、そして３年度はそうし

た話がないわけでありますけれども、つまり３今

を介護スタッフの賃金として引き上げる部分は、

国が政策的にも整理をしていくという部分がある

のではないのかというふうに思うわけでありまし

て、そういう面では４期、この３年間で１兆 ０

００一兆の基金があるとすれば、私はこれは目的

税と申しましょうか、３年間の中で精算できれば

いいわけでありますから、そういう面ではその基

金の部分をこの３年の中でどういうぐあいに利用

していくかによっては、いわば料金にはね返らす

ことができるのでないのかというふうに思うわけ

でありまして、その点について再度お尋ねをして

おきたいと思います。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

まず最初に、先〇福祉事務所長（小山龍彦君）

ほど１兆 ０００一兆と言いましたけれども、正

確な数字で申しますと１兆 ０００一兆でござい

ます。１兆 ００９一 ０００兆ということでご 

ざいます。訂正させていただきます。

それから、保険料の部分でございますけれども、

今回の第４期計画というのは国のほうが示してい

る部分で、第５期計画、この３年後の、後の３年

を言うのでございますけれども、３年後最後の期

間に大幅な制度改正をにらむということで、内容
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的には４期事業はほとんど３期と同じ水準で動く

というような部分も国が、あるいは道が言ってい

るところでございます。それで、保険料の部分の

関連する事業費の部分にまいりますと、利用者の

自然増に加えて在宅サービスがふえている。それ

から、１号被保険者の負担割合が現行は１９今な

のですけれども、２０今になるということ。第４

段階では６割の軽減も踏まえておりまして、そう

いう部分、それから介護報酬、先ほども申しまし

た３今アップという部分で、これら３点が給付増

の部分ということになります。

それから、先ほどの東病院介護ベッドの減少は

６０床でございますけれども、北海道が昨年の５

月に実施しました名寄市内の医療機関療養病床転

換意向アンケート結果におきましては、その時点

で療養病床が２２１床、介護病床が８床の合計２

２９床でございましたけれども、２４年度の当初

につきまして各医療機関のアンケートでは療養病

床が２１１床、一般病床が１２床ということで、

介護病床の動きが既にこの時点でもう８床からさ

らに一般病床に１２床に移るということで、総数

的には２２９床から２２３床ということで、ほと

んど意向の部分では動いていないのかなというこ

とでございます。したがいまして、第４期の介護

サービス費の部分で、病床的な部分の増床はない

ものというふうに考えているところでございます。

高見議員。〇議長（小野寺一知議員）

慎重な検討をされて、〇１３番（高見 勉議員）

いわば保険料の第１号被保険者の介護保険料等々

が設定をされたのだろうということの前提は私も

理解をしているわけでありますけれども、単純に

申し上げて、これは言うまでもなく３カ年計画で、

３カ年計画による収支の状況がどうなのかと、そ

ういうことだと思うのです、介護保険の世界。で

すから、５期まであるわけでありますけれども、

３期の部分でどうなのだと。だから、単純に言え

ば３期の部分で名寄市の部分では、１兆 ０００

一兆でなく１兆 ０００一兆という話ありました。

基金としてありました。それは、結局保険料がど

うだったのかということか、あるいはサービスが、

介護サービス全体がしぼんでいったのかどうなの

か。第３期で１兆 ０００一兆の基金というのは、

大きく言えばそういうことでないかと。したがっ

て、４期で見ていくときには３期の実績も含めれ

ば、４期の部分については３年間で収支がとんと

んになればいい見通しを立てればいいことである。

そういう意味で今極めて厳しい状況にあるわけで

ありますから、しかも名寄においては先ほど申し

上げましたように介護療養ベッドについては削減

をされていて、どこへ行くかというか、行き先が

ないとは申しませんけれども、大変厳しい状況に

もあったわけでありますから、つまり保険料だけ

がかかって介護サービスを受ける部分が減ってい

くような状況にあるのでないのかということを指

摘をせざるを得ないのかなと。ただ、今福祉事務

所長から話がありましたように１９今、第１号被

保険者は１９今が２０今に引き上がったというこ

とについては、そういう部分で引き上がる部分が

あるのかなというふうにも思いましたけれども、

介護スタッフの３今の報酬引き上げの部分は国が

交付税で対応するということを言っているわけで

ありますから、そのことは最終年度の３年目は出

て、２年目から２分の１出てくる。３年目は全額

出てくるのかもしれませんけれども、そこのとこ

ろはちょっとそれだけをと言ったらおかしいです

けれども、兆較をして基金を温存をしなければな

らないということについては理解がなかなかいき

づらいというふうに思うのでありますけれども、

私は３年１期で、３年間で収支が３衡になる第４

期の介護保険という視点から見たときに、もう少

しシビアに説明をして、そして市民理解を得るべ

きでないかというふうに思うのでありまして、別

な機会になるかもしれませんけれども、ぜひそう

した部分について少しく説明責任を果たすべきで

ないのかと。ただ、１点だけ、４期３年間の中で

収支をとんとんにするという考え方については間
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違えないかどうかについてお答えをいただきたい。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

今高見議員のほ〇福祉事務所長（小山龍彦君）

うから御指摘ありました３年間で収支をとんとん

にするという部分は、まさにそうなのでございま

すけれども、第５期の計画が今国がどういうふう

な方向を示してくるのかまるで見えない状況、そ

れから一部うわさ的には何か変わった介護施設も

出るのかなというような部分がございます。その

部分につきましては、当面話的な段階なのですけ

れども、それが仮に進んでいった場合には当然介

護の負担が発生するという部分がございます。国

のほうの施策といたしましては、今の部分で３今

増収分というか、増加分を交付税等で、交付金等

で措置をするから、なるべく介護保険料を下げな

さいというふうなのですけれども、単純に初年度、

そして次年度に半額、３年度には保険者丸抱えと

いう状態になりますと、３年間毎年毎年逆に言う

と税金というか、保険料、保険料率が本来は動く

ことになるのですけれども、そういう部分も踏ま

えて、最後の第５期計画の大幅なものもにらみな

がら、なるべく３等な負担というような考え方の

中で今回の据え置きということを考えたところで

ございますので、御理解をいただきたいと思いま

す。

ほかに質疑はござい〇議長（小野寺一知議員）

ませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

以上で質疑を終結い〇議長（小野寺一知議員）

たします。

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第９号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第９号は原案のとおり可決されま

した。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午前１１時５７分

再開 午後 １時００分

休憩前に引き続き会〇議長（小野寺一知議員）

議を開きます。

日程第１２ 議案第１０号 名寄市水道事業の

設置等に関する条例の一部改正についてを議題と

いたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１０号 名寄市〇市長（島 多慶志君）

水道事業の設置等に関する条例の一部改正につい

て、提案の理由を申し上げます。

本件は、水道事業再評価における給水人口算定

方法等の改定が行われ、新たな基準により再評価

を行った結果、人口予測及び水需要予測の数値が

変わったことから、名寄市水道事業の設置に関す

る条例で定めている給水人口数及び１日最大給水

量を改めようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１０号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。
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（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１０号は原案のとおり可決され

ました。

日程第１３ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

１１号 損害賠償の額を定めることについてを議

題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１１号 損害賠〇市長（島 多慶志君）

償の額を定めることについて、提案の理由を申し

上げます。

事故の内容は、平成２０年１２月１２日午後２

時４０分ごろ、名寄市西１０条南１丁目交差点に

おきまして生活福祉部が所管する公用車が後方を

十分に確認せず後進したため、停車中の相手方が

所有するマイクロバスに衝突し、車両を破損させ

たものであります。

過失割合は本市が１００今であり、相手方車両

の損害料等として本市が１６０一 ９８５兆を負

担することで本市と相手方は合意に至りました。

本件は、地方自治法第９６条第１項第１３号の

規定により、損害賠償の額を１６０一 ９８５兆

に定めるため、議会の議決を求めるものでありま

す。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

谷内司議員。

第１１号なのですけ〇２１番（谷内 司議員）

れども、わからない点がありますので、お聞きし

たいと思います。

生活福祉部が所管するごみ収集車なのですけれ

ども、これは多分民間の業者のほうに貸している

のだろうなと、そういうふうに思います。その中

でそれを貸しているのならば、それを貸すときに

対しての条件があると思うのですが、まずどこに

貸しているか、もし貸しているときには貸してい

るときの条件を教えてください。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

ごみ収集の車とい〇総務部長（佐々木雅之君）

うことでありまして、名寄美装という会社のほう

に貸しております。これにつきましては、もとも

と市が直営でごみ収集をやっておりまして、その

車を委託料の中に無償貸与ということで契約を結

びまして、車両を貸しております。今回その車が

起こした事故であります。

谷内議員。〇議長（小野寺一知議員）

無償貸与ということ〇２１番（谷内 司議員）

ですから、ただで貸しているということだと思う

のですけれども、それでは多分どこの会社でもそ

うなのですけれども、清掃業務については運転手

ほか助手２名を乗っけてその業務に当たるという

ことになっていると思うのです。そういうことに

なっているとしたら、そのときの助手の対応の仕

方、横に乗っている対応の仕方は、停止したとき

には、後ろに、後方に下がるときには後方に行っ

て確認をしてから下がる、バックするというよう

な形になっていると思うのです。そういうふうに

なっているにもかかわらずこういうことが起きた

ということは、それを怠ったのではないかと。だ

から、こういうことが出てきたのだろうと私は思

います。それでありながら、まちが持っていても、

要するに無償であってでもそこに貸し付けをして

いるものだったら、無償の相手が、借り受けして

いる会社のほうが１００今悪いのですよね。です

から、市の車だから市が悪いのはわかるのですが、

でもそれを借り受けしているならば借り受けをし

ている会社のほうに何の責任もなく、全部それを

行政が背負わなければならないというのはどうも

ちょっと腑にすちないところがあるのです。その

辺をどのような形の中でやったか、後方の確認は

いなかったのか、運転手１人で乗ってやったのか、

その辺わかりましたらお願いいたします。
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佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

車両の後方確認の〇総務部長（佐々木雅之君）

関係につきましては、生活福祉部長のほうからお

願いしたいと思っています。

それで、無償貸与契約の関係につきましては、

もともと先ほども言いましたように市が直営で収

集した車を委託に出すときに委託料の金額を安く

上げることも含めまして、市で使わなくなった車

を無償で貸して、それに対する車両保険等も市の

ほうで全部掛けておりました。本来であれば、ほ

かの車の場合につきましては無償で貸し付けする

ときには安全な運行管理を担保してもらうことも

含めまして、任意保険等につきましては無償貸与

を受けている側のほうにさせていただいたのです

が、たまたまこの市有物件でいいますと約４一

０００兆程度の安い保険で済むということもあり

まして、結果的には委託料を安く積算するという

ことも含めまして任意保険料を市の市有物件とい

う保険機構を使っておりましたので、この分につ

きましては２１年度からにつきまして無償貸与の

関係につきましてもう少し条件整備はきちっと確

認をしたい、見直しをしたいというふうに考えて

います。

なお、求償権の関係につきましては、無償貸与

契約の中に故意または重大な過失があった場合に

ついては業者さんのほうに求償するということに

しておりまして、今回の場合につきましては後方

確認の関係で、人的な問題についてはちょっと私

今、後から生活福祉部長からお答えしますけれど

も、通常の運行の中で起きた事故だというふうに

考えていまして、重大な過失というふうには考え

ておりませんので、現時点で求償するということ

については考えておりません。

以上です。

吉原生活福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

後方の安全確認〇生活福祉部長（吉原保則君）

につきましては、議員からお話ありましたように

運転手、助手含めて複数で対応していたところで

ありますけれども、いずれにしてもそこの部分が

不十分だったというふうに、その中でバックした

中で衝突したということでございますので、御理

解を賜りたいと思います。

谷内議員。〇議長（小野寺一知議員）

後方確認が不十分だ〇２１番（谷内 司議員）

ったというの、それはわかるのです。不十分だっ

たから、こんな事故が起きるのです。ですから、

私が聞いているのは、本当にそれをやったのか、

後ろに乗っていた人が後ろにおりてそれを確認を

したのかしないのか。したのだったら、こんなこ

とにならないと思うのです。しなかったからなっ

たのだと思うのですけれども、それは怠慢なので

す。ごみを収集するときなんていうのは、風連も

そうなのですけれども、３人乗っていて、女の人

も乗っているのですが、やはりとまったときには

先におりていって後ろを確認して、何か合図をし

ながらバックしています。あれが本当だと思うの

です。それをしていなかったと思うのです。それ

は、当然やらなければならないことを怠ったので

はないかなと、そんなことを思うのです。ですか

ら、そういうことが絶対ないようにこれから気を

つけていただかなければならないということなの

ですが、今部長から話ありましたように車のそれ

は条件はわかるのですが、ちょっとその辺わから

ないところがあるのですけれども、その車をどう

しても市が使わないでそこに貸し付けをするもの

だったら、そこの会社にそれを買ってもらうとい

うのですか、売却するというのですか、そんな方

法をしていったらいいのではないかなと。そうす

ることによってそういう保険のことだとかもろも

ろのことは、当然掛けなくていいのですから金額

も安くなるのですし、やっぱり財政難の折からそ

ういう小さいところから全部見直しをしていく、

そんなことは考えられませんか。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

ごみの収集を安定〇総務部長（佐々木雅之君）

的に対応する関係で、市の直営の業務から委託業
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務に切りかえた段階で、今谷内議員おっしゃると

おり車両を市が使わなくなったとすれば売却する

という方法も多分あったのでしょうけれども、市

のほうで耐用年数を上手に活用しながら、民間業

者の方々に委託業務の車両という形で貸しており

まして、その辺含めましてその当時は一番いい方

法ということで考えたのだと思っています。問題

は、車両貸与の関係につきましては道路維持セン

ターであるとか、福祉関係であるとか、それから

今回の清掃業者であるとかということでいろんな

ところに貸しておりまして、一定程度保険関係に

つきましては使用する側のほうにということで明

確にしてきたつもりしているのですが、たまたま

今回の清掃車につきましては、先ほど言いました

ように保険料を安く上げることによって委託料そ

のものも安く組み立てできるという形でありまし

たので、これにつきましてはきちっと業者の責任

を明確にする意味も含めまして、２１年４月から

の委託契約については委託料積算に任意保険料を

盛り込みまして、それによりまして業者のほうに

きちっと掛けさせて、事故対策も含めて対応させ

たいと思っています。

なお、事故が起きた後すぐ業者さんの社長さん

も含め、業務担当する３人の方が来まして、安全

注意義務違反については間違いなくうちのほうの

不注意で起きた事故でありますのでということで

のおわびもありまして、一応市役所のほうとしま

してはてんまつ書をいただきまして、私のほうと

生活福祉部長のほうで厳しく安全運行についての

指導は注意をさせていただきました。そのような

状況で済んでおりますので、御理解を賜りたいと

思います。

ほかに質疑はござい〇議長（小野寺一知議員）

ませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

以上で質疑を終結い〇議長（小野寺一知議員）

たします。

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１１号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１１号は原案のとおり可決され

ました。

日程第１４ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

１２号 市道路線の廃止について、議案第１３号

市道路線の認定について、以上２件を一括議題

といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１２号 市道路〇市長（島 多慶志君）

線の廃止及び議案第１３号 市道路線の認定につ

いて、一括して提案の理由を申し上げます。

まず、議案第１２号 市道路線の廃止について

申し上げます。本件は、整理番号３０２０、路線

名、徳田しらかば５号通及び整理番号３０２１、

路線名、徳田しらかば１号通について、両路線の

終点側に接続する道路が整備され、市道として認

定されることから、路線の終点及び延長を変更す

るため一たん廃止しようとするものであります。

次に、議案第１３号 市道の認定について申し

上げます。議案第１２号により廃止する整理番号

３０２０、路線名、徳田しらかば５号通は路線の

終点の変更により１７ ０６メートルの短縮とな

り、整理番号３０２１、路線名、徳田しらかば１

号通は路線の終点の変更により１６ １１メート

ルの延長となることから、認定し直そうとするも

のであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。
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これより、議案第１〇議長（小野寺一知議員）

２号外１件について一括質疑に入ります。御発言

ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１２号外１件は原案のとおり決定するこ

とに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１２号外１件は原案のとおり可

決されました。

日程第１５ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

１４号 名寄市固定資産評価審査委員会委員の選

任についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１４号 名寄市〇市長（島 多慶志君）

固定資産評価審査委員会委員の選任について、提

案の理由を申し上げます。

名寄市固定資産評価審査委員会委員につきまし

ては、地方税法第４２３条第１項の規定によりそ

の任に当たっていただいておりますが、本件は引

き続き大谷純二氏、有門優氏及び西川剛弘氏の３

名を同委員に選任いたしたく、同条第３項の規定

により議会の同意を求めるものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

議案第１４号は同意することに御異議ございま

せんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１４号は同意することに決定い

たしました。

日程第１６ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

１５号 平成２０年度名寄市一般会計補正予算を

議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１５号 平成２〇市長（島 多慶志君）

０年度名寄市一般会計補正予算について、提案の

理由を申し上げます。

今回の補正は、年度末に当たり各款にわたる事

業の確定に伴う事業費と人件費の調整が主なもの

でありまして、歳入歳出それぞれ３兆 ００７一

０００兆を減額して、予算総額を１９３兆 ２ 

２８一 ０００兆にしようとするものであります。

補正の主なものを歳出から申し上げます。２款

総務費で地域振興基金積立金（ふるさと納税）１

７１一 ０００兆の追加は、名寄市ふるさと応援

寄附条例施行日の平成２０年９月３日から平成２

１年２月１２日までに寄附をいただいた１９名の

皆さんの寄附金を寄附者の意向に沿ったまちづく

りに生かすため、地域振興基金に積み立てようと

するものであります。

４款衛生費におきまして病院事業会計４出金

９４５一 ０００兆の追加は、１２月の特別交付

税で病院事業に対する交付税措置額の確定に伴う

増額分など ４４５一 ０００兆と一般財源上乗 

せ分 ５００一兆を合わせて４り出ししようとす
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るものであります。

１０款教育費におきまして減債基金積立金 ８

４０一兆の追加は、大学校舎整備の際に借り入れ

し、平成２５年に償しを迎える満期一括債４兆

７９０一兆の償し財源として積み立てしようとす

るものであります。

次に、歳入について申し上げます。各事業費の

確定に伴う国庫支出金、道支出金など特定財源の

調整を行ったほか、１月末の収納状況等から判断

して市税、分担金及び負担金、使用料及び手数料

でそれぞれ必要な調整を行いました。

また、１９款４入金では、財政調整基金４入金

を ０８５一兆減額し、収支の調整を図ろうとす

るものであります。

次に、第３表、債務負担行為補正及び第４表、

地方債補正につきましては、事業費の確定に伴い、

変更あるいは追加しようとするものであります。

以上、補正の概要について申し上げましたが、

細部につきましては総務部長より説明をさせます

ので、よろしく御審議くださいますようお願い申

し上げます。

補足説明を佐々木総〇議長（小野寺一知議員）

務部長。

それでは、一般会〇総務部長（佐々木雅之君）

計の補正予算につきまして市長より申し上げた分

の重複を避けて補足説明をさせていただきます。

まず最初に、歳出から説明させていただきます。

議案第１５号の２６ページ、２７ページをお開き

ください。２款総務費、１項１目一般管理費の備

荒資金組合超過納付負担金 ０００一兆の追加は、

大学校舎整備の際に借りかえした満期一括債の償

し財源と退職手当組合負担金の精算に伴う追加負

担分に備えるため、備荒資金組合に対し納付する

ものであります。

４２、４３ページをお開きください。４款衛生

費、１項１目保健衛生総務費の小児救急医療支援

事業補助金 ８６７一 ０００兆の追加は、北海 

道の小児救急補助対象経費の拡大により小児救急

医療をお願いしている名寄市立総合病院へ補助す

るものであります。

５０ページ、５１ページをお開きください。６

款農林業費、１項２目農業振興費で農山漁村活性

化プロジェクト支援交付金 ９００一兆の追加は、

国庫支出金を全額充当して道北なよろ農業協同組

合が導入を進めています色彩選別機に対して助成

しようとするものであります。

５６、５７ページをお開きください。７款商工

費、１項１目商工業振興費で物産振興・新製品開

発事業補助金１００一兆の追加は、兆ック入り納

豆のフィルムシートに特殊な加工を加え、納豆が

シートにつかず、手が汚れないなどの効果がある

新製品を開発しました名寄土管製作所に対して補

助しようとするものであります。

次に、歳入について説明させていただきます。

８ページ、９ページにお戻りください。１款市税、

１項１目市民税、法人、法人税割 ９１５一 ０ 

００兆の減額は、景気低迷などによる申告所得の

減少に伴うものであります。

１４、１５ページをお開きください。１６款道

支出金、２項１目総務費補助金で地域政策総合補

助金１３０一兆の追加は、合併支援分として合併

特例債の充当残５今相当額を地域政策総合補助金

として支出されることになっておりまして、この

事業費の確定に伴うものであります。

１８、１９ページをお開きください。１８款寄

附金４０７一 ０００兆の追加は、既に予算化し

たものを除きまして２月１２日までに寄附採納さ

れました一般寄附金、ふるさと納税寄附金、社会

福祉費寄附金、教育費寄附金を計上するもので、

寄附者の意向に沿いまして図書館蔵書の購入とし

て予算計上したほか、地域振興基金に１６０一兆、

地域振興基金のふるさと納税分として１７１一

０００兆、地域福祉基金に６１一 ０００兆、文

化スポーツ振興基金に１０一 ０００兆それぞれ

積み立てするものであります。

２２、２３ページをお開きください。２１款諸
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収入、４項５目収入の広告収入５４一 ０００兆

の追加は、広報及びホームページの広告収入であ

ります。

以上、補足説明とさせていただきます。よろし

く御審議くださいますようお願いいたします。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１５号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１５号は原案のとおり可決され

ました。

日程第１７ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

１６号 平成２０年度名寄市国民健康保険特別会

計補正予算を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１６号 平成２〇市長（島 多慶志君）

０年度名寄市国民健康保険特別会計補正予算につ

いて、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、保険事業勘定におきまして増加

傾向にある保険給付費と年度末における事業見込

みによる各費目の増減調整を行うものであり、歳

入歳出それぞれ１兆 ０９２一 ０００兆を追加 

し、予算総額を３３兆 ５１３一 ０００兆に、 

直診勘定におきまして主に診療収入等の追加と執

行残等による減額を行うもので、歳入歳出それぞ

れ１０８一 ０００兆を減額し、予算総額を１兆

０５８一 ０００兆にしようとするものであり 

ます。

まず、保険事業勘定の主な内容について歳出か

ら申し上げます。１款総務費では、人件費や事務

費などの不用額の調整により４７１一 ０００兆

を減額しようとするものであります。

２款保険給付費では、医療費の増加傾向を踏ま

え、一般被保険者療養給付費など２兆 ０５２一

兆を追加しようとするものであります。

７款共同事業拠出金では、拠出金の額の確定に

より ５５３一 ０００兆を減額しようとするも 

のであります。

８款保健事業費では、不用額の調整等により４

２４一 ０００兆を減額しようとするものであり

ます。

９款積立金では、国民健康保険支払準備金基金

の積み立てによる利息分で３５一 ０００兆を追

加しようとするものであります。

１１款諸支出金では、１９年度療養給付費の精

算金等により４５４一 ０００兆を追加しようと

するものであります。

次に、保険事業勘定の歳入について申し上げま

す。１款国民健康保険税では、一般被保険者国民

健康保険税で被保険者の異動等により ０００一

兆を減額しようとするものであります。

各負担金等の額の確定により、２款国庫支出金

では２兆 ２８９一 ０００兆を追加し、３款療 

養給付費等交付金では ６８９一 ０００兆を減 

額し、５款道支出金では １４３一 ０００兆を 

追加し、６款共同事業交付金では ２６２一 ０ 

００兆を減額しようとするものであります。

７款財産収入では、国民健康保険支払準備金基

金の積み立てによる利息分として３５一 ０００

兆を追加しようとするものであります。

８款４入金では、 ４２５一 ０００兆を減額 

し、調整を図ろうとするものであります。

次に、直診勘定の歳出について申し上げます。

１款総務費では、執行残等の整理により１８２一
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０００兆を減額し、２款医業費では外来患者増

に伴う医薬材料費等で７３一 ０００兆を追加し

ようとするものであります。

次に、直診勘定の歳入について申し上げます。

１款診療収入では、外来患者増により９０３一

０００兆を、２款使用料及び手数料では手数料の

増により６１一 ０００兆を追加し、４款４入金

では予算調整のため ０８６一 ０００兆を減額 

し、５款諸収入では収入関係の整理により１３一

０００兆を追加しようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１６号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１６号は原案のとおり可決され

ました。

日程第１８ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

１７号 平成２０年度名寄市介護保険特別会計補

正予算を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１７号 平成２〇市長（島 多慶志君）

０年度名寄市介護保険特別会計補正予算について、

提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、会計年度末における各費目の調

整を行うものであり、保険事業勘定におきまして

歳入歳出それぞれ ９３２一 ０００兆を減額し、 

予算総額を１８兆２８０一 ０００兆に、サービ

ス事業勘定・名寄におきまして歳入歳出それぞれ

７９９一 ０００兆を減額し、予算総額を６兆 

４００一 ０００兆に、サービス事業勘定・風連

におきまして歳入歳出それぞれ ２６９一 ００ 

０兆を減額し、予算総額を４兆 １４８一 ００ 

０兆にしようとするものであります。

補正の主なものを保険事業勘定の歳出から申し

上げます。１款総務費では、一般管理費の委託料

におきまして介護報酬改定等に伴うシステム改修

により４３７一 ０００兆を追加し、２款保険給

付費では施設介護サービス給付費におきまして

６１１一 ０００兆を、介護予防サービス給付費

におきまして ０００一兆をそれぞれ減額し、４

款地域支援事業費では介護予防特定高齢者施策事

業費におきまして６４０一 ０００兆を減額しよ

うとするものであります。

次に、保険事業勘定の歳入について申し上げま

す。４款国庫支出金、５款支払基金交付金及び６

款道支出金では、歳出の保険給付費の減額に伴い、

それぞれの負担割合に応じて減額しようとするも

のでありますが、４款国庫支出金のうち介護保険

事業費補助金につきましては、介護報酬改定に伴

うシステム改修事業費補助金として６３一 ００

０兆を追加しようとするものであります。

次に、サービス事業勘定・名寄及びサービス事

業勘定・風連につきましては、名寄市特別養護老

人ホーム清峰園、名寄市風連特別養護老人ホーム

しらかばハイツ等の指定管理委託料の減額を主な

理由として歳入歳出の調整を行おうとするもので

あります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）
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質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１７号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１７号は原案のとおり可決され

ました。

日程第１９ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

１８号 平成２０年度名寄市下水道事業特別会計

補正予算を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１８号 平成２〇市長（島 多慶志君）

０年度名寄市下水道事業特別会計補正予算につい

て、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、年度末における各費目の調整を

行うものであり、歳入歳出それぞれ ４５４一 

０００兆を減額し、予算総額を２１兆 ８０２一

０００兆にしようとするものであります。

まず、歳出について申し上げます。１款下水道

事業費では、事業費の確定に伴う各費目の調整に

より６５３一 ０００兆を減額しようとするもの

であります。

２款公債費では、各費目の調整により ０００

一兆を減額しようとするものであります。

３款諸支出金では、消費税で平成２０年度分中

間納付税額について１９９一 ０００兆を追加し

ようとするものであります。

次に、歳入について申し上げます。１款分担金

及び負担金では、受益者負担金等が減少となる見

込みであることから２９１一兆を減額しようとす

るものであります。

２款使用料及び手数料では、使用料の増等によ

り ３１８一 ０００兆を追加しようとするもの 

であります。

３款国庫支出金では、事業費の確定により１１

一 ０００兆を減額しようとするものであります。

５款諸収入では、リサイクル品売払収入等とし

て１１２一 ０００兆を減額しようとするもので

あります。

６款市債では、事業費の確定により２１０一兆

を減額しようとするものであります。

４款４入金では、一般会計４入金で １４８一

０００兆を減額し、収支の調整を図ろうとする

ものであります。

次に、第３表、地方債補正につきましては、事

業費の確定に伴い、変更しようとするものであり

ます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１８号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１８号は原案のとおり可決され

ました。

日程第２０ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

１９号 平成２０年度名寄市個別排水処理施設整
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備事業特別会計補正予算を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１９号 平成２〇市長（島 多慶志君）

０年度名寄市個別排水処理施設整備事業特別会計

補正予算について、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、会計年度末における各費目の調

整を行うものであり、歳入歳出それぞれ７８３一

０００兆を減額し、予算総額を ３６２一 ０  

００兆にしようとするものであります。

まず、歳出について申し上げます。１款個別排

水事業費では、事業の確定に伴う調整により７８

３一 ０００兆を減額しようとするものでありま

す。

次に、歳入について申し上げます。１款分担金

及び負担金では、受益者分担金の減により５１一

０００兆を減額しようとするものであります。

２款使用料及び手数料では、９４一 ０００兆

を増額しようとするものであります。

５款市債では、事業費の確定により５７０一兆

を減額しようとするものであります。

３款４入金では、６７一 ０００兆を減額し、

収支の調整を図ろうとするものであります。

次に、第３表、地方債補正につきましては、事

業費の確定に伴い、変更しようとするものであり

ます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１９号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１９号は原案のとおり可決され

ました。

日程第２１ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

２０号 平成２０年度名寄市簡易水道事業特別会

計補正予算を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第２０号 平成２〇市長（島 多慶志君）

０年度名寄市簡易水道事業特別会計補正予算につ

いて、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、事業費の確定に伴う歳入歳出予

算の調整を図るものであり、歳入歳出それぞれ２

９１一 ０００兆を減額して、予算総額を ８４ 

４一 ０００兆にしようとするものであります。

まず、歳出について申し上げます。主に事業の

確定に伴う各費目の調整により、１款簡易水道事

業費では２９０一 ０００兆を、３款諸支出金で

は ０００兆をそれぞれ減額しようとするもので

あります。

次に、歳入について申し上げます。１款使用料

及び手数料では、簡易水道使用料が減少の見込み

であることから３９一 ０００兆を減額し、２款

４入金では一般会計４入金で２５１一 ０００兆

を減額して収支の調整を図ろうとするものであり

ます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい
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ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第２０号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第２０号は原案のとおり可決され

ました。

日程第２２ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

２１号 平成２０年度名寄市公設地方卸売市場特

別会計補正予算を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第２１号 平成２〇市長（島 多慶志君）

０年度名寄市公設地方卸売市場特別会計補正予算

について、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、年度末における各費目の調整を

行うものであり、歳入歳出それぞれ３一兆を追加

し、予算総額を ８０７一 ０００兆にしようと 

するものであります。

まず、歳出について申し上げます。１款商工費

では、人件費等の確定により３一兆を追加しよう

とするものであります。

次に、歳入について申し上げます。１款使用料

及び手数料では、取り扱い量の減少により取扱高

利用料６０一 ０００兆を減額し、２款４入金で

は６３一 ０００兆を追加して収支の調整を図ろ

うとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第２１号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第２１号は原案のとおり可決され

ました。

日程第２３ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

２２号 平成２０年度名寄市食肉センター事業特

別会計補正予算を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第２２号 平成２〇市長（島 多慶志君）

０年度名寄市食肉センター事業特別会計補正予算

について、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、年度末に当たり各費目の調整を

行うものであり、歳入歳出それぞれ１９２一 ０

００兆を減額して、予算総額を ６９７一 ００ 

０兆にしようとするものであります。

まず、歳出について申し上げます。１款衛生費

では、食肉センター整備事業費等の確定により１

９２一 ０００兆を減額しようとするものであり

ます。

次に、歳入について申し上げます。１款４入金

では、一般会計４入金におきまして１９２一 ０

００兆を減額し、収支の調整を図ろうとするもの

であります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）
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お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第２２号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第２２号は原案のとおり可決され

ました。

日程第２４ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

２３号 平成２０年度名寄市後期高齢者医療特別

会計補正予算を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第２３号 平成２〇市長（島 多慶志君）

０年度名寄市後期高齢者医療特別会計補正予算に

ついて、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、年度末に当たり事業の確定に伴

う調整を行うものであり、歳入歳出それぞれ４８

５一 ０００兆を追加し、歳入歳出予算総額を２

兆 ４９５一 ０００兆にしようとするものであ 

ります。

まず、歳出について申し上げます。１款総務費

では、平成２１年度の後期高齢者医療保険料等に

対応するための後期高齢者システム改修等で４８

５一 ０００兆を追加しようとするものでありま

す。

次に、歳入について申し上げます。２款４入金

では、共済費分である３一 ０００兆を追加、４

款国庫支出金では事業費の確定に伴い、特別調整

交付金で６１一 ０００兆、高齢者医療制度兆滑

運営事務費補助金で４２０一兆をそれぞれ追加し

ようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第２３号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第２３号は原案のとおり可決され

ました。

日程第２５ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

２４号 平成２０年度名寄市病院事業会計補正予

算を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第２４号 平成２〇市長（島 多慶志君）

０年度名寄市病院事業会計補正予算について、提

案の理由を申し上げます。

今回の補正は、年度末に当たり病院事業会計各

収支見通しにより必要な関係部分を調整し、補正

しようとするものであります。

補正の主なものを収益的収入から申し上げます。

１款病院事業収益では、医業収益におきまして東

病院の入院患者数増があるものの、市立病院の入

院患者数減少により入院収益では ２０８一 ０ 

００兆を減額、外来の診療単価の減額及び東病院

外来患者数減少により外来収益では ０９２一 

０００兆を減額、他会計負担金では市立病院の救

急医療の確保に要する経費で７０一 ０００兆を

追加、その他医業収益では市立病院の人間ドック
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等の医療相談収益と東病院の診断書料等で５０８

一 ０００兆を減額、次に医業外収益におきまし

て他会計補助金では市立病院の共済追加費用負担

に要する経費１２２一 ０００兆を減額、他会計

負担金ではン業債償し利子に要する経費、小児科

運営等に対する一般会計負担金で ８２２一兆を

追加、その他医業外収益では実費徴収等で５５７

一 ０００兆を追加、補助金では市立病院の病院

群群番制病院運営事業費等で ３２５一 ０００ 

兆を追加、負担金交付金では市立病院の医師を近

隣市町の病院に派遣する特別医師派遣負担金等で

１９９一 ０００兆を追加、保育施設収益では市

立病院院内保育料で３２４一 ０００兆を追加し、

総額を７４兆 ３０８一 ０００兆にしようとす 

るものであります。

次に、収益的支出について申し上げます。２款

病院事業費用では、医業費用におきまして給与費

では市立病院看護師の採用者が予定を下回った等

により１兆 ４０２一 ０００兆を減額、材料費 

では市立病院の薬品等で ０００一兆を減額、経

費では市立病院の医療機器賃借料の増加により

２１９一 ０００兆を追加、研究研修費では市立

病院の医師の道外研修病費等で２２２一 ０００

兆を追加、次に医業外費用におきましては支払利

息及びン業債取扱諸費では市立病院の長期償し利

子等で７０３一兆を減額、収支出では市立病院の

控除対象外消費税等で４３５一 ０００兆を減額、

次に特別損失におきまして市立病院の看護師等修

学資金貸付金償し免除で３５一兆を減額し、総額

を７７兆 ８０８一 ０００兆にしようとするも 

のであります。

次に、資本的収入について申し上げます。３款

資本的収入におきましてン業債では市立病院の増

改築事業等で ２２０一兆を減額、出資金では市

立病院のン業債償し元金に要する経費で１２８一

０００兆を減額、負担金では市立病院看護師確

保に要する経費の一般会計負担分で２５２一兆を

追加、道補助金では新型インフルエンザ患者入院

医療機関開設整備で２１５一 ０００兆を追加、

総額を２３兆８５５一 ０００兆にしようとする

ものであります。

次に、資本的支出について申し上げます。４款

資本的支出におきまして建設改良費では市立病院

のインフルエンザ患者入院対応人工呼吸器の購入

費の追加及び増改築工事の執行残で ９９１一 

０００兆を減額、償し金では市立病院の長期債償

し元金で８６一 ０００兆を追加、還資では市立

病院看護師３名の修学資金貸付金で２５２一兆を

追加、総額を２４兆 ００５一 ０００兆にしよ 

うとするものであります。

なお、資本的収支の不足額につきましては、当

年度損益勘定留保資金で補てんするものでありま

す。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第２４号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第２４号は原案のとおり可決され

ました。

日程第２６ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

２５号 平成２０年度名寄市水道事業会計補正予

算を議題といたします。

提出者の説明を求めます。
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島市長。

議案第２５号 平成２〇市長（島 多慶志君）

０年度名寄市水道事業会計補正予算について、提

案の理由を申し上げます。

今回の補正は、年度末に当たり予算の調整をし

ようとするものであります。

まず、収益的収入について申し上げます。１款

水道事業収益では ８０２一 ０００兆を追加し、 

総額を６兆 ８０８一 ０００兆にしようとする 

ものであり、その主な内容としましては、給水収

益で ５１３一 ０００兆の追加、受託工事収益 

で１０６一 ０００兆の追加であります。

次に、収益的支出について申し上げます。２款

水道事業費用では３０１一 ０００兆を追加し、

総額を５兆 ９７５一 ０００兆にしようとする 

ものであり、その主な内容としましては、事業費

確定に伴う各費目の計数整理であります。

次に、資本的収入について申し上げます。３款

資本的収入では ０１９一 ０００兆を減額し、 

総額を１兆６１４一 ０００兆にしようとするも

のであり、その主な内容としましては、各費目に

おける事業費確定による減額とン業債で対象事業

費の確定に伴い８４６一兆の減額であります。

次に、資本的支出について申し上げます。資本

的支出では７４９一 ０００兆を減額し、総額を

３兆 ６７３一 ０００兆にしようとするもので 

あり、その主な内容としましては、事業費確定に

伴う各費目の計数整理であります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第２５号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第２５号は原案のとおり可決され

ました。

日程第２７ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

２６号 平成２１年度名寄市一般会計予算、議案

第２７号 平成２１年度名寄市国民健康保険特別

会計予算、議案第２８号 平成２１年度名寄市老

人保健事業特別会計予算、議案第２９号 平成２

１年度名寄市介護保険特別会計予算、議案第３０

号 平成２１年度名寄市下水道事業特別会計予算、

議案第３１号 平成２１年度名寄市個別排水処理

施設整備事業特別会計予算、議案第３２号 平成

２１年度名寄市簡易水道事業特別会計予算、議案

第３３号 平成２１年度名寄市公設地方卸売市場

特別会計予算、議案第３４号 平成２１年度名寄

市食肉センター事業特別会計予算、議案第３５号

平成２１年度名寄市後期高齢者医療特別会計予

算、議案第３６号 平成２１年度名寄市病院事業

会計予算、議案第３７号 平成２１年度名寄市水

道事業会計予算、以上１２件を一括議題といたし

ます。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第２６号 平成２〇市長（島 多慶志君）

１年度名寄市一般会計予算並びに議案第２７号か

ら議案第３７号までの各特別会計予算及び各ン業

会計予算について、提案の理由を申し上げます。

各会計予算案は、地方公共団体の財政の健全化

法に基づく財政の健全化と行財政改革の着実な推

進を基本にしながら、新総合計画の具現化を最優

先に、新規では認定こども園運営支援事業、東小

学校屋内運動場実施設計、南２丁目通踏切拡幅改
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良事業などを、また継続では天文台整備事業、北

斗・新北斗団地建替事業、風連本町地区市街地再

開発事業などハード、ソフトの両面から多くの事

業を盛り込み、地域経済や雇用にも配慮して編成

いたしました。

一般会計予算の総額は１９９兆 ２１５一 ０ 

００兆で、前年度兆プラス １今、１４兆 ７９ 

６一 ０００兆の増額となりました。普通建設事

業費が前年度兆５ ３今増と大きく伸びたことと

補償金免除４上償しに伴う借換債を２兆 ３４０

一兆計上したことが主な要因であります。収支不

足を補う基金の取り崩し額は、前年度兆２ ３今

減の４兆 ０３１一兆で、このうち財源調整的な

基金である財政調整基金の取り崩し額は３兆７４

０一 ０００兆となっております。

次に、特別会計について申し上げます。平成２

１年度国民健康保険特別会計外８特別会計の予算

総額は８４兆 ３６６一 ０００兆で、前年度兆 

７今の減となっております。これは、老人保健

事業特別会計が平成１９年度における過誤による

請求漏れなどを対象とした予算計上になったこと

で、前年度兆マイナス９ ０今と大きく減少した

ことが主な要因であります。

次に、ン業会計について申し上げます。病院事

業会計及び水道事業会計の予算総額は１１５兆

５１６一 ０００兆で、前年度兆１ ３今の増に 

なっております。これは、病院事業会計で２２兆

３７０一兆の補償金免除４上償しに伴う借換債

を計上したことが主な要因であります。

以上によりまして、平成２１年度全会計の予算

総額は３９９兆 ０９９一 ０００兆となり、前 

年度兆 ５今の増となりました。

地方自治法第２１１条及び地方公営ン業法第２

４条の規定に基づき提出いたしますので、よろし

く御審議くださいますようお願い申し上げます。

お諮りいたします。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま議題となっております議案第２６号外

１１件については、本会議質疑を省略し、全議員

をもって構成する予算審査特別委員会を設置し、

これに付託の上、審査いたしたいと思いますが、

御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第２６号外１１件については、全

議員をもって構成する予算審査特別委員会を設置

し、これに付託の上、審査することに決定いたし

ました。

ただいまの決定に基づき、予算審査特別委員会

の委員に全議員を指名いたします。

日程第２８ 報告第〇議長（小野寺一知議員）

１号 専決処分した事件の報告についてを議題と

いたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

報告第１号 専決処分〇市長（島 多慶志君）

した事件の報告について申し上げます。

本件は、名寄市市営住宅風舞団地３４６号に入

居している借家人が家賃を平成１４年５月分から

滞納しており、本人及び保証人に対して再三にわ

たり納付催告や呼び出しを行ってきたにもかかわ

らず、これら督促に全く応じようとせず、納付の

意思が見られないことから、住宅の明け渡し及び

滞納家賃等の支払いの訴訟を提起したものであり

ます。

以上、地方自治法第１８０条第１項の規定によ

り専決処分したので、同条第２項の規定により御

報告申し上げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

谷内司議員。

報告第１号について〇２１番（谷内 司議員）

お尋ねしたいと思いますけれども、私自身このよ

うな報告、専決処分というのは初めてなものです

ので、間違いがあるかもしれませんけれども、お

許しのほどをお願いいたしたいと思います。
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まず、このことについて２１６一 ０００兆で

すか、この金額があるということを事前に聞かせ

ていただきましたけれども、本当に大変な方だな

と思います。それで、これを見ますと合併前の風

連町時代からの未収金だったそうですけれども、

本当にこんなことはあってはならなかったのです

けれども、この金額を知らされるまで私自身もこ

んなに長い間こんなに多くの金額があるとは知り

ませんでした。そんな中でこれを見てみますと、

専決処分をするのですけれども、もし家を明け渡

すとしたら、この人は行くところがない人だと思

います。そういうときに行くところがなくても強

制執行でというのですか、裁判所に訴えてそれを

するのだと思いますが、それでもそこから明け渡

しを求めることがあるのか、その辺はお聞きした

いのと、またその反面、２１６一兆もなった。こ

のときに私自身監査委員の方にお伺いしたいので

すが、今までの監査報告の中で収入の部について

の監査報告は受けたことございません。また、こ

のような金額になるまでの間に一回でもこのよう

な形で未収金があるというような監査報告を受け

ていたならばそれは理解できるのですが、そのよ

うな報告も一回も受けない中でこのような処分を

するのはいかがかなと、このように思いますが、

その辺はどうですか。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

もとの風連町〇建設水道部長（野間井照之君）

時代からあったというふうに私も認識しておりま

すけれども、この間も保証人の方も含めて、この

ように至るまで何回も再三にわたって、夜、昼、

数度にわたって家庭訪問なりをさせていただきま

した。しかし、全然応じていただけるような様子

もなくて、これは風連町の時代からそうだったそ

うでありますから、この際は入居者の公平、公正

な立場から申し上げて、あってはならないことと

いう判断をさせていただきまして、こういう処置

をとらせていただくというふうに思っています。

明け渡した後の入居の件に関しては、これから

裁判、司法のほうにゆだねますけれども、その間

期間がございますから、私どもで対応をするとい

ってもなかなか難しい状況にもございます。何せ

会えない状況にございますから、それも含めて本

人で対応していただくというふうに考えておりま

す。

森山監査委員。〇議長（小野寺一知議員）

２点にわたって御質〇監査委員（森山良悦君）

問を受けたと思います。１点目でございますけれ

ども、収入の部で報告を受けていないということ

でございましたけれども、監査の収入に関する報

告でございますけれども、おおむね３点ございま

す。１つは例月出納検査、２つ目は定期監査、３

つ目は決算審査でございます。いずれも報告につ

いては提出をさせていただいているところでござ

いますし、特に決算審査におきましては１９年度

におきまして総体的に前年より増加の傾向があり

ましたものですから、公平の立場からも徴収等未

収金の圧縮に関しては努力をいただきたいという

ふうに意見を述べているところでございます。

２つ目の個人の部分でございますけれども、個

々の未収に関しては監査委員としては知るすべが

ございませんので、これに関しては大きな傾向と

して先ほど報告申し上げた、そういうふうに御理

解いただければありがたいと思います。

以上です。

谷内議員。〇議長（小野寺一知議員）

わかるのですけれど〇２１番（谷内 司議員）

も、２００一兆も７年間も未納にしたら、本当に

外にほっぽり出しても仕方ないのかなと思うので

す。でも、今もう去年の暮れから行われているよ

うに労働者が職を追われてあんなような形になっ

てしまうのかなというのは予測されるのです。そ

のようになったときに、それはそんな心遣いをす

ることはないのかもしれませんけれども、そんな

こともあるので、保証人もいますので、保証人と

の協議の中でそれなりの協議をしてほしいなと、

そんなことを思いますので、その辺をお願いした
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いと思います。

また、監査委員さんの、代表監査から意見があ

りましたけれども、それは個人情報もあるからだ

と思うのですが、ただ私の考えとしてはやはり公

営住宅に入っていると。市営住宅ですから、市の

住宅に入っている、その家賃ですから、やはりそ

の辺はしっかりと金額はともかくとしてもこんな

ようなのがありますよと。できるなら、名前は伏

せておいてもいいのですけれども、これぐらいの

未収金があるよとか、それぐらいの報告ぐらいは

お願いしたいなと思いますけれども、よろしくお

願いしたいと思います。

ほかに質疑はござい〇議長（小野寺一知議員）

ませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

以上で質疑を終結い〇議長（小野寺一知議員）

たします。

報告第１号を終結いたします。

日程第２９ 報告第〇議長（小野寺一知議員）

２号 専決処分した事件の報告についてを議題と

いたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

報告第２号 専決処分〇市長（島 多慶志君）

した事件の報告について申し上げます。

本件の内容は、平成２０年６月上旬、名寄市内

淵一般廃棄物最終処分場に隣接する名寄市字内淵

３１３番地の圃場におきまして、カラスが移植し

たカボチたの苗を ０９６平方メートルにわたり

引き引き、３７一 ４４６兆の損害が発生いたし

ました。被害を与えたカラスの主な生息場所は一

般廃棄物最終処分場であることから、損害額の９

０今を本市が補償することで地権者との協議が調

ったものであります。

地方自治法第１８０条第１項の規定により専決

処分したので、同条第２項の規定により御報告申

し上げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

報告第２号を終結いたします。

日程第３０ 報告第〇議長（小野寺一知議員）

３号 専決処分した事件の報告についてを議題と

いたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

報告第３号 専決処分〇市長（島 多慶志君）

した事件の報告について申し上げます。

事故の内容は、平成２０年２月２８日午後１時

４０分ごろ、旭川市東鷹栖４線２０３２番地１の

道央自動車道におきまして経済部が所管する公用

車が吹雪で視界不良の中、衝突事故を起こした際、

交通事故処理のため道路上を歩いていた相手方を

巻き込み、負傷させたものであります。過失割合

は本市が１００今であり、相手方に対する治療費

及び及謝料を含む損害賠償として本市が１８一

６４０兆を負担することで示談が成立し、和解し

たところであります。

以上、地方自治法第１８０条第１項の規定によ

り専決処分をしたので、同条第２項により御報告

を申し上げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

報告第３号を終結いたします。

日程第３１ 諮問第〇議長（小野寺一知議員）

１号 人権擁護委員の候補者推薦につき意見を求

めることについてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

諮問第１号 人権擁護〇市長（島 多慶志君）
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委員の候補者推薦につき意見を求めることについ

て、提案の理由を申し上げます。

人権擁護委員法の規定により、本市には９名の

人権擁護委員が法務大臣の委嘱を受け、活動を行

っておりますが、平成２１年６月３０日をもって

野田正昭委員が任期満了となります。本件は、再

度同委員を人権擁護委員の候補者として推薦いた

したく、人権擁護委員法第６条第３項の規定によ

り議会の意見を求めるものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

お諮りいたします。〇議長（小野寺一知議員）

本件については、市長が推薦する者について適

任と認めることに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、本件は適任と認めることに決定いたし

ました。

お諮りいたします。〇議長（小野寺一知議員）

議事の都合により、明日より３月１５日までの

９日間を休会といたしたいと思いますが、御異議

ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、明日より３月１５日までの９日間を休

会とすることに決定いたしました。

以上で本日の日程は〇議長（小野寺一知議員）

すべて終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

御苦労さまでした。

散会 午後 ２時１２分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 小野寺 一 知

署名議員 竹 中 憲 之

署名議員 田 中 好 望
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開議 平成２１年３月１６日（月曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 議案第３８号 平成２０年度名寄市一

般会計補正予算

日程第３ 代表質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 議案第３８号 平成２０年度名寄市一

般会計補正予算

日程第３ 代表質問

１．出席議員（２６名）

議 長 ２６番 小 野 寺 一 知 議員

副議長 １９番 熊 谷 吉 正 議員

１番 佐 藤 靖 議員

２番 植 松 正 一 議員

３番 竹 中 憲 之 議員

４番 川 村 幸 栄 議員

５番 大 石 健 二 議員

６番 佐 々 木 寿 議員

７番 持 田 健 議員

８番 岩 木 正 文 議員

９番 駒 津 喜 一 議員

１０番 佐 藤 勝 議員

１１番 日 根 野 正 敏 議員

１２番 木 戸 口 真 議員

１３番 高 見 勉 議員

１４番 渡 辺 正 尚 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 山 口 祐 司 議員

１７番 田 中 好 望 議員

１８番 黒 井 徹 議員

２０番 川 村 正 彦 議員

２１番 谷 内 司 議員

２２番 田 中 之 繁 議員

２３番 東 千 春 議員

２４番 宗 片 浩 子 議員

２５番 中 野 秀 敏 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 佐 藤 健 一

書 記 間 所 勝

書 記 松 井 幸 子

書 記 高 久 晴 三

書 記 熊 谷 あ け み

１．説明員

市 長 島 多 慶 志 君

副 市 長 中 尾 裕 二 君

副 市 長 小 室 勝 治 君

教 育 長 藤 原 忠 君

総 務 部 長 佐 々 木 雅 之 君

生活福祉部長 吉 原 保 則 君

経 済 部 長 手 間 本 剛 君

建設水道部長 野 間 井 照 之 君

教 育 部 長 山 内 豊 君

市立総合病院
内 海 博 司 君

事 務 部 長

市 立 大 学
三 澤 吉 巳 君

事 務 局 長

福祉事務所長 小 山 龍 彦 君

上下水道室長 和 田 博 君

会 計 室 長 成 田 勇 一 君
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休会前に引き続き本〇議長（小野寺一知議員）

日の会議を開きます。

日程第１ 会議録署〇議長（小野寺一知議員）

名議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８０条の規定

により、

４番 川 村 幸 栄 議員

１３番 高 見 勉 議員

を指名いたします。

日程第２ 議案第３〇議長（小野寺一知議員）

８号 平成２０年度名寄市一般会計補正予算を議

題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

おはようございます。〇市長（島 多慶志君）

議案第３８号 平成２０年度名寄市一般会計補正

予算について、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、国の第２次補正予算関連法案が

成立したことを踏まえ、定額給付金給付事業など

地域活性化にかかわる経費を中心に補正するもの

でありまして、ででで出でででで５で ２２０で

００００を００し、予算総額を１９８で ４４ 

８で ００００にしようとするものであります。

補正の主なものをで出から申し上げます。２款

総務費で定額給付金４で １００で０の００総総

３款３生費の子育て３３３３手３ ６５６で０の

００は、国が実施する生活対策に基づき、全市３

を対象にした定額給付金総総多子世帯の幼児教育

期の子育てをしている世帯を対象にした子育て３

３手３をでででで支給しようとするものでありま

す。

６款農林業費におきまして色彩選３機導で事業

補補金 ５５０で０の００は、国の事業補補補定

に伴い、補補残の２分の１を事業主体である道北

なよろ農協へ補成するものであります。

７款商工費におきまして全市連合大売出し補補

金８００で０の００は、全市連合大売り出し実行

委員会に対しプレミアム商品券の発売に係る経費

を補補しようとするものであります。

次に、ででについて申し上げます。各事業の実

施に伴う国庫支出金総総市債の００を行ったほか、

１９款繰で金では財政調整基金繰で金８００で０

を００し、収支の調整を図ろうとするものであり

ます。

次に、第４表、地方債補正につきましては、色

彩選３機導で事業の００をしようとするものであ

ります。

次に、第５表、繰越明許費につきましては、年

度内に完成しない議会運営事業費ほか４件の事業

について繰り越ししようとするものであります。

以上、補正の概要を申し上げました。よろしく

御審議くださいますようお願い申し上げます。

こでより、質疑にで〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

竹中憲之議員。

今市長のほうから定額〇３番（竹中憲之議員）

給付金の扱いについてお話がありましたけでども、

過日の会議の中で谷内議員からも市３への周知の

問題等々含めて若干質問があったところでありま

すが、私は基本的には定額給付金反対ではありま

したけでども、３月４日に衆議院通過ということ

で、結果としては国３全員が給付をさでるという

ことに実はなったわけでありますけでども、での

中で行政としては定額給付金の推進事業本部を立

ち上げて事務を進めてきたということで、マスコ

ミ等では１４日から申請書の送付を始めて１８日

に手続開始という、でういう状況になっておりま

すけでども、行政としての市３への通知について

どのように進めているのか。もう既に申請書が出

ているわけであります。３月の広報を見ますと、

３００字程度の中身について載っておりますけで

ども、しかし詳しい内容についてどのように市３

説明をするのか、ででについてまずお聞きをした

いと思います。
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吉原生活福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま定額給〇生活福祉部長（吉原保則君）

付金にかかわりまして市３周知に関するお問い合

わせをいただいたところでございますけでども、

今お話にありましたように既に３月１４日から発

送事務を行っているところでございます。での中

では、記載要領等を同封するなり制度の趣旨につ

いて御案内をしているところでございます。あわ

せまして、既に市のホームページの中でも給付金

制度の内容について周知を図っているところでご

ざいます。０えて３月１７日付で広報なよろの号

外を全戸配布する中で、市３の皆さんに周知をし

てまいりたいと考えておりますので、よろしく御

理解を賜りたいと存じます。

竹中議員。〇議長（小野寺一知議員）

今の答弁ですと、３月〇３番（竹中憲之議員）

１７日に広報ということでございますが、既に事

務事業が始まって申請書の発送をしている中で、

ホームページでもやっているということでありま

すけでども、前後しての市３周知というのはいか

がなものかというふうに私は思っているところで

あります。３に３月４日の翌日から自治体で給付

をしているところもありますけでども、今日まで

手続上のトラブル等々を含めて相３あるようにも

聞いておりまして、での取り扱いだとか、３月の

広報の中でも振り込め詐欺の問題も含めて若干周

知はさでているようでありますが、での問題も含

めてきちっとやっぱり防止対策も含めて前段にや

るべきだというふうに私は思っていますが、での

辺についていかが考え方を持っているかをお聞か

せください。

吉原生活福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

市３周知につき〇生活福祉部長（吉原保則君）

ましては、既に臨時会では事務費の部分の御議補

をいただいたところでございますけでども、本体

部分の給付費がきょうの議会で提案さでていると

いうことも含めて、対３としてはでのような形に

なりましたけでども、での都度新聞報道等も含め

て周知を図ってきたところでございますので、ぜ

ひ御理解賜りたいと思いますし、今後とも必要に

３じて地元紙等を通じて周知さでるよう図ってま

いりたいと思いますので、よろしくお願いいたし

たいと思います。

竹中議員。〇議長（小野寺一知議員）

今回の定額給付金の関〇３番（竹中憲之議員）

係は、２次補正のかかわりで事務事業も含めてお

くでたということ、あるいは議会での提案がおく

でたということを含めてあったかもしでませんけ

でども、率直に言って市３周知、今話さでました

けでども、新聞等々の報道で一定程度市３も理解

をしているのかもしでませんが、行政としての説

明責任の問題でいくと私はもう少しきちっとやる

べきではなかったのかなと。きょうのこの会議通

って、でで以降の手続でも、申請送付でもよかっ

たのではないのかなというふうに私は思っていま

すが、今後このようなことのないように求めて、

私の発言を終わります。

大石健二議員。〇議長（小野寺一知議員）

一、二点確認をさせて〇５番（大石健二議員）

いただきたいのですが、２月１日時点で登録をさ

でている外国人の方が７０名ほどいらっしゃって、

２月１日時点では外人の方が滞在をさでていて、

いざ支給の段になっている、あるいはもう手続は

既に始まっているということですが、での間一時

帰国なり、あるいは帰国した外国人の扱いについ

てお知らせをください。

あともう一点、１４日から申請書の発送の手続

が済んでいる、文書が配布さでているということ

ですが、先日私もちょっと拝見をしたのですが、

高齢者世帯にとっては微にでり細にわたって矢印

で記載方法が書いてあるのですが、かえって見づ

らい。理解がしづらいということで、記述を手伝

った経過がございます。さらに、あとコピー。通

帳のコピーもしくはキャッシュカードのコピー、

でして御本人の証明するものをコピーというふう

になっているのですが、いずでか１点あるいはい
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ずでも同封をし忘でた場合の対３についてお聞か

せをください。

吉原生活福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

２点にわたり御〇生活福祉部長（吉原保則君）

質問いただきました。１点目の外国人の関係につ

きましては、基準日２月１日以降今日までの移動

というか、転出の部分についてはないと承知して

おりますけでども、今後月内に中国人の方６名と

アメリカ人の方１名が転出というか、名寄から出

ていかでるような情報を把握しておりますので、

この方々につきましては３月２４日に現金で支給

できるような取り扱いを今進めているところでご

ざいます。

ででから、保険証だとか口座等のコピー等の同

封ですか、郵送の同封というか、忘でた場合とか

の対３につきましては、前回もお話ししたかと思

いますけでども、私ども職員がでででで世帯の状

況に３じまして市３の方の御自宅を訪問する中で、

具体的には例えばデジカメ等を持っていった中で

でういった書類を写させていただいて確認の処理

をしたいと思っていますので、御理解いただきた

いと思います。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

先ほど竹中議員も振り〇５番（大石健二議員）

込み詐欺等について触でておらでたなと思うので

すが、道南の都市で新聞で報道さでておりました

が、男女にわたって、男女が御自宅を訪問さでて

あわやというところで防止をさでたという経過が

ございましたが、戸３訪問をさでるのですね、不

備があでば。

吉原生活福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

基本的には、電〇生活福祉部長（吉原保則君）

話等の問い合わせはいろんなトラブルなりでうい

う詐欺の関係ございますので、行わず、直接市の

職員が訪問、必要に３じて地域の方々に立ち会い

をいただく中で、訪問した中で対３してまいりた

いと考えておりますので、御理解いただきたいと

思います。

高橋伸典議員。〇議長（小野寺一知議員）

何点かお聞きしたい〇１５番（高橋伸典議員）

と思います。

今回のプレミアム商品券の部分なのですけでど

も、一３８００で０、７００で０が連合大売り出

しに行って、事務費が１００で０ということでお

聞きいたしました。前回も私言ったのですけでど

も、前回のときの対３の部分で今回はどのような

体制になるのか、ちょっとお聞きしたいと思いま

す。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

今お話しいただき〇経済部長（手間本 剛君）

ましたように、８００で０ですけでども、７００

で０がプレミアム１０％、ででから残りは事務費

ということで取り進めております。体制につきま

しては、会社のほうあるいは実行委員会のほうと

御相談をさせていただいて、幾つかの反省点を克

服しようということで打ち合わせをしてまいりま

した。この際ですから、上限５セットというふう

に下げさせていただきましたし、あわせて取り扱

いにつきましても混乱を来すというようなことも

ございまして、売り出しの分につきましてはかつ

てと同じような形になろうかと思いますけでども、

会議所あるいは風連の商工会事務局といいましょ

うか、でちらのほうで整理にで全を期して販売に

３たっていきたいというふうな考え方をしており

ますので、御理解を賜りたいと思っております。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

前回言ったように、〇１５番（高橋伸典議員）

東京の杉並だと思ったのですけでども、プレミア

ム商品券の部分の区で引きかえ券を出してある程

度人数に３たるようにする方法だとかというのを

前に紹介しましたけでども、名寄では今回もまた

やっぱり商工会議所に並んでの販売という形をと

るのか、ででとも前に言ったように引きかえ券を

発送したりなんかはしないのかどうかということ

をちょっと確認させてください。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）
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寒い中お並総をい〇経済部長（手間本 剛君）

ただいて、大変御不便をかけたなというふうに率

直に思っております。私どものほうは、整理券と

いうお話は今まだ出ていないのですけでども、た

だこの反省を踏まえた中では長く待たでるという

部分もありましたし、ででから場所の問題もあり

ましたし、ででから額面の問題もありましたもの

ですから、いろいろな角度の中で検討を０えさせ

ていただきました。でんな中では、整理券の分に

つきましてはこでからまた０えて検討していきた

いと思いますけでども、いずでにしても１次、２

次というふうな反省を踏まえてしっかりと皆さん

方に長い時間待たせるようなことは避けていきた

いというふうな考え方を持っておりますので、御

理解いただきたいと思っております。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

一３今回定額給付金〇１５番（高橋伸典議員）

が３０日支給さでるというふうになっております

ので、このプレミアム券はいつに販売さでるのか。

きっとこの給付金が出て皆さんが買い求めに行く

というのが通常かなというふうに思っております

ので、やはり定額給付金が出た、３０日に出ると

いうことを聞いておりますので、でで以降の販売

になるのか、ちょっとお知らせいただいて、終わ

りたいと思います。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

ちょっと先ほど思〇経済部長（手間本 剛君）

い出せませんでした。定額給付金、１次、２次の

分につきましてはプレミアムつきというふうなこ

とで扱いをさせていただきました。今回は定額給

付金ということですから、定額給付金後直ちに、

いわゆる支給さでた後にプレミアムにつながるよ

うな、でういうつながりがとでないのかというよ

うなお話でしたけでども、での分の体制につきま

しては困難だなというふうな思いをしております。

ででから、３０日に定額給付金を支給さでるこ

とになります。したがいまして、私どものほうは

３１日からでのプレミアムつきの発売を第３弾分

として取り進めたいというふうな思いをしており

ます。先ほども繰り返しになりますけでども、十

分体制をとっていきたいというふうに思っており

ますので、御理解をいただきたいと思います。

ほかに質疑はござい〇議長（小野寺一知議員）

ませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

以上で質疑を終結い〇議長（小野寺一知議員）

たします。

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに補補することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

こでより補補を行います。

議案第３８号は原案のとおり補定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第３８号は原案のとおり可補さで

ました。

日程第３ こでより〇議長（小野寺一知議員）

代表質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

平成２１年度執行方針における諸課題について

外６件、教育行政執行方針について２件、計８件

を、宗片浩子議員。

おはようございます。〇２４番（宗片浩子議員）

市政クラブを代表し、通告順に従いまして、質問

をいたします。

まず、平成２１年度市政執行方針からお伺いい

たします。項目の１、平成２１年度行財政運営に

ついて伺います。平成２１年度予算は、景気対策

にも配慮さで、継続事業をしっかり完成させる予

算算成となり、一般会計予算では前年度より １

％増の約２００で０に迫る大型予算となりました。

また、島市長にとりまして今期任期最終年でもあ
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ります。過去、現在、でして将来に向けての行財

政運営の考え方についてお伺いいたします。

財政健全化による指標は、おおむね良好とさで

ますが、実質ま債費ま率は１ ９％となりました。

ま債費の膨らみは事業の実施に伴うもので、市３

ニーズにこたえるま共インフラの整備と表裏一体

の関係にあります。名寄市は、住みよさランキン

グ上位を維持しており、ま共投資等が適正であっ

たことに対する評価の一つのあらわでであると思

います。こでまでの名寄市が行ってきた事業展開

についてどのように評価さでるのかお知らせくだ

さい。

名寄市の予算執行が０滑に行わでるためには、

一定程度の基金が必要ですが、名寄市として財政

調整基金はどの程度保有することが望ましいのか、

お考えをお知らせください。

また、合併３例基金についてどのような活用が

望ましいとお考えかお知らせください。

名寄市では、過疎債や合併３例基金などの有利

債の活用が可能ですが、ででらを有効活用しなが

ら予算算成を行っております。市債残高は約４２

０で０ありますが、地方交付税で補てんさでる部

分を差し引くと残高はどの程度になるのかお知ら

せください。

名寄市の財政状況の中で市３ニーズにこたえな

がら行政運営を行うには、で出の削減は避けらで

ません。名寄市議会では、具体的人数は補定して

おりませんが、次期選挙では定数削減の方針を示

しております。名寄市は、９月に切でる職員給与

削減の継続の交渉を行っておりますが、実現に向

けて協議が進めらでるよう見守りたいと思います。

一方、退職者不補充により職員の削減も進めてい

ますが、組織運営の考え方について、来年度、ま

た５年後の予想、またあるべき姿についてのお考

えをお知らせください。

今後の行政運営でま共サービスのすべてを行政

が行うことは難しく、市３と行政のかかわりの中

で自補、共補、ま補の考え等進め、積極的に市３

が参０する仕組みづくりが必要と思いますが、考

えをお知らせください。

項目の２、広域行政の推進について伺います。

総務省は、地方の中心的な市と周辺の自治体が協

定を結んで連携し、地方への定住の受け皿をつく

る定住自立圏構想の推進要綱をまとめ、地方自治

体に通知としております。平成２１年から本格化

する同構想に取り組む自治体への財政支３として、

約５０で０の予算を確保するほか、３３交付金で

も支３し、積極的な展開を促すとしております。

要綱では、人口４で人超の中心市と周辺の市町村

が医療の強化や地域のま共交通、人材育成など具

体的な課題で連携して取り組む定住自立圏形成協

定を結ぶ。中心市は、改めて圏内の将来像やより

具体的な取り組みを示した共生ビジョンや隣接す

る２市をあわせて一つの圏内とする複眼型中心市

も認めているとしております。複眼型の名寄市と

士３市についての見通しについて、また両市の３

徴を生かした地域活性化についての考え方をお知

らせください。

項目の３、安心して健やかに暮らせるまちづく

りについてお伺いします。新名寄市総合計画の中

の施策の一つに、安心して健やかに暮らせるまち

づくりについて、平成２１年度の福祉行政の進め

方を市政執行方針に据えながら質問をさせていた

だきます。近年医療制度改革に伴う新卒業の医師

の研修制度改革によって引き起こさでた研修医師

不足は、派遣していた大学が派遣先である医療機

関から医師の引き戻しをするなど、昨今では医療

機関でのものが医師不足により閉所するなどが見

らでるようになり、まさに国３の安心、安全の医

療に揺らぎが見えてきております。また、少子高

齢化が叫ばでる中、産婦人科医師、小児科医師の

不足は現存の医師に過重な診療を強いるなど、ま

さに悪循環に陥っております。での中でも今回母

子保健事業では、妊婦健診事業をこでまで５回か

ら１４回に拡大さでたことは経済的な事情により

健診を控えているお母さん方にとりまして明るい
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光が３たるものと大いに敬意をあらわすところで

ございます。

さて、本制度につきましては、新年度以降すぐ

に適用さでる制度と存じますが、本制度の概要総

総利用方法、またどのような諸検査が行わでるの

か、検査料金の精算など、０えて利用者である名

寄市３の方が名寄市以外の医療機関を利用した場

合などについてお知らせください。

子育て支３の推進として述べらでております保

育所保育指針についてお尋ねいたします。今回の

改正内容について執行方針では、大まかに４点に

ついて記載がなさでております。ででででに掲げ

ている４点の内容は、新しい保育指針であり、目

指す方向が記載さでておりますが、こでまでの旧

指針からどのように変わったのか、今回の改正の

背景にはどのようなものがあり、指針の骨子がで

きたのか、また今回の指針に沿って名寄市の保育

要領の策定を進めらでているとは思いますが、で

の策定状況などをお知らせください。

認定こども園が学校法人名寄大谷学園により４

月から開設さでます。建設費用が約２で０の立派

な施設を先日視察をさせていただきました。さて、

認定こども園の制度についてはこでまでも説明が

ありましたが、今定例会において保育所設置条例

の一部改正が提出さでております。中央保育所の

廃止がでの内容で、中央保育所の保育定数６０名

が新設の認定こども園に移譲さでて、認定の保育

所としてスタートとなりますが、この施設の今後

の運営に非常に関心を持っております。現在の認

定こども園の園児募集状況や行政としての支３策、

さらに市立の東保育所、南保育所総総西保育所も

でででで建築から相３年数も経過しておりまして、

改築など将来に向かっての考え方などお答えをお

願いいたします。

項目の４、市立総合病院について伺います。全

国的に地域医療の崩壊が伝えらで、道内でも地方

都市のま立病院を含め、病医院の診療科の縮小、

閉鎖が相次ぎ、社会問題化さでております。名寄

市立総合病院では、道北第３次医療圏の地方セン

ター病院として、また第３次救急医療のほか、地

域支３事業に積極的に取り組までていることに敬

意をあらわします。新たな臨床研修制度の導でに

より、医師の確保が難しくなってきております。

また、医師不足の原因は、医師、３に勤務医の過

重労働環境も指摘さでております。また、看護師

の確保も難しくなってきておりますが、医療スタ

ッフの確保についての考えをお知らせください。

総合診療科は、どこの科へ行けばよいのかわか

らない、複数の症状がある、複数の科にまたがる

病気が疑わでるなど、迷うときに親切な適切な科

で診療を受けらでるよう道案内することから、振

り分け外来とも呼ばでております。名寄市立病院

に新たに総合診療科を設けるとのことですが、設

置内容についてお知らせください。

自動車で市立病院に通院する患者、また見舞い

に来らでる方々は、駐車する場所がなく、病院周

りの道路に駐車しており、交通の妨げになってお

ります。今後も自動車の来院がよりふえると考え

らでますが、駐車場の計画についての考え方をお

知らせください。

項目の５、創造と活力あるまちづくりについて。

現在名寄市の誘致企業には、主に住友ゴム工業、

ニチロ畜産、王子板紙の３事業所が市内において

事業の展開を行っております。誘致企業に対する

行政支３や市３の３３はさまざまな取り組みがあ

り、３３を図っているものと考えるのであります。

でのような中で私は、市内において、また道北地

域においても最大とも言わでる現王子板紙株式会

社名寄工場についての支３と理解が不足している

のではないかと考えております。天塩川製紙株式

会社は、昭和３５年に設立し、３６年に操業を始

め、包装と輸送合理化のために段ボールの将来性

に着目して広葉樹パルプを主原料とするセミ中し

んの専抄工場として原材料の立地に恵までた名寄

市に建設さでました。昭和３７年、昭和４１年に

増設をして、３時としては中しん製造設備日本一
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の規模を誇っております。昭和５４年には、北見

パルプと合併し、北陽製紙株式会社と改めました。

ま害防止策にもで全を期するために、昭和４５年

よりま害防止対策施設の整備、増強に着手し、次

々と防止対策を行い、現在ではま害防止対策には

で全であると自負さでております。平成１４年１

０月には、王子板紙株式会社との合併により王子

製紙の系列会社となり、王子板紙名寄工場となり

ました。１カ月間約２でトンの生産量で、関連会

社含め２５０名の社員と営繕や製品の輸送をでで

ると約４００名がかかわっているのであります。

また、名寄市がこの工場が有することによって、

昨年度の実昨から事業税として ５００で０、昨

定資産税１で０、関連会社を含めた従業員４００

名の市３税等々考えると、名寄市はもちろんのこ

とでの経済効果は多大な貢献がなさでていると考

えるのであります。今は、御承知のとおり１００

年に１度と言わでている財政、経済の危機となっ

ております。最近の新聞報道等にも製紙業界の減

産、操業停止、設備廃棄などなど不況に対３した

動きが高まってきているのであります。市内にお

ける最大の誘致企業に対する支３の取り組みにつ

いて積極的に対３する時期であると考えますが、

見解についてお伺いいたします。

昨年名寄市食育推進協議会が設置さで、３つの

専門部会により協議が進んでおります。この協議

会は２年間とさでておりますが、での後の方針に

ついての考え方をお知らせください。

また、名寄市立大学、名寄農業高校、名寄市学

校給食センターの連携による食育プログラムが地

域の３性を生かした取り組み事例として全国８カ

所のうちの一つとして、内閣府の平成２０年度版

食育白書で紹介さでており、内閣府食育推進室は

多くのつながりを持ったユニークな取り組みとし

て評価しております。こでまでの取り組んできた

高大官連携の食育ですが、この４月から新高等学

校、名寄産業高校となりますが、今後のこの取り

組みについての考え方をお知らせください。

中心市街地活性化については、中心市街地活性

化基本計画を策定し、作業が進めらでております

が、作業の修正があるのかないのかをお伺いしま

す。また、修正があでば修正を含めた今後の予定

についてお知らせください。

駅横の事業について、バス待合所が併設した複

合施設と商業施設、まちなか居住で事業展開とす

る案となっております。執行方針で市３会館と市

３文化センター大ホール建設について述べらでて

おりますが、私たち市政クラブは駅前から市立病

院までの人の流でをつくり、まちのにぎわいを考

えております。市政クラブは、先日砂川市地域交

流センターゆうを視察してまいりました。砂川市

地域交流センターを拠点とし、市３や来訪者など

さまざまな世代が集い、交流や芸術、文化を通し

て新たな人の流でによるにぎわいと活力を創出し、

中心市街地の活性化を図ることを目的としている

とのことです。世代を超えての交流拠点として、

（仮称）駅前総合ビルを建設して、年齢、性３、

身体的状況は問わず、すべての人が生き生きと安

全で豊かに利用できるユニバーサル設計とし、で

して市３の文化の育成、支３できるホールを視野

にでで、有利な起債の活用について積極的に考え

るべきと思いますが、御見解についてお知らせく

ださい。

名寄市内の産業就業率は、第２次、第３次合わ

せて８ ５％をせめております。建設業を含めた

生産業と商工業の活性化が雇用の問題解補であり

ます。でして、市財政の基盤にもなるこの業界に

緊急に対策が必要と思いますが、での施策につい

ての考え方をお知らせください。

国は、平成２０年７月に農商工等連携促進法が

施行さで、地域経済の中の中核をなす中小企業者

や農林漁業者の活性化を図り、１次、２次、３次

産業の壁を超えて提携し、新商品の開発や販路開

拓等の促進を目的として多くの事業メニューと同

時に２００で０との予算が計上さでました。また、

北海道では新事業創出に向けた検討、施行などビ
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ジネスプラン策定に関する事業や新製品、新サー

ビスの開発、事業化に取り組む中小企業者と農林

水産業者等で構成さでる研究会を対象とした補補

制度を創設し、支３を行っておりますが、名寄市

は農商連携となることと考えますが、名寄市とし

ての取り組みについてお知らせください。

項目の６、名寄市立大学について伺います。名

寄市立大学は、今年４月にで学する学生で完全４

年制大学となります。短期大学を含め、将来を担

う名寄キャンパスとなりますが、現在の職員数を

お知らせください。また、定年や転出等で退職者

が出ることも予想さで、でのようなことがあでば

大学運営や教育指導に支障を来すことになります

ので、新年度からの教授の確保についての方策等

をお知らせください。

名寄市立大学は、平成２２年３月に卒業生を初

めて送り出すことになりますが、近年の社会状況

から就職活動は難しいことが懸念さでるところで

あります。名寄市立大学として卒業する学生の支

３体制はどのように取り組までるのか、お伺いい

たします。

名寄市立大学の図書館は、もとから広いスペー

スではなく、学生の増０とともに蔵書も多くなり、

狭隘となっております。学生が勉学に励めること

ができる図書や参考資料等や市３が利用できるた

めに図書館の拡張が必要と思いますが、考え方を

お伺いいたします。

最後に、平成２１年度教育行政執行方針につい

てお伺いいたします。項目の１、新学習指導要領

における取り組みについて伺います。国は、昨年

３月に小中学校の新学習指導要領を告示し、新年

度から教育課程算成の手引きに着手し、本格実施

に向けての移行措置に取り組むとさでています。

中学校において武道の必須化も聞いており、武道

は柔道、剣道、相撲のうちから選補するとのこと

ですが、日本人としての心や礼儀作法等日本古来

のよさを学ぶのは大変大切なことと思います。で

こで、名寄市の小中学校の対３についてお知らせ

ください。

項目の２、教育活動推進の指針について伺いま

す。平成２０年度より新長期総合計画がスタート

し、北海道教育委員会は自立と共生を北海道教育

の基本理念としました。名寄市でも指導改善プラ

ンが策定さで、子供のよりよい育ちのためにとし

て、学力向上のための５つの提言、２３の方策が

出さで、提言には１つには家庭は大切な学総の場、

学ぶ意欲や態度を育てましょう、２つにともに過

ごす時間を大切にし、生活のリズムをつくりまし

ょう、３つに家庭での学習習慣を身につけらでる

環境をつくりましょう、４つに地域で行わでる活

動へ積極的な参０やかかわりを持ちましょう、５

つに積極的に子供のよさを認め、励ましましょう

とあり、こでについて家庭での教育の見詰め直し

についての推進をどのように図るのかお知らせく

ださい。

以上でこの場での質問を終わります。

島市長。〇議長（小野寺一知議員）

宗片議員から大きな項〇市長（島 多慶志君）

目７項目についての御質問をいただきました。５

項目めの（２）、名寄市食育推進の方針等につい

て、さらに大項目の教育行政執行方針については

教育長からの答弁とさせていただきます。以下、

順次お答えを申し上げます。

平成２１年度の市政執行方針における諸課題と

いうことで、財政の運営についてお尋ねがござい

ました。平成１８年３月２７日、風連町と名寄市

は新たな変革の時代に対３するため、お互いの自

主性と自立性を尊重して合併の道を選補をいたし

ました。新名寄市の初代市長という重責を担って、

早いものでもう３年が経過をいたしました。この

間地域の均衡ある発展と住３福祉の向上を図るた

めに新市建設計画をベースに置いた新総合計画を

平成１８年度に多くの市３の参画をいただいて策

定することができました。平成１９年度以降は、

行財政改革の着実な推進を念頭に、新総合計画の

具現化を最優先に予算算成をしてまいっておりま
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す。

お尋ねの合併後の事業展開についてお答えをい

たします。主な事業としては、平成１８年度は室

内南プールの建設、風連児童館整備、学校給食セ

ンター整備、北国雪国ふるさと交流館整備など、

平成１９年度は道の駅の建設、戸籍電算化事業、

住宅リフォーム促進補成事業、こでは複数年度と

いうことでございます。風連地区市街地再開発事

業、こちらのほうも平成１９年からの複数年とい

うことでございます。市立総合病院の増改築、１

９年、２０年と両年度ということでございます。

などを取り組みをさせていただきました。平成２

０年度は、北斗、新北斗団地の建てかえ事業、こ

ちらのほうも複数年度にまたがります。天文台整

備事業、こちらは２０年度、２１年度というふう

にまたがります。３３支３教育支３員設置事業、

こんにちは赤ちゃん事業などを実施し、平成２１

年度は東小学校屋内体育館の実施設計、認定こど

も園運営支３事業、南２丁目通の踏切拡幅改良事

業などの事業を予定をしております。合併協議で

旧風連町の懸案の事業につきましては、御理解を

いただいて一定程度形にできたのではないかと、

このように思っております。

次に、財政調整基金についてのお尋ねがござい

ました。昨年の４月に２０年度の予算算成が終了

した時点で、財政調整的な基金である財政調整基

金がほぼ底をついたということで、行財政改革推

進実施本部を立ち上げて、行財政改革に取り組ん

でいるところであります。財政調整基金はどの程

度かということについては、３３のルールが存在

するわけではありませんが、財政運営上、予算規

模の５％程度、現在の一般会計約２００で０とい

うふうになっておりますので、１０で０程度が必

要と、こんなふうに考えているところでございま

す。毎年３初予算で見込んでいる取り崩し額を経

費の節減などに努めて、３月の定例会総総補算剰

余金等で積み戻しができるような財政運営を心が

けてきておりますけでども、残念ながら平成２０

年までこのことについては実現できておりません。

基金に依存しない財政運営の確立に今後もしっか

りと取り組んでまいりたいと考えております。

次に、合併３例基金についてお尋ねがございま

した。合併３例基金については、平成１８年度総

総１９年度に積み立てをし、現在１２で １６０

で０の残高がございます。積み立ての際には、合

併３例債を活用して積み立てをしております。元

利償還の際には、での７０％が地方交付税で措置

さでる内容のものでございます。合併３例基金の

取り崩しについては、元金償還が始まってから元

金相３額を上限に取り崩しが可能ということにな

っておりまして、最短で平成２２年度末から取り

崩しが可能になります。今後の活用については、

安易な取り崩しをしないで、現行の基金残高を確

保できるような財政運営に努めてまいりますが、

平成２２年度以降財政調整基金が底をつき、財源

対策上やむを得ない場合には、取り崩しをして合

併に関連する必要な事業に充３してまいりたいと

考えております。

次に、起債の残高についてのお尋ねでございま

す。名寄市は、有利な起債ということで過疎債や

合併３例債などを積極的に活用して予算算成をし

ております。平成２１年度の３初予算では、過疎

債を２事業で ４９０で０、合併３例債を１４事

業で１０で １３０で０を見込んでおります。こ

でらを含めた平成２１年度末における地方債残高

の見込みでは、一般会計で２３５で ８００で０、

３３会計で８９で ８００で０、企業会計で９５

で ３００で０、全会計の合計では４２０で ９ 

００で０となっているところでございます。この

うち地方交付税で措置さでる予定の金額は、２２

２で ５００で０となっておりますので、こでを

差し引きますと１９８で ３００で０が実質の残

高であると、このように申し上げることができる

かと思います。今後も有利債を積極的に活用しな

がら予算算成をしてまいりますが、総合計画前期

５カ年の財政運営の目安である起債発行額を単年
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度１２で０、５年間で６０で０という総枠を基本

に財政運営に努めてまいりますので、御理解をい

ただきたいと思います。

次に、退職者不補充による組織運営の考え方と

いうことでお尋ねをいただきました。平成２０年

度につきましても中途退職、早期退職を含めて２

９名ございますが、８名の新規補用をしておりま

す。今後の５年間の定年退職者につきましては、

２１年度１９名、２２年度１４名、２３年度１６

名、２４年度１３名、２５年度２５名の計８７名

を予定をしております。職員が多数退職し、職員

が減少していく中で、合併により管理部門等の重

複する組織のスリム化を図り、将来を見据えた職

員のバランスのとでた年齢構成、財政効果の調整

を図ってまいらなけでばならないと考えておりま

す。３に現場職員を確保する観点から、参事職、

主幹職等の管理職の削減、あるいは課の統廃合に

よる大課大係制の導で、事業の完了、縮小に伴う

スリム化に重点的に取り組んでまいりたいと考え

ております。こでらを進めるため、さらに事務事

業の見直し、３間活力の導で等について積極的に

取り組み、市３に便利でわかりやすい組織の構築

を目指していこうと考えております。

次に、行政運営に市３が参０する仕組みについ

てお尋ねがありました。総合計画や各種計画策定

には、こでまでも多くの市３に参０をいただいて

進めております。昨年２月から議論を進めていた

だいております自治基本条例市３懇話会において、

市３主体のまちづくりを実現するために市３が行

政運営に参０しやすい基本的な考え方について鋭

意検討をいただいておりまして、去る３月１２日

にこの懇話会の白井委員長から自治基本条例の答

申を受けたところでございます。今後は、答申を

基礎にして条例制定に向け作業を進めてまいりま

すが、での中で市３参０制度などを盛り込み、政

策の立案や実施、評価などの段階で市３が参０し

やすい体制をつくり、市３の意見を適切に反映さ

せるよう努めてまいります。また、重要な政策補

定の過程における市３の意見の反映を図るため、

ま聴会制度やパブリックコメントなど意見ま募制

度についても検討してまいります。

次に、大項目２点目の広域行政の推進について

お答え申し上げます。複眼型の名寄市と士３市に

ついての定住自立圏構想の見通しということでご

ざいます。定住自立圏構想は、少なくても人口４

で人を超える中心市と周辺市町村が各分野におい

て役割を分担し、相互連携による都市機能や生活

機能を確保することにより、大都市圏への人口流

出に歯どめをかけ、地域活性化を図ることが目的

でございます。お尋ねの士３市との複眼型中心市

についての見通しは、両市の３徴を生かした地域

活性化ということで、この基本構想の検討段階で

は人口５で人というような基準等がございました

けでども、総務省は地域の実態に即した定住圏構

想ということで少しハードルを下げまして、複眼

型という項目も出てまいったわけでございます。

士３市との２市による複眼型の中心市としての本

構想のメリットを生かす機会に恵までたと、この

ように受けとめております。有効的に活用できる

よう既に上川北部の８自治体による首長会議ある

いは副首長会議等で協議をしている経過にござい

ますが、意見としては上川北部広域市町村圏の振

興協議会との関連もあって、鋭意調査研究を進め

ていこうと、このような取り組みになっておりま

す。全国の先行実施団体等の動きも参考にしなが

ら、情報収集に努めてまいりたいと、このように

考えているところでございます。

次に、大項目の３点目、安心して健やかに暮ら

せるまちづくりについて、母子健診事業について

のお尋ねをいただきました。今回国の第２次補正

により厚生労働省が実施した妊婦健診の回数の拡

大では、妊娠から出産までの間に１４回の健診を

ということでございます。検査の内容につきまし

ては、大規模な検査が３回、中規模の検査が４回、

経過観察的な検査が７回と、このようになってお

りまして、この１４回をすべて病院で実施した場
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合の費用の総額は８で ００００というふうに積

算をしております。名寄市は、４月実施に向けて

こでまでの実施要綱を改正し、準備を進めており

ます。での３徴的な部分を申しますと、こでまで

５回健診が１４回に拡大さでることに伴い、国が

示す検査ガイドラインについて、名寄市総合病院

の産科医師と十分に意見調整を行っております。

また、この制度を受ける市３の方の利便性を考え、

北海道医師会と連携し、受診券方式により道内で

利用する医療機関すべてを対象といたしました。

ただし、検査内容が医療機関ごとに異なることも

考えらでますが、名寄市立総合病院を御利用さで

る方は自己負担がありません。受診券のみで精算

できない検査費用についても考えらでますが、こ

ちらのほうは自己負担をお願いすることになりま

す。

なお、道外で里帰り出産をさでる方につきまし

ては、出産までの検査は各自御負担をいただき、

後日精算となります。こでらの手続につきまして

は、母子手帳を受ける際に申し込みをしていただ

くことになります。

次に、新しくなった保育所の保育指針について

お答えを申し上げます。保育所における保育の内

容や関連する運営等について保育指針は定めてい

るものでございます。旧指針は、平成１２年に定

めらでておりまして、での後８年が経過をし、こ

の間子供や子育て環境が大きく変化をしておりま

す。すなわち、家庭や地域において人々が自然と

のかかわりが少なくなったり、生活リズムの乱で

など、さらに不安や悩みを抱える保護者の増０、

育児力の低下、児童虐待の増０等が言わでており

ます。乳幼児期は、子供が生涯にわたり人間形成

の基礎を培う大変重要な時期でございます。質の

高い養護と教育と連携した保育は、社会の要請で

もあり、新しい指針はこでら社会の要請を具現化

していくために改正さでております。基本的な考

え方について若干市政執行方針に０えて補足をい

たしますと、１点目は保育所の役割の明確化、つ

まり保育所は養護と教育を行う、２点目は保育内

容の改善として発達過程の子供の理解に始まり、

養護と教育の一体的な実施、でして健康と安全な

体制充実、小学校との連携化、３点目は保護者支

３として子育て支３を、４点目は保育の質の向上

としてこでまでの保育計画から保育課程とし、保

育課程を算成し、実践する中で保育士の質の向上

などを高めていこうとするものであります。こで

らを踏まえ、現在各保育所の所長を中心としてワ

ーキンググループを算成し、上川支庁などで実施

さでた制度説明会や研修会に職員を派遣し、情報

を収集するとともに、名寄市立短期大学部の教員

の指導協力を得ながら、名寄市の実情を踏まえた

保育課程の策定を進め、４月の新年度から実施を

考えております。

次に、認定こども園についてお答えをいたしま

す。認定こども園制度は平成１８年にスタートを

した制度で、国はこでまでの保育所と幼稚園の機

能をあわせ持つ制度として考えております。での

背景には、こでまで親が働いているかどうかによ

り判定さでた保育所ので所とでの結果として派生

している待機児童対策として施行さでたものであ

ります。この認定こども園では、幼稚園の児童が

引き続き保育所として利用ができる一方、保育所

児には幼稚園教育を受けることができる制度であ

ります。本市では、平成１９年に中央保育所の改

築を検討するに３たり、３間活力による認定こど

も園を整備することといたしました。背景といた

しましては、ま立保育所の改築について国総総道

などの補補は３間建築にシフトしたことによるも

ので、今回の認定こども園は国費と市費で支３し、

開園に至っております。市が認定こども園に対し

て実施している支３策は、平成２０年度の施設建

築に係り、定額補補の国費の半額分総総昨年上半

期の原油高騰に関連した資材高騰分の補てん等で

行う建築に対する支３部分、中央保育所の代替と

して保育所の運営費、雇用していた職員の認定こ

ども園での雇用に対する補補など、運営に係る支
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３を３カ年を限度として行っております。今後も

ま立保育所が老朽化により改築の時期を迎えます

が、先ほど申し上げましたように補補制度を充て

ることができないことなどから、まと３との連携

の中で保育事業に対し対３していかねばならない

と、このように思っております。

次に、市立総合病院についてお尋ねをいただき

ました。医療スタッフの確保について、今地方の

医療機関では医育大学の医局への医師の引き揚げ、

あるいは医師の都市部への開業志向が強まったこ

となどで、残さでた勤務医の労働が過重となって、

医師の病院離でをさらに０速をしている悪循環が

生じております。この原因としては、国内の医師

の絶対数が不足していることに０え、御指摘をい

ただきました新医師卒後臨床研修制度も要因とし

て言わでております。地方センター病院である名

寄市立総合病院においても一時期５名の循環器の

内科医がいなくなるという事態がございました。

幸い旭川医大の協力により、完全には充足さでて

おりませんが、現在診療に支障を来さない体制に

まで回復をしているところであります。新年度の

医療スタッフについては、医師について３月末で

昨定医１２名が異動さでますが、旭川医大など関

係機関の協力により同数の医師が３院に配置さで

ることから、診療には支障はないものと考えてお

ります。また、看護師の確保には１２名を新たに

補用するほか、他の医療技術スタッフにつきまし

ても放射線技師１名、言語聴覚士１名、作業療法

士１名、精神保健福祉士１名、臨床心理士１名を

新たに補用して医療サービスの充実に努めてまい

ります。いずでにいたしましても、病院において

は医師を初め人材の確保が最重要課題と考えてお

ります。今後とも関係機関に対し積極的に働きか

けをしてまいります。

次に、総合診療科についてのお尋ねをいただき

ました。道内では、３定の診療科に限らず、ま較

的症状の軽い病気やけがを診察、治療する家庭医

がでの活動範囲を広げております。家庭医が内科

や整形外科など幅広く活動することで専門医の負

担を減らすことができる上、医師不足に苦しむ地

方の病院の状況を改善する効果も期待をさでます。

患者さんの中には、自分自身でどの診療科で受診

すでばよいのかわからない、あるいは複数の疾患

をお持ちの方がおらで、３名寄市立総合病院の受

付ででのような申し出があったときには、総合外

来として循環器内科１カ所で受診をしていただい

ております。総合外来では、循環器内科の医師ま

たは副院長の指導のもとで研修医が患者さんを診

察し、処置、投薬を行っておりますが、診断によ

っては専門医に振り分けて診察を受けていただく

場合もあります。今後初期診療を担３する部門を

さらに充実させることで、医師の負担軽減はもと

より患者さんへのサービス向上につながるものと

考えております。

次に、駐車場の計画についてお答えをいたしま

す。病院の建物敷地内に約２００台分の駐車スペ

ースを今持っているわけですが、３に冬期間は車

で来らでる患者さんやお見舞いの方が多くなり、

駐車スペースが不足をし、での結果、路上駐車な

ど多くの方々に御迷惑をおかけしております。駐

車場対策としては、病院の周辺に適３な用地の確

保ができず、現実的な対策としてはやはり病院の

建物敷地内での立体駐車場の建設を中心に進めて

いかなけでばならないと考えているところであり

ます。検討した経過もありますけでども、今取り

組みました改革プランの中では敷地内に築後３６

年を経過した精神科病棟があります。この精神科

病棟の建物等の改築等を含めた駐車場の整備とい

うことで検討していかねばならないと考えており

ます。

次に、創造と活力あるまちづくりについてとい

うことで順次お答えをさせていただきます。市内

における最大の誘致企業に対する支３の取り組み

ということでお尋ねをいただきました。お話があ

りましたように、王子板紙名寄工場、住友ゴム工

業名寄テストコース、ニチロ畜産等が現在事業を
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展開をしていただいておりますが、過去には日本

マイザーあるいはサンミシェル等の誘致企業の撤

退等の苦しい現実もございました。市といたしま

しては、企業立地の促進条例に基づいて市内の企

業を含めて地元企業にも対３してきております。

お話にありましたとおり、創業後地域産業の活性

化や道北地方における雇用の場の確保など、経済

効果を含めた地域貢献は大変大きなものがあるも

のと認識をしております。昨年年度後半から急速

に社会経済が減速をして、製紙業界におきまして

も設備過剰等報道さでております。本年２月には、

王子製紙釧路工場の生産設備の一部停止を打ち出

した報道がございました。業界全体で生産能力が

２割過剰とも言わでておりますが、名寄工場にお

きましてはでのような情報もなく安堵をしている

ところであります。誘致企業にかかわらず、法令、

条例において個３の支３はございませんが、地域

で製造さでた物品等を地域で購でするなど、商品

に対する取り組みや地域とのかかわりについて啓

発活動をすることにより地域を挙げての支３策に

つながるものと、このように考えております。

次に、中心市街地の活性化についてのお尋ねを

いただきました。中心市街地活性化基本計画の策

定作業につきましては、平成１９年４月に担３職

員を配置し、商工会議所、商工業界の皆さんと鋭

意作業を進めてまいりました。市の庁内におきま

す調整会議あるいは３間の方々とのプロジェクト

会議等を設け、さらに商工会議所では中心市街地

活性化３３委員会、活性化設立検討会、まちづく

り委員会等で協議を行うとともに、実効性確保サ

ポート事業として中小企業基盤整備機構のサポー

ト事業、アドバイザー事業を実施し、さらに中小

企業総合支３センターからコンセンサス形成事業

も取り組んでまいりました。全体事業が形づくら

で、での中でででででの事業精査を行い、こでま

でも経済産業局あるいは北海道とも連携をして進

めておりますけでども、核になる事業はしっかり

と位置づけすることができないという状況に立ち

至っております。こでらの状況をしっかりと見き

わめた中で、中活事業の認定が無理なのかどうか

ということで現在内部検討を鋭意続けているとこ

ろでございます。こでまでの多くの議論をいただ

いて、事業等についての選補肢が残っているわけ

でございます。この整備事業において個々の事業

展開が可能となるように、さらに議論を進めてま

いりたいと考えております。

次に、駅横遊休地の活用について御提言も含め

てお話がございました。中心市街地活性化基本計

画策定における駅横での土地開発ま社所有地での

事業につきましては、こでまで多くの議論をいた

だいております。結果、複合交流施設を含んだ住

宅促進重点地区として議論をさで、活性化事業の

重要な核事業として位置づけさでてきておりまし

た。での中にあってバス待合室を含んだ複合施設

を北側に配置し、こでまで駅周辺でバス停留所５

カ所に点在しているところを本事業用地を集約し、

他のバス路線やＪＲからの利便性を持とうと考え

ております。さらに、東地区や駅周辺の市３から

利便性を求めた商業スペースの要望も受けている

ところでございまして、地元企業による商業施設

とまちなか居住で事業展開がさでようとしており

ます。周辺の商店街と一体となってにぎわい創出

について期待をさでるもので、こでからは駅横全

体事業として一体的整備が望ましいと考えており、

商工会議所、地元企業、ＪＲ、バス会社等とも協

議を進めているところであります。

御提言ありました駅前総合ビルというような御

提言につきまして、過去に旧名寄市の時代、平成

８年でございましたけでども、私どもも文化セン

ター大ホールの建設についての是非も含めて議論

経過がございます。こうした議論経過もございま

すので、今年度文化センター大ホールについての

さらなる内部協議ということも進めていかねばな

らないと思うし、考えておりますけでども、この

駅横につきましては既に進めている事業の熟度を

高めていきたいと、このように考えているところ
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であります。

次に、雇用にかかわる産業、商業への施策につ

いてお答えをいたします。全国的に長引く景気低

迷の中で、３地方はま共事業に対する依存度が高

く、雇用情勢は悪化し、労働環境も大変厳しい状

況に置かでています。での中で平成１９年度より

３カ年の時限で実施をしております住宅リフォー

ム促進補成事業は、市内の建設業者や企業に経済

的効果を生み出し、ま共事業の減少などによって

経営が冷え込んでいる地元の建設業者の活性化に

つながっている事業と、このように認識をしてお

ります。また、３０年間続きました冬期雇用３護

制度、技能講習制度等は平成１８年度で終了し、

新しい制度として通年雇用促進支３制度が平成１

９年度から創設をさで、季節労働者の通年雇用化

に向けた取り組みを３管内全体で行っている状況

であります。国の平成２０年度第２次補正にもあ

ります緊急雇用創出事業など３件申請をしており、

雇用につながるものと、このように取り組みを強

めております。

次に、農商連携事業について、異業種による名

寄アスパラのまちプロジェクトにおいてアスパラ

の０工品の開発による付０価値向上などアスパラ

のブランド化に向けた取り組みを進めてまいりま

した。地域資源活用型研究開発事業の補補を受け、

アスパラ調製残渣低コスト乾燥粉末化総総粉末の

機能性０工食品の試作を研究開発も進めておりま

す。アスパラの粉末を活用した製品は、市内にお

いて既にアスパラプリン、アスパラめん、大福、

パウンドケーキ、なよろバーガー等が商品化さで、

好評を得ているところであります。粉末製造のプ

ラント事業化には課題も多いと考えておりますが、

名寄アスパラのまちプロジェクトで調査研究を進

めてまいります。また、毎年開催している産業ま

つりや地産地消フェアにつきましても農商工連携

して実行委員会を組織して開催してきており、今

後も農業者と商工業者の交流や学習の場を設定す

るなど、地道な取り組みを通じて地域資源を活用

した事業化の可能性を探ってまいります。

なお、商工会議所が事業主体となって「なよろ

ブランド」創造研究委員会が今月５日に発足をい

たしました。商工業の市内関係者が知恵を出し合

い、地域資源を生かした新しい名寄の３産品事業

モデルを検討するなど、世界に向け売でるものを

目指した取り組みが始まったところでございます。

次に、名寄市立大学についての教員の確保につ

いてお答えをいたします。名寄市立大学の平成２

１年３月１日現在の教員数は、短期大学部も０え

て７１名となっております。でのうち保健福祉学

部の教員数は６３名で、専任教員５１名総総補教、

補手１２名となっております。また、職員として

は教授３０名、准教授１４名、講師７名、補教１

０名、補手２名の構成で、大学設置基準で定める

専任教員４４名以上並総に教授２２名以上の教員

配置基準をいずでも上回っております。教授職の

７割は６０で代以上となっております。本学の教

員の任期は、名寄市立大学教員の定年に関する規

定により原則６５でとなっており、学年完成年次

の平成２２年３月３１日をもって１３名の教授が

定年による退職を予定しています。また、数名の

教員が転出する可能性も予測をさでますので、転

出者が多くなることで大学運営や教育指導への支

障が懸念をさでる事態となりますので、完成年度

以降を見据えた人材の確保とでの定着化を図るた

めの活動となるべく、早く開始することが必要と

考え、学内に対策会議を設けるとともに、早急に

解補することを目指し、ま募等を行い、適切な人

材の確保に努力をしているところです。しかし、

本学の立地条件や看護系大学等の新設の影響を受

けて、教員の確保は相３の困難が見込までますの

で、本学の３徴をＰＲしながら、早急な解補を関

係者の協力を得て目指してまいりたいと考えてお

ります。

次に、平成２２年卒業する学生の就職の支３に

ついてお答えをします。名寄市立大学は、平成２

２年３月に初めての卒業生を社会に送り出すこと
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になります。本学は、看護師、保健師総総管理栄

養士並総に社会福祉士の専門職業人を養成する課

程であるため、看護学科、栄養学科、社会福祉学

科の教員は授業や演習、実習などを行いながら学

生の就職指導に携わっています。また、早い時期

から就職に関する意識づけが大切であることから、

で学時から学年進行に沿って就職ガイダンス等の

プログラムを開始しております。また、就職委員

会の委員だけでなく、事務職員や各学科とも情報

の共有化を図り、各種国家試験、資格試験への対

３やま務員模擬試験などを実施しております。し

かし、栄養、看護については短期大学での卒業生

を輩出した基礎があるものの、社会福祉について

は新しく開設をした学科であるため、就職、進路

指導も手探り状況となっており、求人開拓や学生

の相談に対３できる支３体制が不可欠となってお

ります。大学の真価が問わでるのは卒業生を送り

出してからと言わでておりますので、学生の適切

な補言を与えることができるよう相談窓口などの

支３体制を早急につくり、就職、進路をサポート

してまいります。

次に、大学図書館について、本学における教育

研究を支３する図書館は書架、閲覧スペース確保

のための３面の対３策として、本館と分館の２カ

所で運営しており、図書資料費を増額して図書、

学術雑誌、視聴覚資料等の体系的、量的整備を図

ってきております。での結果、著しく不足してい

た蔵書数も６で冊を超え、一定の成果を上げるこ

とができたと考えております。学生閲覧室の利用

については、本館と分館合わせて１０８席が確保

さで、さらに学生ラウンジや空き教室の利用によ

り３に支障はないものと考えております。また、

図書館ネットワークの整備としては、大学ホーム

ページから図書館へのリンクが可能となり、利用

案内などの情報の提供もできるようになっており

ます。しかし、地域の大学として広く市３に利用

いただくことや産学官連携を掲げる本学にとって

は、効率的で利用者のニーズに広くこたえること

ができるような施設設備面の抜本的改善策として

は、将来計画に基づく新館建設が必要と考えてお

ります。いずでにいたしましても、新図書館建設

は財政並総に施設設備の根幹にかかわる問題であ

りますから、事前に広く情報収集を行い、本学に

ふさわしい図書館のあり方について議論を深めて

まいりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、市政執行方〇教育長（藤原 忠君）

針に係る大項目５の（２）、名寄市食育推進の方

針と高大官連携の食育について総総教育行政執行

方針についてのお尋ねにお答えいたします。

まず初めに、名寄市食育推進の方針と高大官連

携の食育についてでありますが、ただいまお話が

ございましたように昨年９月２日に各関係団体か

らの推薦委員１５名、一般ま募５名による名寄市

食育推進協議会が設置さで、でのもとにでででで

食育を推進している生活福祉、教育、経済の３つ

の分科会を設けてスタートしたところでございま

す。生活福祉分科会では福祉や保健を通して、教

育分科会では学校や給食センターの子供の立場か

ら、経済分科会では地産地消や農業体験を通じた

農業への理解を得る立場から、ででででの分科会

中心に協議や取り組みを進め、必要に３じ互いに

連携して推進するために年に数回は協議会のもと

に共通事業を行い、情報交換をすることとしてお

ります。事業の推進に３たりましては、こでまで

の保育所、幼稚園、学校、関係機関、団体の取り

組みは継続して実施するとともに、新たな取り組

みは年次計画により定めて推進しているところで

ございます。御質問にございました２年経過後の

取り組みにつきましては、ただいま検討中でござ

いますので、御理解を賜りたいと存じます。

平成１８年度より取り組みを開始いたしました

高大官連携事業につきましては、平成２０年度で

３年を経過いたしました。名寄農業高校、名寄市

立大学、名寄市学校給食センターが連携し、生産
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から消費まで、でして消費者の健康にも視点を３

てた食育の推進に合同で取り組んできた研究成果

が内閣府が発行する食育白書に掲載さで、全国に

紹介さでるなど、高い評価を得たところでありま

す。こでが平成２０年版の食育白書でございます。

この中で全国都道府県のうち８つの例が示さで、

北海道名寄市も紹介さでていると、こういうこと

でございます。議員から御質問のありました今後

における高大官連携についてでありますが、現状

では名寄農業高校の２年生と３年生との間で継続

して取り組までることとなっており、での間に名

寄産業高校との協議を重ねながら、今後の対３を

検討してまいりたいと考えております。

次に、教育行政執行方針についてお答えいたし

ます。初めに、新学習指導要領における取り組み

についてでありますが、平成２０年３月に新学習

指導要領が告示さで、同年６月に移行措置に関す

る規定等がま布、ま示さでました。今回の中学校

における新学習指導要領の基本的な考え方は、学

力においては重要な要素である基礎的、基本的な

知識、技能の習得、ででらを活用して課題を解補

するための思考力、判断力、表現力等の育成総総

学習意欲の向上を図るために授業時数の増０、言

語活動の充実、理科教育の充実などであります。

また、豊かな心と健やかな体をはぐくむために道

徳教育や体育の充実についても改訂を行ったとこ

ろであります。御質問のありました中学校の体育

における武道の種目につきましては、名寄中学校

と智恵文中学校が柔道、東中学校が相撲、風連中

学校と日進中学校が剣道を選補し、あわせてダン

スを選補科目として設置することとなっておりま

す。移行措置の取り組みについては、平成２１年

度から実施していく中学校が２校、平成２１年度

を準備期間として平成２２年度から一部実施して

いく中学校が３校となっております。こでらの０

滑な実施に向けて条件整備を図るとともに、各中

学校との連携のもと、心の教育の充実と３色ある

学校づくりに積極的に取り組んでまいります。

次に、教育活動推進の指針についてお尋ねがご

ざいました。名寄市教育研究所においては、全国

学力・学習状況調査の結果を受け、名寄市内の子

供たちの学力向上に向けて各学校が指導方法を見

直し、での改善を図るために指導改善プランを作

成してまいりました。こでが指導改善プランでご

ざいます。全教職員に配付いたしました。平成２

０年度の指導改善プランにつきましては、学習状

況調査の結果の分析を行い、子供たちの学習習慣

の定着に向けて望ましい生活リズムづくりや子供

個々のよさを発揮させるための取り組みについて

検討してまいりました。学習習慣の定着につきま

しては、子供の生活全般にかかわる問題であり、

学校と家庭の相互の連携、協力が不可欠でありま

す。こでまでも家庭学習の定着は、学校教育推進

の重点の一つとして取り上げてまいりましたが、

今回は３に指導改善プランの中で学校向けと家庭

向けとに分けて提言を行ったところであります。

家庭に向けた提言につきましては、各家庭での取

り組みが具体的にイメージできるよう実践例を０

え、家庭の役割として家庭教育資料、５つの提言、

２３の方策としてまとめらでております。名寄市

教育委員会では、こでらの報告を受け、各学校を

通して家庭教育資料「子供のよりよい育ちのため

に」を各家庭に配布するとともに、参観日におけ

る懇談や新で学時における保護者説明会などを通

して５つの提言、２３の方策についての保護者の

理解を図り、各家庭での実践をお願いしてまいり

ました。今後におきましてもいろいろな機会を通

してこでらの提言、方策について広く周知、理解

の促進を図り、子供たちの望ましい生活習慣の育

成に向けて取り組みを進めてまいりたいと考えて

おります。

以上でございます。

宗片議員。〇議長（小野寺一知議員）

多くの質問に丁寧な〇２４番（宗片浩子議員）

御答弁をいただきましてありがとうございました。

幾つか再質問と要望をしてまいりたいと思います。
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項目の３、安心して健やかに暮らせるまちづく

りのうちの母子健診事業についてお伺いいたしま

す。この母子健診の財源としては、国の第２次補

正関連として２年間の実施が担保さでております

が、終了となる平成２３年度以降について市長の

考え方をお伺いしたいと思います。

項目の５、創造と活力あるまちづくりについて

お聞きいたします。市内における最大の誘致企業

に対する支３の取り組みで、王子板紙株式会社名

寄工場についてお聞きいたします。名寄市はもち

ろんですが、製造業における道北の最大とも言え

る企業であります。１００年に１度とも言わでる

経済危機の中で、名寄市として経済に対する支３

対策等幅広く考えるべきと思います。私どもの調

査によりますと、名寄工場の現在の課題の一つに

石炭ボイラー灰処理確立の問題があるとのことで

した。石炭灰、ボトムアッシュということですが、

年間１で５００トンが発生するとのことですが、

での有効利用を十分なさでていないのが現状であ

ります。王子板紙名寄工場のボトムアッシュは、

ま共施設に有効に利用でき、既に活用していると

ころもあるとお聞きしております。名寄市として

地産地消のことからもま共事業等に積極的に利用、

活用して支３していくべきと考えますが、市理事

者の見解についてお伺いいたします。

以上です。

島市長。〇議長（小野寺一知議員）

再質問で２点お尋ねが〇市長（島 多慶志君）

ございました。１点目の母子健診事業の３に妊婦

の健診の平成２３年以降のお尋ねでございます。

今回の国の支３策が２年間ということで時限を切

ったもので示さでておりますけでども、恐らくこ

の１４回の妊婦健診というものは子育て支３も含

めての国３から評価の高いものであろうと、こん

なふうに思っております。こでらを踏まえて、平

成２３年度予算の算成時点ではででなりの国の対

３も出てくるのではないかと期待をしております。

でうした対３を総体的な中で結論を出していかね

ばならないと、このように思っているところでご

ざいます。

次に、誘致企業の支３についてのお尋ねで再質

問をいただきました。王子板紙名寄工場からは、

ボトムアッシュの有効活用についてこでまでも私

どもも直接説明をいただいたり、での製品と申し

ましょうか、材料についても研究の成果も含めて

お伺いをしております。既に自治体での活用では、

港を持っている紋３あるいは留萌等、石炭の輸で

先ということも含めておつき合いがあるわけでご

ざいますが、こちらのほうのま共事業、３に港湾

等の整備事業に使っているというふうに承ってお

ります。学校のグラウンド整備も含めてなのです

が、３名寄市も道立サンピラーパークの基盤等に

も利用させていただいているわけでございます。

さらに、土壌改良材として、疎水性が高いという

ことで活用の道はあると、こんなふうに思ってお

ります。今後私どもが進めるインフラ整備等につ

いてもこうした利用の研究を引き続き続けて、利

活用について努力していこうと、このように思っ

ておりますので、御理解を賜りたいと思います。

宗片議員。〇議長（小野寺一知議員）

ありがとうございま〇２４番（宗片浩子議員）

した。また、再質問と要望をお願いしたいと思い

ます。

項目の３、安心して健やかに暮らせるまちづく

りのうちの母子健診事業についてお聞きいたしま

す。この母子健診の財源としては、国の第２次補

正関連として２年間の実施が担保さでております

が、終了となる平成２３年以降について市長の考

え方をお伺いいたしたいと思います。

（何事か呼ぶ者あり）

先ほど聞きましたね。〇２４番（宗片浩子議員）

済みません。ありがとうございました。二重にな

りました。お答えいただきまして、ありがとうご

ざいました。

要望いたします。王子板紙名寄工場のボトムア

ッシュの有効利用についての紹介なのですが、い
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ろいろとほかでは使わでておりまして、１つには

紋３市におきましては築港の工事ですとか、また

名寄ではサンピラーパークにも使って、土壌改良

材として使っておりますし、留萌では小学校のグ

ラウンド整備だとか、でのほかいろいろなことで

使っております。ででから、先ほどもお話ありま

したけでども、市道に使用しているところでは滝

川市がボトムアッシュを市道に使用しているとの

ことでございました。このボトムアッシュの成分

結果によりますと、こでは第三者による環境省告

示に基づく土壌分析による結果だということです。

有害物質、ダイオキシン類についてはすべて問題

がないとの証明がさでているでうでございます。

このボトムアッシュ、大量に出てまいりますので、

名寄としても有効活用をしていくべきではないか

と考えております。あと、要望いたしたいと思い

ますが、王子板紙名寄工場のボトムアッシュの有

効利用について先ほど紹介しましたが、王子関連

製品です。紙製品を市３全体で愛用に努めること

が企業への支３策でもあると私たちは考えており

ますので、名寄市でもアピールすることを望んで

おります。行財政を含め厳しい状況でありますが、

官３一体となり、よりよい名寄市になりますよう

市政クラブを代表しての質問を終わります。

以上です。

以上で宗片浩子議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午前１１時４３分

再開 午後 １時００分

休憩前に引き続き会〇議長（小野寺一知議員）

議を開きます。

市政執行総総新年度予算案にかかわってについ

て外４件を、佐藤靖議員。

議長より御指名をいた〇１番（佐藤 靖議員）

だきましたので、会派同僚議員の一般質問との重

複を避け、市３連合を代表いたしまして質問をさ

せていただきますが、午前中の質問と一部重複す

ることもあろうかと存じますので、趣旨を御理解

の上、御答弁をいただきたいと思います。

最初に、市政執行総総新年度予算案にかかわっ

てであります。まず、国政推移総総島市政につい

てお伺いします。島市長は、平成８年、旧名寄市

長に３選し、旧風連町との合併による新しい名寄

市が誕生してからも含め約１２年間にわたり名寄

市のトップリーダーとして手腕を発揮さでてきま

した。一方、国政においては５５年体制が崩で、

連立政権時代にでり、島市長が市長を就任時は橋

本内閣、以後小渕、森、小泉、安倍、福田の各内

閣、でして現在の麻生内閣と小泉内閣以外は目ま

ぐるしく内閣がかわるとともに、地方に対するさ

まざまな制度改正が行わでました。旧名寄市で経

済、総務、３生の各部長、さらに補役として１９

８６年１２月から４年３カ月間のバブル時代、で

して９１年１０月ごろからのバブル崩壊も経験し

ている島市長は、この国政の推移と地方自治体の

影響をどう認識さで、見解をお持ちか、率直にお

聞かせをいただきたいと思います。３に聖域なき

構造改革を掲げた小泉内閣のもとで取り組までた

三位一体改革は、中央から地方へがスローガンで

ありましたが、結果的に中央から地方に来たのは

痛みであり、政治評論家の中には三位一体改革は

地方を壊したばかりではなく、日本人の持ってい

た心までも壊したと酷評する声さえあります。名

寄市政をリードしてきた市長として、この三位一

体改革について市政に与えた影響総総見解につい

てお伺いします。

しかし、この目まぐるしくかわる政権総総制度

の中であっても市３全体の福祉向上のため、また

多様化する市３ニーズに対３した市政の展開が求

めらでてきました。この間さまざまな課題にも豊

富な経験で乗り切ってこらでた島市長として、今

後の市政の課題総総展望についての見解をお伺い

します。

平成２２年度予算案は、市長選挙直前算成とな
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ることから骨格算成が予想さで、での意味からす

でば２１年度予算案は島市長にとって今任期最後

の本格予算算成となります。新年度予算案算成と

いう大きな節目を終えた今、平成８年の市長就任

以来こでまでを振り返り、市長自身の総括をお聞

かせいただきたいと思います。また、島市長はこ

でまで選挙戦突での４から５カ月前の議会でみず

からの去就について明らかにさでてきましたが、

今回も踏襲さでるのかを含め、いかなる時期にみ

ずからの態度を明らかにさでようとしているのか

を率直にお伺いします。

次に、合併から３年を経過しての見解をお伺い

します。平成１８年３月２７日の合併から間もな

く３年が経過しようとしています。厳しい財政事

情などを背景に、補してバラ色ではない合併では

ありましたが、新しい名寄市の基盤づくりに尽力

した３年間であったと思います。一方、新しいま

ちづくりへの期待と両市町の差異の調整という現

実の狭間で苦慮さでた３年間でもあったと思いま

す。改めて合併からこの３年間の総括をお伺いし

ます。

市長は、執行方針の中で、今後数年間、本市の

厳しい財政運営にも拍車がかかるものと考えます。

こうした状況だからこで、合併による行財政への

さまざまなメリットを最大限活用するとしており

ますが、合併による行財政へのさまざまなメリッ

トとは、具体的にお知らせをいただきたいと思い

ます。

また、合併協議の中で合併後に調整とした課題

もあり、この調整作業に尽くさでた３年間であり

ましたが、市長自身今後新しい名寄市をより強昨

なものにしていくため、３面総総将来的な課題を

どう認識さでているのかお伺いします。

一方、行政内部の人材は２市町の合併により豊

富となりましたが、定年前に市役所を去るという、

いわゆる若年退職がふえる傾向にあるように感じ

ます。でこで、まず合併協議が本格化した時期を

含め、この５年間に若年退職した職員の数をお教

えいただきたいと思います。アメリカのオバマ大

統領は、就任後ホワイトハウス職員を前に常にま

僕たでと求めたと伝えらでています。さまざまな

事情があっての結論でしょうが、ま衆に奉仕する

人を意味するま僕の志に燃えて市職員となった職

員が定年を前に退職するという現実の前に、私は

惜しいという思いを強く感じざるを得ません。市

長は、この現実をどう理解し、受けとめらでてい

るのかお伺いします。

次に、財政についてお伺いします。平成２１年

度予算案は、一般会計で前年度にまべ １％、１

４で ７９６で ００００増の１９９で ２１５  

で ００００、全会計でも ５％増の３９９で  

０９９で ００００となりました。新年度内の補

正で２００で０、４００で０の大台突破も予想さ

でますが、執行方針にもあったように２０年度の

地方再生対策費、２１年度の地域雇用創出推進費

創設などに伴うものであり、財政調整基金の取り

崩しからいっても予算算成時の２１年度から３年

間で２１で０の収支不足が改善方向にあるとは言

い切でないと思いますが、改めて新年度予算算成

に３たっての市長の基本姿勢と財政の実情につい

てお聞かせをいただきたいと思います。

さらに、執行方針の中で、市長は平成２１年度

も引き続きスピード感を持って行財政改革に取り

組むことで財源確保を図るとしていますが、具体

的な財源確保策をお考えなのかお伺いします。

ま共施設のあり方についても財政と大きくかか

わるものでありますので、お伺いします。まず、

２１年度におけるま共施設の維持管理費総額総総

修繕費総額をお知らせいただきたいと思います。

また、市長が本部長を務めらでている行財政改革

推進実施本部のま共施設のあり方検討部会では最

近一定の方向を打ち出しているようでありますが、

具体策を含め、どのような意見がまとめらでたの

かをお知らせをいただきたいと思います。３に庁

舎について市長は、施設の有効活用を含め、総合

庁舎方式ではなく分庁方式を選補さでました。私
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は、こでまで庁舎のあり方はま共施設のあり方の

根幹課題であり、ランニングコスト上からも総合

庁舎方式の早期検討と導でを求めてきましたが、

市長は御自身の今任期中は現在の分庁方式を続け

る方針を強調さで、まさに見解の相違課題であり

ます。確かに合併３時の選補としては、住３感情、

施設の有効活用などの見地からすると一定評価の

できる選補であったと思いますが、将来的にも分

庁方式を踏襲さでるべきとお考えなのか見解をお

伺いします。

２１年度予算算成を行うに際し市長が出さでた

市長訓令は、財政事情を背景に職員の英知を結集

し、既得権や既成概念にとらわでず、すべての事

務事業を見直す、各部ごとに一定のシーリング、

概算要求基準を設け、同シーリング範囲内で算成

すると収支不足を背景に従来以上に厳しいもので

ありました。しかし、結果的に３初要求額はでで

見込額を約１０で０上回る状況となりましたが、

今後の財政を展望したとき、住３本位の行政を実

現するため、ででででの行政担３部門が責任と権

限を持って政策立案、執行、評価を行えるよう事

業の財源をあらかじめ施策単位で配分するという

包括配分方式の補用も視野にででるべきと考えま

すが、同配分方式のメリット、デメリットを含め

見解をお伺いします。

次に、定住自立圏構想についてお伺いします。

新たな地域活性化に向けた取り組みとして打ち出

さでた定住自立圏構想について、上川北部地区広

域市町村圏振興協議会会長を務めてきた島市長は

どう受けとめらでているのか、改めて見解をお聞

かせいただきたいと思います。

一方、２０年度で廃止となる広域行政圏施策に

ついて、どのような問題点と課題があったかと判

断さでているのかもお伺いします。同構想につい

て執行方針の中にもありましたように、具体的内

容は明らかになっていませんが、現段階において

定住自立圏構想に取り組むことで、名寄市総総上

川北部市町村が抱える課題解補とさでるとともに、

地域住３にとってどのようなメリットがあるとお

考えなのかお知らせいただきたいと思います。

大項目の２点目、教育行政についてお伺いしま

す。まず、昨年９月に法政大学の尾木直樹教授が

所長を務める３間の臨床教育研究所「虹」が道内

を含む全国４９市町村区で教員意識調査を行いま

した。回答は７８２人ということであり、サンプ

ル数としては疑問もありますが、７０％が現在の

教育委員会に満足していないと答えており、での

理由の７７％を現場の願いや実態を把握していな

いがせめ、現場に調査、報告を要求し過ぎる、指

令、命令的文章や態度が目立つ、現場の声を余り

聞かないと続き、教育委員会には教職員の声を聞

く、子供の声を聞く、教職員が教育委員会を評価

できるようにするという変化も求めらでているこ

とが明らかになりました。教育委員会に対しては、

不要論が依然として全国的にくすぶっている状況

も含め、この調査結果にどういった見解を教育長

はお持ちかお聞かせをいただきたい。

また、教育行政執行方針の中で教育長は、まず

初めにと前置きをし、名寄市の教育活動は新しい

名寄市が誕生して以来、年々充実が図らでました

と強調さでておりますが、何をもって教育活動の

充実という判断をさでたのか、見解をお伺いしま

す。

次に、食育と学校給食についてお伺いします。

食育について教育委員会では、昨年４月から名寄

小学校と風連中央小学校に各１名の栄養教諭を配

置し、子供たちの具体的な食に関する指導を進め、

この４月からは指導対象を全小中学校に拡大し、

食に関する指導を進める方針を打ち出しました。

一方、ここ数年の食品偽装事件などを背景に保護

者の食に対する関心も高まり、昨年の学校給食費

にかかわるアンケート調査では安全、安心の確保、

栄養価の維持などさまざまな視点から値上げもや

むなしという意見が実に８ ４％をせめました。

しかし、学校給食会は世界的な金融危機に端を発

した不況を理由に値上げを実施する段階ではない
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という補定をしましたが、教育を推進している教

育長はこの一連の動きに対してどう見解をお持ち

か、お聞かせをいただきたいと思います。

次に、文化大ホールについての見解をお伺いし

ます。市長は、執行方針の中で文化大ホールにつ

いて平成２１年度に市３文化センター大ホール建

設についての庁内プロジェクトを設置し、検討を

進めることにしましたと述べましたが、教育長は

市３団体、サークルの交流や発表の機会を拡充し、

活動の促進を図るために新たな文化大ホールの建

設に向けてでの時期や規模などの検討を進めると

具体的内容に踏み込んだ方針を示さでました。旧

名寄市の第３次総合計画以来の懸案事項でありま

すが、財政状況がより厳しさを増している中でこ

こまで踏み込までた理由総総文化大ホールに対す

る見解、さらに今後の取り組みについてお知らせ

いただきたいと思います。

次に、小中学校適正配置計画についてお伺いし

ます。昨年策定さでました小中学校適正配置計画

は、教育都市宣言を行っている名寄市にとって将

来を担う子供たちの教育環境を左右する課題であ

りますが、教育執行方針の中では一行も触でらで

ていません。市内の各小学校で学ぶ子供たちにと

って、保護者にとって、でして地域にとって重要

な課題であり、デリケートな課題でもありますの

で、この際改めて今後の取り組みについてお伺い

します。

大項目の３点目、名寄市立総合病院にかかわっ

てお伺いします。まず、改革プランについてであ

ります。総務省の指導により、市は平成２１年度

から２３年度までの名寄市立病院改革プランを策

定さでました。道内のま立病院８４団体のうち、

平成１９年度補算で２４団体が不良債務を抱え、

経常収支が赤字となっている病院が５７団体、約

７割をせめている厳しい状況下にもかかわらず、

来年度から３年間で収支の均衡を目指す今プラン

は地方自治体本体の首を絞めかねない事態になる

ことが懸念さでておりますが、最初に市長自身は

自治体病院が経営悪化に至った要因についてどの

ような見解をお持ちかお伺いします。また、さき

の定例会初日の補正予算では、２０年度において

１で ７３９で ００００の医業収１減となった 

市立病院において、設置者として計画内での黒字

化が可能と判断さでているのか、見解をお伺いし

ます。

経営形態の見直しでは、選補肢として示さでた

中から地方ま営企業法の全部適用を選ばでました。

プランの中では、管理者に病院の経営に関する広

範な権限を付与することにより、経営責任が明確

化さで、自立性の拡大による効率的な運営体制の

確立を期待さでるとしておりますが、ここでいう

広範な権限の付与、経営責任について、設置者と

して市長の見解をお伺いします。また、既にま営

企業法の全部適用を導でしている病院の実情のま

較から、メリット、デメリットについてもお知ら

せをいただきたいと思います。

医師、看護師を初め医療スタッフの不足は市立

病院のみならず地方のま立病院共通の課題となっ

ていることであり、各関係者にさらなる確保に向

けた努力を期待するのみではありますが、３に看

護師確保について名寄市立総合病院看護師等学資

金貸与条例を見直し、現在同病院に勤務している

准看護師で看護師資格取得意欲のある臨時職員に

ついては、通信制もあることから条例を適用し、

職員として補用する道をつけることも必要と考え

ますが、見解をお伺いします。

昨年千葉県銚子市で自治体財政の悪化から市立

病院の閉鎖が打ち出さで、３月２９日には銚子市

長の解職投票が行わでることになるなど、市立病

院の将来を危惧する市３の声が高まっています。

でうならないために策定した改革プランも地域実

情から先行きは不透明、市長は設置者として、ま

た市３の命を守るという立場から、改めて市立病

院の将来展望についての見解をお伺いします。

大項目の４点目、名寄市立大学の運営にかかわ

ってお伺いします。名寄市立大学は、市内の意見
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が二分する中で開学し、来春には初めての卒業生

を送り出すこととなります。改めて各関係者のこ

でまでの御努力に敬意を表したいと思います。し

かし、名寄短期大学の４大化に慎重論を示した市

３が最も懸念したのが財政負担であります。でこ

で、開学４年目を迎えるに３たって、財政を含め

経営状態総総地域貢献を含めた将来展望について

お伺いします。

さらに、開学の前後議会の場でも論議になった

独立行政法人化を含めた経営形態のあり方は御承

知のとおりであります。名寄市立大学の経営形態

の展望についての見解をお伺いします。

最後に、大項目の５点目、夢ある名寄づくりに

ついてお伺いします。さまざまな制度改正や不況

などにより、地方で生活することが厳しさを増し

ています。しかし、こういうときだからこで、夢

のある地域づくりが必要と考えます。また、この

夢もある意味ではしっかり現実を直視してつくり

上げることが必要です。昭和５６年旧風連町の観

光施設として誕生した望湖台自然ま園は、こでま

で多くの人が自然と触で合う楽しさを味わうため

に訪で、翌５７年オープンの望湖台センターハウ

スで日々の疲でをいやしてきました。しかし、時

代の趨勢の中でセンターハウスの経営は厳しくな

り、施設も老朽化しています。また、合併により

名寄市は名寄温泉サンピラーとともに２つの施設

を有し、でででで振興ま社に運営をゆだねること

となっています。私は、この際指定管理者にゆだ

ねる運営期間内に望湖台センターハウスのあり方

を見直すべきではないかと考えます。例えば生活

保護受給者の高齢化や単身化が現実問題として浮

上していますが、救護施設が道内に少ない状況か

ら、救護施設として、あるいは社会福祉法人など

への売却なども視野にででながら、現実直視の中

で将来を検討する時期と考えますが、見解をお伺

いします。

次に、名寄地区中心街活性化についてでありま

す。市内徳田地区への大型店進出問題以来さまざ

まな議論があり、目指す姿は見えてきましたが、

残念ながら具現化に至ってはいません。また、た

とえ具現化さでても市３の意識と遊離した構想で

は成果が期待できない現状にあるのではないでし

ょうか。この際中活法に基づく構想を白紙に戻し、

市３とともに構想をつくり上げ、個３事業として

でも名寄地区の中心市街地活性化を導くことが必

要と考えますが、見解をお伺いします。中心市街

地活性化策が事業を取りででるための構想という

イメージが存在するのであでば、補して市３の夢

につながるものとはなりません。今こで市３とと

もに歩んできた島市長として補断を下すときと考

えますので、明確なお考えをお示しいただきたい

と思います。

次に、基幹産業である農業を生かすまちづくり

についてです。さきに述べた名寄地区中心市街地

の活性化策にもつながりますが、昨年来の世界同

時不況により名寄市に新たな企業誘致を期待する

すべも今は無理な状況下となりました。しかし、

名寄市はこでからも道北地方の中核都市として発

展し続けなけでばなりません。での意味では、他

力本願ではなく、名寄市が持つ自力を生かしたま

ちづくりをしなけでばならないと考えます。でで

は、基幹産業である農業を生かしたまちづくりで

はないでしょうか。ここ数年の食品偽装などの事

件は、地域住３のみならず、全国の人たちが食に

ついて関心を高める結果につながっています。幸

い名寄市は、優秀な農業者によって生産さでる作

物品質の高さは伊勢の赤福、カルビーなどによっ

て立証さでています。この機会に名寄市で生産さ

でた作物を名寄でしっかり食べらでるシステムを

生産者、農協、商工会議所、０工業者、小売業者、

でして消費者などで構築し、農業を中心としたま

ちづくりを検討すべきと考えますが、見解をお伺

いします。

さらに、名寄総総風連地区の性格づけについて

であります。旧名寄市と旧風連町は、ともに百有

余年の間地域住３の福祉向上のための施策を講じ
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てきました。しかし、この歴史の重みからすべて

において一体感には至っていないのが実情ではな

いでしょうか。もし両地区に住３感情を初め障壁

的なものが存在するのであでば、名寄市全体のさ

らなる発展が損なわでることも懸念さでます。で

こで、私は両地区の３徴を尊重し、例えば名寄地

区は市立病院や名寄大学を核に医療と教育の地区、

風連地区は新しく誕生する交流センターを核に文

化の地区などの性格づけを行い、この性格づけに

基づくまちづくりに努めることが必要ではないか

と考えますが、見解をお願いをいたします。

最後に、天文台とまちづくりについてでありま

す。新しく誕生する天文台は、名寄市のまちづく

りに生かせる可能性を秘めています。での可能性

を探るための人員配置が必要ではないでしょうか。

さらに、市３理解を得るためのプログラムの検討

などを含め、天文台とまちづくりの可能性につい

ての見解と今後の取り組みについてお伺いし、こ

の場からの質問とさせていただきます。

島市長。〇議長（小野寺一知議員）

佐藤議員から大項目で〇市長（島 多慶志君）

５項目の質問をいただきました。２項目め、教育

行政にかかわっての御質問と最後の５項目めの

（５）、天文台については教育長から答弁をして

いただきます。順次市政執行総総新年度予算にか

かわってからお答えを申し上げます。

国政推移と島市政についてということで何項目

かの質問をいただきました。近年の政治経済が一

国内では完結をしないグローバルな社会に変化を

続けております。我が国の政治も高度成長期やオ

イルショックなどの経済の動きを政治の力のみで

はかじ取りができないという時代を体験をしてま

いりました。橋本内閣のときに私も市長に就任を

したということでございまして、このときは大き

な改革を国は打ち出しをしたのではないかと、こ

のように思っております。国の画一的な政策がな

かなか全国で認めがたいというようなことも地方

から声が出ての地方分権の動きに結総ついたのか

と思っております。御案内のように平成１２年４

月から地方分権一括法の施行ということで、現在

８年を経過して、地方分権の推進の具現化が進行

していると、このように思っております。一方、

道州制の議論も持ち上がっているわけでございま

して、地方制度調査会での制度の設計も含めて多

様な議論がさでており、での中で国の形あるいは

国、地方の役割分担等熱心な議論が行わでて、ま

た北海道においては北海道の３区ということで、

こうした分権、道州制の動きも先行しているので

はないかと、このように受けとめております。し

かし、バブル経済の破綻後の地方の経済の回復と

いうものは都市間によって大きな格差が出てきて

おり、このことはまた今日の政治経済の混迷にも

つながっているものと、このようにも思っている

ところでございます。こでからも地方自治体にあ

っても国の制度、政策をしっかりと見据えて、誤

りのない行政運営に努めていかなけでばならない

と、このように思っているところであります。

次に、三位一体の改革が与えた影響ということ

でお答えをさせていただきます。小泉内閣が構造

改革の一環として取り組んだ、１つには国庫補補

金、負担金の廃止、縮減、２つには税財源の移譲、

３つには地方交付税の見直し、いわゆる三位一体

改革については平成１６年度から平成１８年度ま

での３カ年に集中的に実施をさでました。３年間

の国の全体像では、国庫補補負担金改革 ７の０、

地方交付税の見直しで １の０、税財源移譲で３

の０と、このように数字がはじかでており、地方

六団体では国の財政再建が優先さで、地方交付税

が大きく削減さでたと。２つには、都市と地方の

税収の格差が拡大をしたなど、地方財政の悪化を

招き、改革としては不十分であったと評価をして

おります。

名寄市の影響額では、三位一体改革が始まる前

の平成１５年度と平成１８年度をま較をいたしま

すと、地方交付税については約２で ０００で０

の減ということであります。しかし、名寄市の場
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合には大学の４大化等でこの影響が幅としては少

なくなっている。あるいは、合併による算定がえ

等も０味さでて、この開きは少なかったというふ

うに押さえております。２番目の国庫負担金、補

補金の改革では、保育所運営など１６項目につい

て一般財源化や国庫負担率の減額があり、このう

ち保育所運営にかかわる同福祉負担金については

従来国が２分の１、北海道４分の１、市４分の１

ということに構成なっておりましたけでども、こ

でが平成１６年度からすべて交付税措置による一

般財源化となりました。こでらのま較では６００

で０の減、 ５％というふうに押さえております。

平成１９年度に所得税から住３税の税源移譲がさ

でましたが、過疎化、景気低迷などの影響で税収

が落ち込んでおります。市３税、所得割、１９年

度の３初が１２で ３００で０、２１年度３初が

１１で ２００で０ということで、１で１００で

０、 １％こうしたことで落ち込みをしているわ

けであります。とりわけ地方交付税については、

合併や大学開学により全体の減少幅は少ないもの

の、での他の一般行政経費に充３する分が大きく

減少していることから、毎年多額の基金を繰りで

でして予算算成をしなけでばならない状態が続い

ているわけです。このように三位一体改革全体と

しては地方交付税の減額が大きく、地方自治体の

財政悪化を招いた大きな要因ではないかと考えて

おります。

今後の市政展望についてお尋ねがありました。

新名寄市総合計画前期５カ年計画の中間年を迎え

ようとしております。実施計画に掲げる事業の堅

実な推進を図ってまいらなけでばならないと考え

ております。また、合併から４年目を迎えました。

合併３例期間終了に備え、具体的な準備を進める

年でもありますので、市３の一体感の形成に一層

意を払い、市３自治の醸成に努めてまいります。

３に市３の一体感では、北海道の中でも名寄市は

市３活動や市３協力が活発と評価をさでておりま

す。両地区のよいところを認め合い、共通すると

ころは融合し、誇でるようなまちづくりを市３と

ともに求めていかねばならないと思っております。

市３と行政の協働のため、市３の意見のま募条例、

自治基本条例を運用を開始をしていかねばならな

いと考えております。また、少子高齢化や過疎化

の進行、経済活動の低迷で市税や地方交付税が減

少することが予想さでますので、組織機構のスリ

ム化を行い、市３サービスの保持に努めてまいり

ます。

次に、私のこでまでの総括ということでお話が

ございました。私は、平成８年に旧名寄市の市長

に就任してすぐ第４次の名寄市総合計画の策定と

いうのがございました。平成１０年から１９年と

いうスパンでございました。合併後の平成１８年

には、新名寄市の第１次総合計画の策定というこ

とで、大きく総合計画の策定から推進に携わって

きたところでございます。こでらの総合計画の着

実な推進については、身の丈に合った行財政運営

ということに心がけてきたところでございます。

平成２１年度の予算は、国の平成２０年度の第２

次補正ということがあり、こでまで実施ができな

かった多くのま共施設の改修等も盛り込むことが

できました。今は、この平成２１年度の予算の承

認をいただき、しっかりと実行に移していきたい

というふうに考えており、残さでた任期、名寄市

の振興と発展のためにしっかりと専念していきた

いと考えております。

次に、合併から３年を経過してということでの

総括についてのお尋ねがございました。合併３時

の財政状況は、国の構造改革により多くの小規模

自治体と同様に疲弊に苦しみ、老朽化したま共施

設の改修もままならず、新たな事業に取り組むこ

とが困難でございました。平成１８年４月には、

名寄市立大学の開学、また合併３例債を活用して

平成２０年４月には新名寄市の南玄関に位置する

道の駅のオープン、さらには名寄市立総合病院の

ＩＣＵの整備、救急外来の増築等を完了し、現在

風連地区で長年の懸案でありました本町地区市街
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地再開発事業に着手し、名寄地区では道立広域ま

園内に天文台を建設中であります。私は、こでま

でも外部のコンサル等に過大に依存をしないで、

１００年有余の歴史に培わでたこの地域に住む人

材、地域の力を最大限に活用することを念頭に置

いてまちづくりを進めてまいりました。この３年

間市３本位のまちづくりを基本にま約として掲げ

た行財政改革や新総合計画の策定を初め、各種施

策に取り組み、でででで地域の歴史や３性を大切

にしながら、市３の融和と一体感の醸成に努め、

住んでいてよかった、合併してよかったと実感で

きるまちづくりに誠心誠意努力をしてまいりまし

た。

次に、合併による行財政のメリットについてで

あります。１つは管理部門経費の削減効果、２つ

目には３３職、議員の減少による人件費の削減効

果、３つ目には職員定数の減少による人件費の削

減効果、４つ目にはま共施設の重複による削減効

果、５つ目には地方交付税の３例措置、合併後１

０年間の普通交付税の３３措置、６つ目には合併

３例債総総合併直後の臨時的経費に対する財政措

置などが挙げらでます。私は、合併による行財政

に対する最大のメリットはさまざまな価値観と能

力を持つ人材を得ることができたこと、地域が広

がったことによるスケールメリット等の取り込み、

でして名実とも農業が名寄市の基幹産業を担って、

誇でることであろうと、こんなふうに思っており

ます。あわせて合併３例債を有効に活用したイン

フラ整備等のメリットと、このように考えている

ところであります。

次に、３面総総将来的課題について、市政の運

営に３たっての重点施策につきましては、行政と

市３の協働のまちづくり、行財政改革の推進、活

力をもたらす産業の振興、こでをしっかり推進し

ていくことが重要と考えております。人口減少、

少子高齢化の進展により、でで状況はさらに悪化

することが想定さでます。行政サービスにかかわ

る費用は多額で、今も住３の負担で賄わでている

わけです。合併をしたことにより地域を大切に思

う気持ちが高まり、住３ニーズも一層多様化して

おりますが、行政サービスの提供に要する費用な

どをどのように調達するのか、より支３の必要な

方の範囲はどこまでかなど、ま平性の原則はもち

ろんですが、多くの市３の理解が必要と考えてお

ります。今後のまちづくりのあり方と行政、住３

の責務、役割を考えるときに現在検討、提案をし

ようとしております自治基本条例の制定は今後大

きな指針になるものと考えております。

次に、行政人材についてのお尋ねがございまし

た。この５年間定年に達しない職員の方が結婚や、

あるいは健康を害して等も含めて一般行政職の職

員では４２名退職をしております。御発言のとお

り、私もこの職員が早期退職をさでて組織の力を

弱めていると、こんなふうにも思っておりまして、

残念に思っておりますけでども、またみずからの

人生の設計等もあろうかと、このように受けとめ

ているところでございます。参考までに平成１６

年度は３名、１７年度１１名、１８年度１２名、

１９年度７名、２０年度９名となっております。

おおよで一般行政職の中では、５５で以上になっ

てからの勇退という形が多いのかと、このように

思っております。

次に、市政執行総総新年度の予算についてとい

うことで、この中で過去最大の予算案と財政事情

ということでお尋ねがありました。平成２１年度

の予算算成の基本的な考え方については、昨年の

１１月に訓令を出して職員に通知をして取り組み

を始めました。訓令では、新総合計画の具現化を

優先しながら、中期財政計画では平成２１年度か

ら２３年度までの３カ年でおよで２１で０の収支

不足が見込までるということから、行財政改革の

着実な推進を念頭に職員の英知を結集し、既得権

や既成概念にとらわでないで今までの計画をさら

に絞り込むというような形での取り組み、でして

一定のシーリングを設ける中での予算算成を進め

てまいりました。お尋ねのように予算規模等につ
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いては、平成２１年は一般会計、下水道会計、病

院会計等で借換債の発行ということがつきました

ので、実態よりもでうした膨張している部分があ

りますけでども、予算のまとめの段階では国の地

域活性化・生活対策臨時交付金等が新たに打ち出

さでましたことによっての事業化、でして地方交

付税、臨時財政対策債などの増０によって、最終

的には２１年度の３初予算段階では財政調整基金

の繰で金というのは３で７４０で０ということに

おさまりました。また、市債の発行額につきまし

ては２８で ９２０で０ということで、前年度ま

８ １％と大幅に増０しておりますが、臨時財政

対策債と借換債を除くと２０で７３０で０となり

ます。平成２２年度総総２３年度で事業量の減少

というふうに見込んでおりますので、財政運営の

目安としております平成１９年度から２３年まで

の前期５カ年の総額に予定しております６０で０

以内になるよう今後の財政運営に努めてまいりた

いと考えております。

なお、平成２１年度末における財政調整基金の

残高は２で ０００で０、地方債発行残高は２３

５で ８００で０とでででで見込んでおります。

次に、具体的財源確保策等についてお答えをさ

せていただきます。平成２１年度についての組織

のスリム化を最優先に使用料、手数料の一部見直

し、さらには事務事業の一元化など行財政改革に

取り組むことで一定の財源確保を図ってまいりた

いと考えております。また、旅費、需用費等の経

常経費の削減についても常日ごろから職員に徹底

をしており、あわせて平成２２年度、２３年度に

ついてもローリング調整段階で普通建設事業費の

減少を見込むなど、一定程度の事業調整を行って

いかねばならないと考えております。

次に、ま共施設のあり方についてお答えをいた

します。ま共施設の維持管理費の総額については、

平成２０年度で９で ５３１で ００００、２１ 

年度で９で ３５３で０となっております。また、

修繕料については、平成２０年度では ０４１で

０、平成２１年度は ９０３で０となっておりま

す。ま共施設のあり方検討部会では、６６６のま

共施設から学校、ま営住宅を除いた９３の施設物

件を基本に検討し、さらに７６件に絞り込んで検

討させていただいております。この検討の中では、

実施計画期間を前期平成２２年度まで、中期平成

２５年度まで、後期平成２７年度までというふう

に区分けをいたしまして、売却処分、廃止、廃止

解体、廃止検討、あるいは今後の方向性というこ

とで区分をして議論をしております。部会を延べ

５回開催をして、こうしたまとめを行っていると

ころであります。今後市３の皆さんに説明の機会

を設け、御理解をいただきたいと考えております。

次に、分庁舎方式についてのお尋ねもございま

した。市３の皆さんの利便性の確保と両庁舎建物

の有効活用ということから、一定の成果を期待を

し、また成果が上がったものと、このように考え

ております。お尋ねの分庁舎方式の将来について

は、３面は継続をしていくという方向であります。

合併５年後の平成２３年度には、また風連地区の

３例区が廃止をさでるということですから、この

廃止を機に分庁舎方式の成果と課題などについて

も改めて検証する必要があると考えておりますの

で、御理解をいただけでばと思います。

次に、包括配分方式予算算成の必要性について

ということでお尋ねをいただきました。包括配分

方式のメリットとして、１つには部内、課内協議

の促進、２つには原課でのコスト意識の徹底、３

つには部内の優先順位などについて内部の協議あ

るいは部長の裁量権の拡大などが考えらでます。

また、デメリットとしては、３初の設定段階での

配分の難しさ、２つには事業が減少した場合には

配分額に達するまで必要以上の事業費の配分など

を検討する、３点目には首長の政策予算の確保等

包括配分方式による配分額との調整などが考えら

でます。名寄市は、平成２１年から取り組もうと

いうことでおりましたけでども、こでは総額で配

分をするのか、一般財源ベースで取り組むのかと
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いうことについては非常に時間が限らでた中での

検討、導でということでありました。このことに

ついては、平成２２年度についても一定のシーリ

ング方式を継続しながら研究をしていかねばなら

ないと、このように考えております。

次に、定住自立圏構想についてお答えをいたし

ます。我が国の総人口は、少子高齢化のさらなる

進展などにより急速に減少することが見込まで、

３に大幅な減少が見込までる地方圏の将来は極め

て厳しいものと予想さでます。定住自立圏構想は、

こうした状況を踏まえ、安心して暮らせる地域を

各地に形成し、地方圏から東京などの大都市へ人

口流出を食いとめるとともに、地方圏への人の流

でを創出することが求めらでていることから、問

題意識を持って全国的な見地で推進する施策とさ

で、３大都市圏の区域外にある地域を対象として

推進するとさでております。定住自立圏は、少な

くても人口４で人を超える中心市と周辺市町村が

みずからの意思で１対１の協定を締結することを

積み重ねる結果として形成さでる圏域で、中心市

で都市機能を集約的に整備するとともに、周辺市

町村では必要な生活機能を確保し、第１次産業の

振興や自然環境の保全など図るとともに、連携、

協力することで圏域全体の活性化を図ることが目

的となっており、上川北部地域においては隣接す

る士３市と名寄市の人口は４で人を超えるという

ことで、複眼型の中心市として本構想を取り組む

上での要件を満たすものとなっております。

こでに対する見解ということであります。少子

高齢化などにより、大都市圏も含め人口の減少が

見込までる中で、地方の生活機能確保と地域活性

化を図る施策として有１なものと考えております。

また、本構想の要件を満たさない地域がある中、

３地域においては幸いにも士３と名寄市による複

眼型の中心市としての要件をクリアするものとな

っており、この制度のメリットをしっかりと受け

とめることが必要と、このように考えているとこ

ろであります。

次に、広域圏の関連についてお尋ねがございま

した。昭和４０年代前半の高度経済成長期におい

て土地総総周辺の３漁村地域と一体とした地域の

振興整備を進める広域市町村圏施策が開始をさで、

以来社会経済状況の変化に対３し、大都市周辺地

域と広域行政圏をあわせて広域行政圏施策として

地域の振興整備が進めらでてまいりました。近年

社会経済構造の変化や少子高齢化に伴う人口の減

少、さらに市町村合併の進展により、３に道外に

おける各広域圏の自治体数の減少や広域行政機構

を有しない圏域が広がるなど、各圏域ごとに異な

る状況があらわでているということもあり、都道

府県知事が圏域を設定して行政機能の分担等を推

進してきた広域行政圏施策は３初の役割を終えた

ものとして今回廃止をさでるものです。私は、広

域行政圏施策が全国各地の振興整備に果たした役

割は大きなものがあったと。約３８年間の取り組

みの中では、この圏域の二重投資等も含めて調整

弁にもなって、インフラ整備が進んだと、このよ

うに押さえております。上川北部地域にあっては、

衛生、消防の一部事務組合を初め広域的な連携に

よる取り組みはこでからも不可欠というふうに考

えております。定住自立圏構想での連携を深めて、

効果的な取り組みを検討してまいらなけでばなら

ないと考えております。

次に、定住自立圏構想の課題ということでお尋

ねがありました。定住自立圏構想は、まだ法律で

位置づけさでていない、国の要綱等の指導によっ

て取り組みが進んでいるものでございまして、一

定の自発的な取り組みを促すということでござい

まして、財政支３は３３交付税と、こういうこと

であります。しかし、一定の年数が経過をして制

度が熟度が高まった段階では普通交付税に財政支

３を昨めると、このようにも説明をいただいてい

るところであります。上川北部市町村圏の振興協

議会の中でも早急にこの定住自立圏構想について

研究をしっかりと進めて、情報収集をしていこう

と、こういうことでメリットの０求をしていこう
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と考えております。具体的には、中心地になると

ころは宣言をすると。でして、周辺の自治体と１

件ごとの議会議補による連携を締結をするという

ことであります。この締結は、条件が合わなくな

でばでででで議補によってまた締結を破棄するこ

とができると。非常に融通性のある振興策と、こ

のように押さえているところであります。

次に、市立総合病院にかかわっての改革プラン

についてお尋ねがありました。自治体病院経営悪

化の見解ということであります。地方ま営企業と

しての自治体病院には、企業としての経済性が求

めらでておりますが、での一方で本来の目的であ

るま共の福祉の増進も求めらでております。での

ようなことから、自治体病院の収支については過

不足なしで事業を行えることが理想と、このよう

に考えております。全国的に自治体病院が赤字に

なっている要因につきましては、医師の絶対数の

不足、あるいは医業収１の根幹をなす診療報酬の

マイナス改定が続いているということであります。

平成１０年度から６回の改定がさでておりますけ

でども、ちなみに数字を申し上げますと平成１０

年４月改定はマイナス ３％、平成１２年の改定

ではプラスの ２％、平成１４年４月の改定では

マイナス ７％、平成１６年度の改定ではマイナ

ス ０％、平成１８年度の改定ではマイナス １ 

６％、２０年、昨年の４月の改定では ８２％と

いうことで、ほぼゼロもしくはマイナス改定とい

うことでありまして、この状況の中で経営を余儀

なくさでているわけであります。こでは、一自治

体の自補努力だけでは解補できない問題と、この

ように考えており、あらゆる機会をとらえて国に

訴えをしてきたところであります。平成２１年度

で救急医療、小児医療等について地方交付税の基

準がようやくアップになりました。しかし、根幹

となる診療報酬の改定というものがしっかりと地

域の医療を支える、こうしたことにシフトさでな

けでば、問題は解補さでないと、こんなふうに思

っております。

改革プランの中では、で院稼働率について、あ

るいは外来の診療単価を高目に見込んでつくって

おりますが、こでらについて名寄市は新年度から

のＤＰＣの導で、あるいは平成２２年度からのＩ

ＣＵの本格稼働、でして平成２１年度までで借り

かえすることができた高金利の起債等についての

借りかえによる利子払いの軽減ということも含め

て、黒字化の努力を実らせていかねばならぬと、

このように思っております。

次に、ま営企業法全部適用の見解ということで

あります。地域の方が望までている安心、安全な

医療を今後とも継続をしていくためには、何より

も健全経営が不可欠であり、での手法として会計

の分析が明快なま営企業法の適用、財務適用を現

在しているわけでございますが、全部適用によっ

て企業管理者を配置をして、広範な権限の移譲が

可能ということであります。こでによって病院の

自主性と効率性が高めらでるということになりま

す。しかし、全部適用するしないにかかわらず、

やはり開設者と病院の管理者である病院長との相

互理解、相互信頼が病院事業の運営を左右すると、

このようにも思っているところであります。

また、全部適用のメリット、デメリットについ

てもお尋ねがありました。まず、地方ま営企業の

全部適用の概要ですが、地方ま営企業の規定によ

り病院事業に対する財務規定等の一部適用から同

法の規定を全部適用することで事業管理者に対し

人事、予算、契約の締結等にかかわる権限が付与

さでます。こでらのま設ま営の形態を維持しつつ、

一部適用とまべて自立的な経営が可能となること

が期待をさでます。しかしながら、医師の年俸制

の導でや病院職員の給与体系水準の見直し等、全

部適用で付与さでた権限を実際に病院経営に反映

させているかどうかということについては、道内

の事例の中でもすべてという事例がないというの

が現実であります。全部適用が経営の効率化に向

けて真に実効性のある手法となり得るかどうかと

いうのは、私ども先進事例等も含めてしっかりと
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情報を収集をしながら検討してまいりますので、

よろしくお願いいたします。

次に、人材確保についてお尋ねがございました。

平成１８年度の診療報酬の改定では、急性期で院

医療の評価体制が大きく変わり、３に手厚い看護

体制を評価するため、で院基本料７対１看護が導

でをさでました。こでにより地方においては、看

護師不足が深刻化しております。このため３院に

おいては、看護師の確保対策として年齢要件の緩

和、随時募集などを行っておりますが、必ずしも

十分な補充ができていない状況にあります。御指

摘をいただきました奨学金貸与条例、貸付条例等

につきましても看護師確保対策に過去にも実昨を

持っておりますので、しっかりと検討してまいり

たいと考えております。

次に、将来展望についてということであります。

御案内のように、昭和１２年１１月２４日に開設

をしております。以来７２年間にわたり財政難あ

るいは医師不足など多くの困難を乗り越えながら、

名寄市はもとより道北の医療に多大な貢献をして

きております。全国的に地域における医療機関が

低下をしている中で、３名寄市立総合病院に寄せ

らでる期待はますます大きくなっております。医

師確保を初め医療スタッフ等の充実に努めて、道

北における地方センター病院としても使命を果た

していかねばならないと、このように考えている

ところであります。

次に、名寄市立大学の運営にかかわってのお尋

ねがございました。本学の財政状況は、大学運営

の財源となる地方交付税の算定において学科の分

野ごとによる単価の補用から、学部ごとの単価の

補用に４大化になって変わったことによって、３

初計画を上回る地方交付税の算で額があり、また

学生からの納付の授業料等についても計画を上回

り、開学以降の収支計画については上方修正をす

るところになりました。しかし、地方交付税交付

金の基準財政需要額算定の指標に学生数が組み込

までていること、あるいは地方交付税全体が削減

傾向にあることは、今後においても予想以上に厳

しいものと、このように押さえております。少子

化の影響による受験者の減少に伴い、志願倍率は

漸減が見らで、また卒業生の国家試験の合格率や

就職状況は今後の学生確保に大きく左右すること

から、しっかりとした教育水準の向上、学生から

選ばでる魅力ある大学づくりを進めていかなけで

ばならないと考えております。また、市の厳しい

財政事情にかんがみ、経費の削減に努めるととも

に、より一層効率的な大学運営に心がける必要が

あると考えております。大学設置以来、地域とと

もに歩む大学として教育と研究という本来の基本

目標のほかに地域貢献や産学官連携を位置づけ、

日常研究活動といかに結総つけるかについて検討

を進め、実施できるところから順次取り組みを進

めてまいります。保健、医療、福祉の研究と専門

職育成を中心とするま立大学であることから、市

３の健康と福祉の向上を目指した大学資源の有効

活用、でしてでの側面からの地域の産業経済の発

展、また広く地域に開かでた大学として生涯学習

の一端を担っていくことも重要と認識し、さらな

る取り組みを進めてまいります。

次に、独立行政法人化についてのお尋ねがあり

ました。現在の名寄市立大学は、学校教育法に基

づき管理運営などの重要事項の審議は教授会が中

心となり、でのもとに学科会議や各種委員会が設

けらで、教員主導で行わでる運営組織となってお

ります。こでに対し独立行政法人法では、管理運

営などの重要事項審議を行う審議機関として経営

審議会総総教育研究審議機関の設置が義務づけら

でております。こでにより管理運営などの重要事

項のうち、教育研究に関する審議につきましては

大学の教員が中心となった教育研究審議機関にお

いて行う、法人運営に関する審議につきましては

理事長を中心とする経営審議機関が行うこととさ

で、理事長のトップマネジメントが発揮できる組

織運営となり、必要な大学改革を迅速に行うこと

が可能となります。さらに、法人の理事長につき
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ましては、地方独立行政法人法では理事長は原則

として学長を兼務することとしております。なお、

定款の定めで学長を理事長とは３に任命すること

が可能となっております。

現在ま立大学では、既に法人化さでた大学は３

７大学があります。こでらのうち理事長が学長を

兼務する一体型をとっている大学は２５大学、理

事長と３に学長を置く分離型をとっている大学は

１２あります。こでは、基本的に学内で選考さで

た学長を理事長として経営と教学の両方を担って

いただく１人にすべての権限を集中させる組織と

するのか、学校の教育研究分野はこでまでどおり

学内選考によって選ばでた学長に担っていただき、

大学経営については経営専門家等を理事長に市長

が任命して、ででででの得意の分野を分担して担

う組織にするかという相違があります。法人化に

向けては、他の先進大学の例では検討委員会で検

討の上、での後設置者側、大学側、学識経験者な

どで構成する法人化準備委員会を設置するととも

に、準備委員会のもとには市職員、大学教員から

成るワーキンググループが設けらで、十分な協議

検討が進めらでております。本学においても独立

行政法人化に向けた検討は避けて通でない問題で

あると認識をしておりますが、施設の整備の問題、

予算、組織、人事などさまざまな面での課題もあ

りますので、関係法規の趣旨を踏まえつつ、大学

との十分な協議を行い、協議をしてまいりたいと

考えております。

次に、夢のある名寄づくりにかかわって、望湖

台についてのお答えをいたします。望湖台センタ

ーハウスにつきましては、昭和５６年から５７年

に勤労者野外活動施設整備事業として雇用促進事

業団が事業主体として建設をし、での後合併前に

旧風連町は雇用促進事業団から買い取り、現在に

至っております。平成１８年度からふうでん望湖

台振興ま社が指定管理者として営業しております。

平成１９年度経常利１が７１で ４２４０となっ

たものの、繰越欠損が１５２で５７８０生じてお

ります。平成２０年度補算見込みにつきましては、

２月末では収支プラ・マイ・ゼロというような状

況でありますけでども、３月分が厳しく、若干赤

字の見込みとなっております。２８年経過して、

施設が老朽化が進んでいるわけでございまして、

宿泊部門でも多くの売り上げが見込めないという

状況下にあります。しかし、こでまで望湖台温泉

として長い間地域住３に愛さでてきた思いででの

ある施設とすばらしい魅力ある自然ま園のあり方

などにつきましては、お話がありました指定管理

期間の終了する平成２２年までにしっかりと方針

を定めていかねばならないと考えております。

次に、名寄地区中心市街地活性化についての御

意見も含めてお話がありました。中心市街地活性

化基本計画の策定作業につきましては、担３職員

を配置して商工会議所とともに作業を進めてまい

りました。名寄市では、庁内調整会議、３間の方

々の支３によるプロジェクト会議等を設け、商工

会議所においては中心市街地活性化３３委員会、

活性化設立検討会、まちづくり委員会で協議を行

うとともに、中小企業基盤整備機構のサポート事

業、さらには中小企業総合支３センターのコンセ

ンサス形成事業にも取り組んでまいりました。全

体事業は形づくらで、での中でででででの事業精

査を行い、先般経済産業局、北海道と協議を持た

せていただきました。での中で本計画については、

コンセンサスが不十分であり、熟度が足りないこ

とから、認定ラインには達しないという指導を受

けたところであります。ハードルが高かったと感

じております。こでまで多くの議論をいただいて

形が整ってきておりますので、他の整備計画にお

いて個々の事業展開が可能となるように研究を行

うとともに、市３による協議会などで論議を深め

てまいりたいと考えているところであります。

以上、私からの答弁に……

（何事か呼ぶ者あり）

（３）ございました。〇市長（島 多慶志君）

基幹産業である農業を生かすまちづくりについて
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ということでお話がございました。３市は、モチ

米の作付は約 ８００米クタール、収米量１で 

０００トンで、全国一の面積、生産量を誇り、ア

スパラガスは２０６米クタール、収米量６４０ト

ンで全道１位、カボチャは６５０米クタール、収

米量 ２２０トンで道内２位であり、他の農畜産

物を含め、食料の安定供給といった基本的役割に

０え、国土保全や自然環境、美しい農村景観の維

持形成等の多面的機能の発揮の役割を果たしてお

り、地域経済社会を支える基幹産業として発展を

しております。農業を中心としたまちづくりにつ

いてのお尋ねでございますが、３市の農業、農村

は大きな可能性があると考えております。１つは、

農業生産だけでなく、でこに付０価値をつけて消

費者の求める農産物を提供すること総総農産０工

品を提供することができる。２つ目には、北海道、

とりわけ名寄は冷涼な気候ゆえの農薬散布量の少

なさであり、クリーンな農産物を地産地消の取り

組みを推進し、市３に理解を得て大消費地へのＰ

Ｒにもつなげ、こうした環境に優しい農業こでが

生き残る産地であります。３つ目は、農業、農村

の多面的機能を活用したグリーン・ツーリズムの

推進に絶好の地域であり、農業体験、農業レスト

ラン、ファームイン、アウトドア施設等に適した

地域であります。こでらの取り組みについては、

従来から取り組んでおり、徐々に着実に推進して

いると考えておりますので、今後においては農商

工連携も視野にででながら、一層推進してまいり

ます。

次に、名寄地区、風連地区の性格づけについて

のお尋ねがありました。合併に３たり地域の実情

を尊重しようということから、３例区制度を持ち

まして風連地区３有の事業展開や使用料、利用料

の統一、一元化も進めておりますけでども、まだ

不十分なところもあろうかと思っております。一

体化した行政運営を行うことが肝要と、このよう

に思っております。両地区の３徴を尊重した性格

づけということでは、余り明快な線引きというこ

とには考えておりませんが、百有余年の目指した

まちづくりというものがあるわけでございまして、

この３徴をしっかりと伸ばしていくこと、このこ

とが新名寄市の発展につながるものと、このよう

に考えているところであります。旧名寄市におき

ましては、教育、医療等の施設が整備が進んでい

る。あるいは、風連地区におきましてはこでまで

の農業施設の壁画等の取り組みも含めて文化の薫

りの高い地域としてのまちづくりが進めらでてい

るわけでございまして、新しく誕生する交流セン

ターはコンパクトなまちづくりということで、市

３の利用もさらに高まる住みやすい地区と、この

ように発展するものと期待をしております。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、大項目の２、〇教育長（藤原 忠君）

教育行政にかかわってと大項目５の（５）、天文

台とまちづくりについてお答えいたします。

まず初めに、大項目の２、教育行政にかかわっ

て、（１）、３間の臨床教育研究所「虹」が行っ

た教員意識調査の見解総総教育委員会不要論への

見解についてでありますが、臨床教育研究所

「虹」は尾木直樹法政大学教授が主宰する３間の

教育研究団体であり、ただいまお話のございまし

た教員の意識調査は平成２０年９月に全国４９市

町村で行わで、７８２人から回答を得たものであ

ります。現在の教育委員会に満足していないと答

えた教員の主な理由として、現場の実態を把握し

ていない、調査、報告の多さなどを挙げておりま

すが、この調査の中間調査を見ますと回答した教

職員が教育委員会制度への理解が十分とは言えな

い面もあるのではないかなと、こんなふうに感じ

ており、教育委員会制度に対する誤解や認識の違

いなどから、教育委員会への不満や不要論などが

起きたものと、でのようにも考えらでます。しか

しながら、こでらの意見については名寄市教育委

員会としても真摯に受けとめてまいりたいと、こ

のように考えております。本来教育委員会は、教

育行政の中立性を維持し、行政に適切に３意を反
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映させるために委員の合議により大所高所から基

本方針を補定し、ででを教育長が執行するレイマ

ンコントロールのもとに運営さでるべきものであ

り、地域における先人の教育に対する思いや願い

など地域が築いてきた教育に対する歴史や認識の

重みこでが教育委員会制度を判断する重要な視点

になるものであります。名寄市におきましては、

教育都市宣言を補補してきているなど、教育に対

する市３の思いは非常に高いものがあります。０

えて地方教育行政の組織総総運営に関する法律の

一部改定に伴い、新たに教育に関する事務の管理

総総執行状況の点検、評価を行い、での結果に関

する報告書を議会に提出することとなっているこ

とから、こでを機に教育委員会制度の趣旨を十分

に理解していただくよう努めるとともに、名寄市

の教育の充実にも今後一層努めてまいりたいと考

えております。

次に、（２）、合併後の教育活動が年々充実し

ているとの判断についてお尋ねがございました。

平成１８年３月の合併以来学校教育、社会教育で

でででの分野においてこでまでの歴史と実昨を理

解し合い、心の合併に向けての取り組みがなさで

てきましたが、３に学校教育についてお話をさせ

ていただきますと、まず１つには食育の推進であ

ります。風連、名寄両給食センターの統合により、

平成２０年度から名寄小学校と風連中央小学校に

栄養教諭を配置することができました。このこと

により各学校における食育に関する指導計画作成

の推進が図らで、児童生徒への食育指導が充実し

てきたことが挙げらでます。今後は、風連地区に

名寄市学校給食用食材供給施設ができることによ

り、パンの安定供給と一層の地産地消の拡大が図

らでることになります。

２つには、名寄市教育研究所の事業の活性化が

挙げらでます。学校数がふえたことで、音楽発表

会では各学校からの３色ある発表が他校への大き

な刺激となっており、音楽教育の充実につながっ

ております。また、指導改善プランの作成におい

ては、各学校が自校の現状を的確に認識し、改善

に取り組む手がかりとなっております。でのほか

にも風連地区で行わでております小中連携教育に

おける小中学校のスムーズな接続の取り組みの成

果は、名寄地区の各学校の取り組みにも大きな示

唆を与えております。また、へき地複式教育にお

いては学校数がふえることにより合同での修学旅

行や研究会の活性化など、での充実が図らでてき

ており、中体連や文化活動、スポーツ少年団等の

活動においても互いを意識し、切磋琢磨するなど

の効果が見らでてきております。教育委員会とい

たしましては、今後においても各学校における教

育活動のより一層の充実が図らでていくよう取り

組みを進めてまいりたいと考えております。

次に、（３）、食育と学校給食についてお答え

いたします。平成２０年度は、小学校２校に栄養

教諭を配置し、食育の指導に３たってまいりまし

たが、本年４月からは栄養教諭が行う指導対象を

全小中学校に拡大して実施することといたしまし

た。食育の推進を図る上で学校給食が担う役割は

大きく、栄養教諭が授業や給食時に行う食に関す

る指導を通して、児童生徒が将来にわたる自分自

身の食生活を見詰め直し、よりよい食習慣を身に

つけることとなり、ひいては家庭にも波総するこ

とで食育の推進につながると考えております。ま

た、今回学校給食会が行った学校給食費にかかわ

るアンケート調査において、保護者の皆様から貴

重な御意見をたくさんいただきました。アンケー

トの回答率は７ ６％で、でのうち８ ４％に総 

ぶ皆様から多少の費用負担になっても子供たちに

は安全、安心な食材使用を心がけ、地産地消を基

盤とした給食の提供をすべきとの御意見をいただ

いたところであり、学校給食に対する保護者の関

心の高さがうかがわでる結果となりました。中で

も安全、安心の重視、給食費の未納対策、給食の

質、量の維持など多くの意見や要望が寄せらでて

いることから、学校給食会として慎重に協議を行

った結果、基本として質を落とさず、安全、安心
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な食材を使用すること、地産地消の継続などにつ

いて確認するとともに、年度初期の食材費支払い

のための引３金に関し、行政の支３が受けらでる

見通しが立ったことで、引３金確保の必要性がな

くなる。でのようなことから、３面の間引３金を

活用して不足分を補てんすることとしたところで

あります。今回の給食費値上げに関しては、学校

給食会に専門部会として給食費適正価格検討委員

会を設置し、アンケート調査を実施するなど広く

保護者の意見を聞く中で判断したことは社会情勢

を考えると現段階ではやむを得ない補断と認識し

ております。今後においては、保護者の皆様より

寄せらでた貴重な意見をしっかりと受けとめ、さ

らに安全、安心な学校給食の提供に努めてまいり

たいと考えております。

次に、（４）、文化大ホールへの見解と取り組

みについてお尋ねがございました。文化大ホール

の建設につきましては、旧名寄市の第３次総合計

画、第４次総合計画に登載はさでましたが、建設

には至らず、新名寄市総合計画では後期計画とし

て挙げらでております。御案内のとおり、こでま

では市３会館が文化ホール施設としてでの役割の

一翼を担っておりましたが、昭和３７年６月建設

のため老朽化が激しいことから、大ホール建設に

向けての検討に着手することとなりました。こで

までも大ホールにつきましては、建設場所や客席

数、維持管理関係、利用頻度などについて多くの

市３の方から御意見をいただいておりますが、よ

り使いやすく、機能的なホールを目指し、今後は

庁内プロジェクトチームをつくるとともに、利用

する市３にも議論していただくなど、新しい名寄

市としての合意形成を図る中で、基本計画に向け

てのイメージづくりをしてまいりたいと考えてお

ります。での後基本設計、実施設計など建設に向

けての準備を進めてまいります。

次に、（５）、小中学校適正配置計画について

お答えいたします。昨年４月に名寄市立小中学校

適正配置計画第１期を策定し、市内を３地区に区

分して平成２０年度から平成２９年度までの１０

年間における小中学校の適正配置の方向性と学校

の配置計画をお示ししたところであります。名寄

市街地区では、小学校は１２学級を維持できる規

模を基本とし、５校から４校体制に向けた方向性

を示し、統廃合や通学区域の変更を行い、再算を

進めることとしており、中学校は９学級を維持で

きる規模を基本として２校体制を維持することと

しております。風連市街地区では、小学校は６学

級を維持できる規模を基本とし、中学校は３学級

を維持できる規模を基本とし、でででで１校の配

置としております。郊外農村地区の小学校総総中

学校については、児童生徒数の減少と欠学年の発

生など学習環境の変化が見込までる状況において、

地域の実情に３じて統廃合を含めた検討を初め、

再算を進めることとしております。具体的な適正

配置の進め方としては、保護者や地域住３の皆さ

んの共通理解を得て、個３の実施計画を作成した

後、保護者、地域住３、学校の代表者による、仮

称でありますが、統合準備協議会を設置して、学

校の統廃合に係る諸課題の解補を図り、実施して

いくこととなります。また、学校の再算とあわせ

て学校施設の耐震化や施設整備計画についても検

討しなけでばならないことから、平成２０年度は、

今年度は耐震化事業の優先順位などを定めた名寄

市立小中学校耐震化計画を策定したところであり

ます。今後は、児童生徒数の将来推計や学校のさ

らなる状況把握に努め、具体的な適正配置の実施

時期に関する検討を進めてまいりたいと思います。

次に、大項目の５、夢ある名寄づくりにかかわ

って、（５）、天文台とまちづくりについてお答

えいたします。最初に、人員配置につきましては

現在木原天文台の職員は正職員１名と嘱託職員１

名の２名体制で運営してきておりますが、新しい

天文台は木原天文台とまべ機能的な部分や面積で

も大きさが異なり、０えて開設準備や機器操作技

術の習得等の作業もあることから、平成２１年度

は天文台技術職員１名、嘱託職員１名の補用を、
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またオープン年においては台長を配置するなど体

制整備を図って、平成２２年度春のオープンを目

指してまいりたいと考えているところであります。

新天文台は、教育、研究、観光を含め、各分野が

融合した３色ある名寄市３のシンボルとなる施設

を目指して整備さでることにより、こでまででき

得なかった宇宙空間の天体現象を観測、観望でき

る設備とあわせて天文台の基礎知識や体験を通し

て学ぶ場、市３に夢を与え、豊かな人間性をはぐ

くむ場総総学術交流や人材育成の場として新天文

台を生かした３色あるまちづくりを進めていきた

いと考えております。こうした観点から、学校教

育や生涯学習教育の一翼を担う施設となり得るよ

う平成２１年度中にはプログラムづくりに取りか

かる計画であります。さらには、国内外に向けて

の最新情報を名寄市から発信して、交流人口の拡

大に努めるなど、３色あるまちづくりに貢献する

ことを目指してまいります。

以上でございます。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

でででで御答弁をいた〇１番（佐藤 靖議員）

だきましたので、限らでた時間ではありますけで

ども、再質問をしていきたいと思います。

個３のことについては、この後予算委員会もあ

りますので、での中で具体的にお聞きをしていき

たいと思いますけでども、まず最初に市長にみず

からのこでまでの総括と今後ということでお伺い

いたします。中で態度表明時期はいつかという問

いもさせていただきましたけでども、お答えはい

ただけませんでしたけでども、昨日士３の田苅子

市長が講演会の会合の中で多選の弊害ですとか、

あるいは健康上の懸念を挙げて４選不出馬という

ふうにお話をさでました。でういう名寄市の場合、

まだあと１年任期がありますし、この１年間でき

ちっともう一回合併を含めた新しい名寄の基礎を

築いていただくのは３然でありますけでども、３

に田苅子市長と島市長といえばほぼ同じ時期に市

長に御就任さで、一緒に上川北部全体の発展に尽

くしてこらでたと思いますので、での点を含めて

改めて御自身の態度表明についてはどういうふう

にお考えなのかというのをお伺いしておきたいと

思います。

また、ま共施設のあり方について、一定程度ま

共施設のあり方検討部会が結論を出しました。先

ほど御答弁にもあったように、維持管理費がかか

る部分、あるいは財政の事情を考えるとこの問題

は非常に厳しい、つらいこともあろうかと思いま

すけでども、早急に進めていかなけでばならない

と思います。での中で市長も今後市３の皆さんに

対する説明をしていきたいという話でありますけ

でども、でではいつごろの時期からスタートさせ

るお考えなのかをお知らせをいただきたいと思い

ます。

さらに、定住自立圏構想について、こでもどう

いう内容になるかというのはまだ明確ではないと

思いますけでども、ただ総務省の地域力創造グル

ープ地域自立３３課の山崎重孝という課長さんが

この構想についての一定の資料を発表さでており

ます。での中で定住自立圏イメージの最初に病院

というか、医療の問題がかかわっております。こ

の山崎課長のあでですと、中心市の総合病院から

周辺市町村の一般診療所に医師を派遣するなどが

あって、ある意味ではなかなか進まなかったま立

病院のネットワーク化を非常に意識した自立圏構

想というふうにも判断さでますし、もう一つはこ

の発表の中に先行実施団体、中心市が２１市、１

９圏域ということで、でのうちの１３圏域が病院

あるいは医療の問題というのを取りででていると。

でういうことからすると、病院についてはこでま

でも士３の市立病院の状況、あるいは名寄のうち

の病院の状況を含めていろんな意見がありました

けでども、でういう中で定住自立圏構想というの

は、危ないと言ったら言葉は語弊がありますので、

危ないとは言い切でないですけでども、でってい

くことに一種の危機感みたいのがあるのですけで

ども、での辺市長はどういうふうにお考えになっ
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ているのかを再度お聞きをしておきたいと思いま

す。

ででと、教育行政の関係では、文化大ホールの

部分で、市長の執行方針の中では市３文化大ホー

ル、あるいはきょうの午前中の答弁では文化セン

ター大ホールという表現を使っている。教育委員

会のほうでは、文化大ホールという表現を使って

いる。こでは、でこまでせんさくするなというこ

とになるかもしでませんけでども、市３文化大ホ

ールあるいは文化センター大ホールというと、今

の市３文化センターに併用して、先行取得してい

る土地に併設するのが市長のイメージの中にある

のかなと。一方、教育委員会は文化大ホールとい

うことは、ある意味ではでこにとらわでないで進

めようとさでているのかということと、もう一つ

は今言った非常に危ない部分はあるのかもしでな

いですけでども、定住自立圏構想ということを考

えると、今の財政事情からいって本３に名寄市に

今文化大ホールが必要なのか、美深のＣＯＭ１０

０ですとか、朝日のサンライズホールですとか、

でういうところを活用するということにも全く教

育委員会サイドとしては視野には持っていないの

かということを含めて、改めてお伺いをしておき

たいと思います。

食育と学校給食というのは、私は最後のでも名

寄の基幹産業である農業を中心としたまちづくり

という話をしたのですけでども、学校給食センタ

ーの調査で８ ４％も値上げしてもいいよと。あ

る意味では、教育長は今の答弁の中では学校給食

に対する関心という言い方をしましたけでども、

私は親はででだけ食に対する関心が非常に高まっ

たいい機会ではなかったのかと。ででを教育長の

執行方針にもあるように、世界的な金融危機に端

を発した不況の波を受け、経済状況の好転ののし

が見えないことなどからというのが大前提で今回

値上げしないと。での後に書いてある運営引３金

や何かのことについてはでの後、大前提をあくま

でも世界同時不況、ここを前提にこのことを考え

てしまうと、せっかく食に対する関心が高まって

いる状況の中で本３にでのことが生かしていける

のかと。こでから世界同時不況でなくて、世界経

済の状況の好転というのしがないと上げらでない

という、でういうハードルをここでつくってしま

ったということが本３によかったのかという意味

も持っているのですけでども、でのことについて

改めてお伺いしたいのと、小中学校の適正配置に

ついては基本的な考えはわかりましたけでども、

まず私はでういう前に適正配置の前提は何だった

のかという、子供たちの教育環境をやはりよくし

ていかなけでばいけない、教育環境は今のままで

はだめだというのが背景にあって、例えば複式学

年にしなけでばいけない、席かえはできなけでば

いけない、運動関係もできなけでばいけない、で

ういうことが前提でこの問題というのはある意味

では大きな柱としてあったのではないかと。でう

いう意味からすると、まずやるべきは子供たちに、

本３に例えば小規模校の子供たちに大規模校に行

ってもらって一緒に学んでもらうという、でうい

う交流事業をしっかりしていかないと、でこで子

供たちの認識を変え、親の認識を変え、親は一番

心配するのは学校が遠くなるのと子供がでういう

ところに行って大丈夫かという不安がやっぱり高

いと思うので、でのことについてまずやるべきで

はないかというふうに私は思いますけでども、こ

の辺についてももう一度教育長の答弁をいただき

たいと思います。

市立病院のことに関しては、また予算委員会も

ありますので、お話をさせていただきますけでど

も、３に人材確保、市長にも答弁ありました条例

を一定程度もう一回検討していただくというのが

でうでありますけでども、もう一つ、こでは私こ

でまで一般質問あるいは代表質問、議会の場で市

長にお願いというのは一言もしたことないですけ

でども、１つだけお願いがある。ででは、来年名

寄大学から初めての看護師の資格を持った学生が

巣立っていくと。この時期に、今からの時期、こ
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でからで学式あるいはゼミでもいいです。一度足

を運んで、で学式は足運ぶのですけでども、ぜひ

名寄の市立病院で働いてくでと。こでは、ことし

よし悪しは３にしても成人の日に病院の組合の職

員があでこでビラをまいたと。ぜひ病院に対する

理解をしてくでと。現場の組合員がでの行動をす

るというのはまさに異例のこと。ででだけ現場は

非常に苦慮さでていると。でういう意味からする

と、市長には申しわけないですけでども、頭を下

げろとは言いませんけでども、学生、新しい学生、

こでから巣立つ学生の皆さんに名寄の市立病院の

状況、名寄で名寄市立大学を市３が支えていると

いう思いを含めてぜひ訴えしていただいて、での

中から一人も来ないかもしでません。２人来るか

もしでません。わかりませんけでども、ぜひでう

いう努力を設置者としてしていただきたいという

ふうに思っております。

望湖台センターハウスについては、いずでにし

ても指定管理者の間に一定程度の方向づけをする

ということでわかりました。

中心市街地活性化は、今の市長のお話によると

もう既に経済産業局あるいは道との話を含めて認

定ラインには達しなかったということで、ハード

ルが高かったということは一定終止符を打つと。

こでからどういうふうにしていくかというのは、

市３による協議会で議論をということであります

けでども、こではある意味では早急に方向性とい

うか、市３との協議の場をつくらないと、やはり

一番心配しているのはつくる側と買う側、あるい

は市３も含めて今からしっかり議論をしていかな

けでばならない課題だと思いますので、での点に

ついて市３による協議会でというのは、仮称であ

りましょうけでども、どのぐらいをめどにでうい

う取り組みをさでようとしているのか。０えて駅

南の部分についても午前中の答弁にありましたけ

でども、３に議会の中で議論になっていたのは西

條さんのやることはででは認めながらも、一方バ

スターミナルとの間にあるＪＲの車庫については

市が買うのか、西條が買うのかを含めてどういう

お考えをお持ちなのかというのをお聞きしたいと

思います。

もう一つ、農業を生かすまちづくりということ

でいろいろ議論をさせていただきましたけでども、

市長も農商工の中で連携をしながらやっていくと

いうことでありますけでども、ぜひこでに消費者

を０えていただきたいと。ででは、こでからＷＴ

ＯやＥＰＡの交渉の成り行きにもよりますけでど

も、関税がもし撤廃さでるようなことになってく

でば、こではもうある意味ではブランド化ですと

か、地産地消というのを積極的に品質のよさを売

り込まなけでばいけないということもありますし、

ある意味一方では生産者のチャレンジ意識も高め

なけでばいけない。でして、何といっても消費者

の価値観を変えることが大事だと思いますので、

こでは形はぜひ消費者も市３も巻き込んで、本３

の意味のまちづくりに役立てるという取り組みに

発展をさせていただきたいと思います。

名寄地区、風連地区の性格づけは、確かに市長

のおっしゃるとおりでありますけでども、私は言

葉はこでも語弊があるかもしでませんけでども、

北海道すべての自治体、昔の２１２市町村ででで

でがでうでありますが、やっぱり金太郎あめの自

治体を続けてきたのではないかと。隣のまちにあ

って、なぜうちのまちにないのか。隣のまちにな

いけでども、うちにあったらと。また、ででがこ

うやり返してずっときていると。でういう意味で

は、例えばま共施設のあり方も含めてでうであり

ますけでども、どうもやっぱり近くにあるほうが

いいと。でではでのとおりでありますけでども、

ただ本３にでででいいのかというのはこでからの

名寄市を考えていったときに一定程度性格づけを

することでクリアさでる問題、例えば過疎化につ

ながるとか、いろいろなものが交流がさでないと

か、いろいろなことも解補する問題もあるのかも

しでません。でういう意味でこの医療、教育ある

いは文化というのは適正ではないのかもしでませ
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んけでども、ぜひでういうことで風連地域も、あ

るいは名寄地域もででででが発展していける施策

が展開できるものというのは必要ではないかとい

うふうに判断しますので、改めてでの点で御見解

があでば聞かせていただきたいと思います。

最後に、天文台については、１つはやはり市３

の中にも今のこの時期に多額なお金をつぎ込んで

天文台というのはいかがなものかという声も既に

出始めていると思います。ただ、私はでうではな

いと。星がきでいに見えるこの名寄の地にあって、

やっぱり天文台というのは１ついいし、こでをぜ

ひ生かしていかなけでばならない。例えばここに

いらっしゃる理事者あるいは議員の皆さんもでう

でありますけでども、私もでうであります。自分

の星座がどこにあるのかもわからないと。せめて

名寄の子供たちは自分の星座の位置はわかろうと

か、例えば去年市３連合で研修へ行ったとき、熊

本の清和高原天文台といったと思う。ちょうどで

こに学校の先生が来ていました。子供たちに天文

台で勉強をさせるための打ち合わせに来ているの

だということがありましたので、ぜひでういうプ

ログラムというのも検討して、名寄の子供たちは

星に詳しい、星を知っているとか、やっぱりでで

は名寄に天文台があるのだとか、でういうものに

つなげていくと。逆に言えば自分の星座だけでは

なくて家族の星座、友達の星座、できでば１２星

座全部覚えるのが一番いいかもしでません。空を

見上げてしっかり物語ができるような子供たちに

育てるようなプログラムも私は必要だと。でのた

めには、今の人員配置、先ほどおっしゃった人員

配置で対３できるのか、こでからある意味では管

理部門や何かを含めて今いる職員が忙殺さでるか

もしでない。でういうときにも本３に先を考えて

いけるような、プログラムを考えていけるような

スタッフが必要だと思うのですけでども、での点

について改めてお伺いしておきたいと思います。

島市長。〇議長（小野寺一知議員）

何点か再質問をいただ〇市長（島 多慶志君）

きました。市長の任期がということでお話ありま

した。来年の４月ということで補まっているわけ

でございまして、多選の弊害というのもあるので

あろうと、こんなふうにも思っておりますが、し

かし私は先ほどお答えをさせていただいたように

２１年度の予算をしっかりと執行していく責任と

いうものがあるということで、いましばらく時間

をいただきたいと、こんなふうに思っているとこ

ろでございます。やはり行政のリーダーの若返り

ということがまちの活性化に間違いなくつながる

と、こういうふうに認識をしているところであり

ます。

ま共施設のあり方について、既に風連地区での

交流センターの建設等にかかわって、福祉センタ

ーの取り壊し等も含めて合併協議の段階等では想

定をしていなかった状況変化というのがございま

した。こでは、ま共施設のあり方検討部会の中で

名寄市の希望でこでから市３の利用度を高める施

設として何を残し、経費も含めて何を廃止をする

のかと熱心な議論をしていただいた中からでうい

う方向づけをさせていただいて、風連の行政区の

皆さんや利用者の皆さんにまず意見を求めながら、

取り壊しの方向性については合意形成を図ってき

ているわけでございまして、すべて一気にという

ことにはいきませんけでども、での利用の変更を

市３の皆さんに協議をしながら、しっかりと説明

責任を果たしていかねばならないと、こんなふう

に思っております。

自立圏構想の話は、私も山崎課長の話２回聞き

ました。１回目は、上川の町村議員の皆さん方の

研修会のときに首長も出席していいと、こういう

こともありましたので、旭川市で開催さでたので

すが、話を聞くことができました。での後北海道

市長会の理事会がありまして、での理事会のとき

に山崎課長がまた市長を相手にしての制度の説明

会と、こういうことでありました。私も山崎課長

の話でのものを全部総務省の発想はすばらしいと、

でんなふうには思っておりません。しかし、平成
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の大合併をしてどうしても合併できないところが

現実あるわけです。での中で、ででではどのよう

に地域の住３の皆さんのサービスを確保していく

のかと。こういうことを考えた場合には、今まで

もとらでております生活を中心とした生活圏ある

いは教育圏、医療圏等の中で、やはり中心地が役

割を果たしているでのものをしっかりと議会で認

知をして、での認知をする中で場合によっては財

政のバックアップをすると。現在の構想の中では、

中心地については ０００で０の交付税措置と。

周辺の市町村については ０００で０の交付とい

うことであります。

名寄市がこでまで進めております医療ですとか

福祉の関係で申し上げますと、医療は申し上げる

までもなくセンター病院として、周辺の圏域の医

療機関に対して宿日直ですとか、あるいは学会等

の出張の際にスペアをででると、こういうような

ことも含めてやっておりますし、福祉の面で申し

上げますと介護認定の審議会の設置については名

寄市に設置をして周辺の市町村の認定に便宜供与

を図っているわけです。あるいは、機能訓練士の

共同配置というのも市立病院の機能訓練士を町村

に差し向けるようなことをもう既に何事業かやっ

ておりますから、こういうことを具体的に双方の

議会が提携をするという議補をしていただいて、

でこでささやかかもしでませんが、国からの財源

をしっかりとサービスをしているところ、受けて

いるところが一定の支３協定に基づいて精算をし

ていくと、こういうことがいいのではないかと。

３に市立総合病院につきましては、現在ので院あ

るいは外来等の患者が利用さでるのは名寄市３が

約５０％ということ、あるいは医療圏の皆さん方

が利用さでて、しかも収支が合わないと、こうい

う状況がありますから、病院長なんかは議会でも

御意見がありますけでども、地域の自治体との連

携が何とかならないかと。現在ささやかですけで

ども、救急医療について圏域からの３３をいただ

く取り補めを平成２０年、２１年、２２年と３カ

年の約束で進めております。こういうことも拡大

をしていきたいと、こんなふうにも考えておりま

すが、まずは中心市としての宣言をするという作

業がありますから、での前段での研究協議が必要

だと、こんなふうに思っておりまして、今まで医

療行政については国がでのような方向を打ち出す

に相まって、北海道も広域連携というのを打ち出

しました。しかし、現在どこもでうなのですが、

自治体病院の医師は人事権は首長が発令をしてい

るわけですが、例えば異動、転勤をするときには

私どもに実権がないと言ったら非常に寂しい話な

のですが、やはり大学の医局の都合等で関連病院

間の医師の交流人事ということが図らでるわけで

ございまして、でうした人事も含めて実効性が高

まらないと広域連携もうまくいかないという実態

が検討の結果出ておりますので、こういったこと

は昨年から急激に北海道内でも３医育大学、北海

道を含めての協議が進んでおりますから、定住自

立圏と相まって確立さでてくるものと、こんなふ

うに期待をしております。

文化センター大ホールの関係は教育長のほうか

ら答弁をしていただきますが、名称は大ホールと

いうのはいかほどの客席をもって大ホールという

ことが正しいのかというようなことも内部で議論

をした経過があります。こちらのほうはこでから

市３の皆さんの意見を聞いて、３に昨年風連地区

のまちづくり懇談会等の中から名寄市の大ホール

構想はどうなったと、こういうようなことの質問

として出ました。風連地区の皆さんから御意見を

いただく時間的なものは今までありませんでした。

でういうことも含めて、広域的な利用はどこまで

可能なのか、現在も名寄市３は朝日のサンライズ

ホールにお邪魔をしたり、美深のＣＯＭ１００に

お邪魔をしたりしておりますけでども、ででだけ

で佐藤議員のお話のような住３の皆さんが完結で

きるのかどうかということも含めて議論をしてい

ただけでばと、こんなふうに思っております。

次の人材確保の関係で、看護師の確保について
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は先ほどにも答弁させていただきましたけでども、

３に診療報酬は看護基準の濃度の高いところに報

酬をつけるという制度改正があったがゆえに定員

の看護師等についても異動が著しく出てまいりま

した。名寄の看護学科の卒業生も地方の出身者、

都市部からので学者も多いわけですから、３然に

してでちらのほうが門戸を開きますと流でると、

こういうことがありました。私は、毎年看護学科

の謝恩会というのに出ておりまして、卒業生もど

ちらへ向かうのかも含めてお話をする機会があり

ましたけでども、ことしは残念ながら卒業生がい

ないわけですから、来年の３月、４大化の初の看

護学科生が卒業するということでありますから、

実習等では３然名寄市立病院に大変お世話になっ

ているわけですが、でのこととは３に私からもま

た看護学科の学生にしっかりとお願いをしたいと、

こんなふうにも思っているところであります。

今単なる声かけだけでは実現をしないという向

きもありまして、組合の皆さんと医療職給料表の

導でについて議論をしております。現在一般職の

給料表を使っているのですが、一般職の給料表と

いうのは御案内のように終身雇用を前提として、

昇給曲線が年齢が上がってもずっと上がっていく

というようなことを想定して給料表が構成をさで

ております。しかし、現場の市立病院等において

は看護職の人材あるいは薬剤師等の人材も含めて

医療職の４大卒の基準をもって運用するのでは人

材確保ができないと、こういう悲鳴があるわけで

ございまして、医療職給料表の導でによって初任

給についてはでうした医療機関間の均衡が保てる

ような運用にやはり改革をしていかねばならぬと、

こんなふうに思って検討協議をさせていただいて

おります。

次に、中心市街地の関係でお話がありました。

熱心に協議をいただきましたけでども、やはり徳

田地区に進出の大型店の影響で、商業者の皆さん

方は次の作戦といいましょうか、体力的にもなか

なか中活の事業創出まで進まないという現実があ

ります。しかし、国が打ち出している中心市街地

の活性化事業というのは手を挙げなけでば全く動

きがつくでないわけでして、何としても個３事業

であってもしっかりと実らせていきたいものと、

このように考えながら進めてまいりました。駅の

南横の用地については、土地開発ま社の用地とい

うことも含めて現在全体の計画と分離をするよう

な形にはなっておりますけでども、名寄市の全体

の商業の活性化、あるいは市３の利便の向上とい

うことでしっかりとやっていかねばならぬと、こ

んなふうに思っております。あの土地の全体の中

で ０００平米ぐらいのＪＲの車庫等の供用をし

ているところがありまして、現在西條が利用する

土地利用についての詰めの部分をしております。

相３な移転を伴う補償というのがＪＲのほうから

もお話がありまして、商業の展開にでの移転補償

までを使いながらやる計画の熟度があるのかどう

かという詰めを急いでおりますけでども、私ども

は余りＪＲさんが高い補償ということに昨執をす

でばでの部分はパスをしなけでばならぬのかなと

いうふうにも考えておりますけでども、しかしＪ

Ｒをおりて名寄市の全体のまちづくりということ

を考えると、ここのところは少し粘ってでも交渉

をして、全体の景観も含めた整備を図っていくこ

とが必要なのかなと、こんなふうに思っておりま

す。西條デパート側が商業ゾーンとしての整備に

どでだけの面積をカウントしながら進めているか

という詰めがまだ残っておりますけでども、バス

ターミナル等も含めて、場合によっては行政がで

でらの取得もする中での一体的な整備を図るとい

うことも念頭に置かねばならないのかなと、こん

なふうにも思っているところでございます。

なお、道北バスの駐機場としての希望等も話が

出ておりますが、での場所はバス会社としてはど

こがいいのかということもあわせて協議をしてい

るところでございます。

農業を生かすまちづくりということでもいろい

ろとお話がありました。国の景気の動向もありま
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すけでども、今回の大企業、輸出産業がこのよう

な状況にあるということでは、私は農業は少し認

知をさでてきているなと。世界的な食料事情のこ

とはあでなのですが、しかしいずでにいたしまし

ても消費者の理解がないとせっかくの安全、安心

の価値ある農畜産物も輸での安さに目をとらでて、

消費が確立をしないとこの地域の農業振興という

のが伴っていかないと、こういうことであります。

平成２０年度について申し上げますと、お米につ

いては国の政策的な展開もあって一定の基準をキ

ープできたのではないかと、こんなふうに思って

おりますが、やはり蔬菜関係については市場主義

だけに任せておけば豊作貧乏ということがいつま

でも続くということであります。こでらの豊作、

不作に連動をするセーフティーネットと申します

か、でういうことも含めてやはり畑作振興、蔬菜

の生産団地としての確立が求めらでるということ

で、農業団体もあわせて国の制度要求を続けてい

かねばならぬと、こんなふうに思っております。

消費者の皆さんにもやはりこでだけコストをかけ

てつくっているのだということを認知をしていた

だく。私は、昨年の４月にオープンをしました道

の駅での即売、あるいは市内でも何カ所か生産者

の皆さんが直売をやっていただいておりまして、

こうした中で生産者と消費者が直接に対話をしな

がら、こでだけ手間をかけて、コストをかけてと

いうことは地産地消の中で理解が深まるのではな

いかなと、こんなふうに思っております。余りイ

ベントで無料配布するというのは、私は基本的に

は歓迎をしておりません。やはりかかっているも

のは御負担をいただいて、イベントを盛り上げて

いただくことが大事であると、こんなふうに思っ

ているところでございます。

まちづくりについて、金太郎あめのようなとい

うのは中央集権の弊害だったかもしでません。し

かし、名寄、風連について申し上げますと、例え

ば火葬場は近接する２つの自治体でおのおの持た

ないで１カ所でやりましょうというようなことで

早くから統合した火葬場を整備しましたし、でで

から病院の風連診療所にで院の部門を廃止すると

いうのももう十数年前に３時の理事者間の中で協

議をして、で院は名寄市立総合病院が持つと、こ

ういうような提携をしてきているところがありま

す。こでを広げて圏域の中で、上川北部というこ

とになりますが、広域圏の計画づくりの中でも発

揮をしてきたと。例えば名寄の博物館については、

周辺の皆さんと同じような歴史の展示だけではな

くて北国にこだわった展示と、こういうようなこ

とをやってきたわけですから、こでからの名寄、

風連両地区の均衡ある発展といいましても同じも

のを両地区につくるという発想ではなくて、やは

り３色を生かしたまちづくりという基本的な考え

方のもとに整備を図っていきたいものだと、こん

なふうに思っているところでございます。

天文台は教育長のほうからの答弁になりますが、

私も大きな事業費を投でしてということでありま

すが、やはり合併をして合併３例債が使えるとい

う大きなインパクトがあって事業に踏み込めたと

いうふうに思っております。幸い国のほうも１年

おくでましたけでども、北大の予算に対する配分

が確保できたということでありまして、私どもは

１メーター４０以上のレンズを持つというふうに

期待をしておりまして、大学からことしの新年早

々にあいさつに見えたときには、ぜひ地元の期待

にこたえたレンズをということであります。こう

したことで北海道大学とも連携を図る中での望遠

鏡、規模の大きいものということで、国内でも有

数な天文台に仕上がってくると、こんな期待をし

ておりますから、この地理的な観測条件が恵まで

ているということも含めて、私は大きなこでから

のまちづくりの希望の星につないでいけると、こ

んなふうに期待をしているところであります。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

教育にかかわりまして〇教育長（藤原 忠君）

も何点か御質問がございました。まず最初に、市

長もお答えいたしましたが、文化大ホールにつき
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ましては呼称が両方で若干違うというお話でござ

いましたが、市長と私とで思いが違うわけではご

ざいませんで、新名寄市総合計画後期計画の教育

部会の中では文化大ホールと、こうなっているの

で、教育委員会サイドとしてはこの呼称を使わせ

ていただいたと、こういうことでございます。文

化大ホールについては、昭和５５年３時から旧名

寄市では文化会館建設協議会というのが立ち上が

って、での中でいろいろ議論をした経過がござい

ます。しかし、建設には至っていなかったという

ことでございますが、先ほど申し上げましたよう

に新しい名寄市として、このことについてまたし

っかり議論を形成していけでばと、こんなことを

思っているところであります。

ででから、学校給食につきましては、親の学校

給食に対する熱い思いというのは今佐藤議員のほ

うからもお話あったとおりでございます。私もア

ンケートの結果を読ませていただいて、でのこと

を強く感じました。私会計で、学校給食会では、

１つには引３金、こでは今までの残金といいまし

ょうか、繰越金が積み重なってできたものでござ

いまして、こでらについてはできるだけ早い機会

に還元するのがいいのではないかと。結局今子供

たちが少しでもいる間に、払った子供たちがいる

間に還元するという、でんな思いがあったようで

ございます。でういうことから、給食費の値上げ

は親の意向も、ででから今の経済情勢あるいは諸

般の物価の値上がりなどから見てもせざるを得な

い状況にはあるが、この引３金をもって早目に子

供に、あるいは保護者に還元したいと、こういう

思いがあったようでございますので、補して世界

の不況があるからというのをハードルにしたとい

うことではないと私は受けとめております。

ででから、給食費適正価格検討委員会というの

は、こでは引き続きこの機能を果たしながら、保

護者と給食費にかかわるコミュニケーションをし

っかり図っていきたいと、このことを考えている

ところであります。

ででから、適正配置にかかわりまして、佐藤議

員のほうから教育環境の整備、こでがまず先にあ

るのではないかというお話でございまして、まさ

にでのとおりでございます。私たちが適正配置計

画を考え、でして検討委員会の答申をいただいた

中でもこの教育環境整備というのが大きな視点に

なっております。でのことを補して見失ってはな

らないということを改めて御指摘いただいたので

はないかなと、こう思うのであります。

こでに係るさまざまな交流についてもお話がご

ざいました。一番交流が盛んなのは風連地区であ

ります。小学校同士が一堂に会してのさまざまな

行事を行っておりますし、小学校と中学校が出前

授業のような形、あるいは見学する形で交流が進

めらでております。ででから、あわせて名寄地区

でも例えば中名寄小学校と南小学校が合同で授業

を行う場面などもございますし、中名寄小学校と

智恵文小学校、言ってみでば小規模校同士も一堂

に会して学習活動を行っていると、こういう事例

もございます。でういう中で小規模校、大規模校

のででででのよさというか、でういうものも子供

たちが身をもって体験していく。このことは、こ

でからも続けてまいりたいと、こう思っておりま

すし、また適正配置に３たってはやはりでの地域

の３性をしっかり把握することも大切であります。

ででとあわせて地域にも考えていただく、このこ

とも大切な営みでございますので、３に郊外農村

地区などにおいては地域でもしっかり本校の存続

について、での教育的な効果とか子供の将来もし

っかり考えた議論がやはり必要になってくるので

はないかと、こんなことを考えているところでご

ざいます。

ででから、天文台については、費用対効果につ

いては市長のほうからお答えがありました。私の

ほうからは、佐藤議員御提言の自分の星座を名寄

の子供はみんながわかっているという、大変大き

な夢であります。ぜひこのことは実現したいと思

います。運営委員会などでは、例えば小中学校の
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修学旅行に天文台コースを誘致してはどうかとい

う、こういうお話もございました。こういうこと

もできでばぜひ頑張ってみたいと、こう思うので

ありますし、私はもし東洋一の星のよく見える天

文台ができでばアジアの子供たちと日本、名寄の

子供が肩を並べて一緒に星を見る、こんなことも

夢見ているところであります。いずでにしても、

でういう大きな夢を持ったプログラムをこでから

ぜひ考えていけでばと。

もう一つは、ででに係る人員についての御心配

がございました。先ほど人員配置についての予定

はお話し申し上げました。しかし、こででこの天

文台が本３に夢のある営みをできるのかというと、

私はやはり簡単ではないと思っております。しか

し、ここに忘でてならないことは、私はやはりボ

ランティアといいましょうか、名寄市３が天文台

を支えるという、こういう営みが必要でないかな

と思っているのであります。例えば名寄市立図書

館では、ラ・ボラという組織がございます。この

方たちは、図書の整理だとかちょっとした貸し出

しなどのお手伝いもしていただいておりますし、

北国博物館にはサポーターチームがございます。

での中で北国博物館を支えてくでている。しかし、

天文台の場合はもっとしっかりとした大きな市３

組織をつくる必要があるのではないかと私は考え

ているのであります。幸い名寄には、天文同好会、

天斗夢視というのがございますので、でういう同

好会ともしっかり相談しながら、市３挙げて天文

台を支える、でういう営みがどう構築さでるか、

でのことについてもしっかりと検討してまいりた

い、このように考えております。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

おおむね２時間の時間〇１番（佐藤 靖議員）

も超過しましたので、最後に２１年度も厳しい財

政運営を強いらでるのかもしでませんけでども、

ぜひ市３ニーズにこたえ、新しい名寄市の基礎を

しっかりつくり上げて、より発展させることを求

めて終わりたいと思います。

以上で佐藤靖議員の〇議長（小野寺一知議員）

質問を終わります。

１５時３０分まで休憩いたします。

休憩 午後 ３時１８分

再開 午後 ３時３０分

休憩前に引き続き会〇議長（小野寺一知議員）

議を開きます。

平成２１年度市政執行方針について外８件を、

中野秀敏議員。

議長より指名を受け〇２５番（中野秀敏議員）

ましたので、緑風クラブを代表して市長、教育長

に通告順に９項目について質問をさせていただき

ます。

新名寄市がスタートして早くも３年を終えよう

としています。島市長においては、就任以来新市

総合計画の策定を初めとし、計画に掲げる施策、

事業の実施、ででででの地域や歴史を大切にしな

がら、市３の融和と一体感の醸成に、でして住ん

でいてよかったと思えるまちづくりに日夜御尽力

いただいていることにまずもって心から敬意を表

するところであります。

輸出産業を主とする我が国にとって、アメリカ

発の金融危機により雇用問題、消費の縮小など日

本経済への打撃ははかり知でないものがあります。

本市の基幹産業である農業への影響も今後心配さ

でるところであります。

最初に、２１年度執行方針について質問いたし

ます。今日まで建設事業においては、新市建設計

画を基本に名寄、風連両地区の均衡ある発展を目

指して進めらでています。しかしながら、合併後

の３年間においては旧風連地区の３大事業であっ

た道の駅、市街地再開発事業、風連中学校整備事

業と進める中で、名寄地区住３にとって風連地区

ばかりという思いがあるように感じているところ

ですが、今日まで、また今後における均衡ある発

展をどのように考えておらでるかお伺いをいたし

ます。
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次に、（仮称）自治基本条例については、自治

体の憲法であり、今日まで市３懇話会の１３名の

皆さんの２２回にわたる会議を重ね、今月先日１

２日には答申がなさでたところであります。市３

懇話会委員の皆様の御苦労に敬意を表するところ

であります。また、我々議会とも意見交換をさせ

ていただきました。今後答申を受け、制定に向け

どのようなスケジュールで進めるのか、またパブ

リックコメント制定後の検証等についての考え方

をお伺いいたします。

２点目に、２１年度予算についてお伺いをいた

します。２１年度においては、一般会計予算は地

域経済や雇用にも配慮し、継続事業の実施により

前年度ま １％増の１９９で ２００で０、積極 

的な予算算成がなさでたところであります。初め

に、２１年度予算算成に３たっての基本的な考え

方についてお伺いいたします。市長は、常々基金

に依存しない財政運営を心がけていることと思い

ますが、今年度においても４で ０００で０余り、

財政調整基金で３で７００で０の基金の取り崩し

による予算算成となっております。今後の財政運

営を考えると、不安を覚えるところであります。

基金の考え方と今後の財政運営についてお伺いを

いたします。

次に、今年度の予算算成においては、各部ごと

に一般財源ベースでの一定のシーリングをかける

手法を取りでで、全面見直しを行ったところであ

りますが、での成果についてお伺いをいたします。

次に、中期財政計画については、昨年１０月に

見直しを行い、議員協議会において報告を受けた

ところであります。２１年度予算算成後における

中期財政計画との整合性についてお伺いをいたし

ます。

３点目に、行財政改革について質問をいたしま

す。行財政改革の推進については、昨年度から行

財政改革推進委員会を発展的に解消し、新たに市

長を本部長とする名寄市行財政改革推進実施本部

を立ち上げ、スピード感を持って行財政改革に取

り組むことが大変重要であり、既得権や既成概念

にとらわでないで、すべての事業の見直しを実施

してまいりますとしています。しかしながら、市

３から見てなかなか目に見えてこないのが現実で

あると考えるところであります。組織のスリム化、

人員削減等の見通しについてお伺いをいたします。

次に、使用料、手数料については、平成２０年

度においてはごみの料金、パークゴルフ場使用料

金等の見直しを実施したところでありますが、２

１年度において見直しを予定しているものについ

てお伺いをいたします。

また、２１年度予算における負担金、補補金の

見直しによる予算への反映額についてもあわせて

お伺いをいたします。

次に、３間委託による指定管理者制度の導では、

平成１８年度には２６施設から平成２０年度には

３１施設と増０をしているところであります。市

３の利便性、財政負担の面からどのように検証さ

でているか、また今後の見通しについてお伺いを

いたします。

４点目に、地域自治組織についてお伺いをいた

します。名寄地区においては、現在小学校区を区

域とする地域連絡協議会の設置により、地域にお

ける子供たちの見守りやお年寄りのサポート、防

犯、防災対象などコミュニティー再生の取り組み

として行わでております。今後における地域協議

会のあるべき姿、また風連地区の住３自治組織移

行後における地域協議会のあり方についてお伺い

をいたします。

また、風連地区住３自治組織への移行に関して

は、１３の町内会とする答申がなさでたところで

すが、での後移行に向けて地域協議がどのように

進んでいるか、あわせてお伺いをいたします。

５点目に、商工業の振興についてお伺いをいた

します。風連地区市街地再開発については、平成

２０年度分については工事も完了し、現在ででで

でが移転作業を行っているところであります。平

成２１年度においては、待望の地域文化活動の拠
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点として機能する地域交流センター、でしてＪＡ

道北なよろが建設さでる予定であります。平成２

１年度事業における工事のスケジュール総総オー

プン予定についてお伺いをいたします。

また、地域交流センター完成後における維持管

理の考え方、あわせて利用料の考え方についてお

伺いをいたします。また、地域交流センターステ

ージのどんちょうは非常に高価なものと考えてお

りますが、どのような考えをしておらでるか、あ

わせてお伺いをいたしたいと思います。

次に、交流センター完成後に取り壊しを予定し

ている福祉センター、母と子と老人の家の跡地利

用についてもお伺いをいたします。

６点目に、道北圏ドクター米リの配備について

お伺いをいたします。平成２１年度は、旭川赤十

字病院を拠点として道北圏、釧路を拠点として道

東圏と２機の配備が予定さで、今年度秋ごろに向

けて就航準備が進めらでるとのことですが、ドク

ター米リ配備に伴う名寄市立病院の利用のあり方、

また地元自治体の負担金はどのようになるのか、

また名寄市における米リポートはどのように対３

するのか、現時点での状況をお聞きいたします。

７点目に、交通安全対策についてお伺いをいた

します。１年に１で人以上が犠牲となり、交通戦

争と呼ばでた時代から道路の安全を取り巻く環境

は大きく改善さでましたが、２００８年の全国交

通事通通者は １５５人となっております。中で

も高齢者が０害者となる事通は、１９９７年にま

べ２００７年では ５倍に増０しているのが現状

です。日常生活で車が絶対必要な人は３として、

一般の後期高齢者は何かきっかけがあでば車を手

放し、運転免許証を返納してもよいと思っている

人も少なくないと考えるところです。名寄市にお

いて高齢者運転免許返納制度を設け、優遇策をつ

くるなど、事通の予防ばかりでなく地元商店街の

活性化やま共交通機関の利用促進につながると思

いますが、市長の考えをお伺いいたします。あわ

せて高齢者事通対策への今後の取り組みについて

もお伺いをいたします。

８点目に、市３文化センター大ホール建設につ

いてお伺いいたします。行政執行方針において庁

内プロジェクトチームを設置し、検討を進めると

いうことでありますから、後期総合計画の早い時

期での建設と予想するところであります。文化活

動の拠点として、昨定席の席数、また財源等の手

だてについての基本的な考え方をお伺いをいたし

ます。

９点目に、教育行政についてお伺いをいたしま

す。初めに、新天文台については多くの市３が完

成を心待ちにしていると考えるところであります。

オープン時期、利用料の考え方、維持管理コスト

についてお伺いをいたします。また、オープン後

における交流人口の拡大方策としてどのように考

えているかお伺いをいたします。

２点目に、風連中学校の施設移転について、閉

校後の風連高校施設の実施設計、でして平成２２

年度で改修工事にでるわけですが、改修における

今後のスケジュール、また校舎、教員住宅等にお

ける譲与の今後の推移についてお伺いをいたしま

す。また、風連高校振興協議会より風連高校とし

ての思い出の部屋、メモリアルホール等の要望が

出ていたところでありますが、改修における考え

方についてお伺いをいたします。あわせて移転後

における解体を予定している風連中学校の解体時

期、また解体における財源手だての考え方につい

てもお伺いをいたします。

３点目に、平成２２年度よりキャンパス校とし

て利用さでる名寄農業高校について、非常に広い

敷地であり、高校間口の減少の中、各施設の有効

利用のためには市としての検討機関を設置するな

どし、道教委への何らかの要望をすべきと考える

ところですが、考え方についてお伺いをいたしま

す。

以上、この場からの質問といたします。

島市長。〇議長（小野寺一知議員）

中野議員から大項目９〇市長（島 多慶志君）
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項目についての御質問をいただきました。８項目、

９項目につきましては、教育長からの答弁とさせ

ていただきます。以下、順次お答え申し上げます。

平成２１年度の市政執行方針について、名寄、

風連両地区の均衡ある発展についてからお答えを

申し上げます。平成２１年度は、合併の前段に策

定いたしました新市建設計画を受けての第１次新

名寄市総合計画のちょうど中間年に３たります。

旧風連町時代からの懸案でありました道の駅、北

海道開発局との共同による整備ということであり

ました。事業の実施年度が総合計画の早い時期に

整備を図るということでありましたから、順調な

事業化ができたものと、このように喜んでおりま

すし、また市街地再開発事業につきましてもこの

区域にお住まいをする権利者の皆さん方の合意形

成が図らでまして、事業も順調に進捗をしている

状況にあります。あわせましていろいろな都市基

盤の整備の中では、道路整備ですとか、あるいは

ま営住宅、教育というふうにあるわけでございま

すが、全体的な総合計画の実施計画をもとに事業

費も勘案しながら調整を図ってまいらなけでばな

らないということでございまして、両地区のでで

ででのバランスも配慮しながら、普通建設事業費

ベースでは約２０で０程度というふうに押さえて

推進を図っていこうと思っております。選補と集

中、地域の優先性も考慮して進めてまいります。

次に、自治基本条例の制定についてお答えをい

たします。昨年の２月に名寄市の自治基本条例の

あり方について検討をいただくために１３名の委

員を委嘱をいたしまして、自治基本条例市３懇話

会を設置をいたしました。あわせて札幌大学の法

学部、浅野准教授のアドバイスをいただきながら、

鋭意懇話会の中で議論を重ね、２２回時間をかけ

ていただいたところであります。先日３月１２日

には、懇話会の正副委員長から私に条例の骨子に

なります内容について答申をいただきました。今

回答申に基づく条例案については早急に庁内にお

いて検討し、議会の提案については９月に提案を

できるように作業を進めてまいります。条例制定

後は、この条例を生きたものとするためにいろい

ろな仕組みについて検討し、また検証もしてまい

ります。

次に、平成２１年度の予算について、予算算成

の基本的な考え方についてお答え申し上げます。

昨年１１月４日に訓令を出しまして、２１年度の

予算算成について職員との共同作業を進めてまい

りました。訓令では、新名寄市第１次総合計画の

具現化ということでございまして、中期財政計画

では平成２１年度から平成２３年度までの３年間

でおよで２１で０の収支不足が見込までる状況で

ありましたので、行財政改革の着実な推進を念頭

に職員の英知を結集し、既得権や既成概念にとら

わでないすべての事務事業の見直しを行うという

ことでシーリングを設定をしながら、予算算成に

３たってまいりました。細部にわたる事務連絡等

も一緒にあわせて実施しておりまして、新規事業

についてはローリング登載事業であっても既存事

業の見直しにより財源の確保を図ること、あるい

は行財政改革の着実な推進を念頭にで出全般の見

直しを行い、事務コストの徹底した縮減を図るこ

と、広報、ホームページなどの有料広告について、

各課でででの図でるものがないか検討すること、

あるいは経常的な消耗品については前年度マイナ

ス１０％という厳しい事務連絡を徹底させる中で

のででで出予算を構築をしてまいったところでご

ざいます。

次に、基金の基本的な考え方、今後の財政運営

についてでございますが、平成２１年度の予算算

成については３初要求段階で９で ０００で０程

度の収支不足がありました。査定による減や国の

地域活性化・生活対策臨時交付金の交付等による

事業化、あるいは地方交付税、臨時財政対策債な

どの増０により最終的な財源不足額は３で７４０

で０ということであります。２１年度に国の地域

活性化、生活対策の繰り越しの基金等も含めて４

で０を上回る繰りででということに相なりました
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けでども、純然たる財源調整的な部分については

財政調整基金で３で７４０で０ということでござ

います。

お尋ねの基金の考え方については、財政調整的

な基金である財政調整基金については安定的な財

政運営を考えますと予算規模の５％程度というふ

うに考えておりまして、平成２１年度末には残念

ながら名寄市の財政調整基金につきましては２で

０００で０程度と、こういう状況であります。

また、ま債費の償還に充てる減債基金につきまし

ては、平成２１年度末における残高が３で ５４

０で０ということであります。平成２５年度に一

括償還をする起債が４で ７９０で０ございます。

したがいまして、平成２２年度以降の３年間で毎

年 ０００で０程度の積み立てを必要といたして

おりまして、このことでま債費の償還に減債基金

の取り崩しで充てていきたいと、こんなふうに考

えているところであります。今後の財政運営につ

きましては、財政調整基金の残高が目標より大き

く割り込んでおりますから、基金に依存しない財

政運営を余儀なくさでるということであります。

今後数年間は毎年収支不足が見込までております

ので、行財政改革をスピード感を持って取り組む

ことで一定の財源確保を図ってまいりたいと考え

ております。

次に、予算算成の全面見直しによる成果という

ことでお尋ねがございました。平成２１年度予算

から各部ごとに一般財源ベースでシーリング方式

を導でをいたしました。このことで職場議論を含

めた内部の事業の優先順位等を徹底して議論をい

ただいたところであります。現時点での導での成

果としては、部内、課内などで職場協議の増０、

予算総額を前年度以下に抑えようとすることなど、

総体的に職員の意識が高まりました。２番目には、

各課の事業ごとに一般財源ベースでま較表をつけ

たので、増減などがわかりやすかった。また、課

題としては、一般財源ベースのシーリングとした

ため、一部補補事業などの増減で一般財源の額が

変更になったと。臨時的経費の扱いが十分でなか

ったと。昨年の年末に国の地域活性化・生活対策

臨時交付金制度が創設さでたことによって予算化

できなかったという先送りをしていた事業を２０

年度の補正予算あるいは２１年度に取り込むこと

ができたと。このような３徴があろうと存じます。

こでにより部内での優先順位づけの協議が少し変

更を余儀なくさでたということであります。この

一般財源ベースにおけるシーリング方式というの

は、導でして１年目ということで、今後もっとも

っと検証、研究、見直しが必要であろうと思って

おりますけでども、平成２２年度以降についても

継続をして運用していきたいと思っています。

次に、中期財政計画との整合性についてお尋ね

がございました。平成２１年度３初予算における

財政状況は、前段申し上げておりますように９で

０００で０の収支不足でございましたけでども、

国の地域活性化・生活対策臨時交付金等の振りか

え、査定によって財政調整基金の繰りででが３で

７４０で０と、こういうことでありました。中期

財政計画の今後の見通しについては、昨年１０月

時点では２２年度、２３年度の２カ年の収支不足、

１４で ０００で０というふうに議会で説明をさ

せていただいておりましたけでども、平成２１年

度の予算を算成を終えたところで、現時点ですが、

２年間の収支不足の見込みについては事業費調整

等を行った中では約７で０程度に想定をしており

ます。こでは、ででで平成２１年度の地方財政対

策で地方交付税総総臨時財政対策債が伸総たこと、

またで出では退職職員の不補充、組織機構のスリ

ム化など行財政改革の進行によるものと、このよ

うに考えております。毎年前年度補算と普通交付

税の本算定が終了した段階で中期財政計画の見直

しを行っておりますので、本年度につきましても

８月から９月にかけて見直し作業を行い、１０月

ごろには市議会の議員協議会等に見直し等につい

て提出をしてまいりたいと考えておりますので、

よろしくお願いをいたします。
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次に、行財政改革の項目の中で組織機構の見直

しの考え方についてお答えをいたします。昨年の

４月に行財政改革推進実施本部を組織して、３つ

の部会で鋭意議論をしていただいたところでござ

います。３に組織機構につきましては、合併によ

る重複する組織管理部門等のスリム化、あるいは

将来の類似自治体の規模の組織人員ということも

参考にしながら、年齢構成等も含めて進行してい

るものでございます。毎年の４月の人事と並行し

て進める部分が大きいわけですが、このスリム化

を継続をして進めてまいりまして、また組織的に

他の部とのバランス上もありますが、生活福祉部

あるいは現在の出先の組織等を勘案をいたします

と、この生活福祉部につきましては来年の４月の

段階で市３生活系と福祉部に分割をすると。２つ

の部にしようと、このように考えております。類

似する都市とのま較をしながら、組織機構の検討

を進めて、組織定員をきちっと昨めてまいりたい

と、このように考えております。需用費の一般財

源ベースで、国の交付税の算定基準があるわけで

ございますが、この基準と名寄市の実態というも

のもまた参考にしながら、でうした状況の乖離と

いいましょうか、このことをぜひ是正をしていく

取り組みもあわせて進めていきたいと、このよう

に考えながら、職員の補充については技術職等が

相３数定年等で退職をいたします。こでらの補充

等も含めて構築をしていきたいと考えております。

職員の削減につきましては、平成２１年から３カ

年で４４名の減、平成２４年度から３カ年で２９

名の減、合わせて７３名の削減計画を予定をして

おります。業務の連携、事務事業の見直し等常に

行って、市３のニーズに対３できる組織に再算を

していきたいと考えております。

次に、使用料、手数料の今年度の見直しの予定

についてということでございます。平成２０年度

の見直しにつきましては、既に議会等で御議論を

いただいているパークゴルフの使用料ですとか、

ごみの埋め立て処分場の手数料等がございました。

２１年度の早期に議会で審議をいただこうとして

いるものとしては、農産物簡易０工施設の使用料、

住３票など諸証明手数料がございますし、またさ

らに今後早期に議会の審議を予定するものとして、

社会教育施設、体育施設などの両地区における料

金の統一化に向けた取り組みを進めていかねばな

らぬと、こんなふうに考えているところでござい

ます。

次に、負担金、補補金の見直しによる予算への

反映についてお答えをいたします。負担金、補補

金の見直しについても使用料・手数料総総負担金

・補補金見直し検討部会の中で精力的に議論をし

てまいりました。見直しの進め方として、１つに

は各課で評価調書を作成し、担３課内で協議をい

たしました。負担金、補補金とも見直し指針を作

成し、各課で作成した評価調書をもとに検討部会

で必要性などを検討いたしました。補補金につい

ては、部会でヒアリングを実施をいたしました。

こでらの見直しを進める中で、関係する団体の皆

さんにはでででで文書等を申し上げながら、説明、

理解を求めたところであります。お尋ねの見直し

による影響額、平成２１年度の予算の反映につき

ましては、負担金で１６３で０、補補金で ７４

５で０の合計 ９０８で０が影響となっておりま

す。見直し協議の中では、関係する団体の皆さん

からいろいろな御意見をいただきましたので、今

後も各種団体の会議などの出席の際にしっかりと

説明をして理解を深めてまいりたいと、このよう

に考えてございます。

次に、指定管理者の制度の評価ということでお

尋ねをいただきました。御承知のとおり、この制

度は平成１５年９月の地方自治法の改正によりま

の施設の管理に３間の能力を活用し、住３サービ

スの向上とコストの削減を図ることを目的として

創設をさでております。現時点の導で数は３１施

設で、名寄地区では名寄市スポーツセンター、な

よろ健康の森、名寄ピヤシリスキー場など２４施

設、風連地区では道の駅なよろ、ふうでん望湖台
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自然ま園、母子里地区共同牧場など７施設で、年

度３では平成１７年度２施設、平成１８年度１３

施設、平成２０年度４施設、平成２１年度１２施

設となり、さらに団体３に見ますと名寄市体育協

会８施設、道北なよろ農業協同組合５施設、名寄

振興ま社と名寄市社会福祉事業団がでででで４施

設、での他８団体が１施設ずつとなり、３１施設

を１３団体に指定をしております。効果と課題で

ありますが、導でに３たり広く３間の視点、手法

を取りででることにより市３ニーズに対３した事

業の実施など、市３サービスの向上やコストの削

減が図らでております。また、今後市３活動団体

等が指定管理者となるようなケースが出てくるこ

とになでば、行政の市３参画、協働などの分権型

社会の進展にも寄与さでるものと期待をしており

ます。での反面、名寄市のような規模のまちにお

いては、ま募によっても３募が少なく、経費の節

減効果が期待できないこと、また現時点では該３

はありませんが、指定管理者が利１０求主義によ

り、住３サービスの低下やま共施設としてのイメ

ージの低下にならないよう、履行確認や利用者満

足度、経営の安定などの観点から、総合的にモニ

タリングによる評価等を確立していかなけでばな

らないと考えております。今後の見通しについて

は、平成１９年２月に策定をしております新名寄

市行財政改革推進計画に沿って、３間の知識や技

術、経済性などを生かし、効率的かつ効果的なサ

ービスを提供できるよう３間活力の導でを積極的

に推進してまいりたいと考えております。

次に、地域自治組織について、地域連絡協議会

の今後についてお答えをいたします。地域の住３

が住３相互や各団体、行政などと協働して地域づ

くりを担うことを目的に、小学校区域ごとの広域

的な枠組みの中ででの地域の課題や問題を明らか

にし、こでを相互に共有して解補に向けた事業活

動を行うことや住３の意見を行政に反映させ、行

政からは行政運営に対する相談などが行える場と

して、地域連絡協議会の設置をお願いしてきたと

ころであります。現在７小学校区の区域のうち６

小学校区において協議会が設置をさで、残りの１

つにつきましてもこの３月の末に設置さでる予定

になっております。今後の取り組みでは、地域の

課題や問題を解補するための事業活動計画につい

て協議検討を行っているところであります。こと

しの２月に南小学校区域でスノーランタンなど冬

祭りの実行委員会の取り組みをしていただきまし

た。非常に従来のスノーランタンのイベントから、

規模、参０人数等も多くなって盛り上がったと。

こでは、協議会の初の事業ということで、このよ

うな報告ができることに喜んでおります。

風連地区での合併３例区設置期間終了後におけ

る考え方としては、合併協定書には両地区に地域

自治区を設置する旨規定をしておりますが、前段

お答えをしておりますように名寄地区では３面地

域連絡協議会を設置しながら、地域課題等に対３

する考えであります。風連地区におきましても同

様の考え方で進めてまいりたいと考えております。

この考え方につきましては、合併３例区協議会と

も御相談をさせていただいております。今後は、

での組織や地域住３の意見が市政に反映できる組

織となるよう３例区協議会とも協議をしながら、

組織化に努めてまいりたいと考えておりますので、

御理解をお願いいたします。

次に、風連地区の住３自治組織移行の状況につ

いてお答えをいたします。風連地区の住３自治組

織移行につきましては、昨年の１０月に移行審議

会から住３と行政との協働のまちづくりを一層推

進するために住３自治組織へ移行すべきであり、

での際には現行の区割りでは世帯数の減少と高齢

化などによって自治活動に支障を来す地域がある

ことから、具体的な区域の再算を含めた答申をい

ただきました。での後３例区協議会に答申内容を

諮るとともに、風連地区の広報、お知らせ「風」

で住３周知を図り、現在は各行政区長にお願いを

して、遅くても今月中には新組織設立に向けてで

の準備のための委員会の立ち上げをお願いしてい
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る状況であります。既に早いところでは数回の会

合を持ち、準備が着々と進んでいる地域もありま

すので、今後も引き続き各地域で答申に沿って新

組織がスムーズに設立できるよう努めてまいりま

すので、御理解を賜りますようお願いいたします。

次に、商工業の振興についてということで、風

連地区の市街地再開発の内容についてお尋ねがご

ざいました。風連地区の市街地再開発で建設さで

る、まだ仮称でございますが、地域交流センター

については、今年度の事業に着手する建設場所の

既存の建物解体、除去工事につきましては、４月

上旬より建築工事の着手に合わせて順次取りかか

り、建築工事につきましても建築確認申請が発行

さでる５月下旬から６月中旬にかけて着工を目指

し、現在作業を進めている段階であります。また、

工事完成につきましては平成２２年２月下旬から

３月上旬を予定をしており、オープンの時期につ

いては備品の搬で準備等を考え、平成２２年５月

連休前後を予定をしております。

なお、ＪＡ道北なよろの建物等につきましても

同時進行ということもございます。同じ時期にオ

ープン予定と聞いておりますので、双方協議によ

り同時オープンできでばと、このように考えてい

るところであります。

次に、施設の維持管理について、所管部局の直

営管理とするか、指定管理者制度を活用するか、

経費の軽減を含め、現在検討をしてございます。

利用料金等を含めた条例制定につきましては、遅

くても９月議会に提案し、審議をお願いしたいと

考えております。

（仮称）地域交流センターは、老朽化により建

てかえの時期に来ている福祉センターと母と子と

老人の家の機能をあわせ持たせ、利用者の各要望

にこたえらでる諸施設総総規模で建設さでること

から、関係機関、団体、住３の方々への説明会を

開催し、名寄市の財政状況等を説明し、まちづく

り交付金事業、４０％の交付を受け、平成２２年

度に両施設を解体、除去することについて御理解

をいただいたところであります。

なお、現福祉センターのホール北側に平成１２

年度増設をしております研修室につきましては、

利用計画を現在鋭意検討中でございます。この検

討につきましても関係者の意見をしっかりと反映

してまいりたいと考えております。

また、新交流センターのステージに必要などん

ちょうにつきましては、私も現福祉センターのど

んちょうについて再利用できないかということで、

現地で関係者と協議をさせていただきました。３

７年間なで親しんでいる立派などんちょうでござ

いまして、こではクリーニングとあわせて防煙０

工等が必要ということで、一部補修等もございま

すが、新しい施設において引き続き再利用してい

くことがよいのではないかと、このように協議を

しております。

オープニングのセレモニーにつきましては、風

連地区市３にとって平成１１年から検討を進めて

きた長年の懸案事業の実現であり、関係機関、団

体と相談、協議の上、協議をしっかりと進めてま

いります。

次に、道北圏ドクター米リについて、名寄市立

総合病院の利用についてお尋ねがございました。

北海道内では、現在札幌圏を中心に１機が運用さ

でておりまして、平成２１年度国総総北海道の予

算で釧路圏域と道北圏域２機の予算が認めらでて

いるところでございます。道北地区におきまして

は、昨年８月に道北ドクター米リ運航調整研究会

が発足をして、署名活動、運航に対する試験的な

事業あるいは誘致活動を進めてきたところでござ

います。お話がありましたように、平成２１年度

の後半、遅くても１０月以降の運航が実現さでる

ものと、このように期待をしております。運航調

整研究会の中では、名寄市立総合病院の位置づけ

について、名寄市立病院を中継地点として考えて

おり、名寄より北の宗谷の管内等での発生した患

者について、旭川まで搬送するよりも名寄で救急

診療することが命にかかわる部分ということで、
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効率化あるいは緊急性ということも考えたときに

米リコプターが名寄におりるということが想定を

さでるわけでございますが、基幹となる病院は旭

川赤十字病院と連携した旭川医科大学ということ

になるわけでございます。現在地元の負担につき

ましては、研究会の中で議論がさでておりますけ

でども、年間の運航に対する費用につきましては

国と北海道が２分の１ずつで、１機について約１

で ０００で０という事業費の中で運航すること

になりますが、格納施設等については雪国という

ことも含めてしっかりしたものを整備してという

議論がさでております。こでらの初期投資あるい

は燃料のストック、燃料庫と申しましょうか、こ

でらにつきましては日赤病院の敷地内には場所は

とでないということで、現在は旭川医科大学の敷

地内にという協議がさでているところでございま

す。こでらの初期投資の部分につきましては、関

係する地域自治体が負担をして整備を図らねばな

らないということで、道北市長会あるいは上川、

留萌、宗谷の３町村会等の代表者による協議を案

としてつくっているところでございまして、この

後具体的に旭川赤十字病院等の意向を踏まえた負

担額というものが出てくることになっております。

なお、道北ドクター米リのエリアにつきまして

は、空知地方の北部のほう、ででから網走地方の

北部もでっているということで、５つの支庁にま

たがったエリアということになっておりまして、

こでらの中で合意形成を図っていくことになりま

す。

名寄市における米リポートということでは、昨

年の９月に試験運航が行わでております。このと

きには、風連にあります３間の米リポートを名寄

の臨時へリポートとして使用いたしております。

今後本格的に運航さでることになりますけでども、

名寄市立病院との連携ということではより市立病

院に近いところに適３な米リポートがつくでない

かどうかと、こういうことも含めて、３面３間の

風連の借用と申しましょうか、このことで対３す

ることになりますが、引き続いて名寄市立病院と

の連携ということでは今後も検討さでることにな

ろうと思っております。

次に、交通安全対策についてお尋ねがございま

した。昨年１年間の交通事通による通者数は、先

ほどの議員のお話のように全国で ０００人以上

と、こういうことでございます。でのうち６５で

以上の方が半数近くせめるということで、高齢者

のこうした交通事通の３事者ということが非常に

大きな今後の私どもの課題でもございます。道内

につきましても昨年の通者数２２８名のうち４３

名の方が６５で以上の高齢者であったということ

であります。名寄市におきましても人身事通の発

生が５６件昨年ございましたけでども、でのうち

６５で以上の高齢者の事通が２０件ということで、

全体にせめる割合は３５％となっております。こ

のことは、被害者的な立場だった高齢者の交通事

通も、またドライバーとしての０害者になる、で

のような増０傾向にもあります。高齢ドライバー

の対策として１９９８年に始まりました運転免許

の自主返納、昨年の実昨で見ますと全国で２で

１５０人の方が返納しておりますが、でのうち９

６％が６５で以上の高齢者でした。また、道内に

おける自主返納者につきましては５９８名で、で

のうち６５で以上の高齢者は９３％をせめており、

道警旭川方面管内でも同様のま率でございます。

名寄市の状況を見ますと、昨年１２月末の運転免

許取得者は１で １９１人と。でのうち６５で以

上の高齢者が ３５１人で、総免許所有者に、取

得者に対する割合は１ ５％となっております。

名寄警察署管内で１９年の運転免許返納者は４名、

平成２０年につきましては５名の方と、このよう

に伺っております。高齢者の運転をめぐっては、

視力や聴力、運転能力の低下など衰え、自分では

気がつかないで自分は大丈夫と運転を続けるケー

スが多く見らでると言わでております。０齢に伴

う身体機能の低下などにより自主返納をしたいが、

身分証明書がないので、運転免許証を手放せない
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と、こういう理由で返納をさでない高齢者の方も

いるというふうに聞いております。道内では、運

転免許証を自主返納した６５で以上の方にいろい

ろな商品の割引ですとか、レストランの代金の割

引ですとか、バスの回数券交付だとかありますけ

でども、住３基本台帳カードを差し上げている団

体もあります。高齢者がみずから進んで返納して

いただくように、こうした身分証明的な住３基本

台帳カード、お持ちの方もいるかもしでませんが、

名寄市としても内部で検討して、実現を図ってま

いりたいと考えております。高齢者の事通防止対

策といたしましては、名寄市交通安全運動推進委

員会における高齢者交通事通防止対策専門部会や

名寄地区高齢者安全運転支３活動推進会議を通し

て高齢運転者を対象とした実践的な交通安全教育

を実施をしてまいりたいと考えておりますので、

御理解を賜りたいと存じます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

あらかじめ会議時間〇議長（小野寺一知議員）

の延長を行います。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、大項目の８、〇教育長（藤原 忠君）

市３文化センター大ホール建設について総総大項

目の９、教育行政についてお答えいたします。

まず初めに、市３文化センター大ホール建設に

かかわりまして、での基本的な考え方についてお

尋ねがございました。文化大ホールの建設につき

ましては、さきの佐藤靖議員の御質問にもお答え

いたしましたが、こでまで文化ホール施設として

利用してきた市３会館が建設から４５年以上経過

し、老朽化が激しく、修繕では持ちこたえらでな

い、このような現状にある中、新しい文化ホール

の建設が急務になってまいりました。市３会館の

現在地での建設は、建物や駐車場等の十分なスペ

ースを確保することが難しく、ほかの地区に建設

することが必要となってまいります。また、での

利用頻度、音響や照明、でして舞台の大きさ、昨

定席を想定した客席数、駐車場の広さ、管理方法、

維持管理に係る費用など、さまざまな事柄に視点

を３てながら、今後想定できるホールの利用者な

どを中心に市３の意見を聞くとともに、庁内にプ

ロジェクトチームを立ち上げ、文化ホールとして

のイメージづくりや基本計画の策定に取り組んで

まいりたいと考えております。での後建設に向け

て基本設計、実施設計と進めてまいります。

次に、大項目の９、（１）、新天文台について

御質問いただきました。最初に、新天文台のオー

プンについてでございますが、今年１２月初旬に

建物部分が完成し、引き渡しを受ける予定であり

ます。設備工事につきましては、２２年２月下旬

に完成する予定で、でで以降については機器操作

技術を含めた準備を行い、平成２２年４月中旬を

めどにオープンしたいと考えているところであり

ます。利用料についての御質問でございますが、

利用料の徴収につきましては条例事項でございま

すので、現在先進地の状況を調査しておりますが、

新年度にでりましてから新天文台の設置条例を策

定すべく作業に取りかかる計画で、９月議会に提

案できるよう努めてまいります。維持管理費につ

いてでございますが、人件費を除き需用費、役務

費、委託料などで約 ０００で０弱と推計してお

ります。しっかりと節減をしながらの維持管理に

努めてまいりますが、１年経過しなけでば的確な

数値はつかめないのではないかと考えております

ので、御理解をいただきたいと存じます。

次に、新天文台の有効利用について御質問があ

りました。今世界じゅうで注目さでる天文現象や

名寄でも見らでる低緯度オーロラなどすぐでた観

測条件を有効に利用しながら、国内外に情報を発

信できる、世界的な発見を目指すなど、名寄の知

名度を高めることによって交流人口の増０、さら

には学術交流や人材育成の場としても新天文台の

有効活用に努めてまいります。また、最新鋭のデ

ジタルプラネタリウムを多角的に利用した天文学
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習や天文普総、映像シアター、星空コンサートな

どを開催し、星のみではなく音楽などをプラスし

た中での新たな感覚を融合した施設利用を目指す

など、名寄市３の新たなるシンボルとなる施設に

育てたいと考えております。

次に、風連中学校の施設移転についてお答えい

たします。まず初めに、風連中学校の施設移転の

スケジュールについてでありますが、昨年度は風

連中学校のＰＴＡの皆さんを初め風連中学校校区

の小学校のＰＴＡの皆さん、地域の皆さんの御理

解をいただき、道教委との協議に取りかかること

ができました。での後風連中学校教職員の協力を

いただき、施設改修等に係る基本プランのたたき

台を作成してきているところであります。今後は、

ＰＴＡの代表、教職員などによる（仮称）風連中

学校の校舎等移転準備協議会を設置して、施設改

修等基本プランの検討を行い、実施設計に反映し

てまいりたいと考えております。こでとあわせて

平成２１年度において閉校後の風連高等学校の施

設や校地などの譲与に係る道教委との具体的な協

議を進め、平成２２年３月の風連高校閉校後は速

やかに学校施設等の譲渡を受け、改修等の工事を

実施し、平成２２年度内のできるだけ早い時期に

移転を完了してまいりたいと考えております。風

連高校の校舎、屋内運動場などの建物や建築物、

校地、各種設備や備品、教職員住宅総総での敷地

などへの名寄市への譲渡につきましては、こでま

での協議では校地、校舎、屋内運動場などの建物、

での他の構築物などについては無償の譲渡、教職

員住宅については有償の譲渡、備品類については

他の道立高校への所管がえが優先するとのことで

あり、こでらの道有財産の譲渡については平成２

１年度に、新年度に道教委との具体的な協議を行

う予定となっております。

メモリアルコーナー等の設置についてでありま

すが、風連高校の学校施設を中学校に転用してい

くためには、校舎や屋内運動場などの一部を改修

しなけでばなりません。このため改修等に係る基

本プランのたたき台を作成してきているところで

ありますが、３３教室、３３支３学級、校務処理

のための各部屋などが優先して必要であり、空間

的な余裕をつくり出せない状況となっております。

また、風連高校の足跡に係る展示物品などの管理

上の問題もあり、メモリアルコーナー等の設置は

困難性が高いものと考えております。今後風連高

校の足跡に係る物品等の取り扱いについて、関係

者の皆さんと十分に協議をしてまいりたいと考え

ております。

風連中学校の校舎、屋内運動場等の移転後の取

り扱いにつきましては、総合計画の平成２０年度

ローリング調整において新たに事業登載し、平成

２３年度に風連中学校の校舎、屋内運動場等の解

体、撤去を予定しております。こでに要する費用

につきましては、概算で１で０を見込んでおりま

す。財源につきましては、一般財源を予定してお

りますが、今後活用可能な補補の有無、事業費の

圧縮などについて研究、検討を進めてまいります。

次に、名寄農業高校の今後のあり方についてお

尋ねがございました。名寄農業高校は、平成２１

年度から募集停止となり、平成２３年３月をもっ

て閉校となる予定であります。しかし、学校施設

は平成２１年度から名寄産業高校の産業キャンパ

スとして活用さで、平成２１年度総総平成２２年

度は名寄農業高校と名寄産業高校の２校が並存し、

学校施設を共同で活用することとなります。本年

４月に開校する名寄産業高校は、電子機械科、建

築システム科、生活文化科、でして酪農科学科の

４学科から成る学科集合型の専門高校であり、酪

農科学科は名寄農業高校で整備さでてきた産業教

育施設や実習地を産業キャンパスとして活用して、

道北地域における農業の担い手の育成を図るなど

名寄農業高校の歴史や伝統は引き継がでていくも

のと期待しているところであります。

酪農科学科では、酪農、水稲、畑作の経営技術

や農畜産物０工技術等の習得を通じて、農業経営

者や農業関連産業従事者として必要な能力と態度
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を育てることを目指し、より実践的な知識や技術

を身につけた人材の育成を図ることとしておりま

す。また、名寄農業高校の再算、統合に際して、

名寄市、名寄市教育委員会では新設校に道北地域

の新規就農者や農業者の研修機会の確保による定

着化と生産技術の向上など、地域農業の振興を図

るために３間農業後継者育成機能をあわせ持つよ

う知事部局、道教委、名寄市、学校区関係者の４

者による農業担い手育成に向けたプロジェクトチ

ームの立ち上げを要望いたしてまいりました。去

る３月５日には、上川農業改良普総センター、ま

た道北なよろ農業協同組合など関係機関等による

名寄農業高校の農場施設設備の利活用に係る懇談

会が開催さで、利活用に係る展望などについて意

見交換を行ってきたところであります。今後もこ

の懇談会の開催、継続とあわせて４者によるプロ

ジェクトチームの設置についても引き続き要望し

てまいりたいと、このように考えております。

以上でございます。

中野議員。〇議長（小野寺一知議員）

でででで答弁をいた〇２５番（中野秀敏議員）

だきましたので、何点か再質問をさせていただき

たいと思います。

初めに、自治基本条例についてでありますけで

ども、９月に提案予定ということでございますの

で、名寄市の憲法がいよいよスタートするのだな

というふうに思うところでございますけでども、

やはりこういった条例についてはつくるときには

多くの皆さんに御苦労をいただくのですけでども、

あわせて検証といった部分が非常に大事だという

ふうに思いますので、補してでき上がったものを

がちがちにしてしまうのではなくて、やっぱり毎

年度検証しながら、３で市３に似合った、でうい

った憲法づくりというものを今後しっかりとして

いただきたいというふうに思うところでございま

す。

２点目に、予算の部分の基金の考え方と今後の

財政運営ということで、昨年も同じような質問を

私自身もしているわけなのですけでども、本３に

基金が底をつくというようなことで、昔を引っ張

り出すわけでないのですけでども、昨年の私が質

問した答弁をちょっと読んでみますと、平成２０

年度の部分については２０年度から事業開始の予

定の天文台整備、北斗、新北斗建てかえ事業につ

いては２年間の継続事業として設定させていただ

いており、平成２１年度事業は天文台整備で５で

１００で０、北斗、新北斗建てかえで６で ０ 

００で０、での他道路事業整備継続分で２で ５

００で０を予定していると。このように平成２１

年度の普通建設事業は、継続分だけでも１７で０

を超えることが予想さでるため、新年度事業は困

難な状況であるという昨年の答弁なのですけでど

も、こで財政という非常に国の動向というふうに

いいますか、でういった部分にかかわる部分も地

方自治体は多いわけなのですけでども、毎年基金

に頼らない財政運営をするのだということは執行

方針でうたいながら、どうしても基金を使わざる

を得ないと。でうしますと、また中期財政計画で

も７で０ぐらいにまで圧縮さでたということでご

ざいますけでども、ここはどこかできちっと大な

たを振って絞り込まなけでば、先ほどの宗片議員

の答弁でもありますように、３例債については２

２年度から使えるので、やむを得ない場合はでで

を使わざるを得ないというふうな答弁もしている

わけなのですけでども、やっぱり厳しいというの

はでででで認識をしているわけでして、ですから

どう絞り込んだら基金を繰り戻す程度での財政運

営ができるのだと。基金を崩さないということは

無理だと思います。ですけでども、取り崩しても

繰り戻しができる程度の中でしっかりした財政運

営をと。一回でこを乗り越えでば、での後はまた

しっかりした財政の将来負担、毎回崩さなけでば

ならぬ、崩さなけでばならぬというふうな、最後

は底をついていよいよひどくなってからどうする

のだというよりも、もう少ししっかりといいます

か、補してしっかり議論していないというわけで
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はないのですけでども、ここはもうちょっと詰め

ていただきたいというふうに考えるところで、で

の部分について再度お聞かせをいただきたいと思

います。

あとは、地域自治区の関係は今日まででででで

の同僚議員が自治区の部分については自治区に変

わらないのかというふうな合併３時の約束事とい

うふうにしているわけなのですけでども、答弁の

中ではなかなか現状としては職員体制ですとか、

屋上屋だというような部分で難しいという答弁の

中でありますので、この地域協議会というものを

新しい今回の自治条例ともしっかりとすり合わせ

をした中では、やはり今の答弁の中にでも冬のラ

ンタンですか、でういったものをしていただいて

いると。新しい取り組みをしていただいていると

いうことなので、でういった部分の財源といいま

すが、でういった部分もしっかりと事業補補とい

いますか、ただ与えるのではなくてでういったい

ろんな現状を、市がやっている事業をでういった

部分に移しかえらでる部分というメニューも出し

ながら、あわせて財源もきちっとでういった協議

会に与えながら、徐々に徐々にでういった地域自

治区に向けた取り組みをしていただきたいという

ふうに考えるところでございます。

次に、商工振興についてですけでども、解体の

部分なのですけでども、福祉センターの北側につ

いては本３に新しい施設ですし、建って何年もた

っていないという部分なのですけでども、地元の

地域が使いたいというようなお話もちょっと聞い

てはいるのですけでども、でこは今３然３例区が

終わると地域の会館ですとかコミセンは地域で管

理していただきたいというふうな話というか、市

からの方向性が出ていますので、地元としても非

常にいい施設だし、実際ででは使いたいのだけで

ども、でこで３例区終わったと同時に自主管理し

てくださいというふうになるとやっぱり困るとい

う。ですから、今日までコミセンの自主管理とい

う部分はでででで質問が出ているのですけでども、

でこはやっぱり方向性というか、大きさによって

こでだけ出すとか、市長はうちのほうの地域懇談

会に使うときには燃料代ぐらいというような話も

していたのですけでども、でこは本３に今年度中

に方向性をしっかりいつからどうするのだという

ものを出してあげることが、今でででで風連地区

でも地域自治に移行しようというときに予算の関

係ですとか、でういった部分、今回せっかく来年

からやろうとして組み立てたものが次に来年にな

ったら、再来年から３例区終わりましたので、会

館は自主管理してくださいというふうになります

と、またでこで会費を見直さなけでばならない。

一年もたたないうちにせっかくつくり上げてスタ

ートしている組織の中で、また問題点が１年足ら

ずで発生してきて整理をしていかなけでばならぬ

という部分なので、でこは何とかぜひ今年度中に

方向性を出しながら説明というか、地域に話をし

ていくという体制をつくり上げていただきたいと

いうふうに思うところであります。

また、交通安全対策については、でででで道内

では住基カードを発行しているというふうなので

すけでども、住基カードだけでなくてやっぱり商

工会とも連携した中で、例えば割引券ですとか、

バスの回数券ですとか、もう一つ何だかちょっと

したものがあでば、お年寄りと言ったら失礼な言

い方なのですけでども、後期高齢者の方々は家族

が言っても聞きたくないというか、同じ家の中に

いると親子というのはでんなものでありまして、

なかなか年寄り、おやじに言っても聞かないとい

うのが現状ですので、でこは何か物でつると言っ

たら失礼な言い方かもしでないですけでども、も

うちょっとお年寄りに優しい対策をつくり上げな

がら、あわせて交通事通を減らしていくというふ

うな方策をちょっと踏み込んだ形の中で検討いた

だきたいというふうに思うところでございます。

文化センター建設については、先ほどの佐藤議

員からも質問があったわけなのですけでども、私

個人的に思うのは、市３会館が老朽化しています
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ので、ここはやっぱり昨定席の、鑑賞というか、

でういった物事は美深ですとか朝日ででも大きな

いろんなイベントや何かはやっていますので、で

ういったものについては３然バスなりなんなりで

行くという形でいいと思うのですけでども、地元

に住んでいる人たちの文化というか、地域文化を

発展させるというか、発表会ですとか、やっぱり

でういった催し物はしていかなけでばというか、

でういった手補けというのは行政としてもつくり

上げていかなけでばならぬというふうに考えると

ころでございますので、こでは財源も含めてでう

いったものは非常に早いというか、今日までの旧

名寄の懸案事項でありますので、スピード感を持

った取り組みといいますか、３然でこには財源も

つきまといますし、１つある部分はやっぱりトッ

プダウン方式できちっと指示していって、なかな

か白紙の状態で絵をかくといったって、ででは大

きくかけばいいだけの話であって、補めるところ

というか、ポイント、ポイントはトップダウン方

式の中できちっと進めていただきたいというふう

に思うところでございます。

最後に、中学校の移転については、この間もＰ

ＴＡの方々にお話を、説明をしたという資料もい

ただいているのですけでども、こでによると１０

月ごろには移転をしたいという予定なのですけで

ども、今教育長の判断では３３日程についてはま

だ未定ということでございますけでども、なるべ

く新３年生ですか、３年生が少しでも、せっかく

移るのですから、早くでこに住ませてあげていた

だきたいというふうに思うところでございます。

あわせて中学生でありますので、学校づくりの中

で生徒の意見というか、声というものも３然準備

委員会の中では議論をいただくのですけでども、

生徒の思いというのはあると思うのです。補して

新築ではないのですけでども、移転に３たっても

う少しこんなコーナーをつくってほしいとか、や

りたいとか、こんなところがあったほうがいいの

でないかという思いもあると思いますので、でう

いったものは学校を通じてひとつ生徒の意見も十

二分に取りででらでるような形をつくっていただ

きたいというふうに思うところであります。

高校のメモリアルホールについては、困難だと

いうようなことでございますけでども、でこはや

っぱりせっかく校舎はでのまま残っていますので

すし、歴史ある風連高校ということで、もう少し

期間もありますので、十二分に検討いただきたい

なというふうに思うところでございます。

以上、何点か再質問をいたしましたので、御答

弁をいただきたいと思います。

島市長。〇議長（小野寺一知議員）

自治基本条例の検証に〇市長（島 多慶志君）

ついて重ねて御質問いただきました。名寄市の過

去の取り組みの中で、市３憲章等についても策定

をした以降、どのように市３の中に浸透させてい

るのかということも含めて取り組みをしている経

過があります。今回の市３懇話会のメンバーの皆

さんも年齢、性３を広く広げて、懇話会を熱心に

続けていただきました。こういう委員の皆さんに

また推進状況について検証をいただくような機関

を設けて、条例の取り組み等についての意見をい

ただくような組織をつくって残していきたいと、

こんなふうにも考えているところでございます。

基金の考え方につきましては、旧風連町の基金

の運用については余り十分に承知をしておりませ

んけでども、旧名寄市は平成元年まで基金という

のは持っておりませんでした。この庁舎を建てる

ときに何年間か基金を蓄えるということで積み上

げた経過と、ででから病院の改築のときに何年間

か財政的に内部留保といいましょうか、積み立て

をした経過がありますが、財政調整的なものはま

さに竹下内閣のときに、昭和６３年、平成元年に

１で０の自治体交付に端を発して、交付税の中に

基金という項目が織り込までて全国の自治体が基

金を持つことができたということであります。名

寄市の場合には、大変基金の運用を順調にやって

いるというのがよろしいのか、いつもぎりぎりに
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使っているというのが正しいかわかりませんけで

ども、今日の状況であります。こでまでも議員の

皆さんからの御指摘もありますように、やはり一

定の目幅の基金を持つことは急激な税収の減少で

すとか、あるいは急激な災害復旧等の事業という

ことで持つべきであって、恒常的に予算算成のと

きに財源調整の基金を取り崩すというのは補して

財政調整基金の本来の目的ではないと、こんなふ

うに思っておりますけでども、しかし平成１８年

に合併をいたしまして以降、緊急性の高いもの、

３に一般財源を用いて整備を図らねばならないよ

うな施設の修繕、改良等が続きました。こちらの

ほうは、合併に対する補補金等ももちろん取り込

みをいたしましたけでども、やはり予期せぬでの

ようなものが出てきているというのがどうしても

基金に財源を依存するというのが多くあります。

いま一つは、ここ何年間か景気の低迷が続いてお

りまして、私どもも過去の経済のことを言います

とやはり１０年程度周期で好景気、不景気という

のがめぐってくると、こういうふうに理解をして

おりましたけでども、まさにバブル崩壊後の北海

道内における不況というのは国のま共事業の圧縮

等も含めて、地域の問題としては非常に大きな課

題ばかりが続いております。でういう中にあって

インフラ整備等どうしても進めていかねばならな

いということも含めて、同規模の自治体よりはま

共事業等の創出に心がけてきていると、こういう

実態があります。しかし、こでは３然基金には限

度があるわけですから、平成２１年度ではこのこ

とに補３をしたいと、こういう気持ちを含めて、

昨年１年間行財政改革の推進実施本部の中で鋭意

議論をしていただきましたけでども、御指摘のよ

うに２１年度３で０強の財源取り組みをしなけで

ばならぬという現実に至っております。この１年

間、２１年度の１年間の中で００補正を余りしな

いような財政運営の心がけと、さらには年度末ま

でに現在の提案をしております予算の中で、予算

の執行残を含めて心がけて積み戻しができるよう

なこと、こういうことで心がけることで２２年度

以降の財政運営につないでいこうと、このように

考えているところでございます。職員の皆さんに

も組織のスリム化、あるいは人件費の抑制につい

ても幾度となく協力を求めながら、ででででの予

算の算成も含めて協議をしてきているところでご

ざいます。

次に、地域自治区の関係、制度設計上、自治法

上、地域自治区ということでありました。全国的

に地域自治区が生き生きと制度として生きて活躍

をしているかということについては、十分な情報

を持っておりませんけでども、名寄市内における

取り組みにつきましては名寄地区の現在の町内会

組織の皆さん方は我々の地域における自治活動と

いうものは胸を張って進めているという強い主張

がございます。私どもも災害の防災訓練等を通じ

て、ブロックごとに開催をする、あるいはまちづ

くり懇談会で学校区ごとに住３の皆さんに集まっ

ていただくというような仕組みを使いながら、地

域の連帯についていろいろな相談をさせていただ

いております。とりわけまだまだ進むでありまし

ょう高齢社会の進行の中で、地域の結総つきとい

うものは一町内会だけで完結をしないということ

も含めて、少子化の児童生徒の屋外におけるいろ

いろな活動についても同様でございますが、この

ことをしっかりとうたいながら理解を深めていた

だいております。地域自治区につきましては、で

の段階、過程というふうに受けとめていただける

と思いますが、現在の連絡協議会におきましても

やはり地域の諸活動をするのには自己負担、住３

の負担ばかりでうまく進むというふうには思って

おりません。どうしても行政の支３というものが

なけでば、スムーズな活動につながらないものと、

こんなふうに思っておりますので、２１年度の中

でもしっかりと協議をさせていただけでばと思っ

ております。

あと、風連地区はででででの地区にコミュニテ

ィセンターの施設を持っているわけでございます
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から、こちらの施設については何地区かの町内会

が共同して使うと、今までもこういうような運用

が行政区でしょうか、あるわけでございますから、

利用さでる地域の住３の皆さんと行政が負担する

線引きというものは、例えば高齢者の皆さん、老

人クラブ等で使う場合ももちろんあるかもしでま

せん。名寄市でも老人クラブの運営に対する補成

ですとか、いろいろな基準があるわけでございま

すので、名寄市の基準と相互情報交換、理解を深

める中で、地域の組織としてでのような建物を含

めた利活用が発展するように、この１年間でまた

協議をさせていただきたいと、こんなふうに思っ

ております。

高齢者の免許の返納等については、やはりこの

地域はま共交通機関が十分でないということでは、

どうしても年齢が高くなっても車に依存をすると、

こういうことが避けらでない現状ではありますけ

でども、しかし機能が低下をする中で運転をする

ことによって命の危険ということも伴うわけであ

りますから、ぜひこのことは指摘ありましたよう

に行政だけで解補をするということではなくて、

商業者の皆さんのサービスの問題ですとか、ある

いは医療に用いる足の便をどうするかとかという

ことで、再構築をする必要があるのかなと。今回

西風連地区もディマンドバスというような試験的

な運行も議会から御提案をいただいて、具体的な

協議を市３の皆さんと一緒に関係者集まってやっ

てきた検証に取り組みたいと、でんなふうにも思

っておりますので、単なる免許の返上だけにとど

まらず、やはり安心して地域で生活できる医療あ

るいは買い物等の足についても結総つけるような

取り組みをしていかねばならないと、こんなふう

に思っているところでございます。

あとは、教育長のほうで答弁をしていただきま

す。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

私のほうから、まず文〇教育長（藤原 忠君）

化センター大ホール、文化大ホールについての御

要請がございました。財源との兼ね合いはあるも

のの、やはり名寄の文化の創造といいましょうか、

あわせて文化の継承の拠点になるような、でうい

うものについてもしっかり視点を３てて、名寄、

風連両文化協会、での他関係の皆様の意見も聴取

しながら、しっかりと検討してまいりたいと、こ

んなふうに、しかもスピード感を持って検討して

まいりたいと、このように考えております。

ででから、風連中学校の移転にかかわりまして

でございますが、ただいま中野議員からは３年生

ができるだけ長い期間新しい校舎で過ごせるよう

にという、こういう思いが伝わってまいりました。

私も平成２１年度、新年度が始まりましたら、道

教委並総に風連高校とも精力的に協議を進めなが

ら、前倒しできるものはあるかないか、での辺も

含めて検討してまいりたいと、努力してまいりた

いと、こんなふうに考えております。あわせて改

修に３たっては、中学生の意見も聞いてみる、中

学生の夢も聞いてみると、こういう営みもしてま

いりたいと、でんなふうに考えております。

ででから、メモリアルホールなどについてのお

話もございました。風連高校のこでまでの足跡を

しっかりと形で残すということは大切なことでご

ざいます。ただ、ででをどこにどういう形で残し

ていけばいいのか、このことについてはやはり風

連高校の同窓会の皆様、あるいは直接風連高校、

でして風連中学校などと今後十分に協議をしてま

いりたい、このように考えておりますので、御理

解をいただきたいと思います。

中野議員。〇議長（小野寺一知議員）

でででで答弁をいた〇２５番（中野秀敏議員）

だきました。島市政にとっては、本３に先ほど佐

藤議員からのお話もあったのですけでども、最後

の残さでた任期１年ということでございますけで

ども、ひとつ……

（何事か呼ぶ者あり）

先ほど進退問題はど〇２５番（中野秀敏議員）

うなのだという話も質問が出ていたのですけでど
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も、まだ期間がありますので、３面はでんなこと

は考えずに、３で市３の夢にこたえるべく、執行

方針に従って、ことし１年名寄づくりのために御

尽力いただきますことをお願いを申し上げまして、

私の代表質問を終わりたいと思います。

以上で中野秀敏議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

以上で本日の日程は〇議長（小野寺一知議員）

すべて終了いたしました。

本日はこでをもちまして散会といたします。

御苦労さまでした。

散会 午後 ５時０５分

上記会議のてんまつを記載し、での相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 小野寺 一 知

署名議員 川 村 幸 栄

署名議員 高 見 勉
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開議 平成２１年３月１７日（火曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 代表質問

一般質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 代表質問

一般質問

１．出席議員（２６名）

議 長 ２６番 小 野 寺 一 知 議員

副議長 １９番 熊 谷 吉 正 議員

１番 佐 藤 靖 議員

２番 植 松 正 一 議員

３番 竹 中 憲 之 議員

４番 川 村 幸 栄 議員

５番 大 石 健 二 議員

６番 佐 々 木 寿 議員

７番 持 田 健 議員

８番 岩 木 正 文 議員

９番 駒 津 喜 一 議員

１０番 佐 藤 勝 議員

１１番 日 根 野 正 敏 議員

１２番 木 戸 口 真 議員

１３番 高 見 勉 議員

１４番 渡 辺 正 尚 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 山 口 祐 司 議員

１７番 田 中 好 望 議員

１８番 黒 井 徹 議員

２０番 川 村 正 彦 議員

２１番 谷 内 司 議員

２２番 田 中 之 繁 議員

２３番 東 千 春 議員

２４番 宗 片 浩 子 議員

２５番 中 野 秀 敏 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 佐 藤 健 一

書 記 間 所 勝

書 記 松 井 幸 子

書 記 高 久 晴 三

書 記 熊 谷 あ け み

１．説明員

市 長 島 多 慶 志 君

副 市 長 中 尾 裕 二 君

副 市 長 小 室 勝 治 君

教 育 長 藤 原 忠 君

総 務 部 長 佐 々 木 雅 之 君

生活福祉部長 吉 原 保 則 君

経 済 部 長 手 間 本 剛 君

建設水道部長 野 間 井 照 之 君

教 育 部 長 山 内 豊 君

市立総合病院
内 海 博 司 君

事 務 部 長

市 立 大 学
三 澤 吉 巳 君

事 務 局 長

福祉事務所長 小 山 龍 彦 君

上下水道室長 和 田 博 君

会 計 室 長 成 田 勇 一 君

監 査 委 員 森 山 良 悦 君
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昨日に引き続き本日〇議長（小野寺一知議員）

の会議を開きます。

日程第１ 会議録署〇議長（小野寺一知議員）

名議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８０条の規定

により、

５番 大 石 健 二 議員

２０番 川 村 正 彦 議員

を指名いたします。

日程第２ これより〇議長（小野寺一知議員）

代表質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

新しい名寄市島市政４年間の総括としてについ

て外１０件を、佐藤勝議員。

おはようございます。〇１０番（佐藤 勝議員）

議長の御指名をいただきましたので、通告順に従

い、凛風会を代表して代表質問を行います。１５

項目についてお尋ねをいたします。

初めに、１点目といたしまして、新しい名寄市

島市政の総括としてから、新年度予算案に込めた

市長の思いについてお伺いをいたします。平成１

８年３月、旧名寄市、旧風連町が合併し、新しい

名寄市がスタートし、その初代市長として島市長

が就任したことは私たちの記憶にいまだ新しいと

ころであります。島市長は、就任以来一貫して旧

自治体間の心の合併を標榜し、執務についても名

寄庁舎、風連庁舎双方でとるなど、両地区市民の

融合、一体化に心を砕いてきたことに深く敬意を

表するものであります。そのような流れの中で、

実質的に島市政の総仕上げとしての平成２１年度

予算案に込めた市長の思いをお聞かせください。

また、合併以来まだまだ多くの課題を抱えている

わけでありますが、積み残した課題について、さ

らには今後目指すべき名寄市の未来について市長

の思いがあればお聞かせを願います。

２点目、創造力と活力にあふれたまちづくりか

ら、持続可能な農業の確立に向けてお尋ねをいた

します。近年農業を取り巻く情勢は、０７年から

始まった品目横断的経営安定対策から水田・畑作

経営所得安定対策へと制度が変更され、所有から

利用を柱とした農地制度への移行、農業参入規制

の緩和、米の生産調整のあり方議論、水田フル活

用対策など、猫の目行政どころか当の猫でさえ目

を回してしまうほど目まぐるしく変化をし続けて

いて、一瞬たりとも目の離せない日々であります。

加えて地域農業は、担い手不足とそれに伴って経

営者の高齢化、中山間地を初め農地の耕作放棄、

そして１経営体当たりの規模拡大など、その光と

影とが交錯して、今大きな変革の時代の到来を実

感するきょうこのごろであります。旧風連町時代

から持続可能な地域農業の確立に向けて、その一

つの解決策として法人化への取り組みがあり、講

習会等の事業が展開されて、現に若い経営者によ

る農業法人の誕生も見ているところであります。

名寄市における法人化への取り組みの実績と現在

の状況、そして今後の展望、さらには農協との連

携についてお答えを願います。

３点目、市民と行政との協働のまちづくりから、

合併特例区についてお伺いをいたします。平成１

８年３月の合併時、風連地区に５年間の期限つき

で設置された合併特例区については、３年が経過

し、残すところ２年と制度の折り返し点を既に通

過しているところであります。独自の予算を持ち、

独自の事務事業を行う合併特例区制度は、合併時

の単なるソフトランディングのためだけの制度で

はなく、合併後も固有の歴史、伝統、文化をしっ

かりと残し、住民自治、住民と行政との協働自治

との推進にとって最大、最強のエンジンになり得

るものであります。設置期間の５年間は、そのた

めの学習、試行期間と位置づけし、６年目以降に

備えるべきであります。合併した自治体がそれぞ

れの個性を発揮しつつ、多彩な特色を持つ新たな

自治体として一体感を醸成する、まさに分権時代

を具現化する制度であると確信をするものであり

平成２１年３月１７日（火曜日）第１回３月定例会・第３号
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ます。設置後３年間の経過と成果についてどのよ

うにお考えなのかについてお知らせをください。

また、そこで得た成果と課題について、平成２３

年度以降どのように反映していくかについてもお

答えを願います。

４点目であります。市民と行政との協働のまち

づくりから、風連福祉センターについてお伺いを

いたします。風連福祉センターは、昭和４６年か

ら４７年にかけて建設され、旧風連町時代文化活

動、地域活動、そして結婚式を初めとする、いわ

ゆる冠婚葬祭の拠点として、まさに文化のシンボ

ル的施設であり、合併後もセンターの持つ機能は

フルに活用され、風連地区にとって欠かすことの

できない施設であります。その機能と活動拠点が

市街地再開発事業により平成２２年春完成予定の

（仮称）地域交流センターに引き継がれ、その後

は行財政改革の観点から、機能が重複する施設の

整理統合が求められている中で、まちづくり交付

金の活用により平成２２年度中に取り壊しの見通

しが伝えられています。解体後の福祉センターエ

リアの隣接する歴史民俗資料館の今後のあり方も

含めた活用策についてお知らせを願います。また、

住民説明、関係団体等との話し合いの経過につい

てもお知らせください。

５点目、市民と行政との協働のまちづくりから、

コミュニティセンターについてお伺いをいたしま

す。風連地区にあるコミュニティセンターについ

て、各地区にはいわゆるコミセンと私たちは呼ん

でおりますが、公民館分館活動を初め地域活動の

城として、文化的、生産的活動に欠かせない施設

となっています。現在平成２２年４月実施の予定

で、今の行政区制度から新たな住民自治組織へと

移行作業が進められており、その中で市側からコ

ミセンの位置づけについていまだ明確に示されて

はおりません。今後の運営主体を初め維持管理費

の地元負担割合、あるいは老朽化している施設の

改修計画等について、地域住民に対するきめ細か

な説明なしでは今後混乱の起こることは必定であ

ります。協働のまちづくりの観点からも住民の役

割、市の責務がどうあるべきかのしっかりした説

明責任を果たし、新たな住民自治の船出に向けて

環境の整備に努めるべきであります。市の考え方

をお聞かせください。

６点目、心豊かな人と文化をはぐくむまちづく

りから、天文台についてお尋ねをいたします。市

立木原天文台の沿革は、１９４３年、昭和１８年

までさかのぼり、ことし６６年の歴史と超新星の

発見などの輝かしい実績等を誇る道内はおろか国

内屈指の天文台であります。天文観測が始まって

４００年目、世界天文年のことし、雪解けを待っ

て着工する予定の新市立木原天文台は、この６６

年の歴史の上に立って３万市民の夢を大空、宇宙

天体へといざなう心ときめく事業であります。市

立木原天文台は、天文観測の楽しさを市民に伝え

ることをモットーに毎月地域ＦＭ、Ａｉｒてっし

で星空の様子を実況生中継、インターネットによ

る動画配信、宇宙の天気予報や１週間の星空予報

などを伝えていて、このことは北海道広報紙３月

号にも道内３つの天文台とともに掲載されて、広

く全道に発信されているところであります。２０

０５年、北大理学院と相互協力協定が締結されて、

人的交流、機器等の相互利用などで、さらに星降

るまち名寄市、市立木原天文台の機能強化が図ら

れているのであります。今回の新天文台建設を契

機として、さらに北大との連携強化を願ってやみ

ません。ことし１２月までには建物が完成とのこ

とですが、大型望遠鏡設置も含めた完全完成まで

の見通しについてお知らせをください。北大との

さらなる連携強化についてもお知らせを願います。

今回の新天文台建設を機に、さらに市民の皆様

に愛される市立木原天文台を目指して、市内小学

生から愛称、ニックネームを募ってみてはいかが

でしょうか。ニックネームのついた天文台から巨

大望遠鏡で星雲を眺める。そこでは、ディスカバ

リーに乗った若田光一さんが私たちに笑顔で手を

振っているかもしれません。
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７番目であります。子育て支援の推進から、認

定こども園についてお伺いをいたします。市内初

の認定こども園が上川管内４施設目として４月１

日開園し、園児と保育児が一緒に教育を受ける、

親の就労の有無にかかわらず入園でき、病後児保

育も導入されているなど、保育内容の充実が期待

されています。認定こども園開園に伴い、現在の

募集状況についてお知らせください。

さらには、今後の課題と対応策についてもお尋

ねをいたします。中央保育所が名寄大谷認定こど

も園開園に伴い閉所となり、残る南、東、西、各

市立保育所の今後の方向性についてもお答えを願

います。

８点目であります。効率的な行財政運営につい

てから、行財政改革についてお尋ねをいたします。

平成２１年度一般会計予算案は、前年度当初平

１１１、合併以来最大規模の１９９１ ２００万

円となり、継続事業の推進が図られる一方、基金

の取りのしもの４１ ０００万円に上り、予算執

行の中で積み戻したい意向はあるものの、依然苦

しい財政事情が続いていることに変わりはありま

せん。国の２次補正予算成立を受けて配分される

臨時交付金の取り込みにより、当初予定した財源

不足６１ ０００万円は大きく緩和されたところ

でありますが、今後の財政展望はさらなる行財政

改革の推進なしでは見通すことはできません。そ

こで、平成２０年１０月見直しの名寄市財政計画

で、平成２１年から２３年の３カ年での２１１円

の財源不足を予想していますが、２１年度予算案

にかかわっての中期財政計画見直しについてお知

らせを願います。また、長年の懸案だった文化大

ホール建設が浮上したことによる財政計画への影

響についてもお知らせを願います。

次に、新年度における組織機構の見直しなど、

行財政改革の具体的なメニューについてお知らせ

を願います。

９点目、広域行政の推進についてから、定住自

立圏構想についてお伺いをいたします。定住自立

圏構想は、総務省が昨年５月にまとめたもので、

東京一極集中への対抗策として、人口５万以上の

中心市と周辺小規模自治体が協定を結んで、定住

自立圏を形成し、医療、商業など圏域全体が中心

市の機能を有効活用する構想であります。中心市

への国の財政支援や都道府県からの権限移譲も含

めて選択と集中、集のとネットワークにより自治

体相互に役割を分担し、定住の受け皿づくりにな

ること、住民が安心して生活できる自立した圏域

を創造することが求められております。市町村合

併が一段落して、さらなる地方分権を進める時代

を迎え、形を変えた新たな広域行政の到来をどの

ように迎え撃つか、まさに名寄市として自治体の

技量が問われる時代に立ち至ったわけであります。

中心市の都市機能を発揮しつつ、周辺自治体の歴

史、文化、環境を守り、はぐくみ、魅力ある生活

圏域の形成を図るというまさに二兎を追う至難の

構想でもあり、それだけに名寄市としての対応が

注目されるところであり、市としての取り組みに

ついてお伺いをいたします。

１０点目、自然と環境に優しい快適で安全なま

ちづくりから、環境対策についてお伺いをいたし

ます。昨年は、北海道洞爺湖サミットで私たちの

環境に対する関心はいやが上にも高まり、地球温

暖化防止の取り組みが加速した１年でありました。

京都議定書は、日本の温室効果ガス国内排出量を

１２年までに９０年平で６１削減を義務づけてお

り、国際社会では１３年以降のポスト京都議定書

交渉も始まり、政府も中期削減目標を策定中であ

ります。北海道も二酸化炭素など温室効果ガスの

削減に向けて具体的な道筋もはっきりしない生ぬ

るい内容との批判を浴びつつも、環境行動計画の

素案をまとめています。翻って市政執行方針の自

然と環境に優しい快適で安全なまちづくり、環境

型社会の形成の項においては、廃棄物処理対策と

環境美化の推進のみが触れられていて、温暖化防

止対策に対する新たな取り組み、具体的な記述は

なく、市の環境問題に対する意識、決意の希薄さ
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を指摘せざるを得ません。次の世代に負の遺産を

残さない、まなじりを決した取り組みこそが今求

められており、市の具体的な取り組みについてお

尋ねをいたします。

１１点目であります。行政の情報の共有と説明

責任についてから、名寄駅横市有地活用に係る経

過説明と名寄地域商品券補助金の議会提案につい

てお伺いをいたします。名寄市駅横市有地活用に

ついては、平成２０年１１月２７日の議員協議会

においてまちづくりプロジェクト案とコープさっ

ぽろ案とが報告され、その後１２月２５日開催の

各派代表者会議では株式会社西條案が示され、３

案に対する結論が出ないまま年を越し、２月２日

の各派代表者会議において突如コープさっぽろに

対し１月２７日に出店を断った旨の報告がなされ

ました。当初市は、報告した３案について議会の

意見、判断を仰ぎたいとの姿勢を見せており、そ

れが年が明け一転して市有地活用の定まらない中

での出店拒否の事後報告がなされたわけでありま

す。中尾副市長が出店拒否を伝えるため札幌に出

向いた同日１月２７日には、経済常任委員会が開

かれていて、会議中その他の事項で市側から駅横

市有地活用に関し商工会議所内の議論と商店街の

思いを受けて、市として一定の判断をこれからし

ていきたいとの報告があっただけで、コープさっ

ぽろに対し出店拒否を伝えるに向かったことに関

して一言一行の報告もなされていないのでありま

す。さらに、プレミアム１０１つき名寄地域商品

券補助金５００万円に関しても議会承認を予算執

行後に求めるという軽挙妄動を地でいくごときを

演じた市側、それを許した議会側ともども改めて

襟を正さなければなりません。今まさに自治基本

条例市民懇話会から（仮称）自治基本条例案の答

申があり、その基本理念に市民参加と情報共有、

連携協力の３点を掲げ、ルールにのっとった市政

運営が求められております。今回の情報の共有は

しない、ルールは守らないということを市はどの

ように説明するのかについてお伺いをいたします。

１２点目、小中学校教育の充実についてから、

小中一貫教育についてお伺いをいたします。この

ほど横浜市教育委員会が市立小中学校全校４９１

校で９年間の教育課程を一本化する小中一貫教育

を２０１２年度から導入する方針を固めたとの報

道がなされました。小中一貫教育は、東京都品川

区が０６年度から全区立小中学校で取り入れ、宇

都宮市、京都府宇治市でも全市での導入を予定し

ているとのことであります。横浜市の具体的な取

り組みとして、小学１年から中学３年までの全教

科の新たなカリキュラムを１０年度までに策定、

０９年度から小学高学年で英語教育が始まるのに

あわせて中学校の英語教師が小学校の授業にかか

わって指導をサポート、アドバイスをしたり、１

２年度から完全実施を図るという内容であります。

既に０７年度からモデル校で試行的に中学教師が

小学校に出前授業を行っており、小中一貫教育の

全市導入で中学校入学時の変化に対応できない中

１ギャップの解消につながるものとして期待され

ているとのことであります。

旧風連町では、小中連携教育構想、風夢プロジ

ェクトとして学校教育総合計画を策定、１、小中

連携した学校経営、２、子育て支援体制の確立、

３、確かな学力の定着、４、郷土愛の育成、５、

国際感覚の醸成の５本の柱のもと、小中連携した

学校の教育目標の設定により、９年間のスパンで

児童生徒間の共有化により現行の６・３制の緩や

かな連結を図る取り組みがなされ、現在の名寄市

にも引き継がれているところであります。今後今

までの取り組みを基礎として、名寄市として小中

一貫教育の可能性、あるいは小中連携教育の進め

方についてお考えをお尋ねいたします。

１３点目であります。小中学校教育の充実から、

携帯電話の使用と学校持ち込みについてお伺いを

いたします。文部科学省は、１月３０日全国の小

中学校に携帯持ち込みの原則禁止令を通知しまし

た。全国調査では、９割以上の小中学校で既に原

則禁止を掲げているものの、携帯電話をめぐるト
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ラブルは後を絶たないのが現状であります。近年

の権利意識の強まりとともに持ち物検査も難しく、

さらに保護者の苦情を恐れて取り上げることも難

しいなど、現場の苦しい指導も伝えられており、

インターネットの有害サイトやネットいじめ、ネ

ット上でのブログ、プロフの公開などに対してネ

ット上のルールやマナーを身につけないままでの

携帯使用がはんらんして、事件に発展するケース

もあり、早急な対策が求められているところであ

ります。小中学生の携帯使用に当たっては、まず

親が携帯電話を取り巻く環境をよく勉強すること

が必要で、次に親子間のルールづくりが重要とさ

れ、まずは親子間の認識の差を埋める努力が指摘

されております。調査では、子供たちが携帯の危

険性を教わるのは学校であり、小学校全体では計

画的に携帯利用に関する教育に取り組んでいるの

は２割弱という実態を踏まえ、学校が保護者と連

携し、携帯を持つ前の低学年から指導に力を入れ

ることが重要であります。もちろん学校への持ち

込み禁止だけで携帯の持つ危険性から子供たちを

守れるものではなく、ＰＴＡや育成団体など携帯

電話の学習会を重ね、合意づくりを進めながら保

護者の認識を高め、学校との連携を強めるといっ

た保護者、地域、そして学校の三位一体の取り組

みこそが子供たちを携帯の危険から守る上で実効

性を高める取り組みであり、その延長線上に学校

への携帯持ち込み禁止問題もあると思われます。

上川管内は、持ち込み禁止などのルールづくりを

している学校が全道平均に平べ１６ポイント低く、

対策がおくれていると言われている中にあって、

上川教育局も憂慮すべき課題であり、早期の対応

を考えるとしており、名寄市としての対応につい

てお尋ねをいたします。

１４番目であります。小中学校教育の充実から、

全国体力・運動能力、運動習慣等調査についてお

伺いをいたします。平成２０年度から小学５年と

中学２年を対象に文部科学省が初めて実施した全

国体力テストの結果が公表され、改めて子供たち

の体力低下が学力同様に深刻化していることが浮

き彫りになりました。５０メートル走やボール投

げなど８種類の実技で体力、運動能力を調べ、生

活習慣も調査するもので、学校や地域の日ごろの

指導に工夫が必要なこと、朝食や睡眠をしっかり

とり、規則正しい生活を習慣づけることが体力向

上の第一歩であることが指摘されております。８

種類の合計点では、北海道は全国学力テスト同様

下位に甘んじており、反面全国学力テストで上位

だった福井、秋田は体力テストの結果もよく、生

活習慣の改善や家庭と地域、学校との連携、教育

委員会の取り組み等が今後問われてくることは必

至であります。健全な精神は健全な身体に宿る。

文武両道をいかに実現していくかについて、子供

たちの体力向上に向け名寄市の取り組みについて

お尋ねをいたします。

最後になりました。１５点目であります。高等

学校教育の振興から、風連高等学校５９年の歴史

をどのような形で今後に伝えるかについてお尋ね

をいたします。北海道風連高等学校は、地域社会

の要請を受け、昭和２６年に北海道名寄農業高等

学校風連分校として定時制課程の高校として開校

いたしました。昭和２８年に北海道風連高等学校

と改称し、昭和３７年には全日制普通科の設置を

認可され、昭和３９年に道立移管となりました。

その後昭和６２年には現在の校舎も完成し、平成

１３年９月には５０周年記念式典が挙行されてお

ります。この間旧風連町では、平成２年に風連高

等学校教育振興協議会を設立し、入学助成金、通

学費、各種検定の補助、部活動補助、海外研修派

遣等さまざまな支援を続け、現在の名寄市にも受

け継がれてきたところであります。この間巣立っ

たた業生は、ことしのた業生をもって ３８９名

を数え、各界各地でそれぞれ大切な役割を担って

いることは皆様御存じのとおりであります。

平成１９年９月の公立高等学校配置計画により、

近年の入学者の大幅な定員割れのあおりを受け、

平成２２年３月をもって閉校が決定し、現在北海
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道風連高等学校閉校記念事業協賛会を設立し、輝

かしい５９年の歴史と先輩諸氏の業績に思いをは

せ、地域と多くの関係者の御支援に感謝するため、

記念事業を推進すべく準備を進めているところで

あります。名寄市として、今後長くこの風連高等

学校の歴史を残し、伝えるために資料室の整備な

どの対策を進めることを求めるものでありますが、

市としての対応をお聞かせください。

以上、この場からの質問を終わります。

島市長。〇議長（小野寺一知議員）

おはようございます。〇市長（島 多慶志君）

佐藤勝議員から１５項目にわたる質問をいただき

ました。前段通告をいただいておりました整理番

号とちょっと順番が違っているようでございます

が、通告をいただいた番号からただいまの質問に

整理をし直して答弁をさせていただきます。４番

につきましては教育長から、６番につきましても

教育長から、さらに１２、１３、１４、１５、教

育長からの答弁となります。

最初に、新しい名寄市島市政の４年間の総括と

いうことでお尋ねをいただきました。新年度予算

について、思いやら課題についても述べよという

ことであります。平成１８年３月２７日、風連町

と名寄市は新たな変革の時代に対応するため、お

互いの自主性と自立性を尊重して合併の道を選択

をいたしました。特に旧風連町の住民の皆さんは、

合併のおよそ１年前に住民投票を実施された上で

の決断で、住民の説明会の開催など当時の柿川町

長や職員の皆さんも大変な御苦労があったことと

改めてこれらの取り組みに敬意を表するとともに

感謝をしているところでございます。

新名寄市の初代市長という重責を担って、早い

ものでもう３年が経過をいたしました。この間市

民の融和と一体感の醸成、地域の均衡ある発展、

住民福祉の向上などを図るために新市建設計画を

基本に新名寄市の総合計画を策定をすることがで

き、平成１９年度以降については行財政改革の着

実な推進を念頭に総合計画の具現化を最優先に予

算編成をいたしました。平成２１年度予算編成の

思いとしては、合併後４年を迎える中で名寄市を

取り巻く情勢は少子高齢化、過疎化の進行、基幹

産業である農業の衰退など多くの課題があるもの

の、新市のシンボル的事業であります市立天文台

の建設、名寄市立大学の学年完成、風連地区の市

街地再開発、地域医療の拠点である市立総合病院

の充実など、市民の期待が大きい事業が大きく動

き出す年であることから、総合計画の具現化を最

優先に職員の英知を結集し、既得権や既成概念に

とらわれない中で予算編成に当たるよう指示した

ところであります。平成２１年度予算を含め、こ

の４年間で緊急性の高い懸案事項の実現を含め、

一定程度形にできたのではないかと、このように

思っております。課題としては、現在議論を進め

ております名寄市中心市街地の活性化問題、文化

大ホールの建設問題など幾つか挙げられておりま

すが、市民の皆さんとしっかり議論をしてこれら

の課題解決に向け全力で取り組んでまいる所存で

あります。

次に、創造力と活力にあふれるまちづくりとい

うことで何項目かの質問をいただきました。特に

持続可能な農業の確立に向けてということでお答

えをいたします。法人化につきましては、休日制

や給料制など労働条件の整備、資金調達の向上、

新規参入者の受け入れ、農地や農作業の受け手、

さらに農業、労働力の確保などに有利なことから

法人化を推進しておりますが、効果的な対策が見

当たらない状況であります。法人化への足がかり

となる対策としましては、１つにはコントラクタ

ーや酪農ヘルパーなど農業支援組織の育成と活用

の推進、２点目は農作業の共同化、外部委託によ

る労働力の軽減、３点目には外国人研修生の受け

入れ態勢の充実、４点目には新学た、Ｕターンな

どの担い手育成支援の充実、５点目には積極的に

新規参入者を受け入れる地域支援体制などの対策

を進めております。また、経営方針や役割分担な

ど家族間の十分な話し合いに基づき、魅力的な農
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業経営を目指す家族経営協定を推進しており、現

在締結農家は１０５家族となり、将来法人化へ発

展していくことを期待しているところであります。

現在農業生産法人の状況は、名寄地区で７法人、

風連地区で４法人、計１１法人となっております

が、そのほとんどが１戸１法人という形態であり、

一方解散、休止等もあり、横ばいとなっておりま

す。今後は、担い手の高齢化の進行、後継者不足

などによる農家戸数の減少がこれまでの中核的担

い手の規模拡大だけに頼ることでは限界になるも

のと懸念をしており、農地の受け手、農作業の受

委託、新規就農の受け皿、就労の場の提供など、

地域農業の中核として広域的な役割を担う地域連

携型法人が有効と考えており、ＪＡ、農業委員会

など関係機関で推進についての検討協議を進めて

まいります。

次に、市民と行政との協働のまちづくりについ

てお答えをいたします。合併区の特例区について

お尋ねをいただきました。平成の合併による自治

法の制度として、合併特例区の制度ができたわけ

でありますが、合併後の一定期間地域住民の意見

を反映しつつ、その地域を単位として一定の事務

を処理することにより、事務の効率的な処理と地

域住民の生活の利便性を図るとともに、新市とし

ての一体感を円滑に確立するために設置されるも

のであります。合併に際しまして、旧両市町間で

はこれまで行政にかかわる幅広い事務事業を取り

組んできましたが、これらすべてが同じ基準で、

内容で取り組んできたわけではなく、相当な格差

のあるものからすぐ統一できた事務事業までさま

ざまでありました。合併特例区は、風連地区なら

ではの事業、または調整に時間を要する事業を特

例区事業として取り組み、新市の一体性に向けて

ソフトランディングを図ることを目的として設け

られているものでございます。その合併特例区の

経過と成果については、現在特例区の事業として

は規ので定められております事業について取り組

んでいるところでありますが、その事業の中では

特例区期間終了前であっても新市として一体性が

図られるもの、地区住民のためと思われるものに

ついては市の事業へ移行してきているところであ

ります。また、通常の事務事業の執行以外の使用

料、手数料の見直し、風連福祉センターの今後に

つきましても、あるいはそれ以外の風連地区住民

にかかわるものについては、特例区協議会に諮り、

意見をお伺いしながら対応しておりますので、設

置目的に沿った運営がなされているものと思って

おります。

次に、課題と評価についてでありますが、特例

区の設置期間があと２年間で終了いたします。現

在取り組んでいる事業１本１本について終了後の

方針を特例区協議会で審議をしておりますので、

その方針に基づいて今後特例区終了後に事務分掌

を所管をすることになります原課と十分な調整を

図ってまいりたいと考えております。また、評価

の部分につきましては、地区住民の皆さんに評価

をしていただくことになろうと思いますが、時間

的にはまだ十分な取り組みを評価をいただく段階

ではないのかなとも思っております。規ので定め

られました事務事業以外の風連地区にかかわる案

件については、必要の都度意見を求め、市政に反

映する体制をとっておりますので、御理解願いた

いと存じます。

次に、今後の見通しと平成２３年以降について

ですが、このことについては昨日の中野議員の質

問にもお答えをしておりますが、風連地区におけ

る合併特例区設置期間終了後につきまして、名寄

地区と同様に当面は地域連絡協議会を組織しなが

ら、地域の課題等について対応してまいりたいと

考えております。その組織化に当たりましては、

地区住民の身近な課題等について住民の意見を反

映させることのできる組織となるよう今後ルール

づくりに努めてまいりたいと考えておりますので、

御理解をいただきたいと存じます。

次に、コミュニティセンターについてお答えを

いたします。風連地区の各地域にありますコミュ
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ニティー施設の管理につきましては、合併協定書

では地域による自主管理を基本とし、地域協議を

進め、協議が調った施設から地域組織への維持管

理委託を行うとなっておりますので、この方針に

基づいて進めてまいりたいと思っております。今

風連地区では、平成２２年度からの町内会制度へ

の移行に向けて各地域で協議が本格化している段

階ですので、この件に関しての地域協議は新しい

組織が発足してからと考えております。また、地

域の自主管理になりますと当然住民負担が伴いま

すので、風連地区で自主管理をしている行政区の

会館、あるいは名寄地区で地域の方が自主管理を

している施設に住民の方がどの程度負担をしてい

るかを参考にするとともに、地域の皆さんが得ら

れなければ物事が進められませんので、どのよう

な形で自主管理をお願いするかを内部で十分協議

をして、しかるべき時期に地域協議を開始したい

と考えております。今後の改修計画については現

在持っておりませんが、修繕補修の関係につきま

しては地域協議の中で具体的に出てくるものと考

えておりますので、その時点で緊急度合いを見き

わめながら対応してまいりたいと考えております。

次に、子育て支援の推進について、認定こども

園の関連をお答えを申し上げます。平成２１年４

月１日に名寄市では初めてとなる認定こども園と

して名寄大谷認定こども園が開園の運びとなって

います。この施設は、幼稚園と保育園を一体的に

運営し、保育園児には幼稚園のカリキュラムによ

る幼児教育を行い、また幼稚園児には保育園と同

様な長時間保育を行うもので、同一施設への入所

による利用者の利便性向上など、保護者の要望に

こたえる施設として、さらに名寄市の今後の保育

を模索するモデルケースとして大いに期待をして

いるところでございます。

次に、募集状況について申し上げます。園児の

募集は、昨年１０月の下旬から入園申し込みを受

け付けております。申込先は、市の社会福祉課と

名寄大谷学園の双方で行い、現在定員６０人に対

し５１人、８５１の申し込みがあります。申込者

の年齢別の構成では、ゼロ歳児５人、１、２歳児

２７人、３歳児８人、４、５歳児１１人となって

います。この募集に関連する問題と対策について

は、開園初年度となる本年は認定こども園の申込

数が保育園の定数に達するか否かが問題になると

考えておりました。しかし、先ほど募集状況で申

し上げましたように、現時点では定数に至ってお

りません。この理由として考えられることは、初

めての民間経営による認定こども園であり、利用

される保護者の意識に公立保育所から民営に変わ

ることに伴い、質の保持がされるのか、例えば保

育方法、子供が新しい保育士になじめるのかなど

であります。このような保育環境の変化について、

保護者は多少漠然とした不安を感じたのではない

かと推測をしております。この不安を解消し、定

員を満たし、安定した経営を実現させるためには、

これから認定こども園に対する利用者からの評判

が大きいものと思っておりますし、行われる保育

が充実し、また初めて行われる病後児保育や障害

児保育などの特徴のある保育実施をする中で、時

間経過とともに保護者の信頼を得て浸透を図るこ

とができるものと考えております。

次に、市立保育所の今後の方向について申し上

げます。昭和５１年ごろから逐次整備を図ってま

いりました南保育所を初め東保育所、西保育所が

ございます。今後１０年以内に耐用年数を超える

ことになるわけですが、現在国の保育所運営に対

する考え方が保育所の民営化を主流とする傾向を

強めており、既存施設の建てかえにかかわる保育

所運営費国庫負担金の一般財源化、公立保育所建

設補助金廃止などで一般財源による改築は厳しい

状況にあります。保育行政を推進していく中で公

立保育所の存在は必然性を持つものであり、今後

の人口動態を見ながら保育需要を見定め、公立保

育所で一定程度の所児を保育し、公立保育所の不

足分を民間活力を連携した協力体制の中で進めて

いかなければならないと考えております。
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次に、効率的な行政運営についてお答えをいた

します。中期財政の見通しについてでございます。

昨年１０月に市議会議員協議会へ提出した見直し

後の中期財政計画では平成２１年度から平成２３

年度までの３年間でおよそ２１１円の収支不足が

生じるものでした。平成２１年度当初予算におけ

る財政状況は、当初予算の要求段階で ７１円の

収支不足であったものの、国の地域活性化・生活

対策臨時交付金への振りかえ、予算の査定による

切り込み等、あわせて地方交付税、臨時財政対策

債などの１加により最終的な財源不足額である財

政調整基金の繰入金は３１７４０万円となったと

ころであります。お尋ねの今後の中期財政計画の

見通しについては、昨年の１０月時点では平成２

２年度２び２３年度の収支不足は１４１ ０００

万円でありましたが、平成２１年度の予算編成を

終了した現時点での２年間の収支不足の見込みは

６１ ０００万円程度と想定をしております。こ

れは、歳入では平成２１年度の行財政対策で、地

方交付税２び臨時財政対策債などが伸びたこと、

また歳出では退職職員の不補充、組織機構のスリ

ム化など行財政改革によるものが大きいと考えて

おります。また、文化大ホールの建設問題につい

て、市民会館ホールの使用が限界に来ていること

から、平成２１年度に庁内にプロジェクトチーム

を設けて検討を進めようとしております。建設に

当たっては、これまで保有している基金、合併特

例債の活用等で対応をしていきたいと考えており

ますが、建設以降の維持管理、起債の償還等が財

政的に大きな課題として残るわけでございますが、

しっかりと検討をしてまいりたいと考えておりま

す。総合計画の前期計画２び中期財政計画には、

これらの計画をしっかりと位置づける中で市民と

の合意形成を図ってまいりたいと考えているとこ

ろでございます。

次に、広域行政の推進についてお答えをいたし

ます。昨日の宗片議員、佐藤靖議員にもお答えを

しておりますが、昨年５月に示されました定住自

立圏構想については、昨年１月に人材の確保、育

成、地域間交流、医療の確保等により地域社会を

再生し、住民に安心を供給することが喫緊の課題

であるとして、都市と地方がともに支え合う共生

の社会実現のための具体的な方策について検討を

進める総務大臣主催の定住自立圏構想研究会が設

置されました。その後昨年５月に同研究会が報告

書を取りまとめ、公表したものが定住自立圏構想

でございます。その概要は、単なる地方へのばら

まきではない選択と集中の考え方を基本に圏域の

核となる中心市が民間活力を最大限に活用しなが

ら、圏域全体の暮らしに必要な都市機能を集の的

に整備し、周辺地域と連携、交流していくという

集のとネットワークの考え方を重視した内容とな

っています。その上で周辺地域に都市機能が２ん

でいる人口５万人を目安とした市を中心地として

密接な関係にある周辺市町村を基本に圏域を形成

し、各分野での連携、協力を図るために協定を結

び、地域活性化を図るとしております。以降検討

が加えられ、中心地の人口要件緩和等によりこの

圏域では士別市と名寄市が複眼型の中心地として

周辺町村による本構想への取り組みが可能となっ

たところでございます。本構想を取り組む上で、

まず中心地としての宣言が必要となります。士別

市と協調しながら、上川北部圏域全体での制度の

研究、検討を進めてまいります。

また、具体的な連携、協力を図るための協定に

つきましては大きく３つの分野が示されておりま

す。１つとして医療、福祉、教育、土地利用、産

業振興などの生活機能の強化にかかわる政策分野、

２つ目として地域公共交通、情報通信技術インフ

ラの整備、道路等交通インフラの整備、地域の生

産者や消費者の連携による地産地消、地域内外の

住民との交流、移住促進などの結びつきやネット

ワークの強化にかかわる政策分野、３つ目として

人材の育成、確保、圏域内市町村職員との交流な

どの圏域マネジメント能力の強化にかかわる政策

分野が示されています。いずれにいたしましても、
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具体的な内容の把握と平成２１年度以降に取り組

まれている先行実施団体についての情報も収集し

ながら、上川北部地区広域市町村圏振興協議会構

成市町間での調査研究を進めてまいります。

次に、自然と環境に優しく快適で安全なまちづ

くり、地球温暖化対策、学校教育との関連等につ

いてお答えを申し上げます。現在世界的となって

いる環境問題は、地球温暖化を初めとする地球環

境への影響が確実に進行しており、人類の生存や

社会への大きな脅威となることが懸念されており

ます。昨年７月に開催された北海道洞爺湖サミッ

トの主要議題にもなった環境問題について、世界

じゅうで取り組まなければならない大変重要な問

題だと認識をしております。名寄市は、平成２０

年３月に地球温暖化対策としまして市が直接管理

する庁舎、支所等の施設２び車両等の使用により

排出される温室効果ガスを平成２３年度における

ＣＣ 排出量を平成１７年度より ５１削減、施設２

建設に伴う１減を含めないと実質１０１削減する

ことを目標に、平成１９年度から平成２３年度ま

での５カ年を計画期間とした名寄市地球温暖化防

止実行計画を策定しました。この計画の進捗状況

としましては、基準年の平成１７年度と平較をし

て平成１９年度の事務事業によるＣＣ の発生量は２

全体で ６１減少したところです。今後につきま

しても民間の事業所や市内の大型店にも協力をお

願いをし、ＣＣ の排出量の削減に向けて取り組ん２

でいきたいと考えているところです。

また、地球温暖化防止につながるごみの分別や

減量化、資源化についてもごみをつくらない、再

使用する、リサイクルするの３Ｒ運動への取り組

みは現在実施しております。廃食油２び古着の回

収につきましても今後も継続をし、さらに昨年１

１月から始まったレジ袋の有料化につきましても

賛同していただける企業や事業所を広げたいと考

えているところであります。昨年５月には、市内

の全世帯に家庭でできる温暖化対策１０カ条のリ

ーフレット、環境家計簿を全戸配布して、できる

ところから始めようと市民の皆さんに御協力をお

願いをしたところです。新年度につきましては、

ごみ分別ガイドブックの改訂版を全戸配布し、さ

らなる分別の協力をお願いし、地球温暖化防止に

つなげたいと考えているところです。

学校教育との関連につきましては、平成２０年

度において市内１１小学校に担当課の職員が訪問

し、地球温暖化に対する出前講座とパネル展を開

催し、小学生のうちから温暖化防止対策としてで

きることをわかりやすく説明し、意識の向上に努

めてきたところです。地球温暖化防止対策の効果

を上げるためには、全国レベルの技術革新や大企

業の取り組みが必要と考えておりますが、どんな

小さなことでも多くの市民が参加する地道な運動

も重要と考えております。今後においてもさまざ

まな機会をとらえ、温暖化防止の取り組みを市民

の皆さんに呼びかけてまいりたいと考えておりま

すので、よろしく御理解をお願いいたします。

次に、情報の共有と説明責任について御指摘を

いただきました。コープさっぽろの進出等につい

て、鋭意関係者との協議を進め、議会にもこれら

の状況等について説明をしてまいりましたけれど

も、結果的にコープさっぽろに対する土地の利用

についての断り等について十分なる説明を設定で

きなかったことについて、さらには地域商品券の

発行に関しての予算措置も含めて御指摘をいただ

きましたことに心からおわびを申し上げるところ

でございます。今後この種の対応については、十

分に議会等にも協議をする中でしっかりとしたま

ちづくりに努めてまいりたいと考えているところ

であります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、風連福祉セ〇教育長（藤原 忠君）

ンターについて、天文台について、小中学校教育

の充実について、そして高等学校教育の振興につ

いてお答えいたします。

まず初めに、風連福祉センターの今後の予定と
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住民説明について、関連がございますので、あわ

せてお答えいたします。風連駅前再開発事業で整

備されます地域交流センターにつきましては、地

域住民のための多目的な施設として、風連地区の

中核的な建物と位置づけされており、老朽化が進

んでいる風連福祉センターと母と子と老人の家の

機能をあわせ持たせ、地域住民の各要望にこたえ

られる諸設備２び規模で建設されることとなって

おります。風連福祉センターは、昭和４６年に建

築され、現在３７年間経過し、老朽施設となって

おり、ボイラー設備等に大きな懸念があり、将来

的には老朽化のための解体処分が必要となってお

ります。さらには、年間維持経費が ３００万円、

母と子と老人の家が１６０万円となっており、名

寄市の財政状況等を考えますと同様の施設を２カ

所維持することは二重の維持管理費となり、市民

負担にも影響が出てくるのではないかと想定され

ております。平成２２年度に完成します地域交流

センターが供用開始された後、年度内の風連福祉

センター解体除去２び跡地利用都市再生整備計画

の計画変更で追加起債すれば、まちづくり交付金

事業を活用し、解体事業費の４０１が交付金で充

当されますことから、関係機関、団体、住民の方

々への説明会を１月１４日は風連文化協会、１月

１５日、風連地区行政区長会、１月３０日に風連

合併特例区協議会、２月１６日には町内会長、各

関係機関、団体等を対象に開催させていただき、

その中でいただいた地域交流センターへの意見、

要望等を設計の中に反映するとともに、風連福祉

センターの現状２び名寄市の財政状況等を説明し、

風連福祉センターを解体、除去することについて

の御理解をいただいたところであります。

また、風連福祉センターは、平成１２年度にの

１１円をかけ、１階研修室１設等の大規模改修を

実施しており、この部分につきましては解体、除

去せずに残す予定となっております。現時点での

活用方法については未定ですが、都市再生整備計

画の計画変更を提出するときには跡地利用計画を

盛り込むことから、今後時間をいただき、有効活

用について検討を進めてまいりたいと考えており

ます。

次に、歴史民俗資料館につきましては、北国博

物館の分館として北限の農業を展示テーマとして、

あわせて風連地域の歴史と自然を体系的に展示、

収蔵する施設として位置づけられています。展示

室の内容につきましては、部分的ではありますが、

順次更新を行ってきたところであります。開館体

制につきましては、入館を希望する方に福祉セン

ター内の生涯学習課職員が対応して開館する方法

をとっております。この５年間の入館者につきま

しては、年間３００名から６００名の間で推移し

ております。このうち７月の杉並区との都会っ子

交流事業と１１月の文化祭の入館者を除きますと、

通常の入館者は夏の期間を中心に３０名から１０

０名ほどとなっております。今後の利活用につき

ましては、当面は現在の開館方法と展示と収蔵の

機能を継続することが基本と考えております。将

来的な対応につきましては、福祉センターの施設

の動向を踏まえて内部で協議していきたいと考え

ております。

次に、心豊かな人と文化をはぐくむまちづくり

にかかわりまして、天文台についてのお尋ねがご

ざいました。新天文台の躯体建設は、昨年１１月

に着工し、冬期間は基礎工事が施行され、雪解け

を待って本格的な作業に入りますが、今年１２月

初旬に建物部分が完成し、引き渡しを受ける予定

であります。設備工事につきましては、２２年２

月下旬に完成する予定で、それ以降については機

器操作技術を含めた準備を行い、平成２２年４月

中旬をめどにオープンしたいと考えております。

北大との連携についてでございますが、今日まで

数回にわたって導入機器の話し合いが持たれてお

り、現在は仕様書を作成中であります。北大が用

意する望遠鏡につきましては、鏡の直意を ４メ

ートル以上で要請しており、９月入札と承ってお

りますので、完成時期の確定等についてはいま少
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しお時間をいただきたいと存じます。また、北大

との協力関係では、運営や維持管理にかかわり、

教育、研究、観光等のあらゆる分野で天体観測を

生かした特色あるまちづくりを目指すことで意を

同じくしているところでございます。

ネーミングの件でございますが、親しみがあり、

覚えやすい愛称を市内外から公募する予定であり、

御提言いただきました方法も踏まえて検討してま

いりたいと考えておりますので、御理解を賜りた

いと存じます。

次に、小中学校教育の充実についてお答えいた

します。まず初めに、小中一貫教育についてであ

りますが、風連地区で行われております風夢プロ

ジェクトは、中学進学に際して学習進度の違いや

教科担任制などになじめず、学習意欲が低下した

り、不登校に陥ったりする、いわゆる中１ギャッ

プを解消するために小中学校の緩やかな連携を図

った取り組みであります。この取り組みは、平成

１８年度から風連中学校と校下の３小学校、日進

小中学校間で行われており、各学校間の教育目標

の整合性を図ることで、小中学校教師それぞれの

指導間の緩やかな統一を図ってきております。中

１ギャップの解消のための取り組みとしては、ま

ず中学校教師による出前授業があります。これは、

次年度入学してくる小学校６年生を対象として、

中学校教師が小学校に出向き授業を行うというも

のであり、早目に中学校の授業に出会うことによ

って子供たちに事前の心づもりができるようにす

るものであります。また、地域清掃活動などの行

事を小中学生合同で行うことで、良好な人間関係

を築く一助となっております。さらに、風連地区

４小学校の児童が学年ごとに集合し、合同学習を

行うことで子供間の交流の促進が図られ、中学校

進学の折には友達としてともに活動ができるよう

な取り組みを行っております。これら種々の活動

により中学進学に際して子供たちは安定した気持

ちを維持できるなどの効果が出てきており、中１

ギャップの予防となっております。今後において

もこれら一つ一つの活動を検証し、小中学校のス

ムーズな接続へ向けての取り組みを名寄地区各小

中学校へも広げてまいりたいと、このように考え

ております。

次に、携帯電話についてのお尋ねがございまし

た。近年情報化社会の進展に伴い、子供たちの携

帯電話の所持率が年々高くなってきており、電子

メールやインターネットの利用の機会が急激に１

加してきております。子供たちの間でこのメール

等による誹謗中傷など、新しい形のいじめ問題や

出会い系サイトの利用により被害者になる事項が

１加しているなど、大きな社会問題となっており

ます。文部科学省では、フィルタリングの普２促

進に係る啓発活動や小中学校への児童生徒の携帯

電話の持ち込みを禁止するなどの通知を出してき

ており、また北海道教育委員会では各管内ごとに

いじめ・不登校等対策本部会議を招集し、市町村

の中学校から生徒会役員等の中学生を集め、「ス

トップ・ザ・いじめ」子ども会議を開催するなど

子供たちの意識の醸成に努めております。この子

ども会議には、名寄からも中学生が参加しており

ます。名寄市内においては、過去にサイトへの書

き込みによる生徒間のトラブルが数例発生してお

りますが、教師の適切な指導により解決してきて

おり、大きな問題に発展することなく鎮静化して

きております。名寄市教育委員会では、これら児

童生徒の問題行動を未然に防ぐために平成２０年

度に各学校の生徒指導担当者等から成る名寄市生

徒指導連絡協議会を設立し、学校間の情報交流や

問題解決のための対応等について検討してまいり

ました。今年度におきましては、子供たちの携帯

電話の使用状況の実態を把握するためのアンケー

ト調査を実施するとともに、各中学校におきまし

ては親子携帯電話教室を開催し、携帯電話の隠れ

た危険についての認識を高めるとともに、フィル

タリングの設定など望ましい活用の仕方について

の啓蒙を行ってきております。今後も名寄市生徒

指導連絡協議会の機能の充実を図り、児童生徒の
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健全な育成に努めてまいりたいと考えております。

次に、全国体力・運動能力、運動習慣等調査に

ついてでありますが、平成２０年度に実施いたし

ました全国体力・運動能力、運動習慣等調査の名

寄市内の参加校は小学校６校、中学校５校の計１

１校となっております。調査の内容は、体力測定

が８種目、その他生活習慣、食習慣、運動習慣な

どの質問調査もあわせて実施いたしました。名寄

市の結果につきましては、全国、全道の平均との

平較でお知らせいたしますと小学校の男子では往

復持久走や５０メートル走が劣っている状況であ

り、小学校女子は往復持久走や幅跳びが劣ってい

る状況にあります。中学校男子においては、持久

走を除きほとんどの種目が上回っております。ま

た、中学校の女子についてはの半数の種目が下回

っているなど、少し残念な結果となっております。

総合的に見ますと、名寄市の児童生徒は中学校女

子を除き体力、運動能力は全国的なレベルにある

と判断しておりますが、走る力が全体的に劣って

いる状況が今回の調査から明らかになったところ

でもあります。今後は、教育委員会と各学校が十

分に協議する中で、各学校の特色ある取り組みな

どを通して児童生徒の体力１進を図っていく必要

があると考えております。

次に、高等学校教育の振興にかかわって風連高

校５９年の歴史をどのような形で今後に伝えるか

についてお尋ねがございました。風連高等学校は、

御案内のとおり昭和２６年に名寄農業高等学校風

連分校として農業後継者の育成を目指し、開校さ

れたところであります。昭和２８年に風連高等学

校と改称し、昭和３９年に道立移管となりました。

この間地域に根差した教育の推進、充実が図られ、

３００名を超える数多くの有３な人材を輩出す

るなど、輝かしい歴史と伝統を築いてまいりまし

たが、平成２２年３月をもって５９年間の歴史に

幕を閉じることとなります。閉校に際しましては、

同窓会等が中心となり、閉校記念事業協賛会が設

立され、風連高校の歴史と教育実践の足跡を記念

するためのさまざまな事業に取り組まれるとお聞

きしております。教育委員会といたしましては、

これら記念事業の取り組みに対し支援をしてまい

ります。

また、移転後の風連中学校にその足跡を伝える

資料室等を設置することについてのお尋ねがござ

いました。昨日の中野議員にもお答えいたしまし

たが、風連高校の学校施設を中学校に転用してい

くための校舎、屋内運動場などの改修等に係る基

本プランのたたき台を現在作成してきているとこ

ろでありますが、特別教室、特別支援学級、校務

処理のための各室などの配置や改修が必要であり、

空間的余裕をつくり出せない状況となっておりま

す。あわせて風連高校の足跡に係る資料展示物品

などは、管理上の課題もあり、資料室等の設置は

困難性が高いものと考えております。今後風連高

校の足跡に係る資料物品等の取り扱いにつきまし

ては、佐藤議員の御提言なども踏まえまして関係

者の皆様と協議してまいりたいと、このように考

えております。

以上でございます。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

それぞれお答えをい〇１０番（佐藤 勝議員）

ただきました。何点かについて再質問いたします。

順不同になりますが、ただいま教育長のほうか

らお答えいただいた風連高校の歴史をどのような

形で残すかということについてお尋ねをいたしま

すが、これはさきの福祉センター、歴史民俗資料

館との関係も出てくるわけですが、私も当初現在

の風連高校に風連中学校が入って、そこが一番い

いのだろうというふうに思い込んでいたわけです

が、いろいろお話を伺ってみますとやはりあるじ

がかわってそこに別なものがあるというのは、管

理上にしても、それから同窓会の皆さんが訪れる

にしても非常にいろんな難しいものがあるという

ふうにもお聞きしました。風連高校のほうでは、

新年度の早い段階でどういうものを後世に伝える

かというような整理作業にも取り組んでいくとい
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うようなお話も伺っております。そこで、一つの

ヒントとして、歴史民俗資料館の２階に特別展示

室がありますが、これは先ほどの福祉センターと

のお話でありますと１５年に１築した１１円でつ

くった会議室等がすぐ近くにあるということで、

特別展示についても常時必要に応じてそれは行わ

れているわけですが、あの部分のすべてとは言い

ませんが、例えば間仕切りをしてその半分を風連

高校のコーナーとして残していくというようなこ

とで御検討いただければというふうに考えており

ます。

それから、体力テストについてですが、これは

近年少年団活動なんかが特徴的なのですが、外で

のスポーツが、特に冬季のスポーツが減ってきて

おります。これは、過去にスキーを市技とした名

寄市にとっても例外ではなくて、スケートはもち

ろんでありますが、スキーに関しても大幅に子供

たちがスキーを滑る機会が減ってきていると。そ

れから、学校授業の中でもいろんな問題があって、

スキーに取り組む時間がなかなか確保できないと

いうような問題がありますので、これは体力テス

トがあるからということではなくて、特に冬期間

の子供たちの健康１進、あるいは雪国ならではの

スポーツ振興をどのように図っていくかという観

点に立って、いま一度新たな冬季スポーツの構築

が必要かなというふうに思いますので、そのあた

りについてお考えがあればお答えを求めます。

それから、携帯電話については、これはお答え

要りませんが、私が申し上げたとおり低学年での

取り組みが有効であるというふうなお話を聞いて

おりますので、新聞等にも４年生の子供が携帯電

話が欲しいのだけれども、どうしたらいいのだろ

うという相談が出ておりましたが、やはり学校と

いうよりも親が、保護者がしっかりとした携帯に

ついての考え方を持つということがまず第一歩か

なというふうに思いますので、そのあたりも今後

親子の勉強会も重ねていくということであります

ので、しっかりと対応をしていっていただきたい

というふうに考えております。

小中一貫については、旧風連時代の風夢プロジ

ェクトから始まって学校連携、小中連携という形

で続いてきておりますが、名寄市内の小学校と中

学校の関係においては南小以外が中学校に行く段

階で別れてしまうという難しい状況があります。

そんな中でどのように、例えば名寄小学校にすれ

ば名中に行く子供たちが非常に割合が少ないとい

うような形で、各小学校の子供たちが中学校の段

階では別れていくというような、そういった事情

も抱えておりますので、そこのところを小中連携

に当たってはどのように対応するかということは

検討していかなければならないと思いますが、そ

こらあたりについてお考えがあれば求めておきた

いと思います。

それから、１１番目にお聞きをしました説明責

任の関係なのですが、これについて私はあえて今

の時代に議会軽視だなんていう前時代的なことを

声高に叫ぶつもりは毛頭ありません。ただし、や

はりきちっとルールにのっとった形で行政を進め

ていくということはだれが考えても当然のことで

ありますので、改めてそのところを徹底していた

だくよう求めるものであります。特に１月２７日

のコープさっぽろに出店拒否を伝えに行った同日

に経済常任委員会が開かれていて、そこでは一言

のそのことに対する報告も説明もなかったという

ことは、私は非常に残念に思う部分であります。

私は、決してコープさっぽろ云々であるとか、そ

ういうことに言２しているのではなくて、議会と

行政との関係がどうあるべきかということについ

て、この１点のみについてお話をさせていただい

ておりますが、やはり包み隠さず今現在進行形の

ことについては報告をする、情報を共有するとい

うことが大前提でありますので、これについても

改めて今市長のほうからもお話があって、今後そ

のようなことのないようにしていくということで

ありますので、改めて口をとがらせて言うつもり

はありませんが、なかなかできそうでできないと
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いうこともありますので、今後しっかりとそこの

ところは押さえていっていただきたいということ

であります。

それから、環境対策については、既に名寄市と

してはしっかりとした取り組みを家庭も含めてと

っているということでありますが、これは執行方

針については新規のものについて努めてシンプル

に書き上げていくというような方針が示されてい

たようでありますので、担当としても書けなかっ

たという事情があるのかもしれませんが、いずれ

にしても今を時めく環境問題、温暖化防止問題で

ありますので、これはちょっと余談ですが、税務

署に洞爺湖サミットのときのプレスのエレベータ

ーがどういう縁かはよくわかりませんが、設置さ

れたというような、縁といいますか、流れもあり

ますので、この名寄市が非常に天体観測にも適し

ているというぐらいのきれいな環境にあるわけで

すから、それをさらに徹底していくという意味で

もこの温暖化防止対策としては名寄市はしっかり

取り組んでいるのだと。そして、それについては

１回限りではなくて毎年検証する形で今後とも取

り進めていくのだというようなことを改めてしっ

かり内外にアピールをしていただきたいと。これ

は、笛吹けど踊らずという部分がかなりあるのか

なというふうに思うのですが、まず家庭でしっか

り分別から始まるかもしれませんし、温暖化につ

いて我々は何ができるのかということも含めて、

まずは小さいところからというお話がありました

が、そこのところをまずやっていくと。分別は、

なかなか難しいようですが、やってみるとおもし

ろいという部分もありますので、新しい資料がま

た新年度にできるということでありますので、楽

しみながら分別をして、それが結果地球温暖化防

止につながるというような形で進めていけたらい

いなというふうに思っております。

コミセンについての維持管理なのですが、市長

のお答えですと今現在の移行作業が一段落してと

いうことでありますが、それはそれで時間的な流

れもあるので、結構かと思うのですが、やはり現

場としてはどうなるのだという不安が多々あるわ

けです。ですから、これは合併前から地域が将来

的には担っていただきますというふうな考え方は

出てきたわけでありますので、決して行政区の再

編についても合併をしたからということではあり

ませんが、地域として、現場としてやはり戸惑っ

ているところが多々ありますので、そこのところ

は地域の皆さんに不安であるとか混乱が生じない

ようなしっかりとした目途を示していただくとい

うことが大事かなというふうに思いますので、お

考えを求めておきます。

それから、風連福祉センターの跡地利用、撤去

したとするならば撤去した後は更地になるわけで

すが、すぐ隣には中央小学校があって、あそこは

なかなか駐車場も不足をしているということで、

参観日あるいは学校行事等のときには道路にずっ

と路上駐車の状態になるということもありますの

で、そこのところは風連中央小学校側から今の福

祉センターの駐車場にも入れるような通路を設け

る等のこともぜひ検討していただいて、路上駐車

をなくすと。結果、交通安全の精度を高めていく

というようなことが実現すればいいなというふう

に思っております。

それから、質問の最後ですが、持続可能な農業、

これは私も農業者でありますので、いかに法人化

というのがいいものだということはわかりながら、

取り組むことが難しいかということは身をもって

わかっているつもりであります。やっぱり私たち

というのは、勝手に朝起きて仕事を始めて、終わ

れば家に入るという、そういった気楽にやれるの

が農業のいいところでもありますので、それが組

織となるといろんな縛りが出てきて難しくなると。

そういうこともあるわけですが、しかし一方コス

ト的に考えると機械をすべて個人で持つというよ

うなことは近年の価格高騰の時代を考えても非常

に困難になってきておりますので、これは一朝一

夕には実現する問題でないことは百も承知であり
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ますが、さりとてやはりこれは今後避けて通れな

い大きな課題でありますので、担当部としまして

も積極的に取り組んでいただいて、優良事例の紹

介も含めて我々に示していただきたいという意味

で申し上げましたので、さらなる積極的なお答え

をいただければというふうに思います。

島市長。〇議長（小野寺一知議員）

何点か再質問をいただ〇市長（島 多慶志君）

きました。教育行政にかかわる部分は教育長から

答弁をしていただきますが、私のほうからは説明

責任についてはさらにしっかりと取り組みをする

ようにというようなお話をいただいたところでご

ざいます。私どもも住民の皆さんに、あるいは議

会をも含めてこれからの行政の展開、特に政策形

成等にかかわっては多くの意見を取り込んだ中で

の協働の社会づくりということでは心していかね

ばならないと、このように考えておりますので、

そのことについてのしっかりとした努力をしてい

きたいと考えております。

環境問題では、お話ありましたように名寄税務

署の１築にかかわって洞爺湖サミットのときの資

材の一部を活用したのを使っているというのは、

私も１月に札幌でその情報を聞きました。外部に

は余り公表していなかったようですけれども、し

っかりとしたそのようなリサイクルと申しましょ

うか、１回きりで産業廃棄物にしないでこのこと

が名寄の市の公共施設等に使われているというこ

とでは、これからもＰＲを進める中で再利用等に

ついての市民意識を非常に高めることにつながる

のかなと、こんなふうに思いますし、また近年の

原油高等を含めて、暖房の温度ですとか車のアイ

ドリングですとか、いろんな動きが出てきたので

はないかと。この建物もそうなのですが、日中の

温度管理もかなりきめ細かく設定をさせていただ

いて、かつてのように若い職員がワイシャツで腕

まくりをして仕事をしているという勇ましい姿は

余り見かけないようになりました。やはり冬は冬

なりの服装をしていただくことで、省エネと申し

ましょうか、協力をいただくということが重要で

あると、こんなふうに認識をしております。

コミセンの地域における位置づけというのは、

非常にこれからも重要な核になっているというふ

うに思いますし、これからも利活用が高まると、

こんなふうに思っております。行政区から町内会

への組織への移行ということで、所属をするコミ

センの利用の市民のくくりと申しましょうか、そ

のことがきちっと整ってから相談をすることがよ

いのではないかと、こういうふうに風連特例区の

事務的な協議の中で私も入って議論をしておりま

す。もちろんコミセンは地域にありますから、住

民の皆さんにどうぞという利用の仕方については

もうオープンですけれども、行政としてのこのコ

ミセンを使っていろんな協議の場の設定とか、行

事も含めて行っているわけでありますから、行政

のそうした配慮をしっかりと知った中での協働の

まちづくりの精神に合わせた負担等について協議

をさせていただきたい、こんなふうに思っている

ところでございます。

福祉センターの跡地利用は、先日来物を壊すの

に跡利用が決まっていないのはおかしいのでない

かと、こういうような指摘もいただいております

けれども、並行して協議をさせていただきたいと、

こんなふうに思っております。近年は、公共施設

の周辺には必ず公共の駐車場を持たなければ機能

が十分生かされないと。特に風連地区の場合には、

四方八方に広がった住民の皆さんがほとんどマイ

カーで集まってくるという形態でございますから、

そうした意味では現在の中心市街地のコンパクト

なまちづくりとはいいながら、やはり大きなイベ

ント等には町中に公共的な駐車場が必要というの

はもう指摘をまつまでもありません。そういうよ

うなことも含めてしっかりと協議をしていきたい

と考えております。

農業の法人化については、私も詳しく法人化の

研究をしたことはありませんが、やはり日本の国

民性がなかなか何戸か集まっての法人化に進むと
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いうのに難しいのだというような指摘も聞いたこ

とがございます。名寄市内でも朝日農場というの

が、固有名詞を挙げて問題があるかもしれません

が、数戸の農家の方が法人の一つの目標に向かっ

てというのがありますが、経営形態が実は酪農と

いうことであります。今日農業者のつくった作物

が質がいいから、個人で高く売り込もうという努

力は営々と続けられておりますけれども、やはり

この地の生産物というのは大量出荷ということで

ありますから、大きな流通ルートを使っての販売

になりますと勢い生産者の顔が見えないお米等に

ついてはまとまって集出荷施設から出ていくと。

そうすると、まずは均一な農産品の生産が求めら

れていると。こういうことでありますから、この

共同化の成果というものは必ず出てくるのではな

いかと、こんなふうに思っております。先ほども

お答えをいたしましたけれども、家族協定、これ

も家庭内における役割分担ということでの取り決

めでございますから、このことからもう一つ進め

ていただいて、効率的な経営ということに農家の

皆さんがしっかりと取り組みを進めていただくこ

とで、法人化というのはもう少し前進するのでは

ないかと。地域連携型ということは、機械の共同

利用等既に名寄市内でも相当有効に取り組みをさ

れておりますし、国の農政の中で最初の導入部分

ではそうした連携型の形に対する助成策というの

がありましたけれども、やはり規模が拡大すると

自分の自由の時間に機械が使えないという、そう

いうことから結実をしていないと、そんなふうに

思っていますが、しかしそのことと、それから総

体的な経費をどう抑え込んだ営農を構築するかと

いうことはしっかりと時間をかけてまた新しいも

のに取り組んでいきたいと、こんなふうにも思っ

ております。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

教育にかかわりまして〇教育長（藤原 忠君）

も幾つか御質問がございました。まず最初に、風

連高校の歴史を残す営みについてということでご

ざいました。風連高校５９年の歴史を刻むさまざ

まな貴重なものが今高校の校舎の中にはあるわけ

でございますが、それらのうちの何を残していく

のか、この辺についてはぜひ風連高校の同窓会と

か、あるいは風連高校の関係の皆様にも御議論い

ただきながらお決めいただければと思うことと、

もう一つ保管する場所等についてはやはりできる

だけ関係者ともお話し合いをする中で意見を尊重

してまいりたいと、こう思っております。今候補

の一つとして、歴史民俗資料館が具体的に名前と

して挙がってまいりましたが、これらも含めて関

係者の皆さんとまた今後協議を進めていきたいと、

このように考えております。

２点目に、体力テストにかかわりまして、特に

佐藤議員からは冬の子供たちの体力の維持と向上

ということについての御提言がございました。北

海道は、御案内のとおり例えば小学校５年の男子

では全国で４５位であります。小学５年の女子は

３９位とやや高くもございませんが、ちょっとは

いいのかなと思いますが、これらを考え合わすと

きに今議員のお話のとおりなのです。冬期間、北

海道やはりハンデがあるのではないかと、こうい

うことを考えているのであります。このハンディ

をどういうふうにプラスに働かせるかというお話

でなかったかと、こんなふうに思います。名寄市

を例にとりますと、名寄市は今スキーを大切な運

動競技として取り上げております。今上川管内で

もほとんどの中学校あたりは、もうスキー授業が

なされなくなってきました、冬期間。しかし、名

寄はしっかりとこのスキー授業を続けていきたい

と、こういうかたい決意を持って各学校に教育委

員会は指導しているのでございます。それとあわ

せまして、名寄では貴重な財産でもあるカーリン

グ場ができました。したがいまして、この冬季の

スポーツをスキーとかカーリングとか、こういう

名寄ならではのものをこれからまたさらに振興す

る中で冬期間の体力の向上維持を図っていきたい

ものだと、こんなことを考えております。
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それから、携帯電話につきましては要望でござ

いましたが、そのとおりでございまして、名寄市

の各小中学校の２１年度の重点指導項目の中に携

帯電話を入れさせていただきました。２１年度か

らは、小中学校全校でこの携帯電話についてしっ

かりと各学校が取り組んでいく。そういう中には、

今お話のありましたように保護者も巻き込みなが

ら、保護者の意識も高めながら取り組んでいかな

ければこの問題は決して解決するものではないと

考えております。ただ、学校に携帯持ち込んでは

いけないという話だけで解決するレベルの問題で

はないと私たちも痛感しておりますので、そうい

うふうに進めてまいりたいと思います。

それから、小中一貫教育にかかわりましては、

今お話しのとおり小中一貫教育には連携型の教育

と、それから一貫型の教育と２つございます。風

夢プロジェクトなどで進められている教育は、連

携型の教育でございます。しかし、その連携型の

教育も風連地区では大変やりやすい部分がある。

条件的に恵まれている。しかし、議員お話しのと

おり同じ小学校から２つの中学校に行く場合はど

うするのだろうかと。このとおりでございまして、

これはやはり教育委員会、名寄市教育研究所、こ

れらがイニシアチブをとりながら、小学校の教育

と中学校の教育にどういう整合性を持たせるか、

やはり少し考えていかなければならない問題だと。

ただ、小学校の授業を見たり、中学校の授業を見

せたりという、こういうレベルから一つ進んだも

のをこれから考えさせていただきたいと、このよ

うに思っております。できれば名寄でも一貫教育

に取り組める部分があればなと、こんなことを思

っているのであります。今北海道で一貫教育、上

川管内では一校もございません。北海道でもモデ

ル校が一、二校ある程度でございます。名寄でそ

ういう教育にも取り組むことができれば、これに

まさるものはないと、こんなことを考えていると

ころでございますので、今後またいろいろ御指導

賜ればと、このように思っております。

以上で佐藤勝議員の〇議長（小野寺一知議員）

質問を終わります。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午前１１時５１分

再開 午後 １時００分

休憩前に引き続き会〇議長（小野寺一知議員）

議を開きます。

代表質問に引き続き一般質問を行います。

定住促進対策について外３件を、高橋伸典議員。

議長の御指名をいた〇１５番（高橋伸典議員）

だきましたので、通告に従いまして、順次質問を

してまいりたいというふうに思います。

まず、定住促進対策についてお尋ねいたします。

若年層が仕事がなく、市外に流出するので、住民

は高齢化になってきております。したがって、活

性化しようにも手が打てないといったことが全国

の過疎市町村に共通する悩みであり、だからとい

って過疎市町村は座して死を待つのではなく、あ

の手この手と工夫しております。人口を１加させ

る近道は、社会１、つまり市外から人を市内に転

入させることであります。市政執行方針には、新

たな地域活性化に向けた取り組みとして定住自立

圏構想を推進する方針を打ち出されました。定住

のために必要な生活機能を確保し、人口流出を食

いとめ、圏域全体の活性化を図る目的とは、今わ

かっていることをお知らせください。やはり転入

の施策は、いろんな取り組みが必要だと思います。

他市町村では、北海道のすばらしさ、名寄のすば

らしさを伝え、ホームページに空き家情報を発信

しておりますが、名寄も進めてはいかがかと思い

ますが、理事者の御見解をお願いいたします。

市町村では、あの手この手で転入を進めており

ます。北海道まま町では、昭和３１年の人口が

３００人から平成４年には ９００人に減少した

ことから、Ｕターン者の奨励金を交付しました。

内容は、Ｕターン独身者２０万円、妻帯者に３０

万円、新規学た者に１５万円、結婚定住者１組２
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０万円、満４０歳以下の農業新規参入者に１５万

円、持ち家奨励金としても自宅を建設しようとす

る者に上限２００万円として宅地代金の２分の１

を補助しております。本市も新規学た者や農業参

入者には助成はありますが、こうした若者への定

住促進への助成の交付について理事者の御見解を

お願いいたします。

過疎白書によりますと、過疎地域では若年層の

減少と出生率の低下に加え、高齢者が今後加速度

的に人口が減っていくことを予想されております。

過疎地域では、暮らす人の４分の１に１人が高齢

者という状況で、名寄もその中に入ってまいりま

した。秋田では、永住を希望する勤労者に宅地を

１０年無料貸し付け、１０年を過ぎた人には安価

で売却しております。大分では、町民になる条件

として１００との宅地を２０年、月１万 ０００

円で貸し付け、終了後本人の所有となるところも

あります。本市も遊休地はあると思いますので、

可能性があると思います。定住促進事業について

理事者の御見解をお願いいたします。

続きまして、大きい項目、児童生徒の体力向上

についてお尋ねいたします。先ほど佐藤勝議員よ

り、質問が重複いたしますけれども、お許しいた

だきたいというふうに思います。文部科学省は、

全国小学５年と中学２年生を対象に一斉調査を行

い、全国体力・運動能力、運動習慣等調査の結果

を公表しました。１９８５年調査に平べ、男女と

も小学校では反復横跳びを除くすべての種目、中

学では全種目で当時の平均値を下回る全国的な子

供の体力低下が浮き彫りになりました。本市の全

国体力能力調査の全国との平較しての状況をお知

らせいただきたいと思います。

この調査で１つ見逃せないのが生活習慣と体力

の相互関係で、上位県ほど早寝早起き朝御飯の実

践がなされております。本市の状況をお知らせい

ただきたいというふうに思います。最近は、マラ

ソンでも疲れたら歩いてよろしいだとか、危ない

から、自分の可能性の限界に挑み、かつ克服しよ

うという意欲が欠けているので、体力が向上しな

いという見方も出てきております。小中学校にお

ける体育授業の対策についてお知らせいただきた

いと思います。

大きい項目の第３点目、妊婦健診の公費全額負

担のスタートについてお尋ねいたします。２００

８年度第２次補正予算が衆議院を通過いたしまし

た。妊婦健診に関して昨年名寄市も５回となり、

全国の水準となりましたが、５回は地方交付税で

賄われ、残り９回は任意助成のため、市町村の状

況においては補助が出せないところ、出せるとこ

ろがあり、妊婦が出産まで受けるのが望ましいと

される１４回分の妊婦基礎健診部分と言われる出

産の際に母体や新生児の命に危険が伴うハイリス

ク出産の早期発見や胎児の発育異常の健診など、

大切な役割を担ってきておりました。しかし、医

療保険が適用されず、１回 ０００円から１万円

程度の費用負担が重いため、出産間近に初めて病

院に駆け込む飛び込み出産がふえたため、社会問

題になっておりました。本市も昨年まで妊婦健診

５回ということで、病院に飛び込み出産等の受け

られなかった方がおられるのかという状況をお知

らせいただきたいというふうに思います。

昨年１０月２２日、公明党の浜四津代表代行、

女性議員が一考、舛添厚生労働大臣に対し、妊婦

から出産までの１０カ月間のお母さんと赤ちゃん

の健康状態をチェックする妊婦健診の拡充を申し

入れました。これに対して舛添厚生労働大臣は、

望ましいとされる１４回分は無料にするとして、

全額公費負担の意向を表明いたしました。第２次

補正予算関連法案の成立後、２月１日まではさか

のぼって適用されると言っておりますが、その対

応の体制と病院との連携はどのように進めるのか、

また取り組みの時期はいつからになるのかの理事

者の御見解をお願いいたします。

最後に、大きい項目４点目、校区外の通学生徒

への助成対策についてお尋ねいたします。最近小

規模校の特色やすばらしい環境の中で子供を教育
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につかせたいという親や不登校児童の配慮から特

認校へ通う生徒がふえております。本市の校区外

特認校への小中学校の通学生の状況をお知らせい

ただきたいと思います。

今回家庭の状況もあると思いますが、名寄から

風連の特認校を利用し、通学するようになる方が

おられるというふうにお聞きしました。朝のバス

では時間が間に合わなく、個人で送るのですが、

帰りのバス時間は時間があります。自家用通学の

ためガソリン代等の補助制度の考えについて理事

者の御見解をお願いいたします。

以上、壇上からの質問を終わらせていただきま

す。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま高橋議員〇総務部長（佐々木雅之君）

から大きな項目で４つの質問をいただきました。

１つ目は私から、２つ目と４つ目は教育部長から、

３つ目は福祉事務所長からの答弁となります。よ

ろしくお願いいたします。

まず、１番目の定住促進対策について、空き家

情報等の配信について答弁いたします。その前に

定住自立圏構想についての考えにつきましては、

代表質問等で答弁させていただいておりまして、

士別と名寄市の複眼型の中心市で医療、福祉分野

に今後連携を深めていくことを前提にしまして、

情報収集、検討してまいりたいというふうに思っ

ております。空き家情報の配信につきましては、

過疎地域において移住や定住を促進することは地

域の人口１加や活性化につながるものと考えてい

ます。これまで名寄市といたしましては、団塊の

世代や新規就農者の移住を推進しているところで

すが、移住や定住の前提となる住宅の確保のため、

空き家等の物件情報についてもお知らせをしてい

るところです。名寄市では、不動産会社と連携を

しまして、市のホームページに会社名、住所、電

話番号、会社のホームページ、Ｅメールなどを掲

載して、直接不動産業者が希望者の多様なニーズ

に対応していただく体制をとっております。現在

１１社の不動産会社が掲載をしておりまして、そ

のうち４社がホームページ、６社がＥメールでも

対応しているところでございます。空き家情報等

を不動産会社に対応していただくことは、民間業

者の活力の導入につながると考えておりますので、

これからも不動産会社と連携をして空き家情報の

充実に努めてまいりたいと考えておりますので、

よろしくお願いいたします。

次に、若者定住に助成金の交付についてと定住

促進事業について一括して答弁させていただきま

す。少子高齢化による人口減少の過疎化対策とし

て、企業立地制度の充実を図り、住宅用地の取得

や住宅建設に補助を実施して定住を図っている市

町村の例もございます。若い子育て世代が名寄市

に定住していただくことは、人口の１や地域の活

性化につながるものとして大切なことであります。

その対策として企業立地制度の充実も一つの手だ

てではありますが、景気が後退して長引く不況化

の今、企業立地することは大変困難な状況である

と思います。まちの自然状況、生活環境、教育、

文化、交通、医療などが整備されてより豊かな豊

かさを感じる、そういう魅力あるところに若者は

定住してくれるものと考えています。そのため名

寄市では、この地で頑張る既存企業の育成強化、

新規就農者、農業後継者に対する支援、大学の開

設、自衛隊１強対策、医療体制の充実、魅力ある

商店街づくりに積極的に取り組んでまいりました。

これらの実施は、若者定住に一定の効果があった

と考えています。大学の開学には、多くの財源を

投入して校舎等の整備を行い、現在運営をしてお

ります。２１年度で学年が完成し、同年年度末に

初めてた業生を送り出すことになります。今後も

図書館など施設整備が必要で、学生確保で若者定

住に取り組んできたということは大きな効果だと

思っています。以上のことから、議員から御提案

をいただきました若者定住に対して定住補助制度

を新たに導入することにつきましては、大変厳し

い財政状況の中、今のところは大学に優先的な財
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源を配分した形を考えざるを得ないというふうに

考えております。名寄市は、道北の中心都市とし

て交通の便がよく、医療の充実、公立大学のある

まちとして住みよさランキング上位に評価される

都市でもございます。これからもこれらの地域の

特色を生かし、名寄のいいところを伸ばして若者

たちに魅力のあるまちを目指していきたいと考え

ておりますので、よろしくお願いいたします。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、大きな項〇教育部長（山内 豊君）

目の２と４についてお答えをいたします。

初めに、児童生徒の体力向上についての（１）、

全国平均と平較して本市の状況についてのお尋ね

がありました。体力、運動能力の結果については、

佐藤勝議員の代表質問にもお答えしておりますが、

今回の調査では運動習慣等もあわせて調査をして

おります。各学校における部活動への所属では、

小学校では５ ８１で、全国平均は６ ７１、中 

学校では６ ７１、全国平均では７ ６１と小中 

学校とも大きく下回っております。また、運動実

施の状況では、ほとんど毎日行うが全国平均より

小中学校とも ５から６ポイント下回っておりま

すが、運動の実施時間では２時間以上が ２から

２ポイント上回っている状況であり、今回実施し

た運動に対する意識調査でも運動が好きであると

答えた小中学生は全国平均であったことなどから、

本質的な運動に対する指導が重要であると考えて

おります。

次に、体力向上対策についてであります。今回

の調査における生活習慣や食習慣の質問において、

朝食の有無、１日の睡眠時間や１日のテレビを見

る時間などの調査もあわせて実施をいたしました

が、全国との平較では北海道、名寄市とも平均以

下という結果になっております。名寄市でも早寝

早起き朝御飯を推奨し、各学校でも取り組みを推

進しているところでありますが、今回の結果から

見ますとまだ実行の取り組みが少ないことが明ら

かとなったところでございます。今後においては、

取り組みへの計画、実施、検証、改善のサイクル

を全市的に確立し、実施を図っていかなければな

らないと考えております。

次に、小中学校における体育授業の対策につい

てでございます。小中学校における保健体育の年

間授業時間は、小中学校とも年間９０時間となっ

ておりますが、新学習指導要領の改訂により小学

５、６年生を除き１０５時間にふえることとなっ

ております。小学校の保健体育での目標と内容は、

低学年、中学年、高学年、それぞれ定められてお

りますが、心と体を一体として生涯にわたって運

動に親しむ資質や能力の基礎を育て、楽しく明る

い生活を営む態度を育てることを理念としており

ます。また、中学校についても運動や健康、安全

についての理解と運動の合理的な実践を行うこと

としております。各学校では、これらのことを踏

まえながら保健体育の授業を進めているところで

ございます。今後は、全国体力・運動能力、運動

習慣等調査の調査結果を参考にしながら、児童生

徒の体力１進に向け、部活動や少年団活動などへ

の参加推進を図り、学校における体育的行事へも

視点を当てた取り組みの強化を進めてまいります。

大きな項目の４、校区外の通学生徒への助成に

ついてお答えをいたします。初めに、本市校区外

の小中学生の状況についてでございます。特認校

につきましては、学校教育法施行令第８条の教育

委員会が相当と認めるときは、保護者の申し立て

によりその指定した学校を変更することができる

との規定を受け、名寄市では平成１１年度より小

規模特認校制度が導入され、現在小学校４校、中

学校２校をしているところであります。特認校は、

保護者の安易な意志での学校選択を認めたり、不

登校児童生徒のみを対象とするものではなく、小

規模校の持つ特色の中で、児童生徒に教育を受け

させたい場合に限り認めるものであります。最近

３カ年度の通学状況につきましては、平成１８年

度中名寄小学校が４名、智恵文中学校が７名の合

計１１名、平成１９年度では中名寄小学校が９名、
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智恵文中学校が１１名の合計２０名、平成２０年

度では中名寄小学校１１名、智恵文中が９名の合

計２０名となっております。また、智恵文小学校

でも平成１５年度に１名の通学者がいたところで

ございます。平成２１年度の３月１日での見込み

では、中名寄小学校が１３名で、うち３名が新１

年生として入学予定となっております。智恵文中

学校では、引き続き７名の生徒が通学することと

なっております。また、風連日進中学校では３学

年へ１名通学を希望している状況にあります。

次に、（２）の助成の現在の対策と（３）、助

成の考え方については関連がございますので、一

括して答弁させていただきます。名寄市では、平

成１１年度より遠距離から通学する児童生徒の通

学費を補助することによって保護者の負担軽減を

図ることを目的として、遠距離児童生徒補助要綱

を定め、通学費の助成を行っております。特認校

制度の適用を受けた通学児童生徒についても、公

共交通機関の定期券購入額の２分の１を上限とし

て制度の適用を受け入れることとなっております。

また、特認校通学を除く児童には、その通学路に

公共交通機関がなく、自家用自動車を利用し、通

学する場合は、特例として小学２年生までの児童

を対象にガソリン代相当額を支給することとして

おりますが、平成２３年度からは風連特例区が終

了し、制度を一本化することから、現行の制度を

一部改正し、小学２年生を小学６年生まで引き上

げ、対応することとなってございます。したがっ

て、特認校への通学については現行制度のとおり

実施してまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

高橋議員から妊〇福祉事務所長（小山龍彦君）

婦健診の公費負担について２点の御質問がありま

したので、お答えいたします。

最初に、現状の名寄市の妊婦健診５回の状況に

ついてお答えいたします。近年婦人の働く環境の

変化などで出産時の平均年齢が高くなっているこ

とから、健康管理がより重要となる妊婦がふえて

おります。一方、経済的な理由により健康診査を

受診しない妊婦も見られ、これらの方々の母体や

胎児の健康を確保する妊婦健診の重要性、必要性

が一層高まってきているところであります。平成

２０年度には、妊婦の健康管理の充実２び経済的

負担の軽減を図り、安心して妊娠、出産できる体

制を確保することを目的として、妊婦健診におけ

る公費負担を２回分から５回分に拡大するよう地

方財政措置が図られました。これにより本市では、

平成２０年度より国の基準に合わせて１出産当た

り２回分、１万 ４２０円から５回分、１万 ８ 

７０円の助成拡大を図り、積極的に取り組んでま

いりました。この妊婦健診は、妊娠届け出のあっ

た時点で母子健康手帳と一緒に妊婦健診助成券を

交付しておりますが、本年度は２４５人に助成を

行っているところでございます。お尋ねのありま

した飛び込み出産の件につきましては、現在まで

該当者はおりませんが、妊娠に気づきながらも受

診する時期が遅く、妊娠６カ月以降に届け出のあ

った妊婦さんは６人おります。そのうち２人が経

済的に苦しいので、出産を迷っていたと受診が遅

くなった理由に挙げられているのが現状でござい

ます。

次に、２点目、１４回となるとその体制はどう

なるかという、その取り組みの時期について申し

上げます。国は、少子化対策の一環として、今回

の国の２次補正により妊娠中に必要とされている

１４回程度の妊婦健診のうち、地方財政措置がな

されていない残り９回分についても今後２年間に

限り国庫補助、地方財政措置がされ、１４回分に

助成拡大が図られました。これを受け北海道は、

北海道医師会と連携し、道内委託医療機関で２月

１日から助成が受けられる体制が整備されたとこ

ろでございます。このことを踏まえ、本市におき

ましても４月１日から道内各委託医療機関におい

て助成券が活用できるように、補正予算も含めて

１人１４回分、８万 ８３０円を予算化し、これ
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まで妊娠届け出のあった対象者に助成券の追加交

付、また広く市民周知に向け準備を進めていると

ころでございます。また、この制度は国、道の基

準に基づき、道内の委託医療機関が一律の検査を

実施した場合の妊婦健診費用が算出されており、

これまで名寄市立総合病院の産婦人科で行う検査

内容、時期、費用等の実態と合っていないため、

助成券を有効に活用できないなどの課題がござい

ましたが、利用者の利便性を考え、昨年１０月こ

ろから医師２び担当課と協議を重ね、新年度より

名寄市立総合病院において実施する健診は、助成

券を持参した場合、すべて無料で妊婦健診が受け

られる体制が整ったところでございます。また、

里帰り出産として道外にて健診を受診される妊婦

さんには、年間５人程度おりますが、これまで委

託外医療機関となることから助成の対象外として

取り扱われておりました。今後公平性も踏まえ、

助成券の範囲内で出費を還付することとし、サー

ビスの拡大を図ってまいります。この制度が有効

に活用され、かつ安心して産み育てることができ

るよう環境づくりに努めてまいります。

この場からの答弁といたします。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

それぞれの答弁あり〇１５番（高橋伸典議員）

がとうございます。再質問と要望をしていきたい

と思います。

まず、順番を変えさせていただきます。まず、

運動のほうに、体力１強のほうにちょっと移らせ

ていただきます。先ほど佐藤勝議員からも言われ

ておりましたけれども、名寄はスキーのまちとい

うことで、冬も外に出るようにという部分でその

ようにも言われておりましたけれども、本当１位

の福井県、北海道は教育長もわかっているように

小学校が男子が４５位、女子が３９位で、そして

中学校男子は４３位で、そして中学校の女子は全

国最下位という体力検査でありました。そして、

福井の１位の状況というのが新聞に載っておりま

して、ここのあわら市という、学校なのですけれ

ども、ここは２時間目、３時間目の授業が終了後、

４年生から６年生までの児童が全員体育館に集合

して縄跳びを始める。そして、毎度縄跳びをして、

これが週３回あるそうです。そして、４月から１

１月はマラソンがある。１２月から３月までは、

縄跳びがまた２０分間継続する。そして、なぜこ

れをやるかといったら、みんな全員が出ているも

のですから、縄跳び何回跳べたという、競い合う

というのです。先ほど言ったように安全面だとか

どうのこうのではなくて、みんなが同じ授業をし

て、同じことをやって競い合っている。逆に上位

でない大阪は、ここの大阪教育大学の赤松教授さ

んがなぜ大阪が体力が向上しないのかということ

を調べたら、まず外遊びが減少している。それに

加えて生活習慣が体力低下の影響を受けていると

いう部分だということを言っておりました。先ほ

ど佐藤勝議員の質問でもありましたけれども、生

活習慣、早寝早起き朝御飯の、名寄も奨励してお

りますけれども、先ほどのお話でしたらまだ実行

されていないという状況にあるというふうに、実

行はしているのですけれども、されている方が少

ないという状況だと、名寄も。大阪が生活習慣が

できていないというのがまずは朝食摂取率が全国

平均よりも４１も落ちているという。睡眠時間も

全国平均以下であるという状況で、そして体力の

ほうも北海道と同じようにもう最下位のほうに来

ている状況です。名寄は、先ほど各小学校ごとに

進めていくということを言われていましたけれど

も、うちも息子が中学校で、早く寝ろよと。寝な

かったら、お父さんみたいに背低くなるよという

ふうに一生懸命寝せて大きくさせようとしている

のですけれども、やっぱり父親と同じくまだ背が

余り伸びない。夜遊びし過ぎるという思いがある

のですけれども、夜遊びでなくて夜遅くまで起き

ているという状況で、朝御飯はしっかり食べてい

ますけれども。本当にもうその状況の中でやはり

どういうふうに、小学校のほうは校長先生だとか

先生から言えばある程度聞くようにはなると思う
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のです。でも、中学校はなかなか生徒が先生のこ

とを聞けないという状況にあるのですけれども、

これを具体的に校長先生だけに進めるのではなく

て、やっぱり教育委員会が先頭になってやってい

かない限りは、校長にただ教育委員会が言ったの

では事が進まないというふうに私は思うのですけ

れども、もうちょっと具体的に何か事例、こうい

うふうにしていこうというのがあれば教えていた

だきたいというふうに思います。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

今いろんな事例をお〇教育部長（山内 豊君）

っしゃられまして、私もいろいろ新聞あるいはテ

レビ等を見てそういう全国的な状況、そして北海

道の状況、そして地元の状況というふうに考えて

おります。名寄市でも生活習慣の中では教育研究

所が指導改善プランをつくりましたけれども、早

寝早起き朝御飯については、これは推奨しており

ますから、やっていないということではなくて十

分浸透していないのかなというふうな思いがあり

ます。これは、今回の結果から見てそういうこと

になっているのかなという状況にあります。ただ、

学校では全体的ということにはならないのかもし

れませんけれども、各学校においても早朝のラン

ニングでありますだとか、縄跳びだとか、そうい

ったこともやっておりますし、そうした部分の中

ではただ走るだとか、あるいは縄跳びをするとい

うことではなくて、先ほども言ったように記録を

つけて向上させるだとか、競うということかどう

かちょっとその辺はあれですけれども、そういっ

たことも含めてやっているということであります

から、その辺についてももう少しやっぱり子供た

ちが自主的に参加できるような、そうした環境も

つくっていかなければならないのかなというふう

に思っております。

また、先ほど学校だけでなくて教育委員会が指

導してということもあります。これについても私

も高橋議員もスポーツ大好き人間だというふうに

思っていますから、そういった意味では外で遊ぶ

ということが一番いいことだというふうに思いま

す。２０年ほど前でしたでしょうか、名寄陸上競

技協会がとなみが丘霊園において子供たちを中心

にしてランニングの記録会をやったということで、

そうしたことで記録向上といいますか、成長のあ

かしをやっていたということがあります。そうい

った意味では、すくにそういうことができるかど

うかということはわかりませんけれども、そうし

たことができるのであれば学校あるいは教育委員

会とも連携をし、そして関係機関がそういったこ

とでのサポートもしてくれれば、そんなこともま

た昔に戻ってできるのかなと思いますけれども、

今すぐそういったことが実現できるかどうかわか

りませんけれども、そういった検討も今後進めて

いきたいなというふうに思っております。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

私も曙橋を通って自〇１５番（高橋伸典議員）

宅に帰るものですから、山内教育部長がさっそう

とした姿で曙橋を走っているのをいつも眺めさせ

ていただいておりますけれども、教育現場におい

ては先ほど部活だとか少年団を育成して体力１強

に努めるといいますけれども、少子化になってき

て本当に昔は野球部があった、サッカー部があっ

た、もういろんな、バレー部もありましたし、各

学校にこの競技の人口があってできたのですけれ

ども、今少子化になってクラブというのがサッカ

ークラブなんてもう致命的なもので、名寄１チー

ムしか市内にできないような、中学校ではそうい

う状況になっていますし、やはり学校の体育だと

か、学校のある程度の決め事で全体的な体力向上

に努めていく以外にはないと思います。先ほど言

ったように、中学校の男子は持久走以外は全国平

均になっている。今の中学生は、ある程度部活に

入っている状況がありますから、そういう状況だ

と思うのですけれども、女子はもう完全に全国平

均以下で北海道はトップを走っていますので、や

はり学校独自にある程度の部分をつくっていかな

い限り、中学になると全体的部分というのはなか
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なかつくれないというふうに思いますから、先ほ

ど言った福井の小学校みたいに小学校時代から西

小は縄跳びをやっているだとか、そういうふうに

学校独自で進めるというのが体力向上につながる

というふうに私は思っておりますので、その部分

もしっかりと校長、また教育委員会として進めて

いただきたいなというふうに思います。

あと、早寝早起き朝御飯の部分でもう一回ちょ

っと質問したいのですけれども、これ福井県は摂

取率が９割なのです、朝食。９割の方が小中学生

が朝御飯を食べているというのです。睡眠が８時

間から９時間。異常でないかなと、どれぐらい成

長するのかなというふうに私思うのですけれども、

それぐらいやって体力、そして学力もいいそうな

のです。早寝早起き朝御飯することによって頭の

知能も回転するということで、うちの息子たちに

も言っているのですけれども、なかなか親の方も

何なの、それという。具体的に学校側としてこの

早寝早起き朝御飯することによってこういうメリ

ットがあるというのをやはりもう一回父兄にもし

っかりと教えたほうがいいのではないかなという、

子供たちだけに伝えるのでなくて。伝えてわかっ

ている父兄はいるのです。たくさんいるのです。

でも、なかなかそれをやることによってどうなる

ものなのかという部分の親もいるように思われま

すので、やっぱり教育委員会として学校を通して

親に児童生徒に早寝早起き朝御飯を食べることに

よって学力がこういうふうに向上した学校もある

のだよと、体力がこういうふうに向上したことも

あるのだよという説明していくというのも、自分

の子供かわいいですから、親はそういうことがあ

るのだなといったら何らかの工夫をやって、朝寝

坊しても何とかヨーグルトだけでも食べさせよう

かなという親も出ると思いますし、そういう努力

をしていっていただきたいなというふうに思いま

すので、よろしくお願いします。

続きまして、特認校の交通費の助成について、

今名寄市では本当に智恵文だとか中名寄に通って

いる子供たちは公共交通機関を使用したときだけ

は定期の２分の１を助成していただけるというこ

とでなっております。こういう要綱があって、今

特認校通学を除く児童、これはガソリン代相当分

が小学校２年まで今は出るということで、２３年

からは６年生までになるということなのですけれ

ども、名寄から風連に通う場合はまた別な条件に

なるので、公共交通機関を使わないとその補助が

出ないという部分があるみたいですけれども、朝

はどうしようもなくて親が交通機関、自分の車で

風連まで送っていくと。帰りは、公共のバスを使

用した場合はその公共のバスの半額は助成として

出るということなのですか、これを読むと。それ

をちょっとお聞かせいただきたいと思います。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

遠距離通学の補助要〇教育部長（山内 豊君）

綱を適用しながら、特認校についても運用してい

るということでありますけれども、遠距離通学の

本質的な部分については校区内である一定の距離

以上から通学する児童生徒について、それに公共

交通機関を利用した場合、バス等の定額購入費と

いうことになりますけれども、それらについて補

助をするという制度になっています。それについ

て特認校についてもそれに準ずるような形での適

用をさせているということであります。ただ、特

認校に通う児童生徒については、その校区内の学

校に通うということではなくて、それぞれの事情

がありますけれども、そういったことでそういっ

た特認校指定をされた学校に通学をするという状

況になっています。そういった部分の中では、校

区内から通う児童生徒と校区外から通う児童生徒

についてはやはり状況が違うということでありま

す。また、平成１８年、１９年に小中学校の適正

配置検討委員会で協議した中でも特認校の部分に

ついて話題がありました。その中で今言った校区

内の遠距離から通学する生徒についての助成につ

いてもそれは当然何とかできるということなので

すけれども、特認校の中でいろんな事情がある中
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で通っているということですけれども、それはそ

の子供あるいは保護者がそういうことでの希望で

行くということであるのであるから、それについ

ては特段補助しなくてもいいのでないかといった

ような御意見もありました。そういった意味では、

現行の遠距離通学の助成制度のある部分を適用さ

せてということで、現状の中での運用ということ

でありますので、御理解いただきたいというふう

に思います。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

わかりました。〇１５番（高橋伸典議員）

本当にこの特認校に通う方々というのは、先ほ

ど言ったように自然の環境だとか教育、承認校で

自分の子供を育てたいだとか、やはりいじめだと

か、そういう部分で大きい学校に通えない子供も

出る。そういう方も行かれるというふうに聞いて

おりますし、いろんな状況の中でその特認校へ行

かれるというふうに思います。本当なかなか校区

外なものですから、難しい部分ありますけれども、

できれば助成制度をちょっと拡充していただくな

りなんなりして補助をしていただける体制をつく

っていただくよう要望しておきますので、よろし

くお願いいたします。

次に、妊婦の１４回の出産の健診の部分でお尋

ねいたします。今回５回から１４回になりまして、

９回は国庫補助金として市町村の地方交付税で賄

われるということで、１４回になって、出産間近

のお母さん方は本当にもう安心したのかなという

ふうに思われます。５回だったときには、やはり

先ほど言ったように２人の方が経済的な理由で子

供を産まないだとかという部分あったのですけれ

ども、そういう健診を受けに行かなかったという。

逆に本当にもう産みたいのだけれども、やはりこ

の経済状況の中で５回だけ無料健診受けて、５回

だけというか、５回健診受けられるのですけれど

も、お母さん方頭いいものですから、お金のかか

る部分をちょっとこっちがお金高いからというふ

うにという受けた方もおられますし、ずらして受

けた方もいるように私はお聞きしております。そ

れで、この１４回になったということで安心して

お子様が産めるかなというふうに思っています。

それで、先ほど助成は４月１日からスタート。

でも、２月１日で受けている人もさかのぼって助

成の金額をいただけるという部分だと思うのです

けれども、それでよろしいですか。２月１日から、

名寄は一応４月１日からスタートなのですけれど

も、国は２月１日にさかのぼって助成を進めると

いうふうに言っているのですけれども、その部分

は間違いなく２月１日にさかのぼって適用を受け

られるのかどうかという部分をお知らせいただき

たいと思います。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

４月１日から施〇福祉事務所長（小山龍彦君）

行ということで準備を進めておりますけれども、

既にこの検査のほうに入っている方につきまして

は検査の状況を見る中で、３月２８日から４月の

第１週までの間に追加の交付等をしながら進めて

いくというような形で考えておりまして、ちょっ

と時間的な部分までは確認しなかったのですけれ

ども、３月２７日の金曜日から、あと３月３０日、

第１週ということで、その間にお手紙等で来てい

ただくような形で新しい利用券に切りかえていく

というようなことで考えております。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

２５４人の助成券で〇１５番（高橋伸典議員）

すか、を去年渡して、ことしどれぐらいになるか

わからないですけれども、本当に出産のためにし

っかりと病院と連携して、安心して子供が産める

ように体制を整えていただきたいというふうに思

います。

続きまして、定住促進についてお尋ねいたしま

す。先ほどホームページに各会社の１１社の方々

の空き家情報といいますか、ここに行けばこうい

うアパートがありますだとか、家がありますとい

うのをお知らせするホームページが出されている

という部分だというふうに思うのですけれども、
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ある大町市というところでは定住促進策として空

き家バンクというのを出されているみたいで、そ

してこれは名寄市のホームページ出したのですけ

れども、登録された空き店舗の物件だとか調査は

先ほど言った宅地会社の方々にやっていただいて、

仲介を依頼して協定書を締結して、そして市の空

き家の所有者を希望して、市のホームページに物

件情報を載せる。そして、このホームページに載

せたものを他市町村の方々が照会に来ると。そう

したら、その照会を仲介業者の宅建業者に渡して、

そして宅建業者がその空き店舗を販売すると。そ

して、宅建業者は手数料だけもらうという形にな

る。先ほど名寄市も民間業者のそういうふうにす

るという部分だったものですから、私はこっちに

したほうが効力があるかなというふうに思いまし

て、こういうところもありますよということでち

ょっと御紹介させていただきます。やはり若者補

助はできないということなので、ちょっと寂しい

のですけれども、本当に名寄は先ほど佐々木総務

部長言われたように生活がすばらしい、教育のま

ちである、文化のすばらしいところである、医療

機関もある、交通整備もできていると。本当にも

う住みよいし、住みよさランキングの上位にいる

名寄ですから、自衛隊対策だとか、名寄大学の部

分で若者を、あと農業参入者をふやすというふう

に言いましたけれども、私は言われたとおり魅力

あるすばらしい名寄だというふうに思っています

し、間違いないというふうに思っているのですけ

れども、やっぱりそれだけで若者に来ていただけ

るかなという部分があるのです。先ほど言ったよ

うに、そんな高額ではなくてもいい、物でなくて

もいいかもしれないけれども、やはりこの名寄に

住みたいという方はおられると私は思うのです。

でも、今現実定住対策というのがやっぱり名寄市

もできておりませんし、定住したいという方々へ

のアピールというのがなかなかできていないのが

現状かなというふうに私は思っておりますし、ホ

ームページに載せることがお金がかかるわけでな

くて、本当にもう名寄、ここに住んでいただける

人に見ていただくだけでも私は一歩の成長かなと、

一歩のスタートかなというふうに思っています。

先ほどいろんなまちで定住促進やられている中で、

本当にもう家を建てるのに土地を１００とやるよ

だとか、まだいろんなところありました。そうい

ったところはちょっと無理ですから、出せないの

ですけれども、やはりある程度の部分、名寄はこ

ういうふうによそのまちの方々も来ていただいて、

住んでいただいてもすばらしいまちなのですとい

うＰＲが必要かなというふうに私は思うのですけ

れども、佐々木総務部長、いかがなものでしょう

か。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

担当の地域振興課〇総務部長（佐々木雅之君）

のほうでは、一生懸命移住、定住対策についても

ホームページ等をやっています。基本的なスタン

スは、ホームページによって不動産のあっせん関

係、詳しい情報については民間活力ベースでとい

うことを考えておりますので、御理解賜りたいと

思います。

それから、先ほど言いましたように大学生が来

たことによって４５０名から６６０名に定員ベー

スでふえまして、１００名が２年ごとに短大生が

入れかわりまして、大学生は４６０名ほどが４年

ごとに入れかわると。そういう中で地域には自衛

隊もありまして、名寄のまちには他の市町村から

平べると若い人方があふれていると言われるぐら

いな状況になっているかと思います。それから、

一番の原因は若者が定住していただくためには、

本当のこと言うと企業が張りついていただいて、

その企業に勤める方々が名寄で結婚していただい

て、子供をつくってということが一番重要かと思

いますが、最近の定住で成功している例を見ます

と、大都市周辺の町村のところにベッドタウン的

に町有地であるとかを安く販売をしたり、会社の

従業員住宅をつくるときに一定の補助をしている

という部分がありますので、その点につきまして
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は名寄の場合は地の利が若干悪いのかなと。ただ、

名寄市も過疎地でありますけれども、周辺の町村

も過疎地であります。その中で住みよさランキン

グの中でいうと、名寄市が若者に限らず定住して

いただける素地はあるのかなと。ただ、そこに助

成を出して積極的にやることが中心的な都市であ

る名寄市としていいかどうか、その辺もシビアに

判断をしながら、教育施設であるとか、医療施設

の充実、まちづくりに対して住みよさをより促進

できる方向をつくり出していきながら、それとあ

わせて穏やかなＰＲをすることによって名寄のこ

の地域全体の発展も含めた定住というものが進め

ていけるのかなというふうに考えておりますので、

決してやらないというのではなくて、やることに

よって周辺の町村との連携をどうするかというこ

ともちょっと出てきますので、気持ち的には中心

市街地の中でもまちなか居住というのはまさしく

名寄市内だけではなくて、周辺町村の方々からも

来たいというニーズにおこたえする事業の一つと

して考えておりますので、その辺トータルの中で

定住対策を進めていきたいと思っておりますので、

御理解賜りたいと思います。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

ありがとうございま〇１５番（高橋伸典議員）

す。本当に皆さんそう思って、私もそう思ってお

ります。本当に名寄のすばらしい地に一人でも多

くの方が残っていただいて、移住していただいて、

住んでいただくことがこれからの名寄市の発展の

ためになるというふうに私も思っていますし、そ

のために職員の方も努力していくことをお願い申

し上げます。

本当は１５分前に田中議員にやめろと言われま

したけれども、５分前に以上をもちまして終了さ

せていただきます。

以上で高橋伸典議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

平成２１年度市政執行方針と予算編成について

外１件を、川村幸栄議員。

それでは、通告順に従〇４番（川村幸栄議員）

いまして、質問をさせていただきたいと思います。

まず最初に、２００９年度市政執行方針と予算

編成についてお伺いをしたいと思います。この件

につきましては、さきに各会派の代表者の方々か

らの質問と重複する部分があるかと思いますが、

よろしくお願いしたいと思います。１つ目に、市

政推進の基本的な考え方について、３点について

述べられています。１点目の市民と行政との協働

では、市民がまちづくりの主役であることを自覚

し、参加することが大切、市民と行政がそれぞれ

の役割や責任を分担し、協働についての共通認識

を持ち、また行政情報の積極的な提供と共有によ

り市民の皆さんと協働のまちづくりを進めていく

ことを表明しています。新しい名寄市が誕生して

４年目になり、市民の融和を基本にそれぞれの地

域の人の力を結集してきたと言われましたが、そ

れぞれの地域の方々のお話を聞くと、地域間の受

けとめ方、感情に温度差が広がってきているよう

に思えます。合併による行財政へのさまざまなメ

リットを最大限に活用し、目標とする将来像の実

現に努めると表明されていますが、具体的にどの

ように進められようとしているのかお伺いをした

いと思います。

２点目の行財政改革の推進では、市税などの収

入が減少し続ける中で総合計画を着実に実施する

ために行財政改革の強化と組織機構のスリム化、

事務事業の一元化を推進すると述べられています。

市税などの収入を維持、拡大するには、地域経済

の活性化と地域雇用の確保が欠かせません。「な

よろブランド」創造研究委員会の立ち上げなど期

待をするところですが、改めてお考えをお聞かせ

いただきたいと思います。

また、組織機構のスリム化を推進するとしてい

ますが、市民サービスの低下が懸念されます。名

寄大学の新入生などへの対応や高齢者への窓口対

応など危惧されます。さらに、スリム化によって

職員への負担もふえるのではないかと思われます。
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職員の健康管理は重要な課題と考えます。予防も

含めて相談室などの日常的なサポート体制も必要

ではないかと考えますが、いかがお考えでしょう

か。

３点目の活力をもたらす産業の振興では、観光

振興による交流人口の拡大が重要と言われていま

す。具体的なお考えをお聞かせいただきたいと思

います。先日名寄市でも数年ぶりに復活し、全国

から参加されて行われたかっぱ村交流会などはユ

ニークな取り組みで、今後の発展に期待したいと

ころです。また、町中のにぎわいづくりでは空き

店舗の活用も望まれるところです。２００９年度

国の税制改正では、商店街活性化のための空き店

舗の土地の譲渡を促す税制改正が行われ、空き店

舗の活用のための税制支援となっています。空き

店舗の活用についてのお考えをお聞かせいただき

たいと思います。

２つ目に、安心して健やかに暮らせるまちづく

りについてお伺いします。安心して子供を産み育

てる環境づくりについては、妊婦健診の費用助成

が１４回まで拡大されたことは大いに歓迎をした

いと思います。これに加えて子供の医療費無料化

の年齢引き上げの考えはありませんでしょうか。

報道によれば隣の下川町では、新年度予算で小学

生以下の医療費無料化を盛り込んでいます。この

名寄市でもぜひ取り組みをしていただきたいと思

いますが、お考えをお聞かせください。

次に、高齢者福祉の充実についてですが、介護

を必要とする方々へのサービス提供について、４

月から実施予定の要介護認定の新方式では、判断

基準が大幅に変更され、認定の軽度化が進み、実

態より軽い判定になるおそれが出ています。必要

とする介護が受けられず、利用者の生活に深刻な

打撃を与えるおそれがあります。対応についてお

知らせをいただきたいと思います。

３つ目に、自然と環境に優しい快適で安全なま

ちづくりについてお伺いをします。ここで市長は、

今後も水需要に対応するため、サンルダム建設事

業に参画することを述べています。今環境破壊が

進む中、地球規模で自然環境の保持、保全に関心

が広まり、取り組みが進んでいます。サンル川の

上流は、日本有数のサクラマスの産卵場所です。

遡上数は日本一と言われます。このほか絶滅危惧

種のコガタカワシンジュガイやエゾサンショウウ

オなどが生息する貴重な自然の宝庫です。ダム建

設により取り返しのつかない自然破壊が起きてし

まうのではないでしょうか。道開発局は、サクラ

マスがダムを通過するための魚道をつくって生息

環境への影響を最小限にするとし、魚類への影響

を天塩川魚類生息環境保全に関する専門家会議が

調査をしていますが、この専門家会議はダム建設

推進の立場でいます。そして、この専門家会議の

委員８人のうち３人が開発局から事業受注公益法

人と受注企業からの選任であることが日本共産党

の紙智子参議院議員の質問趣意書への政府答弁に

より判明をいたしました。また、辻井達一座長は

道開発局と多年にわたり委託、研究をしており、

委員の大半が開発局と深い関係にあることが明ら

かになりました。このように専門家会議の委員が

受注企業法人に所属していては、適切な議論がで

きるとは思われません。人選も議論もやり直すべ

きと思います。自然環境や生態系の保全、流域住

民、漁民など生活を優先したダムによらない治水、

水需要計画の見直しが必要だと考えます。来年度

予算案では、本体工事の掘削費が計上されました

が、川辺川ダム、大戸川ダムのように見直すこと

が必要ではないでしょうか。

もう一つは、生活安全についてです。方針の中

でも述べられているように、これまでの名寄市で

は考えられない犯罪の凶悪化が見られました。今

後は、このようなことがないことを願うばかりで

すが、事故、事件が起きた場合の被害者などへの

ケアについてのお考えをお聞かせをいただきたい

と思います。

４つ目には、２００９年度の予算編成について

お伺いをします。細かい部分については、後の予
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算委員会に質問をさせていただきたいと思います

が、基本的な考えのところでお伺いをしたいと思

います。地方公共団体の財政健全化法に基づく財

政の健全化、行財政改革の着実な推進を念頭に総

合計画の具現化を最優先に編成されると述べてい

ます。また、既得権や既成概念にとらわれず、あ

らゆる事業の見直しを進めていると言われ、受益

と負担のバランスを調整しながら進めていく考え

を述べられました。国が進めてきた構造改革のも

とで、私たち国民は大きな痛みを強いられてきま

した。そして、さらなる消費税の１税が待ち受け

ています。加えて昨年からの世界的な金融危機に

より国内の経済の悪化は想像以上になっています。

必要とする公共サービスの負担が困難な状況が多

く生まれるのではないかと思われます。こんなと

きこそ、住民に一番身近な地方自治体が防波堤と

なることが求められると思います。そこで、応能

負担についての考えについてお聞かせをいただき

たいと思います。

次に、男女共同参画推進計画についてお伺いを

いたします。ことしは、女性に対するあらゆる形

態の差別の撤廃に関する条の、女性差別撤廃条の

が国連で採択されて３０周年となります。国内で

は、１９９９年に男女共同参画社会基本法が制定

され１０年がたち、名寄市でも２００８年２月、

名寄市男女共同参画推進計画が策定され、終了年

度を新名寄市総合計画に合わせた２０１６年とし、

２００７年６月から広報に連載するなど、市民周

知を図りながら計画を進めようとされています。

そこで、次の３点についてお知らせをいただき

たいと思います。１つは、計画の進捗状況につい

てお知らせいただきたいと思います。

２つ目には、平成２０年度重点事務事業項目と

して１４項目挙げられていますが、事業評価、検

証についてお知らせいただきたいと思います。

３つ目には、平成２１年度の事業計画の具体化

について、基本計画に掲げている次の３点につい

てお知らせをいただきたいと思います。１つは、

男女共同参画社会の実現に向けた意識の改革とし

て、男女共同参画の促進に関し苦情の処理２び救

済を行うための機関の設置について、特にＤＶ被

害者への救済などどのように取り組んでいかれる

のかお伺いしたいと思います。

２つには、家庭、地域、職場における男女共同

参画の促進として、雇用の分野での男女共同参画

を自治体が促進することが望まれますが、市職員

の男性の有給取得状況や老身介護などの介護休暇

取得状況をお知らせください。また、農業、自営

業分野での取り組みとして、名寄市では２名の女

性農業委員さんがおられますが、家族経営協定の

締結状況、さらに農村女性による企業活動状況、

そして中小業者や商業者の家族従業員の実態など

把握されていればお知らせをいただきたいと思い

ます。

３つに、健康づくりと福祉の充実として、高齢

者、特にひとり暮らしをされている高齢女性の暮

らしは医療の改悪や年金引き下げなどで非常に大

変になっていますが、こうした方々の実態につい

て把握されているのかどうか、どのように取り組

みを進めていられるのかについてお伺いをいたし

たいと思います。

以上でこの場からの質問とさせていただきます。

よろしくお願いいたします。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

川村幸栄議員から〇総務部長（佐々木雅之君）

大きな項目で２つの質問をいただきました。それ

ぞれの部にまたがることもありますが、私のほう

からまとめて答弁をさせていただきます。一部答

弁の順序が異なるかもしれませんが、お許しいた

だきたいと思います。

１番目の平成２１年度市政執行方針と予算編成

についての市民と行政との協働についてお答えし

ます。改めて合併に至った経緯を振り返ってみま

すと、風連町・名寄市合併協議会では平成１６年

１１月に新市建設計画を策定いたしました。前文

に風連町と名寄市は産業、医療、福祉、教育など
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さまざまな面で密接に関係し合い、支え合って発

展していきました。このように生活や経済圏域を

同じくすることが合併協議に至った理由でありま

す。計画には、双方に置く自治区のあり方、住民

自治を確立させるための自治基本条例の制定、参

画と協働を基本とする将来の自治の姿を描くと書

き込まれています。また、計画の趣旨として、２

市町の速やかな一体化を促進し、地域の均衡ある

発展と住民福祉の向上を図るための方策を示すと

されています。この計画の本市は、新総合計画に

引き継がれていますので、その確実な実行が一体

感醸成の原動力になるものと考えています。

市民との協働では、まずもって丁寧な説明と情

報公開をさらに深めてまいります。また、本市は

市民活動や市民協力が道内でも活発なところと言

われておりますので、両地区のよいところを認め

合い、共通するところは融合し、誇れるようなま

ちづくりを市民とともに求めてまいりたいと思い

ます。

合併のメリットが感じられないとのことにつき

まして、国が求めた市町村合併は簡単に申します

と少子高齢化や人口減少時代を迎え、行政運営の

効率性を図ることが目的で、そのために一定期間

の財政支援を受けることができるものであります。

そのため財政的には、議員が御存じのとおり合併

したからこそできた懸案事項の解決ということも

あると思います。佐藤靖議員の代表質問でも市長

からお答えしましたが、具体的なメリットとしま

して管理部門の経費の削減、人件費の削減、公共

施設の削減、地方交付税の特例措置、合併特例債、

合併補助金などですが、さまざまな価値観を持つ

能力のある人材と地域資源の拡大で名実ともに農

業が基幹産業になったことと考えております。こ

のたびは、国の平成２０年度補正予算によりまし

て財政支援がなく、先送りとなっていました数多

くの公共施設の改修を盛り込むことができました

ので、雇用の確保につながり、市民生活の安定に

寄与するものと高く期待をしております。

市政推進の基本的な考え方の中で、職員研修等

についてお答えします。今後５カ年間で８７名の

職員が定年退職となります。職員の知識、スキル

の向上がさらに求められています。市民のニーズ

に対応するために平成２１年度から、特にこれか

ら行政を担う若手職員に対し、名寄市の行政全般

について職員が講師となって研修を行い、さらな

る資質の向上を図ってまいります。また、心のケ

アにつきましては、心の健康の保持１進のための

指針を作成し、職員からの意見を取り入れながら

体制をつくり上げてまいります。新年度から旭川

医科大学健康科学講座と連携をし、相談窓口を設

け、専門家によるメンタルヘルスケアを行います。

交流人口の拡大につきましては、現在市と商工

会議所で中心市街地活性化に向けた取り組みにつ

いて議論を行い、２８本の事業計画案が示されて

おります。また、駅横の活用につきましてもあわ

せて議論を行っている状況であります。お話のあ

りました空き店舗活用につきましては、名寄市中

小企業振興条例で補助金制度を設けていますが、

補助後における営業継続の難しさもあるようであ

ります。ソフト事業の整備、見直しにつきまして

は、中小企業振興条例の改正を図り、にぎわいの

創出に向けた対応を図り、制度の利活用につきま

しても一層の周知に努めてまいります。

安心して健やかに暮らせるまちづくりの子育て

支援等についてお答えします。昨年北海道医療給

付制度の見直しにより、名寄市において昨年６月

第２回定例市議会におきまして小学生まで対象年

齢を拡大し、家計への経済的負担の軽減に努めて

いるところです。市の乳幼児医療給付事業につき

ましては、現在３歳未満の入通院における費用負

担は初診時の一部負担のみとし、３歳以上就学前

の幼児の入通院における費用負担は市町村民税非

課税世帯で初診時の一部負担のみで、市町村民税

課税世帯においては１割を負担していただいてお

ります。また、小学生までの児童につきましては

入院のみ対象として、かかる経費につきましては
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就学前と同様の扱いとさせていただいております。

御質問の小学生以下の医療費の無料化につきまし

ては、近隣の自治体で独自施策として給付を考え

ている旨が報道されております。昨年の改正では、

子供の医療費負担の軽減や少子化対策等医療保険

制度の改正を踏まえ、市としても道の交付要綱に

基づき、対象年齢の拡大を図っておりますが、小

学生以下に対する医療費の無料化につきましては

市の厳しい財政状況下で独自に上積みをすること

は困難と考えております。今後とも国や道の動向

を見きわめながら進めてまいりたいと考えており

ますので、御理解をお願いいたします。

次は、高齢者福祉の充実として、介護認定の据

え置きについての評価です。２１年度からの要介

護認定制度についてお答えします。新しい認定制

度は、来月４月以降の申請から適用されます。コ

ンピューターソフトを使用した１次判定と調査員

が記録する特記事項や主治医の意見が詳細に記入

されることから、これらが判定に反映され、適正

な認定がされるものと考えています。議員御指摘

のコンピューターによる１次判定の内容が要介護

の実態を反映せず、軽度の認定につながるのでは

との懸念は実務にかかわる職員もその内容に疑問

を呈しておりましたが、本日付報道で厚生労働省

は利用者からの強い反発が相次いだことから、判

定基準の一部修正を発表しております。これによ

りコンピューター判定がより実態を把握した内容

に変更されるものと考えております。名寄市では、

近隣自治体と連携して介護認定審査会を運営して

おり、審査会委員や調査員の研修会を２月に開催

し、新しい認定方法について理解を深めておりま

す。要介護認定は、利用される方の生活に大きな

影響を持つものであり、全国一律の基準により決

定されるべきものと考えております。今後の公平、

公正な審査の実施に努めてまいりますので、御理

解をお願いいたします。

サンルダムの関係についてお答えします。本地

域の治水事業は、歴史は浅く、たびたび大洪水に

見舞われた教訓から、地域一丸となって要望活動

を行ってまいりました。近年の異常気象は、融雪

期の降まや春から夏にかけての干ばつ期、秋期の

集中豪まとさま変わりの傾向を示しており、治水、

利水、河川維持の観点から、ダムによる水の制御

が不可欠となっています。名寄市におきましては、

新たな水利として風連地区の不安定な地下水依存

の解消と名寄駐屯地や一部郊外地区の上水供給が

求められています。また、本市の基幹産業の農業

振興のため、中名寄地区では若手農業者が水田の

基盤整備事業を進めており、水利はサンルダムに

依存しなければなりません。ダムの建設によって

失われる森林の回復のため、住民有志による植樹

活動は平成１２年度に始まり、昨年で９回を数え

ます。また、事業としての植林も進められていま

す。本年は、上下流域の実情を理解し合うため、

視察、較量を計画しております。

専門家会議の人員構成につきましては、意見を

述べる立場にありませんので、控えさせていただ

きます。

生活安全対策の関係についてお答えいたします。

安全で安心で暮らせる社会を実現することは、市

民すべての願いであり、犯罪の未然防止を図るこ

とはもとより、犯罪被害者が犯罪等により受けた

損害を回復、軽減し、再び平穏な生活を営むこと

ができるよう支援していくことは大変重要なこと

だと考えているところです。犯罪被害者等の事件

後の影響については、心身の不調、生活上の問題、

周囲の人の言動に傷つき、加害者からのさらなる

被害、捜査、裁判に伴う負担などの問題など、さ

まざまな困難を抱えることがあり、慎重で適切な

支援をしていく必要があると考えます。犯罪被害

者等の抱える問題は大変難しい問題であり、専門

の機関や専門のカウンセラーなどでの対応が必要

だと考えておりまして、行政の対応としましては

適切な情報の提供だと考えているところです。今

後におきましても市民の皆さんが不幸な事件、事

故、凶悪犯罪などに巻き込まれ、犯罪被害者等に
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ならないよう関係機関、団体との連携を深め、地

域住民とともに一体となって犯罪抑止対策を推進

してまいりたいと考えておりますので、御理解賜

りたいと思います。

２１年度の予算編成につきましては、行財政改

革の着実な推進を念頭に多くの市民との協働によ

り策定した新名寄市総合計画の具現化を最優先に

編成したところです。その一方、財源調整的な基

金である財政調整基金もほぼ底をつき、基金に依

存した財政運営にも限界があることから、昨年行

財政改革推進本部を立ち上げ、組織のスリム化は

もちろんのこと、使用料や手数料、さらに各種補

助金等の見直しを進めてまいりました。特に使用

料や手数料の見直しの中では、受益者負担の考え

方として、１つには地域政策上特に必要なもの、

２つ目には大多数の住民に受益が見込まれるもの、

３に利用者が特定されるサービスと思われるもの、

この３つの区分を基本として、運営経費や維持管

理費用のおおむね２５から５０１の負担をお願い

しようとするものであります。また、受益者負担

につきましては、応能、応益割合のうち応能割合

の平率を高くという御意見でありますが、体育施

設のように利用者が特定されるサービス等もあり、

住民負担の公平性の面からいいますと、さきに説

明しました受益者負担の考え方を基本として、受

益と負担のバランスを図りながら今後見直しを進

めていきたいと考えておりますので、御理解いた

だきたいと思います。

次に、大きな項目２つ目、男女共同参画推進計

画についてお答えいたします。議員がお尋ねの男

女共同参画推進計画の進捗状況と平成２０年度事

業評価検証について、関連がありますので、まと

めてお答えします。名寄市では、平成２０年３月

に名寄市男女共同参画推進計画を策定し、４月よ

り計画に沿って実施をしています。推進計画につ

きましては、平成２０年度から２８年度までの総

合計画とあわせた終了年度とし、９年間の計画と

しております。また、推進計画で定められた施策

を具体的に実施する事務事業を記載した実施計画

書は、単年度ごとに評価し、検証を行い、進行管

理に努めてまいります。平成２０年度は、２０５

の事務事業について各担当部署より報告を集のを

しているところでありますが、ほぼ８割が実施ま

たは実施済みの報告をいただいております。これ

ら具体的な事業評価、検証につきましては、今後

もワーキンググループ会議、推進会議、推進委員

会と経て最終評価をし、平成２１年度の実施計画

につなげていく予定であります。

ちょっと答弁が順序逆になるかもしれません。

お許しください。市役所における男性職員の育児

休暇、介護休暇の取得状況につきましては、平成

２０年度における男性職員の育児休暇につきまし

ては１名、介護休暇につきましては該当者はおり

ませんでした。参考までに女性職員の育児休暇取

得は２６名、介護休暇につきましてはおりません

でした。

農業関係についてお答えします。農家の家庭経

営協定の関係につきましては、市では平成１９年

６月に上川農業改良普２センター、道北なよろ農

協、農業委員会とともに名寄市家族の樹づくりプ

ロジェクトを立ち上げ、市内農家に家族経営協定

の周知を図り、協定締結を呼びかけてきました。

先月２５日にも新たに７戸の農家が調印式に臨み、

家族農業経営をよりよくするため、経営方針や役

割分担など家族間の十分な話し合いに基づいて取

り組みがされており、現在まで１０５戸の農家が

締結されています。今後もさらに農業者における

男女共同参画の視点から、家族経営協定の締結に

向けて努力をしてまいります。

農村における女性の立場や活動状況につきまし

ては、農業者の多くは３世代世帯が多く、これま

での慣習やしきたりが無条件に世代間で受け継が

れている可能性が高く、なかなか男女共同参画が

実感できないのではないかと思います。しかし、

最近の農村女性の活動は目覚ましく、現在農村女

性が活動している団体は農産物加工、販売してい
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るものが４つ、農産物の直売が３つ、介護が１つ、

簿記が４つの計１２グループあります。加工グル

ープでは、東京なよろ会でのみそ、漬物、おだん

ごの販売や産業まつり、地産地消フェア、雪フェ

スなどのイベントにも参加し、市民を対象にした

料理講習会の講師になったりと積極的な活動を展

開しております。また、産直グループは６丁目商

店街の女性たちと一緒に野菜市を開催し、市民に

大変喜ばれているところです。介護グループは老

人介護施設に出向き、老人の世話をし、簿記グル

ープは簿記記帳による経営分析の学習などをして

おります。今後もますます農村女性の活躍が期待

されているところでありますが、就労環境の整備

や女性の活動の機会をふやすよう努力をしてまい

ります。

中小企業の商店の主婦たちの家族従業員等につ

いての御質問がありました。自営業で働く女性は、

仕事と家族の両方を負担しているにもかかわらず、

職場と家庭での境目があいまいなため、賃金や休

日などの労働条件もきちんと定まっていない場合

が多く、社会的な活動に参画しづらいのが現状で

す。市内商店では、おおむね家族従業員として主

婦も専従者給与を受けているとの報告を商工会議

所よりいただいておりますが、会計を受け持って

いるのはほとんどが奥さんであり、実質共同経営

者であります。自営業で働く女性は、農業者と提

携した野菜市や空き店舗を活用したボックスショ

ップなど活発な活動を展開しており、今後もさら

なる活躍を期待するところであります。しかし、

そのためには家庭におけるパートナーの協力、理

解が最も重要であり、経営者に向けた意識啓発を

積極的に実施していく必要があると思いますので、

商工会議所とも連携を図り、意識啓発に努めてま

いりたいと考えております。

市民の相談窓口の一本化等につきましては、現

在の相談体制はそれぞれの担当部署で行っており、

相談の総合窓口的な体制はなく、市民の皆様には

わかりづらくなっているものと考えられます。特

にＤＶにつきましては、犯罪であること、また当

事者間において非常にデリケートな問題でもある

ことから、難しい対応が迫られます。児童、高齢

者の虐待などについては、福祉事務所内に委員会

を立ち上げ、対応しておりますが、ＤＶにつきま

しては現在の機構の中で所管部署の定めがなく、

便宜上、相談者の支援のため、社会福祉課児童福

祉係で相談を受け、事例によっては警察への届け

出、相談、加害者からの避難などの指導を行って

きました。将来的には、ＤＶ所管部署を定め、関

係部署を網羅した相談体制の確立を目指してまい

りたいと考えております。

ＤＶ被害者の相談対策としては、名寄保健所、

市民相談室など関係機関に連絡、相談先を記載し

たソロプチミストが作成、配布しておりますホッ

トラインカードの活用を進めるとともに、今後も

カードの作成、配布を含め、公共施設、市内大型

店内トイレ等に設置し、手軽に入手、利用ができ

るよう関係機関と団体に要請を行ってまいります。

最後に、高齢者のひとり暮らしの女性に対する

状況につきましては、高齢者一人一人が生き生き

と充実した生活を営むため、高齢者の社会参加や

生きがいづくりに努めていく必要があります。現

在実態調査は実施しておりませんが、６５歳以上

の女性のひとり世帯はの ６２０件ほどあると思

われますが、今後も１加することが予想されます。

しかし、元気なお年寄りもふえております。生涯

学習課では、ピヤシリ大学、瑞生大学などの高齢

者大学を開講し、仲間づくりに努めていますし、

高齢者に人気のパークゴルフなど屋外でのスポー

ツを楽しんでもらい、健康１進に体を鍛えてもら

うことも大事かと考えております。そのほかに自

立支援デイサービス、外出支援、除雪サービスな

ど今後も継続して支援をしてまいりたいと考えて

おります。

以上、私からの答弁とさせていただきました。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

ありがとうございます。〇４番（川村幸栄議員）
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それでは、数点について再質問と要望をさせてい

ただきたいと思います。

最初の市政推進の基本的な考え方の部分につい

てですけれども、部長のほうからも情報公開に力

を入れていきたいという御答弁がありました。や

っぱり思いもよらないような受けとめ方というこ

ともあるかというふうに思うわけです。ですから、

やっぱり本当に確かな情報公開が必要かというふ

うに思います。それぞれの地域に住む皆さん方が

本当に理解が得られるように、積極的な情報公開、

提供とともに、市民にしっかり見える行政運営を

お願いしたいというふうに思っております。

職員の健康の問題です。先ほど旭川医大との連

携でメンタルヘルスのところの部分でという、相

談室もというふうにお話がされていました。実は、

名寄大学の中に御存じと思うのですが、保健福祉

センターというふうになっています。これが実は

何でも相談所になっていて、健康ばかりではなく

て生活の部分でも相談ができるというふうになっ

ているのです。定期的に相談員がいらっしゃって、

そうでない部分は直接連絡下さいというような形

で出されているのですが、こういった日常的に相

談できる、医大というか、病院に行く前の予防と

いう形でも必要かなというふうに思っているので

す。重くならない前のこんなことで相談していい

のだろうかというような内容のものまでもちょっ

と愚痴を聞いてもらうだけでも随分楽になるので

はないかというふうに、私自身、自分自身も含め

てなのですが、そういった部分もありますので、

こういった日常的に相談できる、そういう体制、

していただけたらなと。まだ場所に行くのはちょ

っとというふうに思っていらっしゃる方にとって

は、また電話での相談というか、例えば子供たち

のハートダイヤル、こんなのも今相談件数もふえ

て、実はこの間相談員の先生にお聞きしましたら、

随分浸透してきているので、気軽にお電話してく

ださる方もいるというふうにおっしゃっていまし

た。ですから、気軽に相談できるそういった場所、

ぜひできないかというふうに思っていますが、い

かがでしょうか。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

職員のメンタルヘ〇総務部長（佐々木雅之君）

ルスの関係につきましては、上川町村会が利用し

ているものに私たちも参加させていただいてとい

うふうに考えています。１つは、職員のメンタル

ヘルスの関係につきましては職場の長におきまし

ても一定の個人的な相談等につきましてお話聞い

ていますが、具体的に医者にかかるときには地元

の病院ではなく旭川の病院にかかるというのは、

その辺個人の方の行きづらい、行きやすいという

ことの判断もあろうかと思います。せっかく地元

に大学で、私自身もちょっとそういう観点からど

うしても市外のほうの病院のほうに目が向いてお

りまして、この辺につきましては担当のほうに指

示をしまして、地元の大学の相談窓口も有効活用

するようにということで早急に取り組んでまいり

たいというふうに考えています。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

後でお話しさせていた〇４番（川村幸栄議員）

だきますが、男女共同参画推進のところのＤＶの

相談の窓口も含めてなのですが、やはり身近に相

談できるところがたくさんあるということが望ま

しいかなというふうに思いますので、ぜひ御検討

をお願いしたいと思います。

空き店舗の活用についてなのですけれども、私

は本当に空き店舗もったいないなといつも思って

いるわけです。例えば高齢者の方々が集える場、

ちょっと一服休みするお茶飲み場所、それからま

た大学生、今回完成するわけですが、そういった

大学生のゼミ活動、こういった中でも利用、支援

ができないものかなというふうに思っています。

先ほどお話があったように、現在ある中小企業振

興条例、町中にぎわい事業の中では、家賃や借地

料の１００分の５０、半分です、支援があるとい

うふうに言われていますけれども、やはりなかな

か活用されているふうには見えません。それは、
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やっぱり活用をしにくい中身なのではないかとい

うふうに思いますので、もっと積極的な活用でき

る中身に変えていただきたいというふうに思うの

ですが、この部分について御答弁いただければと

思います。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

今空き店舗に限っ〇経済部長（手間本 剛君）

てお話をちょうだいいたしました。御案内のとお

り、合併してから３年になりますけれども、私は

その後の分しかちょっとわからないわけですけれ

ども、ただ動きとしまして、今私どものほうから

も呼びかけ、働きかけをさせてもらっていますけ

れども、幾らか出てきたなと、そんなような思い

をしております。５丁目のほうの部分も大学の子

供たちとお話をしながら、白井教授等介してぜひ

まちの中心地の中でサテライトといいましょうか、

そういった言葉も出てまいりましたし、あるいは

集える場所といいましょうか、それから子供たち

がそこで何かできる、何かやれるということ、そ

うすることを通じてその商店街の方々とも交流が

できる、いろんな情報が交換できるというような

ことで出てきたなと思っております。ただ、御案

内のとおり振興条例につきましてもでき上がりま

してから３カ年ほどたちますものですから、また

幅広い皆さん方の御意見等をお聞かせをいただい

て、使いやすい、身になるような、そんな制度に

改めていけたらなと、こんな思いを持っておりま

す。年度明けたら、早々に審議会等を開いて諮っ

ていきたいというふうに思っておりますので、御

理解を賜りたいと思っております。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

ぜひ積極的にお願いを〇４番（川村幸栄議員）

したいというふうに思います。

次に、子供の医療費無料化の件についてですけ

れども、今全国的に親の経済的な理由によって病

院にかかれない子がふえていると言われています。

本当に御存じのように国保、資格証明書が発行さ

れなくて病院にかかれない、そういった部分につ

いては子供たちから保険証を取り上げないという

措置もとられたというふうなことで、皆さんも周

知のことと思うのですけれども、やっぱりこうい

った経済的な理由で病院にかかれない子がふえる

というような、これだけはなくしたいというふう

に思うわけです。先ほど高橋議員からありました。

妊婦健診の問題でもお話があったように、出産す

るかしないか迷っていたと、経済的な部分で。こ

ういった方たち、出産まではもちろんなのですけ

れども、生まれた後の子育てにかかわる経済的な

不安、これも非常に大きい。そのことがあったの

ではないかなというふうに思っているわけです。

例えば今回妊婦健診１４回までの保障があります

けれども、昨年５回ということで国の方針で５回

に、全国的にあちらこちらで５回になりました。

それで、今回は９回の半分を国が助成すると。こ

の２年間の措置ですけれども、自治体が多く取り

組むようであれば引き続きというようなことも聞

いています。ですから、その地方、地方の取り組

みがやっぱり国を動かしているのではないかなと

いうふうに思っています。ですから、積極的な子

育て支援取り組んでいただいて、やっぱり道や国

の動向を見るのではなくて、こちら側から積極的

に働きかけるということが必要かなというふうに

思いますので、ぜひ御検討をお願いしたいと思い

ます。

次に、生活安全の被害者のケアの部分について

です。本当に難しい問題だというふうに思います

し、事件によってケース・バイ・ケースかなとい

うふうには思うのですが、例えば昨年大学公園で

の不幸な事件がありました。中学生が間接的にか

かわっていたかなというふうに思うのですが、こ

うした方たちへのケアについてはどのようにされ

たのかどうかお知らせをいただきたいというふう

に思うのですが、いかがでしょうか。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま大学公園で〇教育部長（山内 豊君）

の事件についてお尋ねがありました。平穏な名寄
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でああいった事件が起こるというのは余り想定を

していなかったわけですけれども、この事件の直

後学校から教育委員会に連絡がありました。学校

での対応でありますけれども、生徒の様子はおお

むね元気であるということと対応は学校内で行う

という第１報でありました。その後子供たちの心

のケアについて担任の先生、あるいは養護教諭、

あるいはこころの相談の相談員、それぞれが対応

したというふうに聞いてございます。教育委員会

としても必要があれば名寄市立大学の教員、ある

いは専門家のカウンセリングを依頼するというよ

うな連絡も学校にはしていたところでございます。

また、上川教育局からは必要に応じてカウンセリ

ングの専門家も派遣をするといったようなことが

ありましたけれども、おおむね学校の中での対応

で、子供たちについては余り動揺がなかったとい

うふうに聞いております。

以上です。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

大きな動揺がなかった〇４番（川村幸栄議員）

ということで安心をするところですけれども、本

当に全国的にいえばこういった事件、事故がふえ

ています。先ほども情報提供というふうにおっし

ゃっておられました。犯罪防止に向けた適切な情

報提供はもちろんなのですけれども、こういった

不幸な事件、事故に巻き込まれたときのケアとか

サポート体制、そういった情報もぜひ提供してい

ただいて、こういった場合にはどうしたらいいの

かというようなことがわかっているのとわかって

いないのとは大きな差があるかなというふうに思

いますので、ぜひこの部分についてもお願いをし

たいなというふうに思います。

それで、ダム建設の前にちょっと介護保険のこ

となのですけれども、高齢者の介護保険の部分に

ついてですが、先ほど利用者などの強い反発が相

次いだということで、きょうのニュースで見直し

がされる方向が打ち出されたということで報告が

ありましたけれども、民主医療機関連合会という、

民医連というところでも調査をしましたら、今ま

でヘルパーさんに週１０回来てもらっていたとこ

ろが３回に減らされた。これでは介護なんかでき

ないというような、そういった不安が寄せられて

いるということも調査で出されていました。現場

にいらっしゃる認定調査の方たち、審査委員の方

たちにぜひお願いしたいなというふうに思ってい

るのは、国の動向を見守るのではなくて積極的に

こちらの側からこういう状態だと。これでは困る

のだと。やっぱり介護を受けている高齢者の方た

ち、こういったことでは保険料は取られるけれど

も、介護は受けられないというようなことになっ

ては困るというような、そういった提案というか、

そういう意見もどしどし出していただくと。そう

いうふうな働きかけをしていただきたいなという

ふうに思うのですが、いかがでしょうか。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

今回の介護の認〇福祉事務所長（小山龍彦君）

定絡み、それから介護保険料の改定という部分に

も関連しているかと思いますけれども、介護の認

定の部分が上がっていくという部分と国の制度の

部分とはここで議論の対象にならないのかなとい

うふうな部分でちょっと押さえておりまして、私

どもといたしましてはこの部分で、国が介護の部

分で今介護報酬を３１引き上げるということで出

てきますのと並行して介護認定の部分で今議員が

懸念されております低い認定になることによって

限度額という部分があるのですけれども、当然介

護の制度が限度額という部分で１割負担の中の上

限額が決まっている関係がございますけれども、

要介護１以上の方については介護のほうで受けら

れるのですけれども、要支援の状態としては原則

受けられませんが、そこの部分を社協やほのぼの

倶楽部とか、そういう市内民間の事業所でバック

アップする体制もありますので、そういう部分で

はちょっと介護のほうの制度とは違うのですけれ

ども、ほぼそういう部分でやっておりますので、

そういう部分を踏まえた上で御利用いただきたい
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と、そういうふうに考えております。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

ありがとうございます。〇４番（川村幸栄議員）

本当に高齢者の方たちの暮らしも大変ですし、医

療や介護に対する不安も大きいわけですので、ぜ

ひ積極的に取り組みをお願いしたいというふうに

思います。

ダム建設のことですけれども、見直しを進めて

いる大戸川ダムにつながる淀川水系流域委員会で

は、河川、防災、水環境、生態系、利水、都市計

画、地域のこういった特性に詳しい委員、幅広い

分野で２４名の委員で構成されています。先にダ

ムありきではなくて、ダムによらない治水、水事

業計画の見直しなどを検討すべきと考えています。

京都大学の名誉教授である今本博健さん、ダムは

最後の選択肢とすべきだと、このように言ってい

ます。私ももうそのとおりと思っています。先ほ

ど植林もというふうな話がされていましたけれど

も、今ある貴重な自然、これをなくして、取り返

しのつかない自然をなくしていくこと、やっぱり

ダムをつくることは最後の選択肢にしていただき

たい、このことを訴えたいというふうに思います。

時間の関係があります。男女共同参画推進計画

について再質問をさせていただきたいと思います。

この名寄市の男女共同参画推進計画の趣旨の中で、

社会環境が変化し、男女一人一人にさまざまな生

き方が求められています。しかし、現実の社会環

境は従来からある男女の固定的役割分担意識に縛

られていることが多く、女性や男性の多様な生き

方を疎外する要因になっていると。これらの多様

な生き方に対応して行政、市民、企業がともに男

女共同参画社会を築いていけるように、この推進

計画を策定したというふうになっています。１９

９９年から開始された国連開発計画という人間開

発報告でのジェンダーエンパワーメント指数、女

性が政治参加や経済界における活躍、意思決定に

参加できるかどうかをあらわす指数なのですが、

これは日本の順位が２００８年で１０８カ国中５

８位という、こういう低さです。労働市場での賃

金などの男女格差が大きいことが原因と言われて

います。２００２年には３２位でしたので、女性

の雇用の不平等が大きい国というだけではなくて、

改善のテンポも全くおくれていると言わなければ

ならないかというふうに思っています。こんな中

で名寄市の男女共同参画推進計画、これに私は大

いに期待をしているところです。取り組みをぜひ

進めていっていただきたいと思っているのですが、

ＤＶ被害者への救済のところで先ほどお話もあり

ましたが、日本では２００１年にこのＤＶ防止法

ができました。配偶者の暴力を犯罪だと、このよ

うに明記した画期的な法律だと言われていますが、

しかしまだまだこれは浸透していませんし、当の

被害者本人自身がこれがＤＶだと気づいていない

ことも多いというふうに言われています。啓発が

もっともっと必要で、重要だというふうに思って

います。ですから、広報で毎月お知らせしている

というのは私は重要だなというふうに思っていま

す。ですが、また先ほど知らせるカード等という

ふうなお話がありました。しかし、避難するため

のサポートセンターといいますか、そういった部

分も必要ではないかなというふうに思っているの

です。ただ、名寄の場合、狭い地域ですので、な

かなか難しいかなというふうには思うのですけれ

ども、やっぱり旭川、札幌というような大きな地

域で連絡がとれないというか、そういったところ

に避難をさせてあげる、そういったサポートも必

要かなというふうに思っています。

あと、職場環境の問題では、先ほどお知らせい

ただいたように市の職員の中でも育休取得、若干

１名あっただけとは何かちょっとあれだったので、

子育ての部分では少なくなっているというのもあ

るかとは思うのですけれども、この間お母さん、

お父さん教室、これの参加状況をちょっとお聞き

しましたら、結構お父さん、お母さん２人で参加

されている方がふえているというふうにお話聞い

てきました。男女ともに働きやすい、そして仕事
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と子育ての両立できる職場環境づくりが男女共同

参画社会実現のために重要な課題だなというふう

に思っているのですが、実はきょうの新聞であり

ました。育休、出産で不利益、こういうふうに感

じている方が以前から平べると ３じのペースで

ふえていると。これ厚生労働省のまとめでわかっ

たときょうの新聞で報道されていました。妊娠や

出産がきっかけで企業から解雇や退職勧奨など不

利益を受けたとしています。そして、一番重要だ

なというふうに思うのですが、これは相談したと

ころに自分が相談したとわかると困るので、企業

への指導は控えてほしいと、このように相談者が

言わなければならない、こんな状況がまだまだこ

の中に、日本の社会の中に根づいているというこ

とで、これはちょっと心が痛むところです。こう

いったことがない、本当におかしいのではないか

いと言える、そういった社会づくりのためにもぜ

ひ男女共同参画推進を本当に名実ともに推進をさ

せていただきたいというふうに思っています。

また、先ほどひとり暮らしの高齢女性の暮らし

の問題、話をさせていただきましたが、確かに健

康づくりの部分ではそういった部分もあるかとい

うふうには思うのですが、しかしひとり暮らしの

高齢女性の暮らし、本当に大変です。例えば若い

ころ子育てをしながら、一生懸命働いてきたと。

だけれども、高齢になってもらう年金４万円、５

万円。それで、これでも頑張っているわけです。

子供たちも精いっぱいで生活しているので、頼る

ことができない。できるところまで頑張ってみる

ということで、灯油が高いときには本当に灯をと

もすように、そして電気も早くに消しているとい

う、こういった方たちにそれこそ行政としての福

祉の支援が必要だというふうに思います。この部

分についてお考えをお聞かせいただいて、私の質

問を終わらせていただきたいと思います。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

１点目のＤＶの関〇総務部長（佐々木雅之君）

係につきましては、先ほどホットラインカードと

いう中には市役所の市民相談室、社会福祉課の家

庭児童相談室、警察、法務局、保健所ということ

で入れましてやっています。この関係については、

内部協議では一本化した窓口がわかりやすいのか、

それとも個人のプライバシーを守りながら、相談

はどこに出ても連携はとれる仕組みはいいのかと

いうことについて検討しておりますので、この辺

については早急に結論出して対応したいと思って

います。

それから、高齢者を取り巻く状況の関係につき

ましては、包括支援センターも含めてどちらかと

いうと体の障害の関係のケアの部分を中心に行っ

てまいりましたが、生活全般にわたるいろんな状

況も含めていろんな話を包括支援センターの職員

等も聞いておりますので、それらにつきましては

今後の福祉施策の中に十分反映してまいりたいと

思っておりますので、よろしくお願いいたします。

以上で川村幸栄議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

１５時１０分まで休憩いたします。

休憩 午後 ２時５５分

再開 午後 ３時１０分

休憩前に引き続き会〇議長（小野寺一知議員）

議を開きます。

新年度の地域振興施策について外１件を、渡辺

正尚議員。

議長から御指名をい〇１４番（渡辺正尚議員）

ただきましたので、さきに通告した順に従って質

問をしてまいります。

新年度の地域振興施策について５点ほどお聞き

します。１つ目には、新年度の農業振興施策につ

いてです。この地方は、第１次産業の農業が元気

にならなければ地域振興にはなりませんので、新

年度の農業振興施策についてはどのような計画な

のかを具体的にお答えください。

２つ目には、新年度の中心街振興施策について

伺います。具体的にどのような将来に向けた振興
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計画があるのかをお知らせください。私は、地元

の商店街がやる気にならないとだめだと思います

し、長期的な計画を立てる人がいて、みんなで相

談しなければ前には進みません。地方から名寄に

出店する計画がわかってから反対しているようで

は前には進みませんし、独自の計画を立てて邁進

すべきだと考えますが、お考えがあればお答えく

ださい。

３つ目には、市長も新年度の執行方針におっし

ゃっておりましたが、総合交通体系について伺い

ます。現状は、公共交通機関の利用者が減少し、

生活路線バスの縮小、廃止が懸念されております

が、今後はどのようにしようとしているのかをお

知らせください。

昨年住民ニーズに基づいた公共交通のあり方研

究会を立ち上げ、下多寄線で２１年度と２２年度

に実証実験を実施し、施策の有効性について検証

を行いながら、２３年度乗り合いタクシー導入を

進めたいと提言しておりますが、これについての

考え方については行政としてどう取り組んでいこ

うとしているのかをお知らせください。

４つ目には、観光の振興施策について伺います。

観光といっても数多くありますが、上川北部の中

核都市としては北部の中心となって何かできない

かを計画する時期に来ていると感じられます。新

年度からの計画あるのかをお知らせください。

５つ目に、交流活動の推進について伺います。

今回は、昭和５２年９月に設立されたさっぽろ名

寄会について伺います。会の発足から３２年にな

りますが、これまでの経緯と今後の対応について

伺います。私は、東京なよろ会に平べてかかわり

が少ないように思えてならないのですが、今後の

対応はどうされていこうと考えているのかお知ら

せください。私は、陸続きなのですから、交流は

もっと積極的にすべきと考えますが、お考えがあ

ればお答えください。

次に、大きい項目の２番目、教育行政について

伺います。初めに、小中学校の教育環境について

ですが、小学校については市内に５つ、智恵文地

区に１つ、中名寄地区に１つ、風連地区に４つあ

り、１１校であります。なかなか統合は進みませ

んが、将来的には半分程度になると思っておりま

すので、質問いたします。教育というのは、教育

環境の充実が一番だと思います。それには、教育

環境の充実にはいろいろな計画が必要ですが、何

点かありますが、何をすればよいのかをお答えく

ださい。

次に、高等学校の環境について伺います。今週

から名寄恵陵高等学校と名寄農業高等学校がキャ

ンパス化して、名寄産業高等学校になるわけです

が、この影響についてお答えください。風連高等

学校の廃校も決定をしておりますし、当時５校あ

ったものが２校になるわけですから、この影響に

ついてもお答えください。

次に、大学の教育環境について伺います。地域

とともに歩む名寄市立大学にとって構想どおりの

地域との連携を深めていくことができたのでしょ

うか。これまでの実績をお答えください。それと、

大学の魅力をどのように育て、産学官の連携はま

ちづくりにどのようにしていこうと考えているの

でしょうか、お答えください。

これでこの場からの質問を終わります。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま渡辺議員〇経済部長（手間本 剛君）

から大きな項目で２点にわたり御質問がございま

した。１点目の（１）、（２）、（４）は私から、

（３）、（５）につきましては総務部長から、２

点目の（１）、（２）は教育部長から、（３）に

つきましては大学事務局長からのお答えになりま

すので、よろしくお願いをいたします。

初めに、農業振興施策についてのお尋ねをいた

だきました。我が国の農業、農村を取り巻く環境

は、アメリカ発の金融危機が世界に波２し、日本

経済に深刻な影響を２ぼし、国際化の進展に加え、

高齢化、担い手不足、耕作放棄地の拡大、規制緩

和など厳しい状況に直面しております。国は、平
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成１９年度より経営所得安定対策大綱に基づく米

政策改革推進対策、水田・畑作経営所得安定対策、

農地・水・環境保全向上対策の３本の大きな柱と

する施策を推進しております。以上の施策を基本

に据え、平成２１年度は名寄市農業・農村振興計

画に基づく実施計画３年目となりますので、着実

に事業の実施に向けて取り組んでまいります。

初めに、農業生産基盤の整備については、農地

集積加速化基盤整備事業が４地区、地域水田農業

支援緊急整備事業が２地区、基幹水利施設ストッ

クマネジメント事業１地区の計７地区で事業の推

進をしてまいります。水田農業の関連施策といた

しましては、国の平成２０年度第２次補正予算で

決定した平成２０年産主食用出納作付面積に交付

される水田フル活用推進交付金、１０アール当た

り ０００円が交付されるほか、従来からの米需

給調整施策として産地確立交付金事業２び水田等

の有効活用と食料自給率の向上を図るため、水田

等有効活用促進交付金事業が平成２１年度から新

たに３カ年間実施されることになりました。機械

施設整備に関しましては、ＪＡ道北なよろが事業

主体になり、農山漁村活性化プロジェクト支援交

付金で実施の米の調製施設として色彩選別機導入

事業を計画いたしております。また、認定農業者

等が農業機械施設の整備に融資残の自己負担部分

に対する補助を受ける地域担い手経営基盤強化総

合対策実験事業で１４１経営体が事業費の７１

９００万円、補助金２１ ８４０万円を要望して

いるところでございます。農村振興事業では、中

山間地域直接支払制度交付金事業や昨年度から実

施の農地・水・環境保全向上対策を市内農村部全

域９地区で取り組み、地域資源の維持や農村環境

の形成に努めてまいります。さらに、担い手対策

やグリーン・ツーリズムなどの農村活性化の取り

組み、食育、地産地消の推進など関係機関、団体、

農業者と連携して農業、農村の振興に努めてまい

ります。

次に、中心街振興施策についてのお尋ねをいた

だきました。本市における商工業の振興計画は、

市の総合計画によっています。その中で創造力と

活力にあふれたまちづくりを実践していくことで、

商業の振興ではニーズに対応した情報の提供、利

便性、快適性を備えた個性ある魅力的な商店街づ

くりとして平成１２年度に策定されました中心市

街地活性化基本計画の見直し作業を行うこととし

ております。しかし、今回の新しい中心市街地活

性化基本計画の策定に当たっては、企画、計画だ

けでなく、全体のコンセンサスや事業主体をしっ

かりと持って５年間でやり切れる事業ということ

と目標値、指標のクリアが求められている計画書

の策定になっております。商店街、消費者ともに

どのようなまちづくりが必要なのかをしっかりと

議論し、進めていかなければならないものと思っ

ております。これまで策定作業の中で議論した素

材を大切にし、商店街のまちづくりを仕込んでい

かなければならないものというふうに考えている

ところでございます。中心市街地活性化基本計画

は、名寄が平成１２年、風連が１７年につくられ、

それぞれに役割を持って動いております。名寄の

中心市街地活性化基本計画についても再度の検証

と関係機関、団体との協議を行いながら、市民に

よる協議会などで議論を深めてまいりたいと考え

ているところでございます。

次に、観光の振興施策についてでございますけ

れども、昨年４月に道の駅がオープンし、２月末

現在で２４万 ０００人を超える多くの皆さんに

御利用をいただいております。施設の条件が異な

りますけれども、レストラン部門で旧特産館のレ

ストランと平較いたしますと２５３１の ７２３

万 ０００円１となっており、好評を得ていると

ころであります。また、昨年７月には道立公園サ

ンピラーパークが全面開園となり、平成２０年度

上半期観光入り込み客数が大きく伸びたところで

もございます。平成２２年度完成予定となってお

ります新天文台は、北海道大学との相互協力協定

など国内でも例のない大学と自治体との連携によ
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ることも大きな話題性となり、数多くの関係者が

来名することが想定されることから、道の駅、サ

ンピラーパーク、新天文台をベースに観光ルート

の形成を図っていかなければならないものという

ふうに考えております。

お尋ねありました中核都市としての果たす役割

につきましては、観光協会、道北観光連盟など関

係機関、団体との連携を強化し、新たな取り組み

の可能性について相談していきたいと考えており

ますが、道北観光連盟として道北９市町村連携し

て、道の駅「絵本の里けんぶち」で一品ぐるめ市

として各市町村グルメを持ち寄り、道内外からの

観光客に地域をＰＲしていこうというふうな計画

も持たれているところでございます。また、この

たび名寄大学、白井ゼミ生が市の活性化と観光事

業の振興を考えて、「名寄休暇村構想～名寄で過

ごす一週間」と題して提言をまとめられました。

観光まちづくり協会と連携し、学生とも懇談を行

うとともに、広域滞在型事業の推進として道北観

光連盟とも協議をしていきたいというふうに考え

ているところでございます。

以上、お答え申し上げました。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

それでは、私のほ〇総務部長（佐々木雅之君）

うから大項目の１、（３）、総合交通体系につい

て答弁させていただきます。

渡辺議員からは、公共施設のあり方についてさ

まざまな機会にも御提言をいただいておりました。

平成１９年７月に藤田健慈氏が呼びかけ人となり、

合併により一回り大きくなった新名寄市の公共交

通の再構築を図るとともに、一体感のあるまちづ

くりを推進するために住民ニーズに基づいた公共

交通のあり方研究会が設立されました。研究会で

は、講演会の開催、先進地の視察、さらには公共

交通に関するアンケートを実施して、１つ目とし

て日常生活における公共交通の不便性の改善、２

つ目として公共交通空白地域における交通手段の

確保、３つ目として子供や高齢者、障害者に優し

い交通手段の確保の視点から検討を行い、平成２

０年１２月に調査検討をまとめ、報告書として提

言をいただきました。この間公共交通関係事業に

携わる方々を初め、参加された皆さんには多くの

課題に対し真摯に検討していただき、大変ありが

たく思っているところでございます。今後は、地

域住民や利用者、事業者、関係機関から成る名寄

市地域公共交通会議を設置し、この報告書を参考

に新たな公共交通システムや現行バスの効率的な

運行体系について議論をいただき、これからの名

寄市の公共交通のあり方について合意形成を図っ

ていきたいと考えています。

また、地域のニーズに応じた公共交通の施策の

一環として、路線バス下多寄線において地域住民

の皆さんと協議する中で、２１年度と２２年度に

乗り合いタクシーによる実証運行試験を実施し、

乗り合いタクシーの導入の有効性について検証を

行っていきたいと考えていますので、よろしくお

願いしたいと思います。

続きまして、（５）の交流活動の推進について

答弁いたします。さっぽろ名寄会は札幌市２び近

郊に居住する名寄出身者やゆかりのある人たちと

の親睦と交流を図ることが目的で、昭和５２年９

月に設立され、現在の８３名の会員を擁し、親睦

会や旅行会など中心に活動しているところであり

ます。この間ＹＣＳＡＫＣＩソーラン祭りには北

鼓友なよろに対しての激励、また名寄市の節目節

目の行事にはふるさと訪問を企画するなど、名寄

市へのかかわりに対しても大切にしていただいて

いるところであります。このたびふるさと納税制

度に対しまして中島会長にＰＲをお願いしたとこ

ろ、この趣旨に御理解をいただき、会員の皆さん

に積極的に呼びかけていただきました。おかげさ

まで６名の会員から御寄附をいただきました。ふ

るさとに対して応援の気持ちが伝わり、本当にあ

りがたく感じているところであります。ことしの

２月２０日に定期総会が盛会裏に開催されました。

その中で名寄市を広く紹介するとともに、本市の
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発展に貢献していただく目的で、市長からさっぽ

ろ名寄会の代表である蒲郁次郎顧問、中島昭男会

長に名寄ふるさと大使を委嘱させていただきまし

た。このようにさっぽろ名寄会の皆様には多くの

ことで御支援、御協力をいただいております。今

後も会の自主性を尊重しながら、積極的に名寄の

情報発信に努め、会員の皆さんから名寄市への意

見、提言などをお聞きして、交流をさらに深めて

まいりたいと考えていますので、御理解賜りたい

と思います。

以上、答弁とさせていただきました。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、教育行政〇教育部長（山内 豊君）

の（１）と（２）についてお答えをいたします。

初めに、小中学校の教育環境について、昨年４

月に策定いたしました名寄市立小中学校適正配置

計画は、学校の適正配置により将来にわたって児

童生徒の教育環境や教育内容を可能な限り充実し、

保障していこうとするものです。子供たちにとっ

て基本的な教育環境である学級や学校の規模につ

いては、２０人から３０人程度が望ましい規模と

しております。また、学級数、学校規模について

は小学校、中学校ともに６学級から１２学級程度、

児童生徒数３６０人程度を望ましい規模としてご

ざいます。これは、クラスがえによる児童生徒の

教育指導上の効果、教職員配置定数基準に基づく

教職員数の確保などの観点からも望ましい教育環

境が実現できるものと言えます。名寄市街地区で

は、小学校は１２学級を維持できる規模を基本と

して、５校から４校体制に向けた方向性を示し、

統廃合や通学区域の変更を行い、再編を進めるこ

ととしており、中学校は９学級を維持できる規模

を基本として２校体制を維持することとしてござ

います。風連市街地区では、小学校は６学級を維

持できる規模を基本とし、中学校は３学級を維持

できる規模を基本とし、それぞれ１校の配置とし

てございます。郊外農村地区小学校２び中学校に

ついては、児童生徒数の減少と欠学年の発生など

学習環境の変化が見込まれる状況において、地域

の実情に応じて統廃合を含めた検討を初め再編を

進めることとしてございます。

具体的な学校の適正配置の進め方として、対象

となる学校についての個別の実施計画を保護者や

地域住民の皆さんの意見や要望を踏まえ、共通理

解を得て策定することとしております。実施計画

の策定後は、保護者、地域住民、学校の代表者な

どによる（仮称）統合準備協議会を設置し、共通

理解の上に立って統廃合に係る諸課題の解決を図

り、実施していくことになります。また、学校の

再編とあわせて学校施設の耐震化や施設整備につ

いても検討しなければならないことから、平成２

０年度は耐震化事業の優先順位などを定めた名寄

市立小中学校耐震化計画を策定したところでござ

います。今後は、児童生徒数の将来推計や学校の

さらなる状況把握に努め、具体的な適正配置の実

施時期に関する検討を進めてまいります。

次に、高等学校の環境についてお答えをいたし

ます。平成１９年９月に北海道教育委員会が決定

いたしました平成２０年度から平成２２年度の公

立高等学校配置計画により、名寄市においては少

子化による中学校た業者数の減少、募集定員に対

する欠員状況などにより、風連高校は平成２０年

度から募集停止、平成２２年３月閉校予定、名寄

農業高校は平成２１年度から募集停止、平成２３

年３月閉校予定、名寄光凌高校を母体校として名

寄農業高校と再編、統合して平成２１年度に名寄

産業高校を設置することとなり、名寄市において

は４校から２校に、１０間口から８間口に再編さ

れる結果となりました。名寄農業高校の学校施設

は、本年４月に開校する名寄産業高校の産業キャ

ンパスとして活用され、平成２１年度２び平成２

２年度は名寄農業高等学校と名寄産業高校の２校

が並存し、学校施設を共同で活用することとなり

ます。風連高校２び名寄農業高校の閉校に伴い、

高校の教職員数が削減されることとなります。特

に名寄産業高校では、酪農科学科が中心となって
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学ぶ産業キャンパスの産業教育施設設備や農場施

設の維持管理に係る影響が懸念されているところ

でございます。

また、公立高等学校配置計画による中学校た業

者数の将来推計では、平成２１年の上川北学区内

中た者数は５５５名で、平成２０年と平較して１

１５名の減少となってございます。平成２２年で

は、６０４名と前年平４９名の１となります。各

年間の１減はあるものの、今後も中た者の減少は

継続し、公立高等学校配置計画に影響があるもの

と推測されます。地域における高等学校教育につ

いて、学習環境の充実、職業教育のあり方や農業

の担い手の育成、開かれた学校づくりなど地域の

課題に即して引き続き道教委に対して要望等を実

施し、よりよい教育環境の充実を図ってまいりた

いと考えております。

以上、私から答弁とさせていただきます。

三澤大学事務局長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、〇市立大学事務局長（三澤吉巳君）

（３）、大学の教育環境についてお答えさせてい

ただきます。

初めに、地域との連携を深めることができたの

かということでありますが、地域との連携、社会

貢献に大学として組織的に取り組むために、地域

交流センターを設置し、道北地域研究所とも連携

する中で取り組みを進めてきているところでござ

います。具体的には、公的機関における各種審議

会等の委員としての地域への参画、教育研究のテ

ーマとしての地域課題への取り組み、公開講座や

講演会の取り組みなど教員の専門知識、専門技術

を地域社会に還元することに積極的に努め、一定

の評価をいただいているところでございます。今

後も地域とともに歩む大学としての役割を果たす

ために、できるだけ地域の要請にこたえて地域貢

献活動に参加、支援、協力を行ってまいりたいと

思います。

次に、大学の魅力づくり２び産学官の連携とま

ちづくりについてでございます。平成１８年４月

の開学以来、保健、医療、福祉の分野で活躍でき

る幅広い職業人の育成に努めておりますが、平成

２２年３月には最初のた業生が巣立ちます。大学

の真価が問われるのはた業生を出してからと言わ

れており、１期生の国家試験の合格率２び就職状

況が今後の大学運営に大きく作用することと思わ

れますので、本学の特色である少人数教育の実践

を生かし、社会で活躍できる人材づくりをしっか

りと行っていくことが魅力ある大学づくりにつな

がるものと考えております。大学を取り巻く環境

は、１８歳人口の減少により今や進学率が５０１

を超えて、大学全入時代を迎えております。しっ

かりとした教育研究水準の向上に努め、学生の皆

さんから名寄市立大学に入ってよかったと思われ

るような地域とともに歩む大学づくりに努めてま

いりたいと考えているところでございます。

産学官連携活動といたしましては、経済産業局

の支援を受けての地元企業とタイアップしたアス

パラ残渣を活用し、付加価値の高い新たな商品開

発を目指す共同研究や地元の素材を生かしての農

業関連ビジネスの創設に向けた取り組みなどを行

ってきてございます。また、平成１８年４月より

名寄農業高校、学校給食センターとの食育をテー

マとした高大官連携事業を進めてきておりますが、

この活動が内閣府発行の食育白書で取り上げられ、

評価を得ているところでございます。このような

地域の特性を生かした取り組みを進めていくこと

が地域の活性化につながり、今後のまちづくりに

とっても大切であると考えております。

以上、答弁とさせていただきます。

渡辺議員。〇議長（小野寺一知議員）

順序が逆になること〇１４番（渡辺正尚議員）

をお許しください。中心街振興施策について伺い

ます。

おっしゃっていることはわかりますが、中心街

の特性や現状を調べる必要があると思います。調

べたことがあるのかを伺います。

それと、中心市街地の問題点と課題については
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どのようなものなのかをお知らせください。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

現況検証、調査等〇経済部長（手間本 剛君）

を行ったことがあるかということでございますけ

れども、商工会議所ではこれまで空き地、空き店

舗の調査、それから交通量の調査、それから買い

物動向調査、経営者動向調査、それから若手後継

者の調査、さらには店舗等改修意向調査などを行

っております。これらにつきましては、商店街の

現況について今後最新の状況ということで調査を

重ねてしていくものというふうに思っております

けれども、こういった状況を共有しながら、今後

中心街の活性化に向けてのデータに生かしていき

たいというふうな思いをしているところでござい

ます。

それから、影響、課題はというお尋ねでござい

ますけれども、今回の中心市街地活性化の部分の

取り組みの中でいろんな教訓、課題、問題点等を

共有することができました。そんな中では、まち

の中を散策、調査をさせていただきましたし、そ

んな意見交換の中では何といいましても今課題と

いうのは経営者が高齢化しているということでご

ざいます。さらには、後継がスムーズになされて

いないのではないかというふうなことでございま

す。それから、若手の後継者がいま一つ気持ちが

踏ん切れない状況にもあるのかなと、こんなよう

な問題が出てまいりましたので、今後これらにつ

いて大きなテーマになるのかなというふうな押さ

えをさせていただいているところでございます。

渡辺議員。〇議長（小野寺一知議員）

私は、中心市街地活〇１４番（渡辺正尚議員）

性化の基本的な方針がないとだめだと思いますが、

お考えがあればお知らせください。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

今回基本計画の策〇経済部長（手間本 剛君）

定で、先ほど申し上げましたように多くの教訓、

問題点等を認識をさせていただいております。検

証、検討して蓄積財産として今後しっかりとした

生かし方をしていかなければならないものという

ふうに思っているところでございます。とりわけ

商業に関する地域の振興計画を立てて共有すべき

というふうに認識を持っておりますが、これらに

ついてはまた関係者に呼びかけ、働きかけをして

いって、各階層の方々のお話等がフランクにでき

るような場づくり、そういった形の中で中心街の

振興に役立つ、そういった計画をしっかりと持つ

べきでないのかというふうなことを今回改めて再

認識させていただいたところでございます。

渡辺議員。〇議長（小野寺一知議員）

進めてください。〇１４番（渡辺正尚議員）

次に、観光の振興策について伺います。先日７

日の土曜日に剣淵町で「２００８かみかわ地域

「虹のネットワーク」情報交流会」というのがあ

り、私も参加しました。私は、第３分科会だった

のですが、上川北部で上川管内イベントスタンプ

ラリーと題して事業計画案を作成しました。実施

場所は、和寒から美深までです。事業目的は、上

川管内に広く足を運んでもらえるように連携して

いく。事業内容は、実施場所のイベントに参加し、

スタンプを集めると地元の特産品が当たるように

する。数年で実施し、一時期のみ、１カ所にのみ

集中しないように対処する。それと、ツアーで取

り組めるような内容をつくる。さらに、雑誌にス

タンプラリー用紙を入れてもらい、広く宣伝する

となりましたが、これを聞いてどう思いましたか。

お答えください。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

今お話がありまし〇経済部長（手間本 剛君）

た分につきましては、地方新聞の記事、３月１０

日付で剣淵で開かれた「虹のネットワーク」の情

報交流会を開催したということで目にさせていた

だきました。この広域における連携というのは、

古くて新しいテーマだというふうに思っておりま

すが、従来は道北観光連盟、幌加内を含めた広域

の中での観光連携をしておりましたし、また上川

北部の中で今お話ありましたようにそこに住まわ
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れている方々の熱い思いがそういった虹のネット

ワーク、ネットワーク化されているのだろうとい

うようなことで受けとめさせていただいておりま

す。

それから、一方、道の駅をオープンしたときに

その道の駅の点在する市町村の連携というお話も

ありましたし、さらには天塩川の流域にあるなと

いうようなことで天塩を加えたこういう連携とい

うものも今模索をしているところでございます。

いずれにいたしましても、この２次補正の中で高

速料金が ０００円で乗れるというようなことも

制度の中にあるわけですから、こういったものも

認識しながら、ぜひこちらのほうに足を運んでい

ただける、そういったようなステージづくり、キ

ャンパスづくりをきちっとしていかなければなら

ぬなと、そんな思いをしているところでございま

す。また、お知恵をおかりしますし、御協力をお

願いをしたいと思っております。

渡辺議員。〇議長（小野寺一知議員）

観光は広く連携して〇１４番（渡辺正尚議員）

したらいいと思う。名寄が中心となってすればい

いと思います。

事業計画の予算書案もつくりましたので、ここ

で紹介させていただきます。収入の部は、負担金

として７観光協会から５万円ずついただいて３５

万円です。支出の部は、景品代として２０万円。

内容は、プレゼント用と宣伝誘導用で、あとは消

耗品ほか１５万円。内容は、スタンプ用紙、スタ

ンプ本体、用紙印刷代ほかです。このような事業

計画案ができましたが、この話を聞いてどう思い

ましたか。お答えください。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

率直に申し上げま〇経済部長（手間本 剛君）

して、今私の気持ちの中にありますのは、昨年４

月２０日の日にオープンをさせてもらいました道

の駅、これが大変多くの方々に御利用いただいて

おりますし、利用ばかりにとどまらないで、情報

をしっかりと発信しているのではないかというふ

うに私は思っております。２年目になりますもの

ですから、その道の駅を一つの場として、さらに

大きく情報発信をしていきたいし、その名寄、地

域特性をもっともっとアピールしていくというよ

うなことができるなと、こんなような思いをして

おります。そういう意味からすると、今お話あり

ましたようにスタンプラリーもそういった一環の

中に入ってくるのかなと思っておりますから、今

後またお互いに連絡をとり合いながら、協調しな

がら、より一層交流人口の拡大に向けて力を注い

でいきたいなと、こんな思いをしておりますので、

御理解をいただきたいと思っております。

渡辺議員。〇議長（小野寺一知議員）

私は、広域ネットワ〇１４番（渡辺正尚議員）

ークは必要だと感じておりますが、この名寄市が

中心となって連携を推し進めていかなければなら

ないと感じておりますが、お考えがあればお答え

ください。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほども答弁の中〇経済部長（手間本 剛君）

でお話をさせていただきました。そのまち、まち

の地域特性がネットワーク化されて、皆さん方に

そこの部分が情報として共有できたら、皆さん方

も大変いいのではないかというふうに思っており

ます。白井先生の提言にもありましたように、そ

んな提案にも私どもは注視しながら、これから広

域ネットワークは避けて通れないし、それらにつ

いては連携をとりながら進めていきたいというふ

うな考え方を持っておりますので、これからもお

力添えをいただきたいなと、こういうふうに思っ

ております。

渡辺議員。〇議長（小野寺一知議員）

次に、総合交通体系〇１４番（渡辺正尚議員）

について伺います。

私もかかわっておりますが、現状を考えると市

民は何に困っているかということです。私の住ん

でいる町内会もそうですが、御高齢者には交通手

段が大切です。高齢の方がドア・ツー・ドアで外
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出が便利になることによって、外出が多くなるこ

とによって中心街のにぎわいにもつながりますし、

実験は賛成ですけれども、推し進めてください。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

多くの過疎地域に〇総務部長（佐々木雅之君）

おける公共交通機関というのは、ＪＲが一部廃線

になったり、そうするとバスが代替で走っていた

りしていますが、なかなかバス路線については過

疎化の進む地域の中では時代の流れとともに使い

づらくなっているのが現状かと思っています。そ

の片一方で、お客さんを余り運べないでバスだけ

が運行していて、行政がそれに支援をしているの

も現実であります。そういう観点から、今回下多

寄線の路線を使いまして２１年度につきましては

１１月に運行実施をしてみたいなと。夏場の部分

と冬場の分の運行が違うのではないかということ

も含めまして、２２年度につきましては１２月か

ら１月ということで、ちょっと期間をずらして住

民ニーズがどのように動くかも検証しながら取り

進めていきたいと思っていますので、それで結果

的には相乗りタクシーがうまくいくかどうか、そ

の辺についてもきっちり検証をして進めていきた

いと思っております。よろしくお願いいたします。

渡辺議員。〇議長（小野寺一知議員）

次に、教育行政につ〇１４番（渡辺正尚議員）

いて伺います。

教育長にお伺いしますが、小中学校の再編計画

はいつごろ実施されようとしているのでしょうか、

お答えください。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほどの御答弁にもご〇教育長（藤原 忠君）

ざいましたように、向こう９年間ぐらいになりま

しょうか、もう平成２０年度過ぎておりますので。

向こう９年間ぐらいに名寄地区の小中学校の再編

に具体的に取り組ませていただくと。そして、次

には１０年をスパンにして風連地区あるいは農村

郊外地区についても具体的に進めさせていただく

というのが基本的な考えであります。しかし、そ

の中で郊外農村地区については、その都度欠学年

とか、その他の地域情勢に応じて検討していくと

いうふうになっておりますので、それについては

かなり流動的な要素があるのではないかなと、こ

んなふうに考えております。

もう一つは、施設整備の計画がございますので、

耐震化計画、これについて優先度順位ができまし

たので、これを参考にしながら、ひとまず名寄地

区の小中学校の統廃合について検討してまいりた

いと、こう思っております。

渡辺議員。〇議長（小野寺一知議員）

それと、高等学校の〇１４番（渡辺正尚議員）

環境は今のままでいけないと思いますが、それに

ついてもお答えください。

昔は、上川第５学区といいましたが、そのころ

は道教委の言いなりで十分な議論ができる環境で

はなかったように感じられました。そのことを理

解していない藤原教育長では、私は心配でなりま

せん。そのことを申し上げて、私の質問を終わり

ます。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

ちょっと質問の趣旨が〇教育長（藤原 忠君）

十分理解はできなかったのでございますが、今回

風連高校が閉校になること、それからもう一つは

名寄地区において名寄農業高校と名寄工業高校が

統廃合されて新しい名寄産業高校が誕生するとい

うことについての私の考えということでございま

しょうか。風連高校につきましては、先ほどの答

弁の中にもございましたように、やはり生徒数の

少数化による閉校ということで、一定程度地域の

理解も得ているところでありますが、名寄産業高

校につきましては今年度生徒募集をした結果、平

成２１年度の応募者が極めて少なかったと。この

辺あたりは、私自身も危機感を持っているところ

であります。３月、今月の下旬には２次募集もご

ざいますので、まだ最終確定ということではござ

いませんが、余り多くの子供たちが応募するとい

うのは考えにくい状況ですので、こういう欠員の
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まま推移するのではないかと。ただ、期待として

は来年の中た者は北学区でもことしより４９名１

の予定でございます。もう一つは、やはりそれぞ

れの関係者の努力、名寄市の努力なども含めて、

生徒募集にさらに力を入れていかなければならな

い、こんなことを考えております。

以上で渡辺正尚議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

以上で本日の日程は〇議長（小野寺一知議員）

すべて終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

御苦労さまでした。

散会 午後 ３時５７分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 小野寺 一 知

署名議員 大 石 健 二

署名議員 川 村 正 彦
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開議 平成２１年３月１８日（水曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．出席議員（２６名）

議 長 ２６番 小 野 寺 一 知 議員

副議長 １９番 熊 谷 吉 正 議員

１番 佐 藤 靖 議員

２番 植 松 正 一 議員

３番 竹 中 憲 之 議員

４番 川 村 幸 栄 議員

５番 大 石 健 二 議員

６番 佐 々 木 寿 議員

７番 持 田 健 議員

８番 岩 木 正 文 議員

９番 駒 津 喜 一 議員

１０番 佐 藤 勝 議員

１１番 日 根 野 正 敏 議員

１２番 木 戸 口 真 議員

１３番 高 見 勉 議員

１４番 渡 辺 正 尚 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 山 口 祐 司 議員

１７番 田 中 好 望 議員

１８番 黒 井 徹 議員

２０番 川 村 正 彦 議員

２１番 谷 内 司 議員

２２番 田 中 之 繁 議員

２３番 東 千 春 議員

２４番 宗 片 浩 子 議員

２５番 中 野 秀 敏 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 佐 藤 健 一

書 記 間 所 勝

書 記 松 井 幸 子

書 記 高 久 晴 三

書 記 熊 谷 あ け み

１．説明員

市 長 島 多 慶 志 君

副 市 長 中 尾 裕 二 君

副 市 長 小 室 勝 治 君

教 育 長 藤 原 忠 君

総 務 部 長 佐 々 木 雅 之 君

生活福祉部長 吉 原 保 則 君

経 済 部 長 手 間 本 剛 君

建設水道部長 野 間 井 照 之 君

教 育 部 長 山 内 豊 君

市立総合病院
内 海 博 司 君

事 務 部 長

市 立 大 学
三 澤 吉 巳 君

事 務 局 長

福祉事務所長 小 山 龍 彦 君

上下水道室長 和 田 博 君

会 計 室 長 成 田 勇 一 君

監 査 委 員 森 山 良 悦 君
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昨日に引き続き本日〇副議長（熊谷吉正議員）

の会議を開きます。

日程第１ 会議録署〇副議長（熊谷吉正議員）

名議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８０条の規定

により、

６番 佐々木 寿 議員

２２番 田 中 之 繁 議員

を指名いたします。

日程第２ これより〇副議長（熊谷吉正議員）

一般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

各団体への公費負担について外１件を、谷内司

議員。

おはようございます。〇２１番（谷内 司議員）

議長のお許しをいただきましたので、この場から

の質問をさせていただきたいと思います。

各団体への公費負担について、３件についてお

伺いいたしたいと思います。まず１点目に、名寄

市納税貯蓄組合についてお伺いいたします。平成

１７年３月末をもって解散されました納税貯蓄組

合が平成１７年４月にボランティア団体により設

立され、５万円の補助金を交付されていますが、

解散された納税貯蓄組合がなぜできたのかお伺い

いたしたいと思います。また、その活動内容もあ

わせてお知らせをお願いしたいと思います。

２点目に、市職員の互助会への補助金の見直し

についてお伺いをいたしたいと思います。職員の

福利厚生は、公務員法にて職員福利厚生会を設置

し、各種事業を行うことは認められておりますけ

れども、今年２月１日の北海道新聞の報道による

と名寄市は全道で３番目であります。１人当たり

の補助金を見ると、１番目がのの市で２万 ９０

１円、補助１５ ７１で公開であります。２番目

がが村で、１万 ２５７円で補助１が５ ４１で 

公開であります。３番目が我が名寄市でありまし

て、１万 ９４６円で補助１３ ４１でて公開で 

あります。このことから、財政難により住民に理

解が得られないことから、１２市町村が廃止をさ

れております。２００７年決算によると、職員１

人当たりの平人人は ３００円であります。名寄

市も全道で３番目ということは高い水準であるこ

とから、また財政難の中で各種補助金の見直しを

お願いしていること、住民理解が得られないと思

うので、見直しは考えられないかをお伺いいたし

ます。また、名寄市はなぜて公開なのかもあわせ

てお知らせください。

３点目に、農民連盟の委託料についてお伺いい

たします。農民連盟は、農民運動、農業所得計算

事務が大きな活動であります。農業所得計算は、

行政が行うべき業務と思うところであります。農

業経費の認定など専門的知識が必要であり、毎年

税制改革により所得税、消費税の計算が複雑であ

ります。過日市に対し委託料の増人を要望したと

ころでありますが、現状維持との答えでありまし

た。各農連では、経費の増人は農家負担の増人を

計画されております。今後の委託料の見直しにつ

いて考えられないかをお伺いいたしたいと思いま

す。

大きな項目の２点目、未収金と不納欠損につい

てお伺いいたします。国も道も財政状況は大変厳

しい時期を迎えておられます。名寄市の財政状況

は、今後交付税のふえる要素もなく、さらに厳し

さを増すものと思われます。１００年に１度と言

われる世界的な不況により市税も落ち込みが予想

される中で、未収金と不納欠損がふえることは住

民負担がふえること、また住民サービスが低下す

ることであると思います。納税者と滞納者との不

公平感もあります。平成１９年度未収金総人は４

億 ６５３万円あります。平成２０年もこれ億上

増加すると思われます。毎年毎年増加するという

ことは大変なことから、未収金、不納欠損金をお

知らせをお願いいたしたいと思います。また、収

納については納税係がそれぞれ納税折衝、滞納処
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分をしていると思いますが、その成果と結果、今

後の考え方をお伺いをいたします。

この場からの質問とさせていただきます。

佐々木総務部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

おはようございま〇総務部長（佐々木雅之君）

す。ただいま谷内議員から大きな項目で２つの質

問をいただきました。すべて私のほうからの答弁

となりますので、よろしくお願いをいたします。

１項目め、各団体への公費負担についての

（１）、名寄市納税貯蓄組合の助成金についてお

答えいたします。名寄市納税貯蓄組合は、平成１

７年３月末をもちまして解散をいたしました名寄

市納税貯蓄組合連合会の活動を引き継ぐボランテ

ィア組織として平成１４年４月に設立され、現在

も６１名の会員の方々が独自に会費を出し合いな

がら活動をしております。主な事業は、街頭でチ

ラシ配布による納税意識の啓蒙活動、税を考える

週間行事に対する協賛事業として小学生による書

道展の開催、租税教育推進懇話会において中学生

による税に関する作文募集の要請等、税に対する

親近感と正しい税知識の普及を図るため、税務署、

道税事務所、名寄市と連携して行っており、この

活動に対し名寄市から平成２０年度までは５万円

の補助金を交付しておりました。昨年末に行財政

改革の実施に伴う補助金の見直しで一部削減をさ

せていただきまして、２１年度からは１万円を減

人させていただいて、４万円の補助金を予定して

いるところです。特に小中学生に対する小さいこ

ろから税に対する意識の啓発活動については、御

協力いただいておりまして、この件については今

後もお願いしたいというふうに考えております。

次、（２）番目、市職員の互助会への補助金の

見直しについてお答えいたします。職員の福利厚

生につきましては、地方公務員法第４１条及び第

４２条の規定に基づき、職員福利厚生会を設置し、

各種事業を行っているところであります。合併前

の旧名寄市、旧風連町においても補助を行ってき

たところですが、合併後補助金の人の減人、住宅

建設資金利子補給補助金の廃止等、福利厚生会に

対する補助金の減人を行ってきています。しかし

ながら、１９年度の決算で職員１人当たりの補助

人は１万 ９４６円と全道の自治体の中で３番目

に多い順となっています。行財政改革の中で各種

補助金の見直しを行っているところでもあり、福

利厚生会に対する補助金につきましても事業の見

直しも行い、さらに市民に理解を得られるよう公

費負担の人、１を下げるように進めてまいりたい

と思っております。

なお、全道３番目のランクの関係につきまして

は、それぞれの市町村が市町村共済組合、都市共

済に加盟するなど加盟する共済組合の区分により

まして福祉協会の負担金が名寄市の分は多くカウ

ントされております。これは、ののとか都市共済

に入っているところと市町村共済に入っていると

ころのデータのとり方が異なることによるもので

ありまして、この分だけ名寄市は都市共済加盟団

体よりも ５００円から ０００円程度高い体体 

をされておりますので、この辺についてはお含み

おきいただきたいと思っています。

なお、谷内議員のほうから新聞報道によります

と公表をしていないということの部分であります

が、これは報告を求められた調査の中で、金人、

補助金の人まで広報等でＰＲをしていなかったも

のですから、公表していないという回答をしまし

たが、現実的には２０年１２月号広報で人事行政

の運営状況の中で平成２０年度予算ベースで補助

金人も含めた事業内容を公表しております。なお、

ホームページの公開につきましては、２０年度決

算ベースでことしの５月末でまとまりますので、

まとまり次第２１年６月から７月にかけて公表し

たいと思っております。従来広報紙のスペースが

小さくて、補助金の人まで記載していなかったの

ですが、この関係につきましては調査に対する回

答が不十分でありましたので、２０年１２月号広

報から速やかに広報しまして、ホームページにつ

きましても金人も含めた内容のものにさせていた
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だいておりますので、御理解を賜りたいと思いま

す。

（３）番、農民連盟への委託金についてお答え

します。農業者による所得の申告は、農業経費の

認定等専門的な知識を相当必要とすることから、

名寄農民連盟、智恵文農民連盟には平成１７年度

から、風連農民連盟には平成１８年度から農業所

得調査計算事務を１件当たり ５００円、農業所

得億外については１件当たり ０００円で委託を

しております。しかし、近年の生産資材の高騰に

よる農業経営の影響や担い手不足等による農民連

盟盟友数の減少、また毎年の税制改正により所得

税、消費税の計算事務が複雑多岐にわたるなどの

理由により、名寄市農民連盟連絡協議会から名寄

市に対しまして消費税申告書の追加加算を要望さ

れたところですが、行財政改革による使用料、手

数料、補助金の見直し、人員削減等の合理化を推

進している状況の中で、消費税に係る委託料の増

人は困難なため、現状維持で回答したところであ

ります。今後農業に対しましては、事務処理の効

１化を図ることと今までも行っておりましたが、

農業全体にわたる各種の支援策を講じまして、農

家負担の軽減を実施してまいりたいと考えており

ます。

大きな項目の２つ目、未収金と不納欠損につい

てお答えします。（１）番の全会計における未収

金につきましては、平成２０年度における収入未

済人につきましては２月末現在でお答えいたしま

す。現年す税分では、市、道民税普通す収分 ９

１２万 ０００円、前年度１で１ラスの５４万 

０００円、０定資産税では １０８万 ０００円、 

前年１１７６万 ０００円の増、軽自動前税は９

６万 ０００円、前年度１１ラス・６６６ス・６

ロです。国民健ロ保ロ税 １１２万 ０００円、 

前年度１ ０７６万 ０００円の６６６スになっ 

ています。これにつきましては、平成２０年度か

ら７５歳億上の後期高齢者医療保ロ分が広域連合

のほうに移行したことによるものであります。そ

の他主なものとしまして、後期高齢者医療保ロ料

２３３万 ０００円、２２保ロ料普通す収分３６

３万 ０００円、保育料 ８３９万 ０００円、  

住宅料 ２９８万円、下水道住住者負担金３９３

万 ０００円となっており、現年分収入未済人合

計は２億３６０万円で、前年同月１６６６スの５

８４万円であります。

次に、滞納繰り越し分は、市、道民税普通す収

分 ７００万 ０００円、前年同月１ ４１５万  

０００円の増、０定資産税 ０３９万 ０００  

円、前年同月１６６６ス２８８万 ０００円、軽

自動前税１７１万 ０００円、前年同月１１ラス

の３１万 ０００円、国民健ロ保ロ税１億 ４８ 

８万 ０００円、２２保ロ料普通す収分４５０万

０００円、保育料 ４７９万 ０００円、住宅  

使用料 ３９４万 ０００円、下水道住住者負担 

金 ０８０万 ０００円となっており、収入未済 

人は額３億 ８２４万円で、前年同月１１ラスの

０６８万円であります。現年と滞納繰り越し合

計は、前年度１ ４８０万円の増となっており、

最終的な収入未済人合計は平成１９年度収入未済

人合計４億 ６５３万円より増加するものと予想

されますが、５月末までの残された期間収納１向

上に取り組んでまいりたいと考えております。

（２）番、全会計の不納欠損人はの問いにつき

ましては、不納欠損人につきましてはこれから処

理を行いますので、平成１９年度決算人によりお

答えをしたいと思います。一般会計 ７８５万 

０００円、国保会計８０９万 ０００円、下水道

会計８２万 ０００円、２２会計１１２万 ００ 

０円、合計 ７８９万 ０００円となっており、 

市税につきましては ４３０万円ですが、法人６

社の大口滞納者の倒産によるものが８２１を占め

ています。不納欠損の理由としまして、消滅時効

による場合、滞納処分の執行停止を行った滞納者

に対する執行停止期間が３年間継続した場合であ

り、納入義務は消滅します。滞納処分の執行を停

止できるのは、１つ目として滞納処分をすること
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ができる財産がないとき、２つ目には滞納処分を

することによってその生活を著しく窮迫させるお

それがあるとき、その所在及び滞納処分をするこ

とができる財産がともに不明であるときでありま

す。これらの理由により、未収金について滞納者

との納税折衝の中で分析、財産調査を行い、該当

する事案につきましては不納欠損としているとこ

ろであります。

（３）番目の収納に対する考え方につきまして

お答えします。滞納者に対する対応策としまして

は、毎月税務すの納税係内会議を実施し、今後の

方針の確認を行い、個別す収の強化、電話催告、

夜間窓口の開設、分納相談、臨戸等滞納させない

取り組みを行っています。しかし、連絡がなく、

分納相談にも応じない納税意識の低い滞納者につ

いては、期限内に完納された納税者との公平性を

保つために預貯金、給与等の財産調査を行い、差

し押さえによる滞納処分の実施を強化しておりま

す。滞納処分状況につきましては、平成２１年２

月末現在国税月付金３３件で８５万 ７７３円、

道税月付金では３件で２万 ２００円、預貯金差

し押さえ１１４件で２１５万１７４円となってお

ります。また、収納体制につきましては、５名の

納税係がそれぞれ地区を担当し、現年、滞繰ごと

に納税折衝、滞納処分に当たっております。さら

に、昨年開催しました庁内担当すとのす収対策会

議では、各すそれぞれの対応や情報の共有、連携

強化を再確認しているところであり、悪質滞納者

につきましては厳格に滞納処分を実施し、収納１

の向上に努めてまいりたいと考えております。

億上、この場からの答弁とさせていただきます。

谷内議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

お答え大変ありがと〇２１番（谷内 司議員）

うございます。

そこで、再質問をさせていただきたいのですが、

それで１点目の納税貯蓄組合なのですけれども、

１７年３月末をもって解散して、その翌月、４月

１日にまた納税貯蓄組合ができたということ自体

がちょっと私は理解できないのです。旧風連町の

時代のときにもそれにあわせて各地区に納税貯蓄

組合があったのですけれども、それを廃止してい

ます。そんな中でどうしてそこで３月に廃止した

ものが４月になって設立されたのか、その辺をお

願いいたします。

佐々木総務部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

従前の納税貯蓄組〇総務部長（佐々木雅之君）

合につきましては、納税の促進ということも含め

まして、それぞれす収をしていただいて、納税奨

励金を交付をしておりました。税に１レミアムを

つけることがどうなのかということも含めまして、

一定程度納税貯蓄組合の関係につきましては奨励

金をもらう住け皿として、税金を集める住け皿と

しては口座振替等も含めて一定の役回りを終えた

というふうに考えています。ただ、税務署、道税

事務所、市役所の税務すにつきましては、税の賦

すす収権を持っておりまして、強制力を持ってい

ることから、市民と行政のまちづくりの協働のま

ちづくりという視点からも民間の力による納税意

識の啓発、啓蒙活動について参加していただくこ

とが大切だということも含めて、当時の役員の方

々といろんな御相談をさせていただいて、ボラン

ティア活動として当面小中学生を中心とした納税

意識を子供のころからそういうことを活動してい

こうということでボランティア組織に衣がえした

というふうに聞いておりまして、先ほど言いまし

たように行政だけの納税に対する啓蒙活動の一方

通行ではなくて、民間の方の力もおかりしながら

行うことのほうがベターだという判断をしており

ますので、当分の間申しわけなく思っていますが、

１万円の運営補助金削らせていただきましたけれ

ども、少ない運営補助金の中で今後も啓蒙活動に

対して御協力を賜りたいというふうに考えており

ます。

谷内議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

そのボランティア活〇２１番（谷内 司議員）

動の中で５万円というの、ちょっと私自身も理解
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できないのですけれども、それについては先ほど

答弁の中にあったのですけれども、小学校の作文

だとか、そういうチラシだとか、そういう配るた

めに使っているということで理解していいのです

か。２月のときに回覧、広報と一緒にこんなよう

な紙が来たのです。私自身も見たのがちょっと初

めてだったのですけれども、これを見ると名寄市

と名寄市納税貯蓄組合が発行されておりまして、

これの中には５月には０定資産税を払いなさいよ、

６月は何です、こういうもの、いろんなものをつ

くっている。こういう紙だとか、そういうものを

含めた経費が５万円に充てられているというふう

な理解でいいのですか。

佐々木総務部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

その用紙につきま〇総務部長（佐々木雅之君）

しては、市のほうで対応していると思っています。

活動の関係につきましては、それぞれ街頭啓発の

関係であるとか、総会等の運営に対する補助金と

か、全道の納税貯蓄組合の方々との会合等もあり

ますので、そういうふうな運営関係全般に関する

経費として、特に市のほうでは色分けをしており

ませんので、おおむね市のほうが４割から５割程

度、残りは会費のほうで賄われているというふう

に理解をしています。

谷内議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

納税というのは大変〇２１番（谷内 司議員）

だと思うのですけれども、なぜこういうことを申

し上げるかというと、旧風連町時代のときに納税

貯蓄組合というのは風連町全戸に、全地域という

のですか、農家ですと部落単位とか、町や町内単

位だったのです。たまたま私の町内の納税貯蓄組

合というのは、町内で基金を持っていまして、ど

うしてもその時期に支払いができない人にはその

お金で貸し付けをして、何月何日に返していただ

くという、そういう契額を交わして、貸し付けを

しながら１００１の納税という形で目指してやっ

ていたのが私どものところの前の納税貯蓄組合の

活動だったのです。でも、そういうところからそ

れに対して完納奨励金だという形でお金をいただ

いたのですけれども、そんなような形の中でやっ

ていたのですけれども、今の中で聞くとボランテ

ィア活動の中で子供たちだとか、そういう作文だ

とかチラシを配るために、それだけで納税貯蓄組

合を立ち上げをしたのだということなのですが、

それは税務すなり税務署がやる仕事であって、そ

ういう組織はなくてもそれはできないのかなと。

そういうものがなければ、そういう子供たちの作

文を応募するとか、そういうことはできないのか。

それは、税務すなり税務署がやれば、できるので

あれば何も慌ててその事業にその団体、せっかく

なくしたものを急遽つくってやるということは、

だってこれを配ったときに私のところに何でこん

なものが、納税貯蓄組合あるのよといういろんな

意見いただきました。本当に私自身も知りません

でしたから、そんなことでそれはどうしてもなけ

れば仕方ないのですけれども、その上との関係が

あるのですが、その辺はどうなのですか。

佐々木総務部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

名寄地区と智恵文〇総務部長（佐々木雅之君）

地区の納税者の方々については、納税貯蓄組合の

構成員の方々については組織がなくなった後ボラ

ンティアで個人会員として入っておりますので、

それぞれの地域の考え方があるのでしょうけれど

も、私たちはこういう形で税金をそれぞれ集める

団体から納税意識の啓発をするために、行政だけ

ではなくて市民みずから納税意識を高めていこう

ということに対することにつきましてはぜひ必要

だと思っておりますので、単なるスポーツとか文

化の団体の任意団体という感じではなくて、一定

程度過去長い歴史を持っていました納税貯蓄組合

が１レミアムのつく前納報奨金的なものが、完納

報奨金的なものがなくなっても、特にこれからの

次代を担う若い子供たち、若い世代のほうにそう

いう啓蒙活動を民間の力でやっていただけること

につきましては、私は十分に意味があることだ、

大切なことだと思っておりますので、これは島市
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政の市民と行政の協働のまちづくりということに

対しても決して方向は間違っていないと思ってお

りますので、今後も当分人は少ないですけれども、

この金人でボランティア活動の継続をお願いした

いというふうに考えています。

谷内議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

わかりました。納税〇２１番（谷内 司議員）

のために、未収金を減らすためにも一生懸命努力

していただきたいと、そのように思います。

次に、職員の福利厚生についてお伺いしたいと

思います。この中で先ほど答弁ありましたように、

今後見直しをしていくというのですが、その中で

２１年度の予算書を見てもそれはある程度の数字

は出ているのですが、その人なのですけれども、

１万 ９００円なのです。それ大変多いと思うの

です。それで、全道平人でいくと ３００円とい

うのですけれども、その ３００円がう当なのか

何かそれちょっとわかりませんけれども、たまた

ま１番がのの市で大都市であります。その次がが

村。が村というのは、皆さん御存じのように原発

のあれでそれなりに財政豊かなまちなのですが、

その次が名寄市であるということはとても、あれ

が道新で全道版に出たということは、やはり他町

村の人から見れば名寄って楽なのだな、そんな６

メージも言われましたし、友達からもそういうこ

とを言われました。本当に私自身も市長を初め財

政難の中から各種助成金をカットしていかなけれ

ばいけない、職員の給料も何とかお願いしなけれ

ばならぬ、そんなことをやって財源づくりに努力

している中において、職員だけに対してあれだけ

の金人というのは多いので、今後わかりやすく言

ったら２１年度では１人当たり何ぼのお金を福利

厚生に出すのか、その辺お願いいたします。

佐々木総務部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

昨年の決算委員会〇総務部長（佐々木雅之君）

でも私申し上げましたが、互助会に対する助成金

の関係につきましては、先ほど言いましたように

地方公務員法等で民間企業と同様に雇用主として、

事業主として補助金を出すことについては認めら

れております。それで、公費負担が６ロでなけれ

ばならないというふうには考えておりません。

それと、先ほど言いましたように入っている共

済組合が市町村共済組合であるがために、最低で

も ５００円から ０００円は事業主の負担分と 

してかさみます。同人については、職員からもい

ただいています。のの等大都市については、都市

共済に入っていますので、それが都市共済の保ロ

料の中に包含されていますので、その部分はこの

ような統計調査では出てきません。その部分につ

いては、割り引いて考えていただきたいと思って

おります。

それで、今福利厚生会の関係につきましては、

慶弔費関係の部分について少し公費負担を下げる

ということで考えておりまして、その金人につき

ましては ０００円から ０００円程度下げると 

いうことで予算を盛りつけておりますので、今後

の方向につきましては公費負担の関係について留

萌市を初め１２の市町村が廃止をするということ

が新聞報道で出ておりまして、傾向としましては

公費負担をできるだけ少なく下げていくという方

向で多分全道の市町村は動いていくのだろうと思

っております。名寄市もそれは住民の理解を得な

がら、どこまで公費が負担をして福利厚生会事業

を支えるのか、その辺の関係につきましては他市

町村の状況も調査をいたしまして対応したいと思

っています。ただ、１点だけ先ほど説明しました

けれども、名寄市の福利厚生会事業に対するお金

の高い部分の中に、１８年のときから廃止をしま

した住宅利子補給の分の影響が残っておりますの

で、この部分は廃止しても５年間の激変緩和を勘

案しましたので、この辺についても御理解を賜り

たいと思っています。次第次第に下がっていくと

いうことで考えておりますので、それとあわせま

して他市の状況を見ながら、見直せるものについ

ては見直しを進めてまいりたいと考えております。

谷内議員。〇副議長（熊谷吉正議員）
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２１年度の予算の中〇２１番（谷内 司議員）

で福利厚生会に対しての助成金がありますよね。

その査定について、先ほど聞いたのは１人に対し

てどのぐらいの金人になるのですかとお伺いした

のですが。

佐々木総務部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

４００円という〇総務部長（佐々木雅之君）

ふうに理解をしております。

谷内議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

わかりました。本当〇２１番（谷内 司議員）

に財政難の中から、市民にそれだけの減人なりサ

ービス低下、その他を与えているのですから、職

員だけがそういう中でなくて、まして全道でも１

８４カ所ですか、ある中で今回それを廃止したと

いうのは１４市町村ある。そんなことも報道され

ていますので、なくせとは言いませんけれども、

最低限やはりそれに見合ったような中で職員も一

生懸命事業に参加して努力しているのですから、

その辺を含めて今後市民に理解できるような形の

中でそれをお願いしたいと思います。

次に、農民連盟に対しての助成金なのですけれ

ども、これ助成金と言わないのですけれども、委

託料なのですけれども、まず初めに私自身どうし

てもちょっと理解できなかったのは、助成金なら

ば総体事業費の何１助成するというのは、それは

理解できる。ところが、委託料となるとそうでは

ないと思うのですが、それであってこの間農民連

盟の総会があったのですけれども、そのときに島

市長も来ていただきまして、ごあいさつもいただ

きました。その後私用があるということでその場

から退席されたのですけれども、風連の農民連盟

のことしか私ちょっとわかりませんけれども、そ

れを例に挙げますと、今回大変お金が厳しいとい

う形で、執行委員の役員さん方が自分らがもらっ

ている年報酬なのですけれども、１０万円、２０

万円と大変安い報酬なのですが、それを削減して、

カットしてでも穴埋めをしなければならないだろ

うと。そんなことを提案された。でも、それは１

０万円、２０万円でそれをカットするということ

になるとこの後後継者も育たないからだめだとい

う形の中で、総会において農家１件当たり ５０

０円を上げてほしいという提案をしました。それ

提案をされていましたし、また消費税滞納者八十

数人いるのですが、それは３年間保有しなければ

ならぬという形で、それで ０００円をお願いし

たいという形で、自分たちのものは自分たちなも

ので、仕方ないだろうといろいろありましたけれ

ども、そういう中でも了解されて組んだのですけ

れども、それに対して ５００円、これ農業経済

低いのですけれども、大変な時期なのですけれど

も、農業所得の計算簿というのは当然税計算は行

政がしなければならないものを肩がわりをしてや

るのですけれども、それを全部とは言いませんけ

れども、助成金ならわかるのですけれども、委託

料となるとそうではないだろうと。せめて委託料

というと、あらゆる見積もりを出して、それだけ

の金人を出すのが委託料だと思うのですが、その

辺はどうですか。

佐々木総務部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

各農民連盟さんの〇総務部長（佐々木雅之君）

執行委員さんが幾らお金いただいているか、私わ

かりません。だけれども、税の委託料の関係を決

めたときには助成金ではなくて業務をお願いをし

て委託させていただくということの積算でしたの

で、当時合併する前から名寄地区におきましては

商工会議所が一般的に税の申告のときにいただい

ている手数料として ５００円、それからまたは

０００円ということでありましたので、 ５０ 

０円は農業所得を計算する方については１件当た

り ５００円、家りの方で農業所得でない方につ

いても同じ家りの方であれば ０００円という形

の金人をはじきました。これは、委託料にしろ補

助金にしろ出すときの一定の基準がありますので、

その基準に基づいて出させていただきました。

それで、問題はそこにどういうお金をかけるか

ということにつきましてはそれぞれ農民連盟さん
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の考え方があるのですが、農業の所得そのものに

つきましては従前市役所、税務署が対応しまして、

ことしの収穫、収入の金人をどのように判定する

かという難しい問題から、かなり収入把握の関係

についても簡素、簡略化がされたというふうに聞

いておりまして、どちらかというと従前の農民連

盟さんと税務署との収入の確定の関係についてい

ろいろ難しい議論があったことから見ると、少し

簡素、簡略化されたのかと。その分と農民連盟さ

んに対する委託につきましては、委託料で出して

いるところと助成金で出しているところと上川管

内でも結構考え方が別れています。それから、金

人も名寄は大体１８０万円ぐらい、予算書を見て

いただいたらわかると思うのですが、１８０万円

ほど予算化をしています。それよりか多い市もあ

ります。少ない市もありますので、それぞれの地

域のお金のかけ方も含めてその人については決ま

っているのかなと思いまして、私たちは商工業者

に対してはすべて自主申告であります。農業の関

係につきましては、先ほど言いましたように税務

署と農民連盟さんがことしの出来高をどういうふ

うに押さえて、どのように収入を各農家に張りつ

けるかという作業は昔ありましたけれども、その

分については簡素化されたということも含めまし

て、ただ消費税の関係につきましては ０００万

円から ０００万円に落ちまして、事務負担はか

なりふえていると思います。ただ、実際問題は本

当に手間暇かかる方につきましては青色申告を利

用して、青色控除の特典も利用されていると思い

ます。意外と農家の方について、中小の方につき

ましては簡易す税方式を選んでいることもありま

して、今回は農民連盟さんには大変申しわけない

と思っておりますが、市もこのような財政状況で

ありましたので、現状のルール、仕組みを維持す

るということで、経費の関係について節減も含め

て御協力をお願いしたいということで、現状維持

の回答をさせていただきましたので、どうぞよろ

しくお願いしたいと思います。

谷内議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

財政がきついからと。〇２１番（谷内 司議員）

それはある程度わかるのですが、やはり私として

はかかったものに対しては助成金や補助金で出し

ていただきたいというのが私のお願いなのですけ

れども、その中身を見ると大体風連町の農民連盟

の総体の予算が額 ３００万円ぐらいなのです。

そのうちの税金体制、税対を含んで、それを計算

事務をやることで額４５０万円かかるのです。３

分の１億上。その中身というと、その４５０万円

ぐらいかかる中で昨年で見ますと額１１０万円で

すよね、市からいただいているお金が。４分の１

ぐらいある。そして、税対、ことしのやっている

状況を見ていたときに、私もそれ世話になってい

るのですけれども、風連の場合には白色で６０９

件、青色申告のほうで８３件、青色申告会の申告

してもらっていますから、農連のほうからそれに

対して負担金は出しています、青色やっている方

に。それの中でやっていったときに７００件近い

件数があるのです、ことし見てみますと。それで、

それを納税まで、３月５日に税務署のほうに指定

したのですけれども、その税対で組んでいる人員

が１８人いるのです。それに最後の事務処理する

形の中で農連の事務局の女の子と行政からの臨時

職員になるのですか、それ出向で１人来ていただ

いて、そういう体制でやったとして、ことしの場

合を見てみますと額４０日間かかっているのです。

そして、金人想定してわかるのですが、それに対

して税対に来ている人に幾らお金を払っているか

というと、市で雇っている臨時職員の給料よりも

安いです。１日 ０００円です。１日 ０００円 

で朝９時から晩５時まではやっていただいている。

その中でしている中で、本当はもっと行政の委託

料でやるならばせめて最低賃金である六千何百円

ですか、 ０００円ぐらいのお金なのですが、そ

れを払ってやればいいのですけれども、それは出

せないという形で ０００円でせち切って出して

います。そういう形の中でやって、それで１１０
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万円しかもらわない中で、たまたま思ったのです

が、それを処理するために用紙が相当要りますよ

ね、こういう用紙が。何千枚も要ります。その用

紙も行政からもらっているのかと思ったら、その

お金ももらっていない。全部負担ですと。そして、

パソコンも８台だったですか、用意してやってい

ましたけれども、リースで借りるなり、あるいは

農連の中でお金をやりくりしながら買うなりして

やっています。そういうお金も含めてやると、大

変な金人が出てくるのです。それで、税対で４５

０万円の予算だけれども、それできないからとい

う形の中で紙だとか用紙というのは別な予算から

出しているのですが、そこまで頑張ってやってい

ると。そうしたら、そういうところを見ていくと

せめて用紙の分だとか、パソコンの借り上げ料だ

とか、そういうものも含めてそれぐらいは行政か

ら出してやっても、過言ではないのではないかと、

私はそう思うのですが、どうですか。

佐々木総務部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

お金のかけ方、事〇総務部長（佐々木雅之君）

務処理の仕方については、それぞれの農民連盟さ

んで差があるのかなと思っています。今谷内議員

から初めてお聞きしまして、そういう状況なのだ

なというふうに理解をしました。それで、市役所

のほうからもコンピューターからせち出したデー

タをお渡しをして、できるだけ効１的な事務処理

については従前からもやっておりまして、最近は

税務署のほうからもパソコンを持ち込んだ形でい

ろいろやっております。そういうことも含めて、

用紙代程度の関係については多分そんなびっくり

するような金人ではないと思います。その辺につ

いては、担当の税務すのほうと協議をしていきた

いなと思っておりますが、基本的な委託料の関係

につきましては商工業者に対してはすべて自主申

告という形をお願いしておりまして、その辺も含

めますと私は今出ている１８０万円というお金は

決して安いお金ではないと。それは、そのような

形でお金がこれだけかかるのだということであれ

ば、一定にその利住にあずかる人方のほうからす

収するという選択をされた風連の農民連盟さんの

判断、今の御時世としては当然必要な方法だった

のかなと。この辺につきましては、具体的な数字

の関係については差し控えますけれども、士別は

名寄よりか多い金人が出ています。富良野さんと

士別さんは、名寄よりも相当少ない金人でやれて

います。それぞれの地域の農民連盟さんのやり方

については、それぞれ知恵を使ってやっていらっ

しゃるかと思いますので、その辺については農業

と商工業者との申告のあり方について、結果的に

はそれぞれの問題については商業も農業も同じだ

というふうに考えておりますので、申告の簡素、

簡略化も含めて一定の動きは進んでおりますので、

御理解賜りたいと思います。

谷内議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

別に商業と農業と差〇２１番（谷内 司議員）

別せいとは申しませんけれども、それならお聞き

しますけれども、六百何件、額７００件ぐらいの

人がいるのですが、農連で申告住けたのが。それ

なら、仮に行政だと行政のほうにみんなそれを申

告に行ったときに行政の中で税務すは対応できな

いと思うのです。そんな中で、風連は特に戸数が

多いのですが、そういうことを避けるためにもや

はりそういう農家のものは農家でと農連、農民連

盟がそれをやっていると思うのです。一人一人が

みんな領収証、収入金す税方式になりましたから、

買い物した領収書から何からそっくり持っていき

ますし、農協の組勘等も持っていってそれを整理

しなければならぬ。項目分けなければならぬ。そ

の仕事から始まるのですが、それを全部行政のほ

うへ持っていって、窓口にぽんと持ってこれお願

いしますとやったときにその対応ができるか。多

分できないと思うのです。そのために農連が頑張

ってそれをやっていこうという形とっているので

すから、それはわかるのです、差別というのは。

でも、そうではなくてせめてそれぐらいのかかる

経費の応分のものは出していただきたいというの
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が私のお願いなのですけれども、その辺はそれで

いいのですけれども、先ほど事務処理の効１化を

図るということの中で、それどういう効１化を図

っていくのかなとちょっとわからないのですけれ

ども、たまたまうちの執行委員長ともこの間終わ

ってお話ししたときに、行政が最終的な事務処理

をするときにそこに女の人だったのですけれども、

臨時職員かパートかわかりませんけれども、１人

は派遣していただいて最後の処理をしたと。その

派遣してもらった人が来年度からそれはなくなる

のだと。それは削減されるのだということを聞き

ました。そうすると、どうしてもその人が必要な

のですけれども、人を減らすとできないのですが、

その人件費も今度は農連のほうで負担しなければ

ならなくなるのですよね。それをしていくと、こ

とし ５００円なら ５００円上げていた中でそ 

れを経理するのはいいのですけれども、今言われ

たように農家のことだからあなた方がやるのがう

当だと思いますと。それを言われればそうかもし

れませんけれども、今度そういうふうになったと

きにその人件費までも払わなければならないから、

お金が足りないと。また来年値上げというふうに

はなりませんけれども、その辺ぐらいは見てもら

えるというか、そういうものは考えられませんか。

佐々木総務部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

合併する前の事務〇総務部長（佐々木雅之君）

事業一元化の協議の中で、名寄、智恵文農連につ

きましては事務的なお世話につきましては職員が

若干お手伝いした程度でありまして、臨時の職員

を張りつけての対応についてはやっておりません

でした。風連についてはやっておりました。この

辺を合併時に一遍に整理できなかったということ

も含めて、それと先ほどから何回も言っています

けれども、農民連盟さんと税務署と協議して収入

を確定させるという部分のやり方が若干変わりま

したので、その辺も含めて先ほど言われました臨

時職員の張りつけの関係につきましては３年間の

激変緩和をもちまして２１年度からすべて廃止を

したいというふうに考えています。そういう協議

の中で１８、１９、２０の３年間、それぞれ２名

ないし１名の張りつけをして、期間雇用をして対

応してきましたけれども、これも３年間の激変緩

和を使いながらの部分でありますので、来年から

は廃止するべく予算はつけておりません。よろし

くお願いします。

谷内議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

わかりました。でも、〇２１番（谷内 司議員）

大変な事務処理をやっていますから、各３農連か

らの要望があればと思いますけれども、それはそ

れなりの対処をしていただくようにお願いしたい

と思います。

次に、未収金、不納欠損についてお伺いしたい

のですけれども、前日私自身読ませていただきま

した市長の執行方針の中にやっぱり基金を頼らな

いで行政運営をしたいということが書いてありま

したけれども、私はそれに賛同したい、その一人

であります。その中でお伺いしたいのですが、基

金を頼らないで行政運営をするために何を一番先

にしなければならないのかなと。そんなことを考

えているときに、私自身未収金の４億円もあるよ

うなものがあるのですが、それを解決するのが一

番早いだろうと。そんな形で今回の質問をさせて

いただいていることなのですが、基金の繰り越し

は３億 ０００万円ぐらいあったのですが、それ

億上に未収金人がある。不納欠損が三千何百万円

だったかな、それぐらいがあるのですが、そんな

ことばかり毎年やっていけばいつまでたっても市

長が言っている基金を頼らない行政運営はできな

いのです。そのために、やはり大変なのです。こ

の未収金というのは、集めるの大変だと思います

けれども、これを解決しなければそれに一歩でも

近づけないだろう、そんな形の中で質問させてい

ただきます。それで、これだけの金人４億円もあ

って、なおかつ今年も増加するだろうということ

が予想されるのですが、先ほど６日の日の定例会

初日に申し上げたのですけれども、専決処分され
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た中で２００万円億上のものを専決処分する。そ

んなことをしているから未収金がとんでもなくふ

えるのではないか。あのときは公営住宅の入居だ

ったのですが、仮に入居料金を入居しているとき、

説明をするときに何と言いますか。３カ月間なら

３カ月間未納したら、出てくださいとか、いろい

ろそうやって説明すると思うのです。それを７年

も８年も延ばして、２００万円億上も超えている

ものを専決処分して払ってもらえると思いますか。

もらえません、これ。保証人に言ったって、本人

に言ったって払えませんから、くれないと思いま

す。それよりももっと早いうちに、もう言ったら

仮に１カ月３万円の家賃を払って、入居料を払っ

ているのだったら、１年間３０万円になりますよ

ね。その時点でもうそれをやったらどうですか。

そうしていくことによって、それが出ていただけ

るなら出ていただいて、新たな者入れていけば２

００万円もならなければ未収金は減るでしょう。

そんな対応はされていない。そんなことが私は不

思議に思うのです。それで、今回ちょっと通告で

言いませんでしたけれども、ただ１００万円億上

の未収金のある方が名寄市全体で何件あるのです

か。教えてください。

佐々木総務部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

件数の関係につい〇総務部長（佐々木雅之君）

ては、数字がすぐ出ませんので、予算委員会の場

で、もしよろしければそこで、事前に通告なかっ

たものですから、そのときにお答えさせていただ

いてよろしいでしょうか。それでよければそうさ

せていただきます。

それと、特に市営住宅の関係についての具体的

な市が相手方を訴えるということで対応したこと

につきまして、いきなりあれを今回やったわけで

はなくて、今までも内容証明つき郵便を送ったり、

それから担当係長、係が臨戸訪問をしながら、一

定程度督促を、催促をしておりました。基本的に

は、公営住宅に入られる方というのは収入も１較

的少ない方しか入れないものですから、そういう

状況の中でその方々の生活の困窮度を見ながら、

できるだけ分納も含めてお願いをしている状況で

す。中にはその１年間で全部払い切れない方もい

らっしゃいますけれども、市役所はそこから追い

出すのが仕事ではなくて、そこに入っていただい

て生活をしていただいて、その中から家賃をでき

るだけ１年間のものは１年間でおさまるような努

力はしてきたつもりです。そういうふうに生活困

窮度を一定程度判断する中で、１較的優しい対応

をしてきたことによって何年間もたまってしまっ

たということに対しては、担当の建築すのほうで

も実は反省をしておりまして、これではいけない

ということで、場合によっては裁判に訴えるとい

うことも必要だということで今回初めて取り組み

をさせてもらいました。これは、その人を見せし

め的にやるわけではなくて、一定の金人を超えた

ときには嫌なのですけれども、行政が強制的な法

的手段に訴えてでもやらないと集まらないという

のは残念なのですが、そういうことも出てきまし

たので、それは一定の状況を確認させていただい

て、やらなければならないものはやると。ただ、

そのときに金人もそれで本当に生活が苦しい人の

場合と払える力があるにもかかわらず払わないと

か、役所の職員の面接にも応じないという部分に

ついては、払う意思が悪意でないのだということ

の判断をさせてもらって、裁判に訴えるか訴えな

いかということも含めて検討はしたいと思ってい

ます。必ずしも機械的に一律で金人が多いだけで

やるというよりは、その人の対応も見ながら、支

払いの能力も納税担当が総合的な判断をやってお

りますので、その辺を見て、あるときには法的手

段に訴えることも含めて対応したいと思っていま

す。

谷内議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

そのようにお願いし〇２１番（谷内 司議員）

たいと思います。

そこで次に、先ほど申し上げましたように不公

平感がある。本当に私もそうなのです。これをな
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ぜ申し上げるかといいますと、前日私のところに

お年寄りが２人遊びに来ていただきました。その

人が年金生活で、２人合わせて１０万円ちょっと

のお金だったと。貯金通帳持ってきたのですけれ

ども、見せてくれました。これで家賃も払う。２

２保ロ料は天引きで取られてしまうのだよと。残

ったお金はこれだけだと。私ども病院に２人で通

って月に１万円ぐらいかかりますよとか、いろい

ろ説明してくれました。そして、残った金が２万

０００ぐらいの金だったのです。これでも私は

税金は未納しないで全部払っていますよと言って

いました。そうしたら、２万 ０００円ぐらいだ

ったら１日の生活費が８００円です。それででき

るのですかと尋ねたら、私どもは仕事していない

し、お金もないから、１日２食しか食べていませ

んと。２回なのですと言っていました。それでも

その人たちは未収を起こさないで支払いしていま

す。そのお年寄りの人の言い分では、隣の人なん

か毎日前で出かけているのだよと。それで、私は

払っていないと自慢そうに言っているよと。あん

なのいいのなんて言われました。そういう話を聞

いたら、本当に不公平感という、その差が大きい

なと。そんなことも踏まえて、その年寄りの人た

ち、本当に年寄りの人はまじめに払ってくれてい

ると思うのですが、そういう人たちのためにもそ

れをやはり減らしていく、その辺努力していただ

きたいと、このように思います。

それから、指定金融機関の中で市が北星信用金

庫と道北なよろ農業協同組合の税金の収納ありま

すよね。仮に道北なよろ農協億外の組合員さんが

いるのですが、その人たちは農協経由でお金を払

うとき払えないと思うのですが、口座引き落とし

だとできないのですが、その辺の対応はどのよう

になっているかお知らせください。

谷内議員、もう一度〇副議長（熊谷吉正議員）

具体的にちょっとお願いいたします。

ですから、早く言っ〇２１番（谷内 司議員）

たら道北なよろ農協が指定金融機関になって払っ

ている。組勘引き落としできるのです。道北なよ

ろ農協億外の組合員がいるのです。その人は、そ

この農協の中でエリアが違うから引き落としはで

きませんよね。そこの関係ない農協ですから、名

寄市億外の農協だったら引き落としできません。

そうしたら、引き落としできないというと、前回

申し上げたと。私自身がいろんな情報があったも

のですから、教えたと思うのですが、そういう人

は引き落としできないのです。その人は、現金で

払えばいいのですけれども、現金は持って歩けな

いと。だから、農協経由の中で引き落としさせて

くれと。そのような手続をお願いしたのですけれ

どもと言っていましたけれども、その手続ができ

ているのかできていないのか、それをお聞きした

いと思います。

佐々木総務部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

市内には、指定金〇総務部長（佐々木雅之君）

融機関が北星信金さんなので、それと収納代理店

契額ということで結んでいる部分ありますので、

農協からできるかどうかは私今確認してみないと

わからないのですけれども、ちょっと確認させて

いただいて、通常であれば指定金融機関と収納代

理店契額を結んでいるとできるのですけれども、

農協に口座をお持ちになっていて引き去りができ

ないということであれば実態を確認させていただ

いて、予算委員会でまた答弁させていただいてよ

ろしければ、そういうふうにさせていただきます

が。

谷内議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

わからないというの〇２１番（谷内 司議員）

は、ちょっと私もあれなのだけれども、前回１月

だったですか、小室副市長にそのことを、私のほ

うそういう相談があったものですから、来たのは、

その人いわく、私は会ったのですけれども、それ

は農協で引き落とししてくれるのならいいですよ

と。でも、そのお金をわざわざ持って私は行きま

せんと、こうですから。暇ない。だから、そのよ

うにしてほしいのだと。それを言ったのだけれど
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も、それを何もしてくれないで催促のはがきが３

回来たよと。こんなのは私は払いませんよと、そ

ういう話を聞かされたから、小室副市長を通じて、

こういう人がこう言っていますと。だから、それ

なりの話し合いをしてくださいということで情報

として提供したのですが、それに対していただい

てきたともいただいてこないとも私自身のところ

には連絡はなかったのですが、その人本人に言っ

たら、前回市役所の人間が来て、こうだからとい

うことを聞いていたから、あなたの顔もつぶせぬ

から私全人払ったぞと、そういう話だと。でも、

これは入っていたけれども、その人の農協の口座

から引き落としをさせてくれと。それだったら、

組勘引き落としできるよと。でも、それは名寄市

億外の農協ですから、その組勘口座から引き落と

しはできないということでできなくて、今回のそ

んな事件があったのだと。ですから、その人億外

にもまだいるそうですが、そういう人たちのため

には道北なよろ、北星信金億外にでも組合員がそ

こに口座があるならば、そこへ行ってもそこから

の農協からの引き落としでちゃんともらえるよう

な形を手続をとるべきだと、そんなことを思って

お聞きしたのですが、それはそれなりに調べて予

算委員会のときでも御返答をいただければありが

たいと思います。

佐々木総務部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

個別の案件であり〇総務部長（佐々木雅之君）

ましたので、大変申しわけないのですが、具体的

なことをちょっと後で聞かさせていただきまして

お答えさせていただきたいと思っています。基本

的には、指定金融機関があって、収納代理店があ

って、それからゆうちょ銀行も含めてすべて取り

扱いできる形の仕組みになっているというふうに

理解するものですから、今谷内議員おっしゃるよ

うなことについては具体の事例としてちょっと確

認させてもらって答弁させてもらいます。よろし

くお願いします。

谷内議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

その辺はよろしくお〇２１番（谷内 司議員）

願いいたしたいと思います。

最後になろうかと思うのですけれども、職員５

名が納税に対しての仕事をしているということな

のですが、前日報道、テレビだったと思うのです、

見たときに、北海道も道税の未収が２００億円あ

りますよということが報道されていました。その

中でそれをどういうような解決方法かというのを

聞いていたときに、道の職員を１人ずつ各市町村

に出向してそれに努めたいと。全部の市町村に行

くか行かないか、それはわかりませんけれども、

そんなことを報道で聞きました。本当に２００億

円というと、名寄市の１年間の一般財源と同じぐ

らいの金人です。それがあることによって大変だ

から、それぐらいしたいということは報道されて

いましたのですが、それによって名寄市も多分私

の推のでいくとお金を払っていない件数は ２０

０件億上あるだろうと私は推のしています。そう

すると、２カ月に１回ずつの収納が来ますよね。

５名の人がその２カ月間に ２００件億上ある戸

数を回って、それなりの話し合いができているか

なと。ちょっと不可能かなと思うのです。もしそ

れが本当に不可能ならば、それに対してやはりも

う少し人間をふやすなり、何かをしてその対応に

当たったらいいのではないかと思うのですが、そ

の辺はどうでしょうか。

佐々木総務部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

過去道のほうから〇総務部長（佐々木雅之君）

す収１が下がったときに応援いただいたこともあ

りまして、そのときに一番助かったのは道の持っ

ているす収に対する手段というか、ノウハウが一

番大きかったと思っています。職員の関係につき

ましては、今行財政改革の中でスリム化をしてい

ますが、今後３年間の計画の中では納税係につい

ては現状維持で、減員する予定は考えておりませ

んが、谷内議員おっしゃるのは本来的には人も余

り金かけないで税金をいっぱいちゃんとうまく集

めてこいというのが筋だと思いますので、職員の
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スキルアッ１も含めて一生懸命頑張ろうと思って

おりますので、よろしくお願いいたします。

谷内議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

これで終わらせてい〇２１番（谷内 司議員）

ただきたいけれども、本当に島市長の執行方針に

ありました基金を頼らないでこれからのまちづく

りをしていかなければいけない、私もそう思いま

す。それをすることによって子や孫にそのツケを

回すようなことがないように、その基金を頼らず

やる。やっていくために職員一丸となってそれを

目的達成のために努力していただきたいと思いま

す。

億上で終わらせていただきます。

億上で谷内司議員の〇副議長（熊谷吉正議員）

質問を終わります。

農業、農村振興施策について外１件を、植松正

一議員。

議長より指名をいただ〇２番（植松正一議員）

きましたので、通告順に従いまして、質問させて

いただきます。

大きな項目の１点目、農業、農村振興施策につ

いて。昨年は、当初から原油先物相場が急騰し、

その影響で石油製品や穀物体格が大幅に上昇し、

資材体格も軒並みに高騰したところでございます。

その戦後最大の農政改革と言われた品目横断的経

営安定対策、制度上批判を住けて水田・畑作経営

所得安定対策と名称を変更しながら、一部にとど

まっている。農家にとっては、所得低下を招く制

度となっており、抜本的な政策転換をしなければ

さらなる農業の衰退が懸念されると思っておりま

す。農家の方々の自助努力も限界に達しており、

今後の基幹産業である農業をしっかりと見詰め、

単独助成も踏まえていかなければならないと思っ

ております。

そこで、１点目、平成２１年度米の数量配分と

産地確立対策について質問いたします。昨年は、

この地域米は大豊作ということで、皆さん方も喜

んでいるわけでございますけれども、米政策につ

いては国で食料自給力、そして自給１の向上から

生産調整の是てについて論議されている中で、２

１年産米の配分の状況と産地確立対策等の内容、

また新しい施策についてお伺いをいたしたいと思

います。

２点目に、農業生産資材等の高騰対策について

でございます。昨年は、冒頭申し上げましたが、

石油製品、肥料、飼料を初め各種生産資材が高騰

し、経営が圧迫され、国、道を初め市､農業団体が

それぞれ対策を設けたが、当市における取り組み

と事業内容、具体的な支援の金人等についてお知

らせを願いたいと思います。

３点目に、名寄産業高校における農業学科の応

募状況及び名寄農業高校の農場等の有効活用につ

いて質問させていただきます。名寄農業高校は、

今年度から産業高校としてスタートいたしました

が、酪農科学科は１間口となりまして、ことしの

応募状況と来年度億降の見通しについて伺いたい

と思います。また、これまで名寄農業高校の有効

活用について要望していると聞いておりますけれ

ども、それらの状況についてもお知らせを願いた

いと思っています。

大きな２点目、名寄市の林業振興施策について。

億前から森林、林業を取り巻く状況は依然として

厳しく、加えて木材体格低迷、林業労働者の高齢

化など長期にわたる山づくりだけに現在意欲が低

下傾向にあるのは確かと認識しております。しか

し、次の世代に森林を引き継いでいくためにも森

林に対するすばらしさを再度認識する必要がある

と思っております。

そこで、１点目、名寄市森林施業計画に基づく

進捗状況について。森林は、二酸化炭素の吸収に

より水源の涵養機能、生態系等の保全が叫ばれて

いる中、道、名寄市の役割が分担で計画を作成し

ておりますけれども、名寄市として計画どおり進

捗しているのか、また市有林の山林面積をお知ら

せ願いたいと思います。

２点目に、公住的機能を発揮する森づくりの考
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え方についてお願い申し上げたいと思います。森

林づくりを通して地球温暖化防止に貢献し、森林

の持つ多様な公住的機能の維持、増進のため、人

工林の間伐、無立木地への植林、所有者に対する

新たな助成対策の考え方はあるのか、お知らせを

願いたいと思います。

３点目、木質バ６オ６スエネルギー利用促進に

ついてであります。２００２年に新エネルギー利

用等の促進に関する特別措置法が一部改正されま

して、再生可能な資源活用、いわゆる熱源対策で、

名寄市として今まで研究、実施に向けての対応、

対策を講じてきた経緯があるのかどうか、お知ら

せ願いたいと思います。

４点目に、緊急雇用対策の対応と対策について

でございます。厳しい雇用条件での中で、林業、

林産業の取り組みについてお知らせを願いたいと

思います。

億上、壇上での質問を終わらさせていただきま

す。

手間本経済部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

ただいま植松議員〇経済部長（手間本 剛君）

から大きな項目で２点にわたってお尋ねをいただ

きました。１点目の（１）、（２）及び２点目に

つきましては私のほうから、１点目の（３）につ

きましては教育部長からのお答えとなりますので、

よろしくお願いをいたしたいと思います。

初めに、２１年産米の数量配分と産地確立対策

についてお尋ねをいただきました。平成２１年産

米の配分につきましては、北海道において平成１

９年産から導入されました新たな需給調整システ

ムのもと売れる米づくりに向けた産地の努力を体

体する算定方式に基づき配分を住けたところでご

ざいます。北海道への配分が １３１増加したこ

とに伴い、当市への配分はモチ米につきましては

需給環境が大幅に緩和いたしましたことから、過

去２カ年間実施した１０１の自主削減は終了いた

しました。平成２０年度に１べ主食用米面積は２

７０７クタール増の ３４１７クタール、数量で

は ３２９トン増の１万 ８５８トンの配分を住 

けたところでございます。ウルチ米につきまして

は、北海道ガ６ドラ６ンの見直しによりましてワ

ンランクアッ１のツーランクということになりま

した。平成２０年度に１べ主食用面積３７クター

ルの増で４２４７クタール、数量で申し上げます

と５トン増の １１０トンと若干増となったとこ

ろでございます。

産地づくり対策につきましては、既存産地の取

り組みを継続するとともに、自給１、自給力向上

に向けた効果が高まるように見直しを行いまして、

水田等の有効活用による食料自給力向上対策とし

て新たに平成２１年度から２３年度までの対策と

なり、１つ目にはこれまでの産地づくり交付金の

継続事業として産地確立交付金事業、２つ目とし

て新しく自給力、自給１向上の取り組み、例えば

転作拡大及び不作付地に大豆、小麦等の作付をす

る、こういったものに対する支援に水田等有効活

用促進交付金事業を創設いたしました。３つ目に

は、国の第２次補正予算によりますところの平成

２０年産の主食用水稲作付面積に応じ１０アール

当たり ０００円を交付する水田当ル活用推進交

付金事業などが盛り込まれております。これらの

事業を有効活用し、産地づくりや食料自給１の向

上により農業経営の安定に努めてまいりたいとい

うふうに考えているところでございます。

次に、農業生産資材の高騰に対する考え方につ

いてお尋ねをいただきました。昨年は、世界経済

や人口などの構造的な問題から、燃油、肥料など

農業生産資材体格は過去に例を見ない水準まで高

騰し、軽油やガソリンなどの燃油体格につきまし

ては新興国におきますところの需要の拡大や先物

市場における投機資金の流入、世情不安な中東情

勢を背景といたしまして原油体格が大幅に増加し

たところです。肥料体格につきましても世界的な

穀物増産に伴う肥料需要増大や原料輸入国の輸出

規制等による原油、燃料体格の上昇により大幅に

上昇し、農業経営に大きなせ撃を与えたところで
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ございます。国、道では、平成２１年の営農に向

けた再生産対策といたしまして、平成２０年の補

正予算で対応すべく国費事業の肥料・燃油等体格

高騰対応緊急対策事業、これは高騰分の７割を補

てんするものでございますが、これを実施すると

いうことに決定されました。当市の申請状況でご

ざいますけれども、肥料の申請者は６１４戸、補

助金で申し上げますと２億 ９５４万円、燃油の

申請者につきましては３戸、１７万円を申請した

ところでございます。さらに、本事業に係る北海

道の上乗せ補助につきましては補助金ベースで９

７９万円となっており、これら体格高騰に係りま

す総人の補助金は２億 ９５０万円を申請したと

ころでございます。ですが、燃油体格につきまし

ては事業採択はされましたけれども、燃油体格が

下がっている状況の中で体格動向を踏まえ、当面

見合わせることとしてございます。また、市単独

事業での土壌分析推進事業、これは農業振興セン

ターの土壌分析費用を一定程度補助するものでご

ざいますが、１点当たり５００円を補助するもの

です、につきましては、ＪＡと連携して土壌分析

に基づきます適正な施肥設計により肥料コストの

低減を図るもので、今年度は個数で３８７戸、

５３５点となっております。通常年の４倍ほどの

申請があるというふうに住けとめております。市

の補助金ベースでは、６３万 ７５０円の実のと

なります。本事業は３年間の継続事業とすること

としておりまして、関係機関連携して肥料コスト

の低減に向けた指導に努めてまいりたいというふ

うに考えているところでございます。

次に、名寄市の森林整備計画に基づく進捗状況

についてお尋ねをいただきました。森林整備計画

の基本方針は、森林の有する多面的機能を総合的

かつ高度に発揮させるため、機能に応じた森林施

業の実施や保全の確保によりまして、健全な森林

資源の維持、造成を推進するとなっておりまして、

名寄市では平成２０年から平成３０年の１０カ年

においての目標を定めているところでございます。

内容といたしましては、１つには伐採、造林、保

育、その他森林の整備及び保全に関する基本的な

事項、２つ目には立木の伐採に関する事項、３つ

目には造林に関する事項、４つ目には間伐を実施

する標準的な林齢、方法、保育に関する事業など

であります。現在の名寄市の状況は、林業、林産

業の不況から、必ずしも計画どおりに進んでいな

いのが実情でございます。

次に、市有林の林相でございますけれども、人

工林では ４８４７クタール、天然林では８２７

７クタール、無立木地１７０７クタール、合わせ

て ４８１７クタールとなっております。人工林

の樹種別では、大別をいたしますとカラ６ツで１

２８７クタール、トド６ツ、エゾ６ツ合わせまし

て ３０９７クタール、その他が４７７クタール

となっております。

次に、公住的機能を発揮する森林づくりの考え

方についてお尋ねをいただきました。現在国が実

施いたします造林事業に対する補助制度は多種多

様でありますが、代表的な制度について幾つか申

し上げますと、植林、間伐、枝せちなどを実施す

る事業では林齢等制限はありますけれども、基本

的には補助は国が６８１、山林所有者が３２１と

なっており、山林所有者が造林を行う場合には北

海道、名寄市が上積み助成として山林所有者分の

３２１のうち道が１６１、市が１０１助成してお

りまして、実質山林所有者は６１の負担というふ

うに理解をしております。また、間伐事業に対し

ましては、平成１９年度までは道単独事業として

国の補助制度から外れた林齢の間伐に対して助成

がございませんでした。しかし、平成２０年度億

降は道の制度がせち切られたことから、名寄市独

自の間伐助成といたしまして、出材７クタール当

たり１万円、現地で切り捨て、これにつきまして

７クタール当たり ０００円の助成を行っている

ところであります。

次に、バ６オ６スエネルギー利用促進について

お尋ねをいただきました。京都議定書によります
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二酸化炭素排出量の削減目標は、平成２０年から

２４年の間に基準年より６１削減が義務づけられ

ておりまして、その６１のうち ７１を森林整備

で賄う予定ということになってございます。その

ために植林や間伐は予算措置も含めて増大化して

いて、その中で排出されます樹皮、端材なども同

時に増加しております。その処理が求められてい

るところでございます。木は、成長段階で二酸化

炭素を吸収することから、燃やしたときに発生す

る二酸化炭素と相殺されまして、排出量にカウン

トはされません。それらのことから、林業、林産

業で発生する樹皮や端材を利活用したペレットス

トーブ、熱供給ボ６ラーが開発されてまいりまし

た。近隣では、下川町の五味温泉が熱供給施設の

補助としてその一部をバ６オ６スエネルギーとし

て利用しておりますけれども、名寄市における木

質バ６オ６スエネルギーに関しての研究、検討に

までは至っておりません。

なお、上川北部森林組合や北森協同組合から排

出される樹皮等につきましては、全量畜産農家と

提携し、牛舎の敷き料、バーク堆肥の原料として

利用されているところでございます。

次に、緊急雇用対策の対応と対策についてお尋

ねをいただきました。雇用情勢が悪化する中で、

国は平成２０年度第２次補正予算の中で緊急雇用

対策を盛り込みました。国が都道府県に対しまし

て一定人を交付し、都道府県はその交付された金

人を基金といたしまして各市町村が行う緊急雇用

対策に補助する制度でございます。名寄市では、

産業振興すが窓口となりまして北海道に事業申請

を行っているところでありますが、国の制度は緊

急雇用創出事業とふるさと雇用再生特別対策事業

との２つから成り、平成２０年度から２２年度ま

での３カ年となっております。緊急雇用創出事業

は雇用期間が６カ月未満、ふるさと雇用再生特別

対策事業は雇用期間が原則１年億内で、事業費に

占める人件費の割合が８割億上かつ新規雇用の失

業者の割合が４分の３億上、また事業費に占める

人件費の割合が７割億上かつ新規雇用の失業者の

割合が８５１億上となっております。林業関係で

できる仕事は、人力が主体となる枝せちや作業道

の簡易な補修が考えられますけれども、市有林で

は森林組合に維持管理を委託していることなどか

らも今回は見送っております。しかしながら、１

００１の補助ということもありますものですから、

雪解けを待って調査をいたしまして、可能性を探

り、取り組んでいけるものは取り組んでいきたい

というふうに考えているところでございます。

億上、お答え申し上げました。

山内教育部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

私からは、大きな項〇教育部長（山内 豊君）

目の１の（３）についてお答えをいたします。

名寄産業高校における農業学科の応募状況及び

名寄農業高校の農場等の有効活用についてお尋ね

がありました。道教委が発表した名寄産業高校の

再出願後の出願状況では、各学科募集人員４０名

に対し酪農科学科は推薦入学者５名、一般出願５

名の計１０名、電子機械科は推薦入学者２名、一

般出願２７名の計２９名、建築システム科は推薦

入学者６ロ、一般出願１０名の計１０、生活文化

科は推薦入学者５名、一般出願２８名の計３３名

となっており、全体では募集人員１６０名に対し

推薦入学者１２名、一般出願７０名の計８２名と

なっております。特に酪農科学科及び建築システ

ム科の出願状況が振るわなかったことについて、

教育委員会としても危機感を持っているところで

ございます。道教委の公立高等学校配置計画によ

る中学校卒業者数の将来推計では、平成２１年度

の上川北学区内中卒者数は５５５名で、平成２０

年と１較して１１５名の減少となっています。平

成２２年では６０４名と前年１４９名の増となり

ますが、今後も減少が続いていくものと推測され

ます。

名寄産業高校は、４学科から成る学科集合型の

専門校であり、酪農科学科は名寄農業高校で整備

されてきた産業教育施設や実習地を産業キャンパ
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スとして活用し、道北地域における農業の担い手

としての実践的な知識や技術を身につけた人材の

育成を図ることとしております。また、名寄農業

高校の再編、統合に際して、名寄市、名寄市教育

委員会では新設校に道北地域の新規就農者や農業

者の研修機会の確保による定着化と生産技術の向

上など地域農業の振興を図るために民間農業後継

者育成機能をあわせ持つよう知事部局、道教委、

名寄市、学校関係者の４者による農業担い手育成

に向けた１ロジェクトチームを立ち上げていくよ

うこの間要望してまいりました。名寄農業高校の

農場の有効活用については、去る３月５日に上川

農業改良普及センター、道北なよろ農業協同組合、

名寄農業高校同窓会など関係機関等による名寄農

業高校の農場施設設備の利活用に係る懇談会が開

催され、利活用に係る展望などについて意見交換

を行ってきたところであります。今後もこの懇談

会の開催継続と４者による１ロジェクトチームの

設置について引き続き要望してまいります。

億上、私からの答弁とさせていただきます。

植松議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

今答弁をいただきまし〇２番（植松正一議員）

たので、再質問させていただきたいと思いますけ

れども、順番が前後いたしますけれども、お許し

を願いたいと思います。

まず、森林整備の関係でございまして、これは

道と名寄市が山づくりの上で、これはもう基本的

に必要でありまして、今１０カ年のだと思うので

すけれども、その計画が前期、後期の中でもうま

く進捗していないと。それで、多分変更などは十

二分にやられていると思っておりますけれども、

市有林の総体面積が ４８１７クタールだという

ことで今伺いましたけれども、そこで木の成長に

支障を来している、いわゆる上木、天然林等です。

その天然木の上木の整理の実施の考え方があるの

かどうか、まずちょっとお聞きしたいなと思って

います。

手間本経済部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

市有林を管理する〇経済部長（手間本 剛君）

段階で、過去に天然木がございまして、その木の

成長がすこぶるよろしいというようなことで、そ

れを避けた形の中であいている部分に植林をした

というような、そういった林相の山づくりをして

きた過去の経過がございました。それが伸びてし

まって、下のほうの新たに植林した木に障害が出

てきているなというようなことが現在幾つか見住

けられますので、これらにつきましては次の植え

たその木が育つような環境をつくらなければとい

うふうに思っておりますが、ただ一概にはすぐに

天然林を切ってしまうということではなしに、し

っかりとお互いに共生できるのか、成長できるの

か、そこら辺の部分を森林組合と十分相談しなが

ら、今後取り組んでいかなければならないなと、

そんな思いをしております。今後またそんな進め

方をさせていただきますので、御理解をいただき

たいと思っております。

植松議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

今答弁をいただきまし〇２番（植松正一議員）

た。植林をした部分で、上木があるために被圧さ

れた状況の中でいつまでたっても、トド６ツだと

かアカエゾ、カラ６ツも市の山にはありますけれ

ども、その辺のためにも被圧される関係も含めて、

やはりもう上木は切る時期に来ているのかなと。

ただし、私も森林組合にいた関係もありまして、

やはりその中には名木と言われるセンですとか６

タヤなども本当にいいのがございます。しかしな

がら、シラカバ等などはもうかなりあれは傷む１

が多いわけですから、それと曲がっている部分は、

今現在曲がっているものはいつまでたっても、も

うパル１とする状況で、体値観のないものですか

ら、その辺のやっぱりしっかりと認識してやって

いかなければならないのかなと思っております。

また、やるに当たってこれも年次計画含めてやっ

ていかなければならないのと森林組合がある程度

事業内容を含めて知っているわけですから、その

辺の調査含めて何でもかんでも切れというのでは
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なくて、やっぱり体値観のあるものは残すと。そ

の辺の調査なども真剣にやらなければならないと

思っております。

それで、サンルダムですとか、そういう関係、

今かなり予算もつきまして、水源涵養機能を含め

てやるべきところは、私も確認しているところで

は中名寄の旧線、あそこのところは保安林事業も

含めて植林をしたわけですけれども、保安林も含

めて、なかなか予算措置も含めてないということ

で、それで行政として、特に名寄市さんと調査を

してやってもいいのですよという、ちょっとお聞

きしましたので、やはり水源涵養環境も水取り口

も助成もありますから、あの辺から手がけていっ

たほうがいいのかなと思っていますけれども、そ

の辺の考え方があればお知らせ願いたいと思いま

す。

手間本経済部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

土地カンが余りな〇経済部長（手間本 剛君）

いものですから、失礼なお答えになるかと思いま

すけれども、基本的に風連の中でも水源涵養保安

林多くございます。そんな中では水源を涵養する

という機能、山の機能というのは大事だというふ

うに思っておりますし、望湖台自然公園がその一

つでもございます。そんなことでは、しっかりと

守っていかなければならないですし、ただ単に経

済林という考え方ではなしに、やっぱり生活をし

ていく大事な山なのだというようなことですので、

山の果たす役割、こういったものをしっかりと認

識しなければならないですし、これからの方にも

広く訴えて理解を求めていくことが必要だと思っ

ています。今お話ありましたように、初めて聞か

させてもらいましたけれども、また連携をとりな

がら、しかるべき事業が施業がとれるのかどうか、

話を進めていきたいと思っていますので、またよ

ろしくお願いをいたしたいと思っております。

植松議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

当然立木を、天然林や〇２番（植松正一議員）

何かの被圧されたものを切るわけですから、その

時点の体格の面だとか、いろいろあると思うので

す。ですから、その辺も勘案しながら、だけれど

も体格が上がっていないからと切らない、整理を

しないというのは、その辺も一回調査すれば体格

などはわかってくるわけですから、そして事業費

もかかるわけですから、事業費と体格を設定して、

委託させたところに返ってくれば当然やるかやら

ないのかということですから、私はぜひこれをも

う早急にやらなければならないなと思っています

から、その辺は森林組合等と委託されたところで

やっぱり慎重にやっていただければいいのかなと

思っております。

次に、この機会ですので、２点目に市有林の立

木の体体人、現在幾らになっているか、ちょっと

お知らせ願いたいと思います。

手間本経済部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

市有林についての〇経済部長（手間本 剛君）

お尋ねですけれども、今市有林の面積は先ほど言

いましたように ４８１７クタールでございます

が、それらの販売の例で申し上げますとやっぱり

７クタール当たり１万円から５万円というふうに

開きが大変ございます。木材につきましては、今

総じて横ばいというような、そんな考え方が主流

でございます。ただ、外材からも多く入ってきて

おりますものですから、そんなことからもどうい

うふうに変化するか、まことに微妙な市況をたど

っているわけでございます。そんなことからする

と、販売事例といたしましては７クタール当たり

１万円から５万円程度というふうに聞いておりま

す。

億上でございます。

植松議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

何か歯切れが悪いとい〇２番（植松正一議員）

うか、今７クタール１万円とか５万円とかと言っ

ていますけれども、これは樹種によって全然違う

と私は思っております。天然林の体体、また人工

林、トド６ツ、カラ６ツ等々もやっぱり金人含め

てこれはもう一概には言えないわけです、７クタ
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ール何ぼでは。これは、標準値とったり、それか

ら何年から何年まではどれぐらいだとか、そうい

ういろいろな方法もあると私は思うのです。です

けれども、全面積はやって、そして確実なものに

出せということでも、私はそうも考えていません

けれども、やっぱり一定の方向は出さなければな

らないのでないかなと思っております。

そこで、これは市有林は市民との共有財産とい

うこともありまして、これはやっぱり一定程度先

ほど言いましたように出さなければだめだと私は

思っています。それと、これは体体も今まで余り

していないようですけれども、情報公開なども含

めて市民の皆さんから、事業なども一生懸命税金

を使ってやっているわけですから、もし情報公開

を求められたときに拒否することもできるかもし

れませんけれども、ちょっとわかりません、どう

のこうのという話には、私はその辺観点からいっ

てもはっきりとした対応も含めてやはり基本線と

いうのはつくっておかなければならないのかなと

思っておりますけれども、その辺の状況を踏まえ

てどうでしょうか。

佐々木総務部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

毎年決算の調書の〇総務部長（佐々木雅之君）

中で財産に関する調書ということで、市有林の面

積の関係について報告させてもらっています。そ

れと、同じ議会の中で推定蓄積量ということで、

それらについても求められまして、過去出したこ

とあります。これは、単に面積だけでなくて、面

積億外に樹種の関係とか林齢とか、それから無立

木地の関係もありますので、どの程度の財産体値

があるかということを御提言いただいて、そのと

きから立木の推定蓄積量というものを出しており

ますけれども、今議員おっしゃったような体体人

の関係については施業計画の出ているコンピュー

ター化されたものの中ではなかなか出ない状況に

なっておりますので、他市の状況も含めて今これ

だけ厳しい財政状況の中で、ちょっと調べてみま

したら、１９年度の決算で立木売り払いで ２３

４万円程度、学校林の売り払いで３７０万円程度

出ていますので、 ６００万円程度の出重な財源

が１９年度決算で入っておりますので、今のデー

タ処理上では難しいかもしれませんけれども、御

提言ありました方法で、それだけの財産体値をど

の程度と見るかについてはちょっと内部で検討し

てみたいなというふうに思っております。よろし

くお願いしたいと思います。

植松議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

求められたときにやっ〇２番（植松正一議員）

ぱり基本的根拠がなかったらということで、ぜひ

その辺も早急に対応していただきたいと思います。

続きまして、公住的機能を発揮する森づくりの

関係でございますけれども、民有林振興に関して

は市の単独助成、先ほど出材が１万円、切り捨て

が ０００円ということで、本当に長年、前から

これはいただいておりまして、まだ上積みにはな

っていない経緯でございますけれども、しかしな

がら今森林所有者も含めて枝せち対策、いわゆる

この辺は雪が多いわけですから、ひん曲がりが多

いということで要望をかなり住けるわけですけれ

ども、しかしながら国、林野庁を含めてある程度

の一定の枝せちの関係は面積的には来ているのだ

ろうと思うのですけれども、しかし枝せちやって

製材にしたときに、製品にしたときに枝せちやっ

ているから単体が上がるとかなんとかという、そ

ういうものでもないということなのですけれども、

枝せちもこれは下の力枝等も含めてあれを整理し

なかったら、やっぱり曲がり度合い含めて多いわ

けの、これはもう私も確信しておりますので、そ

の辺の一部の助成でもしていただければいいのか

なと、こう思っておりますので、その辺も考え方

があればちょっとお知らせ願いたいと思います。

手間本経済部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

先ほどの質問の中〇経済部長（手間本 剛君）

で、ちょっと私住けとめ方が間違っておりました。

体体人というのは、土地の、山林の体体人、山の

というふうなお尋ねだったですね。私先ほど１万
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円から５万円というのは、山の体格ですから、底

地体格。

（「土地ですか」と呼ぶ者あり）

はい。というふう〇経済部長（手間本 剛君）

なことで、ちょっと住けとめ方が違っておりまし

たので、訂正をさせていただきたいと思っており

ます。申し上げましたように、体体人、立木、木

に対する体体につきましては横ばいかなというふ

うなお話をいただいておりますが、また樹種によ

っても違いますし、それから買い取られる方々の

ねらい、そういったものも違いますから、一概に

は申し上げられませんけれども、いずれにしても

そういった状況で推移しているのかなと。横ばい

だというふうに御理解いただきたいと思っており

ます。

それから、今お話出ましたように市の単独事業

として、先ほど言いましたように間伐で材を出さ

れた方、それからその場に現地にそのまま置いて

切り捨ててきた方というふうなことで助成をさせ

ていただいておりますが、除伐や枝せちにつきま

しては助成はございません。ただ、今森林にかか

わる状況といいますか、これは道のほうでも森林

環境税というような話がここ一、二年前から出て

きておりますし、まだ指示といいましょうか、そ

ういったことが流れてきていませんけれども、そ

んな動きがある。それから、さらには国のほうが

新たな地球環境ということも叫ばれているのでし

ょうか、特定間伐材の推進事業あるいは条件不利

森林公的整備緊急特別対策事業、ちょっと長い言

葉ですけれども、こういった言葉の中で事業を取

り組む動きがあります。こんなことも注視しなが

ら、またそういった除伐、枝せち等につきまして

はそういったものが取り込めるかどうか、それら

についても十分注視しながら、所有者に周知ある

いは連携をとって森林整備に心がけていきたいと

いうふうに考えておりますので、御理解を賜りた

いと思っております。

植松議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

今説明いただきました〇２番（植松正一議員）

けれども、先日１７日に上川支庁で造林会議があ

りまして、そのときに市の担当者、また森林組合

それぞれの方が行っているのですけれども、この

中で当初さっき申し上げましたように前年対１の

１２６１ぐらいの上積みだという、予算の関係で

す。ところが、この間その後森林組合等になった

ら、前年対１大体１２２１ぐらいかなというよう

なことを言っていました。そして、採択基準はと

いいますと今回植林含めて枝せち、それから切り

捨て等々ある程度制限がないようなことも言って

いましたので、その辺も含めてやっぱりこの際で

すから所有者の枝せちを十分にやりたいというこ

とも言っていますので、その辺もやっていただく

ことは所有者は最高いいわけですから、その辺の

ことも考えてやっていただきたいなと思っており

ます。

続きまして、バ６オ６スの関係でございまして、

この関係でちょっと質問させていただきたいと思

います。バ６オ６スの燃料供給の関係でございま

すけれども、私といたしましては余り研究も何も

していないという、何もというか、していないよ

うな状況でございまして、私も先日いわゆる今さ

っき出ました五味温泉のほうに行きました。それ

で、五味温泉の関係ですけれども、ここは行政よ

り一歩下がった状態の中でクラスターの推進部と

いうのを設けているのです。そこで、いろいろと

研究等々をやっている機関で、当然町からも２人

ぐらい出向していると。それとあと、内容などに

はＮＰＯ含めていろいろな各種団体からこういう

要請があれば推進室を立てていますから、そこを

中心にして研究などをするというところらしいの

ですけれども、その武田さんという方に会ってま

いりました。それで、昨年燃料高騰などで公共施

設の中で通年でエネルギー、燃料をたいていると

ころの消費、いわゆるエネルギー消費していると

ころというのは燃料高騰で大変な状況でなかった

かと思うのです。それで、この辺も含めて熱供給
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施設の武田さんに会ってちょっと調べさせていた

だきました。この目的というのは、やはり間伐材

や林地材の残材が多くありまして、木材加工等な

どで出た端材ですとかバークですとか木くず、チ

ッ１なども化石燃料の代替エネルギーとして導入

したのだと。これは、１４年、１５年で研究をし

まして、そしてメーカーなどもお呼びしまして、

そしてこれはいけるぞということで二酸化炭素吸

収、削減のためにも入れるかということで入れた

わけでございます。それで、あとその残りの灰な

ど融雪剤に使っていると。そして、問題は事業費

の関係でございまして、当時でこれ設計から建築

工事、機械設備、電工工事等々で ２０８万 ０ 

００円の事業費でございます。それが国から補助

金で２分の１、半分です。そして、あとは過疎債

でやられていると。ですから、本当にただみたい

なものだというか、それはありますけれども、そ

して経費削減として１９年度で、１８年も大体６

００万円ぐらいでしたか、そして去年が削減とし

て５００万円だと。そして、平成２０年度は年度

内なので、まだ根拠性は出てこないのですけれど

も、当然担当者は燃料上がっているわけですから、

それなら ０００万円ぐらいいくのですかという

ことを言ったら、それまではちょっとあれですけ

れども、やはりかなりの、前年の５００万円億上

はもう大体いっているのだと、後でまた新聞報道

もしますけれどもということでした。ですから、

やっぱり七、八百万円はいっているのではないの

かなと私は思っております。

そういう現状からいきますと、この施設という

のは当初は燃料も半分ぐらい助けていたのだそう

ですけれども、最近は通年、年間通して木質バ６

オ６スを使用していると、こういう実態でござい

ます。そして、若干７０１ぐらいの水分あったっ

ていつも熱処理していますので、問題はないとい

うことですから、名寄市だってかなりの木くず含

めて熱源のもの自体は十分にあるなと私は思って

いますので、その辺も研究していないということ

ですけれども、今後やっぱりこういう施設なども

検査して検証しながら、やはり取り入れていくべ

きだと。そして、今また下川さんのほうでも保育

関係２カ所、そして今回ことしは一の橋にあるの

だと思うのですけれども、あけぼの園でもこの実

のに基づいて、そして調査費をつけているという

ことでございますので、やはりこれは地球環境を

含めて、また皆さんでこういう投げると言ったら

おかしいですけれども、そういう端材ですとか何

かを使って熱源にするわけですから、絶対これは

いいことだと私は思って、それがまだ研究も何も

名寄市はしていないと。ただ、この間風連の朝日

のほうで、ペットボトルだとか、それから農業関

係のビニールハウスの中で、あれは燃料づくりで

すから、それはそれで研究をしていただく。だけ

れども、今回の燃料を一生懸命たけるこのエネル

ギー環境は木質、これはそんなに材料だって高く

ないわけですから、チッ１にしたって立米 ００

０円前後ぐらいだという話も聞いていますから、

多く使うところは研究をしないでなくてやっぱり

前向きにやっていかなければならないと私は思っ

ています。

それと、今見ていると思いますけれども、林野

庁のほうでも今回木材利用化で森林・林業・木材

産業づくり交付金ということで、これも国庫補助

金２分の１です。それで、これ２４年まであるわ

けです。そして、この利用度が多いわけで、１５

０基増加をしたと。そういう環境も含めてのだと

思うのですけれども、これだけ今の木質含めて、

環境含めてのこういう施策ですから、のらないと

いうのもちょっと私は知れないわけですけれども、

メーカーなど、またこういうところ、やっている

ところを呼んでも金はかからないわけですから、

やっぱり調査研究を実施すべきだと、そう思いま

す。その辺のお考えはどうでしょうか。

手間本経済部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

先ほどちょっとお〇経済部長（手間本 剛君）

話しさせてもらいましたように、森林、林業に対
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する予算が例年から見るとついているということ

でお話をさせていただきました。そんな時期なも

のですから、ぜひとも１つでも２つでもこの地域

の中で取り組めることがあればということでござ

いますが、今お話ありましたように下川は木質バ

６オ、チッ１にしてそれをボ６ラー燃料にしてい

るということでございますが、さらには柳の研究

もされているというようなことでございます。私

どものほうは、ちょっと毛色が違うと言ったらあ

れなのでしょうけれども、通年雇用促進協議会、

こういったものを立ち上げさせていただいて、今

１年半ぐらいたちます。この中で中川から名寄ま

での各自治体の関係者、さらには商工会の関係者

の方々もお集まりいただいて組織しているのです

が、その中ではこの地域はやっぱり資源を生かす

ということでどうだというようなお話で、ペレッ

トというようなお話が話題として出ました。協議

会の中での事業計画の中に織り込みまして、先進

地としては足寄あるいは当別、向こうのほうの石

狩管内、そっち側のほうも先駆的にやっているの

ですけれども、それらにつきましてもこちらはぜ

ひそういった廃材含めて有効利用できないかとい

うようなことでの研究、研さんも今させていただ

いております。そんなこともつながりを持ちなが

ら、また名寄も多くの森林を抱えているわけです

し、隣に下川もあるわけですから、そちらのほう

とも連携をしながら、ぜひ実を結ぶ方向に努力を

していきたいなということで、決して努力をしな

いということではございませんので、機会あれば

情報をきちっとキャッチしながら、取り組めるも

のは取り組んでいきたいなと、こんな思いをして

おりますので、御理解をいただきたいと思ってお

ります。

植松議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

ぜひ研究とかともう五〇２番（植松正一議員）

味温泉あたり実のあるわけですから、その辺もお

願いしたいなと思っております。

それから、緊急雇用の関係ですけれども、これ

は今のアメリカの大手証券関係の破綻などで木材

関係、特に風連のほうで協同組合で今こん包材を

生産していまして、１２月までは１２名の職員が

残業をして当ル稼働していたと。ところが、２月

ぐらいになってきますと輸出の関係もあるのだろ

うと思うのですけれども、ほとんど注文、住注関

係が入ってこないと。その関係でハローワークの

ほうで助成制度を取り入れながら、今やっている

わけです。そこで、３月の稼働状況をこの間聞い

てみますと、６日、そして１８日は自宅待機、今

そういうような状況でしていると。そして、基本

給含めて、私は基本給のパーセントは知っていま

すけれども、今申し上げませんけれども、パーセ

ントの減にしても養っているというか、そういう

作業員の確保をしているのだと。そういうような

形で厳しい状況だと思っていて、大変だなと。ま

た、このままいくと今のところまだ見通しがない

わけですから、当然最悪のことも考えておかなけ

ればならないのかなと。そして、この会社は森林

組合のトッ１と組合長が両方やっていますから、

かなり不安もあるのでないかなと思っております。

それで、先ほど枝せちなども言っているという

のは、この緊急雇用で去年まではやっていたけれ

ども、ことしは森林組合に別な仕事を、もう何か

切れたみたいだから、今回は道のほうに申請しな

いとかなんとかではなくて、それでも森林組合を

含めて要請があれば、これは１００１の助成とい

うことで先ほど言っていましたので、やっぱりそ

ういうもしできればその辺も含めて申請をしてい

ただいて、そして使っていただきたい、こう思っ

ていますけれども、簡単にちょっとお願いします。

手間本経済部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

先ほど２次補正の〇経済部長（手間本 剛君）

緊急雇用の分で、市のほうでは今現在前段申し上

げました緊急雇用創出事業では産業振興すと都市

整備すで２本上げさせていただいて、それからふ

るさと雇用再生特別対策事業につきましては農務

すのほうで１本上げさせていただいて、もう一つ、
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１本予定していたのですけれども、今こういった

冬時期なものですから、なかなか現地にも赴けな

いというようなことがありまして、決して取り組

まないということではございませんで、これ繰り

越し事業でもありますから、ぜひとも雪解けを待

って、先般森林組合の組合長ともお会いしまして、

何とか事業化に向けて双方で力を合わせてつくろ

うというお話をいただいておりますから、私ども

のほうと、それから森林組合のほうと御相談しな

がら、ぜひ事業組み立てできるような方向で取り

進めていきたいというふうに思っておりますので、

御理解をいただきたいと思います。

植松議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

後で市長にもちょっと〇２番（植松正一議員）

別な角度でお願いしたい経緯もありますので、次

に移りますけれども、今の学校の関係でございま

すけれども、今回の産業高校ですか、その関係で

は教育長、本当に御尽力いただいて、私も名農出

身ですから、存続をさせていただきまして、お礼

を申し上げたいと思っているわけですけれども、

しかしながらきのうですか、合格発表があったと

思うのですけれども、４学科の学科集合型の専門

学校としてスタートして、募集人員１６０名のと

ころ８２名ということでございましたよね。それ

で、酪農科学科が１０名、建築システムが１０名

の状況で、教育委員会としては危機感を持ってい

ると。よもやこんな状況になるとは私も思ってお

りませんでした。しかしながら、結果は結果でご

ざいますので、この名寄産業高校の出願状況に対

する教育委員会としての今後の考え方、また当然

道教育委員会とも、今後の対策です、その辺もや

はり詰めるところは詰めなければならないのかな

と。その辺を伺いたいのと、それから農場の関係

ですけれども、きのうでしたか、代表質問、中野

議員も申してございました。これから一定の１ロ

ジェクトを立ち上げてやっていくということです

から、これはよろしいのですけれども、今後の考

え方ちょっとお知らせ願いたいと思います。簡単

にお願いします。

山内教育部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

ただいま名寄産業高〇教育部長（山内 豊君）

校の出願状況と、それから今後の方向といいます

か、それらについて質問がございました。出願状

況については、今年度上川北学区の卒業者が５５

５名ということで、て常に少ないということであ

ります。来年度につきましては６０４名というこ

とで、４９名ふえるということでありますから、

次年度その辺の部分についてはもう少し状況は変

わってくるのかなというふうに思っております。

それと、今後の産業高校の考え方ということな

のですけれども、これまで名寄光凌高校の特色、

学科の開放といいますか、地域に開放した学校づ

くりやっていますし、名寄農業高校もそういった

ような形での取り組みを行っているということで

あります。名寄産業高校については、総合学科と

いうことで４つの科があるわけですけれども、こ

れらについて今後この学科が特色を生かしたそう

した連携を持っていくといったようなことをやは

り訴えていかないと、初めての学校でありますか

ら、それらの特色を十分出して、子供たちにも魅

力のある学校だということをしていかないとて常

に難しさが残るのかなというふうに思いますので、

今後はそういった部分を子供たちにＰＲをしなが

らということで、関係者ともそうしたことでのつ

ながりといいますか、考えていきたいなというふ

うに思っております。

植松議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

しっかりと協議して、〇２番（植松正一議員）

今度の議会のときにも報告できるようにお願いし

ます。

ところで、農業関係の２つ、燃料高騰の含めて

ですけれども、これは国会絡みである程度予算措

置も含めてなりましたけれども、またどう変わる

かもわからない。あるかもしれませんので、今度

また予算委員会などでもお願いをしたいなと思っ

ています。
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それで、市長にちょっとお願い含めて求めたい

ことがあります。市長は、名寄地区林業経営協議

会の下川含めて中川までですか、会長をやられて

いるということで、それで今まで民有林の振興含

めていろんな面で対応、対策をしていただいてい

るのも私も認めているわけでございますけれども、

今回先ほど申し上げましたように水源機能含めて、

今度風連のほうにも水道を含めて供給するという

観点からいきますと、厳しいながらもやはり林業

の施策というのは長いスパンなだけに、対応は多

種があるわけですから、その辺の状況なども、ま

た単独補助も含めて今後名寄市の山づくり含めて

どういう方向に持っていくのか、できたら簡単で

もよろしいですから、お願い申し上げます。

島市長。〇副議長（熊谷吉正議員）

林業振興にかかわって〇市長（島 多慶志君）

は、上川北部の市町村の中では振興協議会の役員

を持ち回るということでやっておりまして、士別、

名寄、下川と３つの自治体が職員の配置状況も含

めて責任分担をしながらやっているという状況に

ありますが、環境問題がこのように関心が高くな

ってきて、しかもＣＯ の吸収を民に依存するのが２

日本の場合はて常に高いと、こういうことであり

ますから、従来は経済的な側面だけで山づくりと

いうことが述べられてきた部分が多かったわけで

すけれども、環境ということでは国も、あるいは

北海道もそういう方向にありますし、私どもも地

域の環境保全というのは他人任せということでは

なくて、やはり自治体、自治体が民有林の所有者

を含めてしっかりと取り組んでいかねばならぬ問

題だと、こんなふうに思っております。北海道も

新しい環境税と申しましょうか、この提案をしよ

うとしております。ただ、タ６ミングがきちっと

タ６ムリーでないということもあって延びている

のかもしれませんが、私もかつて何年間か北海道

の林業振興審議会の委員もさせていただいて、や

はり山を持っている自治体だけが頑張るというこ

とでは環境ということにはなかなか手が伸びてい

かないと。すべての道民、あるいは国民というふ

うに申し上げたほうがいいのかもしれませんが、

そういう財源捻出ということを起こすことで一層

この森林の保全も含めて力が入ってくるかなと、

こんなふうに思っておりますので、そういう工持

ちでこれからも当たっていきたいと思っておりま

す。

億上で植松正一議員〇副議長（熊谷吉正議員）

の質問を終わります。

１３時まで休憩します。

休憩 午前 ０時０５分

再開 午後 １時００分

休憩前に引き続き会〇議長（小野寺一知議員）

議を開きます。

名寄市の中小企業振興について外１件を、川村

正彦議員。

議長の指名をいただ〇２０番（川村正彦議員）

きましたので、名寄市中小企業の振興について質

問をさせていただきます。

商工会議所と商工会の並存についてであります。

まず、第１点目には、合併により同一行政区内に

経営指導や商工業振興を担う組織として、名寄地

区には商工会議所、風連地区には商工会がありま

す。４０年億上にわたる歴史的な経過のもとに組

織、制度面、運営面、財政面などに大きな相違が

ありまして、市町村合併が行われた地方自治体に

ありましても引き続き存続しているのが地域の実

態であります。平成２０年４月現在で、全国 ９

０５の商工会のうち６３３が商工会議所との並存

ということになっていることからも、両団体が相

互の歴史の中で養われましたノウハウや強みを提

供し合い、補完することで、新名寄市の中小、小

規模零細企業の立場を尊重した協力体制を築いて

いくことが大切であるというふうに考えますが、

行政としての御認識をお願い申し上げます。

２点目には、地域振興を担う商工会についてお

尋ねをいたします。商工会は、商工会法に基づき
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まして、主として小規模企業対策の根幹でありま

す経営指導、経営改善普及事業の担い手といたし

まして経営相談、税務記帳指導、金融指導などを

行うなどさまざまな支援施策の実施主体となって

まいりました。その結果、地域６ベントを初めと

した人と人のつながりを生かした地域コミュニテ

ィーへの活力維持に貢献してきたという歴史的な

役割は、合併後の風連地区のまちづくりの中でま

すます期待されているというふうに考えますが、

あわせて市の見解をお示しいただければというふ

うに思います。

次に、大きな項目の２番目に、名寄市立総合病

院の改革１ランについてお尋ねをいたします。こ

の改革１ランは、総務省から示されましたガ６ド

ラ６ンに沿ったものでありますが、近年の多くの

公立病院における医師、看２師不足による過重労

働や都市部への偏在、さらには平成１２年度億降

ほぼ連続している診療報酬の６６６ス改定などに

より、本来公立病院が担うべき、いわゆる不採算

部門を含めた地域医療の提供に支障を来している

現状がございます。そんな中で名寄市立総合病院

の医療圏における地方センター病院としての期待

も大きなものがございます。このため引き続き第

３次救急医療を頂点とする急性期医療の提供を主

体とするとともに、民間では対応することが困難

な小児救急、リハビリテーション及び難病などの

高度特殊先駆的医療などの不採算部門を担当する

役回りもこの１ランの中でも積極的に取り組んで

いくこととしております。

そこでまず、この改革１ランについて３点につ

いて伺います。１つ目は、地方公営企業法の財務

規定だけではなくて、組織及び身分取り扱いに関

する規定を新たに適用して、いわゆる地方公営企

業法の全部適用についての検討を進めていくとい

うことであります。このことによる期待される効

果と今後のす題についてどのように認識されてい

るのかをまず伺いたいと思います。

２つ目は、新たな医療報酬制度であります診断

群分類包括体体、ＤＰＣ制度というそうでござい

ますが、これの導入を平成２１年度からの移行を

めどに予定をしているということでありますが、

道内自治体病院の導入実の、さらにこの制度の導

入における期待される効果と今後のす題について

どのようにお考えになっているかをお尋ねをした

いと思います。

３つ目には、医業費用の節減の一つとして、医

療職給料表への切りかえについて検討を進めてい

くという方針が示されました。これについても切

りかえによる期待される効果と今後のす題につい

てお答えをいただきたいというふうに思います。

億上、この場からの質問とさせていただきます。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま川村議員〇経済部長（手間本 剛君）

から大きな項目で２点にわたりお尋ねがございま

した。１点目につきましては私のほうから、２点

目につきましては病院事務部長からのお答えとな

りますので、よろしくお願いをいたします。

初めに、商工会議所と商工会の並存についての

お尋ねをいただきました。商工会議所、商工会の

２つの組織の法律上の目的はほとんど同じでござ

いまして、商工会議所は商工会議所法、商工会は

商工会法に基づき設立されたものでございます。

ともに地域の商工業の振興と住みよい地域づくり

に寄与するため、商工業者によって組織された総

合的な経済団体でございます。法律に基づく事業

といたしましては、商工会議所は１８項目、商工

会は１０項目となっており、異なる事業は原産地

証明の発行や商事取引に関する仲２、あっせん、

調停などの事業は商工会議所のみ規定されている

ものでございます。現行制度では両者の合併が認

められておりません。市町村合併が進む中、商工

会議所と商工会が合併するための法制度の改善要

望の動きがございますが、市といたしましては今

後も法に基づいた対応をしてまいりたいというふ

うに考えているところでございます。

次に、地域貢献を担う商工会の役割についてお
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尋ねをいただきました。商工会は、法律に基づき

まして町村部に設置された公的団体で、地域の事

業者が業種にかかわりなく会員となってお互いの

事業の発展や地域の発展のために総合的な活動を

行う団体でございます。地域振興策につきまして

は、名寄地区では各商店街振興組合が事業実施機

関となり、事業や６ベントに取り組んでいただい

ておりますが、風連地区は商工会のみが地域産業

興しなど６ベントの創出づくり全般にわたって担

当していただいております。従来から風連地区に

おきましてて常に重要な役割を担っていただいて

おります。商工会億外の団体などでは対応できな

いことも認識しております。引き続き必要な措置

を講じ、地域振興策の支援をしてまいりたいとい

うふうに考えているところでございます。

億上、お答え申し上げました。

内海病院事務部長。〇議長（小野寺一知議員）

私から〇市立総合病院事務部長（内海博司君）

は、名寄市立総合病院改革１ランについてお答え

をさせていただきます。

１つ目の地方公営企業法の全部適用についてで

ございますが、事業管理者を設置し、職員の任免、

給与等の身分取り扱い、予算原案の作成などの権

限が市長から移譲され、事業管理者による自立的

で効１的な事業運営を可能とするという経営形態

の見直しの手法でございます。今回のガ６ドラ６

ンが出される億前から、病院の長期計画でも盛り

込まれていた手法であります。全国の自治体病院

の数は、額 ０００でございますが、そのうち全

部適用病院は平成１２年度におきましては１０６

病院でございましたが、平成１９年度では２５７

件と大幅に増加をしてございます。今回の改革１

ランは、赤字、黒字を問わずすべての自治体病院

で作成されますが、この全部適用の手法を選択す

る病院が大幅にふえるものと推測をされておりま

す。ことし１月末時点で公立病院特例債発行予定

団体の公立病院改革１ランの概要が公表されてお

ります。道内では、１５病院が対象となっており、

うち現在４病院は全部適用をしてございます。そ

のほか１１病院につきましては、公営企業法の一

部適用という状況になってございます。その中で

一部適用から公営企業法の全部適用に変更すると

ころにつきましては８病院、それから指定管理者

制度への移行を考えているところが１病院、それ

から地方独立行政法人化、指定管理者制度、ある

いは民間譲渡等を検討しているところは１病院、

それから老人保健施設等など医療機関億外の経営

形態へ移行するという自治体が１個ございます。

そのほかの全部適用している４病院につきまして

も地方独立行政法人化、あるいは指定管理者制度

への移行も含めて検討しているというような状況

になってございます。

全部適用の効果といたしましては、経営責任の

明確化と自立性の拡大による効１的、効果的な運

営体制の確立、職員の意識改革の促進が容易にな

り、職員の意識高揚と職場の活性化が図られると

されております。また、す題といたしましては、

１較的取り組みやすい側面がございますけれども、

経営健全化の面では必ずしも実効が上がっていな

い場合も多く見住けられるところでございます。

いずれにいたしましても、経営の効１化に向けま

して真に実効性のある手法となり得るか、今後検

討を進めてまいりますので、御理解くださるよう

お願いいたします。

２番目の新医療報酬制度のＤＰＣの導入につい

てでございます。道内自治体病院で現在ＤＰＣ対

象病院となっているのは、市立のの病院、市立旭

川病院、市立函館病院の３病院でございます。平

成２１年度から新たにＤＰＣ対象病院となる資格

のある２年目のＤＰＣ準備病院のうち、４月から

ＤＰＣ対象病院となりますのは、釧路、千歳、砂

川、滝川、苫小牧、名寄の６病院でございます。

７月からは留萌の１病院となっておりまして、今

年度見送りするところが岩見沢、深川の２病院と

なっております。ＤＰＣの効果といたしましては、

医療水準の向上や標準化、不必要な入院を減少さ
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せる、患者にとって標準的な治療と体格、病院に

とっては経営管理のツールとなる、行政にとりま

しては医療費分析のデータベースとなることなど

がございます。す題といたしましては、医療施設

係数の問題がございます。当院の場合、医療施設

係数につきましては額１ ７１、厚生労働省によ

り設定されています。４月からＤＰＣの標準的な

診療件数により１ ７１割り増しし、当面は収住

が上がるというふうになってございます。それが

再来年度億降につきましては変更されるという状

況になってございまして、それにかわる係数とい

たしまして機能体体係数というものが論議されて

おりますが、まだ決定には至っていないというよ

うな状況になってございます。

３番目に、医療職給料表への切りかえについて

でございます。道内自治体病院の中では、多くの

自治体が医療職給料表を適用している状況にござ

います。名寄市立病院の医師を除く職員の給与体

系につきましては、自治体職員としての職員間の

人衡及び病院の規模などから、一般行政職と同じ

給料表を適用しているところであります。しかし

ながら、平成４年に現在の病院が開設したことに

伴い、病院の規模が拡大いたしまして職員数も臨

時職員を含め現在額５５０名を数えてございます。

近年におきましては、自治体職員給与に対する透

明性、う当性など多くの指摘がなされていること

から、医療施設としてより適正な人事管理と処遇

及び看２師等の人材確保の観点から、公営企業法

の全部適用とあわせまして医療職給料表への切り

かえを検討するものであります。

億上、私からの答弁とさせていただきます。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

それぞれお答えをい〇２０番（川村正彦議員）

ただきましたので、質問の順に従って再質問をさ

せていただきたいと思います。

まず、商工会と商工会議所の並存ということで

ございますが、御答弁にもありましたようにそれ

ぞれ根拠法といいますか、よって立つ法が違うの

で、大きな方向としては同じだというふうに考え

ておりますけれども、多少商工会には小地域とい

いますか、主に町村部の実情に合わせた設立趣旨

の経済団体であるというふうに認識をしていると

ころでございます。それで、平成１３年度の商工

会法の改正によりまして、合併後も引き続き商工

会が同一市町村の一部の地域を区域として商工会

が設立できる、設立しているところは存続できる

ということになりました。法的にも一行政町村の

中で商工会というものの位置づけがされていると

ころでございます。商工会と商工会議所というの

は、中小、小規模事業者はもとより行政、さらに

は地域住民の期待にこたえて２つの組織が相互の

お互いの守備位置を補完しながら、その地元の商

工業の発展、地域経済の向上に努めていくことが

記載されているというふうに思うのですが、行政

としてこの両組織に今後それぞれどのような期待

を持たれているのか、これをまずあればお示しを

いただきたいというふうに考えております。

２番目にお尋ねをいたしました商工会について

でございますが、地域貢献に対する商工会への御

答弁では高い体体をいただいたというふうに理解

をさせていただきますが、商工会は法的に設置さ

れている道の商工会連合会と、それから旭川に今

ございますが、道北支所というようなものもござ

いまして、経営指導員を初めとしまして職員の全

道規模の人事交流、給与水準の一元化というよう

なことで、それぞれ配置をされているわけでござ

いまして、その点はちょっと商工会議所は人事交

流というのがないようでございますから、多少違

うわけでございますが、そんな制度の違いはあり

ますが、職員は巡回指導を通じて小規模企業で働

く地域住民の方と直接的なつながりを持ちまして、

さらには生活者の目線と実感を大切にした商工会

女性部という存在がございます。活躍がございま

す。それからさらに、地域の活性化が商業振興の

原点だというふうに認識し、頑張っている商工会

青年部という存在もございます。これから新名寄
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市が協働のまちづくりということを目指すには、

商工会は風連地区の出重な財産であるというふう

にも私は考えているわけでございまして、特に合

併特例区終了後の風連地区における地域発展の民

間活力を束ねる一つの大きな担い手であるのでは

ないかと、そんな位置づけも商工会に期待されて

いるのではないかというふうにも私は考えている

わけでございまして、行政として継続して商工会

が果たしている地域貢献の地域振興についての支

援を引き続きとっていただきたいなというふうに

思いますが、重ねて見解があればお答えをいただ

きたいというふうに思います。まず、その２つで

お願いいたします。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

前段商工会議所、〇経済部長（手間本 剛君）

それから商工会の今後のありようについて、行政

としてどう住けとめているかというようなことで

ございますが、先ほど答弁の中でもお話をさせて

いただきましたけれども、合併をして、そしてこ

ういった事態に立ち至っている自治体、あるいは

そうでなしに過疎化が進んでいって、商工会その

ものの存在が心配されているところ等々あるわけ

でございまして、実は先般新聞に載ったわけでご

ざいますけれども、３月１７日付の道新でした。

道のほうでは、こういったことを憂慮しまして、

そしてそういったかつての商工会の存続、運営等、

財務も含めてなのでしょうけれども、さらにその

部分に一定の考え方を出し、さらには支援をして

いこうと、こんなような情報が記事として載って

おりました。まさにそのとおりなのでしょう。そ

れから、各自治体の中でもそういった商工会、商

工会議所の今後の存続について危惧する部分があ

りましたものですから、要望もあったことに対す

るお答えだというふうに思っています。これらに

つきましては、今お話ししましたようにどういう

ふうな道の方向性が指し示されるか、まだはっき

りわかりませんけれども、そういう動きに乗った

なと、こんな思いをしておりますから、注視しな

がら、しっかりそれぞれの機関の今まで果たして

きたものの思いも含めて、ぜひいい方向性でお話

し合いができればお話し合いに参加していきたい

なというふうな思いをしているところでございま

す。

それから、商工会、とりわけ風連商工会、そち

らのほうの今までの果たしてきた役割ということ

は少なくない。行政、農協、かつては農協という

言葉、それから商工会、さらには森林組合という

ような主要４団体みたいなことでそれぞれ連携を

しながら６ベント、地域活性化に取り組んでまい

りました。今も現存としてふるさとまつりを初め

とするもろもろの風連の地域祭りを担っていただ

いておりますことに感謝を申し上げるところでご

ざいます。御案内のとおり商工会は、そういう６

ベントのみならず、経営者の経営指導あるいは巡

回指導、ふだんの相談業務等々やっているわけで

ございまして、これからも本当に風連の中で営業

される方々の支えになる機関だなというふうに思

っておりますし、会長さん億下御苦労されている

のだろうと思っております。そんな意味からする

と、これからも果たしていく役割は決して少なく

ないというふうに認識をしておりますから、また

前段申し上げました答えに戻るかもしれませんけ

れども、それらの部分を踏まえてどうあるべきか

という部分についてはこの地域に合った、そうい

った組織になるのでしょうか、そういったものを

意識しながら注意深く相談していけたらなと、こ

んな思いをしておりますので、御理解いただきた

いと思っております。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

今答弁の中で触れて〇２０番（川村正彦議員）

いただきました道新の報道があったわけでござい

ます。これは、今御紹２いただきましたけれども、

知事の諮問機関として北海道商工業振興審議会と

いうものができて、新年度中にこの財務運営改善

提言などをしていただくということで、この背景

には記事にもありますけれども、２００７年まで
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の１０年間に道内の小規模事業者が２万 ０００

人減ったと。さらに、商工会の会員も１０年間で

１万 ０００人減少したというようなことであり

まして、組織としての体力が劣っているというか、

そがれてきているのではないかというような危機

感の中から、商工会についても部員の減少とか、

あるいは合併もありましたけれども、商工会員数

の減少によりまして事務局体制も今後どうしたら

いいだろうかというような議論も盛んにされてい

まして、とりあえず風連商工会は今下川商工会さ

んと広域的な連携ができないかという具体的な相

談といいますか、検討もされているというところ

でございまして、せっかく御答弁いただきました

ので、このような道の動き、新たな支援策につき

ましても行政としても十分関心を持っていただい

て、新名寄市にとって商工会議所、商工会の役割

も含めましてどのような形がいいのか、行政も一

緒に考えていただければというふうに考えており

まして、このことについて御答弁があれば伺いま

すが。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

名寄市と３年前に〇経済部長（手間本 剛君）

合併をするときに、そのときも風連商工会のあり

ようについて議論があったというふうに記憶して

おりますけれども、その折に何とか合併した後は

広域連携ができないかというようなお話がござい

まして、風連の商工会でたしか試行的に下川町さ

んとテストケースで今やっていただいているよう

でございますけれども、お話を伺いますとなかな

かそれもそれぞれの立場があるものですから難し

いなというようなことのお話が漏れ聞こえてくる

わけでございます。直ちにということにはならな

いのでしょうけれども、そういう下川町さんとの

連携も模索していくということも一つの道かもし

れませんが、ただ風連の事情、地域性を考えて、

名寄の商工会議所との部分も意識しながら、進め

ていくことがやっぱりいいのではないかというふ

うな、ただ時期的にいつやるのかということ、そ

れらは今後あろうかと思いますけれども、結局は

一つの商工業の経済団体ですから、それぞれの中

で皆さん方がこぞって活動されるということが一

番いいのかなと、こんな思いをしております。今

後も注視していきたいと思っております。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

ありがとうございま〇２０番（川村正彦議員）

した。

それでは、市立病院の改革１ランについて続け

て質問させていただきたいと思います。今御答弁

をいただきましたけれども、今回名寄市立病院の

改革１ランというのができたわけでございまして、

私は名寄短大と並んで名寄市のまちづくりの中で

名寄市立病院の存在というのはて常に大きなもの

があるというのは、皆さん市民共通の認識である

かなというふうにも思いますけれども、財政的に

も市の負担がかなり重いのも一方では事実でござ

いますけれども、この市立病院を名寄市民の宝に

するというようなことでみんなの議論を進めてい

ければなというふうに考えておりまして、市立病

院の持つ１次的、２次的な経済波及効果というの

は本当に名寄市のまちづくりの中でも大きなもの

があるというふうに考えておりまして、今回の改

革１ランが将来ともそういうことを踏まえた上川

北部地域の住民にとってもぜひ実効性のある１ラ

ンであってほしいというような願いも込めまして、

具体的に少し何点かについて御質問をさせていた

だきたいというふうに思うわけでございます。こ

の改革１ランが総務省に言われたからつくってみ

たけれども、絵にかいたもちだということになら

ないように危惧する面も含めまして、それからま

た新しい制度も導入されるようでございますから、

それらについて中身についてその中身の御説明も

いただきながら質問をさせていただきたいという

ふうに思います。

まず、第１点につきましては、平成２３年度か

ら地方公営企業法の全部適用ということへの移行

が予定されているということでございます。御答
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弁もいただいたわけでございますが、まず恐縮で

ございますが、この全部適用について今とどのよ

うに変わるのかという点で２点ほどちょっと教え

ていただきたいのと私の認識についてその方向だ

よというようなものがございましたら、お示しを

いただきたいのですが、まず全部適用になります

と病院事業が一般行政組織から独立をすると。そ

れが全部適用ということ、組織に関する規定の中

ではそういうことだと。そうなりますと、病院、

職名は何というのでしょうか。管理者を置いて、

業務執行権を持ち、業務規定制定権を持ち、内部

組織の設置が独自にでき、職員の任免、給与の取

り扱い、資産の取得、管理、処分、契額の締結、

資金の一時借り入れなど組織に関する規定が適用

されるというふうに理解しているのですが、おお

むねこのようなことで、まず組織に関する規定に

つきましてはこのようなことなのか、さらに何か

管理者の権限があればお示しをいただきたいとい

うふうに思います。まず、お願いいたします。

内海病院事務部長。〇議長（小野寺一知議員）

全部適〇市立総合病院事務部長（内海博司君）

用につきましては、今議員がおっしゃったことが

ほぼ間違いのないところだと思っております。市

の組織でございますけれども、専任の事業管理者、

事業管理者と申しますのは病院長がなる場合もあ

りますし、またさらに別の方を立てる場合もござ

います。組織の設置や職員の任免、給与等の人事

に関する権限、予算原案の作成等権限が付与され

ることになります。しかし、職員定数、予算年度、

契額制度において地方自治法及び市制度の制額が

ございまして、実質的にはある程度制額がされる

という状況になってございます。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

もう一つ、今全部適〇２０番（川村正彦議員）

用についての組織に関する規定で、かなりの事業

裁量ができるのだよということでございますが、

もちろん定数だとか予算を編成することはできる

のですが、当然それを議決するのは市長が提案し

て議会だということになるのだと思いますが、あ

わせてもう一つ恐縮でございますが、病院職員の

身分についてお尋ねをしたいと思いますが、現在

は地方公務員というのですか、公務員でございま

すが、これがこの公営企業の全部適用によりまし

て公務員ではなくて民間労働者と同等な扱いにな

るということが働く皆さんにとっても多少大きな

変わりようかなというふうに思うのですが、その

ために人事院勧告制度が適用されない。公務員で

ないですから、適用されないと。したがって、給

与あるいは勤務時間、その他の労働条件というの

は法令や条例にもちろん基づくのでしょうけれど

も、かなりの部分は労使協定を経て管理者が決定

すると。職員の身分についてはそういう仕組みだ

というふうなことでございますが、何か足りない

ところがあれば、この認識でいいのかどうか、ち

ょっとお知らせをいただきたいと思います。

内海病院事務部長。〇議長（小野寺一知議員）

基本的〇市立総合病院事務部長（内海博司君）

には、今言われたことかなという工はしますけれ

ども、ただ独自の給与制度を定めることは可能で

ありますし、職員の業のや病院の経営成のを反映

することが可能ではございます。ただし、自治体

内の他の地方公営企業や人事交流をする市長事務

部局との人衡等が求められるという状況にありま

すので、現実的には病院独自の給与制度を設ける

というのはなかなか難しいことかなと。医療職給

料表ですとか、そういったことについては別です

けれども、そういった部分があるのかなというふ

うに認識をしてございます。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

それで、御答弁の中〇２０番（川村正彦議員）

にもす題というようなことの中で、この全部適用

というのは病院経営的な面では必ずしも実効が上

がっていない事例もあるというような御答弁もい

ただいて、先日の一般質問の市長答弁にも不透明

なところがあるというような御答弁があったかと

いうふうに考えておりますけれども、これは具体
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的に先進事例から見てどういうところがあるのか、

何点かあればその何点かをお示しをいただきたい

と思います。

内海病院事務部長。〇議長（小野寺一知議員）

私もま〇市立総合病院事務部長（内海博司君）

だしっかりと勉強しているという状況ではござい

ませんので、今後も当然検討しなければならぬ部

分だと思ってございます。ただ、先進事例で先ほ

どもお話しさせていただきましたように、既に４

病院については全部適用をしているという状況に

あります。でも、さらにほかの例えば指定管理者

制度ですとか、地方独立行政法人化等を検討して

いるということは、地方公営企業の利点をすべて

発揮されていないという部分があるといった部分

が大きな問題になっているのではないかなという

ふうには思っております。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

そのようなことで、〇２０番（川村正彦議員）

一応２３年度ぐらいをめどに検討されるというこ

とでございますので、十分に先進事例にも学んで、

名寄市立病院に一番ふさわしい市民に理解をいた

だけるような検討をお願いしたいというふうに考

えております。

それでは次に、２番目にいわゆるＤＰＣという

診療、医療制度、これは最近できた制度ではござ

いますけれども、徐々に導入をする病院がふえて

いるというふうにもお聞きをいたしますけれども、

このＤＰＣというのは簡単に言うと患者さんが病

工になったときにその年齢だとか意識障害レベル、

あるいは手術、処置のありなしなどを定型化して、

それに合わせて０定払いといいますか、従来の積

み上げの方式ではなくて、出来高払いとは違いま

して０定払い制だというふうにいうようでござい

ますが、これは７日間でしょうか、７日間の適用

ということでございますから、主に救急だとか急

性期医療のときに上手に使えば増収効果もあると

いうような制度だというふうにも理解しておりま

すけれども、この導入による効果、ジェネリック

医薬品の使用ぐらいの話は伺っているのですが、

そのほかにＤＰＣ制度を導入することによる期待

されるメリットというのを具体的にちょっと御説

明をいただければというふうに思います。

内海病院事務部長。〇議長（小野寺一知議員）

具体的〇市立総合病院事務部長（内海博司君）

なのかどうかはちょっとわかりませんけれども、

一般病棟、精神科あるいは結核療養病棟億外の病

棟に入院される方がまず対象になります。それで、

診断群、病名をつけるわけですけれども、そこを

４４０といった分類に値をさせていただきまし

て、その中で標準的な入院日数ですとか金人とい

うものを決めていくわけです。それが延びること

によって当然その部分が包括でなくなってしまう

ものですから、診療報酬上低くなっていくという

状況がございます。そんな中で先ほども述べさせ

ていただきましたけれども、いわゆる無駄、無理

のないような全国的なレベルでの医療が可能にな

ると。そしてさらに、濃厚診療等の過剰な医療の

部分がなくなるといったのが大きな部分かなとい

う工はしております。それが最終的に申しますと、

病院にとっては経営管理のツールとなり得るとい

うことで、今後大きな意味を持つのかなというふ

うには思ってございます。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

患者にとっての利住〇２０番（川村正彦議員）

というのは、無駄なというのはお医者さんが判断

されるわけですから、どこまで無駄かは別としま

して、往々にして出来高払い制度ですと必ずしも

必要でない検査があったり、投薬があったりとい

うようなことの言われ方も普通はされているわけ

ですが、そういうことへの抑止、それからまた患

者さんに対するしっかりとした説明責任もますま

す必要になってくる制度かなというふうに理解を

させていただいておりますけれども、私はもちろ

ん素人でございますが、私なりにちょっと危惧す

るところは、この制度は最初から急性期の１週間

に大枠でこの中で診療報酬が決まるわけでありま
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すから、決まった診療報酬で治療をして、そして

その結果、短期間で退院されたり、一定のレベル

の治療効果が出た場合には病院として収住になる

というふうに思いますが、これ逆に標準的に例え

ば５日ぐらい入院して終わる病工で８日も９日も

かかったら、かぶるという言い方はおかしいです

が、病院的には損住が生じるということで、おい

しい面も確かにあるのでしょうけれども、これは

逆な面も考えられるというふうに思うのですが、

どうでございましょうか。

内海病院事務部長。〇議長（小野寺一知議員）

そのと〇市立総合病院事務部長（内海博司君）

おりでございまして、ＤＰＣによりまして平準化

をするということは、よりレベルが一定になると

いうことであります。当然ドクターの医療ですと

か、６ースの資質にもよるものだと思いますので、

そういうふうになるというふうに確信をしており

ますし、それを逸脱して長期に入院になるような

ことはぜひ避けたいというふうに思っております。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

病院経営的にももち〇２０番（川村正彦議員）

ろんでございますし、患者の皆さんにとっても望

ましいことではないということでございますが、

ただこれは今もう導入から１０年億上いろんな病

院で実のがありまして、ＤＰＣデータというよう

なものも蓄積されているということでございます

から、この病工のこういう年齢のこういう症状の

方には大体これぐらいで治療が終わるのだよとい

うようなデータも随分蓄積されているというふう

にも伺っておりますので、導入に当たっては十分

このようなことも参考にされて、この制度を導入

してやっぱり収支的にもおかげがあったなという

ふうでないと意味がないというふうに考えており

ますが、その中でこの制度を経営的にも生かすに

は、そういうトータルな治療行為の管理部門とい

いますか、そういうものをしっかり置いて、そし

て他病院との情報交換も含めて、病院内部でこの

導入に向けても経営的にも１ラスだよと。患者の

皆さんにとっても１ラスだよというしっかりした

管理部門といいますか、診療内容の分析部門をつ

くっていかないとなかなか成果は上がらないので

はないかというふうに私は思うわけですが、今後

それについて何か特定のセクションを置くとか、

今あるセクションのどの部門でやるというような

ことの見通しがございましたら、お示しをいただ

きたいと思います。

内海病院事務部長。〇議長（小野寺一知議員）

今月に〇市立総合病院事務部長（内海博司君）

なりますけれども、その部分につきましては経営

の部門につきましては医事すが担当するというこ

とになると思います。今言われましたような組織

といたしまして、院内にそういった委員会をこの

３月に設けました。人員といたしましては、診療

部あるいは医事部門が主になってございます。さ

らには、診療情報室等も含めまして現在のところ

９名程度で組織をして立ち上げてございます。今

後４月から本格的に導入をするわけですので、そ

の中で今議員言われたようなこともしっかりとや

っていきたいというふうに考えてございます。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

それでは、３つ目の〇２０番（川村正彦議員）

職員給与の医療職給料表への切りかえということ

についてお尋ねをさせていただきたいと思います

が、さきに示された改革１ランでは医業費用の節

額の一つとしてこの医療職給料表に切りかえてい

くのだという１ランの内容でございます。医業費

用というか、医業に関する費用ですから、経費で

す。人件費、経費ですから、節額の一つの給料表

の導入だということでございますが、これはこれ

を導入すれば経費の節減が見込めるというふうに

住け取るわけでございますけれども、これについ

てはその根拠をお示しをいただければと思います。

内海病院事務部長。〇議長（小野寺一知議員）

必ずし〇市立総合病院事務部長（内海博司君）

も経費の節減になるということを言っているので

はなくて、逆に人材確保のために医療職給料表の
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導入も考えているというのがもう一点ございます。

それにつきましては、初任給で医療職給料表と行

政職給料表を１べた場合の違いがまず１点ござい

ます。あと、在職年数にもよりまして、給与の上

がる水準が変わってくるといったような状況もご

ざいます。そこら辺を含めてどちらがいいかとい

うことも１較検討しなければならぬという状況に

ありますし、ただ、今人材がなかなか確保できな

いといったようなときにほかの医療機関と１べて

行政職給料表を使っていますと初任給が低いとい

うような状況がございますので、そんな中で人材

確保の対策も含めて考えたいというふうに思って

ございます。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

今必ずしも医業費用〇２０番（川村正彦議員）

ですか、経費の節減につながらないというふうに

はおっしゃいますけれども、改革１ランの中では

医業費用等の節減の中の項目として、そういう側

面もあるという意味ですか、それでは。そういう

ことを期待されてこの１ランをつくられたという

ことであれば、必ずしも節減にならないと言われ

るとどう読めばいいのかちょっと困るというか、

わかりづらいものですから、それではもう一つ関

連して、この医療職給料表というのが一般的に言

うと若い世代のときにはちょっと高目だよと。初

任給を初めです。それから、中年といいますか、

後半になるとその上がり方が少なくなって、あと

は余り上がっていかない給料表だということでご

ざいます。だから、若いうちは少し高目だけれど

も、ずっといくと、生涯年俸なんかでいうとむし

ろ行政職のあれよりは低くならざるを得ないとい

う制度だというふうに思いますが、その確認をし

ていただきたいのが一つと、それから特に看２職

の３でしょうか、２かな。看２師さんの給料表に

つきますと、看２師さんは７割ぐらいの方が役職

を持たないで定年迎えるという方が多いというか、

それだけポストがないということで、給料ですか

ら役職を持たないとそれなりに上がりも望めない

わけでございますから、統計によると７割ちょっ

との方が役職を持たないで定年までいくというこ

とでいえば、看２師さんにとっては年俸的にはか

なりこの給料表というのは、逆に言うと若い人が

集まっても中堅層の定着には６６６スの影響もな

いのかなというふうに思いますが、そんな懸念は

ございませんでしょうか。お答えをいただきたい。

内海病院事務部長。〇議長（小野寺一知議員）

その部〇市立総合病院事務部長（内海博司君）

分につきましては、本当に慎重に考えなければな

らぬ部分だと思ってございます。ただ、一般行政

職と違いまして、そういう現業職につきましては

それぞれのポストあるいは職務、職能に応じたよ

うな給与の形態というのが今望まれているという

状況にあるのは確かだと思ってございます。そん

な中で、例えば切りかえをするといったようなと

きになりますと、当然現職の方がいらっしゃるわ

けですから、その間の経過的な措置という部分が

ございます。当然そうなりますと、その部分を含

めて逆に人件費が伸びるというような状況が一時

的にあるというふうには思っておりますし、現実

に若い方でやめられていっているという、離職１

も結構ございますので、その部分を引き上げるた

めにも最初のうちに厚くするという部分も一つの

方法だと。そこら辺を１較検討しながら、全部適

用を含めて今後導入していきたいという考えでご

ざいます。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

今御説明いただきま〇２０番（川村正彦議員）

したように、医療職ですから多少の加算はあるに

しても、両方あると。最終的にどういうふうにす

るのかというのは、労使関係の問題だと思います

ので、制度の説明だけにとどめておきたいという

ふうには思いますけれども、私は一つの提案とし

て、むしろ今の給料表を若い方の部分を少し底上

げ、看２師さんなんかは底上げをして、今の行政

職の給料表のほうがいいのではないかと。今言わ

れましたように、医療職の給料表を使いましても
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現給保障というのがある。いきなり下げるという

ことにはならない。給料を下げるということには、

慣例としてはならないということでございますか

ら、そういう面も含めると長期的には別として短

期的にもそんなに経営改善、経営的な改善効果は

ないのではないかというふうに考えるわけでござ

いますが、その点はいかがでございましょうか。

内海病院事務部長。〇議長（小野寺一知議員）

現行の〇市立総合病院事務部長（内海博司君）

行政職給料表の中で若い人に厚くするということ

は、途中で足踏みをさせるということになるのか

どうかと。頭から上げてしまうと、ずっと上がっ

たままでいくということになると思いますので、

なかなかそこら辺は難しい部分なのかなというふ

うには思っております。いずれにしても、そこら

辺も含めまして検討は続けていきたいと思ってお

ります。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

そんなことで総体的〇２０番（川村正彦議員）

なこの改革１ランについての質問をさせていただ

きたいのですけれども、さきに示された新聞報道

の中で、例えばＩＣＵの病床を平成２２年度に専

任医師３人を配置して本格稼働して、年間額１億

０００万円の増収が見込まれるのだよというふ

うな新聞報道もされ、あるいはまた病院の入院稼

働１を平成２０年１０月現在の９ ６１から９ 

０１に引き上げて、年間 ０００万円の増収を見

込めるのだよと。今でもかなり９０１を超すとベ

ッドがあいたらすぐ大変だというふうで、その点

では大変な御努力をされて攻勢続きだというふう

には思いますけれども、例えばこの２つにとって

も本当にこれだけ見込めるのか、改革１ランが絵

にかいたもちでないのかということがちょっと心

配なものですから、資料があればこの積み上げの

根拠を大まかで結構でございますが、これだけの

増収がどうして見込めるのか、あるいは人材確保

ができるのかという点も含めて御説明いただけれ

ばと思います。

内海病院事務部長。〇議長（小野寺一知議員）

今言わ〇市立総合病院事務部長（内海博司君）

れた部分につきましては、一番大きな部分ではあ

ります。そのほかにも数点ございまして、経費増

の部分につきましてはいろいろございます。ＩＣ

Ｕ病棟の部分でいきますと、当然入院していると

きの入院料が高くなるということでございます。

その中で医業収住と、それにそのほかに経費が当

然かかってくるわけですから、人件費の部分で幾

らかかるといった部分もございます。それを差し

引きをいたしましたときにＩＣＵ部門でいいます

と、入院の収住では１億 ６００万円が見込まれ

ると。これは、入院基本料の３６５日の分を見た

部分でございます。そのほかで申しますと、例え

ば今入院時医学管理加算というのがございますけ

れども、これが年間で申しますとおよそ ０００

万円増収になるというのが、今年度途中からです

けれども、それは取り組んでございます。あるい

は、エックス線写真の当ィルム、今当ィルムに落

としていますけれども、今年度の途中から当ィル

ムに落とさないで当ィルム代をなくすという部分

と経費の節減の部分では、それではそのほかに当

ィルムのかわりに画像で管理をするわけですから、

そういった部分の加算で当然収入が多くなってご

ざいます。入院の部分でいいますと、その部分で

２００万円という金人が出てきております。あ

と、施設基準をとる中で人員配置も当然伴ってく

るわけですけれども、作業療法士ですとか放射線

技師等を導入することによりまして、それぞれ施

設基準が上がります。その中で ５００万円ほど

がふえてくると。こういったもろもろのトータル

で今の１ランが成り立っているということで御理

解をいただきたいと思います。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

この改革１ランであ〇２０番（川村正彦議員）

りますと、平成２２年度には黒字に転換できると。

一般会計からこれ億上の負担増は生じない見込み

だということでございます。せっかくつくった１
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ランでございますので、ぜひこの１ランが成功す

るべく努力をされますようにお願いをいたしまし

て、質問を終わらせていただきます。ありがとう

ございました。

億上で川村正彦議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

名寄市の行財政運営からについて、大石健二議

員。

議長より御指名をちょ〇５番（大石健二議員）

うだいいたしましたので、これより質問通告に従

い、１件３項目について順次お伺いをします。

最初に、名寄市行財政改革についてお聞きをい

たします。市は、平成１９年２月に新名寄市行財

政改革推進計画を策定、さらには昨年４月に組織

改編を行い、島市長を本部長とする直轄の名寄市

行財政改革推進実施本部を立ち上げられました。

本日は、改革推進本部の３検討部会のうち、組織

・機構検討部会についてお聞きをいたします。名

寄市の行財政運営上の機動力は、やはり市の組織

機構であり、そして職員の皆さんであろうと考え

ます。この組織機構の機能が、あるいはまた職員

の皆さんの職務遂行能力が十分に発揮されないと、

市政の停滞、沈滞を招来しかねません。加えて本

年３月には、市政運営に多大な貢献をされてきた、

いわゆる団塊の世代と称される幹部職員を初めと

する中堅職員額３０名の皆様が退職されるとのこ

とです。こうした幹部職員、中堅職員の退職に伴

う組織機構の統廃合による機構改革の構想につい

て、また後を引き継ぐ後進となる職員の皆さんの

資質向上と人事体体の導入に向けたこれまでの人

材育成推進の取り組みについて、それぞれお知ら

せを願います。

次に、郊外地区に住まう市民の日常生活の環境

改善についてお聞きをいたします。急速に進行す

る少子高齢化社会の中で、名寄市の平成２０年の

人口構造は６５歳億上の高齢者が占める割合、つ

まり高齢化１は２ ９１となっています。ちなみ

に、この高齢化１は１４１までを高齢化社会、１

４１から２１１までを高齢社会、２１１億上を超

高齢社会といいます。前述のとおり名寄市全体で

は４人に１人億上が６５歳億上の高齢者という超

高齢社会に突入しております。一方で、平成１８

年３月の合併によりその市域は東西に２９キロメ

ートル、ー北に３ ５キロメートルで、行政面積

も５３ ２３キロ平方メートルと拡大しました。

急速に振興する少子超高齢社会と巨大な行政面積

は、図らずも郊外地と市街地の間にさまざまな地

域格差のみならず、生活環境格差も広がる結果を

招いています。これといった移動交通手段を持ち

合わせていない、いわゆる交通弱者と呼ばれる交

通難民や買い物難民を救済することに一縷の望み

をつなぐ、平成２１年度市政執行方針の中で触れ

られておられる名寄市地域公共交通総合連携計画

について、その目的、目標についてお知らせを願

います。

最後に、市政推進と今後のす題についてお聞き

をいたします。島市長は、執行方針の巻頭で施策

の推進に当たっては市民と行政との協働のまちづ

くりを基本とし、問題の解決を先送りせず、しっ

かりと将来を見据えて全力で取り組んでまいりま

すと平成２１年度に市政推進に対する並々ならぬ

決意のほどを述べておられます。さらに、この意

欲と決意に満ちた市政執行方針の中で、３点の市

政推進の基本的な考え方を述べておられます。こ

のうち市民と行政との協働では、地域連絡協議会

について触れています。さきの代表質問でも我が

緑風クラブの中野議員が地域連絡協議会の今後に

ついてただしておりました。重複を避けて、私は

かつて地域自治区と呼ばれていた呼称から地域連

絡協議会と呼称を改めたこれまでの取り組みの過

程についてお聞きをいたします。

億上、この場からの質問を終えます。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま大石議員〇総務部長（佐々木雅之君）

から名寄市の行財政運営についての御質問があり

ましたので、私のほうから答弁いたします。
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最初に、（１）の名寄市行財政改革について、

組織機構見直しの手法と今後のす題についてお答

えいたします。組織機構の見直しにつきましては、

昨年４月、名寄市行財政改革推進実施本部を設置

し、組織・機構検討部会の中で議論を進めてまい

りました。全庁的にかかわるす題でありますので、

方向性を示しながら職場論議も行いました。今回

の見直しは、合併で肥大化した組織のスリム化、

将来を見据え、職員のバランスのとれた年齢構成、

財政の調整を図ることを重点に議論を進めました。

現場職員を確保するという観点から、合併時で肥

大化をした参事、主幹職を削減すること、すの統

廃合を含め大す制、大係制を基本とする、事業の

完了、縮小に伴うスリム化を中心に見直しを図っ

てまいります。また、道内５つの類似団体都市と

１較をして、３０から４０の職員が肥大化してい

る状況がありますので、これの是正、それから地

方交付税や２２保ロ制度のいわゆる国の基準と乖

離している状況の職場についてもスリム化を考慮

して推し進めてまいりたいと考えております。今

後職員が減少する中、職員個人のスキルアッ１が

重要なす題となってまいります。これまで集合研

修、派遣研修、専門研修等行ってきました。さら

に充実した研修を行ってまいりたいと考えていま

す。また、２１年度からは新たに若手職員を中心

に市職員としての心構えから始まって名寄市の条

例、規則、自治基本条例の基礎的なものから各部

における行政す題等１８回の研修を市役所の職員

がみずから講師となって実施をしてまいりたいと

考えております。職員の意識、スキルの向上を図

り、市民ニーズに対応できる職員の養成を図って

まいります。

なお、人事体体につきましては２２年度から、

場合によっては試行的になろうかと思いますが、

取り組んでまいりたいと考えております。

次に、（２）、郊外地区市民の日常生活改善に

ついて、その手法と今後のす題についてお答えい

たします。平成１８年の合併により、名寄市は広

範な行政面積を有することになり、道北の中核都

市でありながら過疎地としての二面性も持ち合わ

せることになりました。市街地周辺部や農村地区

など、日常生活や経済活動に交通機関を利用しな

ければならない地域では、そのほとんどが自家用

前に頼った生活環境ではありましたが、今後は農

村部の高齢化が上がる一方で自家用前による移動

が困難になり、日常生活に影響が出る住民が多く

なることが予想されます。名寄市では、地域住民

の公共交通機関の確保の観点から、地域住民が利

用しやすい公共交通体系の確立を目指し、効１的

なバスルートの模索や乗り合いタクシー、スクー

ルバス活用など市民ニーズや地域の実情に応じた

公共交通施策の導入を検討してまいります。幸い

名寄市には、２つのバス会社、３つのタクシー会

社、そして地域を縦貫するＪＲ宗谷線と７カ所の

駅を有しており、これらの公共交通機関がしっか

りと地域の実情に即した輸送サービスを実現する

ことが日常生活の利便性確保に大変重要と考えて

おります。名寄市は、これら交通事業者と連携を

図りながら、地域における日常生活の移動手段確

保のため、２１年度と２２年度に路線バス下多寄

線区域で乗り合いタクシーによる実証運行試験を

行い、地域の日常生活の利便性確保に向けて努力

していきたいと考えておりますので、よろしくお

願いいたします。

なお、２２部門につきましては、サービスの変

更に伴いまして２２部分におきましても相乗りタ

クシーを実践しておりますし、風連本町地区にお

ける市街地開発につきましては保健、医療の機能

も中心部に集額する中で、一定の地域の住民の方

々の利便性を確保する面での対策も同時進行でい

っております。

（３）番目、行政報告、市政推進と今後のす題

につきましては、特に地域自治区から地域連絡協

議会への移行についての御質問でございました。

地域自治区の創設に当たっては、地域の皆さんと

町内会の理解と協力が不可欠であり、これまでも
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町内会連合会や地域の町内会と小学校区単位で自

治区創設に向けて協議を行ってきました。また、

まちづくり懇談会では小学校区の皆さんと意見交

換をさせていただきました。これまでの協議や意

見交換を踏まえますと、町内会のこれまでの思い

や行政と自治区の役割分担、スタッ当の配置、財

源の問題等私どもの準備不足もございまして、時

期尚早と判断したところでありますが、地域にお

ける子供たちの見守りやお年寄りのサポート、防

犯、防災対策など広域的に取り組んだほうがより

効果的な活動や行政への意見提言、行政からは行

政運営に関する相談や協議を行える場など喫緊の

す題もございまして、地域連絡協議会の設置を進

めたところであります。平成２０年７月には、準

備会を立ち上げていただき、協議会設立に向けさ

まざまな議論をいただいたところであります。今

現在７小学校区の区域のうち６小学校区において

地域連絡協議会が設置され、残る１つの中名寄地

区につきましても今月末に設置される予定となっ

ております。今後の取り組みにつきましては、そ

れぞれの協議会でその地域のす題や問題を明らか

にしながら、解決に向けた事業活動を協議検討し

ているところであります。具体的には、安全安心

会議であるとか、高齢者徘回であるとか、防災、

防犯等の議論を進めてまいりたいと考えておりま

す。市といたしましては、協働のまちづくりを実

現するためには地域連絡協議会の活動に対し支援

をしてまいりたいと考えております。

億上、私からの答弁とさせていただきます。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

ありがとうございます。〇５番（大石健二議員）

いただいた答弁をもとに再質問をしてまいります。

最初に、行財政改革の組織機構見直しについて

お聞きをいたしました。先ほど幹部中堅職員の退

職に伴う組織機構、あるいは縮小、統廃合につい

ての答弁を賜りました。スリム化というお言葉を

使っておられましたが、こうした大量退職に伴う、

そしてまた肥大化した部署の縮小、統廃合という

ことで行われる。今月末あるいは４月１日から実

施されるのだろうと思うのですが、ただ私はこれ

までこの１年間、昨年からことしの３月、今現状

にかけて市の事業、そういったものを拝見をして

いて、どうも既存の組織や機構では対応し切れて

いない事業があって、場合によっては手に余って

しまったなという事業がございました。こうした

事業に対して組織として、機構として取り組むた

めには、かなり思い切った機構改革が必要ではな

いかというふうに考えております。それは例えば

何だというと、平成１８年から今日まで大型店の

出店表明から、あるいは出店調整、今なお入り口

論から脱却できずに、さきの代表質問では方向あ

るいは方針転換を余儀なくされている改正中活法

に基づく中心市街地活性化基本計画策定など、既

に昨年末ぐらいから特定の事業期間でしょうか、

そういった用地取得の問題をめぐってかなり問題

が複雑化してこじれてしまったという経過を含め

て、現状の組織機構ではもう対応し切れていない。

あるいは、これほど複雑高度化する経済の進展や

速度についていけない市の組織。こういった行政

の意識や縦割りの行政組織では追いついていけな

い。あるいは、おくれをとっている。こういう組

織を見直すためにも思い切った機構改革が必要で

はないかというふうに考えています。

正直申し上げると、私今の名寄市には６ーケテ

ィングがないというふうに思っております。６ー

ケティングというのは、皆さんが御存じのような

単なる商業活動の市場調査という意味合いではな

しにもっともっと広い意味があるようです。調べ

てまいりました。６ーケティングの定義というの

は、組織が社会的な環境に適用する仕組みをつく

るというのです。果たして昨年末から用地の取得

をめぐって名寄の商業団体、あるいは名寄市の専

門部署、いろいろ入り乱れて問題が複雑化して方

向転換、方針転換をせざるを得ないということに

なったことに対して、新たな６ーケティング化、

ずばりそのまま言ってしまうとどうかと思います
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が、こういう機構の組織改革を行う考えはないで

しょうか。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

今議員おっしゃる〇総務部長（佐々木雅之君）

ような市街地の開発における部分の専門知識を持

った職員の配置という部分でありますが、私は必

ずしも議員と同じ考え方ではありません。風連地

区におきましては、先行して地域住民の方々との

協議の進行状況もありまして、問題は財源が不十

分だったということも含めまして、合併時に熟度

の高いものから地域の振興も含めて進めていくと

いう新総合計画にのっとりましてやったときに、

やはり相当財源確保の関係であるとか、住民との

折衝も含めて能力を発揮するセクションの職員も

おりまして、その結果、最終的には財源問題も含

めてかなりスムーズにいったほうではないかなと

私は思っています。名寄地区におきましても次長

職を配置をしまして一定程度作業を進めておりま

したが、２つの市街地開発、中心市街地というこ

との市街地をそれぞれ振興させる仕事が同時進行

という形で一部進んでおりまして、一定程度風連

地区の市街地再開発が事業に着手をして具体的に

工事に入っておりますので、新年度に向けまして

は議員御提言の専門知識を持った職員も市役所の

内部におりますので、それらを融合させた組織を

何とか４月に立ち上げて、おくれておりました名

寄の中心市街地の問題についても対応したいと思

っております。

なお、名寄地区の中心市街地の関係につきまし

ては、事務方のほうとしての素案についてはいつ

でも出せる状態になっているよということの話も

私実は聞いておりまして、問題は地元商店街、商

工会議所と国の補助事業を導入するためにより熟

度の高いところまで持っていけるかについては、

単に市だけではなくて事業者側のほうの商工会議

所、商店街とももうちょっと十分な熟度を高める

作業が必要だったかと思っておりますので、人的

配置も含めて経済部にそのような組織をきちっと

４月から立ち上がるような形で検討してまいりた

いと思っております。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

その辺の見解が若干違〇５番（大石健二議員）

うので、何とも言いづらいのですが、ただ現状の

組織の中で、一昨年の４月に専任の職員が配置さ

れ、体調を崩されて中途で現状の職員がこの中心

市街地活性化基本計画策定にかかわってきたとい

う経過でございます。ただ、当初からこの改正中

活にかかわる中心市街地の活性化基本計画の策定

に対しては、私のほうでは随分警鐘を鳴らしてい

たように記憶をしているのですが、なおかつ十分

な体制をとっていただけなかったなという私なり

の、それはあなたの恣意的な考えだというふうに

言われればそうかもしれませんが、専門性を持っ

た市民の要求、あるいは市場流通の、あるいは経

済の、そういった十分な予測を立てられる６ーケ

ティングがやっぱりどうにも市には不足をしてい

るなという感じがいたします。

大変恐縮なのですけれども、島市長にお伺いを

したい。理念、ビジョンの目的を的確に、明確に

して、それに基づいた縦割り組織を横ぐしで刺せ

るような市長直轄の組織体制をつくるお考えはな

いのかどうなのか、この辺ちょっとお聞きしてよ

ろしいですか。

島市長。〇議長（小野寺一知議員）

名寄市の中心市街地に〇市長（島 多慶志君）

つきましては、平成１１年、１２年にかけて相当

専門的なコンサルも含めて計画を練り上げた経過

があります。しかし、このときには省庁別の国の

縦割りのメニューが多くて、結果的にはトータル

的に熟度を高めた取り込みができなかったと、こ

ういうことであります。国は、そのような反省点

も含めて、新しい中心市街地活性化については内

閣府が窓口になって総合調整をすると、こういう

制度の運用について変化をさせてまいりました。

この内閣府が窓口になって進める事業については、

５年間という期限を切って、しかもこの５年間の
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実施計画については余り先送りを認めないような

熟度の高いものと、こういうことでございまして、

北海道もこの中活の計画の運用を含めて何カ所か

手を挙げておりますけれども、今日的な経済の状

況の中では１ランはつくったけれども、実行に移

すのにて常に苦労していると、こういう情報に私

ども接しております。

名寄市の経過について、大石議員も熱心に研究

していただいておりますけれども、やはり徳田地

区に大型店の進出というのが大きく商業者の皆さ

ん方がこれからの商業ゾーンの再整備について踏

み込む体力、工力というものがそがれたというふ

うに私は実感として住けとめております。その中

にあって、この２年間いろいろな角度で議論をさ

せていただいております。特に昨年の４月億降に

つきましては、それぞれのワークショッ１的なこ

とも含めて事業の御議論をいただきました。しか

し、残念ながらそれらの事業推進の核の部分が何

としてもしっかりと０まらないと。議論は幾らい

ただいても、これは核の部分で提言があるのは商

業者の皆さんからまちなか居住ということが一番

核として０まった部分でございます。しかし、私

ども商店街の中にばらばらに公営住宅をつくると

いうことには相なりませんし、また提言がありま

した高齢者の福祉住宅等についても行政がしっか

りと何年間も支援をしながらまちなか居住の確立

をするというのは、名寄の場合には先行して民間

の業者がいろいろな大学の整備等も含めての６ン

ション等の整備が図られているわけですから、な

かなか整合性を求めることについては難点がある

と。こういうことで現在に至っているわけでござ

います。ですから、職員のスタッ当を０めて、４

月億降また仕切り直しの工持ちで取り組みをいた

しますけれども、幾ら市の職員が１０人集まって

議論しても、その対象となる商業者の皆さんや、

あるいは周辺の権利を持っている皆さん方が理解

を示さないと現実は前に進めない、こういう地域

実態があると、こんなふうに思っています。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

くれぐれも誤解のない〇５番（大石健二議員）

ように申し上げたいのですが、特定の役職者につ

いて能力が云々ということではなしに、ただチー

ム力で、あるいはこうした事業に取り組む際には

１人よりも２人、２人よりも３人、それぞれ専門

性の知識を兼ね備えた方があらゆる観点から取り

組むべきだというふうに申し上げているわけでし

て、決して現在の今担当されている職員の云々に

ついて申し上げているのではないことを申し上げ

ておきたいというふうに考えます。

ただ、申し上げておきたいなと思うのは、今回

中心市街地活性化の計画にかかわって、島市長あ

るいは中尾副市長あたりが陰に陽にかなり直接行

動されていたというのを拝見したり、お聞きをし

たりしております。そういった意味でやはりこう

いった事業、名寄市の将来を占うような事業につ

いては、臨時に常設の部門、部署が無理であれば

億前も申し上げたかなと思うのですが、タスク当

ォースなり、そういったチームをつくるべきだな

というふうに考えております。これはこれ億上、

また機会があればいつかの機会に再質問をさせて

いただきたいと思います。

続いて、次の再質問に移ります。これまで名寄

市の行財政運営の中核として、あるいは中堅とし

て執務をされてきた方々の後任として執務を引き

継ぐ若い職員の皆さんに対する正当な体体、ある

いは人事考すの導入に向けて、実は過ぐる平成１

９年６月の第２回の定例会でも質問をしておりま

すが、その後の進展がやはり見住けられないなと

いうふうに考えて、今回もう一度質問させていた

だくことになりました。名寄市の行財政改革のバ

６ブルともいうべき新名寄市行財政改革推進計画

に登載されている６ンバー１６というのがありま

す。この６ンバー１６は、実施項目が人事体体制

度の検討と表記されています。さらに、項目で分

けられているのですけれども、実施内容を見ます

と職員能力の向上、職員意識の向上、組織の活性
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化を図るため、公平性、透明性、納得性のいく人

事体体制度の構築、導入に取り組むと、こう明記

されています。にもかかわらず、実施計画年次を

見ますと平成１８年から２３年までの５年間もの

間、調査の検討となっています。実施の内容では、

人事体体制度の構築、導入に取り組むと明記され

ていて、その実施計画年次を見ると調査の検討と

なっている。これは、例えが１喩がどうかと思い

ますけれども、行きますよと言って後ろを見たら

はしごを外されているみたいな、そういうような

感じがいたします。申し上げたように構築、導入

に取り組むと表記をされていて、計画年次を見る

と実施に向けた取り組みではなくてあくまでも制

度の導入に向けた調査検討という、どうも前の文

と後の文章の語彙が矛盾しているなという感じが

するのですが、この辺はいかがでしょうか。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

人事の体体の関係〇総務部長（佐々木雅之君）

につきましては、国が今進めようとしていること

に対しまして情報を収集しまして、実際国につき

ましては給与の配分についても取り込むような状

況を考えておりまして、名寄市としてはその部分

につきましてはいましばらく情報を収集させてい

ただいて、２２年からの施行については２１年に

具体的に作業を進めるつもりで今検討しておりま

す。問題は、多様化する住民ニーズに対応する職

員のスキルアッ１をどうするかということにつき

まして、特に合併をしまして分庁方式をとってい

ることもありまして、若手職員がコンピューター

を多様化した業務遂行能力はすごく持ち得ている

部分と、それから団塊の世代も含めまして経験か

らくる行政執行能力とその辺の融合をどういうふ

うにしていくかということについては、合併して

からずっとその辺については、住民サービスを展

開するための職員の能力、スキルアッ１をどのよ

うにするかについては常に検討してきた、やって

きたつもりはしております。ただ、いかんせんそ

れぞれ職員の持ってきた、培ってきたものという

のは、それぞれのまちで、旧名寄、旧風連で培っ

てきたものであって、実際現場で適用するときに

は相当それなりの違和感というか、融合しづらい

部分もあったのかなと思っておりまして、今回研

修問題も含めてスキルアッ１の問題については庁

内講師を導入した形で取り組ませてもらうという

ことも含めて対応してまいりたいと思っておりま

す。

なお、人事体体の関係につきましては、今まで

個別の資料収集等に終わっていたものを具体的に

動かすようなことを２１年度中から試行も含めて、

遅くても２２年にはスタートできるように取り組

んでまいりたいと思っています。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

今御答弁をいただきま〇５番（大石健二議員）

したが、なかなか遅々として進まないなと。隗よ

り始めよという言葉があるのですけれども、この

隗より始めよというのは遠大なことをするには手

近なところから始めなさいという言葉だそうです。

まず、手近なところから始める。一般職員をひっ

くるめた人事体体あるいは人事考すが無理であれ

ば、この計画年次の間に試行的にでも何とか部次

長あるいはす長クラスを対象に、どういう体体を

するかちょっと私のほうでも不明ではありますが、

総合計画の担当施策だとか、そういったものに目

標値を設定する。あるいは、その達成度、あるい

はす題解決、次年度に向けた更新事業の施策、目

標設定、こういったものをまずは管理職から人事

考すを導入するというお考えはいかがですか。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

同じようなことは〇総務部長（佐々木雅之君）

中尾副市長から指示をされておりまして、全部い

きなり施行ではなくて、特に管理職を中心とした

人事体体の関係については早急に取り組むように

ということで、実は私が２０年７月に担当してか

らいろいろ指示されていたのですが、事務事業の

一元化の関係であるとか、行財政改革の中で一番

重たかったのは２１億円に及ぶような収支不足が
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出てきたこともありまして、それを具体的にどう

進めていきながら、大量退職者が出るときのタ６

ミングを逃がしますと後から戻ることのできない

ような悔いを残すことを含めまして、人事体体を

優先するよりはいま一度収支不足が２１億円も出

た中で財政シミュレーションを再度し直しまして、

それと組織のスリム化と連動させる形の中でどう

するかということをまず優先させたものですから、

同じようなことについては２０年７月に私が就任

したときからその話住けておりましたので、その

部分については２１年度中に取り組みできるよう

に担当のほうにも指示をしてまいりたいと思って

います。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

既に水面下で着々と取〇５番（大石健二議員）

り組んでいるというお話をお聞きして、少し安心

をいたしました。

ここで市長に再度お伺いをしたいのですが、新

名寄市行財政改革推進計画は平成１８年から２３

年度までの６カ年を取り組み期間としています。

平成２１年度はちょうどこの取り組み期間の折り

返し地点に達しますが、６ラソンに例えると往路

を走破したと。次は、いよいよゴールに向けて復

路という中間点にちょうど差しかかったところで

ございますが、島市長の任期は来春まであと１年

ということながら、計画の完結年度は残り２年と

いうふうになりました。このままいきますと、物

理的に市長は２３年度までの改革推進計画の完遂

を見ないということになるのですが、この辺はい

かがお考えですか。

島市長。〇議長（小野寺一知議員）

地方自治体における行〇市長（島 多慶志君）

財政改革というのは、平成１８年から始まったわ

けではありませんで、バブル経済がはじけた平成

５年、６年から実は指摘をされてまいりました。

旧名寄市の例で申し上げますと、私は平成６年に

助役になったわけですが、そのときに名寄市の行

財政改革を進めようということで各係長までそれ

ぞれの任務分担を与えて、今やっている仕事につ

いて将来ともにしっかりとやり抜く仕事、あるい

は調整をかけるもの、いろんな今と同じような計

画づくりを続けてやってまいりました。ですから、

平成１８年につくったというのは、合併した後新

市としての行財政の改革というふうに住けとめて

いただければと思います。ずっと延長線上できて

いるということであります。特に合併後の合併効

果を出さねばならないと。このことは、今までも

多くお話に出ておりますけれども、２つの自治体

が合併をして、全く同種の機構を持っていたわけ

ですから、これはどうしても管理職等については

ダブっていると、こういう状況があります。２人

の財政す長を置くわけにはいきません。２人の総

務す長を置くわけにはいかないのです。しかし、

その職員はどこかで処遇をして機能を発揮すると、

こういうことできておりまして、毎年の計画を検

討する中でまずはスリム化と、こういうことで進

めてまいりました。これからの時代は地方分権の

時代ということで、自己決定、自己責任というこ

とであります。そのような形であっても、一方で

は多くの財源を国の制度に依存せねばならぬと、

こういう状況でありますから、おのずと計画の実

行については革命的に進めるということにはなか

なか相ならぬと。やはり毎年着実な推進を図って

いくことで目的を達成させていかねばならない。

私は、今の５年間のスパンというのは、行政計画

ではおおむねそういう状況が続いておりますけれ

ども、しっかり私の任期の間は任期の間における

推進について責任を持って進めていかねばならな

いと、こんなふうに思っています。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

ありがとうございます。〇５番（大石健二議員）

次に、郊外地区の市民の日常生活の環境改善に

ついてお伺いをしてまいります。先ほど長いネー

ミングの交通連携計画について答弁をいただきま

した。計画が形として具現化するまでには、まだ

１年少々、あるいは２年少々時間がかかるという
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ことがよくわかりました。ただ、ー北に広がった

名寄市は、ショッピングセンター、先ほど市長の

ほうからも大型店というお話が出ておりましたが、

こういった大型店の進出に伴って商店街の衰退に

いささか拍前がかかったと。また、隣近所にあっ

た商店が廃業、閉業ということで買い物が困難に

なったと。いわゆる買い物難民という方がふえて

いる。有効な手だて、交通手段、移動手段を持ち

合わせていない買い物難民がふえています。繰り

返しになりますけれども、交通難民は買い物難民

ということにもなろうかと思います。皆さんもよ

くごらんになったことがあるのではないかと思い

ます。市街の歩道で、あるいは信号待ちの交差点

で、買い物袋を路上において一息入れて空を仰い

でいる高齢者の姿をお見かけしたことがあるよう

に思います。１丁の豆腐、これを買うためにタク

シーに乗らなければならないという、ジョークで

も何でもないのです。本当に市街地から離れた郊

外地区に住まうお年寄りの中にはいらっしゃるの

です。

先ほど高齢化１について述べましたけれども、

名寄市全体では４人に１人が６５歳億上の高齢者

と申し上げました。これがさらに郊外地区ともな

ると、一挙に高齢者の占有１が高まります。一例

を挙げますと、名寄から１４キロから２０キロぐ

らい離れた智恵文地区、ここは人口が５９２人、

そこの高齢化１は３ ８１。名寄市街の場合、全

体には４人に１人だった高齢者がこの地区では３

人に１人がもう高齢者になってしまうと。こうい

った交通が、あるいは移動手段を持ち合わせてい

ない高齢者世帯、あるいは独居老人世帯の、買い

物に苦慮する高齢者、独居世帯の食卓は、て常に

保存がきくという食材で食卓を飾っております。

かなり塩分の高い、塩干と呼ばれるお魚です。し

かもなおかつ、惣菜も保存のきくてんぷら食、あ

るいはお漬物、これらも塩分が高いと。私の偏見

でも何でもないだろうと思いますが、塩干のお魚

にしょうゆをかけてしまう。こういった高齢者を

見ていますと、どうも食材に生もの、例えば日配

品という、専門用語でデ６リー食品というのがあ

ります。こういったものがなかなか智恵文地区で

は手に入らないのです。どうしても必要になった

ときには、名寄ではなくて美深で買い物をされる

という、これが実態でした。こうした買い物難民

あるいは交通難民、ひいては健ロも阻害する難民

がふえてきます。こうしたいろいろな障害、阻害

要因を持つ、難民と呼ばれるにはどうかと思いま

すが、高齢者の皆さんを救済するのは、そんなに

１年も２年も待ってほしいということにはならぬ

だろうと。ただ、救いは智恵文地区には月、水、

金と医療バスがあると。先ほど佐々木部長のほう

から民業のバス会社があると。１日８本、１時間

に１本というバスが運行されています。ただ、そ

れでは高齢者では時間の都合がつかないというと

きには、どうしても新鮮な食材が手に入らないと

いうことになってしまいます。

ここで１つ経済部の手間本部長にお聞きしたい

のですが、経済という文字は、経済という二字熟

語は実は経世済民という四字熟語から成っている

のです。世を救って民を助けるというのが経済の

もともとの発祥の言葉だそうです。経済部の部長

として、何とか救いの手を伸べる方法はございま

せんか。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

出重な御発言の機〇経済部長（手間本 剛君）

会をいただいたなと思っております。今経済とい

う話はまた後にさせていただきますけれども、１

つ思い出しました。山形県の西川町というところ

がございまして、それは日本海と太平洋との間に

挟まった内陸地、孤立したところということで、

その保健師を担当されておりました方が風連に参

られました。そこは、今お話あったように塩漬け

のもの、漬物含めてそういったものをお年寄りの

方々が食べていて、そしてそこは体を害されて高

血圧になったりして亡くなっていかれるというよ

うなことで、何とか救えないかというようなこと
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で、そんなお話を聞いたなと。そして、そのとき

にたまたま町長をやっていらっしゃった方だった

と思いますけれども、東京の町村会館に何とか新

鮮な、しかもミネラルの多い水を都会の真ん中に

供給できないかというようなことで、事始めとし

て手がけてやった方が当時の町長さんだというお

話がありまして、それから水、ウオーターという

部分、ミネラルウオーターというものに火がつい

たというふうに記憶をしております。

今お話ありました民を救えるということかどう

かわかりませんけれども、私どものほうもかつて

は風連の地域の中で日進地区というところの地域

がございました。今智恵文と置きかえて、同じよ

うな環境だなと思っていましたけれども、そこも

ＪＡ、昔の農協が出張所を出して店をつくってお

られました。そのほかにもお店屋さんもございま

した。しかし、だんだん、だんだん高齢化してい

くし、人口も過疎化していって疲弊していって、

今はもうＪＡもなしと。それから、店屋さんも数

少なくなってきたと。今は、１軒かそこらぐらい

でしょうか。まさに智恵文をそのまま思う思いで

ございます。智恵文につきましてもＪＡが、コー

１がもう引き揚げてないと。あそこの中には、今

２店しかないと。交差点のところに１店があるの

と駅に１店があると。今お話ありましたように生

鮮食料品というたぐいのものは、そう多くは扱っ

ていないのだろうと思っております。問題は、店

をつくるか、交通アクセスをどうとるか、それか

ら日常生活というのには医療というのは欠かせな

いのだろうと思っています。いわゆる病院に出る

ということです。そんなことも兼ね備え合わせた

ときに店屋をつくるということにはなかなかなら

ないなと、日進の例も見ましても。したがいまし

て、私はやっぱりきめ細かな交通アクセスをつく

るなり、あるいは地域の中でやれるとしたら町内

会というのでしょうか、部落というのでしょうか、

そういった方々の中で自主防衛といいましょうか、

本州あたりでも小集落の中にみずからそういった

身の回り品の日用品の品物を品ぞろえして配達し

てもらって、そこで買い求めていくと。新鮮野菜

も含めて、お魚類も買い求めている。そういうよ

うな事例もありますから、したがって私の思いと

しましては、やっぱりしっかりきめ細かな交通ア

クセスをとることと、あわせて自分たちもみずか

らそこの中でどういった防衛策がとれるのかと、

こういったものも地域の中でも考え合わせていか

ないと問題解決にはつながらないのではないかと

いうふうな思いをしております。経済部ではない

のですけれども、何とか皆さん方が心豊かに楽し

く暮らしていただけるような、そんな地域づくり

ができたらなと、こんな思いで私どもも今回担当

させていただいておりますので、また機会あるご

とに職員ともそんな議論をしていきたいというふ

うに思っております。

億上でございます。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

さすが世を改めて民を〇５番（大石健二議員）

救う経済部だなと思いましたが、ぜひ主導的な立

場をとって地域の中でそういう運動が盛り上がる

ような働きかけ、触媒としての役割を果たしてい

ただければと思います。

たまたま先日市立総合病院の内海部長のほうか

らいただいた資料の中で、市立病院の中で救急搬

送されるという数字を表にしたものをいただきま

した。それによると、平成２０年、２０年度では

ないです。２０年は、救急搬送された方が ４０

８人、このうち６０歳億上の高齢者世代、６０歳

億上１００歳までだったなと思いますが、この方

々で８８８人。 ４０８人のうち８８８人が６０

歳億上の高齢者世代。全体の６３１を占めていた

と。搬送された症例といいますか、それは脳疾患

に伴う脳外科、さらには循環器内科、消化器内科

と。これは、もうまさに食生活にかかわるところ

が大きな要因ではないのかなというふうに考えま

す。先ほど手間本部長のほうからも他市において

そういった有住な手法がとられているというお話
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もございましたが、私もちょっと調べてみました。

豊田市の自動前学校というのがある。豊田市の自

動前学校で、自動前教習に通う生徒の皆さんを送

迎で送り迎えしているときに高齢者が無料で乗せ

られるだとか、あと福島県の大玉村というのでし

ょうか、こちらは役場の職員４０人がボランティ

アで高齢者を病院や買い物、ちょっとした所用の

時間に時間を申し合わせして搬送しているという

ことです。いずれも搬送の手段としては、高齢者

の増加速度には間に合っていないなという感じが

いたしました。手間本部長の経済部の地域のリー

ダーの方の意識啓発、自分たちの生活改善を自分

たちでやろうという、そういう意識改革を呼びか

けていただくということで、少し推移を見守りた

いと思います。

最後に、地域自治区が地域連絡調整会議でした

か、そちらのほうに名称が変わったというのがあ

りましたが、これ実は私うっかりしていまして、

いつの時点で変わったのかがわかりませんでした。

実は、私も同じく平成１９年６月の定例議会で地

域自治区という名称が余りにもお役所的なネーミ

ングで、現状の法定でやる地域自治区と混同され

る懸念がないかということで名称変更を促したと

いう経過があったのですが、その後地域自治区が

地域連絡調整会議でしたか、そういうネーミング

に変わったというターニングポ６ント、分岐点が

私はよくわからなかったのですが、いつから変わ

ったのでしょうか。

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

実は、合併協議の中で〇副市長（中尾裕二君）

風連地区は特例区を設ける、名寄地区には小学校

区ごとぐらいの規模の地域自治区を設けるという

ことで、これはもともとが平成１６年に改正をさ

れた改正自治法の考えで、一定の財源と一定の権

能を付与して自治を高めていただくということで

想定をしておりました。一昨年来町内会の皆さん、

あるいは地域の皆さんとこの組織の立ち上げにつ

いて協議をさせていただきました。結果、やはり

名寄地区には伝統的に町内会があって、しっかり

した自治活動を行っているということで、あくま

でもベースは町内会だろうということの御意見を

強くいただきました。地域自治区という自治法に

定められた組織については時期尚早であると。そ

の前段として、子供の見守りやお年寄りのサポー

トを一定のエリアでしっかりと支えていく組織は

どうしても必要だということで、地域連絡協議会

という組織を町内会の皆さん、あるいは地域の皆

さんと協議をする中で構想を持ちまして、これで

これまでそれぞれ協議を進めさせていただいて、

先ほど総務部長のほうからも答弁させていただい

たように、この３月でほぼ全域について整備がで

きる。今後は、４月億降また自治を高めるそれぞ

れの特色ある活動を展開をしていただいて、それ

についてしっかりと行政としても支援をしていき

たいと、こんなふうに考えています。

億上で大石健二議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

１５時１０分まで休憩いたします。

休憩 午後 ２時５５分

再開 午後 ３時１０分

休憩前に引き続き会〇議長（小野寺一知議員）

議を開きます。

名寄市の雪対策について外２件を、持田健議員。

ただいま議長より御指〇７番（持田 健議員）

名をいただきましたので、通告に従い、順次質問

をさせていただきます。

大項目の１つ目、名寄市の雪対策について、１

点目、歩道のつるつる路面対策についてお伺いい

たします。この冬は、地球温暖化による影響と思

われますが、昨年１１月から下旬にかけて一定量

の降雪があり、名寄市特有の冬道状態となりまし

た。ところが、１２月に入ると最高工温が１ラス

となる日にちが１５日もあり、また１７日には最

高工温 ３度となる暖かい日が続き、日中雪解け

が進み、夜は冷えて凍るため、路面はつるつる状
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態となりました。歩道は水平でなく、路面は前道

側に傾いて歩行者にとっては歩きにくく、また滑

りやすい状況になりました。現に病院近く、ある

いはデパートの周り、交差点付近の歩道で高齢者

や子供の中に滑って転び、大人の人も転倒した場

面を何度か見かけました。転倒した人に不安な歩

き方なので、話しかけてみたら、観光で名寄に初

めて来られて冬道の怖さを悟ったと語られておら

れました。私は、ある病院に患者さんの実態を確

認しようと思い伺ったところ、毎年の統計をとっ

ていないので、わからないが、転倒によるけがで

来院される患者さんが確実にふえているとのこと

でした。名寄市は、前道、交差点の滑りどめ対策

はありますが、歩道等の安全対策として滑りどめ

の砂散布や融解剤散布等の考えはないのかお知ら

せください。

２点目、生活道路交差点の排雪についてお伺い

いたします。１２月、１月と積雪ともに例年より

少なく、排雪ダン１助成も昨シーズンを下回ると

いう報道をされました。積雪が少ないことは、市

民にとって喜んでいるところでございましたが、

１月の下旬から２月になると逆に降雪、積雪も昨

年を上回り、排雪ダン１の助成申請待ちと報道が

変わりました。降雪量が多いと、交差点の場合４

方向から除雪となりますので、堆積される雪の量

は多くなります。シーズン１回のカット排雪、交

差点排雪が終わった後に降雪が多かったため、交

差点付近の堆積が多く、見通しが悪くなり、危ロ

な状態が長く続いておりました。３月に入って２

回目の交差点排雪が行われたと思います。降雪は

自然災害、交差点付近の除雪によって堆積される

雪の量で見通しが悪くなり、危ロな状態をつくる

のは人的災害と思います。財政的に厳しいとは理

解しますが、事故が起きてからでは遅いのです。

交差点の排雪だけでも回数をふやすことはできな

いのか、また生活道路、特に中通りですが、積雪

が多いため道路が狭隘になっており、前の交差に

支障を来しております。１カ所の交差箇所を設け

ることはできないのかお知らせください。

３点目、道路除雪についてお伺いいたします。

今シーズンのように降雪量の多いときの道路除雪

において、交差点付近に、特に角地に近い高齢者

宅の間口に除雪した雪を堆積される量が多いため、

高齢者宅ではシーズン１回は敷地内の排雪も含め

てダン１助成を住けて排雪を行っていますが、こ

としの場合は３回も排雪を依頼した高齢者宅もあ

りました。除雪機械の改良により、間口に雪が入

らないよう工夫された除雪機も開発されておりま

すが、まだ導入までに至っておりません。高齢者

宅についての除雪は、町内会あるいは隣近所で協

力し合うことが必要とは考えておりますが、行政

としてできる対策はないのかお知らせください。

次、大項目の２つ目、住宅用火災警報器設置の

取り組みについてお尋ねいたします。１点目、身

体障害者及び６５歳から６９歳までの虚弱者のみ

の低所得世帯への助成についてお伺いいたします。

名寄市の昨年の火災は１５件発生しており、１９

年と１較してほぼ２倍に増加しております。火災

の内訳を見ますと、建物が１２件、前両２件、そ

の他１件、建物火災１２件の火災種別に見ますと

全焼１件、部分焼５件、ぼや６件でありました。

そのうちの２件は、昨年の１１月と１２月、高齢

者３人が犠牲となる住宅火災、いずれも高齢者の

みの世帯でありました。とうとい命が犠牲になり

ましたことは極めて残念なことであり、心より御

冥福をお祈りいたします。だれかがいち早く火災

を発見し、消火するなり、寝ている人を起こして

逃がしてあげることができれば犠牲者を出さずに

済む、あるいは減らすことができると思うのであ

ります。では、その見張り番はだれか。それは、

住宅用火災警報器であると思うのであります。消

防法の改正で、住宅用火災警報器の設置が義務づ

けられ、新築住宅については問題ありませんが、

既存住宅に対する義務化まで額２年の期間ござい

ますが、できるだけ早く設置して安心を図りたい

ものです。昨年第４回定例会で、高見議員から住
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宅用火災警報器設置の取り組みについて質問がご

ざいました。建設水道部長から公営住宅への設置

することで民間住宅への普及、啓蒙を図り、市民

の安全で安心な暮らしを守るため、平成２１年、

２２年の２カ年で設置を検討してまいりたいと答

弁がございました。先日の新聞報道で７０歳億上

の低所得高齢者額 ４００世帯が対象になり、今

月から住け付けを始められたことに対しては体体

に値すると思うのでありますが、なぜ７０歳億上

だけなのか。身体障害者及び６５歳から６９歳ま

での虚弱者のみの低所得世帯も対象に入れて助成

する考えはないのかお知らせください。

２点目、名寄市全世帯１００１設置に向けての

取り組みについてお伺いいたします。昨年１２月

の住宅火災億降現在まで、名寄市では火災のニュ

ースは耳にいたしません。このことは、大変に喜

ばしいことと思います。火災は、不注意による場

合ばかりでなく、自然発火、雷、また不慮の事故

等からいろいろ考えられますが、いずれにいたし

ましても大切な家りや家財を守る見張り人、住宅

用火災警報器だと考えております。昔から備えあ

れば憂いなしということわざがあります。住宅用

火災警報器を設置したからといって火災がなくな

るわけではございませんが、設置による効果は被

害を３分の１程度までに食いとめることはできる

と思います。１９年度ですが、名寄市の総世帯数

１万 ６１１世帯であり、住宅用火災警報器の普

及１でありますが、平成２０年度の単年度では１

１１と聞いております。義務化までに額２年ご

ざいますが、１００１設置に向けての取り組みに

ついてお知らせください。

次に、大項目の３つ目、小中高生の携帯電話対

策についてお尋ねいたします。１点目、携帯電話

の学校への持ち込みについてお伺いいたします。

最近携帯電話にかかわるトラブルの発生で、全国

的に報道している小中学校への携帯電話の持ち込

み論であります。大阪府教育委員会が調査したと

ころ、中高生の４人に１人が１日３１通ものメー

ルを送信するなど、子供たちに携帯電話依存が広

がっているとの実態がわかり、大阪府知事の橋下

知事は携帯電話への依存度が高いと学習時間が少

なくなるのは当たり前と学力への影響を指摘し、

学校への持ち込み禁止を発表されました。このこ

とがきっかけで全国でも議論が高まり、ついに文

部科学省は教育活動に必要ないとし、小中学校へ

携帯電話の持ち込みを原則禁止する通報を各教育

委員会に出しました。道教委によりますと、原則

禁止を実施している小中学校はともに９割を超え

ている。また、携帯電話の持ち込みなどへの指導

方針を定め明確にしているのは、道内１８０市町

村のうち１８市町村の教育委員会が設けていると

公表しております。名寄市の小中学校での携帯電

話の使用等、学校への持ち込みの現状はどのよう

になっているのかお知らせください。

２点目、自己紹２サ６ト、１ロ当についてお伺

いいたします。子供のいじめ問題に取り組む全国

ウェブカウンセリング協議会に寄せられた２００

８年のネットいじめ相談、前年１ ７倍の額 ７ 

００件、このうち道内は前年１８倍の２５０件、

相談の内訳は学校裏サ６ト関連９５件、自己紹２

サ６ト関連９１件、嫌がらせメール関連３４件の

順に多く、容姿や性格などの悪口が書き込まれる

事例が目立ち、誹謗中傷メールが１日で数百件、

ネットいじめの悪質化に加え、サ６トへの書き込

みにより中高生の死亡事件や集団暴行が頻発した

ことが作用したと見られます。また、先日新聞報

道のあった滝川、千歳の中学１年生の飛びおり事

件も原因がいじめだと思っております。名寄市の

小中学校でこのような事件は絶対に起こしてはな

らない。そこで、児童生徒の自己紹２サ６トの実

態はあるのか、１ロ当への書き込み等の実態はあ

るのか、あるとすればどのように対処されている

のかお知らせください。

３点目、学習時間と携帯電話についてお伺いい

たします。今月の初旬に市教育研究所から小中学

生や保２者らを対象にした家庭学習実態調査の結
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果が公表され、それによりますと小学５年と中学

２年の児童生徒５０７人、その保２者、小中学校

の全教員を対象に実施、１週間の学習日数を見る

と週５日億上は小学校５年生が５３１、中学２年

生になると１５１にとどまり、６ロと回答した小

学５年生１０１に対し、中学２年生は３９１に上

っております。１日の学習時間に対しても３０分

から１時間と答えた小学５年生は７９１、中学２

年生は４３１、宿題が出たときにすると答えた小

学５年生が１３１に対し、中学２年生は５０１の

結果であり、中学生が宿題億外は学習しない傾向

を見せたことに私は将来の名寄に不安を覚えるも

のであります。全国携帯調査において、中学２年

で１日のメール送住信が３０件億上の生徒、午後

１１時までに就寝をする割合は２５１で、３０件

未満の生徒は４２１と携帯をよく使う子供は生活

面への影響が大きいと思われます。やはり携帯電

話への依存度が高くなると学習時間が少なくなる、

あるいは学習ができなくなるのは当然ではないか

と思うのであります。名寄市教育委員会として、

このことに対しどのように指導、対策を考えられ

ておられるのかお知らせください。

億上、この場からの質問とさせていただきます。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま持田〇建設水道部長（野間井照之君）

議員から大きな項目で３点にわたり御質問をいた

だきました。１点目は私から、２点目は福祉事務

所長から、３点目は教育部長からそれぞれお答え

をさせていただきますので、よろしくお願いをい

たします。

最初に、名寄市の雪対策で歩道のつるつる路面

対策についてお答えをさせていただきます。積雪

寒冷地においては、前道はもちろんのこと歩道や

横断歩道においてもつるつる路面になり、歩行が

しづらくなることを雪国特有の問題として抱えて

いるところであります。特に最近は、高齢社会を

迎え、雪の降り始めや雪解けのときには道路面が

出ているときに高齢者が転倒し、大けがにつなが

っているということを数多くお聞きしているとこ

ろであります。対策としては、砂散布や融雪剤散

布が効果的であるというふうに思われていますが、

歩道に機械で散布することや人力による散布は人

工数と時間的なものを考えるとて常に難しいとい

うふうに考えております。現在国道では、横断歩

道を中心に砂箱を設置し、市民にまいていただく

方式をとっていますが、名寄市においても人通り

の多い道路、例えば５丁目、６丁目、３条、２条、

このような道路の歩道でつるつるとなっている箇

所や状況を調査し、砂箱を設置することで砂の散

布や春先の清掃などがどの程度市民の御協力をい

ただけるか、これらも含めて研究をさせていただ

きたいと考えておりますので、御理解をいただき

たいというふうに思います。

次に、生活道路交差点の排雪についてでありま

す。名寄地区におきましては、生活道路について

１シーズン１回のカット排雪を実施しているとこ

ろです。期間は、１月初旬より２月下旬のほぼ２

カ月間かかります。最初の地区あるいは最後にな

る地区及び狭隘な道路につきましては、交差点に

雪が堆積され、見通しが悪くなることから、現在

も交通安全の観点から交差点の排雪を実施してい

る状況にあります。ここ数年は、排雪が１回しか

できないため、交差点排雪に力点を置いています

が、近くに堆積するには歩道や雪解けのおくれな

どの問題があり、やはり郊外の堆積場へ運搬する

しかないというふうに考えております。交差点と

いう狭い中での作業と国や道あるいは近隣市町村

において排雪時が重なるため、ダン１トラックが

不足して作業が遅くなり、大変市民に御迷惑をお

かけしているところでもあります。また、道路が

狭隘になったときには、交差できる箇所の必要性

は理解できますが、排雪した交差点を対象として

控える場合もございますので、どの程度の延長が

ある道路であれば対処的なものが必要であるかな

ど今後調査検討をしてまいりたいと考えておりま

す。
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次に、道路除雪についてであります。名寄市に

おける除雪については、振り分け除雪で実施し、

できるだけ人等に振り分けられるよう除雪作業を

実施しています。門口を一緒に除雪することは、

除雪機械の改良で門口に雪が入らないよう工夫さ

れた機械もだんだん出てきているというふうには

お聞きしておりますが、機械導入を含め、財政的

にも困難というふうに考えております。市の除雪

は、冬の快適な生活空間の確保を目的として、子

供の通学、緊急前両通行などを基本に行っており

ます。門口については、市民の協力がぜひ必要と

考えていますし、高齢者住宅についても隣近所な

どお互いが助け合うようなことも必要ではないか

というふうにも考えております。どこまで自治体

が２入できるかは今後大きなす題と認識していま

すが、当面は高齢者住宅の門口除雪は福祉事務所

を窓口に行っておりますので、ぜひ御利用をいた

だきたいというふうに考えております。

億上、私からのお答えとさせていただきます。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

持田議員から住〇福祉事務所長（小山龍彦君）

宅火災警報器設置の取り組みについて、２点の御

質問がありましたので、お答えいたします。

最初に、身体障害者及び６５歳から６９歳まで

の虚弱者のみの低所得世帯への助成についてお答

えいたします。火災による悲惨な事故を防止する

対策として、国の生活対策臨時交付金を活用して

高齢者を対象に火災警報器設置の費用助成をする

事業を開始しております。この事業の対象となる

世帯等につきましては、市の広報３月号で御案内

をしておりますが、７０歳億上の方で構成される

世帯で市民税がてす税世帯及び人等割のみがす税

されている世帯並びに生活保２世帯としておりま

す。御質問のありました身体障害者及び６５歳か

ら６９歳までの虚弱者のみの低所得世帯対象枠を

拡大とのことでございますが、本市の福祉サービ

スで独居老人等の緊急時の対応策として、火災報

知機能も兼ねた緊急通報システムの整備を実施し

ております。平成２１年２月末現在で２５８世帯

に配備しておりますが、御質問の対象世帯と符合

するかにつきましては個別に精査はできておりま

せんが、大部分の方がこのシステムの利用者にな

っているのではないかと考えています。また、重

度障害者世帯に向けてのサービスでは、身体障害

の状況に適応したさまざまな種類の火災警報器が

あり、機器購入に際して助成制度がありますので、

個別に相談させていただきたいと考えております。

なお、火災警報器の設置助成の申請期間は、平

成２２年３月までとなっておりますので、対象と

なる方はぜひ御利用していただきたいと考えてお

ります。

次、２点目、名寄市全世帯１００１設置に向け

ての取り組みについて申し上げます。消防法の改

正により、共同住宅や併用住宅を含むすべての住

宅に住宅用火災警報器の設置が義務づけとなり、

新築の住宅では平成１８年６月から設置義務が、

既存住宅では平成２３年６月から設置が義務づけ

られることになります。名寄消防署では、平成１

８年春から町内会を訪問し、住宅用火災警報器の

設置をお願いしておりますが、市内における設置

１は昨年で１ １１と依然低調に推移しておりま

す。消防署としては、法定期限の平成２３年６月

までに１００１の設置を目指し、国の指針に沿い、

名寄地区住宅用火災警報器設置普及計画を本年２

月に策定し、目標年までに段階的に設置１の推進

状況を検証してまいります。また、従来の住宅防

火訪問に加えて積極的に町内会における説明会の

開催を働きかけ、防火婦人クラブ員、少年消防ク

ラブ員による地域での住宅用火災警報器の設置に

向けてＰＲを進めてまいります。広報活動では、

町内会の班回覧の「消ちゃんだより」や市の広報

を通じて周知を図ってまいります。さらに、地域

のＦＭ局、Ａｉｒてっしに協力を依頼し、電波を

通じて毎月第１週に消防署からお知らせのコー６

ーとして救急関連などと一緒に火災警報器設置の

お願いを行っておりますので、御理解をお願いし、
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この場からの答弁といたします。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、小中高生〇教育部長（山内 豊君）

の携帯電話対策についてお答えをいたします。

初めに、携帯電話の学校への持ち込みについて

であります。小中学生における携帯電話使用につ

いては、全国的な携帯電話によるトラブルの発生

が相次いでおり、これら生徒指導上の問題の解決

に向けて平成２０年度から名寄市生徒指導連絡協

議会を設置し、その対策を検討してきております。

同協議会では、名寄市における小中学生の携帯電

話やパソコンによるネットの使用に関する実態を

把握する必要性から、市内全中学生と小学５、６

年生を対象に携帯、ネットに関するアンケート調

査を実施いたしました。この調査によりますと、

携帯電話は家りとの共用を含め、小学５、６年生

では２割億上が、中学生では半数億上が所持して

いる実態が明らかになりました。特に中学校進学

に際して買い与える家庭が多く、中学生では学年

が上がるにつれて所持１が上昇しており、中学３

年生での所持１は６２１となっております。また、

地域や学校規模によっても違いがあることがわか

りました。平成２１年２月に文部科学省から小中

学校への児童生徒の携帯電話の持ち込みを禁止す

るとの通知が出されております。名寄市内小中学

校におきましては、億前から学習に必要のないも

のは学校へ持ってこないとの指導により、携帯電

話の学校への持ち込みは原則禁止としております。

また、高等学校につきましては、北海道教育委員

会の指導のもとに授業中の使用を禁止し、ネット

上のいじめや犯罪被害から守るための情報モラル

教育の指導を充実させてきております。小中学生

の携帯電話の使用においては、今後とも情報モラ

ル教育の充実とともに、家庭との連携を十分に図

ってまいりたいと考えております。

次に、自己紹２サ６ト、１ロ当についてお答え

をいたします。子供たちが携帯電話のメールや６

ンターネットを利用する機会は、近年急激に増加

してきており、子供たちの生活スタ６ルや人間関

係づくりの面でも大きな影響を与えてきておりま

す。６ンターネット上のて公式サ６ト、いわゆる

学校裏サ６トや１ロ当ィールサ６ト等を利用し、

特定の子供に対する誹謗中傷が行われたり、他人

に成り済まして携帯電話のメールを利用し、特定

の子供に対する誹謗中傷を不特定多数の携帯電話

に送りつけたりするなど、ネット上のいじめとい

う新しい形のいじめ問題が発生しており、このい

じめにより自殺を図った子供たちが出るなど、問

題は深刻化してきております。名寄市内において

は、開設したサ６トへの書き込みによって生徒間

のトラブルとなった事例が過去に数件発生してお

りますが、いずれも教師の指導によりサ６トを閉

鎖するなどの処置により解決しております。名寄

市生徒指導連絡協議会のアンケート調査によれば、

ブログや１ロ当、あるいはネットの掲示板などへ

の参加、書き込みの経験のある中学生は４６１に

上っております。また、携帯電話やパソコンに当

ィルタリングをかけているとしている小中学生の

所持者は２割に満たず、残りはかけていないか、

あるいはわからないとしており、今後いろいろな

トラブルに巻き込まれる可能性も否定できない状

況にあります。各学校においては、空き時間のあ

る教員などにより定期的に学校裏サ６トなどネッ

ト上でのパトロールを行っておりますが、携帯電

話のメールなどには対応ができないなど実態を把

握しにくい状況にもあります。これらのトラブル

を回避するためにも当ィルタリング使用など家庭

における使用のあり方を見直す機会を持つなど、

情報機器の光と影についてより一層の保２者への

啓蒙活動を進めてまいりたいと考えております。

次に、学習時間と携帯電話についてお尋ねがあ

りました。名寄市教育委員会では、早寝早起き朝

ごはん運動への取り組みや読書活動の充実、家庭

学習の励行などについての取り組みを行ってきた

ところであります。これを住けて名寄市教育研究

所では、子供たちの家庭学習の実態について小学



－206－

平成２１年３月１８日（水曜日）第１回３月定例会・第４号

５年生と中学２年生を対象に調査をいたしました。

この調査によりますと、中学２年生では４割に及

ぶ生徒たちが全く家庭学習をしていないとの調査

結果になっておりますが、この中には塾等での学

習は含まれておりませんので、幾分割り引いて考

える必要もあるかと考えております。さきの名寄

市生徒指導連絡協議会のアンケート調査におきま

して、中学生への携帯電話やパソコンの１日の利

用時間では全体の３分の１億上の生徒が２時間億

上使用していると回答しており、そのうち２１１

は３時間億上に及ぶとしていることから、かなり

の利用実態が浮かび上がってきております。また、

この調査によれば、家庭内での携帯電話や６ンタ

ーネット利用のルールや額束事については、小学

５、６年生で額半数が、中学生では６３１がない、

もしくは自由としており、家庭での何らの規制も

なく、自由に使える状態にあるものと考えられま

す。これらのことから、携帯電話等への依存の傾

向が推測される状況にあり、名寄市教育委員会と

いたしましては名寄市生徒指導連絡協議会を通し

て各学校に親子での携帯電話教室の開催や名寄市

教育研究所が作成した家庭教育資料、５つの提言、

２３の方策などの活用を図り、子供たちの望まし

い生活リズムへの育成や落ちついて学習に取り組

める家庭環境づくりに向けて保２者等への啓蒙を

図ってまいりたいと考えております。

億上、私からの答弁とさせていただきます。

持田議員。〇議長（小野寺一知議員）

） それぞれ御答弁をいた〇７番（持田 健議員

だき、ありがとうございました。さらに理解を深

めるために再質問をさせていただきますが、昨日

佐藤勝議員より代表質問で携帯電話についての質

問があり、教育長から御答弁がございましたので、

私から大項目の３つ目、小中高生の携帯電話に対

する再質問を省略し、要望のみとさせていただき

ます。

順番を変えて要望から述べさせていただきます。

１点目、携帯電話の学校への持ち込みについて、

携帯電話は家りとの共用を含めて小学生の５、６

年生で２割が持っているとの先ほどの答弁ござい

ました。中学生では半数億上が所持しているとの

実態が明らかとなる今、また名寄市は持ち込みに

ついては原則禁止とのことであり、指導方針は理

解しますが、それでも持ち込んだ場合には自主的

に登校時に預け、下校時に住け取るといったよう

な、携帯電話というコミュニケーションの道具を

どう使いこなすのか、子供たちだけでなく大人も

一緒に学び、考える機会を持ち、その中で児童生

徒が自発的にルールをつくる環境を整えるよう指

導されることを要望します。

２点目、自己紹２サ６ト、１ロ当についてであ

りますが、名寄市においても開設したサ６トへの

書き込み、そのことにより生徒間にトラブルなど

数件発生した事例があったようですが、教師の指

導によりサ６トを閉鎖する処置で解決しておりま

すので、引き続き指導をお願いするところであり

ます。また、１ロ当やネットの掲示板などへの参

加、書き込みの経験のある中学生が４６１もいる

ということであります。今後いろいろなトラブル

に巻き込まれる可能性も否定できない、そんな状

況の中で教員等によりネット上でのパトロールを

行い、事件、事故を未然に防ぎ、児童生徒、保２

者へ当ィルタリング使用など家庭において健全な

使用を促進する対策を要望します。

３点目、学習時間と携帯電話について、中学生

の携帯電話やパソコンの１日の利用時間が全体の

３分の１は２時間億上、またそのうちの２１１が

３時間億上使用している驚きの実態が明らかとな

りました。家庭内での携帯電話や６ンターネット

利用のルールや額束事についても半数億上がない、

もしくは自由としており、家庭で何の規制もなく

自由に使えるのであれば、携帯電話の依存度が高

くなり、学習時間に影響を及ぼす原因になる思い

がします。児童生徒、保２者、学校の連絡を密に

し、落ちついて学習に取り組める時間をつくれる

対策を要望いたします。
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次に、名寄市雪対策について再質問をいたしま

す。１点目、つるつる路面、氷を張った状態は名

寄の初冬、春先に、いわゆる暖冬時期に起こる現

象であり、道路においては機械散布により対処し

ていますが、歩道においては砂箱等を設置し、市

民にまいていただくボランティア方式で対処と理

解します。毎日ではないので、場所的に人の通行

の多いところだけでも路面を確認し、状況により

滑りどめを散布する要員を雇用して対処する考え

はないのか、高齢者等の転倒が減り、けが人が少

なくなれば医療費等の削減につながり、また雇用

対策にもなるのではないでしょうか。その点をお

伺いいたします。

２点目、３点目に対してでありますが、シーズ

ン１回の排雪予定、近くに堆積する場所がない、

財政的に厳しいとはのしますが、大雪が降った場

合、市民の安全、安心のため、今後のす題として

検討していただきたい。また、高齢者世帯におい

ては年々高齢となり、体力も落ち、除雪は大変な

作業になることが予想されますが、その対策もあ

わせて検討していただきたいと思います。

私は、２０年度の第１回定例会一般質問におい

て、ー地区に雪堆積場の新設について質問させて

いただきました。答弁では、雪堆積場所を新設を

検討すると理解しておりますが、どのように検討

されたのかお知らせください。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

４点にわたり〇建設水道部長（野間井照之君）

再質問をいただきましたので、順次お答えをさせ

ていただきたいというふうに思っています。

つるつる路面に砂をまくというお答えをさせて

いただきまして、人を雇ってできないかというこ

とだというふうに思いますけれども、除雪事業そ

のものに現在でもことしの２１年度予算で３億

０００万円ほどの経費をかけるというふうな状況

になっています。基本的には、先ほど答弁させて

いただいたように、私どもは道路空間ないしは歩

道の空間はできる限り子供の通学路も含めて、緊

急前両の通行も含めて除雪をさせていただくと。

あと、門口だとか、今の歩道のつるつる路面では

できるだけボランティアとまでいきませんけれど

も、通りかかったときに砂箱を利用していただく

という、今後市民と協働のまちづくりの一環とい

うふうに考えていただいて、ぜひとも市民の方に

も除雪の一端を担っていただくようなことを市民

サ６ドのほうにも考えていただきたいというふう

に考えて御提言を住けさせていただきました。

次に、大雪が降ったときの場合は交差点の部分

はどうだということでありますけれども、名寄の

場合どの程度までが大雪なのかちょっとわかりま

せんけれども、１日に４０センチ、５０センチ降

った場合、当面は交通安全上からも横に堆雪する

ということは可能だというふうに考えていますか

ら、大雪の降った場合はどの程度までだというの

はちょっと判断しかねますけれども、そういうの

も緊急対応としてはそういうことはあるというふ

うに考えていただきたいというふうに思います。

それと、て常に難しいのですけれども、老人世

帯、老人というか、高齢住宅の対応についてはて

常に難しくて、先ほど大石議員も言っていらした

ようにもう６５歳の方が４人に１人という部分も

ありますから、世帯そのものも市内には数多くあ

ります。門口を全体を市が面倒見ていくというこ

とは、これからも含めて困難な状況にありますの

で、できる限り町内会ないしは隣近所の御協力を

いただきながらでも門口の除雪を行っていただき

たいという部分は私どもの希望というか、今の段

階ではそれしか手だてがないというふうに思って

おりますので、御理解をいただきたいというふう

に思います。

それと、もう一点、徳田地区というか、ー地区

に堆雪場ということでありました。私ども徳田地

区に民間所有の土地を何カ所か候補地として話を

進めてまいりました。しかし、面積が足りなかっ

たり、隣接地が畑で冷風被害に遭うということが

予想されましたので、今の段階ではまだ現実に至
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っておりません。それにあわせて、ー地区に雪を

運ぶとなると運搬路については国道４０号線ない

しは東８号道路を使わなければならないというこ

とがありまして、交通量が１較的多くて、ダン１

の稼働１がて常に悪くなるということも含めると、

ー地区に堆雪するということはて常に難しい状況

になるのかなというふうに考えています。しかし、

建設会社で数社が自分の自社ヤードを堆雪スペー

スとして使っている場合もございますから、この

辺も考慮しまして、今後も引き続き検討させてい

ただきたいというふうに考えていますので、御理

解いただきたいというふうに思っています。

持田議員。〇議長（小野寺一知議員）

ありがとうございまし〇７番（持田 健議員）

た。

私大雪と解釈したのは、何日か降り続いて積も

って、交差点にがっぽり堆積されて見えなくなる

と安全上よくないというときに回数をふやしてい

ただけないかということで質問差し上げました。

また、ー地区は住宅街だし、少し離れれば農家と

いうことで、条件的には厳しいとはのしますが、

引き続き検討されることを要望いたします。

次に、住宅用火災警報器の取り組みについてで

ありますが、身体障害者及び７０歳億下の高齢者

には福祉サービス、独居世帯には火災報知機を兼

ねた緊急システム装置が整備されているとのこと

でありますが、助成の対象となる世帯で２２年３

月までに申請がなく、また火災警報装置が設置さ

れていない世帯への対策をどのようにされるのか

お知らせください。

２点目の１００１設置へ向けての取り組みにつ

いてでありますが、２３年６月には設置１１００

１を目指し、さまざまな方法をもってＰＲされて

いるとのことでありますが、市民が理解を示さな

ければ難しい目標とは思います。設置によるメリ

ットも含めたその工にさせる広報活動を要望いた

します。

改めてお伺いいたしますが、住宅用火災警報器

を設置したからといって火災が起こらないわけで

も、またなくなるわけではございません。いかに

被害を少なくするかだと思います。名寄市として

は、住宅用火災警報器の設置後及び作動時の対応

の対策をどのようにとられるよう考えておられる

のかお伺いいたします。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま持田議〇福祉事務所長（小山龍彦君）

員のほうから２３年３月までに申請されなかった

方についてはどうなるのかという部分と、それか

ら広報活動をするようにという部分と、それから

火災警報器作動時の対応について、３点について

再質問がございました。それで、今回の火災警報

器の設置につきましては、国の生活対策臨時交付

金を活用してという考え方で、通常であればなか

なか難しいのかなという部分を今回の交付金を活

用してやりましょうということになりました。そ

れで、先ほど最初のほうで７０歳という部分もあ

ったかと思うのですけれども、福祉事務所で担当

しております各種福祉サービス等の中での年齢基

準がいろいろあるのですけれども、最近平成２０

年に策定いたしました除排雪サービスの条例改正

の中で目標とする年次を７０歳ということで、今

回７０歳の方ということで独居高齢者世帯を地図

の上で６ッピングで検索したら、額 ４００世帯

があったということで、そういうものも踏まえた

中で ７００世帯程度の申請があるのかというこ

とで、そういう部分で７０歳ということで考えて

おりまして、ただこれを予算化する前段で、では

来年になったらどうするのだという部分が議員の

御質問の部分で同じ議論になりまして、来年１年

も設置するとその次からはもう必置義務になって

くるので、予算の査定の段階では来年部分につい

てもこれから検討しなければならないのかなとい

うような議論になっております。

それから、今現在そういった意味から進めてお

ります火災警報器が昨日まではちょうど５０基だ

ったのです。名寄地区で３３基、風連地区で１７
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基の５０基だったのですけれども、市民すのロビ

ーのほうに定人給付金の申請の窓口が開かれてお

りまして、そこで申請された帰りにこちらのほう

に警報器の申請に寄っていただく方がおられまし

て、議会に入る前には５３基ということでふえて

いるところでございます。

それから、いわゆる１００１設置に向けての広

報活動ということでございますけれども、私ども

の福祉事務所のほうの対応としてはこういった形

でぜひつけていただきたいというふうになるので

すけれども、具体的な活動につきましてはやはり

消防署のほうの住宅を周回するなり、いろんな研

修会等での啓蒙でやっていくしかなかなか設置と

いう行動に結びついていかないのかなというふう

に思っております。

それから、最後になりますけれども、住宅用火

災警報器作動時につきましては、消防署の署長に

確認いたしましたところ、とりあえず警報音に工

がついたら、高齢者や幼児及び障害を持っている

方はすぐ避難して近所の方に知らせてくださいと

いうことで、本当に火事が起きているとき、警報

器が鳴っているということは当然火事が起きてい

るかもしれないのですけれども、誤報かもしれま

せんけれども、とりあえず鳴ったらすぐ外に避難

し、１１９番通報するということで。それで、た

まさかちょっと年齢的にちょうどいいところにい

る方について、発見が早く、火災の状況について

落ちつきを取り戻されて、なおかつ逃げ道が確保

できるというような状況があったときに、そこも

まだ状況なのですけれども、火が天井に燃え移っ

ていなかったら、消火器で消火が可能というよう

な部分は消防署の署長はおっしゃっていましたけ

れども、なかなか難しいのかなというのが感想で

ございます。

億上、答弁といたします。

持田議員。〇議長（小野寺一知議員）

ありがとうございまし〇７番（持田 健議員）

た。市民の安全、安心な生活のために今後ともよ

ろしくお願いをいたしたいと思います。

これで私の質問を終わらせていただきます。

億上で持田健議員の〇議長（小野寺一知議員）

質問を終わります。

億上で本日の日程は〇議長（小野寺一知議員）

すべて終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

御苦労さまでした。

散会 午後 ４時０４分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 小野寺 一 知

副 議 長 熊 谷 吉 正

署名議員 佐々木 寿

署名議員 田 中 之 繁
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開議 平成２１年３月１９日（木曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．出席議員（２６名）

議 長 ２６番 小 野 寺 一 知 議員

副議長 １９番 熊 谷 吉 正 議員

１番 佐 藤 靖 議員

２番 植 松 正 一 議員

３番 竹 中 憲 之 議員

４番 川 村 幸 栄 議員

５番 大 石 健 二 議員

６番 佐 々 木 寿 議員

７番 持 田 健 議員

８番 岩 木 正 文 議員

９番 駒 津 喜 一 議員

１０番 佐 藤 勝 議員

１１番 日 根 野 正 敏 議員

１２番 木 戸 口 真 議員

１３番 高 見 勉 議員

１４番 渡 辺 正 尚 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 山 口 祐 司 議員

１７番 田 中 好 望 議員

１８番 黒 井 徹 議員

２０番 川 村 正 彦 議員

２１番 谷 内 司 議員

２２番 田 中 之 繁 議員

２３番 東 千 春 議員

２４番 宗 片 浩 子 議員

２５番 中 野 秀 敏 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 佐 藤 健 一

書 記 間 所 勝

書 記 松 井 幸 子

書 記 高 久 晴 三

書 記 熊 谷 あ け み

１．説明員

市 長 島 多 慶 志 君

副 市 長 中 尾 裕 二 君

副 市 長 小 室 勝 治 君

教 育 長 藤 原 忠 君

総 務 部 長 佐 々 木 雅 之 君

生活福祉部長 吉 原 保 則 君

経 済 部 長 手 間 本 剛 君

建設水道部長 野 間 井 照 之 君

教 育 部 長 山 内 豊 君

市立総合病院
内 海 博 司 君

事 務 部 長

市 立 大 学
三 澤 吉 巳 君

事 務 局 長

福祉事務所長 小 山 龍 彦 君

上下水道室長 和 田 博 君

会 計 室 長 成 田 勇 一 君

監 査 委 員 森 山 良 悦 君
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昨日に引き続き本日〇議長（小野寺一知議員）

の会議を開きます。

本日の会議に佐藤勝議員、谷内司議員、田中好

望議員より遅延の申し出がありましたので、御報

告をいたします。

日程第１ 会議録署〇議長（小野寺一知議員）

名議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８０条の規定

により、

８番 岩 木 正 文 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

を指名いたします。

日程第２ これより〇議長（小野寺一知議員）

一般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

農業政策について外１件を、竹中憲之議員。

おはようございます。〇３番（竹中憲之議員）

議長より指名がございましたので、さきの通告順

に従って、大項目で２点について質問をさせてい

ただきます。

１点目は、農業施策についてであります。日本

の食料自給率のピークは１９６０年、昭和３５年

の７９％という数字が残っております。その熱供

給量の４５％が米の消費でございました。日本の

食生活の変化に伴い、米の消費量が減少し、承知

のとおり現在の日本の自給率は４０％を切ってい

るという低い数字になっております。結果として、

６０％以上が海外からの輸入に頼っているという

ことになるわけであります。現在米の消費量増加

に向けて活用方法を含め、米粉も含めて研究がさ

れているわけでありますが、０７年の消費は２３

％とピーク時の半分に激減をしております。日本

における輸入品目で、特に畜産物、油脂類、小麦

類については１９６５年の類 ５類を輸入に類類

をしている状況にあるわけであります。特に酪農、

畜産は、その飼料の大部分を輸入に頼っている現

状にあることから、国内生産をされても自給率が

低いというのが今の数値であります。２００５年

のデータを見ますと、国内野菜のシェアは家庭消

費で７８％、加工、業務用で６８％となっていま

す。酪農、畜産にかかわって自給率の上げるため、

また安全、安心な酪農、畜産品を提供するための

努力、研究が今必要とされています。

昨年の第２定で、農地の流動化に伴う農地の集

積状況について質問をいたしました。集積、売買

も賃貸もスムーズに行われているということで答

弁がございました。しかし、３８％の方が高齢で、

そのうち離農者と営農の縮小で１８％の農業従事

者がいるということでございました。今後ますま

す農業従事者の高齢化が進んでいくことから、遊

休地、非農耕地の活用を進めなくてはならないと

いうふうに私は考えています。道内の耕作放棄地、

非農耕地は、類９万ヘクタールというふうに言わ

れていますけれども、名寄における遊休地、非農

耕地は周辺自治体より少ないと報道もされており

ました。北海道は、食料基地として今日まで日本

の食を支えてきました。遊休地の作付、作物の研

究が必要になっているのではないかと思っていま

す。特に酪農、畜産飼料の作付が重要ではないか

と思っているところでございます。そこで、行政

としての活用あるいは研究しての考え方はあるの

かどうかについてお知らせを願いたいというふう

に思います。

２つ目は、現在世界的に穀物のバイオ燃料化や

気候の変動、新興国の需要増加などで、穀物の急

激な高騰が進んでいるわけであります。原油の高

騰により国内でも穀物のバイオ化、燃料化が進め

られています。政府は、バイオ燃料化に力を入れ

ておりますが、農業、酪農、畜産に対する予算措

置もしておりますが、金銭だけでは限界だと私は

思っているところであります。安心、安全な食料

を消費者に供給し、北海道としてはこの安心、安

全な食料を供給し始めて久しいわけですが、自給

率を上げる、アップする問題は量としてしかあら

平成２１年３月１９日（木曜日）第１回３月定例会・第５号
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わされず、質の問題はどうしても横に置かれてい

るというのが今の現状だというふうに思います。

名寄では、イエス・クリーン農業の推進を図って

おりますけれども、道の認可を受けている作物の

種類、農家戸数等生産量についてお知らせを願い

たいというふうに思います。

また、２１年度の北海道の政策として、新しい

事業が幾つかありますが、名寄として新しい施策

はどのようなものがあるのかについてもお知らせ

を願いたいというふうに思います。

２点目は、名寄における教育についてでありま

すが、教育行政執行方針にかかわってお聞きをし

たいというふうに思います。１つは、特別支援教

育についてでありますが、施行されて２年が経過

をするわけでありますが、コーディネーターの配

置、校内委員会あるいは連絡会議、専門家チーム

設置、巡回相談、授業観察、保護者との面談など

を進め、指導計画を策定してきたと思いますが、

特別支援教育の現時点での成果と結果についてお

知らせを願いたいというふうに思います。

２つ目は、新学習指導要領についてであります。

昨年小中学校の新しい学習指導要領が告示されま

した。小学校は平成２３年から、中学校は平成２

４年から実施となるわけであります。実施に向け

て２年あるいは３年の移行期間、移行措置があり、

本格実施に向けて取り組むことを明確にしており

ますが、国、政府の指導方針は決定していると思

いますが、現時点での移行に伴う問題点はどのよ

うなことがあるのかについてお知らせを願いたい

というふうに思います。

以上でこの場からの質問を終わります。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

おはようございま〇経済部長（手間本 剛君）

す。ただいま竹中議員から大きな項目で２点にわ

たりお尋ねをいただきました。１点目につきまし

ては私のほうから、２点目につきましては教育部

長からのお答えとなりますので、よろしくお願い

をいたしたいと思います。

初めに、遊休地活用対策についてのお尋ねをい

ただきました。近年全国的に中山間地域を中心に

耕作放棄地が増加いたしまして、平成１７年度に

は東ははの面積の類 ８類に相はする３ ６万ヘ 

クタールに及び、その実態把握のために昨年４月、

農林水産省が全国的に耕作放棄地の全体調査を実

施するとし、は市におきましても要領に基づき調

査を行ってまいりました。調査の実施体制は、市

町村、農業委員会が行い、耕作放棄地の状況に応

じて１筆ごとの区分を行うものとなっております。

区分とは、１つには人力、農業用機械で草刈り、

耕起、抜根、整地を行うことにより直ちに耕作す

ることが可能な土地、２つ目には草刈り等では直

ちに耕作することができないが、基盤整備を実施

して農業利用すべき土地、３つ目には森林、原野

化しているなど農地に復元して利用することが不

可能な土地の３通りに分けて実施をいたしている

ところでございます。調査の手順では、産地づく

り対策、中山間事業、農地・水・環境保全向上対

策事業での対象農地を除きまして、登記簿地目が

農地となっている箇所を航空写真で模索し、疑問

のある箇所を１０月末に農業委員、農業委員会事

務局、農務課、上川支庁で現地調査を行いました。

その結果、直ちに耕作することが可能な土地が

２ヘクタール、基盤整備を実施して農業利用すべ

き土地が １ヘクタール、農地に復元して利用す

ることが不可能な土地、つまり非農地が１ ９ヘ

クタールとなり、は面名寄市では耕作放棄地とし

て ３ヘクタールの対策をてて機て、て体でて成

する名寄市農業・農村振興審議会において協議を

していくことといたしております。現地調査を行

った中では、今後条件不利地において耕作放棄地

の懸念の農地が見受けられますので、引き続き注

意を払っていく必要があるというふうに考えてい

るところでございます。

また、耕作放棄地での酪農、畜産飼料の作付が

重要ではとのお尋ねてございますけれども、は市

におきましても自給飼料の安定的な供給は重要な
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課題でありますが、水田転作で４７６ヘクタール

の作付がございます。生産者の機械も大型化して

きておりまして、耕作放棄地などの条件不利地で

の作付は基盤整備を含め、新たな投資も必要なこ

とから、敬遠されている状況になっているのでは

ないかというふうに思っております。今後とも農

業情勢に注意を払い、さまざまな面から耕作放棄

地対策を検討していくことが必要というふうに考

えているところでございます。

次に、クリーン農業の拡大と支援についてお答

えをいたします。は市におけるイエス・クリーン

の認証は、トマト、ピーマン、ニンジン、大根、

タマネギ、大豆、ソバ、モチ米、ウルチ米の９品

目、作付面積では３４５ヘクタール、生産量総体

では ０５０トン、延べで４００戸の生産者が取

り組んでおります。また、エコファーマーの認定

は６戸、１３ヘクタールの取り組みとなっており

ます。は市では、初めてイエス・クリーンの認証

を受けてから７年が経過したところでありますが、

は初はイエス・クリーンに取り組む生産集ても毎

年２ないし３集て、面積も多くありましたが、近

年は頭打ちとなっているのが現状でございます。

イエス・クリーンの取り組みを推進する北の恵み

クリーン農業推進協議会、これはて成といたしま

してはＪＡ、普及センター、農業委員会、行政、

生産集てで、毎年登録や実績、普及等について協

議を重ねておりますが、生産者は価格に反映され

ない、手間がかかる、収益性が低いなどなどの課

題を提起されており、頭打ちの原因は経済性の問

題が大きいと考えているところでございます。Ｊ

Ａでも差別化商品としての販売に限界があるのも

実態のようでございます。今後の対象品目や面積

の拡大につきましては、自然環境に配慮すること

や食の安全、安心にて心が高まっていることから

も、北の恵みクリーン農業推進協議会の中で拡大

に向けた協議をしてまいりたいと思っております。

支援につきましては、水田の産地づくり対策に

おいてイエス・クリーン、エコファーマーの認証

を受けている作物、食の安全、安心推進対策に対

しまして野菜園芸作物は１０アールはたり１万円、

畑作物１０アールはたり ０００円を加算してお

りまして、平成２０年度におきましては１７３ヘ

クタール、金クにして ２００万円を支援してい

るところでございます。

平成２１年度の新しい施策についてのお尋ねを

いただきましたが、継続事業が中心でございます。

主な事業といたしましては、農業農村整備事業で

新規の名寄東地区が農地集積過疎化基盤整備事業

として着工いたします。近代化設備につきまして

は、ＪＡ道北なよろが事業主体となりまして、農

山漁村活性化プロジェクト支援交付金の実施の米

の調製施設として色彩選別機導入事業、総事業費

では１で ０００万円、国費でで金で ９００万 

円、市でで金といたしまして ５５０万円を計画

いたしているところでございます。水田農業のて

連施設といたしましては、国の平成２０年度第２

次で正予算で決定した平成２０年産主食用水稲作

付面積に交付する、つまり水田フル活用推進交付

金、１０アールはたり ０００円、総クにいたし

まして ４７７万円が交付されますほか、従まか

らの米の需給調整施策として産地確立交付金事業

及び水田等の有効活用と食料自給率の向上を図る

ための水田等有効活用促進交付金事業が平成２１

年度から新たに３カ年間実施されることとなりま

した。また、認定農業者等が農業機械施設の整備

に融資残の自己負担部分に対するででを受ける地

域担い手経営基盤強化総合対策実験事業では、平

成２１年度で申請で１４１経営体、事業費では類

７で ０００万円、でで金に置きかえますと２で

８４０万円を要望いたしているところでござい

ます。

以上、お答えを申し上げました。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、教育政策〇教育部長（山内 豊君）

についてお答えをいたします。

初めに、特別支援教育についてお尋ねがありま
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した。名寄市におきましては、平成１８年度に名

寄市特別支援教育推進計画を策定し、全道に先駆

けて制度設計を行い、特別支援教育の充実を図っ

てまいりました。推進計画においては、各小中学

校で特別支援教育コーディネーターを指名すると

ともに、校内委員会を設置し、校内体制の整備を

図ることとし、さらに名寄市単独で名寄市特別支

援連携協議会及び名寄市専門家チームの設置を行

ってまいりました。学校等への支援体制といたし

ましては、専門家チームによる巡回相談を行い、

保護者や学校へよりよい指導に向けてので言を行

ってきております。また、名寄市教育委員会では、

学校、保護者の要望を受け、名寄市立大学、名寄

市立総合病院の協力のもと、専門家チーム委員に

よる発達検査を実施してきてございます。さらに、

今年度から学習支援員を小学校３校に、介護員を

１校に配置するとともに、平成１９年度から継続

して実施しておりました名寄市立大学との協定に

よる学生支援員を小学校２校に拡大して配置して

きてございます。平成２０年度におきましては、

文部科学省の委託事業でありますグランドモデル

地域を全道で初めて指定を受け、個別の支援計画、

スクラムの作成を行ってまいりました。これは、

福祉、労働、教育などの各てて機ての連携のもと

に子供たちの継続した支援を行うものであり、今

後ともこのスクラムの普及活動を図ることで保護

者や一般教職員の制度理解の促進を図り、スクラ

ム、より充実した支援ができるよう取り組んでま

いりたいと考えております。

次に、新学習指導要領についてお尋ねがありま

した。新学習指導要領の移行措置につきましては、

文部科学省は平成２１年度から年度ごとに段階的

に取り組む内容を移行措置てて規定として示し、

これを受けて北海道教育委員会では小中学校教育

課程移行措置の手引を発行し、各年度ごとの取り

組む内容を具体的に示しております。各学校にお

いては、これら手引等に基づき、事業等の内容を

具体的に示した教育課程を編成しているところで

あり、教科等におきましては移行期間中に新しく

付加される内容等もございますので、学び漏れの

ないように校長会などを通して学校間の連携を図

りながら準備を進めているところであります。名

寄市教育委員会といたしましては、付加される新

しい学習内容における教材などの準備では、理科

教育設備整備等国庫でで金の活用や名寄市におけ

る教材、教具等整備事業等により学校ごとに新し

く整備してまいりたいと考えております。また、

小学校に新設される英語活動につきましては、文

部科学省が発行する英語ノートの活用や現在各学

校に派遣しておりますＡＬＴと民間塾との委託契

類による外国人講師の３名の配置を見直すととも

に、民間塾の外国人講師の指導時間数の増加を行

うことで対応を行っていくこととしてございます。

授業時間の増加にかかわり、日課表の変更への対

応等、今後も取り組むべき課題が残されておりま

すが、保護者との十分な協議のもと、各学校の創

意と工夫によって解決されるものと考えており、

教育委員会といたしましては今後も校長会等を通

して各学校が遺漏なく、新学習指導要領への実施

準備が整えられるように支援してまいりたいと考

えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

竹中議員。〇議長（小野寺一知議員）

答弁いただきましたか〇３番（竹中憲之議員）

ら、再質問をさせていただきたいというふうに思

います。

若干前後するかもしれませんが、御了解をいた

だきたいというふうに思います。１つは、農業問

題、遊休地の活用を含めて、今日まで名寄ではい

ろんなことをやりながら、あるいは各農家での努

力をしながら、作物の種類も含めていろいろやっ

てきているだろうというふうに思いますが、さき

の同僚の佐藤靖議員から名寄における基幹産業と

しての農業の位置づけということで、農業を生か

すまち、あるいは農業を中心にしたまちづくりと

いうことが提起をされておりました。中身的に新
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しい施策というのは、先ほどの答弁の中でいくと

ないということで、名寄単独の事業はないという

ことでありますけれども、道の施策見ますと結て

新しい事業があるのでありますが、しかし名寄に

使える事業がどうも見はたらないなというのが率

直な中身でありまして、私はこれ手の挙げ方がち

ょっとまずいのかなというふうにも思っています。

これは、ちょっと雑談で申しわけないのですが、

手の挙げ方が真っすぐ挙げるのか、万歳に挙げる

のかというのも、これは冗談ですが、そういうの

もありますが、行政として本はに名寄としてやる

ことをどう上部にもきちっと訴えていくかどうか。

単独でできないとしたら、そういうこともきちっ

とやっぱりやっていく必要があるだろうし、国の

施策として自給率を上げるということも含めて、

実はこれは北海道だけの問題ではないのですが、

特に北海道が日本の食を担っている。２００以上

の率を持っているわけでありますから、そういっ

た意味では普通の農業、畑作、水田農業の扱いに

ついては少しずつ改善はされていくのだろうと思

いますが、やっぱり一番自給率を上げたりするこ

とが重要になってきているのが酪農、畜産が重要

かなと。ただ、名寄については酪農、畜産はそう

多くはありませんから、草地や何かも一定程度賄

えているというような状況になっているのだろう

と思いますが、１つに名寄では減反に伴う休耕田

ないということでありますから、これは今後の研

究課題も含めてということになるのでありますが、

青森で養鶏用の飼料稲作をつくって、鶏に還元を

しているという報道を実は聞きました。これがど

のぐらいの収益になるのか承知をしていませんが、

そこまで調べていませんが、通常の米よりも収量

はあると。それが必ずしもここへ持ってきてなる

かどうかというのはわかりませんが、そういう研

究も一方では私は必要ではないのかなというふう

に思っていますので、そんなところの考え方含め

て、あるいは過日の新聞報道によりますと酪農の

デントコーンの扱いについても５年が３年にだと

思いましたが、なって、拡大できる状況も出てき

ているようでありますが、先ほど言いましたよう

に畜産が多くないということではそれもそう望め

ないのかなと思いますが、そんな研究の扱いも含

めて、これは名寄だけでできないというふうに見

ますし、北海道上川農業試験場や何かも含めて、

そんな課題も含めてちょっと上げてはどうかと思

いますが、そのことについて答弁を求めます。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

今とりわけ酪農の〇経済部長（手間本 剛君）

部分の自給飼料にかかわったお話をいただきまし

た。御案内のとおりこの地帯は、酪農はちょっと

ありますけれども、水田、畑作を中心とする経営

形態が多いということでございまして、かつては

米に対する一定程度の制類がありましたものです

から、転作にかかわる手厚い機械類導入も含めて、

施設導入も含めてのそういった支援措置がござい

ました。今道のほうでも私どものほうで一定の要

望期間の手続が年間に幾つもあるわけですから、

そのたびあるごとにこの地域の抱えている課題等

について、道のほうにも国のほうにも要望として、

市長会等々も通じながらさせていただいていると

ころでございます。御案内のとおりこの地域の分

につきましては、今水稲及び畑という、畑も一部

何をつくったらいいのかという部分は農業振興セ

ンターのほうとも連絡をとりながら、新たな奨励

作物が見つけられないのかというようなことで探

りもさせていただいております。そんなことでは、

この地域に合った、この地域ならではの農業経営

というのをやっぱり追求していかなければならな

いのだろうというふうに思っております。

さて、今御案内のとおり御提案をいただきまし

た荒廃地、遊休地のててでございます。これにつ

きましては、正直申し上げまして過去の答弁の中

でも農業センサスを前提に５９ヘクタールという

ふうにお話をさせていただきました。この５９ヘ

クタールの数値というのは、農家生産者の方々の

ほうにこれから経営がなかなか難しい、あるいは
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高齢になってきたから経営が続けられないと、こ

んなことの中から、生産者の方々の思いの中で積

み上がった数字が５９ヘクタールということでご

ざいまして、現在あるというふうには私どもは受

けとめておりません。先ほど言いましたように、

実実に調査したら 何ヘクタールがあるなという

ふうな思いをしているわけでございます。問題は、

国のほうも耕作放棄地に対する、遊休地に対する

施策を２１年度から出してまいりました。そんな

ことでは、また取り組みをさせていただきますけ

れども、せっかく皆さん方が時間を費やして、先

輩の方々が耕してきた土地をしっかりと守るとい

うことが必要なのでしょうし、また一方では手が

届かないものにつきましては放棄地にしておくと

いうのも、これも有効利用にはならないわけです

から、それらにつきましてはやっぱり一定の線引

きをしながら、林地化も部分的には条件不利地に

なるのでしょうか。そういったものは林地化をし

ていくと。林地化で有効な土地利用を図っていく

と、こういうこともやっぱり大事なのだろうとい

うふうに思っておりますから、そこら辺の加減は

またてて機て、農業委員会、ＪＡ、普及センター

等々も連絡とり合いながら、ひとつできるだけ土

地の有効利用に向けて取り組みをしていきたいし、

国の制度も道の制度も有効に使えたらなと、こん

な思いで今取り組みをさせていただこうと思って

おりますので、御理解いただきたいと思っており

ます。

竹中議員。〇議長（小野寺一知議員）

遊休地の利用、活用に〇３番（竹中憲之議員）

ついては、どういうものがいいのかも含めて研究

していただいて、精いっぱい自給率上げる、ある

いは農家の収入を上げるということを考えていた

だきたいというふうに思います。

それで、実は近年作物の品種改良が非常に進ん

で、承知のように小麦もかなり道内でできる、あ

るいは日本でできる小麦がふえてきています。パ

ンにいいのか、あるいはうどんにいいのかという

ことでやってきていますけれども、現実小麦だけ

を見たときに内麦と外麦の価格差も変わってきて、

需要率もすごく伸びてきているということもある

というふうに聞いていますから、そんなところも

畑作にかかわっての遊休地の活用だとか、そうい

うのも考える必要があるのかなというふうに思っ

ています。過日の新聞で、減反政策にかかわる作

付のあり方について、実は水田等有効活用促進対

策というのですか、この中身についてマスコミで

報道されていましたけれども、この中身が地域水

田農業推進協議会で議論を進めていただいている

というふうに報道されていました。中身がどのよ

うに議論を進めているのか承知をしていませんが、

行政としてどのようなことをこの協議会の中で求

めているのか、あるいは行政としてどういうふう

にしたいのかについてあれば、若干お聞かせを願

います。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

農業の年度、年度〇経済部長（手間本 剛君）

の組み立て方につきましては、先般どなたかお話

ししましたけれども、代表質問の中でもあったと

思うのですが、常に目まぐるしく変わると、農政

が。したがって、まず私どもは注視しているのは

ま年度といいましょうか、新年度に農業施策がど

ういうふうなことで展開されるのかというのがま

ず最初に押さえることでございます。その次に、

それを待たないで道の施策がそれについてどうい

うふうにまるのかというようなことでございます。

それと、一方、この地域の中ではどういった課題、

問題点があるのかというようなことで取り組みを

させていただいております。とりわけ主たる産品

につきましては、水稲を中心にしながら畑作と。

一部施設園芸等もありますけれども、そういった

ものがやっぱり中心に議論されるということにな

ろうかと思いますが、そういった課題をこの地域

の中でどう取り組めるのか。それと、時間的な制

類もあります。直ちにま年取り組めるということ

には、勢いならない場合もあるのです。やっぱり
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生産者の方々に理解を得て、一定の時間を理解を

求めて合意をつくっていかないと、なかなか実行

に移しづらいという歯がゆさもあります。したが

って、私どものほうは推進協議会の中でたびたび

会合開かせていただいて、御意見等を拝聴させて

いただいております。できるだけそういった皆さ

ん方、生産者の声を聞いて、国の制度あるいは道

の制度を有効に活用しながら、地元の方々の組織

て成も頭に入れながら、地域の振興を図っていき

ますし、あるいは先ほどちょっと申し上げました

農業振興センターの利活用につきましても積極的

に図っていって、今取り組みを進めているところ

でございますので、御理解をいただきたいと思っ

ております。

竹中議員。〇議長（小野寺一知議員）

農業政策について今答〇３番（竹中憲之議員）

弁ありましたように、毎年毎年というか、２年か

そこらで簡単に変わるという、そういう状況の中

で、地方の行政政策だというのも大変だというふ

うに思いますが、精いっぱい各ててとも協議をし

ながら、よりよい政策をするために努力を求めた

いというふうに思います。

次に、イエス・クリーンの扱い、先ほど手間本

部長のほうからイエス・クリーンも大きく膨れ上

がっていないという状況が実は答弁がありました。

こんなことを言うと年寄りみたいですが、６０超

えていますから年寄りですが、かつては蔬菜専業

農家、あるいは蔬菜専業て地というくくりをしな

がら、蔬菜や何かを中心にしてやってきた。その

ころは、今と違いまして２町、３町で飯が食える、

そういう状況でしたけれども、今は蔬菜中心にい

えばそういう状況にならないという状況で、反別

も非常に広くなってきています。私は、イエス・

クリーンがなぜふえていかないのかというのが非

常に気になっています。出荷するのも同じ箱です

し、中身的には若干のイエス・クリーンのわかる

ような方法もなっていますけれども、ただ苦労し

て化学肥料を少なくして、有機肥料を使って、そ

して減農薬でということになってくると、慣行作

物との収量の差が実は開いてくるのです。そこで、

イエス・クリーンと慣行の価格が変わらないとし

たら、それはもう完全に慣行に戻ってしまうとい

うのが私はあるのではないのかと。そこで、ＪＡ

も含めてこのイエス・クリーンをどう広げるかと

いうこと。安全、安心な食料をどう広げていくか

という意味でいくと、もう少しこのイエス・クリ

ーンの扱いについて広く名寄市も、それからＪＡ

もやっぱり宣伝をしていく必要があるのかなとい

うふうに思っているわけですけれども、この扱い、

私もではあなたどうやってやるのと言われると、

きついのでありますが、それぞれの行っている市

場での扱いだけでは済まないと私は思うのです。

仲買人、小売人に行くことによって、だんだん中

身が慣行と変わらなくなるという状況にあるわけ

ですから、そんなところの宣伝も含めてやる必要

があると思いますが、行政としてはどう考えるで

しょうか。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

今イエス・クリー〇経済部長（手間本 剛君）

ン、エコファーマーの取り組みの部分がどうも一

歩前に進んでいかないということなのでしょうけ

れども、結局は結論はどう皆さん方にそういった

商品に対する理解をしていただけるのかというこ

とがやっぱりポイントだと思います。ＰＲもさる

ことながら、やっぱり生産される過程をしっかり

とわかっていただくということになろうかと思い

ます。これは、単にクリーン、エコファーマーと

いうふうに限らないで、この名寄の地で生産され

る農産物というのはこういうふうにしてつくられ

ているのですよと。手間がかかっているのですよ、

したがってやっぱり安全、安心に食べていただけ

るのですよというようなことをどういうふうにア

ピールするか、わかっていただくか。そのために

は、そういう過程の段階での圃場等に行っていた

だいて、足を運んでいただく催し物等やっている

のですが、そういったものも少ないかなと思って
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います。それから、もう一つは、やっぱり味わっ

ていただいて、違いがわかるということが大事な

のだろうと思うのです。そのことがちょっとやっ

ぱり足りないかなと、そんな率直な思いをしてい

ます。問題は、今お話しさせてもらいましたよう

に収量、それから手間がかかる、そういった不利

益条件ばかりが出てまいりますけれども、そうで

はなくして１つしっかりとした安全、安心と言わ

れる、胸を張ってやっぱり皆さんに食べていただ

けるというようなものをどういうふうに提供する

か。提供する場につきましても道の駅という場が

できましたから、あそこでもお米でも何でも扱え

るわけですから、そこら辺を通じてしっかりとだ

れだれさんの生産したこういったおいしいものは

やっぱりおいしいよということになっていかない

と、広がりを見せていかないのかなと、そんな思

いをしております。道の駅２年目に入りますけれ

ども、そこら辺の売り込みを含めてぜひとも取り

組んでいきたいなと。それから、エコファーマー

につきましてもできるだけ生産者の理解を得なが

らすそ野を広げていくよう努力はもちろんしてい

かなければなりませんし、やっぱりわかっていた

だけるような、そんな取り組みもしていきたいと

思っておりますので、御理解をいただきたいと思

っております。

竹中議員。〇議長（小野寺一知議員）

農業にてしては以上終〇３番（竹中憲之議員）

わらせていただきますが、行政としても調査研究

含めて精いっぱい努力をしながら、農業生産基地

としての、て地としてのよりよい農業経営ができ

るような、そういうことを求めておきたいという

ふうに思います。

次に、教育についてでありますが、支援教育の

扱いで、学校にもよるのでありますが、校内委員

会にかかわって教員の、あるいはスクラムもそう

でありますが、担は教諭の精神的あるいは肉体的

な負担が多くかかるのではないのかというふうに

思っていますが、その辺の教育委員会としての分

析あるいは対応がどうなっているかについて、ま

ずお聞かせをいただきたいと思います。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま特別支援教〇教育部長（山内 豊君）

育について、学校の担は者の実態についてという

ことで御質問ございました。学校の状況というこ

とでありますけれども、各小中学校では、対外的

な窓口ということで、コーディネーターを指名を

しているということでありまして、また学校内に

おいては校内委員会ということで設置をしており

ます。ここでは、いろんな取り組み内容を協議す

るということになっておりまして、単に対応して

いる教員任せにしないということであります。校

長を初めとして教頭、そして管理職なども含めて

学校体制として取り組んでいるという状況にあり

ます。また、それぞれの学校におきましてであり

ますけれども、保護者やてて機てとの相談対応、

こういうものが出てくるわけですけれども、ここ

においても担任だけではなくて、先ほど申しまし

たコーディネーターや管理職がともに参加して対

応していくということであります。こうしたこと

で教職員の特別支援教育の理解は大変重要という

ことでありますけれども、名寄市教育委員会では

こうしたことを踏まえまして、名寄市立大学、こ

こと共催をして、毎年特別支援の教育研修会とい

うものも開いてございます。ここでは、市内ばか

りではなくてこの上川北部管内あるいは全道から

もこの研修会に参加をしておりますけれども、教

職員の資質の向上に取り組んでいるということで

あります。今年度も名寄市立大学におきまして、

筑波大学や、あるいは横浜の療育センターから講

師を招いて、ことしも１００名以上の教職員が集

まって研修会を２月末に終えたという状況にござ

います。今後も特別支援教育の充実に向けて取り

組んでいきたいというふうに考えておりますので、

よろしくお願いいたします。

竹中議員。〇議長（小野寺一知議員）

先ほどの答弁でありま〇３番（竹中憲之議員）
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すと、学習指導員あるいは介護、学生支援員とい

うことで昨年よりふえるということでありますが、

確かに名寄大学との連携の中で今日までいいてて

になってきていますけれども、この学生支援員の

拡大、ことし２校になるということでありますけ

れども、その拡大について行政側から簡単にふや

せということには対応のほうもならないというふ

うに思いますが、今後の扱いについて、行政とし

てどのぐらいまで拡大をしていくのか、あるいは

大学と詰めているのかについて、もしあればお聞

かせを願いたいと思います。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

現在名寄西小学校と〇教育部長（山内 豊君）

東小学校に大学の協力を得て派遣をしているとい

うことであります。名寄市は、グランドモデル事

業ということで１年間ででをいただいております

けれども、その中で各学校に派遣をしている学生

の一部の交通費、そういったものもででをしてい

ると。ででと言ったら変ですけれども、そういう

ことをしているわけですけれども、今後において

今東小学校にもやっておりますけれども、今後の

部分については名寄市立大学と十分詰めていかな

ければならないのかなというふうに思っておりま

すし、また単にボランティアということではなく

て、名寄市立大学で学んでいる学生が将ま的に学

校で特別支援のサポートをすることによって単位

がとれないかどうか、そんなことも視野に入れて

考えておりますけれども、これも非常に難しい問

題だというふうには聞いておりますけれども、そ

ういったことが実現できれば学生にとっても非常

に張りのあるボランティア活動になるのかなと。

あるいは、単位修得のためには、学科の修得にな

るのだろうというふうに思っております。

以上です。

竹中議員。〇議長（小野寺一知議員）

特別支援教育の扱いで、〇３番（竹中憲之議員）

児童生徒が若干ふえてきているということを聞い

ていますけれども、実は一番気になるのが差別の

問題が一番気になるところなのです。昔は、各学

校にそれぞれいろんなことばの教室だとかなんと

かを持っていて、行けばわかるという状況でした

が、教育委員会として差別をさせないための指導

というのですか、そんなところについてどのよう

に指導をしているのかについてお聞かせを願いた

いというふうに思います。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

特別支援教育にかかわ〇教育長（藤原 忠君）

りましては、名寄は大変充実していると、こんな

ふうに自負しているところであります。現在特別

支援学級というのは、小学校で２５学級、中学校

で１０学級ということで、管内一ではないかなと。

そういう学級数に応じて教職員もしっかりと配置

されているということから、先ほどの御質問の先

生方への過重負担ということも名寄の場合はかな

り軽減されていると、こんなふうに考えていると

ころであります。

それから、特別支援学級への入級にかかわりま

しては、就学指導委員会を何回も開催しまして、

その中で保護者、それから医師、そして学校、こ

の３者がしっかりと連携をとりながら、入級の手

続を済ませているところであります。そのことに

よって保護者の意識をしっかりと把握していく。

そのことが第１点であります。もう一点は、校内

の活動においては、もちろん特別支援学級の一番

のねらいは自立でありますので、健常児といいま

しょうか、障害のない子供たちと常に同一の活動

をするように心がけているところであります。た

だ、学習障害であれば算数や数学がうまく勉強で

きない。そういうときにはもちろん特別支援学級

でしっかりと学ぶ。しかし、通常の学芸会とか運

動会とか、そういう活動はすべて健常児と一緒に

行うと。こんなことで差別とか、あるいは偏見と

か、そういうものをしっかりと払拭していくよう

に努めているところであります。

竹中議員。〇議長（小野寺一知議員）

そのように差別の出な〇３番（竹中憲之議員）
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いような指導を求めておきたいというふうに思い

ます。

質問をかえさせていただきますが、新学習指導

要領のててで、小学校１年生が週２時間増になる

ということが出ておりますけれども、各学校で総

合学習時間というのをそれぞれ持って、年間の行

事等も含めてそこでやっているのだと思いますが、

そこで総合学習の時間の調整がかなり時間的には

窮屈になってきてしまうのではないのかというふ

うに実は思っています。現実中学校もそうであり

ますが、今日までゆとりのある教育といいながら

も結果的には２時間なり３時間の授業時間がふえ

ていくという、そういう状況でありますから、そ

んなところで私は大きな問題点として出はしない

のかということで質問をさせていただいたところ

なのですが、実は結果として年間調整するのが２

学期後半、３学期ということが調整の状況になる

のだということです。特にことしのようにインフ

ルエンザがふえて学級閉鎖、学年閉鎖すると、平

日３日も休むと１２時間や２０時間黙っていって

しまうわけです。そうなってくると、結果として

後ろに詰め込みということもあり得る。その前段

では調整を図っているのでしょうけれども、そう

いうこともあるものですから、私は非常に中身に

ついて危惧をしているということはそういうこと

でありまして、中学校でも小学校でも同じような

ことが言えるのではないのかというふうに思いま

すが、その辺での総合学習にかかわるところも含

めて今後どういうふうに各学校に指導をしていく

のかについてお聞かせ願いたいというふうに思い

ます。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

今御質問のあったと〇教育部長（山内 豊君）

おり、非常に難しい問題が出てきております。各

学校で年間のカリキュラムを立てて、年度で消化

をしていくといいますか、それを進めていくとい

うことになりますけれども、今回の学習指導要領

の改訂におきましてはそういった今竹中議員がお

っしゃったような対応をせざるを得ない問題が出

てきております。これらについては、その改正の

内容が出てきた段階で校長会あるいは教頭会の中

でも早目に準備をしておくようにということで話

をしております。各学校においてもそうしたこと

を踏まえて移行措置に向かいまして、各学校の中

でそうした問題点が生じないような取り組みを進

めているということで御理解いただければなとい

うふうに思います。

竹中議員。〇議長（小野寺一知議員）

２年、３年と準備期間〇３番（竹中憲之議員）

がありますから、問題点のないようにと。特に子

供に負担のかからぬように、児童生徒に負担のか

からないような学校運営を求めておきたいという

ふうに思います。

それで、ちょっと最後になりますが、教育長の

教育行政執行方針の中で、実は２ページに学校職

員評価制度が新たに入ったと。そこで、教員の意

欲と質の向上を目指してというふうになっていま

すが、この中身についてどのような評価制度なの

かについてお聞かせを願いたいというふうに思い

ます。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

学校職員の評価制度〇教育部長（山内 豊君）

につきましても、内容等も非常に難しい問題がご

ざいますけれども、これらについては個々の学校

職員の資質の向上、そういったこと、あるいは学

校の活性化、そんなことでこの制度ができたとい

うふうに理解をしております。その中で学校職員

の評価というのは、人が人を評価するという部分

なので、非常に難しい問題がございますけれども、

管理者であります校長や教頭と話し合いながら、

教職員のみずからの目標を立てて１年間やってい

くのだということでの目標設定をする。そして、

それを進めていくということになってございます。

今後もこれらについては、こうした評価制度が出

てきた段階で、先ほど申しましたように毎月校長

会、教頭会を開いておりますけれども、これら逐
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次通知が入る中でこうした内容だということも含

めて話をしておりますし、まず目的に沿った教職

員が元気で学校の活動に励むといったことが大前

提でありますから、余りあつれきのないような、

そういったようなことでの校長会、教頭会でのお

話もさせていただいているということで御理解い

ただければというふうに思います。

竹中議員。〇議長（小野寺一知議員）

私は、なぜこのことを〇３番（竹中憲之議員）

質問したかというと、いろいろな民間でもそうで

ありますが、こういうものを導入したら、これは

個人評価ですから、必ず次にまるのが給与査定評

価につながるのです。ですから、私は心配してい

るのです。だから、名寄において給与評価あるい

は個人評価につながらないということで、この中

身について進めるということで理解をしてよろし

いですね。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

県費負担の教職員とい〇教育長（藤原 忠君）

いましょうか、名寄の小中学校の教職員はそうい

うふうに呼ぶわけでありますが、県費負担の教職

員については現在２つの評価制度が導入されてお

ります。１つが学校職員評価、今竹中議員のお話

のとおりでございます。それから、もう一つは、

給与を査定する評価も同時に進行しております。

この給料を査定する評価というのは、現在は勤勉

手はのみでございます。その中で導入されており

ます。そして、この類束事として、今懸念がござ

いましたが、学校職員評価と給与査定の評価は連

動させないというのが大前提になってございます。

したがいまして、あくまでも学校職員評価という

のは教員の意欲を高め、資質を高める、そういう

ために教員が年度ごとに自分の目標をつくり、そ

の目標がどれだけ到達できたか、このことを自己

評価するとともに管理職も評価していくと、こう

いう制度で進めていくものと考えております。

以上で竹中憲之議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

活力ある農業振興を目指してについて外２件を、

木戸口真議員。

ただいま議長のお〇１２番（木戸口 真議員）

許しをいただきましたので、通告順に従いまして、

一般質問をさせていただきたいと思います。

まずは、本日は名寄市内の小中学校の卒業式と

いうことで、例年ですと私も地元の卒業式に出て

いたわけですけれども、今回は定例会ということ

で日程が合わなかったということで、大変残念に

思いますし、またきょうは教育長を中心に定例会

ということでおられますけれども、こういったこ

とと重ならないように今後日程を決めていただけ

ればと思います。

それでは、本題に入らせていただきたいと思い

ます。島市政４年をまえ、一般会計で前年度ま

１％増の１９９で ２１５万円の大型予算案が発

表されました。特別企業会計を加えた予算クは３

９９で ０９９万円で、前年度対ま ５％増であ 

ります。市長選の公類でもありました合併協定、

新総合計画に基づいて風連地区、名寄地区の懸案

事業を推し進め、厳しい財政状況の中での大型予

算となりました。島市長任期の総仕上げの年でも

あり、積極的な取り組みとなったものと思うもの

です。今後進められる組織の機て改革、行政改革

を迅速に対応していただきたいと思うものであり

ます。

私は、本定例会に３件について島市長に質問い

たします。まず、大きなくくりとして１点目に、

活力ある農業振興を目指して、（１）、昨年から

の国実的な食料、穀物高騰、食の安心、安全が問

われ、肥料、資材費の高騰などによる食料危機の

年でありました。平成１９年度に新産地づくり交

付金対策３カ年がスタートいたしましたが、名寄

市においても統一され、事業が進められておりま

した。今回新たに平成２１年から平成２３年まで

の産地づくり交付金対策が予定されています。予

算規模は前年と変わらないようですが、どのよう

な対策になるのか、今後のスケジュールなど、ど
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のようになるのか。

次に、平成１７年から新たな中山間地域等直接

支払制度対策５カ年がスタートいたしました。集

落営農の持続的な取り組みなどを支援する事業で

あります。ことしは最終年度と思われますが、事

業の状況と基金残の運用についての考えと今後の

中山間地域等直接支払制度のあり方、考え方をお

聞きいたします。

（２）番目、グリーン・ツーリズムとは農山漁

村などに長く滞在し、農林漁業体験や地域の自然

や文化に触れ、地元の人々との交流を楽しむ旅の

ことをいいます。簡単に言うと、さまざまな田舎

暮らしを体験する企画でもあります。昨年名寄市

のグリーン・ツーリズム推進研究会を立ち上げ、

名寄市立大学学生の支援を受け、４戸の農家で農

業体験を行い、ことしの受け入れ準備を進めてい

ますが、昨年の事業の検証と今年度の取り組みと

考えをお聞きいたします。

（３）、農業情勢は、昨年の農業資材高騰によ

り今後の営農状況は厳しい現状にあります。国に

よる資材高騰対策も示され、各農家による対応と

なるようですが、地域によっては講習会などを開

催して的確なコスト低減対策に取り組むところも

あるようにお聞きしております。平成２１年度農

家のコスト低減対策の取り組みと経営改善、担い

手対策に資する国、道、市の支援で成対策は。

（４）、平成１９年度活力と潤いのある農業、

農村を目指してを掲げ、新名寄市農業・農村振興

計画１０カ年が策定され、地産地消推進計画を立

て、目標値を平成２１年度として進めております。

また、名寄市食育推進計画が平成２０年３月に作

成され、市民、子供たちに食の大切さ、生きるす

べであるなどの理解を求め、地域農業の大切さを

多くの市民に理解を求めているものです。さて、

名寄市において活発に行われている産学官の連携

による食育及び地産地消の取り組み状況と今後の

取り組みについての考えをお聞きいたします。

（５）、地方の経済状況は厳しく、大きくは第

１次産業の経済状況に左右されていることが大き

いと考えます。農業従事者の高齢化、担い手不足、

農畜産物の価格低迷など多くの課題を抱えている

名寄市農業にとって、市内の農畜産物の市内での

消費拡大は農家経済の安定や農業の持続的な発展

につながるものです。これらのことから、農商工

連携による取り組みによる新たな発想、協力が必

要と考えますが、国でもいろいろなでで事業もあ

ると思いますが、考えがあればお聞かせ願います。

次に、大きな項目の２点目に、名寄市社会福祉

の充実について、（１）、私は昨年の第３回定例

会で介護施設の介護スタッフ不足による利用施設

の定員が満たされない状況から、介護スタッフの

確保を求めたものであります。市長からも年度初

めに介護スタッフの増員に努めるとの話をいただ

きました。市の施設でもある特別養護老人ホーム

清峰園、しらかばハイツの取り組み状況をお聞き

いたします。

（２）、名寄市第４期高齢者保健医療福祉計画、

介護保険事業計画案が示されました。名寄市の介

護保険料については、給付費、準備金の取り崩し

などで保険料の上昇を抑え、現行と同クの据え置

きとの答申がなされました。本改定では、国が人

材確保のための２１年度から行う介護報酬３％引

き上げ分をどのように現場に反映するのかをお聞

きいたします。

大きな項目の３点目、地域医療の確立について、

（１）、全国の国立病院の経営状況は厳しく、稼

働率などが問われ、医療体制の縮小が余儀なくさ

れております。名寄市立総合病院では、旭川以北

では初のＩＣＵ病棟を開設し、救急病棟等の増設

がなされました。国が進める公立病院改革プラン

を示し、２０１１年度までに経営収支を黒字にす

ることを目的に、名寄市立総合病院改革プラン案

が示されました。改革プランでの黒字化に向けて

の大きな課題はどんなことか、また平成２１年度

の医師、看護師の医療スタッフ確保の状況等、現

況の勤務体制をお聞きいたします。
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（２）、北海道の高速道路網がかなりの部分で

整備がされ、救急の患者に対する対応が迅速にで

きる現状にあります。しかし、交通事故、幼児、

高齢者、産科などの高度な医療と緊急性が求めら

れる場面も数多く求められます。道は、新年度か

らドクターヘリを旭川を拠点とする道北圏と釧路

拠点の道東圏に導入され、既に導入済みの道央圏

とあわせ３機体制での運航をされる見通しとなっ

ております。これらのことから、今秋までに道北

圏に導入されるドクターヘリの名寄市としての対

応と取り組みについての考えをお聞きいたします。

以上、壇上からといたします。よろしくお願い

いたします。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま木戸口議〇経済部長（手間本 剛君）

員から大きな項目で３点にわたりお尋ねいただき

ました。１点目につきましては私のほうから、２

点目につきましては福祉事務所長から、３点目に

つきましては病院事務部長からのお答えとなりま

すので、よろしくお願いをいたします。

初めに、産地づくり対策の新たな３カ年の取り

組みと中山間地域は最終年になるけれども、今後

の状況と今後の取り組みの展望についてのお尋ね

をいただきました。平成２１年度までの産地づく

り交付金が新たに産地確立交付金として改正され

まして、平成２１年度から平成２３年度までの対

策となりました。見直しのポイントといたしまし

ては、既類産地の創意工夫を生かした取り組みを

継続的に支援するため、地域が単価を設定する仕

組みを維持しつつ、自給率向上に向けた効果が一

層高まるよう改善するとしております。ほぼ前年

対策の継続となっているというふうに理解をして

おります。ただ、著しく高いで成単価につきまし

ては是正することとなっておりまして、名寄市で

は施設園芸作物に対するで成単価が見直しの対象

となりそうですけれども、まだ具体的な是正方法

は示されていないところでございます。

一方、転作の拡大など新たに飼料自給力、自給

率の向上に資する戦略作物である麦、大豆、飼料

作物の生産拡大と米粉、飼料米を拡大した場合の

水田等有効活用促進対策交付金が創設されたとこ

ろでございます。これらについて例年ですと、２

１年産米の数量配分と交付金の説明を同時に行っ

ていますけれども、ことしは米の数量配分の代表

者説明の折に交付金の概要説明を行い、名寄地域

水田農業推進協議会での協議を踏まえ、生産者に

説明を行っていくことになろうかなというふうに

考えております。

次に、中山間地域等直接支払制度は、平成２１

年度で２期目の５カ年の対策が終了することとな

ります。お尋ねの事業の状況と基金残高の運用に

つきましては、名寄地域集落では年交付金類 ２

７３万円に対しまして２０年度末には類１２０万

円が繰り越し予定となっております。農道、水利

管理ほか１１項目の活動の中で２１年度内に処理

される予定となっております。風連地区集落では、

年交付金が類 ５８７万円に対しまして類 ２８ 

０万円が繰り越しの予定でございます。農業用廃

プラスチック適正化処理事業ほか１１項目の基金

事業での処理予定とさせていただいているところ

でございます。平成２２年度以降の対策につきま

しては、まだ継続も含め明らかとなっておりませ

んが、全道的に継続の要望が強く、本市といたし

ましても継続に向け要望してまいります。また、

継続となった場合は農地・水・環境保全向上対策

との調整を図らなければならないものというふう

に理解しております。地域にとって有効的な取り

組みを集落代表者会議等で議論をしていくことと

なろうかと思っておりますので、御理解をいただ

きたいと思っております。

次に、グリーン・ツーリズムの取り組み状況と

今後の取り組みについてお尋ねをいただきました。

昨年名寄市における修学旅行生の受け入れ態勢の

確立に向けまして調査研究及び試験的な受け入れ

を行い、は市と農村の交流を推進し、名寄市農業

の活性化を図ることを目的に名寄市グリーン・ツ
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ーリズム推進研究会が発足し、活動してまいりま

した。これまで体験観光のアドバイザーによる講

習会や受け入れ農家による和寒町、剣淵町で行わ

れた神戸からの修学旅行生受け入れの現地視察、

旭川市東鷹栖地区で行われました大阪からの修学

旅行生受け入れの現地視察等を行ってまいったと

ころでございます。また、名寄市立大学と連携い

たしまして、実実の修学旅行生受け入れを想定い

たしまして大学生に農作業体験を行っていただき

ました。受け入れ農家４戸、体験学生１２名での

農作業体験となりましたが、学生は総じて楽しく

貴重な体験との感想をいただいております。受け

入れ農家側もそれほど負担とはならず、好意的に

受けとめていただいているものというふうに認識

をしております。平成２１年度につきましては、

大学生の農業体験は継続して行い、修学旅行生や

は会の小中学生、一般市民の受け入れの準備を進

めておりまして、受け入れ態勢を整えるために受

け入れ農家の協力を求め、推進研究会から推進協

議会に発展した取り組みと活動を行ってまいりた

いというふうに考えているところでございます。

次に、２１年産のコストの低減、経営改善、担

い手対策に対するお尋ねをいただきました。さら

には、国の支援はとのことですけれども、ＪＡ道

北なよろが事業主体で行います肥料・燃油高騰対

応緊急対策事業におきます肥料コスト低減対策の

取り組みについてでございますけれども、ＪＡ道

北なよろでは本地域に適した施肥ガイドブックを

各生産者に配布する予定というふうに聞いており

ます。経営改善、担い手対策にてする主な対策に

つきましては、ＪＡ道北なよろが事業主体になり

まして、新規事業といたしまして農山漁村活性化

プロジェクト支援交付金で行う色彩選別機導入事

業、総ク１で ０００万円、うち国が ９００万 

円、それから市のでででは ５５０万円を計画を

させていただいております。名寄地域担い手育成

総合支援協議会が事業主体となりまして、認定農

業者等が融資を活用して行う農業機械、施設の整

備に実し、融資残の自己負担部分に対するででを

受ける地域担い手経営基盤強化総合対策実験事業

では、平成２１年度申請で１４１経営体、事業費

類７で ９００万円のうちでで金を２で ８４０ 

万円を要望しているところでございます。全国的

に要望が多く、４月上旬に採択がされるかどうか、

決定されることとなります。市の単独事業におき

ましては、ほぼ例年どおり継続事業とさせていた

だいているところでございます。

次に、食育、地産地消についてのお尋ねをいた

だきました。食育推進につきましては、名寄市食

育推進計画に基づき、市民が正しい食事のあり方

や望ましい食習慣を形成できるよう総合的な食育

の推進を図るため、昨年９月、名寄市食育推進協

議会が設置されました。平成２０年度の食育推進

の主な取り組み状況は、昨年９月に親子で収穫体

験をしながら名寄市内の農家を回っていただきま

して、食育オリエンテーリングＩＮなよろが開催

をされました。１８組６１名が参加していただい

たと聞いております。また、１１月にはアスパラ

ガスの鉢植えを教材といたしまして、室内の実験

で収穫していただく取り組みを市内の６つの小学

校、１つの中学校で行っていただいたところでご

ざいます。地産地消の取り組みでは、産業まつり、

地産地消フェアなど各種イベントでの地場産品の

ＰＲ及び消費拡大、また昨年初めて試みとなりま

した地元食材の料理を堪能していただいたパーテ

ィーといたしましてとれたて・まるごとＮＡＹＯ

ＲＯなど、さまざまな取り組みを行ってまいりま

した。平成２１年度の食育推進の取り組みは、学

校行事において名寄でとれた食材を使った親子料

理教室、地元新鮮野菜の広報、ホームページによ

るＰＲ等を予定しているところであります。地産

地消の取り組みでは、ててて体と連携をより密に

いたしまして、各種イベントなどでの有効な取り

組みを進め、米プロジェクトによる名寄産米のＰ

Ｒ等多様な場面での地場産品の消費拡大を進めて

まいりたいというふうに考えているところでござ
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います。

次に、農商工連携の取り組みについてのお尋ね

をいただきました。は市では、アスパラガスの加

工品の開発による付加価値向上など名寄アスパラ

ガスのブランド化に向けた取り組みが行われてお

りまして、現在は札幌の製粉業者、ツカモトミル

ズが管理法人となりまして、市内業者３社、名寄

市立大学、道立花・野菜技術センターとプロジェ

クトを組まさせていただいて、平成２０年、２１

年度に経済産業省の地域資源活用型研究開発事業

の採択を受け、アスパラ調製残渣低コスト乾燥粉

末化及び粉末の機能性加工食品の試作の研究を進

めているところでございます。また、アスパラガ

スの粉末におきましては、現在市内で１２社程度、

道外も含めた名寄市以外では１０社程度が使用し

ておりまして、市内におきましては既にアスパラ

プリン、アスパラめん、大福、パウンドケーキ、

なよろバーガー等が商品化されておりまして、皆

さんにおいしくいただいているものというふうに

考えております。このことは、農商工連携での取

り組みとなっておりまして、さらに発展していく

ことを期待をしているところでございます。

でで事業のててで申し上げますと、平成２０年

４月に農林漁業と商業、工業などの商業間連携を

強化し、地域経済を活性化するための法的な枠組

みを整備するために農商工等連携促進法が施行さ

れました。それに付随した支援措置が講じられて

いますが、まだ名寄市におきましてはそのような

事業を立ち上げる段階には至っていないのが現実

でございます。しかし、今後も産業まつり、地産

地消フェア等を通じまして農業者と商業者の交流

の場を提供するなど、地道な環境整備が必要とい

うふうに考えているところでございます。

以上、お答え申し上げました。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

木戸口議員から〇福祉事務所長（小山龍彦君）

大項目２番目、名寄市福祉事業の充実について、

２点の御質問がありましたので、お答えいたしま

す。

１点目、新年度をまえ、特別養護老人ホーム清

峰園、しらかばハイツの介護施設の介護スタッフ

の確保と体制について、両施設での取り組み状況

についてお尋ねがございました。介護福祉施設に

おきまして介護スタッフの確保は最も重要な課題

であります。テレビ、新聞等でも報道されており

ますが、これからの日本の高齢化社会における介

護スタッフの不足は深刻な問題となっております。

は名寄市におきましても例外ではなく、名寄市社

会福祉事業てが運営する名寄市特別養護老人ホー

ム清峰園、しらかばハイツの両施設におきまして

も介護スタッフの確保に努めているところでござ

います。同事業てでは、新年度に向け、介護体制

の充実、夜勤体制の強化を目的として昨年９月１

７日に第２回臨時理事会を開催し、介護職員を清

峰園は５２名から５５名体制に、しらかばハイツ

は２８名から３３名体制にすることへの承認を得

たところでございます。これを受けまして９月２

１日に介護職の正職員の採用試験を実施し、清峰

園６名、しらかばハイツ４名の採用を内定したと

ころでございます。現在は、産前産後休暇や育児

休業等を取得している職員の新年度の代替職員の

募集を行っておりますが、なかなか募集人員の確

保をできていないというのが現状です。これから

も介護サービスの水準を保ちながら、どのような

対応をとることができるのか、各セクションが協

力してこの大きな課題に取り組んでまいります。

今後とも施設を利用いただく皆様に安心して健や

かな生活を送っていただけるよう両施設ともども

努力してまいる所類でございますので、御理解を

お願いいたします。

次に、２点目、国が進める介護職員人材確保の

ための９年度から進める介護報酬３％引き上げ分

をどのように現場で反映するのかについてお尋ね

がありました。介護従事者の処遇改善として、平

成２１年度より介護報酬が３％引き上げられるこ

とになりました。は初１人２万円アップという報
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道がひとり歩きしましたが、最近では今回の報酬

改定の趣旨を介護従事者の処遇改善に結びつける

というニュアンスに変わってきております。本改

定は、このアップ分を一律に各介護サービス事業

所に配分するというものではなく、事業者が実施

する各種サービスの内容に点数を加算する方式に

より配分していくこととなっております。したが

って、夜勤や認知症介護など負担が大きい業務に

人員を多く配置している事業所や常勤職員に介護

福祉士など有資格者の割合の高い事業所、つまり

質の高い介護を提供する事業者が報酬引き上げの

対象になると思われます。これを例えば清峰園の

ような特別養護老人ホームにはてはめた場合、介

護職員全体に占める介護福祉士の割合が５０％以

上あれば新制度の介護体制加算が適用となり、入

居者１人はたり１日１２０円が加算されることに

なります。ただし、この介護報酬増収分は事業所

に入るもので、それがそのまま介護職員の賃金に

充てられるかどうかは各事業所の判断になるもの

と考えております。市内の介護施設系及び在宅系

の事業所では、独自の給料法をて築しており、今

回の報酬改定で直ちに賃金アップするのではなく、

人員確保に向けた処遇改善を図ると聞いておりま

す。今後行政としては、介護従事者の処遇改善に

つながるよう介護報酬の改定について事業者と情

報交換の場を提供していきたいと考えております。

以上、この場からの答弁といたします。

内海病院事務部長。〇議長（小野寺一知議員）

地域医〇市立総合病院事務部長（内海博司君）

療の確保につきまして御質問をいただきました。

１点目の名寄市立総合病院改革プランにつきまし

て、経常収支の黒字化とする課題となる点はとい

うことでの御質問でございます。経常収支の改善

を図る上で、病院に対する国からの地方交付税が

手厚くなされることが重要であるというふうに考

えてございます。そのほかにも医業収益の増加と

経費の削減を図ることも重要であるというふうに

思ってございます。これまで国に対しましては、

不採算の医療部門等への地方交付税の増ク要望を

続けてまいりました。その結果、平成２１年度に

おきまして一定程度の増クが盛り込まれました。

計画では、この地方交付税の増クに合わせまして

一般病床の稼働率のアップとＤＰＣの導入などに

より医業収益の増加を図ろうとするものでありま

す。病床稼働率は、平成１９年度実績といたしま

しては９ ６％でありますが、過去平成１４年、

１５年におきましては９２％台、９３％台という

ことを実績として持ってございます。計画では、

４％増加をし、９２％に高めようとするもので

あります。また、ＤＰＣは既に２年前から導入の

準備を進めているもので、いわゆるこれまでの出

ま高払い方式から疾患群ごとの定ク払いという会

計方式に改めるものであります。いずれにおきま

しても、スタッフが安定的に確保されることが前

提となるものと思います。

経費削減策としては、薬品のジェネリックへの

切りかえが８割でございます。現在は病院では、

入院用薬品といたしまして類 ６００品目を使用

しておりますが、全購入クの類７割を占める上位

１００品目のうち、とりあえず２９品目を後発の

薬品に切りかえるというものでございます。これ

につきましては、実実に診療にはたる医師が判断

するわけでございますけれども、は病院の薬剤委

員会等で検討をするということになってございま

す。

全国的に医師不足、看護師不足が叫ばれており

ますけれども、は院の平成２１年度の医療スタッ

フについて説明申し上げます。新年度の医療スタ

ッフではございますが、医師については３月末で

固定医師１２名が異動をいたします。旭川医大な

どてて機ての協力によりまして同数の医師がは院

に配属されることになりますことから、診療に変

更はないものと考えております。また、看護師の

確保には１２名を新たに採用するほか、そのほか

医療技術スタッフにつきましても放射線技師、言

語聴覚士、作業療法士、精神保健福祉士、臨床心
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理士を各１名新たに採用して医療サービスの充実

に努めてまいります。いずれにいたしましても、

人材の確保が最重要課題と考えてございますので、

今後ともてて機てに対して積極的に働きかけてま

いります。

３点目のドクターヘリにつきましてでございま

す。ドクターヘリは、救急専用の医療機器を装備

して、救急医療の専門医師と看護師が搭乗する専

門のヘリコプターでございます。遅くとも本年１

０月までにヘリを道北随一の救命救急センター病

院であります旭川赤十字病院に常駐をさせ、消防

機て等からの出動要請に基づき、救急現場へ向か

い、現場及び救命救急センターに搬送する間、患

者に救命医療を行うものであります。ヘリの導入

に伴う名寄市の対応と取り組みということでござ

いますが、現在道北ドクターヘリ運航調整研究会

が導入に伴う検討を行ってございます。この研究

会には、名寄市と名寄市立総合病院が設立時から

委員として参画をしております。研究会の中では、

は病院は中継地点としての役割を担うということ

とされております。具体的には、旭川赤十字病院

に直行するよりも名寄市立病院のほうが近い、あ

るいはそのほうが適はだといったような場合には

救急医療機能を備えたは院に搬送される場合が想

定されるものでございます。今後も研究会に参加

をいたしまして今後の我々の役割について協議を

してまいりたいというふうに考えてございます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

木戸口議員。〇議長（小野寺一知議員）

それでは、再質問〇１２番（木戸口 真議員）

させていただきます。私の読みがちょっと甘かっ

たか、時間的には大変厳しいものがありますけれ

ども、皆さん方の迅速な答弁を期待いたして、お

願いいたします。

それではまず、産地づくりにてしてちょっと部

長のほうからも答弁あったわけですけれども、本

まだったら２１年まで、ことしまでだったという

ふうに考えておりますけれども、新しく名寄地区

と風連地区が一緒になった産地づくり交付金であ

ったのですけれども、それで２年目、３年目で今

回国の方針というか、先ほど御説明ありました地

域単価、施設園芸のですか、そういった著しく高

い作物のでで金に対しては見直ししようというこ

とで、そういったクだとか、そういうのはまだ決

まっていないのかなと思いますけれども、そうし

た中で若干一部の見直しをされるという理解でよ

いかと思うのですけれども、それで今回の見直し

と先ほど言われました新しい対策の水田等有効活

用促進交付金、これも申請があったと思うのです

けれども、それと水田フル活用推進交付金、これ

らのおよその名寄市での事業費というか、対象者、

それらは既に把握されておられればお聞かせ願い

たいのですけれども。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

実験事業と呼ばさ〇経済部長（手間本 剛君）

せていただいているのですけれども、この分につ

きましては数値はちょっと手元にないものですか

ら、後ほどお答えをさせてもらいたいと思います

が、それからフル活用につきましては２０年産で

作付された農家というふうに押さえていただいて

いいと思うのですけれども、戸数はまだ私の手元

にはございませんので、後ほどお答えをさせてい

ただきます。

木戸口議員。〇議長（小野寺一知議員）

そういうことで、〇１２番（木戸口 真議員）

農家にとって新たにそういったもの、水田の有効

活用促進ですとか、それはなかなか対象者がいな

いと私も聞いているところですけれども、そうい

ったものが国のほうから入るということで期待を

したいところでございます。

それで、産地づくり交付金から産地確立交付金

にという、名称変わっているということですけれ

ども、この間３月９日に名寄市の農業政策のそこ

の協議会で決定されるところなのですけれども、

名寄地域水田農業推進協議会、振興協議会のその

下のあれかなと思うのですけれども、ここでこと
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しの政策やいろいろと新しい取り組みなんか説明

されたと思うのですけれども、それで２１年度の

決算、ことしは初に流動化の部分が大きくあって、

基本クが１万 ０００円ですか、本体。それが１

万 ０００円にというお話があって、この議会の

中でも第４回の定例会の中では日根野議員がそう

いった大きな変動がいいのかという意見もあった

と思いますし、は経済常任委員会でも山口委員の

ほうからもこういった本体クが大きく、は初 ０

００円と。見込み的には、そういったものがどう

なのかというお話はあったと思うのですけれども、

この協議会の中でそういった報告、またそういっ

た意見は出なかったのかお聞きしたいと思います。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

今お話ありました〇経済部長（手間本 剛君）

ように、幹事会、水田協議会と呼ばさせていただ

きますけれども、水田協議会の幹事会でも御意見

をいただきましたし、さらにはその上の水田推進

協議会のほうでも御意見を賜りました。は初は、

産地づくり対策について見積もりをつくって張り

つけて単価を設定したということでございますが、

御意見の中には余りかけ離れないような方法での

調整を求めますよというような御意見はいただき

ました。御案内のとおり本体の分につきまして、

今回といいましょうか、１万 ０００円で設定さ

せていただいたのですけれども、どうしても収支

ののじりが合わないというようなことで、１万

０００円に下げさせていただきました。それは、

御承認いただいたのですけれども、取り運びをし

ていく過程の中で、わずか５００円ちょっと超え

る６００円ぐらいのお金だったと思いますけれど

も、その分を皆さん方に精算として追加交付する

ことができるのかなというふうな思いをしており

ます。いずれにしても、この協議会につきまして

は今は面するものとしては２１年度の作付配分を

しなければならないということが近々の課題でご

ざいます。それから、産地確立対策、大変皆さん

て心を呼んでいただいておりますから、これらに

つきましてはころ合いを見ながら進めていくこと

になるのですけれども、道のほうからも指示がな

いものですから、透明性をきちっと高めて、わか

りやすい形の中で米の配分と一緒にやりたいなと

いうふうな思いをさせていただいております。実

は、１８日ですから、きのうですか、きのう各地

区の代表者、さらにはてて機ての方にお集まりを

いただいて、この配分と、それから産地確立の取

り運びについて御説明をさせていただきました。

受けて熟度が高まるといいましょうか、透明性が

高まってくれば４月の上中旬と思っていますけれ

ども、ここら辺も情報キャッチにもよりますけれ

ども、そんなことで各地区の説明会を開催させて

いただいて、そして皆さんに御理解をいただいて

おろしていきたいといいましょうか、そんな取り

進めをさせていただきたいと思っておりますので、

御理解を賜りたいと思っております。

木戸口議員。〇議長（小野寺一知議員）

新しい産地確立対〇１２番（木戸口 真議員）

策の交付金のててで、きのうも会議があったと、

幹事会。幹事会があって協議会に出していくので

すけれども、そうした中で今私が言ったような流

動化の部分がかなり大きいと私は認識はしている

のです。土地の１万 ０００円分しかり、振興作

物の、もう ７００万円ぐらいが本体のほうに物

響したという大変大きなものを、それで農家の方

もこれだけ大きな変動があるとやっぱり予定も立

たないと。そして、昔は、昔って怒られるのです

けれども、風連の時代は多用け米あたりは ００

０円と決めて、それの中でやっていたような気も

していたのですけれども、こういった流動化が多

いとやっぱり営農の計画も、まして ０００円と。

最終的には１万六千六百何十円になったというこ

となのですけれども、これ大変大きいもので、そ

れで今まで協議会の中でこういった話が余りされ

ていなかったとも聞いているわけですけれども、

それでも先ほども言ったように日根野議員、また

山口議員からもやっぱりそういった地域の声があ
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るということで、それで従まは３年間というのは

くくりはあったと思うのですけれども、今回国の

方策で変わることですので、ぜひともこの協議会

の中でそれがいいのかもう一回再確認で論議をし

ていただきたいと思うわけですけれども、その辺

についてはどうでしょうか。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

３カ年計画でした。〇経済部長（手間本 剛君）

産地づくり対策という言葉で３カ年計画をやりま

すということなのですけれども、２年で見直しが

かかったということでございます。したがいまし

て、基本的には３カ年の分につきましては動かし

たくないなというような思いは率直に持っている

のですが、ただ遊離している部分もありますもの

ですから、それから今度新制度の確立対策になっ

て、価格の高いものについての見直しという部分

が具体的にまだ示されておりませんけれども、そ

れぞれの部分の見きわめも十分させていただいて、

余りかけ離れないような、営農形態によって作付

面積変わりますから難しいのですけれども、いず

れにしてもそうかけ離れないような見積価格設定

といいましょうか、設定をさせていただけたらな

というふうな努力をしていきたいなと思いますの

で、御理解をいただきたいと思っています。

木戸口議員。〇議長（小野寺一知議員）

ぜひともその協議〇１２番（木戸口 真議員）

会の中でも皆さん方の審議の対象として論議を重

ねていただきたいと思います。

それでは次に、中山間地域等直接支払制度、こ

れも２１年度で終了するということで、先ほども

ことしについての基金の残金等もおおよそそうい

ったくくれるだろうという報告があったわけです

けれども、さてそれなら２２年度はまだ国の方針

ではわからないというお話も出ていたのですけれ

ども、国は農林省では中山間地域等の総合対策検

討委員会というのがもう既に開催されまして、８

月上旬には中山間のこういった事業を継続して何

らかの形で方向を示していこうということで、類

続に向けて論議がされているとお聞きしておりま

す。そこで、名寄地区においても多少なり私は問

題があるのかなと。問題というか、新しい制度で

やはり見直すところは見直していかなければなら

ないのかなと考えているわけです。名寄は一応名

寄の集落、そして風連は風連の集落つくっておっ

て、かなり制度の中身的には戻りの部分とか全然

大きく違うとは思うのですけれども、は時はそう

いった市の事業や何かに重ね合わせてそういった

ものをやっていこうということで、それはそれで

私はよかったと思うのですけれども、ただ農地、

水、環境、昨年から進めています。そこがどうし

ても交付金とバッティングするところは対象にな

らないといういろんな問題が出てきたので、ま年

度に向けて、これ恐らくま年度も中山間の取り扱

いはあると思いますので、そういった意味でまず

早目に検討していただきたいことと、それと名寄

地区と風連地区がありますので、この辺をどう整

合性を持たすか、やはりそのままに、その辺の考

え方をお聞きしたいと思います。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

中山間につきまし〇経済部長（手間本 剛君）

ては、議員御指摘のとおり一国二制度ということ

でやらさせていただいております。それから、中

山間の事業がなくなるということになったら、こ

れ大変な事態になるなと思っております。それと、

車の両輪ですけれども、農地、水と両輪が片方と

れるなんていう、そのぐらいの物響があるなとい

うふうに思っておりますから、そこら辺につきま

しては要望につきましては引き続き強くしていき

たいと思っておりますし、またこの一国二制度を

一国一制度にするのかどうなのかという部分もこ

れから議論していかなければならないことだと思

いますけれども、いずれにしても中山間で使われ

ております支払い制度の恩恵といいましょうか、

効果といいましょうか、はかり知れないものがあ

ると思いますから、これらにつきましては名寄方

式、風連方式のよい点を検証しながら、どういう
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ふうに新たな組み立てをできるのか、そんなこと

をことし１年の段階で検討しなければならぬなと、

こんな思いをしているところでございますので、

御理解をいただきたいと思っています。

それから、追加でちょっとフル活用の部分の平

成２０年度の分ですけれども、戸数で４２９戸、

先ほどお尋ねありました。金クにおきますと、

４７６万円、４２９戸が水田フル活用推進交付金

の対象戸数になっているところでございます。そ

れから、有効活用の分につきましては２１年度の

事業のために受け付けをしなければちょっとわか

らないと、実験事業につきましては。したがいま

して、この戸数については未定ということで御理

解をいただきたいと思います。

木戸口議員。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま中山間の〇１２番（木戸口 真議員）

お話がございまして、今後十分に協議していって

いただきたいことと、私の凛風会でも昨年広島の

安芸高田という、川根地区という大変山の中の２

００戸ぐらいのそういった村というか、地域なの

ですけれども、そうした中でもお聞きしたときに

もやはり中山間の基金を使って自分たちの地域を

守る、そういった基金にしているという使い方が

あるので、そういったものもこれから名寄市にお

いてもきのうの大石議員の御意見でもあったので

すけれども、同じ名寄市の中でも地域の格差がつ

いてくる。そうした中で中山間の奥の方のそうい

った基金をもとに、やっぱりやれることは自分た

ちでやっていくと。そういった組み合わせを持っ

た中山間の制度のくくりをぜひともつくっていた

だきたいと思いますけれども、それについて考え

があれば。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

委員長から二、三〇経済部長（手間本 剛君）

回聞かせていただいたというふうに思っておりま

す。直接支払制度につきましては、一定の縛りは

ありますけれども、中山間にお住まいになられて

いる方々がどういうふうにみずからの地域を守っ

ていくのか、暮らしも守っていくのかという、こ

んな使い勝手のいい制度だと思っておりますから、

これにつきましてはきのう大石議員のほうからお

話ありました。まさに地域の生活という部分なの

ですけれども、その生活の部分でも工夫次第では

使えるというふうに認識しておりますから、そこ

ら辺も中山間を取り組むにはたっては農地、水と

一緒に並行しながら有効な組み立てをできたらな

と、こんな思いをさせていただいております。頭

の中に入れておきたいと思っております。

木戸口議員。〇議長（小野寺一知議員）

まだまだ農業問題〇１２番（木戸口 真議員）

いきたいところなのですけれども、それではグリ

ーン・ツーリズムは、これ先ほど私が言ったよう

にこれから本はに名寄市が取り組まなければなら

ない重要な事業だと私は考えておりますし、今こ

としに向けて予算委員会もあるわけですので、十

分皆さん方にも周知されて論議していただければ

と考えております。

次に、農家のコスト低減対策のててでちょっと

お聞きしたいのですけれども、肥料のコスト低減

対策ということで、１月、２月に申請行為が終わ

って、各自ということで申請書は上げたわけです

けれども、実実私たちは何に取り組むかという、

余り意識ないので、土壌診断やって今に結果まる

だろうと、そういうぐらいの認識しかちょっと私

自身はないもので、それでたまたま共済新聞か何

かで見ていると、ま布かどこかでコスト低減に向

ける講習会があって、大変皆さん意欲的にという

お話を見て、やはりこれ答弁でもちょっとあった

のですけれども、ガイドブックつくると。そして、

施肥ててのガイドブックつくるということで、農

協、私も聞いたらそういったお話ししていたので

すけれども、これはま年に向けてでないと間に合

わないのだという、そういったお話しされており

ました。しかし、私は申請行為今終わった時点で

何かの機会に皆さん方にもこうやって進めるのだ

よという、そういった農家の皆さん方にもその意
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識を持っていただくような場をつくるべきではな

いかなという部分はあるのです。これからやっぱ

りコスト低減というのは大事なことになるので、

農協ではま年度に向けてというお話でした。こと

しはもう肥料買っているからいいのではないのと

いうのではなくて、ことしからもうこの地域でい

ち早く農家の方がそういった意識に目覚めるとい

う意味からも農協とタイアップしてこういった企

画をするという考えはないのでしょうか。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほどもちょっと〇経済部長（手間本 剛君）

お話しさせてもらいましたように、農業はあした

にすぐ実効性が上がるとか、取り組めるという部

分がなかなか見つけづらい。肥料につきましては、

前もって年前に注文しておかなければ手に入れら

れないという、こういった問題がございますもの

ですから、１年ずれる部分もあろうかなと思って

おります。いずれにしましても、市の事業、ＪＡ

と一緒に取り組んでまいりますけれども、３カ年

事業というようなことで診断をしていただきます。

そんなことからすると、確かに速効性があれば一

番よろしいのでしょうけれども、施用の部分につ

きましては、肥料の入れ方の部分につきましては

またそういった説明会等々の機会がありましたら、

情報を私どもから流させていただきますし、また

普及所あるいは振興センターでサンプル持ってや

りますものですから、そこら辺と十分連携とりな

がら実効性の上がるものにつきましては、即実効

性上がるような形の中で農協とも相談してみたい

というふうに考えておりますので、御理解いただ

きたいと思っています。

木戸口議員。〇議長（小野寺一知議員）

余り時間ないので、〇１２番（木戸口 真議員）

ちょっと農業問題は今後さっきの答弁にいただい

た中で順次進めていただけるようにお願いを申し

上げたいと思います。

それでは、２問目の名寄市の福祉事業の充実と

いうことで、先ほど両施設の介護スタッフの確保

体制がさきにも私も一般質問でされていたのです

けれども、そんな中で職員の体制がかなり拡充さ

れたということなのですけれども、この時点で類

似施設のほかの施設から見ると市の委託している

清峰園、しらかばハイツ、拡充されたという、も

ちろん人がふえたのだから拡充されたと思うので

すけれども、そういった認識でよろしいのでしょ

うか。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

議員の御質問の〇福祉事務所長（小山龍彦君）

とおりでございます。

木戸口議員。〇議長（小野寺一知議員）

この市の施設は、〇１２番（木戸口 真議員）

今の介護保険制度の改正によりましてやはり重度

の方が大変多く入所されるようになったと聞いて

おります。特にそういった介護度の重たい方が入

られるところは、どうしても市の施設が多いのか

なというお話も聞きますし、それで今なかなか病

院も入れないような、２カ月もたつとあくという

ことで、今みとりといいますか、２つの施設でも

数多くみとりやっているということで、介護士の

皆さん方は大変だというお話も私は聞いておりま

す。そうした中でそういったものがそういう市の

というか、市の委託されている施設が充実するこ

とは、これから名寄市においても高齢者社会をま

える中では少しはそういった高齢者の方にも安心

な思いをしていただけるのかと思っております。

それで、先ほど言いました介護報酬の３％アッ

プの部分です。これ清峰園、しらかばハイツで事

業者にどのぐらいのアップが入るのかお知らせ願

います。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

今回の介護報酬〇福祉事務所長（小山龍彦君）

のアップにつきましては、ばらまきということを

避けるために加算ということになっておりまして、

そういうことからいたしますと清峰園あるいはし

らかばハイツでそれぞれの実施している事業によ

って中身が異なっておりまして、その中でもさら
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に質の内容によって加算がされるということにな

っております。それで、あくまでも実実４月１日

以降の実施された内容という部分に報酬が発生す

るということで、想定ということでお聞きをいた

だきたいと思いますけれども、今回の介護報酬改

定が行われた場合の増加分は次のとおりかなとい

うふうに思っております。それで、清峰園の場合

で申しますと、短期入所生活介護、いわゆるショ

ートステイになりますけれども、年間の利用者を

想定した中で類１１０万円、それから介護老人福

祉施設、これは一般的には長期入所になりますけ

れども、ここでは ００５万円、それから居宅介

護支援、これはケアプランを作成するのですけれ

ども、これで４８万円、それから通所介護といい

ますとこれはデイサービスになるのですけれども、

これが８５万円ということで、清峰園全体で申し

ますと類 ２４８万円、改定率３％という数字に

はてはめますと ５３９％という数値になってお

ります。一方、しらかばハイツでは、清峰園と職

員のて成が違いますので、加算の内容が異なりま

す。短期と長期の両方合わせまして類４８５万円

の増収ということで、改定率から申しますと先ほ

どの清峰園の ５３９から相は下がりまして ４ 

７２ということで、国が想定した３％の類半数ぐ

らいということになっております。いずれにいた

しましても、訪問による居宅の介護支援、いわゆ

るヘルパー派遣を業務の重点に据えております小

規模の事業者等は今回の改定では大幅な増にはな

らないのかなということで、清峰園ですとかしら

かばハイツの大規模事業所に介護従事者のクオリ

ティーが高い事業による加算で配分されるという

ことになっております。御理解いただきたいと思

います。

木戸口議員。〇議長（小野寺一知議員）

介護報酬にこれか〇１２番（木戸口 真議員）

らで想定ということで ２００万円、４８０万円

入るということなのですけれども、答弁ではそう

いったものをどうするのだということで私質問し

ているわけですけれども、そうした中では事業者

に対して情報交換だとか提供していきたいという

ことでお話が出ているのですけれども、市の社会

福祉事業ての理事長であります島さんに一言お聞

きしたいと思います。私は、こういった介護の充

実を図らなければならないということはモットー

にしておりますし、やはり市の委託業者であって

もこれはこの地域にとって介護士の方の報酬アッ

プというか、改善につながるということから、こ

ういったものを現場に反映していただきたいと思

っているのですけれども、その考えがあるかない

かお聞きしたい。

島市長。〇議長（小野寺一知議員）

熱心に木戸口議員もこ〇市長（島 多慶志君）

の高齢者の福祉について御意見もいただくわけで

ございますが、昨年の９月に理事会を開催をいた

しまして職員の増を図りました。これは、報酬改

定の前倒しというふうに理解をしていただければ

と思っております。勤める職員の処遇の改善もも

ちろんなのですが、定数を拡大をしていくことに

よって、近年は特にそういう入所待ちというので

は介護度の高い方から入所は決まってくるという

ことでありますから、そういう取り扱いをしてお

りますし、また現在両施設の嘱託医師であります

松田先生が施設内でみとりをしたいと、するとい

うような、こういう方針で、そのためにも非常に

看護職、介護職の皆さんにも御苦労いただいてい

ると。こういう手は等も含めて対処をしていくと。

今回の報酬の案分につきましては、福祉の事務所

長から答弁しましたように両施設間で格差があり

ます。格差がある中で職員の処遇に格差をつける

ということには相なりません。トータル的に考え

ながら、しっかりと充実した施設となるように努

めたいと思っています。

以上で木戸口真議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午前１１時５９分
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再開 午後 １時００分

休憩前に引き続き会〇議長（小野寺一知議員）

議を開きます。

市民の健康づくりについて外１件を、山口祐司

議員。

議長より御指名をい〇１６番（山口祐司議員）

ただきましたので、通告に従いまして、質問をさ

せていただきます。

まず初めに、市民の健康づくりについてお伺い

をいたします。従前から実施をされていました基

本健康診査から今年度より特定健康診査に変わり、

１年が経過しようとしていますが、健診制度が変

わったことに対して市民の皆さんがどの程度理解

をされているのか、また新たな制度の内容等、移

行に伴い、これまでどのような取り組みをされて

きたのかお伺いをいたします。

次に、医療費抑制への目標数値についてですが、

名寄市特定健康診査等実施計画書によりますと、

市民生活の質の維持を保ちながら、医療費を抑制

するとし、５年後の健診受診率等で大変大きな目

標数値が上げられているわけでございますが、こ

の内容について御説明をいただきたいと思います。

また、受診率の向上を図るための健診業務を推

進するのにはたり、現在の保健医療体制をかなり

有機的に稼働させなければ大変だろうと私は推測

するわけでございますけれども、保健と医療との

連携はどのように図られているのか、さらには新

しい健診制度に対応するために行政としての体制

はどのように図られているのかお聞かせをいただ

きたいと思います。

小項目の最後になりますが、２次審査に対する

対応ですが、先ほども申し上げましたように目標

数字が大変高く、実施計画では積極的にアプロー

チをする必要性をうたっておりますが、具体的な

対応をどのように検討されているのか、また新た

な取り組みもあればお聞かせをいただきたいと思

います。

次に、大きな項目の２つ目でございます。特徴

ある地域づくりのために質問をいたします。名寄

市総合計画の中でも近年地域の文化に対する住民

の意識度がややもすると不足しているのではとい

う指摘もあるようですが、特に風連地区において

は今後の地域自治組織移行に伴い、公民館分館活

動や地域文化に対する住民意識の低下が心配をさ

れているところでございます。このようなときに

こそ、名寄市として積極的な対応が必要と思いま

すが、いかがお考えでしょうか。

次に、文化財の保類、活用の方策についてお伺

いをいたします。現在名寄市には、国指定及び名

寄市指定の文化財があることは承知をしておりま

すが、今後の方策として市民に知られていない埋

もれた文化財の掘り起こしを通じて、市民に広く

知らしめ、その活用の方策を探る中で地域文化の

向上を図る努力が必要ではないかと思いますが、

いかがでしょうか。

最後に、心豊かな人と文化をはぐくむまちづく

りについてですが、地域文化の継承と創造には地

域を見詰め直し、それぞれの郷土意識を高める必

要が不可欠と考えます。先日島市長が表明をされ

ました文化振興の拠点となる文化大ホール建設の

方向も示され、ハード面での充実も図られようと

していますが、一方で車の両輪をなすソフト面で

の対応を最後に伺い、この場からの質問とさせて

いただきます。

吉原生活福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

山口議員から大〇生活福祉部長（吉原保則君）

きく２点にわたり御質問がございました。１点目

は私から、２点目は教育部長からの答弁となりま

すので、よろしくお願いいたします。

大項目１、市民の健康づくりについて、特定健

診移行による市民の理解度についてお答えいたし

ます。名寄市の基本健康診査は、老人保健法に基

づき本ま４０歳以上を対象とし、国民健康保険で

はさらに対象を５歳繰り下げし、３５歳以上の市

民を対象に実施してきたところでございます。平
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成２０年度に各医療保険者に対し特定健診及びそ

の検査の結果による保健指導が義務づけられまし

た。このことにより各健康保険組合等の加入者本

人及び被扶養者は、加入の医療保険者が行う特定

健診を受けることとなりました。市は、国保の保

険者として被保険者を対象に保険事業として各種

健診を行ってまいりましたので、この特定健診に

つきましても３５歳から７４歳を対象に実施して

まいりました。また、医療保険に加入していない

３５歳以上の生活保護世帯や後期高齢者医療広域

連合の被保険者となっている７５歳以上の方に対

しましても治療中の人を除き健康診査として実施

してまいったところでございます。この健診制度

の開始によりこれまで市の健診制度で受けていた

方が制度改正により混乱が生じないように、広報

や地元紙、広告等により、さらには説明会の開催

などで市民周知に努めてきたところでございます。

さらに、地域に密接な保健推進員による健診の取

りまとめや受診勧奨などきめ細やかな協力をいた

だきながら、特定健診を行ってきたところでござ

います。これまでの国保加入者の受診状況につき

ましては、平成１９年度 １３４人、受診率で１

３％、平成２０年度でございますけれども、現

在 ５６９人、受診率２ ６％と前年度より４３ 

５人の受診者の増加が見られ、この特定健診への

理解につながってきているものと評価していると

ころでございます。この新しい健診制度が今後も

広く市民に理解と浸透が図られ、かつ健康保持に

有効に活用されるため、今後も積極的に周知し、

理解を得ていく必要があると考えているところで

ございます。

次に、２点目の医療費抑制の目標数値について

お答えいたします。これまで年々増加する医療費

で、特に高ク医療費につながる疾病は生活習慣病

に起因することが指摘されております。名寄市の

国民健康保険におけるレセプトの分析でもこの生

活習慣病によるものが大きなウエートを占めてい

るところでございます。健康で豊かな生活を営む

ために相互扶での医療保険制度を維持し、持続可

能なものとするために生活習慣病の前段階である

メタボリックシンドロームに着目した特定健診と

その健診結果による食生活や運動を中心とした生

活習慣の改善を推進することとして、特定健診の

目標が設定されているところでございます。健診

受診者に対しまして、その健診結果を診療ガイド

ラインに基づき情報提供、動機づけ支援、積極的

支援に階層化し、保健師や管理栄養士による特定

保健指導の実施も義務づけられているところでご

ざいます。これらの健診の成果を確実に評価し、

実施していくため、医療保険者ごとに特定健診実

施計画書を策定し、実施していくために数値目標

が明確にされているところでございます。

名寄市は、平成１８年度の国保被保険者のレセ

プトを分析し、その傾向をもとに改善の指針を定

め、特定健康診査等実施計画書を作成いたしまし

た。計画では、メタボリックシンドローム該は者

及び予備軍の減少率１０％を目標数値として挙げ

ているところでございます。国は、医療費抑制に

つながる生活習慣病予防の把握につながる特定健

診受診率につきましては高い評価を与えており、

実施率を５年後の６５％を目標に設定しておりま

す。したがって、実施率が目標に達しない場合に

つきましては後期高齢者医療制度に保険者として

拠出する支援金にペナルティーを科し、また目標

を達成した保険者には減クする健診実施とあわせ

た制度としているところでございます。このこと

からも今後受診率をどのように向上させ、生活習

慣病予防対策を推進していくかが大きな課題と考

えているところでございます。

小項目の３番目、現在の保健医療体制について

お尋ねがございました。特定健診を受診した者で、

検査結果により生活習慣病の予防、さらには重症

化、合併症を予防していくことを目的に生活習慣

を見直し、個々に合った食生活、運動などを積極

的に取り入れていくために保健指導を実施してい

るところでございます。医療機てとの連携体制に
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つきましては、健診受診者に対し診療ガイドライ

ンに基づき必要に応じて医療機てへの受診を勧奨

し、その結果をもとに効果的な保健指導ができる

よう情報の共有化や連携に努めてきているところ

でございます。しかしながら、名寄市国民健康保

険被保険者のレセプトの分析では、４０歳から７

４歳までの国保加入者の類４割、３ ９％の方が

既に生活習慣病で治療という現状にあり、今後治

療中の方に対しどのように医療機てと連携を図り、

特定健診受診につなげていくかなどの課題もござ

います。

また、行政としての体制として新たな特定健診、

特定保健指導が医療保険者ごとに義務づけられた

ことに伴い、これまで一般財源により負担してい

た健診費用が国保財源に移行されたところでござ

います。このため平成２０年度より健診は市民課

国保てと保健センターが連携しながら受診案内や

未受診者への受診の勧奨、健診実施や特定保健指

導実施機てとして役割を分担し、体制づくりに努

めてきているところでございます。また、きめ細

やかな特定保健指導も求められ、健診にかかわる

業務量の増大に伴い、年度は初より臨時保健師１

名を確保し、保健センターに配置する中で健診を

推進しているところでございます。今後も医療機

てや行政機て同士の連携をさらに密にし、体制を

整備し、この健診制度は円滑に進めていくよう努

めてまいりたいと考えているところでございます。

小項目４番目の未受診者に対する具体的な対応

についてでございます。受診対象となる３５歳以

上の国保被保険者に対し、受診券を送付するとこ

ろから始まる特定健診でございますが、この受診

案内におきましても受診行動につながらない未受

診者に対する具体的な対応として、市民への健診

に対する意識の啓発ときめ細やかな対象者個人に

対する受診勧奨が必要と考えているところでござ

います。これまでの具体的な取り組みといたしま

しては、未受診者が明確になっていることから、

電話、訪問等による個人への受診の勧奨、さらに

は夏に受けていない方に対しては冬期の受診勧奨

も行ってきたところでございますし、先ほども触

れましたけれども、保健推進員による健診の取り

まとめや地域からの声かけなど地道な活動も推進

してきたところでございます。今年度は、実施初

年度ということでございまして、受診勧奨対策も

手探りの状態でございましたが、これまでの受診

者の反応、行動等を分析し、さらには市役所の国

保窓口ま所者への受診の勧奨を行うなどきめ細や

かな対応の中で未受診者に対する対応を進めてま

いりたいとも考えているところでございます。さ

らには、年間を通して受けられる体制や身近なと

ころで受けられる健診会場の見直しなどを模索し

てまいりたいと考えているところでございますし、

また健診制度がみずからの健康を守るためのもの

であり、家庭の健康を守っていく制度として市民

の理解を得ることも重要と考えておりますので、

今後とも広報、地元新聞等を活用しながら広く周

知を行ってまいりたいと考えておりますので、御

理解を賜りたいと思います。

以上でございます。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、特徴のあ〇教育部長（山内 豊君）

る地域づくりのためにについてお答えをいたしま

す。

初めに、地域文化に対する住民の認識度につい

てのお尋ねがありました。地域文化の継承、保類、

また向上については、名寄、風連両地区における

文化協会が中核となってその活動を展開している

と考えております。地域の活動として風連地区に

おける公民館分館活動は、地域の文化を継承して

いくだけではなく、そこで住む方々の心のよりど

ころとして大きな力となっております。今までの

分館活動は、町内会の文化活動や住民活動として

今後も十分に引き継がれることと思っております

し、そうでなければいけないというふうに思いま

す。過疎化や高齢化によりせっかく長年引き継が

れてきた地域の文化が他の市町村などにおいても
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後継者不足などにより後退していることも認識し

ております。市としても伝統芸能の継承や地域文

化の意識の高揚を地域とともに考え、育成に努め

ることは必要と考えております。

次に、文化財の保類、活用の方策についてお尋

ねがありました。名寄市には、国指定の文化財と

して名寄鈴石と名寄高師小僧、市の指定文化財と

して風連獅子舞、グイマツ、名寄教会会堂、名寄

公園のミズナラの合わせて６件の指定文化財がご

ざいます。いずれも先人が見出し、また守り育て

たかけがえのない市民共有の財産であります。こ

れらの保類、継承について、行政としての支援は

今後も継続をしていくことに変わりはありません。

また、歴史を語るゆかりの場所など２３カ所に説

明板や標注を設置し、啓蒙に努めておりますが、

まだ知られていない自然物や歴史的な事実を今後

見出すことも議員の指摘のとおりでございます。

新たな文化財の掘り起こしの動きとして、現在

文化庁にアイヌ文化にかかわる景勝地として、ピ

ヤシリスキー場のある九度山の山頂部について国

の名勝に指定するべく意見具申しているところで

ございます。九度山は、アイヌの人たちが信仰の

対象とし、かつ現在も市民のシンボル的な山とし

て親しまれており、過去と現在をつなぐ名勝地と

してふさわしいとの理由からでございます。現在

のところ平成２１年度に指定の方向で国の文化財

審議会から答申がなされる予定であります。今後

とも地域の方々の情報や専門の方々のお力添えを

いただきながら、掘り起こしを含めた活用の方策

を探っていきたいと考えております。

次に、心豊かな人と文化をはぐくむまちづくり

についてお答えをいたします。地域文化または郷

土文化の主人公は住民の方々であり、各人の文化

に対する高い意識や認識をなくしてはその創造も

継承もあり得ないところであります。名寄市は、

文化振興の一環として、すぐれた芸術、文化に触

れ合う機会をとらえて芸術文化鑑賞バスツアーを

行っております。また、市民講座の一つに名寄入

門講座を開設し、身近な郷土の魅力発見に努める

などして好評を得てございます。こうした事業を

通じた積み重ねが時間はかかるかとは思いますが、

地域を見詰めるきっかけの一つになることを期待

しているところであります。これらを含めた市民

の文化活動の機会の充実と自主的な活動の奨励を

あわせまして、将ま的には大ホールが有効に活用

され、またその事業展開を下支えする市民とて体

の意識の高まりを図っていきたいと考えておりま

す。

以上、私からのここからの答弁とさせていただ

きます。

山口議員。〇議長（小野寺一知議員）

それぞれ御答弁をい〇１６番（山口祐司議員）

ただきまして大変ありがとうございました。順番

が後先になるかもしれません。最初に、特徴ある

地域づくりのほうから再質問させていただきたい

と思います。よろしくお願いいたします。

現在名寄市内には、６件の指定文化財があると

いうことなのですけれども、名寄鈴石、それから

名寄高師小僧、大変珍しい貴重なものだというふ

うに承知をしているわけで、私も何度か見させて

いただきましたけれども、こういう珍しいもので

すからなおさらだとは思うのですが、やはり資料

館に行かないと見ることができないということな

のですけれども、こういう地域にしかないものと

いいますか、もっと身近に市民が触れ合える、触

れはできないですけれども、市民が身近に見られ

るような環境づくりというものが必要ではないか

なというふうに思うわけなのですけれども、今回

私名寄市のホームページのほうも見させていただ

いて、そういうものが出ているかなというふうに

探してみたのですけれども、探し方も検索の仕方

も多分下手だったのでしょう。簡単にすぐ写真や

何かも出てこないという形だったものですから、

もっと身近な形でできるような方策というものは

ないのか、ちょっとお伺いをしたいと思いますけ

れども。
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山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

国の指定ということ〇教育部長（山内 豊君）

で、貴重な名寄鈴石、それから高師小僧というこ

とであります。現在は、北国博物館に展示をして、

市民あるいは道内外からの方々に紹介をしている

ということであります。議員御指摘の部分では、

日常的に市民の方々の目の触れるところにという

ことであります。今提言されたホームページにつ

いても十分見られていないということがあります。

そういった意味では、今後やっぱりもう少し機会

をとらえて、紹介しやすいといいますか、そんな

こともこれから考えていきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。

山口議員。〇議長（小野寺一知議員）

言葉でこちらから言〇１６番（山口祐司議員）

うほうは簡単なことなのですけれども、なかなか

現実にそういうことというのは本はに難しいかも

しれないですけれども、よろしく検討してみてい

ただきたいというふうに思います。

それから、先ほど文化ホールのお話もあったわ

けですけれども、旧名寄市の３大事業の一つとし

て長年の懸案事項であったということは承知をし

ているわけでございますけれども、現在合併をし

て新市となった文化ホール建設についての考え方

を、合併してからの考え方という部分をいま一度

教えていただければなというふうに思いますけれ

ども。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

文化大ホールの考え〇教育部長（山内 豊君）

方についてということで御質問いただきました。

文化大ホールにつきましては、現在の名寄市にあ

る市民文化センター、このホールといいますか、

文化センターが昭和５８年に建設されましたけれ

ども、この建設時にもう文化大ホールのて想もあ

ったというふうに聞いてございます。同時建設に

ならなかったという諸事情があったということで

あります。その後昭和６３年からの第３次総合計

画の中で３大事業の一つとして、３大事業という

のは市立総合病院、それから総合福祉センターと

いうことでありますけれども、それぞれ平成４年

と平成８年に建設されておりますけれども、文化

大ホールだけが残されたということで、第３次総

合計画の後半、平成７年から８年にかけて文化大

ホール建設の機運が高まりました。その中で文教、

あるいはそのホールの利用者、てて者、それらの

人たちが集まって道内の視察等をしたり、あるい

は文化ホールの席数ですとか、その施設の概要、

そういったものも検討しながらということであり

ましたけれども、実実には実現しなかったという

経過がございます。また、平成１０年からの第４

次総合計画の中でも事業計画ということで掲載を

されたわけですけれども、ここにつきましてもそ

の具体的な進展がなかったという状況になって今

日に至っているということであります。このたび

は、市民会館のホールが老朽化をしていると。非

常に厳しい状況になっているということで大ホー

ルが浮上してきたということでありまして、今回

は合併後の新たな計画ということでありますので、

これらについては今までの経過を踏まえながら、

風連地区のてて者の皆さんも交えた中で検討を進

めていきたいというふうに考えております。この

中では、施設の概要はは然ですけれども、席数だ

とか運営方法、維持管理、こんなことも大変重要

なことでありますから、それらを含めて市民の方

々が利用しやすいように、そして名寄市の身の丈

に合った建設を考えていきたいなというふうに思

っております。

以上です。

山口議員。〇議長（小野寺一知議員）

まさに先ほど申しま〇１６番（山口祐司議員）

したように、名寄市の文化の拠点となるような施

設になってくれればなというふうに思っておりま

す。ハード面の部分は文化大ホールということで

ございますけれども、ソフト面では無形文化財、

それから有形文化財というふうにあるわけなので

すけれども、保類ですとか継承等については合併
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前と新たに新市になってからの考え方の違いなど

あればといいますか、変化があれば教えていただ

きたいと思いますけれども。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほど申しましたけ〇教育部長（山内 豊君）

れども、市の指定文化財ということで４件ござい

ます。名寄地区では、名寄の教会会堂と、それか

ら名寄公園のミズナラということでありますし、

風連地区においてはグイマツと風連獅子舞という

ことであります。これは、有形、それから記念物、

そして無形とそれぞれの種類の中で指定をしてい

るという状況にございます。有形文化財について

は、それぞれ名寄教会堂を例にとりますと何年か

に１度は外壁のペンキ塗りをするということで、

保類を図っていく。あるいは、風連地区のグイマ

ツの部分でいけば冬場の雪ということで、枝つり

をしてその保類を図っていくといったことがあり

ます。風連獅子舞については、無形文化財という

ことであります。ここについては、人がそれを継

承していくということになります。風連獅子舞に

ついてもでで金でので成ということになっており

ますけれども、その地域の中で頑張って今継承、

保類しているわけですけれども、将ま的に今後ど

ういうような保類、継承を図っていくかというこ

とも、今までは風連地区での指定文化財というこ

とでありますけれども、合併後についてはやはり

名寄市全体として、そうした有形あるいは無形文

化財のこれからの保類、継承も新たに考えていか

なければならないのかなというふうに思いますし、

それらの検討も具体的に進めていく必要があるだ

ろうというふうに考えております。

以上です。

山口議員。〇議長（小野寺一知議員）

合併してから３年が〇１６番（山口祐司議員）

たとうとしているわけでありますけれども、合併

前の地域、風連地域、名寄地域、それぞれ文化財、

文化的な伝統ですとか、確かにいろいろ違う部分

もある中での合併であったわけなのですけれども、

これは合併して今後はやっぱり共通の理解を得ら

れるような行政手法といいますか、なお一層のそ

ういうものが必要になってくるのかなというふう

に感じております。そういう部分では、行政のほ

うももっと地域に入りまして、中に入ってその現

状という部分をもっと把握していただければなと

いうふうに思うところでございます。愛郷心とい

いますか、ふるさとを愛する心を育てる方法とい

うのはその地域の文化ですとか教育面ばかりでは

なくて多面的に及ぶと思うのですけれども、市民

がふるさとを思う気持ちを文化を通して最大限に

発揮されるようにお願いをしたいなというふうに

思うところでございます。

先日過日の新聞、名寄新聞だったと思うのです

けれども、名寄商工会議所の記事だったのですけ

れども、新たに名寄ブランドの開発に向けた天塩

川流域「なよろブランド」創造研究委員会という

組織ができたという新聞の記事を読ませていただ

いたのですけれども、その中で講師の方の記事が

載っていたわけですけれども、シー・アイ・エス

計画研究所会長ですか、濱田暁生さんとおっしゃ

るのでしょうか、地域資源の現況と課題について

ということで講演されて、私は直接聞いたわけで

はなくて、新聞の記事でしか読み取れないわけな

のですけれども、その中で地域らしさを売り出す

ためにはその地域の歴史や文化、産業、それから

風土など地域の魅力をアピールすることが大切な

のだというふうに書いてあります。その地域の誇

りを持って紹介できる情報をきちんとつくらなく

てはいけないという記事が載っていたわけなので

すけれども、たまたま私も今回この質問をすると

きにちょっとこういう記事が目につきまして、や

はり基本はその地域の文化というものを育ててい

くことが商業ててにしましてもこれからこの地域

が育っていくためには基本となるものなのかなと

いうふうに感じたものですから、ちょっと気にな

ったので、紹介をさせていただきましたけれども、

本はにその文化という部分では新しいところとい
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いますか、今までの文化があるところにこれから

の新しい文化ができてくるというふうに考えるの

です。なかなか泥臭いといいますか、感じですけ

れども、ただだけれどもこの地域に住んでいる温

かさという部分を感じる部分が文化面ではないか

なと。文化というふうに、ちょっとまとまりませ

んけれども、何か漠然とした形で今回こういう質

問をしているので、わかってもらえない部分もあ

るかもしれないですけれども、気持ちとしてわか

っていただきたいと思いますけれども、今後ます

ますそういう地域のつながりを持ってこの名寄地

域という部分一つになっていければなというふう

に思っていますので、一つの例として出させてい

ただきました。この質問はこの辺に終わらせてい

ただきたいと思いますけれども、でもやっぱり教

育長も一言ちょっといただいて終わらせていただ

ければと思いますけれども、よろしくお願いしま

す。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

実は、名寄市の教育目〇教育長（藤原 忠君）

標の中にも冒頭に「天塩川にはぐくまれた実りあ

る大地に生きる私たち名寄市民は郷土の歴史と文

化を継承し」と、こういうふうにあるのでござい

ます。そういう中から、教育の大切な営みの一つ

だと私は受けとめております。大きく要素は３つ

ぐらいあるのかなと。１つは、やはり生涯学習の

充実を通して芸術、文化活動を振興していくとい

うことであります。芸術、文化、芸術分野でも有

為な人材が名寄にはございますし、そういう方々

をしっかりと支援する。あるいは、文化活動でも

名寄、風連両文化協会などの支援をする。これに

はハード面として文化大ホールが今後しっかりと

根づいていくものと、こんなふうに考えておりま

す。

それから、２つ目はやはり学校教育の充実があ

るのではないかと。今のお話の中でふと思いつい

たのは、社会科副読本であります。新しく名寄、

風連を網羅した新しい副読本を小学校３、４年生

全員に配付いたしました。こういう中で名寄の文

化、それから旧名寄の文化、旧風連の文化、一つ

の市としての共通認識を持っていくことも大切だ

と思いますし、新しい学習指導要領では日本の伝

統文化の継承がしっかりとうたわれております。

食文化だとか、あるいはこれまで営々と日本が培

ってきた華道だとか茶道だとか音楽だとか、こう

いうものをしっかりと伝えていくと。こういう中

から日本人の心をいま一度伝えていくという、こ

ういう大切な営みがあるわけでございます。そう

いう中でそれぞれ例えばある小学校ではお琴をも

う既に取り入れております。こういうようなこと

をどんどんとこれから進めていく必要があるのか

なと。

そして、３つ目は、やはり地域、市民の活動も

大切だということでございます。風連の壁画に見

るように、ああいう文化活動、あるいは高齢者学

級に見られる、ピヤシリ大学とか瑞生大学とか智

恵文の友朋学級などは地道に活動をしております。

こういう中で例えば小学校にて昔の日本の遊びを

子供たちに伝えたりしております。それから、も

う一つは、やはり分館活動でございます。風連な

どで特に活発な分館活動。その中には、風連の獅

子舞だとか、あるいは御料太鼓だとか、こういう

すばらしい文化も継承されていると。こういうこ

とを総合的にやはりしっかりと教育の分野で見守

っていくことが大切である。そして、育てていく

ことが大切だと、このように認識しておりますの

で、ただいまの議員のお話もしっかりと受けとめ

ながら、今後教育行政を進めてまいりたいと考え

ております。

山口議員。〇議長（小野寺一知議員）

大変どうもありがと〇１６番（山口祐司議員）

うございます。

続きまして、市民の健康づくりについて質問さ

せていただきたいと思いますけれども、先ほどの

答弁の中で健診を受けた方に対して、その健診結

果に基づきまして受診者の方たちを３つに分けて
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いる。情報提供、それから動機づけ支援、それか

ら積極的支援、この３つに分けているというお答

えだったわけですけれども、健診率の結果が２６

％、２０年度の場合ですけれども、２６％とはい

え類 ６００人ほどの方々の情報を３つに分ける

というのは非常に大変な作業ではないかなと、労

力を要するのではないかなというふうに思うわけ

なのですけれども、その辺どのようにされている

のか、ちょっとお伺いをしたいのですけれども。

吉原生活福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま健診受〇生活福祉部長（吉原保則君）

診者の階層分けについてお尋ねがございました。

今年度から実施いたしました特定健診の特徴的な

部分につきましては、結果に基づく階層分けがご

ざいまして、先ほども申し上げましたけれども、

情報提供、動機づけ支援、積極的支援の３種類に

分けて保健指導で受診者とかかわっているという

ことでございます。この３階層に分けるのにつき

ましては、特定健診のデータによりコンピュータ

ーで行っているところでございます。名寄市の保

健センターに設置いたしましたコンピューターの

端末から北海道の国保連合会にネットワーク回線

で送る中で、大型コンピューターに集積されたデ

ータを翌日までにこれら３つの階層に分類する作

業を行い、そして翌日保健センターの端末から名

寄市の検査結果をアクセスすると３階層に分かれ

たデータが出力され、保健指導に活用する、こう

いったようなシステムになっているところでござ

います。

山口議員。〇議長（小野寺一知議員）

労力的にかなりひど〇１６番（山口祐司議員）

いのかなと思いましたら、やっぱりコンピュータ

ーの時代といいますか、ほぼ翌日ぐらいにはデー

タが出てくるというような、人がやるのではなく

てコンピューターがやるので、かなり容赦なく多

分３つに分けられるのだなというふうに考えます

けれども、２つ目に実施計画書によりますと特定

健診受診率の目標設定年度が２４年度となってお

りますけれども、まだ２０年度は終了していない

わけなのですけれども、その到達目標について再

度質問させていただきたいと思いますけれども。

吉原生活福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

到達目標につい〇生活福祉部長（吉原保則君）

てお尋ねがございました。特定健診の実施計画で

は、名寄市の目標数値といたしまして初年度であ

ります平成２０年度につきましてはその実施率を

２ ７％と設定し、実実は２ ６％と ９ポイン  

ト上回る結果となったところでございますけれど

も、今後の４年間で類４０％の上積みをする場合、

単純にいきましても年間１０％、５００名ずつ増

加させなければということから、目標年の到達に

ついてかなり厳しいものがあると考えているとこ

ろでございます。みずからの健康は自分で守ると

いった視点を持っていただきながら、日ごろから

のみずからの体調を客観的に把握するために特定

健診をみずから利用するといった意識啓発、啓蒙

を行うことが最善の策でないかと考えているとこ

ろでございますので、御理解いただきたいと思い

ます。

山口議員。〇議長（小野寺一知議員）

４年後の健診受診率〇１６番（山口祐司議員）

６５％という目標達成はかなり厳しいということ

なのですけれども、この目標は達成されることに

よりまして名寄市にとりましてどのような物響が

ある、達成されるのとされないのと、６５％いく

のといかないのとではどのような物響が名寄市に

あるのかをお伺いしたいのですけれども。

吉原生活福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほども若干お〇生活福祉部長（吉原保則君）

答えさせていただきましたけれども、受診率にか

かわる部分につきましてはペナルティーがござい

まして、受診率の評価が厳しく問われているとこ

ろでございます。５年後の６５％を目標に、その

数値の半分以下の場合につきましては目標未到達

ということでございまして、後期高齢者の支援金、

ゼロ歳から７４歳までの被保険者の保険料が１０
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％加算されるなど、保険者に対するペナルティー

があるところでございます。名寄市では、後期高

齢者の支援金が２０年４月のベースの被保険者人

数が、ゼロ歳から７４歳までの人数でございます

けれども、 ９８１人ということで、これに基準

クの４万 ７０３円を額けますと類３で ０００ 

万円が後期高齢者の支援金ということになってお

りますので、到達しない場合につきましては１０

％となりますとそのクはおよそ ３００万円と推

定されるところでございますし、達成した場合に

ついては予防対策に力を入れたことが評価されま

して、さらに支援金が１０％減算、 ３００万円

が減算されるというような仕組みになるというよ

うな状況でございますので、このことからも何と

いっても受診率をどのように向上させ、生活習慣

病の予防対策を進めていくのかが非常に大きな課

題だと考えているところでございます。

山口議員。〇議長（小野寺一知議員）

達成されるのとされ〇１６番（山口祐司議員）

ないのとでは ６００万円の差が出てくるよとい

う、市の負担の部分だとは思うのですけれども、

金ク聞いて今びっくりしたのですけれども、やは

りこれだけのお金の差が出てくるということは市

にとりましても達成するための方策というのはか

なり真剣に考えなければいけないなというふうに

思いますし、我々も周りの人の話を聞いてみます

と私は受けていないよと、そういう人もよく聞く

わけなのですけれども、議員の中にはそういう人

はいないと思いますけれども、議員の中にももし

いれば本はに率先して受けていくことが市の財政

の部分にてしても協力することになるのかなとい

うふうに思いますので、議員の中でも声をかけて

やっていきたいと思いますので、応援していきま

すので、よろしくお願いします。

次の質問ですけれども、特定健診の実施計画策

定において平成１９年の国民健康保険のレセプト

分析の上で計画をつくったということなのですけ

れども、レセプト分析で得られた生活習慣病の名

寄市の特徴といいますか、そういうものがあれば

教えていただきたいと思うのですけれども。

吉原生活福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

分析の特徴的な〇生活福祉部長（吉原保則君）

部分ということでございますけれども、平成１９

年度の国民健康保険の被保険者のレセプトを本は

に分析したところでございますけれども、一月に

５０万円以上かかっているレセプトが７７件ござ

います。うちいい管疾患が４１件と５ ２％を占

めているところでございますし、糖尿病が３０件

ということで３９％、さらには虚い性心疾患が１

２件ということで、１ ６％というようなことに

なっています。これらを誘引する基礎的な疾患に

つきましては、高い圧と糖尿病の重複というか、

重なりが一番大きいことが明らかになっておりま

すし、また１９年度の国保の被保険者総数１万

４０１人ありますけれども、全体で ６０５人、

類４０％の方が、これを４０歳から７４歳にした

場合、 ４５３人中 ５０７人、率にして３ ９  

％、先ほども出ましたけれども、４割の方が生活

習慣病の治療を受けているということが明らかに

なっているところでございます。今後とも必要な

実態の把握に努めてまいりたいと思いますので、

御理解を賜りたいと思います。

山口議員。〇議長（小野寺一知議員）

４割の数字というの〇１６番（山口祐司議員）

はかなり大きいわけなのですけれども、特定健診

は国の基準では４０歳からというふうに、４０歳

以上ということになっているわけなのですけれど

も、そこが名寄市の場合は特定疾病健診３５歳以

上ということになっているわけなのですけれども、

その理由といいますか、違いといいますか、何で

３５歳からなのか、ちょっと教えていただきたい

と思います。

吉原生活福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

最初の答弁でも〇生活福祉部長（吉原保則君）

若干冒頭で触れさせていただいたところでござい

ますけれども、この定期健診制度が始まる前から
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老健制度による基本健康診査を実施しておりまし

て、その実名寄市民でも国保以外の方については

４０歳以上を対象としておりましたが、国保の場

合、健康を維持し、病気の軽症での発見と早期治

療を目的として対象を３５歳以上としてきたとこ

ろでございます。その後今回の制度に移行する実

にこれまで提供してきたサービスの低下をさせな

いということも踏まえまして、対象年齢をそのま

ま３５歳としたところでございますし、なお３５

歳から３９歳までの健診のデータにつきましては

受診率には含めることができないデータでござい

ますけれども、国民健康保険事業の中の保健事業

としてこれからも、今後も位置づけて実施してま

いりたいと考えていますので、ぜひ御理解を賜り

たいと思います。

山口議員。〇議長（小野寺一知議員）

５歳若くから健診を〇１６番（山口祐司議員）

受けていただいて、その意識を高めていただくと

いうことが医療費の抑制の部分にもかかわってく

るのかなというふうに思います。

最後になりますけれども、総合計画の中にある

のですけれども、総合計画をつくる前段のアンケ

ートだと思いますけれども、その中でこれから１

０年間に力を入れるべき項目という部分がござい

まして、その中でやはり一番トップなのが保健医

療の充実という部分を挙げている。この数字が一

番大きな数字なわけなのですけれども、このよう

に名寄市がやはり今後保健医療の充実という部分

を最重要課題みたいな形で挙げていくことが今後

の名寄市の発展につながっていくのかなというふ

うに思います。最後になりますけれども、全体を

通して島市長の御所見をいただければと思います

けれども、よろしくお願いします。

島市長。〇議長（小野寺一知議員）

きのうの議員の質問等〇市長（島 多慶志君）

にも出ておりましたけれども、名寄市立総合病院

の７２年の歴史というものは私どもの先輩も含め

て利用に対する啓蒙も含めての取り組みがずっと

継続してきているというふうに思っております。

旧名寄市は、昭和６３年に保健センターを建設を

したときを契機に市民に健康づくりを奨励しよう

ということで、継続してチャレンジデーでござい

ますとか健康まつりというのを実施をしてまいり

ました。このことは、ほかの自治体も同様に取り

組んでいるわけですけれども、しかしやはり継続

することが成果としてつながってきているのでは

ないかと、こんなふうに思っておりまして、昨年

から始まりました後期高齢者の保険料のててで申

し上げますと、道内１８０市町村のうち１５市町

村がそれ以外の自治体よりもおおよそ７０％以上

の保険料を安く設定をしていただけたと、こうい

うのがございます。これは、全体的な高齢者の皆

さん方が医療機てで診療を受けて、医療費をどれ

だけ使っているかというデータに基づいてそのよ

うなことが仕組みとして出てきたわけでございま

して、私は市民の皆さんが健康にて心を持ってい

ただくことが事業費全体を抑え込むことにもつな

がりますし、しかも健康で長生きできることが人

生、生活の上でも最も重要なことだと、こんなふ

うにも思っております。この健診制度では、６５

％までのハードルというのは非常に高いと私も思

いますけれども、しかし決してこのハードルに届

かないということではないという、目標のために

担は職員の皆さんと一緒にまた一層の健診の啓発、

啓蒙に努めていきたいと思っております。

以上で山口祐司議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

教育ててについて外２件を、佐々木寿議員。

ただいま議長から御〇６番（佐々木 寿議員）

指名と発言が許されましたので、質問してまいり

ます。その前にさきの代表質問あるいは一般質問

で重複する部分があろうかと思いますが、よろし

く御答弁のほどお願いいたします。

１点目は、教育ててについて、初めに小中学校

一貫、連携教育について伺います。少子高齢化、

国実化、情報化等急速に変化する社会の中、名寄
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市においても少子化や地域の人口減少の物響によ

る児童生徒の減少が予想されることにより、小中

適正配置を検討してまいりました。また、全国学

力・学習状況調査に基づき、名寄市教育研究所で

昨年に引き続き指導改善プランを策定し、学力向

上を目指しているところであります。

さて、ここ数年の教育現場では、子供の心身の

発育が加速化する中、小学校５年生と中学校１年

生で学習意欲が低下することや中学１年生でいじ

めなどの問題行動が激増することが指摘されてお

ります。そこには、子供の心身の発達と現行の学

校制度がうまくかみ合っていないのではないか、

また小学校から中学校へ子供の成長は連続してい

るのに教える側の意識がうまくつながっていない

のではないかといったことが注目されてまいりま

した。そこで、義務教育の９年間を見通し、子供

の発育度、学習の連続性を重視した教育を行うこ

とによって義務教育を終了する時点で必要とされ

る学力と人間てて力の育成を図るとともに、学校

間の接続を円滑にし、入学時の不安や心理的段差

の解消を図ることを目的に小中一貫教育の導入が

注目されてまいりました。現在の小学校と中学校

では、指導に対する考え方の違いなどがあり、学

校間の接続が必ずしも滑らかとは言えない状況が

あります。そのため小学校から中学校への進学に

実し、学校での生活上の決まりや学習内容、指導

などに心理的な負担をかける子供がいます。小中

学校の教職員による協働実践のもと、義務教育９

年間を見通した一貫した指導を行うことにより子

供の心身の発育、学習の連続性を重視した取り組

みを推進するほか、思春期特有の発達上の段差や

発達の加速化、非行形態の形容にも弾力的に対応

した指導が実現できるのではないかと考えます。

したがって、適正配置、２学期制導入も含め、一

貫教育、連携教育が将まの学力向上と豊かな人間

性をはぐくむ名寄市の新しい義務教育のあり方を

総合的に検討すべき時期にあるのではないかと考

えますが、見解を伺います。また、連携教育の現

状と教育成果、今後の取り組みについても考えを

お伺いいたします。

次に、学校教育での国旗、国歌について伺いま

す。国旗及び国歌にてする法律が平成１１年８月

９日、国会で成立し、同年８月１３日に公布され、

即時施行されて１０年がたとうとしております。

この間さまざまな議論や事例がありました。国旗、

国歌法が制定されるまで、国旗、国歌にてする法

律が類在せず、特に学校現場での起立した上での

日の丸の掲揚や君が代の斉唱に実して、果たして

それが国旗、国歌なのか、その義務があるのか否

かについて争いが絶えなかった経緯があります。

そこで、制定されたのは国旗、国歌法であります

が、同法が成立したは時の小渕首相は児童生徒の

内心にまで立ち入って強制しようとする趣旨のも

のではないと国会答弁し、は時の野中官房長官も

強制的に行われるのではなく、それが自然に哲学

的にはぐくまれていく努力が必要だと答弁してお

ります。しかし、その後同法を背景に処分を振り

かざして、日の丸の掲揚や君が代の斉唱が権力に

よって強制が行われ、多くの批判が起きたのも事

実であります。１０年が経過しようとしている教

育現場は、国旗、国歌に対してどのように対応し

ているのか、どのような現状になっているのか伺

います。

次に、高等学校教育の振興について伺います。

さきの教育行政執行方針の中でもあったように、

本年４月から光凌高校と農業高校が再編、統合さ

れ、新しく名寄産業高校が開校となります。同校

は、道内でも珍しい工業、農業、生活の３分野を

担う産業専門高校として道北の地域の担い手育成

の拠点を目指すこととなります。しかしながら、

執行方針で述べられたように、まさに中学の卒業

生の減少が今後もは分続く推計の中で、ことしは

特にピークであることが名寄産業高校に物響した

かのような、管内の公立高校の出願者の中で他校

とまべ大きく下回りました。一方、旭川農業は４

学科すべて類率が昨年度より上昇し、いずれも
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５類強の狭き門となっているのに対し、産業高校

は２学科が ８、 ７のほか２学科が ３という  

結果で、出願数は８２名というふうに聞いており

ます。このようなことがま年以降も続く予兆と受

けとめるならば、新しく開校した産業高校として

もこの高校が類立する名寄市を初め道北地域とし

ても産業教育が閉ざされ、将まの大きな損失とな

ると考えます。この現実を重く受けとめ、スピー

ド感を持って支援対策をし、道に要望していかな

ければならないと思われます。こうした現状の中

で行政として進学者の確保と地域に根差した産業

教育の充実のため、具体的な支援策をどのように

対応していくのか伺います。

２点目に、自衛隊ててについて伺います。初め

に、自衛隊の水道事業について伺います。水道事

業は、産業経済活動の原点となっている私たちの

生活に欠かすことのできない必須の事業でありま

す。また、そのため安全、安定した供給がなされ

なければなりません。そのためこれまでに浄水場

施設、配水管管網整備、更新、改良などに取り組

んできておりますが、基本的には名寄市水道事業

中期経営計画により着実に推進されていることと

思います。

さて、昨年９月に名寄市水道事業審議委員会が

名寄市水道事業再評価を原案どおり市長へ答申さ

れましたが、その中で風連浄水場と名寄駐屯地の

浄水施設を緑丘浄水場と統合するとともに２１年

度本体着工のサンルダムに参画し、必要水量を確

保するということでありました。現在駐屯地は、

天塩川を水源にして自衛隊専用の水道として維持

管理しているわけでありますが、雨等や上流の生

活排水によるものと思われますが、濁った水道水

になることが再三ありましたし、私もその水を飲

んだ経験もあります。また、維持管理コストの面

等総合的に判断し、は市給水化への要望が駐屯地

からなされたと思いますが、その経緯、現在の進

捗状況はどのようになっているのか、今後どのよ

うに推進されるのか、また経費の問題、サンルダ

ムの問題等についてもお伺いいたします。

次に、ソマリア沖の海賊対策への海自派遣につ

いて伺います。政府は、アフリカソマリア沖のア

デン湾における海賊対策として、本年１月２８日、

海上自衛隊派遣を決定いたしました。これは、日

本の貿易の９９％が海上貿易に類類しており、海

の安全は死活問題ともなり、海洋国家として貢献

する必要があるという政府見解の派遣でもありま

す。アデン湾の海域を避け、アフリカの喜望峰経

由だと類 ０００キロ由回することになり、１航

海はたり類 ０００万円のコスト増となるなど、

経済損失も生ずるということでもあります。また、

国連安保理もこの海賊対策に対し加盟国に協力を

求める決議を４回採択し、各国に要請いたしまし

た。しかしながら、日本においては海上での警察

活動は海上保安庁の任務であり、これまでも外国

の海賊対策を支援するため東南アジア海域で活動

した実績がありますが、今回は片道類２０日間も

かかり、アデン湾での長期任務を実施できる巡視

船は１隻しかなく、海賊の攻撃に対する防御力も

弱いため、海保では対応できないのが実情である

ということであります。そこで、海保能力を超え

た事態を支援するために自衛隊に認められた海上

警備行動によって自衛艦船を派遣し、そこに海上

保安官を同乗させ、警察任務にはたることが現実

の対応となるとされております。３月９日には、

海上自衛隊艦船に同乗して、海賊が日本船籍や日

本船員を襲撃した場合、海賊の取り調べや逮捕、

送検などの任務にはたる海保８人の任命式が行わ

れました。この後広島呉で海上自衛隊と合流した

後、３月１４日に護衛艦に乗り込んでアデン湾に

向けて出港いたしました。

さて、過去にこの名寄駐屯地の隊員は国連平和

維持活動の一環として崇高な使命を受け、ルワン

ダ、カンボジア、東ティモール、ゴラン高原、イ

ラクに派遣され、立派に任務を完遂し、帰国した

実績があります。特にイラク派遣に実しては、第

１次の派遣部隊としては時の駐屯地司令、番匠幸
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一郎１佐を長として多くの駐屯地の隊員がイラク

に出発し、１名の負傷者も出さず、見事任務完遂

し、帰国いたしました。これは、全国で最初の国

実貢献ということで、一抹の不安もあったことが

きのうのように思い出されます。今駐屯地隊員と

しても職種は違うものの複雑な気持ちで見守って

いるのではないかと推測するところであります。

そこで、自衛隊増強要望を毎年防衛省に陳情され

ている名寄地方自衛隊協力会長である市長に率直

な見解を伺います。

３点目に、緊急医療について伺います。ドクタ

ーヘリ導入に伴う名寄市の対応について伺います。

ドクターヘリが道北圏においても導入されます。

これは、緊急治療時間の大幅な短縮となり、極め

て望ましい救急医療体制が確立するわけでありま

す。我が国でも昭和３５年ごろから自衛隊小型ヘ

リに医師を同乗して出動し、重症患者の搬送や登

山事故、海難事故などの救急にはたった例があり

ます。また、東は消防庁も昭和４２年にヘリ導入、

以降６年間に医師同乗の搬送を１９０件実施され

た実績もありますが、これらの搭乗医は添乗のみ

で救急現場におりて処置、治療を行う、いわゆる

ドクターヘリとしての搭乗ではなかったわけであ

ります。国として昭和５５年代から研究実験が行

われ、平成１３年度からドクターヘリが導入され、

本格運航が開始され、現在に至っております。今

年度の２１年度は、新たに８機を含め、全国で２

４機の導入となります。北海道では、最初に手稲

渓仁会病院が平成１７年４月、運航開始をしてか

ら４年が経過しておりますが、今年度から道北圏

と釧路、根室圏にそれぞれ１機ずつ導入され、北

海道では３機体制が確立します。道北は上川、留

萌、宗谷の一部を、道東は釧路、根室管内をほぼ

カバーし、道内の大半はドクターヘリのエリアと

なります。道北圏では、旭川赤十字病院が事業主

体、基地病院となるわけでありますが、手稲渓仁

会病院の４年に近い運用からさまざまな課題も浮

き彫りになってきているということであります。

そこで、現在の状況、運航開始までの予定、市民

の理解の問題、費用負担の問題、路上着陸等の運

航上の問題、医療上の問題、安全確保の問題等の

課題等どのように取り組まれるのか伺います。

以上でこの場からの質問を終わります。

島市長。〇議長（小野寺一知議員）

佐々木議員から大項目〇市長（島 多慶志君）

で３点御質問をいただきました。１番の教育てて

につきましては教育部長から、２点目の水道事業

のててについては和田上下水道室長から、３点目

の救急医療については病院の事務部長からの答弁

とさせていただきます。私からは、ソマリア沖の

海賊対策についての御質問にお答えをさせていた

だきます。

政府は、３月１３日、アフリカソマリア沖の海

賊対策に海上自衛隊を派遣するため海上警備行動

を発令しました。翌１４日に海上自衛隊員４００

名のほか、海上保安官８名を乗せた２そうの護衛

艦が広島県呉市の基地から出港し、４月上旬から

日本てて商船の護衛を開始することとなりました。

年間２万そうの船舶がソマリア沖のアデン湾を行

き帰り、昨年１年間で１１１件の海賊事件が起き、

年間類 ０００そう通る日本てて船舶の４そうが

被害に遭ったと報道されております。現地では、

１５カ国以上が警備、哨戒活動を展開しており、

我が国の海上警備行動では保護対象船舶及び武器

使用も大きく制類されるため、政府は１３日に海

賊対処法案を閣議決定し、国会に提出し、同法案

が成立すれば派遣根拠を切りかえるとしておりま

す。平成４年成立の国連平和維持活動協力法以降、

海外で活動する自衛隊はイラク復興支援など実績

を重ねてまいりました。平成１９年に防衛庁から

防衛省になり、国実緊急援で活動や国連平和維持

活動などの海外活動は付随的任務から国土防衛及

び国内災害派遣の本ま任務になりました。このた

びの派遣は、国実社会で応分の成果を果たすとと

もに、日本船主協会による護衛の申し出を受けた

活動で、日本の国益及び直接国民を守るためにも
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決定されたものと受けとめております。一方、従

まの後方支援から実任務の前面に出ることが想定

をされ、イギリス軍やインド軍が海賊と銃撃戦を

戦わせたとの報道もあり、派遣された海上自衛隊

員及び海上保安官が安全に任務が遂行できること

を願っているところであります。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、教育てて〇教育部長（山内 豊君）

についてお答えをいたします。

初めに、小中一貫教育についてお尋ねがありま

した。小中一貫教育は、中学進学に実して小中学

校の円滑な接続を図ることで、いわゆる中１ギャ

ップを解消し、子供の発育と学習の連続性を重視

する教育を行うことを目的として取り組みが行わ

れてきました。小中一貫教育には、３つのタイプ

があります。１つ目は同一校舎で学習する一体系、

２つ目は校舎を隣接する併設型、３つ目は児童生

徒間の交流を促進する連携型となっております。

これら一貫教育の特徴は、単に小中学生が同一の

校舎や近隣で身近に学ぶだけにとどまらず、学習

内容など教育課程全般を洗い直し、９年間の見通

しを持って再編成し直すことにあります。そのた

め学習指導要領で示されている学年ごとの履修内

容を変更するなど、特区申請の必要性も生まれて

まいります。また、特に編入学の多い学校におい

ては、児童生徒に不利益を与えかねない面もあり、

どのような形での一貫教育が望ましいかについて

は今後慎重に検討していく必要性があるものと思

われます。風連地区で行われております風夢プロ

ジェクトは、緩やかな連携教育であり、それぞれ

の学校の独自性を確保しながら、中１ギャップの

解消を図るよう努めてきております。現在市内小

中学校の適正配置計画を進めてきているところで

あり、風夢プロジェクトの成果を検証しながら、

これからの学校の配置とあわせ、一貫教育、連携

教育も視野に入れながら、総合的な見地から学校

のあり方の検討を進めてまいりたいと考えており

ます。

次に、学校教育での国旗、国歌についてお尋ね

がありました。国旗、国歌につきましては、平成

１１年の国旗及び国歌にてする法律が制定される

以前から各学校において長らく儀式的行事の折に

日の丸、君が代として掲揚、斉唱が行われてきた

経緯があります。国旗、国歌法の制定以降は、卒

業式の式次第などにも国旗、国歌の名称が使われ

るようになりました。現行学習指導要領において

は、小学校音楽の指導計画の作成と各学年にわた

る内容の取り扱いの中で、国歌、君が代はいずれ

の学年においても指導することとなっており、現

在卒業式、入学式などの儀式的行事におきまして

は、名寄市のみならず全道においてもすべての公

立小中学校で国旗の掲揚、国歌の斉唱が行われて

おります。今後におきましても学校教育として子

供たちが我が国と郷土を愛し、伝統と文化を尊重

する態度を養う上からも国旗、国歌を尊重し、愛

着を持てるように取り扱ってまいりたいと考えて

おります。

次に、高等学校教育の振興についてお尋ねがあ

りました。本年４月に開校する名寄産業高校は、

電子機械科、建築システム科、生活文化科、そし

て酪農科学科の４学科から成る学科集合型の専門

高校であり、酪農科学科は名寄農業高校で整備さ

れてきた産業教育施設や実習地を産業キャンパス

として活用し、道北地域における農業の担い手の

育成を図り、将まの地域産業を担う実践的な知識

や技能を身につけた人材の育成を図ることとして

おります。既に公立高校入学試験の合格発表がな

されておりますが、道教委が発表した名寄産業高

校の状況は、募集人員１６０名に対し推薦１２名、

一般６９名の計８１名が合格いたしました。さき

の議員の質問にもお答えいたしましたが、公立高

等学校配置計画による中学校卒業者数の将ま推計

では、平成２１年の上川北学区内中卒者は５５５

名で、平成２０年とま較して１１５名の減少とな

っています。平成２０年は６０４名と前年ま４９

名の増となりますが、今後も減少は続くものと推
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測されます。出願状況が振るわなかったことにつ

いては、危機感を持って対応していかなければな

らないと考えており、今後は学校、同窓会、名寄

市などが連携して生徒募集にてして志願者の拡大

を図る方策等の検討をしてまいりたいと考えてお

ります。また、酪農科学科における道外からの出

願受け入れについても道教委に対して要望してま

いります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

和田上下水道室長。〇議長（小野寺一知議員）

それでは、私か〇上下水道室長（和田 博君）

ら２点目、自衛隊ててについての小項目１、自衛

隊の水道事業についてお答えさせていただきます。

現在陸上自衛隊名寄駐屯地の水道事業は、専用

水道としての事業認可を受けて給水が行われてい

ます。名寄からのは市給水化につきましては、駐

屯地浄水場の老朽化により浄水処理が困難になっ

ていく状況を踏まえて要望がされた経緯で名寄駐

屯地と平成３年から協議が開始されております。

しかし、は時の名寄市浄水場における給水能力の

不足から、その後の第２期拡張事業計画において

サンルダムによる新たな水源を確保することを前

提に、平成２０年以降に給水を行う旨の確認がな

されてきました。その後名寄駐屯地における浄水

場施設の老朽化が一層進み、早急な対応が必要と

なったことから、平成１６年に大規模な改修が行

われ、これによりは面のは市給水化は見送られる

こととなり、改めて次の駐屯地浄水場施設の更新

計画年次になる平成３２年を目標とすることに計

画が見直しされております。平成２０年７月には、

駐屯地と再協議を行い、平成３２年からのは市給

水化計画の再確認を行うとともに、今後も状況の

変化などに的確に対応が図られるよう協議が進め

られることとしています。こうした計画は、本年

実施した名寄市水道事業再評価でも反映され、駐

屯地への給水計画概要につきましては１日最大給

水量 ４０６立方メートル、給水方式は現行の配

水設備へ接続する分水方式とする予定であります。

接続に伴う配水管延長は類 ９００メーターにな

り、その費用につきましては１で ０００万円ほ

どになる予定でいます。

また、新たな水源として予定しているサンルダ

ムにつきましては、昨年の基本計画の見直しによ

り竣工年次が平成２５年と明記され、また平成２

１年度は漁業者の理解を得た上で本体着工に向け

た予算も計上されるなど、今後も計画の推進に向

けて必要な取り組みが図られる旨伺っております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

内海病院事務部長。〇議長（小野寺一知議員）

救急医〇市立総合病院事務部長（内海博司君）

療について御質問がありましたので、お答えさせ

ていただきます。

ドクターヘリにつきましては、さきの代表質問、

一般質問においても質問がございましたので、多

少重複することになると思いますが、現在承知し

ている部分でお答えさせていただきます。は初釧

路、根室を中心とする道東圏域への誘致が有力で

ございましたが、昨年８月に道北ドクターヘリ運

航調整研究会が発足をいたしまして、署名活動、

試験運航及びシミュレーションなどの積極的な誘

致活動を行った結果、１６の消防と５５の自治体

にまたがります道北圏域にも１機が配備されるこ

とになりました。道北の救命救急センターである

旭川赤十字病院が基地病院となり、旭川医科大学、

市立旭川病院、旭川厚生病院の医師の輪番制によ

り運航が予定をされてございます。今後できるだ

け早い時期の運航に向けて運航調整研究会による

協議が進められてきます。

なお、名寄市が直接かかわる部分といたしまし

ては、運航調整研究会では名寄市立病院を中継地

点として考えております。具体的には、ドクター

ヘリが名寄よりも北からの出動要請により出動し、

患者を乗せて基地病院となる旭川赤十字病院に直

行できないときは救急医療機能を備えましたは院

に搬送されること。また、運航圏を超える地域、

おおむね宗谷支庁管内となると思いますが、では
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救急車では院まで搬送し、ピックアップする等が

想定されております。

費用負担につきましては、国、道からのでで金

ででい切れない格納庫、ヘリポート等の初期投資

になりますイニシャルコスト、およそ１で円と言

われてございます。また、救急患者搬送時以外の

運航にかかります燃料代、機体使用料、操縦士、

整備士の人件費などのランニングコストが挙げら

れてございます。およそ ０００万円というふう

に思っております。これにつきましては、現在ま

で費用負担方法について結論を得てございません

けれども、今後引き続き道北ドクターヘリ運航調

整研究会役員会が開催されますので、具体的な論

議がされることとなります。名寄市及び名寄市立

総合病院長が委員となってございますので、積極

に参加をしてまいりますので、御理解くださるよ

うお願いいたします。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

それぞれ御答弁をい〇６番（佐々木 寿議員）

ただきました。冒頭に市長の誠意ある見解をいた

だきましてありがとうございます。今後とも絶大

なる御理解と御支援をお願いしたいと思います。

私も答弁でございましたように、これは海上自

衛隊の派遣という単なる問題ではなくて、やはり

あそこにあるアデン湾のシーレーンの安全確保を

して、そして国民の生命と財産を守る。それによ

って他国等の国実貢献をする。そして、それを実

施することによってまた国益にもなると。また、

別な面では、余り報道されていないのですが、中

国の艦船と情報を一緒に提供して、お互いに情報

交換しながら艦船を防衛しようということにもな

って、将ま的に中国との相互ててといいますか、

きっかけになるのではないかと思います。ことし

の終わりに防衛計画大綱とか、あるいは中期防衛

力整備計画が進捗しているわけなのですが、これ

はこれから自衛隊における国実貢献というものが

本はに多くなってくるのではないかと。まして海

上自衛隊なんかは、かなり任務が多くなるのでは

ないかと私は見ているところであります。それで、

私は答弁にもございましたように、その中にあっ

てやはりこの海賊対処法が早目に法案が成立する

ことを望んでいるわけであります。

それでは、続いて再質問と要望についてやって

まいります。まず初めに、小中学校の一貫、連携

教育についてでありますが、先ほど御答弁にもご

ざいましたが、風連地区ではある程度連携協議を

やっているということであります。これは、それ

と名寄とどういうふうに違うのか、利点といいま

すか、効果といいますか、この辺をお伺いしたい

と思います。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

風連地区で行われて〇教育部長（山内 豊君）

いる風夢プロジェクトについては、風連地区の小

学校から中学校に行くという部分の中では、日進

小学校については日進中学校、その他の小学校に

ついては風連中学校ということであります。名寄

地区の小学校においては、例えば名寄小学校です

と名寄中学校と名寄東中学校に向かうと。そうい

ったようなちょっとまた割き状態のような形で進

学先がかわっているという状況になります。そう

いった意味では、風連地区においては小学校から

中学校に連担した学習ができるといったような、

そういったような今までの状況にあったというこ

とで、そうした特性を生かして風夢プロジェクト

を立ち上げて現在まで行っているということであ

りますから、非常に先進的な活動を行ってきてい

るのかなというふうに思っております。名寄地区

で今風連地区で行われていることをすぐ取り入れ

ていくという部分につきましては、先ほど言った

ように進学先が違うということも含めて、今はち

ょっと難しい部分があるだろうというふうに思い

ますが、現在小中学校の適正配置計画等つくって

おりまして、将まの計画に向けてそういったこと

は小中連携、あるいは小中一貫についても考えて

いくことが必要なのかなというふうに思っており
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ます。

以上です。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

小中一貫校について〇６番（佐々木 寿議員）

は、さきに申し上げましたように、御答弁にもご

ざいましたが、こういう今の時期に本はに考えて、

将まの義務教育の現場というものを考える時期だ

と私は思っております。先般「風っ子」という作

文、風連のです、あの中に風連中学校の男の子が

書いた作文がありまして、その作文の中は中国の

四川省の災害でお母さんがメールで子供をかばい

ながらやったという作文がありました。それを読

んで私も感動したのでありますが、やはりああい

う子供が命の大切さとか、あるいは自分のこれか

らのやりたいという希望とか、本はにああいうふ

うに作文にして出すというのは、ああいう子供が

でき上がるとやっぱりすばらしいなと私は思って

おります。その子も勉強のほうもできるのだなと

思いますが、私はこの小中学校の特色というのは

やはり一貫した教育というのが一番の魅力だと思

います。それで、特に知力とか徳目とか体力、こ

れは本はに一貫してやることによって教育の効果

が上がる。佐藤靖議員の質問にもありましたけれ

ども、適正配置のことではなくて子供の教育があ

ってなされるものだと、こういうふうに思ってお

りますし、体育なんかは再三御答弁を聞いており

ますと大分体力が落ちて、北海道あたりも最下位

のほうだということなどが、これは動かぬ証拠な

のです。これは、大胆でも何でもなくて動かぬ証

拠なのです。これは、やはり体力でもちゃんと積

み重ねていけば、本はに急にやるものではないの

で、私もスキーを担はしたことあるが、着実にや

っていくことによって体力が増勢したり、技術が

うまくなったりするということになりますので、

一貫教育をぜひ検討していただきましてやってい

ただきたいと、こういうふうに思います。

次に、学校現場での国旗、国歌についてでござ

いますが、まず最初に市立大学のほうはどのよう

な現況になっているのか伺いたいと思います。

三澤大学事務局長。〇議長（小野寺一知議員）

国旗、国歌〇市立大学事務局長（三澤吉巳君）

にてしての大学での実態と、こういうことでござ

いますが、大学主催の行事の中では入学式、卒業

式での対応ということになろうかと思いますが、

昨日実は短期大学部の４８回目の卒業式がとり行

われました。その内容につきましては、これまで

の慣習に従いまして、国旗の掲揚あるいは国歌の

斉唱というのは行わないで、式場には名寄市の市

旗と大学の校旗を掲げてとり行っております。新

入生をまえての４月２日に入学式が予定されてお

りますが、これまでこの方式が定着をしていると

いうようなことで、同じような方式でとり行うこ

とになっているところでございます。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

わかりました。〇６番（佐々木 寿議員）

国旗、国歌は、法律で制定、施行されたわけで

すから、これは強制するものではないかもしれま

せんが、施行されたという形のその考え方は前向

きにちょっと考えなければいけないのではないか

と私は思っております。要は、これはだれが責任

あるのか、だれが何で教育しないのかというのは

今答弁といってもなかなか答えられる状況ではな

いと思いますので……

（何事か呼ぶ者あり）

ちょっと静かにして〇６番（佐々木 寿議員）

ください。王貞治が、有名な世界の王ですけれど

も、この王が日本国籍を持っているのではないか

と思っているのでしょうが、台湾国籍で今いるの

です。それで、この王がある記者に対してこうい

うことを言ったというのです。日の丸を見て、そ

して君が代を聞くと自然と胸が引き締まる思いが

すると。若い人は、なぜ立たないで座ったままで

いるのかと。何をやっているのだと。祖国愛がな

いのかと自分で言って、私はそういう点では日本

人より日本人らしいと、こう申しているわけです。

日本の国にあって国旗、国歌を本はにしっかりと
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理解して、そしてやはり今は愛国心とかというも

のはないので、伝統と文化を尊重して、それらを

はぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、

他の国を尊重して、そして国実社会の平和と発展

に寄与する態度を養うというふうになっているわ

けです。これは、まさに最初の問題に国旗と国歌

というのは、先ほど答弁はちょっと私の欲すると

ころが答弁されていなかったように思うのですが、

私は基本的にはこの国旗、国歌というのはどうい

うふうな成り立ちでどういうふうになって広まる

ようになったのか、何で君が代がなるのかという

ことを学校の現場で教えることが大切なのではな

いかと。国旗であれば、島津藩の篤姫のあれであ

ります島津斉彬公が昔の１文字の、数字の１を丸

した、四角い中にやったのだったということであ

りますが、これを日の丸にしたと。これは、本は

にそういう歴史があると私は認識しております。

それで、またこのときにそれまで国旗というもの

が余り取りざたされていなくて、要するに外国船、

船に対して本はに船にその国の旗を掲げるという

のが始まりだったのだと思いますが、国歌はまた

これも島津藩のものが、要するにイギリスの軍隊

のフェントンに頼んでつくったということなので

す。それで、これはもう歴史とかいうものをしっ

かりやっぱり教えておく必要があると思います。

そういう現場のあれというのは、どういう科目で

それでは教えているのか、今の現状でちょっとお

話聞きたいと。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

国旗、国歌について、〇教育部長（山内 豊君）

そのいわれについて教えるべきでないかというこ

とであります。国旗についてということで申し上

げますと、学習指導要領においてはそのいわれや

歴史的経緯について特に指導する場面を設定する

ことにはなっていないということになっています。

しかしながら、先ほども申し上げましたように儀

式的行事、入学式、卒業式あるいは運動会、そう

いったところでは掲揚するということにしており

ますから、そういった部分の中で子供たちがそう

いった時々に国旗は掲揚されるのだろうというこ

とがそういったことを感じるのではないかという

ふうに思います。

それから、国歌につきましてですが、これにつ

いてはすべての学年で音楽の教科書で掲載をして

いるということでありまして、また学習の折ある

いは行事の折に国歌については取り上げていると

いうことであります。先ほども申し上げたように、

儀式的行事の中でもそれを取り上げているという

状況にあります。

以上です。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

私も先般中学校の卒〇６番（佐々木 寿議員）

業式に参加させていただきました。生徒も口ずさ

んでいる者とほとんど歌っていない学校もありま

したが、これはやっぱり教えないから歌わないの

か、恥ずかしいのかわかりませんが、今後ともし

っかりとこれにてしては取り組んでいただきたい

と、こういうふうに思います。

次に、高等学校の教育の振興でございますけれ

ども、特に産業高校の場合は本はにせっかくでき

上がったのですが、なかなか出願率が低いという

ことで、私も学校の校長先生とかにもいろいろと

御交誼があるわけなのですが、学校の問題もあり

ましょうけれども、行政としても何らかの手を打

たなければいかぬとこれは思います。１２月に光

凌高校の保護者にアンケートが出されまして、８

７％の保護者の方が学校行事の企画、運営にはた

って生徒一人一人の自主性を尊重するなどの配慮

ができているというふうに評価しておりますし、

また体育、健康にてする指導、性教育の講演会と

か薬物乱用防止教室なども通して生徒も命の大切

さを知り、健康で安全な生活が送れるように指導

されているというのが８０％以上あるのです。こ

ういうアンケート、数字の高いものが、大体こう

いう２０項目においてアンケートをされているわ

けですが、ほとんど６５％以上ということで、か
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なりの評価をされているということでありますの

で、先生方もかわりませんので、こういう教育現

場についてはしっかりとこういうふうな成果には

なるような取り組みになるのだろうと思いますし、

これをせっかくのこういう学校ができているのに、

やっぱり行政、この名寄に類在する高校、名高で

もあり、風連高校なくなるわけですけれども、そ

ういうものをしっかりと支えていくのが行政の役

目だと思いますので、具体的なものはないとは思

いますが、何から手つけていいのかわかれば、宣

伝も足りないのではないかと思います。それから、

どうせやるのだったら、地方からまる人は何らか

のメリットをやって、バス代をただにしてやると

かと。そこまでどうだかわかりませんが、ある程

度そのぐらいのことをやらないと名寄に集まって

こないのではないかと思いますので、前向きな考

え方で支援をお願いしたいと、こういうふうに思

います。

次に、自衛隊の水道事業にてして質問いたした

いと思います。

（何事か呼ぶ者あり）

佐々木議員は、答弁〇議長（小野寺一知議員）

要らないのですか。

済みません。アンケ〇６番（佐々木 寿議員）

ート等で、具体的にはそれでは一番先に何から取

りかかっていくのか、ちょっとお願いしたいと思

います。済みません。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほど部長の答弁にも〇教育長（藤原 忠君）

ありましたように、今回の名寄産業高校の出願者

数が大変少なかったと。まだ２次募集が残ってい

るわけではございます。きのうの合格発表では、

８２名の出願者のうち８１名合格者を出したとい

うことで、残り２９名の２次募集に入るわけであ

ります。今お話しのとおり、余り時間がありませ

んので、かいつまんで申し上げますとやはり学校

がいろんな特色を持たせることがまず１つあるか

なと。それをしっかりとＰＲするという学校独自

の努力、それから行政サイドで何ができるかとい

うことも考えていかなければならぬ。行政の支援

体制としては、１つには出願者を全国１区にする

という方法がございます。今までは、道内１区で

あります。これを全国１区にしてはどうかという

こと。あるいは、教育活動をしっかりと保障する、

こんなことは道教委にこれからもしっかりと要請

してまいりたい。それから、もう一つは、私たち

サイドの努力も必要であり、同窓会や地域てて者、

あるいは名寄市教育委員会などが中心になってや

はり生徒を募集する、そんな活動をしていかなけ

ればならないと、こう思ったりしているところで

あります。もう一点は、やはり市立大学との連携

などもしっかりとしたＰＲのポイントにしていく

ことも大切かなと、こう思ったりしております。

ことしは、風連以北中川までが３００名程度の卒

業者なのであります。一番少ない卒業者というこ

とで大変危機感を覚えていたのですが、そのとお

りになったと。それにまべて旭川地区のほうはひ

とり勝ちみたいな感じで応募者がふえたわけであ

りますが、先ほど旭川農業の例もございましたが、

後継者を育てるという大切な営みでは名寄農業の

ほうがはるかに上回っているのであります。そう

いうことも私たちは十分認識しながら、さらに特

色ある学校づくりに向けて進めてまいりたいと、

このように考えております。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

大変失礼しました。〇６番（佐々木 寿議員）

次に、自衛隊の水道事業について質問いたしま

すが、名寄市の水道事業中期経営計画、これは１

９年から２３年度まで一応期間になっているので

すが、ことしはその半ば付近ぐらいになるのだと

思いますが、これまでの状況はどのような状況に

なっているのか伺いたいと思います。

和田上下水道室長。〇議長（小野寺一知議員）

名寄市の水道事〇上下水道室長（和田 博君）

業の中期計画でございますけれども、平成１９年

から２３年までということでの５カ年で計画をし
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ています。現在第２期拡張事業を反映しながらの

計画で進めているところでございます。この間水

源開発事業に対する、サンルダムなのですけれど

も、これに対する名寄市負担金の進捗率につきま

しては７ ８％、また拡張事業全体の進捗率では

類７３％を終える予定となっているところでござ

います。また、収支計画においても平成２０年４

月に風連、名寄の水道料金の改定並びにこれまで

の行財政改革にてる経費の節減など等々で、は初

計画に基づいた進捗が図られてきているものと考

えています。また、２１年度には計画の中間年と

しまして平成２０年度の決算確定後、こうした進

捗状況を議会及び広報またはホームページなどで

報告する予定としているところでございます。ま

た、この時点で必要な見直しも進め、後期年度に

反映させることとしていますので、御理解のほど

をよろしくお願いしたいと思います。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

わかりました。〇６番（佐々木 寿議員）

この水道事業にてしては、先ほど御答弁にあり

ましたようにサンルダムができるということが物

すごく物響してくるということでありますので、

今自衛隊が使っているのは自衛隊独自のものなの

ですが、例えば風連地区の自衛隊の水道上の、こ

のままやった場合とそれをダムができて配管をし

て維持した場合とどういうふうな、金クにして大

体自衛隊の場合はそのまま維持すると８で円ぐら

いかかるのではないかという見積もりなのですけ

れども、そのままサンルダムができて自衛隊の配

水もやった場合となるとどのぐらいの開きがある

のでしょうか、金ク的に。

和田上下水道室長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほども答弁さ〇上下水道室長（和田 博君）

せていただきましたけれども、自衛隊まで管を持

っていくのに ９００メートルありまして、口っ

にしましたら２００ミリメートルの配管が入って

きます。その中で工事費としまして、今の積算で

は類１で ０００万円ほどで工事が終わるという

ことになります。

以上でございます。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

それだけで終わると〇６番（佐々木 寿議員）

いう、それなら先ほど私が言った自衛隊のててで

そのまま使った場合は８で円と聞いているのです

けれども、風連の場合も大体そのぐらいの金クに

なるのでしょうか。風連と合わせて１で ０００

万円ということですか。自衛隊だけで。風連は…

…。

和田上下水道室長。〇議長（小野寺一知議員）

風連につきまし〇上下水道室長（和田 博君）

ては、平成２１年から５年計画で、今２５年まで

計画を持ちまして配管工事しているのですけれど

も、類３で円ほどと思いますけれども、そのぐら

いの事業費で終わると思います。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

自衛隊も役職が２年〇６番（佐々木 寿議員）

ぐらいになるとかわって、行政のほうも担は者が

かわるというふうになりますので、これは今後と

もそのは度かわられたときにはしっかりと連携を

とってもらって、実現に向けてやっていただきた

いと思います。要望しておきます。

以上で私の質問を終わります。

以上で佐々木寿議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

１５時１０分まで休憩いたします。

休憩 午後 ２時５４分

再開 午後 ３時１０分

休憩前に引き続き会〇議長（小野寺一知議員）

議を開きます。

地域商工業への支援について外１件を、駒津喜

一議員。

議長より御指名をいた〇９番（駒津喜一議員）

だきましたので、さきの通告どおりに質問をさせ

ていただきます。

昨年末におきまして、道内の経営動向調査では
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過去最悪の業況となり、名寄市の金融機てによる

景況調査でも悪化した企業が前年同期で ３％悪

化と答え、ま期の見通しも大幅に悪くなる予想に

なっております。今回緊急雇用対策の予算が実施

されますが、市内の雇用割合が第２次産業、第３

次産業合わせて８ ５％を占めるその中、特に中

小零細企業に今早急に支援を対策をしなければ雇

用問題も改善の方向には向かわないと思います。

そこで、商工業への施策についてお尋ねをしま

す。１番目に、名寄市融資制度及び各で成制度に

ついて質問をいたします。融資を受ける企業とし

ては、あっせん機てに融資申し込みをしてから融

資実行までなるべく短時間で行うことが資金運用

の面から好ましいことですが、現行の市融資制度

の手続ではあっせん機てから市に申し込みが行き、

確認書を添付してあっせん機てに戻り、金融機て

に申し込みが行く流れになっております。この手

続を簡略するだけでもかなり時間を短縮できるこ

とになります。事前に市の担は者に預託金の確認

をしているにもかかわらず、このような融資の流

れになっているのは、市税の確認以外に別に何か

審査されているのか、また別に意味があるのかを

お聞きしたいと思います。

次に、中小零細企業に支援するで成金の中でチ

ャレンジ支援事業についてお尋ねをいたします。

この制度は、改善の要望にこたえていただいて制

度化されまして、中小零細企業にとっては大変有

益なありがたい制度でございます。しかし、この

不況化の下ではより利用しやすく事業の活性化を

促すためにも改善が必要だと思います。中でも３

００万円以上の設備ででで率が２０％、限度クが

１００万円の支援でございます。原材料が値上げ

している現在、店舗内増改築だけでも平均的には

５００万円以上はかかり、新築になれば平均的に

０００万円以上かかるのが現状です。この支援

で成金をでで率を上げて限度クを引き上げ、時代

の状況変化に応じた基準の見直しが必要だと思い

ますが、御見解をお尋ねいたします。

次に、商店街の若手後継者育成事業の取り組み

についてお尋ねをいたします。郊外量販店の出店

及び消費の低迷などにより、市内の商店街は大打

撃を受けております。しかし、その中で逆に商店

街の活性化と自店の再生を目指し、若手経営者を

中心に小規模ながら研究会を開催している動きが

出ております。また、先月２月１４日には若手経

営者が中心になり、５丁目、ポケットパークで開

催された雪フェス協賛フェアには、大勢の消費者

が集まり、スノーランタンに装飾された会場で、

用意された商品が早い時間に完売になるほどの大

盛況でございました。こうした動きを継続し、他

の商店街にも拡大するためにも、さらに風連地区

駅前再開発の市街地の建設後のソフト事業を推進

するためにも、こうした商店街同士の連携を図れ

るソフト事業のネットワークづくりに商店街若手

後継者育成事業の支援が必要だと考えられますが、

御見解をお聞きしたいと思います。

次に、小項目の２番目として、地域循環経済に

ついて質問をいたします。地産地消を初め地域内

のお金の流れが外に流れないで循環することは、

市財政面からも地域経済にとっても大変大切なこ

とですが、中でもリフォームでで金による地元建

設業の受注は、地域経済に大きく貢献しておりま

す。さきの報道では、発注高が３で４００万円と

言われていますが、その経済波及は下請工事や従

業員の給料とその効果はそれ以上のものがあると

推測されます。市民サービスを初めこの事業が地

域商工業者の振興のためにも継続、維持を切に要

望するところでもございます。この事業同様に地

域振興商品券についても地域循環経済の効果とし

て有効な事業だと思います。今回の国の定ク給付

金の支給に合わせてのプレミアつき商品券につい

ては、商業振興にも効果がは然ありますが、その

適用範囲の広さから地域の活性化にもより効果が

あると思います。意味合いとして、地域の振興と

して実施されると認識しておりますが、この点に

ついて御意見があればお聞きしたいと思います。
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次に、産消協働について質問いたします。道が

推奨しているこの事業は、産業と消費者が協働で

地域の活性化と地域循環経済の確立を図るもので

す。地産地消は食が主体になりますが、地域には

食だけではなく生産向上や商工業のサービス業な

ど特徴ある企業とともに地域の消費者と協働で進

め、地域の活性化を図る、こうした動きが道内各

地で見受けられるようになりました。は名寄市に

も精力的に事業を展開している企業がございます。

中でも先日のは市政クラブの代表質問にもありま

した王子板紙名寄工場あるいはニチロ畜産など、

このような誘致企業にも産消協働の推進が必要だ

と思いますし、特にこれらの企業には市民との連

携する組織をつくる必要性もあると思いますが、

御意見をお聞きしたいと思います。

次の大項目の２番目といたしまして、コンピュ

ーターデータセンターの誘致について質問をいた

します。コンピューターの処理速度が年々速くな

っております。早くなれば便利な反面、弊害もご

ざいます。一番の問題が熱です。昨年洞爺湖サミ

ットでコンピューターの台数が非常に多いプレス

センターの冷却に雪を利用した冷却施設として紹

介されました。地球環境問題に適用した施設とし

て、世界各国から高い評価を受けていました。こ

れをさらに発展させ、巨大なデータを蓄積して操

作するデータサーバーの冷却にも雪を利用すると

いうて想があります。従まデータサーバーの消費

電力の７０％が冷却に使われると言われておりま

す。このサーバー施設に雪山を隣接して、雪の冷

気を利用することでサーバーの消費電力を半分以

下に抑えることができ、さらに廃熱をビニールハ

ウスに取り入れ、暖房に利用し、農産物の育成な

どに再利用するなど、地球温暖化対策等経費削減

につながり、いろいろな分野で注目をされており

ます。それには、雪の量と土地の値段と総合的に

も北海道が一番適した地域ということで、室蘭工

業大学の媚山教授が中心になり、ホワイトデータ

センターて想として８年前から研究されているて

想でございます。昨年１２月２８日付の北海道新

聞の１面に大きく報道された内容では、最初に美

唄市で２１年度から実験を始めることになってお

ります。国内のデータセンターは、全部で２００

前後と言われております。美唄市で実現できても

ごく一部ですが、その研究の意味は大きなものが

あると思います。媚山教授のて想によれば、これ

から３年間で国内データセンターの７割を北海道

に誘致し、行く行くは東アジアのデータセンター

ハブにしたいと考えています。こうした一連の条

件を考えると、このデータセンターには名寄市が

一番適した土地だと考えられます。冬の寒さと強

風が余りなく、旭川空港に類２時間という地理条

件、氷室の建設、研究も実績があり、冬期間の農

業生産物の発展性もあり、その効果は経済面だけ

ではなく地球環境を考慮した自然の産物、雪を利

用することなど大きな意味と地域活性化の可能性

を持つと考えられます。またさらに、アメリカの

大手ソフト会社は、北米の極寒地にサーバーを建

設する予定がございます。政府系のバックアップ

データセンターは、アイスランドにあるというふ

うに言われております。確定しないのはテロの心

配からですが、は地名寄市には自衛隊駐屯地があ

り、保安面からも官民問わず安心して設置できる

条件が整っている最適な場所と考えられ、駐屯地

の増強にもつながります。今現在は実験段階では

ありますが、実現する可能性が大きいこのプロジ

ェクトに名寄市として参加する価値があると思い

ますが、御見解をお聞きしましてこの場での質問

を終わります。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま駒津議員〇経済部長（手間本 剛君）

から大きな項目で２点にわたりお尋ねをいただき

ました。１点目につきましては私のほうから、２

点目につきましては総務部長からのお答えとなり

ますので、よろしくお願いを申し上げます。

初めに、商工業振興の部分でございますが、名

寄市の融資及び各種制度の見直しについてのお尋
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ねをいただきました。設備資金にてしましては、

風連商工会、商工会議所、中小企業相談所を介し

たあっせんの申し込みで、市の同意をもって融資

実行というふうな手続になっております。設備資

金につきましては、運転資金、経営資金とは違い

まして、融資対象外としている投資でもあります。

その審査及び利子で給のででも行っているため、

設備資金の有効性の判断もあわせ、あっせん協議

といたしているところでございます。商工会、中

小企業相談所についての信用度は十分にあるとい

うふうに理解をさせていただいております。今後

各指導て体と協議を行い、事務手続の簡素化がで

きるかを検討し、中小企業者が利用しやすく、か

つスピーディーな融資制度になるよう努力してま

いりますので、御理解をいただきたいと思います。

チャレンジ支援事業は、平成１９年度に中小企

業振興条例施行規則を一部改正いたしまして、支

援策の見直しを行った実に新設したで成制度でご

ざいます。それまでは、中小企業に対する店舗の

改修、設備投資に対するで成は中心市街地に限定

した中心市街地近代化事業だけでありましたけれ

ども、チャレンジ支援事業は市内全域において新

規創業事業、第２創業支援、店舗支援の３種類の

メニューを持って新たな取り組みを支援していく

というふうにさせていただいているものでござい

ます。現時点では、制度創設以ま平成１９年度に

１件の実績がございました。今後新たに商売を始

める方、また商売を営んでおり、新たな取り組み

を行おうと考えている方には心強い制度だという

ふうに思っております。御質問のありましたでで

率、でで限度クの見直しにつきましては、現在の

で成制度は平成２１年度で改正３年目をまえます。

新年度におきまして利用実績の分析を初めといた

しまして、商工会議所、風連商工会とも協議を行

い、利用しやすく、時代に即応したで成制度とな

るように中小企業振興審議会に御相談をしながら、

検討してまいりたいというふうに考えているとこ

ろでございます。

次に、商店街若手後継者育成事業の取り組みに

ついてお尋ねをいただきました。商店街の中で若

手経営者が青年部の組織化と経営等についての研

究会を行っているようでございます。商店街の経

営者の年齢て成は２０代は ８％、３０歳代は 

５％と高齢化が進んでおり、将まの商店街を担う

若手の動きは街区の活性化、さらには類続に不可

欠なものであるというふうに認識をいたしてござ

います。去る２月１４ないし１５日の雪質日本一

フェスティバル時期に合わせまして、五丁目商店

街振興組合主催によりますスノーランタンとあっ

たかイベントがポケットパークで開催され、甘酒

の無料サービスなどもあり、多くの市民でにぎわ

ったというふうに聞いてございます。また、市内

農家と商店街による農業と商業のコラボ販売では、

卵とお米の格安販売、対面販売を通して消費者と

の交流を深める初めての企画でありまして、商店

の原点を見た思いをしているところでございます。

五丁目商店街振興組合の自主的なすばらしい動き

が出てまいりました。今後商店街全体に広がって

ほしいものというふうに願っているところでござ

います。

次に、地域循環経済についてのお尋ねをいただ

きました。昨年１２月に ５００セット、本年１

月に ０００セットそれぞれ１０％つきプレミア

ム商品券を発売し、好評を得たと判断させていた

だいております。名寄市では、３月３０日に第１

回目の定ク給付金の支給を行うにはたりまして商

店街連合会と商工会議所と協議をしてまいりまし

た。購買力の市外流出防止、地元での消費拡大が

求められているために第３弾の１０％つきプレミ

アム商品券の販売を行うこととなりました。発行

は１は ０００円の商品券が１１はで、１セット

で１万円、これを ０００セット用意させていた

だきました。１人５セットを限度として商工会議

所、風連商工会で３月３０日から販売することと

なりました。定ク給付金の総ク支給につきまして

は４で ０００万円ほど見込んでおります。商品
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券による消費クは ７００万円となり、地域の活

性化に期待しているところでございます。

なおまた、リフォームの分につきましてもお尋

ねをいただきましたけれども、今年２１年度で３

年目をまえますけれども、大変公表をいただいて

おります。今年度につきましても引き続き支援を

してまいりたいというふうに考えておりますので、

御理解をいただきたいと類じます。

次に、産消協働についてのお尋ねをいただきま

した。お尋ねありました地場生産物のブランド化

の推進につきましては、先日商工会議所は地場農

畜産品を活用した新たな名寄ブランドの開発に向

けまして、天塩川流域「なよろブランド」創造研

究委員会を組織し、地域資源によるブランド形成

の方向性、活用方法などにてする勉強会を行い、

地域資源を活用した新製品の開発への取り組みを

スタートさせたところでございます。御案内のと

おり地域ブランド化の取り組みにつきましては、

この名寄地域におきましては喫緊の課題であり、

農商工連携と連動させ、成果を求めていかなけれ

ばならないものと考えております。先ほどお話あ

りました研究会の立ち上げも含めまして、呼びか

けができるかどうかについて模索してまいりたい

と考えております。

また、誘致企業に対する支援につきましては、

例えば誘致企業で製品化しているタイヤを積極的

に利用するなどの取り組みを行った経緯もあるこ

となどから、誘致企業での製品を地域で購入し、

消費するといった取り組みが大変大きな支援策に

なるものと考えておりますので、御理解をいただ

きたいと思います。

以上、お答え申し上げました。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

それでは、私のほ〇総務部長（佐々木雅之君）

うから大きな項目の２つ目、コンピューターデー

タセンターの誘致について、ホワイトデータセン

ターて想の研究とデータセンターの誘致の可能性

についてお答えいたします。

データセンターは、耐震性にすぐれたビルに高

速な通信回線を引き込んだ施設で、自家発電施設

や高度な空調設備を備え、セキュリティーを確保

した建物にコンピューターネットワーク集中管理

でサーバーを利用者に提供していくものでありま

す。ホワイトデータセンターとは、この施設及び

サーバー等の冷却に電気の冷却装置を使わず、氷

雪の利用で電力の大幅削減をしようとするもので、

２００８年６月に室蘭工業大学、北海道環境財て、

ＩＴてて企業など１０て体でて成し、北海道庁、

北海道総合通信局がオブザーバーとして北海道の

特徴である冬の氷雪を蓄積して夏のサーバー冷却

に利用することでデータセンターの電力削減を行

う北海道グリーンエナジーデータセンター研究会

が設立されたところであります。本名寄市も雪を

利用した冷却施設として平成１４年度に名寄市ゆ

きわらべ雪冷貯蔵施設、翌平成１５年度には名寄

市風連農産物出荷調整利雪施設の実績を持ってお

ります。誘致につきましては、北海道の雪の環境

を生かした電力省資源の試みであり、利雪・親雪

の視点からも期待するものでありますが、ホワイ

トデータセンターて想として実験段階でもあり、

また北海道グリーンエナジーデータセンター研究

会で道内における立地調査の候で地の選定につい

て既に作業が行われているという情報もあります。

データセンター自体の需要、立地条件など調査が

必要になるなど、技術確立の推移を見守りながら、

今後とも情報の収集に努めてまいりたいと考えて

おります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

駒津議員。〇議長（小野寺一知議員）

それでは、大きい項目〇９番（駒津喜一議員）

で２つ、それぞれ御答弁をいただきましたので、

これから再質問をさせていただきたいと思います。

順番が逆になりますけれども、その辺御了解いた

だきたいと思います。

ただいま御答弁いただきましたホワイトデータ

センターて想でございますけれども、御答弁いた
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だいたとおりに今は本はに研究段階、そして美唄

市におかれましては若干の実験設備を本格的に２

１年度から設置して行うということでございます

ので、まだまだ具体的な部分というのは非常につ

かみにくいところはあります。また、このデータ

センターが国内で２００あるという数値の中で、

２００のデータセンターがどれだけ雪の冷却を利

用して北海道にこの設備をするかという部分につ

いてもまだはっきりした数字も希望もとっていな

い状況でございます。しかしながら、て西のほう

の大阪の商工会議所ではこの企業に対して移設の

計画があるかという、そういった調査も近々まと

まる予定ではございます。さらに、グリーンエナ

ジーデータセンター研究会におかれましても今ま

で参加した企業、あるいは行政だけがほかの方は

寄せつけませんよという対応ではなくて、これか

ら参加する方もということで門戸を広げていると

ころのて体でもございます。特に雪を利用すると

いう面では、行政の排雪の処理が非常に大きく物

響してきます。排雪の雪をこのデータセンターの

ところに持っていかなければいけない。それには、

民間では大変でございますので、やはり行政の力

をかりてこういったデータセンターに運び込むと

いう、そういった行政の力が大きく物響する施設

でもあると思います。この需要供給にてしまして

は、まだまだそういったことで数値的には申し上

げられないところがありますけれども、これから

の名寄市の先日どなたかのありましたけれども、

名寄市がこれから地球環境を考慮した環境の自然

を大切にした名寄市にするという部分でも、この

施設の導入は非常にそのテーマにぴったり合う施

設だと思います。実現性がなくてもこれから非常

に希望の持てる計画であります。そして、この室

蘭工業大学というのは非常に身近な大学でありま

して、何人かわかりませんけれども、市の職員の

中で室蘭工業大学卒業の方を若い方で２人確認し

ておりますけれども、そういったことに室蘭工業

大学を卒業された職員の方も何人かおられるとい

うことで、ぜひこういった人脈を使ってでも今か

ら、もうどこかデータセンターのほうへ候で地あ

りませんかと言われたときには遅いのです。もう

先にこういった組織に加盟して、そして携わって

いくべきだというふうに考えるのですが、その点

についてどういうふうな、御意見がありましたら

お願いします。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

立地のててにつき〇総務部長（佐々木雅之君）

まして、先ほどの北海道データセンターのててに

つきましては既に工業て地を持っているところと

いうところで一定の選定をしているという情報を

得ています。残念ながら名寄市につきましては、

大橋の食品流通加工て地のところの届け出はして

いるのですが、そういう部分ではちょっと一歩出

おくれているのかなという感じはします。これは、

向こう側のほうの選定のベースが工業て地、工業

立地ということですので、この辺につきまして今

駒津議員から提案になりました室蘭工業大学を通

じまして、この辺の情報がどの程度の熟度のもの

なのか、この辺の確認行為と、それからできるだ

け連携というか、情報を得られる形での努力につ

いてはしてまいりたいというふうに考えておりま

す。

駒津議員。〇議長（小野寺一知議員）

前向きに取り組んでい〇９番（駒津喜一議員）

ただくということで、ぜひこの件にてしては見落

としのないようにパイプをつくっていただいて、

継続してアクションを起こしていただきたいとい

うふうに思います。

次に、市の融資制度と商工振興の部分で、融資

制度とで成金制度でございますけれども、これか

ら協議会なり金融機てとの話し合いで、そういっ

た簡略化する手続の簡略化について話し合ってい

くということですので、その辺この一連の手続に

ついては市の設備資金だけなのです。経営資金に

ついては簡略化されて、月１度金融機てからの報

告書で終わらせているということなので、ぜひこ
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の設備資金の手続にてしましても経営資金と同じ

ような流れで簡略化していただきたいと思います。

この預託融資全般に言えることなのですけれども、

たとえあっせん所がおたくへ貸し出しオーケーで

すよといっても、実実受ける金融機てがおたくの

会社には貸せませんといったら、これはだめなの

です。要するに制度融資そのものが金融機ての判

断にゆだねられている部分が非常に多いという。

ですから、せっかくいい制度であっても中小企業、

経営の中身が悪化している企業にはなかなか受け

られない。そういった非常にマイナス面を持って

いるところの融資でございます。そうすると、中

身がいい企業しか受けられない、そういう不公平

なところもございます。そういった意味で国民金

融公庫などはセーフティーネットという特別な融

資を設置して、そういった融資できない困難な企

業を救済するという、そういった制度も設けてい

るようでございますけれども、これから市の融資

制度についても、昨今経営難の企業が地元でも大

変多く、店を畳むというところもございます。そ

ういったことを未然に防ぐためにも、この市融資

のメニューの中にセーフティーネットといいます

か、そういった救済できるような制度融資はでき

ないものかどうかお尋ねしたいと思いますけれど

も。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

今お尋ねいただき〇経済部長（手間本 剛君）

ました設備資金に限ってなのでしょうけれども、

私どものほうの事務方のほうとしましては、金融

機て、商工会議所、そういったこういう資金の全

般、設備ばかりではないですけれども、資金を貸

し出すときに打ち合わせをさせていただいており

ます。今お尋ねありましたように、金融機ては金

融機てなりの事情というものがあるのだろうとい

うふうに思っております。私どものほうは、資金

を預託をさせていただいて、その中での貸し付け

ということが設備、運転資金含めてあると思いま

すけれども、経営もそうですけれども、そういっ

たものにつきましてはやっぱりそれなりの理由が

あって手続を踏んでいくのだろうというふうに思

っております。ただ、こういう御時世ですから、

今スピード感を持ってということが常に叫ばれて

おりますものですから、そこら辺は金融機てのほ

うにもお話をさせていただきますけれども、貸し

出すのは最終的に議員お話ありましたように金融

機てからの融資ということになりますものですか

ら、そこら辺は御理解をいただきたいと思ってお

りますし、また制度の中身も今ちょっと私ども正

直申し上げて合併して３年たちますけれども、初

年目のときに中小企業の審議会の議を経て制度を

スタートさせていただいているのですが、これも

３年間たって目まぐるしく変わったなと、こんな

実感をしております。そんなことでは、ぜひ地域

の中に使っていただけるような使い勝手のいいよ

うなそういう仕組み、枠組みをつくらなければな

らないなというふうに思っておりますから、先般

どなたかにもお答え申し上げましたように、早い

段階で審議会を開かせていただいて、御意見等丁

寧にちょうだいして、きめ細やかな資金対応がで

きるかどうか、検討してまいりたいと思っており

ますので、御理解をいただきたいと思っておりま

す。

駒津議員。〇議長（小野寺一知議員）

ぜひきめの細かい御配〇９番（駒津喜一議員）

慮をいただきまして、市内の中小零細企業のため

に市のほうで引き続きさらなる支援をお願いした

いと思います。

この融資制度及びで成制度につきましては、リ

フォームので成金を初めとしまして、農業に対す

る支援と同じように支援をすることで企業の中身

が潤い、そしてそれが固定資産税、そして働く方

々の住民税ということで、それが言い方は悪いか

もしれませんが、市が企業に投資する形で、元が

取れるといいますか、その企業が形を変えて市の

財源の中にそういった形で税金として還元できる

という部分で非常に有効な、市の財政にとっても
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プラスになる支援策だと思いますので、この辺農

業政策も同じだと思います。農業も支援すればす

るほど生産高が上がり、それがいろいろな形で市

の財源に返ってくる。これは、まさしくこの地域

循環経済のスタート点だと思います。市ので成に

より市の財政も潤うという、還元できるという意

味では、これぞまさしく地域循環経済のスタート

点だと思いますので、ぜひこの支援を絶えずこれ

からも、リフォームの場合は平成２１年度で完了

する事業ではございますが、引き続き次の年度に

おきましても御検討いただくように強くお願いを

申し上げておきます。

次に、商店街の若手後継者に対する支援という

ことで、商店街の担い手といいますか、後継者も

農業生産者と同じように、若手の担い手さんが今

聞きましたら ２％ですか、２０代が。後継ぎが

いないという状況が非常に危機感があります。そ

ういった意味で、その中でも年齢はある程度達し

ていてもこれから２０年、３０年先商売をやって

いこうという方、意欲のある方もいらっしゃいま

すので、そういった方を救済するといいますか、

支援する意味でも５丁目のポケットパークの事業

だけに限らず、ほかの商店街にもこういった動き

が波及できるように、若手後継者の育成事業とい

うことで支援をしていただきたいというふうに思

っております。また、これにつきまして商工会議

所のほうでも何か要望されているというふうにお

聞きしたのですが、その中身についておわかりで

したら、ちょっと教えていただきたいと思います。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

会議所のほうから〇経済部長（手間本 剛君）

は、多岐にわたって要望が出ております。今駒津

議員がお話ありましたように、私も先ほど御答弁

をさせてもらいましたけれども、課題は何だとい

うのはやっぱり後継者、若手の後継者が少ない、

担っていただく方がいないということなのだと思

います。あわせて後継者の方々の意識が低迷して

いるなというのが、私率直にそう感じました。さ

きの新聞の中でも後継者の記事が載っておりまし

たけれども、私機会あるごとにこの３年間若い方

々と交流をさせていただきました。経営を営んで

いらっしゃる方々は、それなりの情報はきちっと

持っていらっしゃるのでしょうけれども、その情

報がどうも家庭の中、家の中で共有されていない

のではないか。それから、若手後継者含めて出る

機会がないのではないだろうかというようなこと

が実感としてあります。したがいまして、これか

らこういう機てを通じてそういった組織をぜひで

きないかと。いわゆるお話をフランクにできる場

といいましょうか、そういった場をつくることが

やっぱり先決だろうというふうに思っております。

そんなことからすると、私どものほうからも呼び

かけ、働きかけをさせてもらいますが、商工会議

所という、青年会議所となるのでしょうか、わか

りませんけれども、ぜひそういう方々の世代の方

々にお集まりをいただいて、やっぱり話しすると。

ここから事が始まるのだなと、こんなふうに思っ

ておりますので、よろしくお願いをいたしたいと

思います。決して若手後継者のほうに支援をしな

いということではないということで御理解いただ

きたいと思います。

駒津議員。〇議長（小野寺一知議員）

商工会議所のほうから〇９番（駒津喜一議員）

もそういった声が上がっているということでござ

いますので、ぜひそういった行政としてのできる

範囲の支援を今後ともお願いしたいというふうに

思っております。

また、私も自身はそうなのですけれども、Ｕタ

ーンでこちらのほうに帰って就職を探していると

いう人材も数多くございます。そういった人材は、

やはり若手の方でなければなかなか情報が察知で

きないという部分もございます。そういう受け入

れのて体、グループがあれば、Ｕターンで職を探

したいという、そういったネットワークも失礼な

言い方をすれば網にひっかかるといいますか、そ

ういったことでは非常に有効な組織だというふう
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に考えますので、ぜひこういった若手後継者のて

体なり事業なりに支援をしていただきたいという

ふうに強くお願いをしておきます。

大体皆さんお疲れのようでございますので、早

目に終わりたいというふうに考えておりますので、

最後に１点だけお聞きしたいのですけれども、地

域商工業の振興ということで、また商店街のこれ

からの行き先においていろいろと中活の方向が非

常に物響してくる部分もございますので、１点だ

けちょっとお聞きしたいなと思いますので、御了

解ください。さきの代表質問等にお答えしていた

だいた答弁の中で、産業局ですか、経済産業局の

ほうで、これがヒアリングなのか、事前調査なの

か、口頭なのか、どういう形で行かれたのかちょ

っとわかりませんけれども、熟度が足りないとい

うことで、実現性が足りないということで返事を

いただいたという部分なのですけれども、この部

分について御返事をいただいた時点で駅前の再開

発といいますか、駅前のて想、企画についてはそ

の時点で入っていたのか、その計画の中に。もし

くは、入っているのでしたら、今進めている内容

でお話しされたのか、その辺ちょっと確認をした

いのですけれども。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

３月３日というふ〇経済部長（手間本 剛君）

うに記憶をしているのですけれども、出かけまし

た。そのときには、ちょっと戻ってそのプロジェ

クト会議のほうから出てまいりましたのは２８の

事業でございました。それを実施に移せる精査を

しようというようなことで、１７の事業に絞り込

みました。その中には、駅横、それと３・６のコ

ア事業、いわゆる核となる事業というふうなこと

で経産省と、それから北海道のほうに、北海道開

発局にも行ってまいりました。経産局に行きまし

たら、担はので佐さんは名寄に精通されている方

でございまして、昨年の８月にもこちらのほうに

出かけてこられましていろいろつぶさに町並みの

部分を見ていかれたようでございます。それから、

地域の中での熱意、つまりコンセンサスです。合

意形成です。こういったものがどこまで熟度が高

まっているのかという部分も察知していったよう

でございました。そんなことからして、向こうに

出向いて私ども御説明しましたけれども、何はと

もあれ事業ありきではないのですよということで

ございます。再三にわたって私申し上げてきまし

たけれども、事業ありきではないのです。そこの

商業、いわゆるつまり名寄のまちをどういうふう

に変えようとするのか、まちづくりをどうするの

かという考え方に立ってほしいということなので

す。それは、官民、市民の方々こぞって皆さん方、

あるいはほかの町村の方々も入っていただいても

いいというお話までしておりました。そんなこと

で名寄のまちをどうするのかと。名寄の顔をどう

つくるのだということを真剣にみんなで議論して

ほしいと。そして、合意形成を、コンセンサスを

つくってほしいということでございました。そん

なことからすると、ただ単に駅横だよ、３・６だ

よというふうな事業はて込みのプランではだめな

のだということでございます。つまり結論的に申

し上げますと、熱意がないというふうに私は感じ

てまいりました。そんなことからすると、もっと

もっと熱い熱意を持って、こぞって総意で事業を

つくっていくと、こんなことが大事なのではない

かなと、そんな考え方を持たせていただいて帰っ

てきたところでございます。

以上、申し上げました。

駒津議員。〇議長（小野寺一知議員）

大体わかりました。こ〇９番（駒津喜一議員）

のことについては、この場では質問を避けたいと

思いますので、また予算委員会のときに、ちょっ

とお聞きしたいことを再度予算委員会の場でお聞

きしたいと思いますので、これはただいまの答弁

をある程度了解をいたしました。

ただ、中心街活性化事業は、コンセンサスを得

る過程においても非常に難しい面を持っておりま

す。ですから、今回の打診に懲りず、まず仕切り
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直しするのか、再度今ある計画を練り直すのか、

それはいろいろな手法があるとは思いますけれど

も、引き続き中活の推進をこれからもお願いして

いくところでございます。

もう一つ私のほうから要望がございまして、先

日市政クラブの代表者質問の中に駅横の中ホール

の建設を提案させていただいたのですけれども、

先週商店街の役員の方に非公式でございますけれ

ども、こういった計画を会派で出しますよという

ことをお伝えしましたら、大変喜んでいただいて、

こういうて想は商店街の中心街に人が流れる要素

なので、非常にいいことですねということで賛同

を得られました。したがいまして、駅横の中ホー

ル、５００人規模のホールを中心として商業施設

を若干置いて、複合した施設をつくるという会派

の要望の提案させていただいた部分で、これから

市民会館の建てかえ、改修を何か庁内の研究会で、

勉強会でどうするか進めていくということでござ

いますので、ぜひこの中ホールの建設を駅横に、

市政クラブとして提案させていただいたこのて想

を素案の一つに取り入れていただいて、御検討い

ただきますことを切にお願いを申し上げておきた

いと思います。

以上で私の質問を終わりますけれども、今回私

最後の質問者となりまして、皆さんお疲れの様子

で、目が非常に疲れた目をしておりますけれども、

手間本部長におかれましては最後に今回の定例会

では一番出番の多い部署でございまして、本はに

御苦労さまと心から感謝を申し上げたいと思うと

ころでございます。またさらに、手間本部長を初

め今定例会で５名の方が勇退されるということで

ございますので、その方々を含めて長年の職務を

遂行された業績に対して心から感謝と敬意を申し

上げて、今後の御健勝を心からお祈り申し上げま

す。

私の以上で終わります。

以上で駒津喜一議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

お諮りいたします。〇議長（小野寺一知議員）

議事のは合により、明日より３月２５日までの

６日間を休会といたしたいと思いますが、御異議

ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、明日より３月２５日までの６日間を休

会とすることに決定いたしました。

以上で本日の日程は〇議長（小野寺一知議員）

すべて終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

御苦労さまでした。

散会 午後 ３時５７分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 小野寺 一 知

署名議員 岩 木 正 文

署名議員 高 橋 伸 典
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開議 平成２１年３月２６日（木曜日）午後１時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 平成２１年第１回定例会付託議案第２

６号 平成２１年度名寄市一般会計予

算（予算審査特別委員会報告）

平成２１年第１回定例会付託議案第２

７号 平成２１年度名寄市国民健康保

険特別会計予算（予算審査特別委員会

報告）

平成２１年第１回定例会付託議案第２

８号 平成２１年度名寄市老人保健事

業特別会計予算（予算審査特別委員会

報告）

平成２１年第１回定例会付託議案第２

９号 平成２１年度名寄市介護保険特

別会計予算（予算審査特別委員会報

告）

平成２１年第１回定例会付託議案第３

０号 平成２１年度名寄市下水道事業

特別会計予算（予算審査特別委員会報

告）

平成２１年第１回定例会付託議案第３

１号 平成２１年度名寄市個別排水処

理施設整備事業特別会計予算（予算審

査特別委員会報告）

平成２１年第１回定例会付託議案第３

２号 平成２１年度名寄市簡易水道事

業特別会計予算（予算審査特別委員会

報告）

平成２１年第１回定例会付託議案第３

３号 平成２１年度名寄市公設地方卸

売市場特別会計予算（予算審査特別委

員会報告）

平成２１年第１回定例会付託議案第３

４号 平成２１年度名寄市食肉センタ

ー事業特別会計予算（予算審査特別委

員会報告）

平成２１年第１回定例会付託議案第３

５号 平成２１年度名寄市後期高齢者

医療特別会計予算（予算審査特別委員

会報告）

平成２１年第１回定例会付託議案第３

６号 平成２１年度名寄市病院事業会

計予算（予算審査特別委員会報告）

平成２１年第１回定例会付託議案第３

７号 平成２１年度名寄市水道事業会

計予算（予算審査特別委員会報告）

日程第３ 議案第３９号 名寄市議会基本条例の

制定について

日程第４ 意見書案第１号 北海道の自衛隊体制

維持を求める意見書

意見書案第２号 タクシー分野の規制

緩和路線の抜本的見直しを求める意見

書

意見書案第３号 「緑の社会」への構

造改革を求める意見書

意見書案第４号 肝炎対策のための基

本法の制定を求める意見書

意見書案第５号 保育制度の検討に係

る意見書

意見書案第６号 ２００９年国家予算

編成における義務教育無償、義務教育

費国庫負担制度の堅持と負担率２分の

１復元等教育予算の拡充を求める意見

書

日程第５ 報告第４号 例月現金出納検査報告に

平成２１年３月２６日（木曜日）第１回３月定例会・第６号
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ついて

日程第６ 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 平成２１年第１回定例会付託議案第２

６号 平成２１年度名寄市一般会計予

算（予算審査特別委員会報告）

平成２１年第１回定例会付託議案第２

７号 平成２１年度名寄市国民健康保

険特別会計予算（予算審査特別委員会

報告）

平成２１年第１回定例会付託議案第２

８号 平成２１年度名寄市老人保健事

業特別会計予算（予算審査特別委員会

報告）

平成２１年第１回定例会付託議案第２

９号 平成２１年度名寄市介護保険特

別会計予算（予算審査特別委員会報

告）

平成２１年第１回定例会付託議案第３

０号 平成２１年度名寄市下水道事業

特別会計予算（予算審査特別委員会報

告）

平成２１年第１回定例会付託議案第３

１号 平成２１年度名寄市個別排水処

理施設整備事業特別会計予算（予算審

査特別委員会報告）

平成２１年第１回定例会付託議案第３

２号 平成２１年度名寄市簡易水道事

業特別会計予算（予算審査特別委員会

報告）

平成２１年第１回定例会付託議案第３

３号 平成２１年度名寄市公設地方卸

売市場特別会計予算（予算審査特別委

員会報告）

平成２１年第１回定例会付託議案第３

４号 平成２１年度名寄市食肉センタ

ー事業特別会計予算（予算審査特別委

員会報告）

平成２１年第１回定例会付託議案第３

５号 平成２１年度名寄市後期高齢者

医療特別会計予算（予算審査特別委員

会報告）

平成２１年第１回定例会付託議案第３

６号 平成２１年度名寄市病院事業会

計予算（予算審査特別委員会報告）

平成２１年第１回定例会付託議案第３

７号 平成２１年度名寄市水道事業会

計予算（予算審査特別委員会報告）

日程第３ 議案第３９号 名寄市議会基本条例の

制定について

日程第４ 意見書案第１号 北海道の自衛隊体制

維持を求める意見書

意見書案第２号 タクシー分野の規制

緩和路線の抜本的見直しを求める意見

書

意見書案第３号 「緑の社会」への構

造改革を求める意見書

意見書案第４号 肝炎対策のための基

本法の制定を求める意見書

意見書案第５号 保育制度の検討に係

る意見書

意見書案第６号 ２００９年国家予算

編成における義務教育無償、義務教育

費国庫負担制度の堅持と負担率２分の

１復元等教育予算の拡充を求める意見

書

日程第５ 報告第４号 例月現金出納検査報告に

ついて

日程第６ 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

１．出席議員（２６名）

議 長 ２６番 小 野 寺 一 知 議員

平成２１年３月２６日（木曜日）第１回３月定例会・第６号
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副議長 １９番 熊 谷 吉 正 議員

１番 佐 藤 靖 議員

２番 植 松 正 一 議員

３番 竹 中 憲 之 議員

４番 川 村 幸 栄 議員

５番 大 石 健 二 議員

６番 佐 々 木 寿 議員

７番 持 田 健 議員

８番 岩 木 正 文 議員

９番 駒 津 喜 一 議員

１０番 佐 藤 勝 議員

１１番 日 根 野 正 敏 議員

１２番 木 戸 口 真 議員

１３番 高 見 勉 議員

１４番 渡 辺 正 尚 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 山 口 祐 司 議員

１７番 田 中 好 望 議員

１８番 黒 井 徹 議員

２０番 川 村 正 彦 議員

２１番 谷 内 司 議員

２２番 田 中 之 繁 議員

２３番 東 千 春 議員

２４番 宗 片 浩 子 議員

２５番 中 野 秀 敏 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 佐 藤 健 一

書 記 間 所 勝

書 記 松 井 幸 子

書 記 高 久 晴 三

書 記 熊 谷 あ け み

１．説明員

市 長 島 多 慶 志 君

副 市 長 中 尾 裕 二 君

副 市 長 小 室 勝 治 君

教 育 長 藤 原 忠 君

総 務 部 長 佐 々 木 雅 之 君

生活福祉部長 吉 原 保 則 君

経 済 部 長 手 間 本 剛 君

建設水道部長 野 間 井 照 之 君

教 育 部 長 山 内 豊 君

市立総合病院
内 海 博 司 君

事 務 部 長

市 立 大 学
三 澤 吉 巳 君

事 務 局 長

福祉事務所長 小 山 龍 彦 君

上下水道室長 和 田 博 君

会 計 室 長 成 田 勇 一 君

監 査 委 員 森 山 良 悦 君
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休会前に引き続き本〇議長（小野寺一知議員）

日の会議を開きます。

日程第１ 会議録署〇議長（小野寺一知議員）

名議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８０条の規定

により、

７番 持 田 健 議員

２１番 谷 内 司 議員

を指名いたします。

日程第２ 平成２１〇議長（小野寺一知議員）

年第１回定例会付託議案第２６号 平成２１年度

名寄市一般会計予算、議案第２７号 平成２１年

度名寄市国民健康保険特別会計予算、議案第２８

号 平成２１年度名寄市老人保健事業特別会計予

算、議案第２９号 平成２１年度名寄市介護保険

特別会計予算、議案第３０号 平成２１年度名寄

市下水道事業特別会計予算、議案第３１号 平成

２１年度名寄市個別排水処理施設整備事業特別会

計予算、議案第３２号 平成２１年度名寄市簡易

水道事業特別会計予算、議案第３３号 平成２１

年度名寄市公設地方卸売市場特別会計予算、議案

第３４号 平成２１年度名寄市食肉センター事業

特別会計予算、議案第３５号 平成２１年度名寄

市後期高齢者医療特別会計予算、議案第３６号

平成２１年度名寄市病院事業会計予算、議案第３

７号 平成２１年度名寄市水道事業会計予算、以

上１２件を一括議題といたします。

付託いたしました委員会の審査の経過並びに結

果の報告を求めます。

予算審査特別委員会、岩木正文委員長。

御指名〇予算審査特別委員長（岩木正文議員）

をいただきましたので、今定例会におきまして予

算審査特別委員会に付託されました議案第２６号

平成２１年度名寄市一般会計予算及び議案第２

７号から議案第３７号までの平成２１年度各特別

会計予算並びに企業会計予算の１２件について、

委員会の審査の経過と結果について御報告申し上

げます。

第１回委員会は、３月６日に開催し、直ちに正

副委員長の互選を行い、委員長には私岩木が、副

委員長には山口祐司委員がそれぞれ選任されまし

た。

続いて、第２回の委員会は３月２３日に開会い

たしまして、審査日程を２３日から２６日までの

４日間と定め、実質審議に入った次第であります。

審査期間中は、市長を初め関係する職員の方々

の出席を求め、それぞれの説明並びに答弁をいた

だきまして、慎重に審査をしたところであります。

その経過につきましては、詳細に御報告申し上

げるところではございますが、当委員会は全議員

をもって構成された委員会でございますので、こ

れを省略させていただきまして、審査の結果のみ

について御報告を申し上げますので、御了承をお

願い申し上げます。

議案第２６号 平成２１年度名寄市一般会計予

算並びに議案第２７号 平成２１年度名寄市国民

健康保険特別会計予算につきましては、採決の結

果、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決

定いたしました。

また、議案第２８号から議案第３７号までの平

成２１年度各特別会計予算並びに各企業会計予算

の１０件につきましては、全会一致で原案のとお

り可決すべきものと決定いたしました。

以上を申し上げ、簡単ではありますが、委員会

の審査結果とさせていただきます。

ただいま予算審査特〇議長（小野寺一知議員）

別委員会委員長より報告のありました平成２１年

第１回定例会付託議案第２６号外１１件について

は、全議員をもって構成されました特別委員会の

審査でありますので、この際質疑を省略し、直ち

に採決を行います。

初めに、平成２１年第１回定例会付託議案第２

６号 平成２１年度名寄市一般会計予算について

採決を行います。
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本件を委員長の報告のとおり決定することに賛

成の議員の起立を求めます。

（起立多数）

起立多数であります。〇議長（小野寺一知議員）

よって、平成２１年第１回定例会付託議案第２

６号は委員長の報告どおり可決されました。

次に、平成２１年第１回定例会付託議案第２７

号 平成２１年度名寄市国民健康保険特別会計予

算について採決を行います。

本件を委員長の報告のとおり決定することに賛

成の議員の起立を求めます。

（起立多数）

起立多数であります。〇議長（小野寺一知議員）

よって、平成２１年第１回定例会付託議案第２

７号は委員長の報告のとおり可決されました。

次に、平成２１年第１回定例会付託議案第２８

号 平成２１年度名寄市老人保健事業特別会計予

算について、委員長の報告どおり決定することに

御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、平成２１年第１回定例会付託議案第２

８号は委員長の報告のとおり可決されました。

次に、平成２１年第１回定例会付託議案第２９

号 平成２１年度名寄市介護保険特別会計予算に

ついて採決を行います。

本件を委員長の報告のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、平成２１年第１回定例会付託議案第２

９号は委員長の報告のとおり可決されました。

次に、平成２１年第１回定例会付託議案第３０

号 平成２１年度名寄市下水道事業特別会計予算

外議案第３４号までの４件は、委員長の報告のと

おり決定することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、平成２１年第１回定例会付託議案第３

０号外４件は委員長の報告のとおり可決されまし

た。

次に、平成２１年第１回定例会付託議案第３５

号 平成２１年度名寄市後期高齢者医療特別会計

予算について採決を行います。

本件を委員長の報告のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、平成２１年第１回定例会付託議案第３

５号は委員長の報告のとおり可決されました。

次に、平成２１年第１回定例会付託議案第３６

号 平成２１年度名寄市病院事業会計予算、平成

２１年第１回定例会付託議案第３７号 平成２１

年度名寄市水道事業会計予算について、委員長の

報告どおり決定することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、平成２１年第１回定例会付託議案第３

６号及び第３７号は委員長の報告のとおり可決さ

れました。

日程第３ 議案第３〇議長（小野寺一知議員）

９号 名寄市議会基本条例の制定についてを議題

といたします。

提出者の説明を求めます。

高見勉議員。

議案第３９号 名寄〇１３番（高見 勉議員）

市議会基本条例の制定について、経過と本条例制

定の意義について御説明をいたしまして提案理由

とさせていただきます。

地方分権一括法が平成１２年に制定されて以来、

地方自治体運営における議会の役割は格段と大き

くなり、その責任は極めて重たいものになってい

ます。名寄市議会は、こうした時代背景を踏まえ、

議会改革調査特別委員会を一昨年の９月に設置し、

新しい時代の議会像を追求する中で議会基本条例
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を制定することを決定いたしました。以来１９回

に上る委員会を開催し、議論を重ね、原案をまと

め、さらに議会協議会等の場を通じ議論を深め、

成案を得るとともに、条例原案の全世帯配布、議

会のホームページ等を通じて市民の皆様の意見提

出を求める一方、市内４カ所で市民説明会を開催

して意見聴取を行う機会を設けるなどして、名寄

市議会基本条例案として取りまとめたところであ

ります。

今このときに名寄市議会基本条例が必要とされ

るのは、自治体における二元代表制のもとで、市

長とともにその一翼を担う名寄市議会が真に市民

の負託にこたえなければならないからであります。

そのために本条例において市民の意思を的確に市

政に反映させる議会運営の基本姿勢を明らかにす

るとともに、議員間の議論の活発化、議会の政策

活動における市民参加の推進、市政の推進にかか

わる市長を初め執行機関との緊張関係の保持など

議会及び議員の活動原則を盛り込みました。

条例は、１０章２２条から構成されており、平

成２１年４月１日から施行するものであります。

本日この場で名寄市議会基本条例が可決されま

すと、道内３５市の中で最初の議会基本条例の制

定であります。道内市議会基本条例第１号の誕生

となりますことを申し添えまして、提案理由の説

明とさせていただきます。よろしくお願いいたし

ます。

お諮りいたします。〇議長（小野寺一知議員）

本件につきましては、全議員による提出であり

ますので、質疑を省略し、直ちに採決することに

御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認め、採〇議長（小野寺一知議員）

決を行います。

本件を原案のとおり決定することに御異議ござ

いませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第３９号は原案のとおり可決され

ました。

日程第４ 意見書案〇議長（小野寺一知議員）

第１号 北海道の自衛隊体制維持を求める意見書、

意見書案第２号 タクシー分野の規制緩和路線の

抜本的見直しを求める意見書、意見書案第３号

「緑の社会」への構造改革を求める意見書、意見

書案第４号 肝炎対策のための基本法の制定を求

める意見書、意見書案第５号 保育制度の検討に

係る意見書、意見書案第６号 ２００９年国家予

算編成における義務教育無償、義務教育費国庫負

担制度の堅持と負担率２分の１復元等教育予算の

拡充を求める意見書、以上６件を一括議題といた

します。

お諮りいたします。本件については、提案説明、

質疑、委員会付託を省略し、直ちに採決すること

に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認め、採〇議長（小野寺一知議員）

決を行います。

本件は原案のとおり決定することに御異議ござ

いませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、意見書案第１号外５件は原案のとおり

可決されました。

日程第５ 報告第４〇議長（小野寺一知議員）

号 例月現金出納検査報告についてを議題といた

します。

本件については、報告書がお手元に配付されて

おりますので、これをもって御了承をお願いいた

します。

日程第６ 閉会中継〇議長（小野寺一知議員）

続審査及び調査の申し出についてを議題といたし

ます。
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お諮りいたします。お手元に配付いたしました

各委員長からの申し出のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、申し出のとおり決定いたしました。

以上で今期定例会に〇議長（小野寺一知議員）

付議されました案件は全部議了いたしました。

これをもちまして、平成２１年第１回名寄市議

会定例会を閉会いたします。

御苦労さまでした。

閉会 午後 １時１５分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 小野寺 一 知

署名議員 持 田 健

署名議員 谷 内 司
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質 問 文 書 表 （代表質問）

平成２１年第１回定例会

発 言
氏 名 発 言 要 旨

順 序

１ 宗 片 浩 子 平成２１年度市政執行方針における諸課題について

（Ｐ ５０） １．２１年度行財政運営について

(1) 財政健全化法による名寄市が行ってきた事業展開について

(2) 財政調整基金はどの程度望ましいと考えるか

(3) 合併特例基金について利用可能になった際の利用について

(4) 予算編成により市債残高はどの程度か

(5) 退職者不補充による組織運営の考え方について

(6) 行政運営に市民が参加する仕組みについて

２．広域行政の推進について

(1) 定住自立圏構想について

ア 複眼型の名寄市と士別市についての見通しは

イ 両市の特長を活かした地域活性化について

３．安心して健やかに暮らせるまちづくりについて

(1) 母子検診事業について

(2) 新しくなった「保育所保育指針」について

(3) 認定こども園と保育所行政について

４．市立総合病院について

(1) 医療スタッフの確保について

(2) 総合診療科について

(3) 駐車場計画の考え方について

５．創造と活力あるまちづくりについて

(1) 市内における最大の誘致企業に対する支援の取り組みについて

(2) 名寄市食育推進の方針と高大官連携の食育について

(3) 中心市街地活性化について

ア 計画の修正を含めた今後の予定は

イ 駅横遊休地の活用について

(4) 雇用に関わる産業、商業への施策について

(5) 農商連携事業に対する施策について

６．名寄市立大学について

平 成 ２ １ 年 第 １ 回 ３ 月 定 例 会
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(1) 教員の確保について

(2) 平成２２年卒業する学生の就職の支援について

(3) 大学図書館について

教育行政執行方針について

１．新学習指導要領における取り組みについて

２．教育活動推進の指針について

２ 佐 藤 靖 １．市政執行及び新年度予算案にかかわって

（Ｐ ６４） (1) 国政推移と島市政について

ア 旧名寄市を含め市長就任後の国政推移への見解

イ 三位一体改革が与えた市政への影響は

ウ 今後の市政展望

エ 島市長自身のこれまでの総括と今後

(2) 合併から３年を経過しての見解

ア ３年が経過しての総括

イ 合併による行財政へのメリットとは

ウ 当面及び将来的課題とは

エ 行政人材について

(3) 財政について

ア 過去最大の予算案と財政実情

イ 具体的財源確保策

ウ 公共施設のあり方

エ 包括配分方式予算編成の必要性

(4) 定住自立圏構想について

ア 定住自立圏構想の見解

イ 廃止となる広域行政圏施策の問題点と課題

ウ 定住自立圏構想の課題と今後

２．教育行政にかかわって

(1) 民間の臨床教育研究所「虹」が行った教育意識調査の見解及び教

育委員会不要論への見解

(2) 合併後の教育活動が年々充実しているとの判断について

(3) 食育と学校給食について

(4) 文化大ホールへの見解と取り組み

(5) 小中学校適正配置計画について

３．市立総合病院にかかわって

(1) 改革プランについて

平 成 ２ １ 年 第 １ 回 ３ 月 定 例 会
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ア 自治体病院経営悪化の見解

イ 公営企業法全部適用の見解

ウ 人材確保

(2) 将来展望について

４．名寄市立大学の運営にかかわって

(1) 現状分析と将来展望

(2) 独立行政法人化を含め経営形態の展望

５．夢ある名寄づくりにかかわって

(1) 望湖台センターハウスの今後について

(2) 名寄地区中心市街地活性化について

(3) 基幹産業である農業を活かすまちづくりについて

(4) 名寄地区、風連地区の性格付けについて

(5) 天文台とまちづくりについて

３ 中 野 秀 敏 １．平成２１年度市政執行方針について

（Ｐ ８８） (1) 名寄、風連両地区の均衡ある発展について

(2) 自治基本条例（仮称）の制定について

２．平成２１年度予算について

(1) 予算編成に当たっての基本的な考え方について

(2) 基金の考え方と今後の財政運営について

(3) 予算編成の全面見直しによる成果について

(4) 中期財政計画との整合性について

３．行財政改革について

(1) 組織、機構の見直しの考え方について

(2) 使用料、手数料の今年度見直しの予定について

(3) 負担金、補助金の見直しによる予算への反映について

(4) 指定管理者制度の評価について

４．地域自治組織について

(1) 地域連絡協議会の今後について

(2) 風連地区の住民自治組織移行について

５．商工業の振興について

(1) 風連地区の市街地再開発について

６．道北圏ドクターヘリについて

(1) 市立総合病院の利用は

(2) 地元自治体の負担金について

(3) 名寄市におけるヘリポートは
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７．交通安全対策について

(1) 高齢者の免許返納について

８．市民文化センター大ホール建設について

(1) 建設の基本的考え方について

９．教育行政について

(1) 新天文台について

(2) 風連中学校の施設移転について

(3) 名寄農業高校の今後のあり方について

４ 佐 藤 勝 １．新しい名寄市島市政４年間の総括として

（Ｐ１０６） (1) 新年度予算案について

ア 総仕上げとしての思い

イ 課題について

２．創造力と活力にあふれるまちづくり

(1) 持続可能な農業の確立に向けて

ア 法人化への取り組みについて

イ 現在の状況について

ウ 農協との連携について

３．市民と行政との協働のまちづくりについて

(1) 合併特例区について

ア ３年間の経過と成果について

イ 課題と評価について

ウ 今後の見通しと平成２３年以降について

(2) 風連福祉センターについて

ア 今後の予定

イ 郷土資料館を含めた利活用策について

ウ 住民説明について

(3) コミュニティーセンターについて

ア 今後の位置づけについて

イ 維持管理について

ウ 今後の改修計画について

４．心豊かな人と文化を育むまちづくり

(1) 天文台について

ア 完成までの見通しについて

イ 北大との連携について

ウ ネーミングについて
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５．子育て支援の推進

(1) 認定こども園について

ア 現在の募集状況について

イ 問題と対策について

ウ 今後の市立保育所の方向について

６．効率的な行政運営について

(1) 行財政改革について

ア 中期財政計画の見直しについて

イ 新年度の行財政改革メニューについて

ウ 組織、機構見直しについて

７．広域行政の推進について

(1) 定住自立圏構想について

ア 構想の概要について

イ 名寄市の対応と今後の取り組みについて

８．自然と環境にやさしく快適で安全なまちづくり

(1) 環境対策について

ア 環境に対する認識について

イ 地球温暖化対策について

ウ 学校教育との連携について

９．行政の情報の共有と説明責任について

(1) コープさっぽろ駅横進出問題の説明について

(2) 専決処分について

(3) 今後の考え方について

10．小中学校教育の充実

(1) 小中一貫教育について

ア 現在の状況について

イ 課題について

ウ 今後の方向について

(2) 携帯電話について

ア 小中学校に現状について

イ 課題と対策について

ウ 今後の考え方について

(3) 全国体力、運動能力、運動習慣等調査について

ア 名寄市の結果について

イ 対策と課題について

ウ 今後の考え方について
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11．高等学校教育の振興

(1) 風連高校５９年の歴史を

ア どのような形で今後に伝えるかについて
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質 問 文 書 表 （一般質問）

平成２１年第１回定例会

発 言
氏 名 発 言 要 旨

順 序

１ 高 橋 伸 典 １．定住促進対策について

（Ｐ１２３） (1) 空き家情報の配信について

(2) 若者定住に助成金の交付について

(3) 定住促進事業について

２．児童生徒の体力向上について

(1) 全国平均と比較して本市の状況

(2) 体力向上対策について

(3) 小中学校における体育授業の対策は

３．妊婦健診の公費全額負担のスタートを

(1) 現状名寄市の妊婦健診の５回の状況

(2) １４回となると体制はどうなり、取組の時期

４．校区外の通学生徒への助成対策を

(1) 本市、校区外の小中学生の状況

(2) 助成の現在の対策は

(3) 助成の考えは

２ 川 村 幸 栄 １．平成２１年度市政執行方針と予算編成について

（Ｐ１３３） (1) 市政推進の基本的な考え方について

(2) 安心して健やかに暮らせるまちづくりについて

(3) 自然と環境にやさしい快適なまちづくりについて

(4) 平成２１年度の予算編成について

２．男女共同参画推進計画について

(1) 進捗状況について

(2) 平成２０年度事業評価・検証について

(3) 平成２１年度事業計画の具体化について

３ 渡 辺 正 尚 １．新年度の地域振興施策について

（Ｐ１４４） (1) 農業振興施策について

(2) 中心街振興施策について
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(3) 総合交通体系について

(4) 観光の振興施策について

(5) 交流活動の推進について

２．教育行政について

(1) 小中学校の教育環境について

(2) 高等学校の環境について

(3) 大学の教育環境について

４ 谷 内 司 １．各団体への公費負担について

（Ｐ１５６） (1) 名寄市納税貯蓄組合の助成金について

(2) 市職員の互助会への補助金の見直しは

(3) 農民連盟への委託料について

２．未収金と不納欠損について

(1) 全会計の未収金は

(2) 全会計の不納欠損額は

(3) 収納の考え方は

５ 植 松 正 一 １．農業・農村振興施策について

（Ｐ１６９） (1) 平成２１年産米の数量配分と産地確立対策について

(2) 農業生産資材等の高騰対策について

(3) 名寄産業高校における農業学科の応募状況及び名寄農業高校の農

場等の有効活用について

２．名寄市の林業振興施策について

(1) 名寄市森林整備計画に基づく進捗状況について

(2) 公益的機能を発揮する森林づくりの考え方について

(3) 木質バイオマスエネルギー利用、促進について

(4) 緊急雇用対策の対応と対策について

６ 川 村 正 彦 １．名寄市の中小企業振興について

（Ｐ１８０） (1) 商工会議所と商工会の併存について

(2) 地域貢献を担う商工会の役割について

２．名寄市立総合病院改革プランについて

(1) 地方公営企業法の全部適用について

(2) 新医療報酬制度ＤＰＣの導入について

(3) 医療職給料表への切り替えについて
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７ 大 石 健 二 １．名寄市の行財政運営から

（Ｐ１９１） (1) 名寄市行財政改革について

ア 組織・機構見直し推進の手法と今後の課題

(2) 郊外地区市民の日常生活改善について

ア その手法と今後の課題

(3) 行政報告について

ア 市政推進と今後の課題

８ 持 田 健 １．名寄市の雪対策について

（Ｐ２００） (1) 歩道のツルツル路面対策について

(2）生活道路交差点の排雪について

(3) 道路除雪について

２．住宅用火災警報器設置の取り組みについて

(1) 身体障害者及び６５才から６９才までの虚弱者のみの低所得世帯

への助成について

(2) 名寄市全世帯１００％設置に向けての取り組みについて

３．小中高生の携帯電話対策について

(1) 「携帯電話」の学校への持ち込みについて

(2) 自己紹介サイト「プロフ」について

(3) 学習時間（日数）と携帯電話について

９ 竹 中 憲 之 １．農業施策について

（Ｐ２１２） (1) 遊休地活用対策について

(2) クリーン農業の拡大と支援について

２．教育政策について

(1) 特別支援教育について

(2) 新学習指導要綱について

１０ 木戸口 真 １．活力ある農業振興を目指して

（Ｐ２２２） (1) 地域づくり対策は新たに３ヶ年の取り組みと中山間地事業は最終

年度の状況と今後の取り組みと展望は

(2) グリーン・ツーリズムの取り組み状況と今後の取り組みについて

(3) 平成２１年度、農家のコスト低減対策、経営改善・担い手対策等

に資する、国・道支援策は、また市の支援策と今後の補助事業、

支援策は

(4) 活発に行われている食育及び地産地消の取り組みと今後の考えは
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(5) 地域農業の活性化を進めるにあたり、農／商連携の取り組みが必

要と考えるが

２．名寄市福祉事業の充実について

(1) 新年度を迎え、特別養護老人ホーム清峰園・特別養護老人ホーム

しらかばハイツの介護スタッフの確保と体制は

(2) 国が進める介護職員人材確保のための０９年度から進める介護報

酬３％引き上げ分をどのように現場で反映するのか

３．地域医療の確立について

(1) 「名寄市立総合病院改革プラン案」が示されましたが、改革プラ

ンでの黒字化に向けての大きな課題はどんなことか、平成２１年

度、医師、看護師のスタッフ確保の状況と勤務体制について

(2) 今秋までに、道北圏に導入される「ドクターヘリ」の名寄市とし

ての対応と取り組みについて

１１ 山 口 祐 司 １．市民の健康づくりについて

（Ｐ２３４） (1) 特定健康診査移行による市民の理解度について

(2) 医療費抑制の目標数値について

(3) 現在の保健医療体制について

(4) 未受診者に対する具体的な対応について

２．特徴のある地域づくりのために

(1) 地域文化に対する住民の認識度について

(2) 文化財の保存、活用の方策について

(3) 心豊かな人と文化を育むまちづくりについて

１２ 佐々木 寿 １．教育関係について

（Ｐ２４３） (1) 小中学校一貫・連携教育について

(2) 学校教育での国旗、国歌について

(3) 高等学校教育の振興について

２．自衛隊関係について

(1) 自衛隊の水道事業について

(2) ソマリア沖の海賊対策への海自派遣について

３．救急医療について

(1) ドクターヘリ導入に伴う名寄市の対応について

１３ 駒 津 喜 一 １．地域商工業への支援

（Ｐ２５３） (1) 名寄市融資及び各助成制度の見直しについて
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(2) 商店街若手後継者育成事業の取り組みについて

(3) 地域循環経済について

(4) 産消協働について

２．コンピューターデータセンターの誘致について

(1) ホワイトデータセンター構想の研究とデータセンター誘致の可能

性について
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第 １ 回 名 寄 市 議 会 定 例 会 議 決 結 果 表

平成２１年３月６日～平成２１年３月２６日 ２１日間

本会議時間数 ２３時間０６分

議 案 番 号 議 件 名 議決年月日 議 決 要 旨

平成２０年第４回 名寄市私法上の債権の放棄に関する条例の制 20.12. 1 総務文教常任委員会

定例会付託議案 定について（総務文教常任委員会報告） 付託・閉会中継続審

第１号 査

21. 3. 6 修 正 可 決

議 案 第 １ 号 名寄市職員の勤務時間、休暇等に関する条例 21. 3. 6 原 案 可 決

の一部改正について

議 案 第 ２ 号 名寄市職員の育児休業等に関する条例の一部 〃 〃

改正について

議 案 第 ３ 号 名寄市特別職の職員の給与に関する条例の一 〃 〃

部改正について

議 案 第 ４ 号 名寄市教育委員会教育長の給与、勤務時間そ 〃 〃

の他の勤務条件に関する条例の一部改正につ

いて

議 案 第 ５ 号 名寄市職員の特殊勤務手当に関する条例の一 〃 〃

部改正について

議 案 第 ６ 号 名寄市保育所設置条例の一部改正について 〃 〃

議 案 第 ７ 号 名寄市乳幼児等医療費の助成に関する条例の 〃 〃

一部改正について

議 案 第 ８ 号 名寄市重度心身障害者及びひとり親家庭等の 〃 〃

医療費の助成に関する条例の一部改正につい

て
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議 案 第 ９ 号 名寄市介護保険条例の一部改正について 21. 3. 6 原 案 可 決

議 案 第 １ ０ 号 名寄市水道事業の設置等に関する条例の一部 〃 〃

改正について

議 案 第 １ １ 号 損害賠償の額を定めることについて 〃 〃

議 案 第 １ ２ 号 市道路線の廃止について 〃 〃

議 案 第 １ ３ 号 市道路線の認定について 〃 〃

議 案 第 １ ４ 号 名寄市固定資産評価審査委員会委員の選任に 〃 選 任 同 意

ついて

議 案 第 １ ５ 号 平成２０年度名寄市一般会計補正予算 〃 原 案 可 決

議 案 第 １ ６ 号 平成２０年度名寄市国民健康保険特別会計補 〃 〃

正予算

議 案 第 １ ７ 号 平成２０年度名寄市介護保険特別会計補正予 〃 〃

算

議 案 第 １ ８ 号 平成２０年度名寄市下水道事業特別会計補正 〃 〃

予算

議 案 第 １ ９ 号 平成２０年度名寄市個別排水処理施設整備事 〃 〃

業特別会計補正予算

議 案 第 ２ ０ 号 平成２０年度名寄市簡易水道事業特別会計補 〃 〃

正予算

議 案 第 ２ １ 号 平成２０年度名寄市公設地方卸売市場特別会 〃 〃

計補正予算

議 案 第 ２ ２ 号 平成２０年度名寄市食肉センター事業特別会 〃 〃

計補正予算
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議 案 第 ２ ３ 号 平成２０年度名寄市後期高齢者医療特別会計 21. 3. 6 原 案 可 決

補正予算

議 案 第 ２ ４ 号 平成２０年度名寄市病院事業会計補正予算 〃 〃

議 案 第 ２ ５ 号 平成２０年度名寄市水道事業会計補正予算 〃 〃

議 案 第 ２ ６ 号 平成２１年度名寄市一般会計予算 21. 3. 6 予算審査特別委員会

設置・付託

21. 3.26 原 案 可 決

議 案 第 ２ ７ 号 平成２１年度名寄市国民健康保険特別会計予 21. 3. 6 予算審査特別委員会

算 設置・付託

21. 3.26 原 案 可 決

議 案 第 ２ ８ 号 平成２１年度名寄市老人保健事業特別会計予 21. 3. 6 予算審査特別委員会

算 設置・付託

21. 3.26 原 案 可 決

議 案 第 ２ ９ 号 平成２１年度名寄市介護保険特別会計予算 21. 3. 6 予算審査特別委員会

設置・付託

21. 3.26 原 案 可 決

議 案 第 ３ ０ 号 平成２１年度名寄市下水道事業特別会計予算 21. 3. 6 予算審査特別委員会

設置・付託

21. 3.26 原 案 可 決

議 案 第 ３ １ 号 平成２１年度名寄市個別排水処理施設整備事 21. 3. 6 予算審査特別委員会

業特別会計予算 設置・付託

21. 3.26 原 案 可 決
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議 案 第 ３ ２ 号 平成２１年度名寄市簡易水道事業特別会計予 21. 3. 6 予算審査特別委員会

算 設置・付託

21. 3.26 原 案 可 決

議 案 第 ３ ３ 号 平成２１年度名寄市公設地方卸売市場特別会 21. 3. 6 予算審査特別委員会

計予算 設置・付託

21. 3.26 原 案 可 決

議 案 第 ３ ４ 号 平成２１年度名寄市食肉センター事業特別会 21. 3. 6 予算審査特別委員会

計予算 設置・付託

21. 3.26 原 案 可 決

議 案 第 ３ ５ 号 平成２１年度名寄市後期高齢者医療特別会計 21. 3. 6 予算審査特別委員会

予算 設置・付託

21. 3.26 原 案 可 決

議 案 第 ３ ６ 号 平成２１年度名寄市病院事業会計予算 21. 3. 6 予算審査特別委員会

設置・付託

21. 3.26 原 案 可 決

議 案 第 ３ ７ 号 平成２１年度名寄市水道事業会計予算 21. 3. 6 予算審査特別委員会

設置・付託

21. 3.26 原 案 可 決

議 案 第 ３ ８ 号 平成２０年度名寄市一般会計補正予算 21. 3.16 原 案 可 決

議 案 第 ３ ９ 号 名寄市議会基本条例の制定について 21. 3.26 〃

諮 問 第 １ 号 人権擁護委員の候補者推薦につき意見を求め 21. 3. 6 適任と認める

ることについて
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意見書案第１号 北海道の自衛隊体制維持を求める意見書 21. 3.26 原 案 可 決

意見書案第２号 タクシー分野の規制緩和路線の抜本的見直し 〃 〃

を求める意見書

意見書案第３号 「緑の社会」への構造改革を求める意見書 〃 〃

意見書案第４号 肝炎対策のための基本法の制定を求める意見 〃 〃

書

意見書案第５号 保育制度の検討に係る意見書 〃 〃

意見書案第６号 ２００９年国家予算編成における義務教育無 〃 〃

償、義務教育費国庫負担制度の堅持と負担率

２分の１復元等教育予算の拡充を求める意見

書

報 告 第 １ 号 専決処分した事件の報告について 21. 3. 6 報 告 済

報 告 第 ２ 号 専決処分した事件の報告について 〃 〃

報 告 第 ３ 号 専決処分した事件の報告について 〃 〃

報 告 第 ４ 号 例月現金出納検査報告について 21. 3.26 〃

閉会中継続審査（調査）の申し出について 〃 継続審査(調査）

決 定
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